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口絵１　華道家元池坊総務所蔵「関東台覧立花砂之物図」（全体）

（右）

（左）



口絵２　華道家元池坊総務所蔵「御朱印御改御代替御礼参府記」

口絵３　元離宮二条城事務所蔵「二条御城二之丸御殿向幷仮建物絵図」



口絵４　元離宮二条城東大手門番所

口絵５　元離宮二条城御清所

口絵６　御清所室内板戸の落書き（右は赤外線撮影による拡大写真）

中央に肩衣を着けた馬が描かれている。その下には「宝暦七□
（丁ヵ）

丑四月七日大泊納　平岩親信・長尾

景親・雨宮正央・八重盛教道」と掘られている。



口絵７　宮内庁書陵部図書課宮内公文書館蔵「工事録 明治26 年」（識別番号：4524）

口絵８　同上（めくった状態）



　

『
研
究
紀
要 

元
離
宮
二
条
城
』
第
四
号
刊
行
に
あ
た
っ
て　

 

京
都
市
で
は
、
文
化
財
と
し
て
の
元
離
宮
二
条
城
の
価
値
を
次
世
代
へ
継
承
し
、
保
存
と
活
用
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
策
定
し
た
『
史

跡
旧
二
条
離
宮
（
二
条
城
）
保
存
活
用
計
画
』
を
基
に
、
二
条
城
を
中
心
と
し
た
京
都
の
歴
史
・
文
化
に
関
す
る
調
査
・
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

『
研
究
紀
要 

元
離
宮
二
条
城
』
は
、
調
査
・
研
究
の
成
果
と
、
文
化
財
に
関
す
る
記
録
の
発
信
を
目
的
と
し
、
令
和
三
年
度
に
創
刊
い
た
し

ま
し
た
。
本
書
は
そ
の
第
四
号
と
な
り
ま
す
。

　

第
四
号
で
は
、
元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料
と
し
て
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
、
お
よ
び
華
道
家
元
池
坊
総

務
所
蔵
「
御
朱
印
御
改
御
代
替
御
礼
参
府
記
」
を
翻
刻
・
掲
載
し
ま
し
た
。
後
者
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
池
坊
中
央
研
究
所
主
任
研
究
員
・

細
川
武
稔
氏
の
御
助
力
を
賜
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
細
川
氏
か
ら
は
江
戸
で
の
立
花
上
覧
に
つ
い
て
の
御
寄
稿
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
研
究
ノ
ー
ト
で
は
、
近
世
に
お
け
る

二
条
城
の
番
所
に
つ
い
て
、
ま
た
近
代
に
入
り
「
二
条
城
」
が
二
条
離
宮
と
な
る
過
程
に
つ
い
て
論
じ
ま
し
た
。
ま
た
、
史
料
紹
介
と
し
て
、

将
軍
徳
川
家
茂
の
小
姓
の
記
録
で
あ
る
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
「
昭
徳
公
事
跡 

三
」
を
翻
刻
し
、
解
説
を
付
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
本

号
よ
り
修
理
記
録
を
掲
載
し
、
そ
の
成
果
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。
修
理
記
録
の
作
成
に
際
し
て
は
、
京
都
大
学
大
学
院
教
授
・

小
椋
大
輔
氏
の
御
助
力
を
賜
り
ま
し
た
。

　

本
年
度
（
令
和
六
年
度
）
、
元
離
宮
二
条
城
で
は
、
保
存
修
理
工
事
を
終
え
た
本
丸
御
殿
の
一
般
公
開
を
開
始
し
、
多
く
の
皆
様
に
御
来
城
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
と
の
共
催
に
よ
る
特
別
展
「
二
条
離
宮
―
元
離
宮
二
条
城 

本
丸
御
殿
公
開
記
念
―
」
を
開
催
し
、

よ
り
多
く
の
皆
様
に
元
離
宮
二
条
城
の
新
た
な
魅
力
を
感
じ
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
本
書
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
御
指
導
を
賜
っ
た
先
生
方
、
玉
稿
を
御
寄
稿
い
た
だ
い
た
細
川
武
稔
氏
・
小
椋
大
輔
氏
、

史
資
料
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
を
は
じ
め
、
各
位
か
ら
の
御
協
力
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
に
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 

令
和
七
年
三
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
都
市
文
化
市
民
局　

元
離
宮
二
条
城
事
務
所
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市
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香
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【
表
紙
】
二
之
丸
御
殿
〈
黒
書
院
〉
牡
丹
の
間
障
壁
画 

北
側
壁
貼
付
《
牡
丹
図
》
（
白
描
）

本
図
は
、
重
要
文
化
財
二
の
丸
御
殿
障
壁
画
の
原
画
の
写
真
を
、
デ
ジ
タ
ル
加
工
し
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
牡
丹
の
間
は
、
黒
書
院
の
東
廊
下
に
あ
た
り
、

寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
の
後
水
尾
天
皇
行
幸
の
際
に
は
、
公
家
衆
の
饗
応
場
所
と
な
っ
た
。
牡
丹
の
間
の
障
壁
画
の
う
ち
、
西
側
の
襖
と
戸
襖
の
貼
付
が
、

金
地
に
牡
丹
の
色
や
形
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
、
江
戸
時
代
の
絵
画
様
式
を
示
す
一
方
、
本
図
を
含
む
北
側
の
壁
貼
付
は
、
牡
丹
の
根
元
や
地
面
、
雲

や
水
辺
を
組
み
合
わ
せ
て
重
層
的
な
奥
行
き
の
あ
る
空
間
を
描
く
、
桃
山
時
代
の
名
残
を
残
す
古
い
様
式
を
示
す
。
西
側
と
北
側
で
は
、
本
紙
を
構
成
す
る

一
紙
の
寸
法
も
異
な
り
、
北
側
は
、
西
側
よ
り
も
古
い
時
代
―
―
す
な
わ
ち
徳
川
家
康
に
よ
る
二
条
城
創
建
時
―
―
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

（
文
：
中
野
志
保　

作
図
：
杉
谷
理
沙
）
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参考図　文久2 年の二条城二之丸御殿

　元離宮二条城事務所蔵「二条御城二之丸御殿向幷仮建物絵図」（口絵３）をトレースしたもの。京都大

学附属図書館蔵「二条城絵図」（請求記号：中井家絵図・書類／35-1）により付箋の情報を付け加えた。
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元離宮二条城歴史資料　例言

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料 

例
言

　

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料
は
、
元
離
宮
二
条
城
の
理
解
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
文
献
史
料

を
選
び
、
こ
れ
を
翻
刻
・
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
。

　1
．
二
条
在
番
関
係
史
料
と
し
て
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」

（
請
求
記
号:

Ａ
〇
〇
：
六
三
四
〇
）
を
翻
刻
・
掲
載
し
た
。
天
地
は
端
裏
書
の
向
き

に
合
わ
せ
た
。
翻
刻
は
杉
谷
理
沙
（
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
）
が
担
当
し
た
。

2
．
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
御
朱
印
御
改
御
代
替
御
礼
参
府
記
」
の
一
部
を
翻
刻
・
掲

載
し
た
。
本
翻
刻
は
、
華
道
家
元
四
十
一
世
池
坊
専
明
が
江
戸
城
で
行
っ
た
立
華
上
覧

に
伴
う
手
続
き
や
、
実
施
の
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る※

。

そ
の
た
め
、
翻
刻
範
囲
は
、
全
五
冊
（
天
・
地
・
人
・
下
・
跋
）
の
う
ち
、
専
明
の
江

戸
到
着
直
前
の
川
崎
宿
出
立
（
天
保
九
年
四
月
一
五
日
条
、
天
42
丁
オ
（
表
）
）
か
ら
、

帰
京
の
届
出
（
同
年
五
月
二
四
日
条
、
下
20
丁
ウ
（
裏
）
）
ま
で
と
し
、
そ
の
他
の
部

分
は
省
略
し
た
。
な
お
、
参
府
道
中
の
記
録
は
『
静
岡
県
史
』
資
料
編
15
近
世
七
に
一

部
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
翻
刻
は
、
細
川

武
稔
（
池
坊
中
央
研
究
所
）
・
今
江
秀
史
（
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
）
・
杉
谷
理
沙
が
担

当
し
た
。

3
．
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
基
本
的
に
原
文
を
尊
重
し
た
が
、
趣
旨
を
損
な
わ
な
い
範
囲
に
お

い
て
、
次
の
原
則
で
表
記
を
統
一
し
た
。

(1)　

字
体
は
原
則
常
用
漢
字
を
用
い
、
そ
れ
の
な
い
場
合
は
正
字
体
を
用
い
た
。

(2)　

合
字
の
「
ゟ
」
は
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
。
ま
た
「
而
」「
仁
」「
乎
」「
者
」「
茂
」

「
江
」
「
与
」
な
ど
の
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
助
詞
も
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

(3)　

本
文
中
は
、
適
宜
読
点
「
、
」
と
並
列
点
「
・
」
を
加
え
た
。

(4)　

虫
損
・
破
損
な
ど
に
よ
る
判
読
不
明
箇
所
は
、
字
数
が
推
定
で
き
る
場
合
は

文
字
数
分
の
□
で
示
し
、
字
数
が
不
明
な
場
合
は
お
お
よ
そ
の
範
囲
を[

　

]

で

示
し
た
。

(5)　

抹
消
部
分
に
は
二
重
線
を
付
し
、
見
セ
消
チ
の
場
合
は
文
字
の
左
側
に
ゆ
す

り
点
（
〻
）
を
付
し
た
。
原
文
に
修
正
や
書
き
加
え
が
あ
る
場
合
に
は
右
傍
ら
に

示
し
た
。
ま
た
、
上
書
き
さ
れ
元
の
文
字
が
判
読
不
明
な
場
合
や
、
明
ら
か
な
塗

抹
は
■
で
示
し
た
。

(6)　

文
意
の
通
ら
な
い
文
字
は
（
マ
マ
）
、
判
読
し
づ
ら
い
文
字
は
（
ヵ
）
、
重
複

と
思
わ
れ
る
文
字
に
は
（
衍
）
な
ど
と
傍
注
を
付
し
た
。
ま
た
、
明
ら
か
な
誤
字
・

脱
字
は
右
傍
ら
に
適
宜
補
訂
し
た
。

(7)　

本
文
中
の
朱
書
は
『　

』
で
、
図
中
の
朱
書
は
網
掛
け
で
示
し
た
。
ま
た
、
表
紙
・

袋
は
枠
線
で
囲
み
（
表
紙
）
・
（
袋
）
等
と
示
し
た
。

(8)　

表
敬
の
平
出
・
欠
字
は
と
も
に
一
字
ア
ケ
と
し
、
特
に
注
記
は
し
な
か
っ
た
。

(9)　

文
字
が
あ
る
べ
き
部
分
に
空
白
が
あ
る
場
合
は
（
ア
キ
マ
マ
）
と
注
記
し
た
。

5
．
史
料
翻
刻
に
対
し
て
は
、
読
者
の
理
解
に
供
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
解
題
を
付
し
た
。

6
．
本
文
中
、
現
在
に
お
い
て
は
人
権
を
侵
害
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
字
句
も
含
ま
れ
る
が
、

歴
史
的
事
実
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
、
原
文
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
。

史
料
の
閲
覧
・
利
用
・
撮
影
等
に
関
し
、
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
東
京
大
学
総
合
図
書

館
、
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
（
池
坊
中
央
研
究
所
）
、
お
よ
び
同
研
究
所
主
任
研
究
員
・

細
川
武
稔
氏
へ
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

※
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
御
代
替
御
礼
継
目
御
礼
記
録
」
（
『
研
究
紀
要 

元
離
宮
二
条
城
』

第
三
号
に
翻
刻
を
掲
載
）
で
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
お
け
る
徳
川
家
茂
の
二
条

城
入
城
の
際
、
四
十
二
世
池
坊
専
正
が
立
華
上
覧
を
計
画
し
た
も
の
の
、
実
施
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
今
回
翻
刻
を
掲
載
し
た
「
御
朱
印
御
改
御
代
替
御
礼
参
府
記
」

は
、
こ
の
未
遂
に
終
わ
っ
た
二
条
城
に
お
け
る
立
華
上
覧
を
復
元
す
る
た
め
の
手
が
か
り

と
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
書
に
翻
刻
を
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。



6

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

諸
絵
図

二
条
在
番

四
十
八
枚

外
絵
図

六
　
　
枚

建
部
内
匠
頭
写

戸
田
淡
路
守
ヨ
リ
借
写

小
笠
原
長
門
守

（
袋
）

（ 

氏
綏 

）

（ 

長 

恒 

）

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」（
二
条
在
番
関
係
史
料
ニ
）　



7（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

上段

番
頭

月
番

所
司
代

月番　 町奉行

ツ
イ
タ
テ

出
礼
之
衆

番
頭

伏
見
奉
行

朱
書
出
道

墨
ハ
引
道

年
始　

節
句　

朔
望　

出
礼
如
図

町
奉
行
衆
差
引
在
之
候
、
出
候
節
者
下
ゟ
二
本

目
之
柱
、
引
申
候
節
ハ
上
ゟ
二
本
目
之
柱
也
、

尤
中
座
無
之
候
、
勿
論
月
番
い
つ
も
上
座
也
、

寛
政
二
戌
年
ゟ
同
三
亥
年

在
番

本
庄
甲

（

道

利

）

斐
守

米
倉
長

（

昌

賢

）

門
守

惣
而
恐
悦
事
、
御
機
嫌
伺
之
事
と
も
、
皆
図
の
こ

と
く
相
済
申
候
、

1　

年
始
節
句
朔
望
出
礼
之
図

「（
端
裏
書
）

年
始
節
句
朔
望
出
礼
之
図
」



8

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

上 段

ツ
イ
タ
テ

此
所
ニ

扣
居

御
目
付

所
司
代

町 奉 行

寛
政
六
甲
寅
年
九
月
五
日
、
御
目
付
村
瀬

平（

俊

総

）

四
郎
・
榊
原
左（

職

序

）

衛
門
京
着
ニ
付
、
服
紗

袷
・
麻
上
下
着
、
五
時
前
肥

（
藤
堂
良
岑
）

後
守
同
道
、
堀
田

相（

正

順

）

模
守
殿
室
江

罷
越
候
、

御
目
付
両
人
罷
越
、
町
奉
行
差
引
ニ
而
罷
出
、

我（
堀
直
晧
）

等
月
番
ニ
付
致
上
座
、
如
図
相
模
守
殿
方
江

寄
平
伏
、
平
四
郎　

上
意
申
渡
有
之
、
相
模
守

殿
方
江

向
直
り
、　

上
意
之
御
礼
申
述
、
又
向

直
り
候
節
、
左
衛
門
奉
書
可
相
渡
旨
申
付
候
、

我
等
如
図
罷
出
、
請
取
帰
座
之
上
拝
見
、
畢

而
我
等
方
江

差
戻
候
上
、
相
模
守
殿
江

入
御
覧
、

帰
座
之
節
、
年
寄
衆
ゟ
之
伝
言
左
衛
門
申
聞
候

間
、
及
会
釈
候
、
夫
ゟ
相
模
守
殿
方
江

振
直
り
、

後
剋
御
目
付
同
道
、
御
番
所
江

罷
越
候
段
申
達

候
処
、
例
之
通
可
取
斗
旨
被
申
聞
候
之
間
、
直

ニ
引
申
候
、

２　

御
目
付
代
上
意
申
渡
之
図

「（
端
裏
書
）

御
目
付
代

上
意
申
渡
之
図
」



9（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

床棚 違

大 書 院

小 書 院

対 面 所
表 廊 下

番
頭御

目
付
被
参
候
節
此
所
ニ
罷
在
候

番頭

御目付

始此処ニ居

御
門
番

大 御 番 頭

　 町 奉 行

退
口

出 口

使 者 之 間

広 間 鏡 板

　 町 奉 行

３　

寛
政
四
子
年
所
司
代
明
御
目
付
代
町
奉
行
御
役
宅
ニ
而
上
意
被
申
渡
候
節
絵
図

「（
端
裏
書
）

寛
政
四
子
年

所
（
堀
田
正
順
）

司
代
明
御
目
付
代
町
奉
行
御
役
宅
ニ
而

上
意
被
申
渡
候
節
絵
図　
　
　
　
　
　
　

」



1
0

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

入
口

土
間

御
庭

組
頭
部
屋

上り段

薄
縁

同

同

リロイ

衆 頭 組 両

衆番御

衆 番 御
御
目
付

番頭
月番

寛
政
二
戌
年
五
月
十
一
日
、
太
田
備（

資

愛

）

中
守
殿
御
番
所
江

御
越
、
同
年

九
月
、
御
目
付
御
番
所
江

同
道
、

寛
政
三
亥
年
正
月
九
日
、
備
中
守
殿
御
番
所
江

御
越
、
同
年
三
月
御

目
付
御
番
所
江

同
道
、
何
レ
も
如
図
、
所
司
代
之
節
者
先
江

か
け
抜

待
受
申
候
、
御
目
付
之
節
者
始
終
同
道
之
事
、

本

在
番

庄
甲（

道

利

）

斐
守

米
倉
長（

昌

賢

）

門
守

４　

所
司
代
御
目
付
御
番
所
江
被
越
候
図

「（
端
裏
書
）

所
司
代

御
目
付 

御
番
所
江

被
越
候
図

」



1
1

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

番 頭

御
老
中

当番

組
頭

上 り 口

イ
ロ

リ

所
司
代

５　

子
十
一
月
伊
豆
守
殿
上
京
之
節
所
司
代
迎
絵
図

「（
端
裏
書
）

子
（
寛
政
四
年
）

十
一
月
伊

（
松
平
信
明
）

豆
守
殿
上
京
之
節

所
（
堀
田
正
順
）

司
代
迎
絵
図　
　
　
　
　
　

」



1
2

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料 ６　

知
恩
院
山
茶
屋
振
廻
之
節
絵
図

「（
端
裏
書
）

智
恩
院
山
茶
屋
振
廻
之
節
絵
図
」

六
役

役
者

同

番
頭

床

是 ゟ 上 ル

縁

取 持
御 門 番

知
恩
院
山
茶
屋
絵
図
、
餅
・
菓
子
・
酒
出
、
暫
有
之
、

下
屋
敷
江

可
参
旨
、
御
門
番
江

可
申
述
候
、



1
3

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

ン
タ

ミ
フ

ン
タ

ミ
フ

虎之間
殿
上

鶴
之
間

諸
大
夫
之
間

用
達
所

非 蔵 人 両 人

久 我 大 納 言

葉 室 大 納 言

番頭拭板

御車寄

御唐門

南

清
涼
殿
縁
頬

御車寄

披露済候以後

伝奏衆被出候節

此柱之処
江

下り居

御附衆両人尤
御
馬
御
庭
江

廻
り
候
を

見
懸
ヶ
居
直
り
申
候

７　

八
朔
御
使
之
図

「（
端
裏
書
）

八
朔　

御
使
之
図
」



1
4

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

上段

用人

此辺ニ

扣居

備
中
守
殿

長
門

豊
前

肥
後

下
り

月
番

登
り

８　

跡
登
番
頭
所
司
代
御
逢
之
図

「（
端
裏
書
）

跡
登
番
頭
所

（
太
田
資
愛
）

司
代
御
逢
之
図
」



1
5

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

９　

八
朔
御
進
献
之
御
馬
見
分
之
図

「（
端
裏
書
）

八
朔御

進
献
之
御
馬
見
分
之
図
」

上段

相
模
守
殿

書院次之間

御 馬
御 馬

庭

御
馬

　
此
所
江

牽
出

町
奉
行

御
附
衆

仙
洞
御
附
衆

肥
後
守

内
蔵
頭

※
点
線
は
張
紙
の
位
置
を
示
す
。
こ
の
部
分
に
帳
面
が

貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
各
丁
内
容
が
異
な
る
。
以

下
、
各
丁
の
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
翻
刻
・
掲
載
す
る
。
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元離宮二条城歴史資料

（
張
紙
①
）

周
防
守
殿

近
江
守

伊
勢
守

町
奉
行

御
附
衆

仙
洞
御
附
衆

御
使

所
司
代

縫
殿
頭

美
濃
守

町
奉
行

御
附
衆

仙
洞
御
附
衆

御
使

（
張
紙
②
）

大
和
頭

越
前
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
③
）

紀
伊
守
殿

所
司
代

右
之
通
当
年
者
致
着
座
、
周

（
松
平
康
任
）

防
守
殿
御
出
座
之
節
、
右
之

方
江
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候
間
、
相

応
及
挨
拶
、
又
正
面
江

向
罷
在
候
御
馬
二
匹
見
分
相
済
、

一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
付
、
御
同
様
奉
存
候

旨
申
述
候
、
直
御
会
釈
有
之
、
周
防
守
殿
御
退
座
ニ
付
、

我
（
堀
直
哉
）

等
初
何
茂
致
退
座
候
事
、

文
政
九
丙
戌
年
七
月　
　
　
　
　

堀
近（

直

哉

）

江
守
記
之
、

周
（
松
平
康
任
）

防
守
殿
在
府
中
ニ
付
、
右
之
通
着
座
致
見
分
候
処
、

一
之
御
馬
宜
相
見
候
間
、
其
段
我

（
松
平
乗
羨
）

等
美

（
戸
田
光
弘
）

濃
守
江
申
談

候
処
、
同
様
被
存
候
旨
ニ
付
、
町
奉
行
衆
江
申
談
候
処
、

是
又
同
様
被
存
候
旨
被
申
聞
候
之
間
、
右
之
趣
我
等
ヨ

リ
周
防
守
殿
用
人
江
申
達
、
何
茂
退
座
、

文
政
八
乙
酉
年
七
月　
　
　
　
　

松
平
縫（

乗

羨

）

殿
頭
記
之
、

右
之
通
当
年
者
致
着
座
、
紀

（
内
藤
信
敦
）

伊
守
殿
御
出
座
之
節
、
右

之
方
江
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候
間
、

相
応
及
挨
拶
、
又
正
面
江
向
罷
在
候
御
馬
二
匹
見
分
相

済
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
付
、
御
同
様

奉
存
候
旨
申
述
、
直
御
会
釈
有
之
、
紀
伊
守
殿
御
退
座

ニ
付
、
我

（
酒
井
忠
嗣
）

等
初
何
茂
致
退
座
候
事
、

文
政
七
甲
申
年
七
月　
　
　
　
　

酒
井
大（

忠

嗣

）

和
守
記
之
、
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伊
予
守

出
雲
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
④
）

紀
伊
守
殿

所
司
代

仙
洞
御
附
衆

飛
騨
守

信
濃
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑤
）

和
泉
守
殿

所
司
代

仙
洞
御
附
衆

伊
賀
守

但
馬
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑥
）

和
泉
守
殿

所
司
代

仙
洞
御
附
衆

右
之
通
当
年
者
致
着
座
、
紀

（
内
藤
信
敦
）

伊
守
殿
御
出
座
之
節
、
右

之
方
江
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候
間
、

相
応
及
挨
拶
、
又
正
面
江
向
罷
在
候
御
馬
二
匹
見
分
相

済
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
間
、
御
同
様

奉
存
候
旨
申
述
候
、
直
御
会
釈
有
之
、
紀
伊
守
殿
御
退

座
ニ
付
、
我

（
牧
野
成
著
）

等
初
何
茂
致
退
座
候
事
、

文
政
六
癸
未
年
七
月　
　
　
　
　

牧
野
伊（

成

著

）

予
守
記
之
、

右
之
通
当
年
者
致
着
座
、
和

（
松
平
乗
寛
）

泉
守
殿
御
出
座
之
節
、
右

之
方
江
ニ
ジ
リ
候
之
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候

間
、
相
応
及
挨
拶
、
又
正
面
江
向
罷
在
候
御
馬
二
匹
見

分
相
済
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
ニ
付
、

御
同
様
奉
存
候
旨
申
述
、
直
御
会
釈
有
之
、
和
泉
守
殿

御
退
座
ニ
付
、
我

（
酒
井
忠
藎
）

等
初
何
茂
致
退
座
候
事
、

文
政
五
壬
午
年
七
月　
　
　
　
　

酒
井
飛（

忠

藎

）

騨
守
記
之
、

右
之
通
当
年
者
致
着
座
、
和

（
松
平
乗
寛
）

泉
守
殿
御
出
座
之
節
、
右

之
方
江
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候
間
、

相
応
及
挨
拶
、
又
正
面
江
向
罷
在
候
御
馬
二
匹
見
分
相

済
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
付
、
御
同
様

奉
存
候
旨
申
述
、
直
御
会
釈
有
之
、
和
泉
守
殿
御
退
座

ニ
付
、
我

（
五
嶋
運
龍
）

等
初
何
茂
致
退
座
候
事
、

文
政
四
辛
巳
年
七
月　
　
　
　
　

五
嶋
伊（

運

龍

）

賀
守
記
之
、
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豊
前
守

出
雲
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑦
）

和
泉
守
殿

所
司
代

仙
洞
御
附
衆

（
張
紙
⑧
）

土
佐
守

玄
蕃
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑨
）

（
頭
）

右
之
通
当
年
者
致
着
座
、
和（

松
平
乗
寛
）

泉
守
殿
御
出
座
之
節
、
右

之
方
江
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候
間
、

相
応
及
挨
拶
、
又
正
面
江
向
罷
在
候
御
馬
二
匹
見
分
相

済
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
被
仰
聞
候
ニ
付
、
御
同
様

奉
存
候
旨
申
述
候
、
直
御
会
釈
有
之
、
和
泉
守
殿
御
退

座
ニ
付
、
我

（
堀
田
正
民
）

等
初
何
茂
致
退
座
候
事
、

文
政
三
庚
辰
年
七
月　
　
　
　
　

堀
田
豊（

正

民

）

前
守
記
之
、

松
平
和（

乗

寛

）

泉
守
殿
御
忌
中
ニ
付
、
当
年
千
本

下
屋
敷
ヲ
イ
テ

御
馬
致
見
分
候
ニ
付
、
別
紙
絵
図
面
有
之
、

文
政
二
己
卯
年
七
月　
　
　
　
　

戸
田
和（

光

弘

）

泉
守
記
之
、

加
（
大
久
保
忠
真
）

賀
守
殿
在
府
中
ニ
付
、
右
之
通
着
座
致
見
分
候
処
、

一
之
御
馬
宜
相
見
候
間
、
其
段
我

（
戸
田
忠
従
）

等
玄

（
田
沼
意
善
）

蕃
頭
江
申
談
候

処
、
同
様
被
存
候
ニ
付
、
町
奉
行
衆
江
申
談
候
処
、
是

又
同
様
被
存
候
旨
被
申
聞
候
之
間
、
右
之
趣
我
等
加
賀

守
殿
用
人
江
申
達
置
、
何
茂
退
座
、

文
政
元
戊
寅
年
七
月　
　
　
　
　

戸
田
土（

忠

従

）

佐
守
記
之
、



19

（翻刻）東京大学総合図書館蔵「二条在番諸絵図外絵図」（二条在番関係史料二）

遠
江
守

下
総
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑩
）

加
賀
守
殿

所
司
代

仙
洞
御
附
衆

大
和
守

周
防
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑪
）

加
賀
守
殿

所
司
代

仙
洞
御
附
衆

伊
予
守

伊
賀
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑫
）

右
之
通
当
年
者
致
着
座
、
加

（
大
久
保
忠
真
）

賀
守
殿
御
出
座
之
節
、
右
之

方
江
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候
間
、
相

応
及
挨
拶
、
又
正
面
江

向
罷
在
候
御
馬
二
匹
見
分
相
済
、

一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
之
間
、
御
同
様
奉
存

候
旨
申
述
候
、
直
御
会
釈
有
之
、
加
賀
守
殿
御
退
座
ニ
付
、

我
（
加
納
久
敬
）

等
初
何
茂
致
退
座
候
事
、

文
化
十
三
丙
子
年
七
月　
　
　
　
　

加
納
大（

久

敬

）

和
守
記
之
、

加
（
大
久
保
忠
真
）

賀
守
殿
御
在
府
中
ニ
付
、
右
之
通
着
座
致
見
分
候
処
、

一
之
御
馬
宜
相
見
候
間
、
其
段
我

（
松
平
定
能
）

等
伊

（
五
嶋
運
龍
）

賀
守
江
申
談
候
処
、

同
様
被
存
候
旨
ニ
付
、
町
奉
行
衆
江
申
談
候
処
、
是
又
同

様
被
存
候
旨
被
申
聞
候
間
、
右
之
趣
我
等
ヨ
リ
加
賀
守
殿

用
人
江
申
達
置
、
何
茂
退
座
、

文
化
十
二
乙
亥
年
七
月　
　
　
　
　

松
平
伊（

定

能

）

予
守
記
之
、

右
之
通
当
年
者
致
着
座
、
加

（
大
久
保
忠
真
）

賀
守
殿
御
出
座
之
節
、
右
之

方
江
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候
間
、
相

応
及
挨
拶
、
又
正
面
江

向
罷
在
候
御
馬
二
匹
見
分
相
済
、

一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
間
、
御
同
様
奉
存
候

旨
申
述
候
、
直
御
会
釈
有
之
、
加
賀
守
殿
御
退
座
ニ
付
、

我
（
水
野
信
成
）

等
初
何
茂
致
退
座
候
事
、

文
化
十
四
丁
巳
年
七
月　
　
　
　
　

水
野
遠（

信

成

）

江
守
記
之
、
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出
雲
守

紀
伊
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑬
）

若
狭
守

和
泉
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑭
）

仙
洞
御
附
衆

讃
岐
守
殿

所
司
代

玄
蕃
頭

伊
勢
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑮
）

仙
洞
御
附
衆

讃
岐
守
殿

所
司
代

右
之
通
当
年
者
致
着
座
、
讃

（
酒
井
忠
進
）

岐
守
殿
御
出
座
之
節
、
右

之
方
江
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候
間
、

相
応
及
挨
拶
、
又
正
面
江
向
罷
在
候
御
馬
二
匹
見
分
相

済
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
間
、
御
同
様

奉
存
候
旨
申
述
、
直
御
会
釈
有
之
、
讃
岐
守
殿
御
退
座

ニ
付
、
我

（
田
沼
意
善
）

等
初
何
茂
致
退
座
候
之
事
、

文
化
九
壬
申
年
八
月　
　
　

田
沼
玄（

意

善

）

蕃
頭
記
之
、

讃
（
酒
井
忠
進
）

岐
守
殿
在
府
中
ニ
付
、
右
之
通
着
座
、
致
見
分
候
処
、

一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
我

（
大
久
保
教
孝
）

等
紀

（
森
川
俊
敏
）

伊
守
江

申
談
候
処
、

同
様
被
存
候
旨
ニ
付
、
町
奉
行
衆
江
申
談
候
処
、
同
様

被
存
候
旨
被
申
聞
候
間
、
右
之
趣
我
等
讃
岐
守
殿
用
人

江
申
達
、
何
茂
退
座
、

文
化
十
一
甲
戌
年
七
月　
　
　

大
久
保
出（

教

孝

）

雲
守
記
之
、

右
之
通
当
年
者
致
着
座
候
、
讃

（
酒
井
忠
進
）

岐
守
殿
御
出
座
之
節
、

右
之
方
江
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候

間
、
相
応
及
挨
拶
、
又
正
面
江
向
き
罷
在
候
御
馬
二
匹

見
分
相
済
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
間
、

御
同
様
奉
存
候
旨
申
述
、
直
御
会
釈
有
之
、
讃
岐
守
殿

御
退
座
ニ
付
、
我

（
小
笠
原
信
成
）

等
初
何
茂
致
退
座
候
事
、

文
化
十
癸
酉
年
八
月　
　
　

小
笠
原
若（

信

成

）

狭
守
記
之
、
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下
総
守

近
江
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑯
）

仙
洞
御
附
衆

周
防
守

大
和
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑰
）

仙
洞
御
附
衆

讃
岐
守
殿

所
司
代

式
部
少
輔

大
和
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑱
）

仙
洞
御
附
衆

讃
岐
守
殿

所
司
代

讃
（
酒
井
忠
進
）

岐
守
殿
御
不
快
御
見
分
無
之
ニ
付
、
右
之
通
致
着
座
、

一
之
御
馬
宜
相
見
候
間
、
其
段
我

（
森
川
俊
世
）

等
近

（
内
田
正
肥
）

江
守
江
申
談
候

処
、
同
様
被
存
候
付
、
町
奉
行
衆
江
申
談
候
処
、
是
又

同
様
被
存
候
旨
被
申
聞
候
間
、
其
段
我
等
以
用
人
申
達

候
処
、
被
成
御
承
知
候
之
旨
被
仰
聞
候
付
、
何
茂
致
退

座
候
、

文
化
八
辛
未
年
八
月　
　
　

森
川
下（

俊

世

）

総
守
記
之
、

右
之
通
当
年
者
致
着
座
候
、
讃

（
酒
井
忠
進
）

岐
守
殿
御
出
座
之
節
、

右
之
方
江
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候

間
、
相
応
及
相

（
挨
）

拶
、
又
正
面
江
向
罷
在
候
御
馬
二
匹
見

分
相
済
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
間
、
御

同
様
奉
存
候
旨
申
述
候
、
直
御
会
釈
有
之
、
讃
岐
守
殿

御
退
座
ニ
付
、
我

（
丹
羽
氏
昭
）

等
初
何
茂
致
退
座
候
事
、

文
化
六
己
巳
年
八
月　
　
　

丹
羽
式（

氏

昭

）

部
少
輔
記
之
、

右
之
通
当
年
者
致
着
座
候
、
讃

（
酒
井
忠
進
）

岐
守
殿
御
出
座
之
節
、

右
之
方
エ
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候

間
、
相
応
及
挨
拶
、
又
正
面
江
向
罷
在
御
馬
二
匹
見
分

相
済
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
間
、
御
同

様
奉
存
候
旨
申
述
候
、
直
御
会
釈
有
之
、
讃
岐
守
殿
御

退
座
ニ
付
、
我

（
山
口
弘
致
）

等
初
何
茂
致
退
座
候
事
、

文
化
七
庚
午
年
八
月　
　
　

山
口
周（

弘

致

）

防
守
記
之
、
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兵
部
少
輔

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑲
）

仙
洞
御
附
衆

主
水
正

日
向
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
⑳
）

仙
洞
御
附
衆

播
磨
守
殿

所
司
代

丹
後
守

大
和
守

町
奉
行

御
使

（
張
紙
㉑
）

右
之
通
当
年
者
丹

（
稲
葉
正
諶
）

後
守
殿
御
不
快
、
御
見
分
無
之
ニ
付
、

右
之
通
致
着
座
候
、
且
両
御
附
衆
ニ
茂
御
所
御
用
ニ
付
出

席
無
之
候
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
間
、
其
段
我

（
松
平
信
圭
）

等
大

（
永
井
直
諒
）

和
守

江
申
談
候
之
処
、
同
様
被
存
候
旨
ニ
付
、
町
奉
行
衆
江
茂

申
談
候
処
、
同
様
被
申
聞
候
間
、
其
段
我
等
用
人
ヲ
以
申

達
候
処
、
被
成
御
承
知
候
之
旨
被
申
聞
相
済
候
間
、
何
茂

致
退
座
候
、

文
化
三
丙
寅
年
八
月　
　
　

松
平
丹（

信

圭

）

後
守
記
之
、

右
之
通
当
年
者
致
着
座
、
播

（
阿
部
正
由
）

磨
守
殿
御
出
席
之
節
、
右

之
方
江
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候
間
、

相
応
及
挨
拶
、
又
正
面
江
向
罷
座
候
御
馬
二
匹
見
分
相

済
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
間
、
御
同
様

奉
存
候
与
申
述
候
、
直
御
会
釈
有
之
、
播
磨
守
殿
御
退

座
ニ
付
、
我

（
高
木
正
則
）

等
何
茂
致
退
座
候
之
事
、

文
化
四
丁
卯
年
八
月　
　
　

高
木
主（

正

則

）

水
正
記
之
、

播
（
阿
部
正
由
）

磨
守
殿
御
不
快
ニ
付
、
御
見
分
無
之
ニ
付
、
右
之
通

着
座
候
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
間
、
其
段
町
奉
行
衆
江

申
談
候
処
、
同
様
被
存
候
旨
被
申
聞
候
間
、
其
段
我

（
森
川
俊
敏
）

等

以
用
人
申
達
候
処
、
被
成
御
承
知
候
旨
被
仰
聞
候
、
相

済
候
ニ
付
、
何
茂
致
退
座
候
、

但
対
組
佐
野
肥（

義

行

）

前
守
病
気
ニ
付
、
出
席
無
之
、

文
化
五
戊
辰
年
八
月　
　
　

森
川
兵（

俊

敏

）

部
少
輔
記
之
、
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（翻刻）東京大学総合図書館蔵「二条在番諸絵図外絵図」（二条在番関係史料二）

伊
賀
守

町
奉
行

御
附
衆

御
使

（
張
紙
㉒
）

仙
洞
御
附
衆

丹
後
守
殿

所
司
代

右
之
通
当
年
致
出
席
候
、
丹

（
稲
葉
正
諶
）

後
守
殿
御
出
席
之
節
、
右

之
方
江
ニ
ジ
リ
候
処
、
御
馬
致
見
分
候
様
被
仰
聞
候
間
、

相
応
及
挨
拶
、
又
正
面
江
向
罷
在
候
御
馬
二
匹
見
分
相

済
、
一
之
御
馬
宜
相
見
候
段
、
被
仰
聞
候
間
、
同
様
奉

存
候
旨
申
述
候
、
直
御
会
釈
有
之
、
丹
後
守
殿
御
退
座

ニ
付
、
何
茂
致
退
座
候
事
、

但
対
組
竹
中
遠（

元

智

）

江
守
病
気
ニ
付
出
席
無
之
、

文
化
二
乙
丑
年
八
月　
　
　

菅
沼
伊（

定

候

）

賀
守
記
之
、



2
4

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

座
鋪

御
位
牌
所

内
縁

庭

役
者

御
門
番

同同組
頭

給仕之者

上
段

中
段

智恩院

山
の
茶
屋
へ

参
候
得
者

此
所
ゟ
参
る
也

内縁

此所ニ往帰り共御時宜仕候

ロ
ウ
カ

勝手口

内 縁

番 頭

小 用 所 此 辺 ニ あ り

組
頭
刀

此
所
江

置
知恩院我等帰之節此所迄被送候

知 恩 院 座 敷 之 図

振 舞 参 候 ハ ヽ 、 四 時 分 知 恩 院 江 参 着 、　 御 仏 参 之 通 り 六 役 出 向 申 候 、　

御 忌 日 ニ 無 之 而 も 六 役 致 参 礼 候 哉 と 承 り 候 ハ ヽ 、 拝 礼 可 被 致 候 、　

御 位 牌 所 前 ニ 而 往 帰 と も 時 宜 致 候 事 、 座 敷 ニ 而 挨 拶 有 之 、 肩 衣 斗 故

候 ハ ヽ 尤 麻 上 下 、 料 理 之 時 分 方 丈 引 物 有 之 候 、 膳 前 江 出 シ 候 而 、 引

物 被 致 候 様 致 也 、 方 丈 と 盃 事 ハ 無 之 候 、 六 役 江 者 盃 致 し 候 事 御 座 候

後 段 者 九 時 分 山 之 上 之 茶 屋 江 出 申 候 、 暇 乞 、 帰 り ハ 八 時 前 相 済 候 様

ニ 致 候 、 八 半 時 ニ 者　 御 城 入 申 候 事 ニ 候 、

10　

知
恩
院
振
舞
之
節
絵
図

「（
端
裏
書
）

智
恩
院
振
舞
之
節
絵
図
」



2
5

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

折
廻
シ
薄
縁
敷
有
之

御
金
箱
此
所
江

同
心
共

持
出
、
座
ニ
付
候
儘
見
分

一
段
高
所

薄
縁

二
階
上
り
口
封
印

御門番

同
御蔵

奉行

月
番

 
番
頭

番
頭

御
金
箱
長
持
江

納
、
此
所
江

参
見
分

い
た
し
候

同
断

ク
サ
リ
ニ
テ

ツ
ナ
キ
有
之

此
辺
ニ
市
十
郎

組
同
心
罷
在

持 長 金 御

鍵
箱
封
印
出
来
候
上
ニ
而
此
所
ニ
番
頭

両
用
方
共
出
、
月
番
之
書
役
上
書
認
之

御 金 蔵

入 口

「（
端
裏
書
）

御
金

蔵
絵
図
」

天
明
三

（
四
ヵ
）辰

年
九
月
廿
二
日
、
西
郷
若

（
筑
前
守
貴
綱
ヵ
）

狭
守
殿
・
我

（
本
庄
道
利
ヵ
）

等
御
金
蔵
見
分
、
封
印
切
替
ニ
付
、
時
之
上
下
着
、
若
狭
守
殿
我
等
小
屋
江

被
罷
越
候
、
御
門
番
間
宮
孫（

盛

時

）

四
郎
・
小
林
弥（

正

秘

）

兵
衛
、
御
蔵
奉
行
藤
沢
弥（

次

賢

）

三
郎
、　

御
殿
番
三
輪
市（

久

邦

）

十
郎
被
参
居
候
、
何
茂
同
道

罷
出
候
、
尤
我
等
小
屋
門
前
ゟ
御
破
損
奉
行
衆
両
人
共
先
立
被
致
候
、

一
、
御
蔵
外
ニ
扣
居
市
十
郎
錠
之
封
印
切
、
同
心
錠
明
内
江

敷
物
致
し
、
何
レ
茂
如
図
着
座
、

但
若
狭
守
殿
・
我
等
用
方
壱
人
ツ
ヽ
召
連
、
若
狭
守
殿
ニ
者
月
番
故
書
役
壱
人
被
召
連
候
、

一
、
御
金
入
候
長
持
封
切
可
申
哉
と
市
十
郎
申
聞
候
、
其
通
可
被
致
旨
申
達
、
長
持
錠
之
封
切
、
北
条
安（

氏

興

）

房
守
殿
、
久
留
嶋

信（

通

祐

）

濃
守
封
印
改
見
請
候
、
夫
ゟ
同
心
共
錠
長
持
之
蓋
明
、
御
金
箱
出
幷
出
揃
、
市
十
郎
封
印
切
、
前
々
御
金
出
入
之
証
文
共
一

覧
、
御
金
ふ
た
市
十
郎
明
、
御
金
見
分
、
安
房
守
・
佐
渡
守
両
人
ゟ
申
送
之
書
付
ニ
、
御
金
高
引
合
相
違
無
之
ニ
付
、
其
段
市

十
郎
江

申
達
、
錠
卸
、
市
十
郎
封
印
い
た
し
、
同
心
長
持
江

納
、
両
人
長
持
之
内
致
見
分
、
鍵
箱
起

（
ヵ
）

し
、
市
十
郎
印
形
調
相
済
、

夫
ゟ
二
階
致
見
分
、
御
蔵
ゟ
出
、
近
々
所

（
戸
田
忠
寛
ヵ
）

司
代
見
分
有
之
ニ
付
、
御
蔵
内
我
等
共
罷
立
候
内
ニ
、
二
階
幷
下
共
致
掃
除
候
、
御

蔵
外
ニ
扣
罷
在
候
而
、
敷
物
等
出
し
、
土
戸
同
心
建
錠
卸
、
市
十
郎
封
印
い
た
し
、
直
ニ
埋
御
門
高
麗
御
門
ゟ
出
、
御
太
鼓
櫓

見
分
致
し
、
直
ニ
坂
ノ
下
ニ
而
若
狭
守
殿
江

致
暇
乞
、
市
十
郎
初
両
御
破
損
奉
行
江

も
及
挨
拶
罷
帰
候
、

11　

御
金
蔵
絵
図



2
6

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

風
 
屏

屏風

刀掛

小書院

トユ

対面所

大
書
院

セ
ウ
シ

伯
耆
守

屏風図

大
和
守

トユタナ

大和守

御
附

御
目
付

御
代
官

御
門
番
之
頭
列
席

一
役
宛
罷
出
候
事

出引同断

番
頭

12　

町
奉
行
宅
御
機
嫌
伺
之
図

「（
端
裏
書
）

町
奉
行
宅

御
機
嫌
伺
之
図
」

所
司
代
明
中　

町
奉
行
牧
野
大（

成

傑

）

和
守
於
御
役

宅
、
大
坂
町
奉
行
斎
藤
伯（

利

道

）

耆
守
上
京
之
節
、
伺　

御
機
嫌
之
図

文
化
五
戊
辰
年
十
二
月
二
日

森
川
兵（

俊

敏

）

部
少
輔

佐
野
肥（

義

行

）

前
守



2
7

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

二
丸
御
番
所

箱段

薄
縁

薄縁一枚

薄
縁

一
枚

入
口

東

雨天之節ハ朱引之通

敷出相止候

敷出薄縁九枚

寛
政
二
戌
年
、
同
三
亥
年
、
在
番
中

所
（
太
田
資
愛
）

司
代
幷
御
目
付
衆
御
番
所
江

相
越
候
節

如
図
、

米
倉
長（

昌

賢

）

門
守

13　

所
司
代
御
目
付
御
番
所
江
被
趣
候
図

「（
端
裏
書
）

所
司
代

御
目
付

御
番
所
江

被
趣
候
図

」



2
8

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

所
（
太
田
資
愛
）

司
代
平
日
御
用
向
ニ
而
御
逢
之
節

如
図
、寛

政
二
戌
年
在
番
中本

庄
甲（

道

利

）

斐
守

米
倉
長（

昌

賢

）

門
守

小
書
院
図

所 司 代

平
生
罷
通
候
竹
之
間

上段

番頭
月番

14　

所
司
代
御
用
向
ニ
而
御
逢
之
図

「（
端
裏
書
）

所
司
代
御
用
向
ニ
而
御
逢
之
図
」



2
9

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

15　

所
司
代
江
上
使
被
招
候
節
小
書
院
着
座
之
図

「（
端
裏
書
）

所
（
牧
野
貞
長
）

司
代
江

上
使
被
招
候
節
小
書
院
着
座
之
図
」

小書院

床

上
段

小
笠
原
伊
豆
守

渡
辺
筑
後
守

土
屋
伊
予
守

大
久
保
下
野
守

小
堀
和
泉
守

戸
田
土
佐
守

松
平
讃
岐
守
殿

中
条
山
城
守

杉
浦
出
雲
守

赤
井
豊
前
守

水
原
摂
津
守

三
枝
豊
前
守



3
0

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料 16　

御
目
付
衆
所
司
代
室
江
罷
越
候
図

「（
端
裏
書
）

御
目
付
衆
所
司
代
室
江

罷
越
候
図
」

月
番

番
頭

相 模 守 殿 御 出 迎

両御附御
代
官

溜

町
奉
行

使者之間

玄
関

拭
板

三 輪 市 十 郎

中 井 藤 三 郎

溜

寛
政
六
甲
寅
年
九
月
十
五
日
、
村
瀬
平（

俊

総

）

四
郎
・
柳
原

左（

職

序

）

衛
門
為
御
目
付
代
上
京
之
節
、
堀
田
相（

正

順

）

模
守
殿
室
ニ

而
出
迎
如
図
、

在
番

藤
堂
肥（

良

岑

）

後
守

堀
内（

直

晧

）

蔵
頭



3
1

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

二
階
上
り
口

所
司
代

三 輪 市 十 郎

市
十
郎
組

　
　
御
同
心
共

御
金
蔵
入
口

町奉行

御門番

御金奉行

同
同

番頭

月番
御門番

御
金

長
持

御金奉行

17　

所
司
代
戸
田
因
幡
守
殿
見
分
御
金
蔵
之
絵
図

「（
端
裏
書
）

戸
田
因
幡
守
殿
所
司
代

見
分
御
金
蔵
之
絵
図　

」

天
明
四
年
辰
年
九
月
十
五
日
戸
田
因（

忠

寛

）

幡
守
殿
御
金
蔵
見
分
之
節
図

一
、
御
金
蔵
明
、
内
江

敷
物
敷
候
間
者
、
諸

（
所
）

司

（
戸
田
忠
寛
）
代
初
メ
何
も
外
ニ
見
合
候
、
見
分
相
済
、
錠
卸
シ
封
印
付
候
迄
者
、

如
前
何
レ
も
外
ニ
見
合
、

但
シ
、
内
ニ
而
御
金
出
入
等
之
儀
者
、
我
等
共
見
分
之
節
相
替
儀
無
之
、

一
、
右
見
分
相
済
、
夫
ゟ
闕
所
銀
御
蔵
見
分
、
番

（
本
庄
道
利
・
西
郷
貴
総
）

頭
も
内
江

入
候
、
尤
壱
篇
銀
入
御
長
持
通
り
掛
ヶ
ニ
見
分
有

之
候
斗
也
、
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元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

組
頭
　
御
番
衆

同 

同 

同

同 

同 

同

同 

同 

同

同 

同 

同

同 

同 

同

同 

同 

同

同同同

所
司
代

上
段

丹 後 守

播 磨 守

長 門 守

町奉行

同
御目付

一 、 明 和 五 子 年 六 月 九 日 、 堀 大
（ 直 著 ）

膳 亮 代 り 米 倉 丹
（ 昌 晴 ）

後 守 組 替 被　 仰 付 候 、 上 着 翌 日 十 日 、 於 所 司 代 組 中 引 渡 有 之 、 四

時 過 長
（ 稲 垣 定 計 ）

門 守 ・ 播
（ 伊 沢 方 貞 ）

磨 守 平 服 ニ 而 罷 越 、 丹 後 守 者 染 帷 子 ・ 麻 上 下 、 旅 宿 正 雲 寺 ゟ 長 門 守 ・ 播 磨 守 ゟ 先 達 而 罷 越 、 月

番 長 門 守 用 人 山 田 郷 右 衛 門 江 申 談 、 如 図 大 書 院 次 之 間 江 組 頭 ・ 御 番 衆 差 置 、 長 門 守 ・ 播 磨 守 ・ 丹 後 守 如 図 内 縁 罷 在 、

町 奉 行 太 田 播
（ 正 清 ）

磨 守 ・ 石 河 土
（ 政 武 ）

佐 守 、 御 目 付 神 尾 十 左 衛 門 最 初 ゟ 如 図 出 席 、 各 平 服 、 所
（ 阿 部 正 允 ）

司 代 尤 平 服 、 如 図 御 出 席 之 節 、

長 門 守 ・ 播 磨 守 ・ 丹 後 守 三 人 共 不 残 中 座 敷 席 之 内 江 出 席 、 所 司 代 阿 部 飛
（ 正 允 ）

騨 守 殿 、 堀 大 膳 亮 元 組 米 倉 丹 後 守 組 替

被　 仰 付 候 、 万 事 丹 後 守 跡 差 図 可 相 勤 旨 被 仰 渡 、 難 有 旨 三 人 共 申 上 、 畢 而 所 司 代 御 退 座 、 幷 町 奉 行 ・ 御 目 付 退

座 、 右 退 座 相 済 、 組 頭 ・ 御 番 衆 退 座 相 済 、 一 段 之 旨 月 番 長 門 守 申 達 相 済 、 丹 後 守 斗 組 頭 衆 江 面 談 被 致 挨 拶 有 之 、

今 日 引 渡 相 済 申 候 間 、 正 雲 寺 江 可 相 越 処 、 旅 宿 之 儀 有 之 、 用 捨 申 渡 、 明 十 二 日 交 代 相 済 、 於 御 座 鋪 面 談 可 申 旨

丹 後 守 申 渡 之 事 也 、

右 引 渡 、 先 格 絵 図 等 も 月 番 長 門 守 所 司 代 用 人 山 田 郷 右 衛 門 江 申 談 、 所 司

代 出 席 之 処 幷 町 奉 行 ・ 御 目 付 出 席 之 処 、 勿 論 番 頭 最 初 ゟ 着 座 之 間 、 右 中

座 不 致 儀 等 、 其 外 万 事 長 門 守 ゟ 申 達 、 一 通 所 司 代 承 知 ニ 付 、 如 図 相 済 、

御 番 衆 面 談 、 留 帳 ニ 其 趣 江 戸 年 格 を 以 長 門 守 冝 取 斗 申 候 事 也 、
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」
（
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係
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料
二
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一 、 明 和 五 子 年 六 月 九 日 、 堀 大
（ 直 著 ）

膳 亮 代 り 米 倉 丹
（ 昌 晴 ）

後 守 組 替 被　 仰 付 候 、 上 着 翌 日 十 日 、 於 所 司 代 組 中 引 渡 有 之 、 四

時 過 長
（ 稲 垣 定 計 ）

門 守 ・ 播
（ 伊 沢 方 貞 ）

磨 守 平 服 ニ 而 罷 越 、 丹 後 守 者 染 帷 子 ・ 麻 上 下 、 旅 宿 正 雲 寺 ゟ 長 門 守 ・ 播 磨 守 ゟ 先 達 而 罷 越 、 月

番 長 門 守 用 人 山 田 郷 右 衛 門 江 申 談 、 如 図 大 書 院 次 之 間 江 組 頭 ・ 御 番 衆 差 置 、 長 門 守 ・ 播 磨 守 ・ 丹 後 守 如 図 内 縁 罷 在 、

町 奉 行 太 田 播
（ 正 清 ）

磨 守 ・ 石 河 土
（ 政 武 ）

佐 守 、 御 目 付 神 尾 十 左 衛 門 最 初 ゟ 如 図 出 席 、 各 平 服 、 所
（ 阿 部 正 允 ）

司 代 尤 平 服 、 如 図 御 出 席 之 節 、

長 門 守 ・ 播 磨 守 ・ 丹 後 守 三 人 共 不 残 中 座 敷 席 之 内 江 出 席 、 所 司 代 阿 部 飛
（ 正 允 ）

騨 守 殿 、 堀 大 膳 亮 元 組 米 倉 丹 後 守 組 替

被　 仰 付 候 、 万 事 丹 後 守 跡 差 図 可 相 勤 旨 被 仰 渡 、 難 有 旨 三 人 共 申 上 、 畢 而 所 司 代 御 退 座 、 幷 町 奉 行 ・ 御 目 付 退

座 、 右 退 座 相 済 、 組 頭 ・ 御 番 衆 退 座 相 済 、 一 段 之 旨 月 番 長 門 守 申 達 相 済 、 丹 後 守 斗 組 頭 衆 江 面 談 被 致 挨 拶 有 之 、

今 日 引 渡 相 済 申 候 間 、 正 雲 寺 江 可 相 越 処 、 旅 宿 之 儀 有 之 、 用 捨 申 渡 、 明 十 二 日 交 代 相 済 、 於 御 座 鋪 面 談 可 申 旨

丹 後 守 申 渡 之 事 也 、

右 引 渡 、 先 格 絵 図 等 も 月 番 長 門 守 所 司 代 用 人 山 田 郷 右 衛 門 江 申 談 、 所 司

代 出 席 之 処 幷 町 奉 行 ・ 御 目 付 出 席 之 処 、 勿 論 番 頭 最 初 ゟ 着 座 之 間 、 右 中

座 不 致 儀 等 、 其 外 万 事 長 門 守 ゟ 申 達 、 一 通 所 司 代 承 知 ニ 付 、 如 図 相 済 、

御 番 衆 面 談 、 留 帳 ニ 其 趣 江 戸 年 格 を 以 長 門 守 冝 取 斗 申 候 事 也 、
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在
番
関
係
史
料
二
）

（
次
頁
へ
続
く
）

御
鷹
之
鳥
披
饗
応
之
節
次
第

一
、
小
書
院
絵
図
之
通
着
座
、
我
等
・
戸
田
和
泉
守
殿
・
永
井
丹

（
直
之
）

州
・
山
本

筑
（
正
信
）

州
・
小
堀
十
左
衛
門
此
順
ニ
片
頬
ニ
着
座
申
候
、

一
、
塗
三
方
長
熨
斗
出
、
塗
木
具
御
鷹
之
鳥

雁
二

セ
リ

セ
ウ
ロ

土
箸
附
銚
子
次
酒
取
肴
三

方
カ
ラ

ス
ミ

市
十
郎
持
出
、
銘
々
授
被
申
銚
子
出
、
加
銚
子
入
、
尤
豊
後
守
殿

絵
図
之
処
ニ
御
着
座
、
御
待
被
成
、
相
応
御
挨
拶
有
之
、
勝
手
口
江

御
入
、

一
、
塗
木
具
二
汁
五
菜
料
理
出
、
台
引
豊
後
守
殿
銘
々
江

御
引
被
成
候
、
清

左
衛
門
罷
出
取
持
申
候
、
吸
物
出
、
豊
後
守
殿
御
出
被
成
候
而
、
御
盃
斗

被
成
候
、
○初

献
久
留
半
次
郎
御
取
持
、
納
者
金
田
仁
十
郎
御
取
持
被
申
候
、

御
盃
事
之
次
第
左
ニ
記
、

一
、
豊
後
守
殿
御
初
〆
、
我
等
御
肴
進
御
加
被
成
、
我
等
江

被
下
候
而
、
肴

御
授
被
成
候
、
順
盃
致
候
様
被
仰
、
勝
手
江

御
入
、
右
盃
和
泉
守
殿
江

我

等
ゟ
進
肴
授
、
夫
ゟ
永
井
丹
州
江

参
順
ニ
盃
事
有
之
、
小
堀
者
左
方
江

盃

扣
被
置
、
盃
事
之
内
被
置
不
廻
事
之
内
、
囃
子
三
番
有
之
、
但
仕
舞
囃
子

右
、
囃
子
済
、
際
々
又
十
郎
ゟ
筑
州
江

返
盃
有
之
、
夫
よ
り
順
ニ
和
泉
守

殿
ゟ
我
等
江

返
盃
被
申
、
右
盃
我
等
方
江

扣
候
而
、
豊
後
守
殿
御
出
候
処
、

則
返
盃
肴
進
之
候
、
納
申
候
事
、

但
豊
後
守
殿
と
盃
之
節
者
膳
之
向
江

出
申
候
、

一
、
銚
子
出
、
湯
茶
後
菓
子
・
薄
茶
、
煙
草
盆
引
、
豊
後
守
殿
御
出
、
御
挨

拶
有
之
、
罷
立
候
事
、

一
、
床
三
幅
対

献
立

汁

汁

鱠

平
皿

め
し

香
物

違
棚

敷
板た

い
こ
ん
ぶ

つ
ミ
入

ね
い
も

椎
茸

奈
良
漬

冬
瓜

車
海
老

み
る

一
、
塗
三
方
長
熨
斗

吸
物

坪

焼
物

う
を

く
り

う
を

く
り

セ
う
か

ほ
ふ
ほ
う

た
い

せ
う
が

く
し
こ

は
ん
弁

み
つ
ば

き
ん
な
ん

一
、
吸
物

一
、
取
肴

干
菓

お
ほ
ろ
ま
ん
ぢ
う

く
り

川
茸

せ
う
か

せ
り

か
ら
す
ミ

ま
つ
風

き
く
り
ん

小
あ
か
へ
い

同
く
ゝ
る

養
朴
筆肴

坪
皿

抽
物
盆

青
貝
料
紙
硯

肴か
ん
ひ
や
う

小
く
し

た
い

煮
付

台
引

大
根

か
ま
ほ
こ

敷
つ
ミ

寿
老
人
竹
鶴

同

御
鷹
之
鶴

一
、
土
箸
附

一
、
茶
菓
子
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元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

備
中
守
殿

上段

御番衆此所エ扣

此
所
ニ
而
御
朱
印
拝
見

帯
刀

長門

月番
甲斐

用
人

帯
刀

清
左
衛
門

清
左
衛
門

此辺エ扣居

23　

御
用
者
差
添
御
番
衆
江
御
朱
印
御
渡
之
図

「（
端
裏
書
）

御
用
物
差
添
御
番
衆
江

御
朱
印
御
渡
之
図　

 
 

」

本
在
番

庄
甲（

道

利

）

斐
守
組　

高
六
百
石　
　
　

羽
太
清
左
衛
門

米
倉
長（

昌

賢

）

門
守
組

高
三
百
石　
　
　

渡
辺
帯

（

宜

）刀

右
両
人
御
用
物
差
添
相
勤
候
、

寛
政
二
戌
年
十
月
四
日
、
此
度
年
頭
幷　

若
（
礼
仁
親
王
）

宮
御

誕
生
ニ
付
、
関
東
江

被
進
物
有
之
候
ニ
付
、
右
御

用
物
差
添
罷
下
候
御
番
衆
江

、　

御
朱
印
御
渡
ニ

付
、
甲
斐
守
同
道
、
八
ツ
時
太
田
備（

資

愛

）

中
守
殿
室
江

罷
越
、
尤
差
添
御
番
衆
も
召
連
罷
越
候
、
用
人
江

（
ヵ
）

逢
、
今
日　

御
朱
印
御
渡
之
席
、
御
番
衆
江

為
見

置
度
之
旨
申
達
、
則
為
見
申
候
、

用
人
案
内
有
之
、
帯
刀
・
清
左
衛
門
召
連
、
如
図

扣
居
候
処
、
備
中
守
殿
御
出
座
、
我
等
共
両
人
罷

出
、
引
続
帯
刀
・
清
左
衛
門
壱
人
ツ
ヽ
入
口
ニ
而

時
宜
致
、
両
人
揃
候
而
、
今
度
御
用
物
差
添
太
儀

之
旨　

御
朱
印
幷
宿
次
御
証
文
御
渡
被
成
候
間
、

太
田
備
中
守
殿
被
仰
聞
候
ニ
付
、
両
人
一
所
罷
出
、

帯
刀　

御
朱
印
請
取
之
、
又
御
証
文
御
渡
被
成
候

ニ
付
、
右　

御
朱
印
清
左
衛
門
江

相
渡
御
証
文
奉

請
取
、
帰
座
之
節
、
念
入
候
様
備
中
守
殿
被
仰
聞

候
ニ
付
、　

御
朱
印
御
渡
被
下
、
難
有
旨
段
々
御

懇
意
被
仰
聞
忝
旨
、
甲
斐
守
御
取
合
申
候
、
両
人

共
申
候
、
我
等
共
も
猶
又
御
礼
申
達
退
引
之
事
ニ

候
、

小
書
院
図

同
十
一
月
九
日

御
用
物
差
添
御
番
衆
帰
着
ニ
付
、
九
時
過
甲
斐
守
同

道
、
備
中
守
殿
江

罷
越
、
帯
刀
・
清
左
衛
門
召
連
罷

越
候
之
段
申
達
候
、
備
中
守
殿
御
逢
ニ
付
、
我
等
共

罷
出
候
、
夫
ゟ
右
両
人
罷
出　

御
用
物
差
添
罷
下
、

無
滞
上
着
仕
候
段
、
甲
斐
守
取
合
候
処
、
相
応
ニ
御

挨
拶
有
之
、　

御
朱
印
返
上
仕
候
段
申
上
処
、
是
江

与

被
御
申
聞
候
、
帯
刀
扇
子
江

載
罷
出
返
納
、
御
請
取

三
方
ニ
御
載
、
清
左
衛
門
御
奉
書
差
上
候
処
、
是
又

御
請
取
被
成
候
間
帰
座
之
処
、
太
儀
之
旨
被
御
申
聞

候
間
、
御
懇
意
被
仰
聞
、
忝
之
旨
取
合
両
人
引
申
候
、

夫
ゟ
我
等
共
江

御
老
中
方
ゟ
之
奉
書
甲
斐
守
懸
御

目
、
畢
而
引
申
候
、　

御
証
文
之
儀
承
候
処
、
是
ハ

御
沙
汰
無
之
旨
、
右
両
人
申
聞
候
間
、
承
知
之
旨
申

達
候
、
右
返
納
之
儀
初
之
通
故
、
大
略
爰
ニ
不
記
、
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（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

平
唐
門供

腰
掛

諸太夫 公卿之間
御車寄

虎之間

広縁

唐
門

御
ツ
イ
シ

間
　

　
　

板

ン
　

タ
　

　
　

　
　

ミ
　

フ

ン
　

タ
　

　
　

　
　

ミ
　

フ

24　

山
本
筑
州
よ
り
到
来
之
図

「（
端
裏
書
）

山
本
筑
州
よ
り
到
来
」
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0

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

上段書院

内縁

廊下

板
敷

玄
関

使
者
之
間

次 小
座
敷

廊下
廊下

上段 床

コトタイ

町
奉
行

障子

手 水 鉢

上
意
済

所
司
代

所
司
代

上
意
之
時

勝
手
　

　
之
方

用

屏 風

御
目
付
送

ユ
ト

勝手之方

勝手之方

上意之節

役人衆詰所

刀
置
処

フスマ

ハ
リ
ツ
メ

ハ
リ
ツ
メ

常

 御目付

ンヱヨシケツ

上意之節

役人衆銘々出所

常
送
被
成
候
処

ユ
ト

ハ
メ

折
廻
拭
板

床

礼日五節句此所

御目付 礼日御逢之処

くれ縁

御
番
頭

御
目
付

座
敷

座
敷

畳 縁

町 奉 行

杉
戸

御附衆 四本唐紙

四 本 唐 紙

四
本
唐
紙

25　

所
司
代
座
鋪
之
図

「（
端
裏
書
）

所
司
代
座
鋪
之
図
」
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1

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

伏
見
奉
行

大
御
番
頭

同御
附
衆

同同同同小
堀
数
馬

石
原
清
左
衛
門

但
高
家
被
参
候
節
者
伏
見
奉
行
、
此
節

讃
岐
守
殿
御
出
之
節
者
立
蕃
江

罷
出
候
、

大
御
番
頭
両
度
共
此
席
罷
在
候

使
者
之
間

次
之
間

上
之
間

次之間

越
中
守
殿

大御番頭此所
江

罷出

御機嫌相伺畢而退座

高
家
衆
両
人

讃
岐
守
殿

書院上段
畳縁

月
番

非
番

26　

上
使
松
平
讃
岐
守
於
所
司
代
御
機
嫌
伺
候
節
之
絵
図

「（
端
裏
書
）

大
（
徳
川
家
斉
）

納
言
様　

御
任
叙
ニ
付

上
使
松
平
讃（

頼

起

）

岐
守
京
着
、
於
所

（
牧
野
貞
長
）

司
代

御
機
嫌
伺
候
節
之
絵
図　
　
　
　
　

」
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元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

虎 之 間 二 十 一 畳 鶴 之 間 二 十 一 畳 桜 之 間 二 十 一 畳

ヤ リ ト セ ウ シ 同同 同 同

同同ヤ リ ト セ ウ シ 平唐門

板
廂

同

同

同
張 付

蔀

27　

寅
之
間
・
鶴
之
間
・
桜
之
間
絵
図

「（
端
裏
書
）

桜
之
間
絵
図
」



4
3

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

玄
関

此 辺 ニ 刀 為 持 置 候
草 り 取

家 老
用 人

表
門

長門守

備
中
守
殿

地
役
人

此
辺
ニ
扣
居

甲
斐
守此

辺
ニ
扣
居

此
所
ニ
而
被
仰
置
候

供 頭
刀 番

取次

（ ヵ ）

寛
政
三
亥
年
正
月
朔
日
、
備

（
太
田
資
愛
）

中
守
殿　

御
城
入
、
小
屋
之

焼
失
御
通
之
儀
及
御
断
、
玄
関
ニ
而
被
仰
置
候
、
夫
ゟ
直

ニ
御
同
道
申
、
西
御
門
番
所
ニ
而
我
等
共
御
暇
乞
申
候
、

本

在
番

庄
甲（

道

利

）

斐
守

米
倉
長（

昌

賢

）

門
守

28　

所
司
代
西
小
屋
江
御
越
之
図

「（
端
裏
書
）

所
（
太
田
資
愛
）

司
代
西
小
屋
江

御
越
之
図
」
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元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

町奉行与力両人

御普請役

町奉行同心弐人

玄
関

御
台
所
図

物
置

物
置

所
司
代
与
力

三
輪
市
十
郎

市
十
郎

心同組

御
取

締
役

下
野

美
濃

甲
斐

長
門

町
奉
行

月
番

御
台
所
御
門

此
所
江

道
具

持
出
ス

寛
政
三
亥
年
三
月
十
一
日
、
三
輪
市
十
郎
御
預
御
道
具
向
、
二
丸
御
台
所
ニ
而

町
奉
行
衆
幷
取
締
役
見
分
ニ
付
、
我

（
米
倉
昌
賢
）

等
共
立
合
申
候
、
早
朝
ゟ
見
分
之
事
ゆ
へ
、

右
御
台
所
御
道
具
等
見
分
相
済
、
我
等
共
者
甲

（
本
庄
道
利
）

斐
守
小
屋
江

罷
越
、
食
事
い
た

し
、
猶
又
罷
越
、　

御
殿
之
御
簾
等
見
分
立
合
申
候
、

本

在
番

庄
甲（

道

利

）

斐
守

米
倉
長（

昌

賢

）

門
守

29　

二
丸
於
御
台
所
御
道
具
見
分
之
図

「（
端
裏
書
）

二
丸
於
御
台
所
御
道
具
見
分
之
図
」



4
5

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

土
間

御
番
所
ニ
而
　
上
意
之
節
之
画
図

御
庭

組
頭
部
屋

南

敷
出
薄
縁 

九
枚

薄
縁
　
一
枚

薄 縁 　 一 枚

東

上り口

御
目
付

組
頭

組
頭

入
口

入 口

月番

 番頭

同

リ ロ イ

薄
縁

同

同

組 頭
迎 送

薄 縁 一 枚

御
番
所
ニ
而
組
頭
御
出
迎
送
敷
出
之
絵
図

箱
段
琉
球
ニ
而
包

組
頭

月番

 番頭

30　

御
目
付
於
二
丸
上
意
之
節
之
絵
図

「（
端
裏
書
）

御
目
付
於
二
丸

上
意
之
節
之
絵
図
」
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元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料 31　

養
源
院
拝
礼
之
絵
図

「（
端
裏
書
）

竹
中
遠
州
ゟ
譲　

養
源
院
拝
礼
之
絵
図
」

帰
之
節
此
辺
ニ
而

ク
ヽ
リ
上
ケ
ル

手
水
鉢
自
身
ツ
カ
ヒ
候

養 源 院 此 処 迄 送 ル

養 源 院 出 座

刀
扇
子

此
程
之

□
□
□

雪
隠

取
次

役
僧

刀
此
辺
ニ
置
カ
ヘ
リ
ト
キ

手
水
ツ
カ
イ
候

刀
此
辺
ニ
置
カ
ヘ
リ
ト
キ

敷
居

内薄縁

文
化
二
乙
丑
年
、
在
番
中
如
図
拝
礼
い
た
し
候
、
旧
例
之
図
ニ
者
半
畳
之
上
ニ
而
拝
礼
有
之
、

然
ル
処
、
五
月
八
日
菅
沼
伊（

定

候

）

賀
守
殿
旧
例
之
図
の
こ
と
く
被
致
拝
礼
候
処
、
役
僧
拝
礼
之
処
、

被
進
候
今
日
ハ
最
早
宜
御
座
候
、
重
而
御
敷
居
之
内
ニ
而
可
被
致
様
申
候
ニ
付
、
心
得
候
段
被

申
、
併
同
役
共
申
送
、
絵
図
面
等
ニ
而
拝
礼
被
致
旨
被
申
候
処
、
尤
ニ
候
得
共
、
今
日
之
処
ニ

而
者
被
進
候
段
申
候
ニ
付
、
大
坂
表
高
木
主（

正

則

）

水
正
江

伊
賀
守
殿
早
速
問
合
ニ
被
及
候
処
、
酉
年

市
橋
下（

長

昭

）

総
守
・
高
木
主
水
正
在
番
之
節
も
両
人
江

右
之
通
申
候
義
ニ
而
、
内
々
所

（
稲
葉
正
諶
）

司
代
拝
礼
之

振
合
承
合
候
処
、
所
司
代
ニ
も
御
敷
居
内
右
図
之
処
ニ
而
拝
礼
之
義
ニ
付
、
両
氏
も
夫
ゟ
図
之

処
ニ
而
拝
礼
ニ
相
成
候
段
、
被
申
聞
候
ニ
付
、
以
来
如
図
拝
礼
可
致
旨
、
伊
賀
守
殿
申
合
候
、

我
等
者
五
月
八
日
朝
罷
出
、
旧
例
之
如
図
致
候
得
共
、
何
と
も
不
申
聞
旨
、
伊
賀
守
殿
拝
礼
之

節
申
聞
候
様
、
以
来
之
見
合
ニ
新
ニ
図
畢
、



4
7

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

此
辺
ニ
組
頭
出
迎

給 仕 之 者 此 所 ニ 居 ル

此所
江

鳥渡居り及挨拶候

朱 引 之 分 不 残 幕 之 印 　 　 　 　 　 射 小 屋

道

先
登
り長

門
甲
斐 御

破
損
奉
行

衆 頭 組 両

頭 組

右
筆

番
頭用

人
下
奉
行

小用所

板戸

寛 政 三 亥 年 三 月 、 於 御 厩 曲 輪 馬 場 両 組 御 番 衆 大 的 小 的 見 分 ニ 付 、 我 等 共

幷 組 頭 衆 出 席 致 見 分 候 図

御 破 損 奉 行 案 内 有 之 候 、 両 組 共 射 小 屋 並 居 及 挨 拶 、 組 頭 衆 取 合 被 申 候 、

夫 ゟ 見 分 如 図 着 座 、 尤 用 人 共 両 方 ゟ 召 連 、 月 番 ・ 非 番 共 右 筆 ハ 召 連 候 、

給 仕 之 者 近 習 其 外 諸 色 共 月 番 ゟ 差 出 候 、 幕 ハ 両 方 ゟ 差 出 候 事 、

在 番

本 庄 甲
（ 道 利 ）

斐 守

米 倉 長
（ 昌 賢 ）

門 守

32　

於
御
厩
曲
輪
大
的
見
分
之
図

「（
端
裏
書
）

於
御
厩
曲
輪
大
的
見
分
之
図
」
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史
資
料

市 十 郎 組 之 者

三
輪
市
十
郎

御 簾 箱

御 簾 箱

同
同 同

同
同

右
同
断

御
畳

此
所
江

御
簾

出
申
候

御
取
締
役

御
普
請
役

町
奉
行

同
　
同
心

ツ
ミ
有
之

長
門
守

甲
斐
守

月
番

町
奉
行

　
美
濃
守

同　
下
野
守

寛
政
三
亥
年
三
月
十
一
日
、
町
奉
行
幷
御
殿

取
締
役
立
合
、
三
輪
市
十
郎
御
預
り
之
御
簾

見
分
ニ
付
、　

御
殿
ニ
有
之
御
道
具
之
儀
故

我
等
共
立
合
申
候
、
勿
論
御
破
損
奉
行
案
内

有
之
、
右
相
済
、
町
奉
行
者
外
向
見
分
有
之

由
ニ
付
、
我
等
ハ
罷
帰
申
候
、

在
番

本
庄
甲（

道

利

）

斐
守

米
倉
長（

昌

賢

）

門
守

33　

町
奉
行
衆
於
御
殿
三
輪
市
十
郎
御
預
御
道
具
見
分
之
図

「（
端
裏
書
）

町
奉
行
衆
於　

御
殿
三
輪
市
十
郎
御
預
御
道
具

見
分
之
図　
　
　
　
　
　
　
　

」
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9

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

上り口

番頭
番頭

市 十 郎

月番
御
門
番
之
頭

御
金
奉
行

同
仮
役

立
合

牛
久
保
直
右
衛
門

心
 
同
 
組

封
印
切
替
之
式
大
抵

御
蔵
江

罷
越
、
市（

三

輪

）

十
郎
鍵
箱
封
之
儘
為
見
候
間
、
封

印
切
候
様
及
差
図
、
夫
ゟ
外
戸
前
明
ヶ
、
内
之
戸
錠

明
、
封
印
我
等
共
江

為
見
候
、
夫
ゟ
何
レ
茂
内
江

入
、

二
階
封
印
切
り
、
市
十
郎
為
見
申
候
、
夫
ゟ
市
十
郎

組
之
者
召
連
、
二
階
江

上
り
如
図
着
座
、
夫
ゟ
市
十

郎
長
持
封
印
切
、
為
見
申
候
而
、
同
心
共
御
金
箱
不

残
我
等
共
前
江

並
へ
申
候
、
市
十
郎
逸
々
蓋
明
為
見

申
候
間
、
我
等
共
扣
ニ
引
合
相
改
申
候
、
夫
ゟ
証
文

共
為
見
候
間
、
遂
一
見
候
、
右
相
済
、
元
の
こ
と
く

長
持
江

入
、
市
十
郎
案
内
有
之
、
我
等
共
席
を
立
、

御
長
持
之
内
之
様
子
相
改
、
又
座
ニ
付
申
候
、
夫
ゟ

御
長
持
錠
卸
し
、
我
等
共
方
へ
封
印
之
紙
市
十
郎
差

出
候
間
、
印
形
調
、
尤
御
門
番
致
加
印
、
市
十
郎
封

印
付
申
候
、
夫
ゟ
鍵
箱
市
十
郎
封
し
、
同
心
共
案
内

ニ
而
我
等
共
用
人
祐
筆
召
連
、
二
階
江

上
り
、
右
鍵

箱
之
上
書
認
直
し
、
用
人
共
者
致
退
去
候
、
右
鍵
箱

江

封
印
調
畢
而
席
を
立
、
下
へ
参
り
、
二
階
封
印
是

ま
た
我
等
共
印
形
市
十
郎
取
斗
申
候
、
夫
ゟ
外
江

、

入
口
之
戸
封
印
、
是
又
同
様
印
形
調
、
市
十
郎
取
斗

申
候
、
外
戸
前
、
市
十
郎
・
御
蔵
奉
行
封
印
い
た
し
、

不
残
相
済
、
罷
帰
候
事
、
委
細
者
手
留
之
方
ニ
記
、

本

在
番

庄
甲（

道

利

）

斐
守

米
倉
長（

昌

賢

）

門
守

寛
政
二
戌
年
十
二
月
五
日
、
御
金
蔵
封
印
切
替
ニ
付
、
我
等
共
幷
御
門
番
頭
小
林
弥（

正

秘

）

兵
衛
、
御
蔵
奉
行
仮
役
岩
間
半（

正

伸

）

十
郎
、
且

三
輪
市
十
郎
立
合
相
改
候
、

但
、
此
節
同
役
間
宮
孫（

盛

時

）

四
郎
御
役　

御
免
ニ
付
、
弥
兵
衛
壱
人
罷
出
候
、
且
御
蔵
奉
行
是
又
病
気
ニ
付
、
半
十
郎
壱
人
罷

出
、
直
右
衛
門
儀
も
立
合
候
処
、
是
又
外
御
用
有
之
、
出
席
無
之
候
由
、

同
三
亥
年
三
月
十
三
日
、
諸
拝
借
上
納
金
相
納
候
ニ
付
、
封
印
封
替
、
我
等
共
幷
右
之
面
々
立
合
相
改
申
候
、

但
、
此
節
も
弥
兵
衛
同
役
未
上
京
無
之
候
ニ
付
、
壱
人
罷
出
、
御
蔵
奉
行
興
津
杢
五

（
次
）

郎
壱
人
罷
出
候
、
半
十
郎
外
御
用
有

之
故
、
直
右
衛
門
も
外
御
用
ニ
而
立
合
不
申
候
、

34　

御
金
蔵
封
印
切
替
之
図

「（
端
裏
書
）

御
金
蔵
封
印
切
替
之
図
」
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史
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同 下 之 間大 書 院 上 之 間

町奉行

御目付

伏
見

奉
行

此 所 不 残 障 子

は つ し 有 之 候

此 辺 ニ 所 司 代 御 着 座 与 覚 申 候 、 是 ハ 先

所 司 代 之 時 之 事 ニ 候 、 当 所 所 司 代 ニ 成

候 而 者 可 参 旨 不 申 来 候 、 罷 越 不 申 候 故

相 知 不 申 候

35　

所
司
代
ニ
而
公
事
御
聞
之
図

「（
端
裏
書
）

所
司
代
ニ
而
公
事
御
聞
之
図
」



5
1

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
） エン

一
腰
懸
白
木

刀
掛
ヶ
二
ツ

讃
岐
守
殿
刀

越
中
守
殿
刀

塗
盥
湯
桶

木
地
手
拭
掛

高家衆両人越中守殿讃岐守殿

塗
二
腰
懸
刀
掛

高
家
衆
刀
懸
候

下
野
守

出
雲
守

36　

御
使
松
平
讃
岐
守
御
城
入
之
節
東
番
頭
小
屋
小
書
院
縁
図

「（
端
裏
書
）

大
納
言
様　

御
任
叙
ニ
付　

御
使
松
平
讃
岐
守　

御
城
入
之
節

東
番
頭
小
屋
小
書
院
縁
図　
　
　

」

天
明
二
寅
年　

大
（
徳
川
家
斉
）

納
言
様　

御
任
叙
被
為　

済
候
ニ
付
、　

御
使
松
平
讃（

頼

起

）

岐
守
・
高
家
中
条
山（

信

敬

）

城
守
・
戸
田
土（

氏

明

）

佐
守
上
着
、
五

月
廿
八
日　

御
城
入
有
之
候
処
、
高
家
衆
番

（
杉
浦
正
勝
・
大
久
保
忠
恕
）

頭
両
小
屋
小
書
院
江

通
候
儀
も
有
之
、
大
書
院
江

通
候
儀
も
有
之
、
区
々
ニ
付
牧
野

越（

貞

長

）

中
守
殿
江

相
伺
候
処
、
近
例
ニ
付
小
書
院
江

通
候
様
被
仰
聞
候
間
、
小
書
院
江

通
申
候
、
且
又
町
奉
行
衆
大
書
院
江

差
置
候
間
、

右
之
通
相
心
得
罷
在
候
旨
申
達
候
処
、
大
書
院
江

差
置
候
様
被
仰
聞
候
、
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所
司
代

番
頭

御
使

上段

用 人

此
所
ニ

 
 

扣
居

ツ
イ
タ
テ

此
所

江出

奉
書
懸

御
目
候

此
所

江出

奉
書
懸

御
目
候

37　

八
朔
御
使
御
番
入
一
覧
候
図

「（
端
裏
書
）

八
朔
御
使

御
番
入
一
覧
候
図
」

寛
政
二
戌
年
、
本
庄
甲（

道

利

）

斐
守
・
米
倉
長（

昌

賢

）

門
守
在

番
之
節
、
七
月
十
二
日　

禁
裏
江

八
朔　

御
使

奉
書
到
来
ニ
付
、
即
刻
甲
斐
守
同
道
、
太
田

備（

資

愛

）

中
守
殿
江

罷
越
、
奉
書
可
入
御
覧
旨
申
達
、

則
書
院
御
逢
有
之
候
、

用
人
罷
出
、
書
院
江

廻
候
様
申
聞
候
間
、
例
之

通
衝
立
際
ニ
扣
居
候
処
、
備
中
守
殿
御
出
座
、

用
人
罷
出
候
様
申
聞
候
ニ
付
、
両
人
罷
出
候
、

我
等
儀
、　

御
使
被　

仰
付
候
ニ
付
、
我
等
上

座
ニ
罷
在
候
、
私
儀
八
朔　

御
使
被　

仰
付
候

旨
、
御
奉
書
被
成
下
難
有
旨
申
達
候
処
、
一
段

之
旨
御
挨
拶
有
之
、
勤
方
之
儀
者
先
格
之
通
心

得
可
申
旨
被
仰
聞
候
、
夫
ゟ
奉
書
懸
御
目
候
而

帰
座
之
上
、
可
然
御
差
図
被
下
候
様
申
達
候
、

右
相
済
、
直
ニ
甲
斐
守
江

扣
被
仰
渡
候
旨
、
心

覚
書
付
同
人
江

御
渡
被
成
候
ニ
付
、
同
人
請
取

帰
座
之
上
、
奉
畏
候
段
被
申
上
候
而
両
人
共
引

申
候
、

平
日
ハ
い
つ
も
月
番
之
者
致
上
座
候
得
共
、
八

朔　

御
使
之
式
之
節
者　

御
使
之
者
上
座
之

事
、



5
3

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

中
条
山
城
守

杉
浦
出
雲
守

赤
井
越
前
守

水
原
越
津
守

三
枝
豊
前
守

小
笠
原
伊
豆
守

渡
辺
筑
後
守

土
屋
伊
予
守

大
久
保
下
野
守

小
堀
和
泉
守

戸
田
土
佐
守

松
平
讃
岐
守
殿

上書院

床

上
段

摂〻

38　

上
使
松
平
讃
岐
守
於
所
司
代
振
廻
之
節
絵
図

「（
端
裏
書
）

大
（
徳
川
家
斉
）

納
言
様　

御
任
叙
ニ
付

上
使
松
平
讃（

頼

起

）

岐
守
京
着

於
所
司
代
振
廻
之
節
絵
図
」
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床

床棚敷
込

エン

塗二腰刀掛

高家刀掛

越
中
守
殿
刀

讃
岐
守
殿
刀

中
条
山
城
守

戸
田
土
佐
守

讃
岐
殿

越
中
守
殿 エ

ン

下
野
守出

雲
守

木
地
刀
掛

二
ツ 手水鉢

手 水 鉢

セウシ

セ
ウ
シ

天明二寅年　大
（徳川家斉）

納言様　御任叙被為　済候ニ付、 　御使松平讃
（頼起）

岐守・高家中条

山
（信敬）

城守・戸田土
（氏明）

佐守上着、五月廿八日　御城有之候処、高家衆番
（杉浦正勝・大久保忠恕）

頭両小屋小書院江通

シ候儀も有之、大書院江通候儀茂有之、区々ニ付牧野越
（貞長）

中守殿江相伺候処、近例茂有

之ニ付、小書院江通候様被仰聞候間、小書院江通申候、且又町奉行衆ニ者大書院ニ差

置候間、右之通相心得罷在候旨申達候処、大書院江差置候様被仰聞候、

39　

御
使
松
平
讃
岐
守
御
城
入
之
節
西
番
頭
小
書
院
之
図

「（
端
裏
書
）

大
納
言
様　

御
任
叙
ニ
付

御
使
松
平
讃
岐
守
京
着　

御
城
入
之

節
西
番
頭
小
書
院
之
図　
　
　
　
　

」



5
5

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

所司代ゟ見へ候処

　此辺ニ而番頭中座

　　　　　　　　着座
中西主水

石谷八十次郎

御目付

同

所
司
代

稲 垣 周 防 守

堀 大 膳 亮
屏風如此引廻シ有之

服
部
又
左
衛
門

此
口
ゟ
又
左
衛
門
罷
出
候
、
此
入
口
ニ
而

                

御
時
宜
致
し
這
入
申
候

用
人

用
人

此
口

ゟ
出

申
候

赤
尾

弥
五

右
衛

門

誓
詞

読
之

一
、
宝
暦
十
二
壬
午
年
閏
四
月
二
日
、
岡
部
筑（

長

皓

）

前
守
組
服
部
又（

常

晴

）

左
衛
門
、
所

（
阿
部
正
右
）

司
代
於
御
宅
五
半
時
誓
詞
有
之
候
節
、
右
又
左
衛
門

儀
故
伏

（
伏
見
宮
貞
建
）

見
殿
姫
君
田

（

貞

子

女

王

）

鶴
之
宮
御
下
向
ニ
付
、
被　

仰
付
候
ニ
付
、
筑
前
守
交
代
後
、
御
蔵
奉
行
明
屋
敷
ニ
逗
留
罷
越
候
、
右
誓

詞
交
代
後
ニ
付
、
午
在
番
稲
垣
周（

定

計

）

防
守
・
堀
大（

直

著

）

膳
亮
致
立
合
候
、

一
、
又
左
衛
門
血
判
相
済
、
御
目
付
中
西
主

（
元
義
）

水
請
取
之
、
所
司
代
江

掛
御
目
候
、
右
誓
詞
宛
名
之
処
、
所
司
代
幷
両
御
目
付
斗
、

番
頭
名
者
無
之
、

一
、
誓
詞
之
節
、
月
番
大
膳
亮
・
周
防
守
致
着
座
候
、
右
両
人
手
ハ
ツ
キ
不
申
候
、
ヒ
サ
ヘ 

 

　

手
上
置
申
候
、
所
司
代
誓
詞
御

覧
之
節
、
月
番
大
膳
亮
誓
詞
被　

仰
付
候
与
斗
御
取
合
申
上
候
、
周
防
守
も
御
時
宜
い　
　

た
し
申
候
、

一
、
所
司
代
御
出
座
之
上
、
両
御
目

付
罷
出
、
其
上
幷
両
番
頭
罷
出
候
、

其
上
ニ
而
又
左
衛
門
罷
出
候
、
用

人
差
図
ニ
而
又
左
衛
門
罷
出
候
、

我
等
共
差
引
不
致
候
、
誓
詞
又
左

衛
門
用
人
江

直
ニ
相
渡
申
候
、

一
、
所
司
代
・
我
等
・
御
目
付
衆
尤

平
服
、
又
左
衛
門
幷
誓
詞
懸
り
用

人
服
紗
袷
・
麻
上
下
、
誓
詞
者
右

用
人
弥
惣
左
衛
門
白
木
へ
ぎ
硯
筆

幷
針
入
候
、
又
白
木
へ
ぎ
に
て
ふ

た
致
持
参
候
、
血
判
之
節
右
之
白

木
へ
ぎ
の
蓋
江

誓
詞
載
、
又
左
衛

門
前
江

差
出
候
、
右
誓
詞
へ
ぎ
江

の
セ
候
儘
ニ
而
持
出
、
所
司
代
江

掛
御
目
候
、

40　

所
司
代
於
御
宅
御
番
御
用
誓
詞
之
絵
図

「
（
端
裏
書
）

所
司
代
於
御
宅

御
番
御
用
誓
詞
之
絵
図
」

此
座
敷
御
役
人
衆
相
通
候
間
ニ
而
、
月
並
・
五
節
句
等

番
頭
茂
罷
通
候
条
、
煙
草
給
候
座
敷
也
、



5
6

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

式
台
　
　
板
　
　
広
間

御
用
達
御
座
敷
江

者
此
廊
下
ゟ
参
ル

所司代此所迄送

月番
番頭

此所刀差置

申候

月番番頭

番
頭

番
頭

所
司
代

同同

上段番
頭

同

平日者

上
使
之
節
者

此
所
江

出
ル

此
所
ニ
而

　
奉
書
相
渡
申
候

御
門
番

仁
右
衛
門

御
目
付

御
附
衆 此所刀差置

申候

41　

所
司
代
絵
図

「（
端
裏
書
）

所
司
代
絵
図
」

年
始
・
五
節
句
・
月
並
其
外
御
目
付
代
年
始
上
使
之
節

此
所
ニ
並
、

上
使
御
出
之
節
者
内
縁
頬
迄
出
向
並
、



5
7

（
翻
刻
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
二
条
在
番
関
係
史
料
二
）

切手番所

札
番
所

大 御 門
堀

堀

御
門
番
頭

同心与力

小
林
弥
兵
衛

冠
木
御
門

御
目
付

本
庄
甲
斐
守

白
須
甲
斐
守

米
倉
長
門
守

月
番
先
登
り

下
り

登
り

交代相済此口ゟ退散致候

此
口
ニ
而
供
頭
人
数
操
入
之
儀
申
付
候

下
り
之
者
此
筋
之
通
出
申
候

此
口
ニ
而
供
頭
人
数
操
入
之
儀
申
付
候

上
り
之
者
此
筋
之
通
入

交代相済此口ゟ退散致候

上
り
之
者
此
筋
之
通
入

上
り
之
者
此
筋
之
通
入

42　

番
頭
交
代
之
節
西
御
門
大
番
所
之
図

「（
端
裏
書
）

番
頭
交
代
之
節
西
御
門
大
番
所
之
図
」

寛
政
二
戌
年
四
月
十
七
日
、
我

（
米
倉
昌
賢
）

等
儀
白
須
甲（

政

雍

）

斐
守
交
代
付
、
七
半

時
御
門
番
頭
小
林
弥（

正

秘

）

兵
衛
宅
江

参
着
、
案
内
有
之
、
六
時
前　

御

城
入
、
尤
御
目
付
衆
致
同
道
候
、
西
御
門
片
扉
開
キ
申
候
、
冠
木

御
門
者
溜
よ
り
入
申
候
、
夫
ゟ
御
番
所
江

上
り
、
如
図
致
着
座
候
、

各
刀
ハ
後
江

置
申
候
、

不
残
交
代
相
済
、
白
須
甲
斐
守
及
暇
乞
、
罷
立
申
候
、
我
等
共

者
送
り
不
申
候
、
御
目
付
衆
者
少
々
送
り
申
候
、
夫
ゟ
我
等
人

数
操
入
相
済
、
御
番
所
罷
立
候
節
者
脇
之
口
ゟ
出
申
候
、



5
8

元
離
宮
二
条
城
歴
史
資
料

使者之間

玄
関

備 中 守 殿

此 所 ニ 御 出 迎

高家衆

町
奉
行

拭
板

月
番

番
頭

禁
裏
附

御
門
番
頭

御
代
官

御
目
付

仙
洞
附

三 輪 市 十 郎

中 井 藤 三 郎

屏風

溜り

寛
政
二
戌
年
七
月
朔
日
、
高
家
宮
原
長（

義

潔

）

門
守
為　

御
使
上
京
、

備
（
太
田
資
愛
）

中
守
殿
宅
江

罷
越
候
節
、
同
三
亥
年
正
月
晦
日
高
家
大
友

式（

義

珍

）

部
太
輔
為　

御
使
上
京
、
同
断
之
節
出
迎
如
図
、

在
番

本
庄
甲（

道

利

）

斐
守

米
倉
長（

昌

賢

）

門
守

43　

高
家
衆
所
司
代
宅
江
罷
越
候
之
節
出
迎
之
図

「（
端
裏
書
）

高
家
衆
所
司
代
宅
江

罷
越

候
之
節
出
迎
之
図　

 
 
 

」



59

解題　東京大学総合図書館蔵「二条在番諸絵図外絵図」

解
題　

東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」　

杉
谷　

理
沙

史
料
の
概
要

　

東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
（
請
求
記
号
：
Ａ
〇
〇
：
六
三

四
〇
）
は
、
二
条
在
番
中
に
お
け
る
大
番
頭
の
諸
職
務
に
関
わ
る
各
所
の
絵
図
を
集
積
し
た

も
の
で
あ
る
。
形
状
は
外
袋
一
括
、
全
四
三
点
。
外
袋
に
は
「
諸
絵
図
四
十
八
枚
、
外
絵
図

六
枚
」
と
あ
り
、
表
記
の
通
り
で
あ
っ
た
な
ら
ば
一
一
点
が
失
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
諸
絵
図

と
外
絵
図
の
区
別
は
不
明
で
あ
る
。

　

本
史
料
は
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
南
葵
文
庫
」
に
属
す
る
。
「
南
葵
文
庫
」
は
、
徳

川
御
三
家
の
紀
州
徳
川
家
の
旧
蔵
書
を
母
体
と
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
、
大
正
一
三
年
（
一

九
二
四
）
、
旧
紀
州
徳
川
家
当
主
徳
川
頼
倫
侯
爵
に
よ
っ
て
寄
贈
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
前
年

に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
に
て
、
東
京
帝
国
大
学
附
属
図
書
館
の
蔵
書
が
灰
燼
に
帰
し
た

こ
と
を
憂
慮
し
て
の
寄
贈
で
あ
っ
た
。
元
々
の
南
葵
文
庫
は
、
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
、

徳
川
頼
倫
侯
爵
が
創
設
し
、
家
蔵
本
に
加
え
各
界
か
ら
の
寄
贈
や
新
規
購
入
に
よ
っ
て
拡
充

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

）
（
（

。

　

「
二
条
在
番
諸
絵
図
」
の
外
袋
裏
面
に
は
「
購
入
古
本 

紀
元
二
千
五
百
六
十
三
年 
明
治

三
十
六
年
」
と
あ
り
、
本
史
料
は
南
葵
文
庫
創
立
後
お
よ
び
東
京
帝
国
大
学
へ
の
寄
贈
前
に

購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
よ
っ
て
購
入
以
前
の
来
歴
は
不
明
な
が
ら
、
外

袋
に
は
「
建
部
内
匠
頭
写 

戸
田
淡
路
守
ヨ
リ
借
写 

小
笠
原
長
門
守
」
と
あ
る
。
戸
田
淡
路

守
（
氏
綏
）
は
天
保
七
～
一
三
年
（
一
八
三
六
‐
一
八
四
二
）
の
十
番
組
大
番
頭
で
、
天
保

一
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
二
条
在
番
を
つ
と
め
た
。
小
笠
原
長
門
守
（
長
恒
）
は
天
保
一
二

～
一
三
年
（
一
八
四
一
‐
一
八
四
二
）
の
六
番
組
大
番
頭
で
、
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）

に
二
条
在
番
を
つ
と
め
た
。
す
な
わ
ち
本
史
料
は
、
二
条
在
番
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た

番
頭
小
笠
原
長
恒
が
、
前
任
の
二
条
在
番
で
あ
る
番
頭
戸
田
氏
綏
か
ら
「
建
部
内
匠
頭
写
」

を
借
り
受
け
書
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

で
は
建
部
内
匠
頭
と
は
誰
か
。
候
補
と
し
て
、
政
賢
、
あ
る
い
は
そ
の
息
政
醇
が
考
え
ら

れ
る
。
政
賢
は
寛
政
六
年
～
文
化
六
年
（
一
七
九
四
‐
一
八
〇
九
）
の
十
番
組
大
番
頭
で
、

寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
と
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
二
条
在
番
を
つ
と
め
た
。
政
醇

は
文
政
一
三
年
～
天
保
一
二
年
（
一
八
三
〇
‐
一
八
四
一
）
の
五
番
組
大
番
頭
で
、
天
保
二

年
（
一
八
三
一
）
と
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
二
条
在
番
を
つ
と
め
た
。
各
絵
図
中
、
最

も
新
し
い
も
の
は
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
の
9
で
、
政
賢
の
没
年
（
文
政
元
年
〈
一
八
一

八
〉
）
以
降
の
も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
袋
一
括
の
絵
図
の
写
し
元
が
全
て
「
建
部
内
匠
頭
」

の
写
し
と
考
え
る
な
ら
ば
、
建
部
は
政
醇
と
す
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
最
も
時

代
を
遡
る
も
の
は
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
の
40
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
筆
跡
が
同
一
と
見
え
、
複
数
度
書
写
を
重
ね
ら
れ
た
様
々
な
二
条
在

番
経
験
者
の
絵
図
が
集
積
さ
れ
、
最
終
的
に
小
笠
原
長
恒
が
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
（8
の
端
裏
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

米
倉
丹
後
守
於
江
戸
表
堀
大
膳
亮
急
代
被　

仰
付
、
京
着　

御
城
入
、
御
番
衆
御
引
渡

之
図

寛
政
二
戌
年
四
月
二
条
在
番
之
節
、
本
庄
甲（

道

利

）

斐
守
ゟ
借
写
、

米
倉
長（

昌

賢

）

門
守
殿
借
写

近
藤
石（

用

和

）

見
守
殿
借
写

堀
内（

直

晧

）

蔵
頭
殿
借
写

菅
沼
織（

定

前

）

部
正
殿
借
写

中
坊
河（

広

看

）

内
守
殿
借
写　

急

二
条
在
番

代
番
頭
組
中
引
渡
之
図　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
部
内（

政

賢

）

匠
頭　

　

本
庄
甲
斐
守
（
道
利
）
・
米
倉
長
門
守
（
昌
賢
）
は
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
、
近
藤
石
見

守
（
用
和
）
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
、
堀
内
蔵
頭
（
直
晧
）
は
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）・

寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
・
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
、
菅
沼
織
部
正
（
定
前
）
は
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
、
中
坊
河
内
守
（
広
看
）
は
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）・
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）

に
そ
れ
ぞ
れ
二
条
在
番
の
大
番
頭
を
つ
と
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
建
部
内

匠
頭
」
は
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
二
条
在
番
を
つ
と
め
た
政
賢
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

他
の
文
書
も
同
様
に
、
複
数
の
書
写
が
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
次
頁
に
文
書
一
覧
を
掲
載
し
た
。
本
書
で
は
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
各
文
書
名
を
適
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宜
改
め
た
が
、
東
京
大
学
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/

portal/en/assets/472ea25f-0ec9-05f9-247（-6dc（ddb56f2f

）
に
て
公
開
さ
れ
て
い
る

写
真
と
の
照
合
を
行
う
際
の
利
便
の
た
め
、
元
文
書
名
を
併
記
し
た
。

史
料
の
内
容

　

絵
図
に
描
か
れ
て
い
る
場
所
は
、
所
司
代
上
屋
敷
（
一
九
点
）
、
二
条
城
（
一
六
点
）
、
内

裏
（
三
点
、
う
ち
一
点
は
推
測
）
、
町
奉
行
（
二
点
）
、
知
恩
院
（
二
点
）
、
養
源
院
（
一
点
）

で
あ
る
。
所
司
代
の
点
数
が
多
い
の
は
、
二
条
在
番
の
番
頭
が
所
司
代
と
関
わ
る
機
会
が
多

か
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
ま
た
、
知
恩
院
・
養
源
院
は
徳
川
将
軍
家
の
菩
提
所
で
あ
る
。

　

二
条
城
が
描
か
れ
た
場
所
の
内
訳
は
、
二
之
丸
大
御
番
所
（
四
点
）
、
金
蔵
（
四
点
）
、
東

番
頭
小
屋
（
二
点
）
、
西
番
頭
小
屋
（
二
点
）
、
台
所
（
一
点
）
、
御
厩
曲
輪
（
一
点
）
、
西
御

門
番
所
（
一
点
）
、
御
殿
（
二
之
丸
御
殿
〈
一
点
〉
）
と
な
っ
て
い
る
。
二
条
城
の
指
図
類
は

中
井
家
文
書
を
始
め
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
場
の
使
用
者
と
し
て
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て

い
る
絵
図
は
、
管
見
の
限
り
手
留
等
に
書
き
写
さ
れ
た
も
の
を
除
き
本
史
料
以
外
に
な
く
、

非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
の
ト
ピ
ッ
ク
を
取
り
上
げ
た
い
。

（
１
）
金
蔵
の
見
分

　

（（
・
（7
・
（9
・
34
が
金
蔵
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
二
条
城
の
金
蔵
は
二
之

丸
御
殿
の
東
側
に
あ
っ
た
。
防
犯
上
の
理
由
か
ら
か
、
金
蔵
に
関
し
て
は
中
井
家
な
ど
の
指

図
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
の
使
い
方
や
内
部
の
構
造
を
知
る
上
で
貴
重
な
絵
図
で
あ

る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
金
蔵
は
二
階
建
て
で
、
上
階
に
置
か
れ
た
長
持
に
御
金
が
納
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（（
に
よ
れ
ば
、
長
持
は
鎖
で
繋
が
れ
、
厳
重
に
管
理
さ
れ
て
い

た
。
本
史
料
に
金
蔵
の
絵
図
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
金
蔵
の
封
印
切
替
が
両
番
頭
の
職
務

で
あ
っ
た
た
め
で
、
そ
の
様
子
は
『
研
究
紀
要
元
離
宮
二
条
城
』
第
三
号
に
翻
刻
を
掲
載
し

た
「
二
条
在
番
手
留
」
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
一
一
月
二
二
日
条
に
詳
し
い
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
金
蔵
の
鎰
を
管
理
す
る
の
は
御
殿
番
で
、
大
番
頭
・
御
門
番
頭
・
御
蔵
奉
行
の
立
会

い
の
も
と
員
数
を
確
認
し
封
印
切
替
を
行
っ
た
。
な
お
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
御
金

蔵
破
り
が
発
覚
し
た
の
は
、
こ
の
恒
例
の
見
分
の
と
き
で
あ
っ
た

）
2
（

。

（
２
）
大
的
の
見
分

　

32
で
は
、
二
条
城
の
御
厩
曲
輪
（
東
大
手
門
入
っ
て
北
側
の
空
間
）
に
お
い
て
行
わ
れ
た

在
番
衆
の
大
的
（
歩
射
）
見
分
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
在
番
衆
の
武
芸
に
関
し
て
は
、

弓
術
が
重
視
さ
れ
、
御
厩
曲
輪
で
の
大
的
の
ほ
か
、
小
屋
内
で
の
大
的
、
尺
二
の
小
的
、
所

司
代
千
本
屋
敷
で
の
定
日
稽
古
も
行
わ
れ
た
。
京
都
大
学
蔵
「
二
条
在
番
支
度
覚
」
に
は
、

御
厩
曲
輪
に
お
け
る
大
的
は
四
の
つ
く
日
に
行
う
と
あ
る
。

 

32
か
ら
は
、
御
厩
曲
輪
一
帯
を
幕
で
覆
い
、
内
部
に
は
簡
易
的
な
小
用
所
が
設
け
ら
れ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
当
日
は
御
破
損
奉
行
が
案
内
を
し
、
東
西
両
組
の
番
衆
が
並
ん
で
挨
拶

を
し
て
い
る
。
両
番
頭
は
用
人
と
右
筆
を
召
し
連
れ
て
お
り
、
ま
た
給
仕
や
近
習
、
そ
の
ほ

か
様
々
な
人
々
は
月
番
（
そ
の
月
の
当
番
を
担
当
す
る
番
頭
）
が
用
意
し
た
。
こ
こ
で
右
筆

が
登
場
す
る
の
は
、
弓
術
見
分
の
際
に
は
「
中
り
附
帳
面
」
が
作
成
さ
れ
、
誰
が
的
を
射
た

か
記
録
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

）
3
（

。

（
３
）
御
番
衆
引
き
渡
し

　

こ
れ
ら
文
書
の
多
く
は
、
番
頭
の
例
年
の
業
務
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
ほ
か
イ
レ
ギ
ュ

ラ
ー
が
起
こ
っ
た
場
合
の
覚
書
も
含
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
（8
が
記
さ
れ
た
経
緯
は
こ
う
で
あ

る
。
明
和
五
年
（
一
七
六
七
）
、
七
番
組
の
大
番
頭
堀
大
膳
亮
直
著
が
、
二
条
在
番
へ
の
登

り
道
中
、
大
津
で
急
死
し
た

）
3
（

。
そ
の
た
め
、
米
倉
丹
後
守
昌
晴
が
五
番
組
か
ら
七
番
組
に
組

替
え
と
な
り
、
二
条
在
番
を
つ
と
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
文
書
は
、
所
司
代
屋
敷
に
お
い

て
行
わ
れ
た
組
中
御
番
衆
引
渡
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
所
司
代
・
番
頭
・
町
奉
行
・
御
目

付
・
組
頭
・
番
衆
が
ど
の
よ
う
に
着
座
す
る
か
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。
着
座
の
後
、
所
司
代

は
組
頭
・
番
衆
に
対
し
、
「
万
事
米
倉
丹
後
守
の
指
示
に
従
う
よ
う
に
」
と
仰
せ
渡
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
番
頭
は
様
々
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
絵
図
を
書
き
写
し
、
通
常
業
務
お
よ

び
突
発
的
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
場
合
双
方
に
備
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
（
） 

佐
藤
賢
一
「
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
「
南
葵
文
庫
」
に
つ
い
て
」（
『
大
学
図
書
館
研
究
』

七
四
、
二
〇
〇
五
年
）
。

（
2
） 『
梅
翁
随
筆
』
巻
五
「
二
条
御
金
蔵
盗
賊
之
事
」
（
『
研
究
紀
要
元
離
宮
二
条
城
』
一
、
編
年

史
料
386
）
参
照
。

（
3
） 

拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
二
条
在
番
の
生
活
」
（
『
研
究
紀
要
元
離
宮
二
条
城
』
三
、

二
〇
二
四
年
）
参
照
。

（
4
） 『
大
日
本
近
世
史
料 

柳
営
補
任
』
一
、
一
五
七
頁
。
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解題　東京大学総合図書館蔵「二条在番諸絵図外絵図」

　

年始節句朔望出礼之図179099999寛政 2～ 3 所司代 大書院 年始節句朔望出礼之啚1

御目付代上意申渡之図179409005寛政 6 所司代 大書院 御目付代上意申渡之啚2

寛政四子年所司代明御目付代
町奉行御役宅ニ而上意被申渡
候節絵図

179299999寛政 4 町奉行所 役宅 寛政四子年所司代明御目付代
町奉行御役宅にて上意被申渡
候節絵啚

3

所司代御目付御番所江被越候図179105011寛政 2、3 二条城 二之丸番所 所司代御目付御書所江被越候圖4

子十一月伊豆守殿上京之節所司
代迎絵図

179211099（寛政 4） 二条城 二之丸番所 子十一月伊豆守殿上京之節所司
代近絵啚

5

999999999 知恩院山茶屋振廻之節絵図不明 知恩院 山茶屋 智惠院山茶屋振量節絵啚6

八朔御使之図999999999不明 内裏 唐門
　～虎之間

八朔御使之啚7

跡登番頭所司代御逢之図179104099（寛政 3） 所司代 大書院 跡登番頭所司代御邊之啚8

知恩院振舞之節絵図999999999不明 智忍院振舞之節絵啚知恩院 御位牌所他10 

所司代御目付御番所江被趣候図179099999寛政 2、3 二条城 二之丸番所 所司代御目付御番所江被越候啚13

所司代御用向ニ而御逢之図179099999寛政 2 所司代 小書院 所司代御用向にて御邊之啚14

所司代江上使被招候節小書院着
座之図

178299999（天明 2） 所司代 小書院 小書院着座之啚15

御目付衆所司代室江罷越候図178409015寛政 6 所司代 玄関・
使者之間～

御目付前所司代室江被越候啚16

所司代戸田因幡守殿見分御金蔵
之絵図

178409015天明 4 二条城 金蔵 戸田因幡守殿所司代見分御令藏
之絵啚

17

176706009 御番衆御引渡之図明和 5 所司代 大書院ヵ 御城入御番前御門渡之啚18

御勘定奉行闕所銀見分之図179012008寛政 2 二条城 金蔵 御勘定奉行闕所銀見分之啚19

大坂御城代阿部播磨守殿京着
ニ付所司代稲葉丹後守殿室ニ
而御機嫌伺之図

180405015文化元 所司代 玄関廻
  ～大書院

御機嫌伺之啚20

東小屋ニ而在役誓詞之座席図999999999不明 二条城 東番頭小屋 座席圖21

所司代御鷹鳥御披節式999999999不明 所司代 玄関廻
 ～大書院
  ～小書院

御披節式22

№ 和暦 西暦年月日 文書名 場所① 場所② 元文書名 備考

所司代の空位は
4/7 ～ 8/26。

寛政 4年 11 月に
老中松平信明が
上京。

町奉行宅御機嫌伺之図180812002文化 5 町奉行所 役宅12 町奉行宅御機嫌伺之啚

御金蔵絵図178409022天明 3
　  （4 ヵ）

二条城 金蔵 御藏絵啚11 「天明三年辰年」と
あり。辰年は４年。

文政 8 132507099 　　　　　〃　　　　　　 ②

文政 7 182407099 　　　　　〃　　　　　　 ③

文政 6 182307099 　　　　　〃　　　　　　 ④

文政 5 182207099 　　　　　〃　　　　　　 ⑤

文政 4 182107099 　　　　　〃　　　　　　 ⑥

文政 3 182007099 　　　　　〃　　　　　　 ⑦

文政 2 181907099 　　　　　〃　　　　　　 ⑧

文政元 181807099 　　　　　〃　　　　　　 ⑨

文化 14 181707099 　　　　　〃　　　　　　 ⑩

八朔御進獻之御馬見分之圖

文化 13 181607099 　　　　　〃　　　　　　 ⑪

文化 12 181507099 　　　　　〃　　　　　　 ⑫

文化 11 181407099 　　　　　〃　　　　　　 ⑬

文化 10 181308099 　　　　　〃　　　　　　 ⑭

文化 9 181208099 　　　　　〃　　　　　　 ⑮

文化 8 181108099 　　　　　〃　　　　　　 ⑯

文化 7 181008099 　　　　　〃　　　　　　 ⑰

文化 6 180908099 　　　　　〃　　　　　　 ⑱

文化 5 180808099 　　　　　〃　　　　　　 ⑲

文化 4 180708099 　　　　　〃　　　　　　 ⑳

文化 3 180608099 　　　　　〃　　　　　　 ㉑

文化 2 180908099 　　　　　〃　　　　　　 ㉒

八朔御進献之御馬見分之図 ①182607099文政 99

所司代 厩舎・庭・
大書院等

寛政 2年に借り
写したもの。

「二条在番諸絵図外絵図」文書一覧
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御用物差添御番衆江御朱印御渡
之図

179010004寛政 2 所司代 小書院 御渡之啚23

山本筑州より到来之図999999999不明 内裏 唐門
　～虎之間

山本筑州24

所司代座鋪之図999999999不明 所司代 玄関廻
　～大書院

御司代座舗之啚25

寅之間・鶴之間・桜之間絵図999999999不明 （内裏） 唐門
　～虎之間

桜之間絵啚27

所司代西小屋江御越之図179101001寛政 3 二条城 西番頭小屋 所司代西小屋江御越之圖28

二丸御台所御道具見分之図179103011寛政 3 二条城 二之丸台所 御道具見分之啚29

御目付於二丸上意之節之絵図999999999不明 二条城 二之丸番所 御目付於二丸上意之節之絵啚30

養源院拝礼之絵図180505008文化 2 養源院 玄関～ 養源院拝禮之絵啚31

於御厩曲輪大的見分之図179103099寛政 3 二条城 御厩曲輪 於御厩曲輪大的見分之啚32

町奉行衆於御殿御道具見分之図179103011寛政 3 二条城 御殿 御道具見分之啚33

御金蔵封印切替之図179012005寛政 2、3 二条城 金蔵 封印切替之啚34

所司代ニ而公事御聞之図999999999不明 所司代 大書院 所司代にて公事御聞之啚35

御使松平讃岐守御城入之節東番
頭小屋小書院縁図

178205028天明 2 二条城 東番頭小屋
小書院

小書院縁啚36

八朔御使御番入一覧候図179007012寛政 2 所司代 大書院 八朔御使御書入一覧候啚37

御使松平讃岐守於所司代振廻之
節絵図

178299999（天明 2） 所司代 上書院 
（小書院ヵ）

於所司代振量節絵啚38

御使松平讃岐守御城入之節西番
頭小書院之図

178205028天明 2 二条城 西番頭小屋
小書院

小書院之啚39

所司代於御宅御番御用誓詞之絵
図

176204102宝暦 12 所司代 「御宅」 折々詞之絵啚40

所司代絵図999999999不明 所司代 玄関廻
　～大書院

於司代絵圖41

番頭交代之節西御門大番所之図179004017寛政 2 二条城 西御門大番
所

番頭交代之節西御門大番所之圖42

高家衆所司代宅江罷越候之節
出迎之図

179007001寛政 2 所司代 玄関廻 出迎之圖43

№ 和暦 西暦年月日 文書名 場所① 場所② 元文書名 備考

上使松平讃岐守於所司代御機嫌
伺候節之絵図

178299999（天明 2ヵ） 所司代 玄関廻
　～大書院

御機嫌伺之啚26 徳川家斉任叙は
天明２年３月５日。

伏見宮邦忠は宝暦
9年 6月 2日死去。

凡例
１） 掲載順は東京大学デジタルアーカイブにて公開されている順番による。
２）「西暦年月日」は西暦・月・閏月有無・日を表す。閏月は 1とし、そうでない月は 0とした。不明の場合は 9で示した （例：宝暦 12 年閏 4月
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５）「所司代」は所司代上屋敷を指す。
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（
外
袋
）

（
表
紙
）

（
前
略
）
○
参
府
に
伴
う
諸
手
続
き
・
準
備

お
よ
び
道
中
の
記
事
は
省
略
。

四
月
十
五
日
、
快
晴
、
辰
、

一
、
今
朝
五
ツ
半
時
、
川
崎
宿
出
立
之
事
、

途
中
神
奈
川
ゟ

紗
衣　

修
高

（
ヵ
）

輪
袈
裟　

上
ニ
黒
秋
田
織

下
ニ
白
羽
二
重

侍
中
野
袴
着
用
、

四
ツ
時
、
品
川
着
ニ
て
、

観
音
堂
前　

釜
屋
方

出
迎　

相
田
丞
輔　
　

相
田
半
三
郎　
　
　

高
橋
休
嘉

称
名
寺　
　
　

秀
房　
　
　
　
　
　

小
高
隼
太

関
法
眼　
　
　
　

次
郎
右（

ヵ

）

衛
門　
　

伊
牧
保
三
郎
代
□

勢
屋
伝
兵
へ

花
屋
中

右
之
通
出
迎
ニ
て
酒
宴
、
飯
等
出
馳
走
之
事
、
出
迎
花
屋
中
へ
ハ
此
方
ゟ
出
し
候
趣

ニ
て
、
酒
出
申
候
事
、

長
サ
六
尺
斗
、
巾
壱
尺
斗
、

紫
幕
者
不
用
之
事
、

其
後
茅
場
町
薬
師
別
当

旅
宿　
　
　

知
泉
院
へ
着
之
事
、

せ
ん
し
茶
・
菓
子
壱
折 

―
―
―
―
―
―
― 

智
泉
院
へ

火
事
見
舞

　

 

翁
水
か
ら　

牧
保
三
郎
へ

江
戸
着
土
産
物

花
筒　

季
（
賀
茂
ヵ
）

鷹
之
書　
　

                 

岩
崎
彦
右
衛
門

同
断　

                        

　

   

服
部
源
左
衛
門

唐
更
紗 

帛
紗　

梶
（
承
真
ヵ
）

井
宮
懐
紙　

如
露

  

扇
五　

   

相
田
半
左
衛
門

冷
泉
殿
短
冊 

扇
子
五　
　
　
　
　
　
　

    

相
田
半
兵
衛

棗
壱
ツ 

帛
紗
壱 

寅
宝
書
念
仏
さ
し 

如
露　

  

水
谷
斎
跡

如
露 

帛
紗

扇
子
五 

短花
図冊 

　

先
代
ゟ
預
り

三
巻　
　

 　

  
   

称
名
寺

如
露　

帛
紗　

花
図　

扇
子
五        

     

小
高
隼
太

短
○
大
徳
寺
書
ニ

冊 
○

帛
紗　

如
○
扇
子
五

露　

○

如
露　

○

急
須
ニ

  

○

花
図
　

牧
保
三
郎　

広
し（

ヵ

）

ま
よ
う
し
紅　

 

　
　
　
　

 

小
児
へ

天
保
九
年
歳
在
戊
戌
春
正
月

御
朱
印
御
改

御
代
替
御
礼

参
府
記

天

池
坊
専
明
誌

六
角
堂

池
坊
門
弟
中
出
迎
所

（
翻
刻
）
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
御
朱
印
御
改
御
代
替
御
礼
参
府
記
」

天
保
九
年
歳
在
戊
戌
春
正
月

御
朱
印
御
改

御
代
替
御
礼

参
府
記

池
坊
専
明
代

六
角
堂
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如
露　

扇
子
五　

短
冊　

花
図　
　
　
　
　

  

川
村
理
兵
衛

提
到
来
食重

菓
子
入　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

大
黒
屋
三
右
衛
門
方
へ
火
事
見
舞 

か
た
〳
〵

（
菓
子
壱
折

う
す
茶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

炭
屋
七
左
衛
門
方
へ

四
月
十
六
日
、
快
晴
、
巳
、 　

　
　

蒸
菓
子

扇
子
五　
　

   

い
セ
太
へ　

ふ
く
さ

扇
子
五　
　

   

い
セ
伝
へ

一
、
昨
十
五
日
、
道
中
無
滞
江
戸
着
ニ
付
、
今
日
者
休
足
之
事
、

一
、
牧
保
三
郎
入
来

菓
子
到
来

之
事
、　

一
、
小
高
隼
人
入
来
之
事
、

一
、
相
田
丞
輔
入
来
、　

    
一
、
相
田
半
三
郎
入
来
、

一
、
伊
勢
伝
入
来
、
肴
酒
到
来
、

一
、
明
十
七
日
、　

御
大
老
・
御
老
中
・
御
若
年
寄
・
寺
社
奉
行

着
府
御
届
廻
勤
ニ
付
、
陸
尺
・
笠
籠
持
人
足
申
付
候
事
、
相
田
屋
丞
輔
殿
セ
話

ニ
而
、
八
丁
堀
一
通
り
ニ
而
申
付
候
処
高
料
也
、　

 

陸
尺
壱
人 

四
百
文 
壱
人
ニ
付
支
度
料
壱

度
ニ
付
六
十
四
文
、 

但
三
人
也
、　

笠
三
百
五
十
文

籠　
　
　

途
中
用
意
弁
当
入
ル

不
用
ニ
相
成
候
、

一
、
寺
社
御
奉
行
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
殿
へ
、
着
府
御
届
申
上
節
差
出
候
願
書
、
京
都
ゟ
之
御
添

翰
差
上
候
事
、

小
奉
書
ニ
相
認
候
事
、
上
包
美
濃
紙                                       

奉
願
口
上
書

一
、
此
度
拙

（
池
坊
専
明
）

僧
儀
、
参
府
仕　

御
代
替
御
礼
申
上
度
、
京
都
御
奉
行
所
江

奉
願

候
処
、
勝
手
次
第
出
立
仕
候
様
被
仰
渡
、
出
府
仕
候
、
先
格
之
通
御
代
替

御
礼
奉
申
上
度
、
則
例
書
相
添
奉
願
候
、
以
上
、

天
保
九
年
戌
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池

京
都
六
角
堂
頂
法
寺坊

御
寺
社

奉
行
所

池

京
都
六
角
堂

坊

先
例
書

一
、
惇

（
徳
川
家
重
）

信
院
様
御
代
始

延
享
三
年
寅
六
月
、
専

（
池
坊
）

純
儀
、
恐

悦
奉
申
上
、　

三
（
徳
川
吉
宗
・
家
重
・
家
治
）

御
所
様
江

御
同
様

十
帖
壱
本
壱
台
宛
奉
献
上
、
同
月

十
日
御
暇
之
節
、
時
服
二
拝
領
仕

候
、

一
、
浚

（
徳
川
家
治
）

明
院
様
御
代
始

宝
暦
十
一
年
巳
四
月
、
専

（
池
坊
）

意
儀
、

恐
悦
奉
申
上
、　

両
（
徳
川
家
重
・
家
治
）

御
所
様
江

御
同

様
十
帖
壱
本
壱
台
宛
奉
献
上
、
同

月
七
日
御
暇
之
節
、
時
服
二
拝
領

仕
候
、

一
、
大

（
徳
川
家
斉
）

御
所
様
御
代
始
御
礼
参
府
之
儀
、

早
速
可
奉
願
処
、
先
住
専

（
池
坊
）

定
儀
、

■
■
病
気
罷
在
、
延
引
相
成
、

寛
政
九
年
巳
四
月
、
継
目
御
礼
奉

申
上
、　

両
（
徳
川
家
斉
・
家
慶
）

御
所
様
江

御
同
様
十
帖

壱
本
壱
台
宛
奉
献
上
、
同
月
五
日

御
暇
之
節
、
時
服
二
拝
領
仕
候
、

戌
（
天
保
九
年
）

四
月

奉
願
口
上
書

一
、
御
代
替
御
礼
奉
申
上
候
節
、　

三
（
徳
川
家
斉
・
家
慶
・
家
定
）

御
所
様
江

御
同
様
十
帖
壱
本
献
上
仕

度
奉
願
候
、
御
暇
被
下
候
節
、
時
服

上

京
都
六
角
堂

　
　
　 
池
坊

願
小
奉
書書

壱
通

願
中
奉
書
半
切

書
壱
通

例
中
奉
書
半
切

書
壱
通

手
扣
三
通
入
壱
包

都
合
四
包
也
、

中
奉
書
半
切

中
奉
書
半
切

例
書

京
都
六
角
堂

池
坊

上

京
都
六
角
堂

池
坊

印
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二
被
下
置
候
様
、
是
又
奉
願
候
、
以
上
、

天
保
九
年
戌
四
月　
　
　

池

京
都
六
角
堂
頂
法
寺

坊

御
寺
社

奉
行
所

池

京
都
六
角
堂
頂
法
寺

坊

御
代
替
御
礼
申
上
候
節
衣
躰

白
素
絹

紫
紋
白
五
条
袈
裟

紫
指
貫

池

京
都
六
角
堂

坊

文
政
五
年
午
閏
正
月
、
当
池
坊
継
目

御
礼
参
府
仕
候
節
、
御
奉
行　

水
野

左（

忠

邦

）

近
将
監
様
、

同
年
二
月
朔
日
、
継
目
御
礼
奉
申
上
、

同
月
五
日
、
御
暇
時
服
二
拝
領
仕
候
、

同
六
日
、
立
華　

上
覧
之
儀
被　

仰

渡
候
、

同
八
日
、
立
華　

上
覧
前
々
日
、
御

床
御
花
瓶
等
拝
見
之
儀
、
先
例
之
通

被　

仰
付
候
、

上右
同
日覧

御
当
日
十
二
日
、
於　

御
城
立

華
可
相
勤
旨
被　

仰
付
候
、

中
奉
書
半
切
ニ
認
、
三
通

と
も
一
諸
ニ
美
濃
紙
ニ
て

上
包
、
手
扣
と
し
て
、

是
ハ
若
御
尋
之
儀
も
御
座

候
哉
と
奉
存
候
間
、
私
手

扣
ニ
持
参
仕
候
由
申
相

渡
、

上
包
美
濃
紙
ニ
て
も
、
半

紙
ニ
て
も
よ
し
、

手
扣

京
都
六
角
堂

池
坊

印

右
改
本
紙同

日
立
華　

上
覧
之
儀
、
十
二
日

可
相
勤
旨
被　

仰
付
候
、　

　

　
　

   

同
十
日
、
御
床
御
花
瓶
拝
見
登　

城

仕
候
、

同
十
一
日
、
木
物
下
指
登　

城
仕
候
、

同
十
二
日
、
御立

華
当
日　

上
覧
無
滞
相

勤
申
候
、

同
十
四
日
、
立
華　

上
覧
為
御
褒
美

御
銀
十
枚
頂
戴
仕
候
、

右
之
通
御
座
候
、
以
上
、

池

京
都
六
角
堂
頂
法
寺

坊

旅
宿　
　
　
　
　
　
　

智

茅
場
町
薬
師
別
当

泉
院

右
之
通
相
認
候
願
書
類
都
合
四
通
持
参
之
事
、

取
次　

服
部
源
左
衛
門
落
手
有
之
、
猶
当
廿
七
日
御
礼
窺
ニ
罷
出
候
様
被
申
渡
候
事
、

四
月
十
七
日

一
、
旅
宿
座
敷
入
口
へ
左
之
通
書
付
出
し
置
申
候
事
、

先
例
之
通　

御
用
相
済
候
迄
、
花
稽

古
幷
口
伝
等
之
儀
、
御
断
申
入
候
事
、

月　

日　
　
　
　

家
元

小
奉
書

竪
紙
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（
表
紙
）

天
保
九
年
戌
年

四
月
十
七
日
、
快
晴
、
午
、

一
、
当
十
五
日
江
戸
着
府
、
昨
十
六
日
休
足
、
今
十
七
日
着
府
御
届
廻
勤
之
事
、

朝
五
ツ
半
時
ゟ
罷
出
、
今
日
御
祭
日
ニ
付
、
御
役
方
御
登
城
ニ
付
、

廻
リ
仕
舞
候
、
御
懸
リ
寺
社
ヘ
罷
出
候
事
、

近
藤
泰
輔

網
代
乗
物　

陸
尺
三
人　

笠
籠
壱
荷
、
弁
当
用
意
致
候
得
共
、

入
用
ニ
無
之
候
事
、

磯
野
源
次
郎　
　
　
　
　

下
部
伊
助

観
理
院
ヘ
コ
タ
エ
テ

此
札
出
ス
、
先
到
ナ
リ
、

表
門
札

白
衣　

修
高

（
ヵ
）

輪
袈
裟

一
、
玄
関
紫
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
留
中
張
置
、

今
日
廻
勤
之
先
々
大
名
方
門
番
江

参
上
之
節
、
役
人
先
々
遣
し
手
札
相
渡
し
可

申
事
、
門
番
ゟ
玄
関
之
方
ヘ
参
上
か

（
ヵ
）ご

ざ
り
ま
す
と
申
込
候
事
、
是
者
申
と
も

不
申
と
も
不
苦
、
右
名
札
相
渡
し
申
候
事
、

扨
御
門
ハ
開
キ
た
る
も
あ
り
、
又
〆
り
た
る
も
あ
り
、
開
キ
た
る
ハ
正
面
ゟ
入
、

〆
り
た
る
ハ
く
ゞ
り
ゟ
入
へ
し
、
玄
関
正
面
へ
り
ゟ
玄
関
へ
上
り
、
又
手
札
出

し
申
候
事
、

四
月
十
六
日

一
、
林
春
塘
ゟ
味
噌
白
・
赤
二
桶
到
来
、

一
、
同
人
ゟ
大
鯛
壱
尾
・
海
老
到
来
、　

水
野
越（

忠

邦

）

前
守
殿
御
内　
　

 

岩
崎
彦
右
衛
門

青
山
因（

忠

良

）

幡
守
殿

　

寺
社
役　

金
森
丞
左
衛
門

　

山
室
弥
兵
衛

　
　

丹
波
ニ
て　
　
　
　
　

  

服
部
源
左
衛
門

　

（
太
田
三
郎
右
衛
門
舎
弟

 

中
野
懇
意
之
仁
也
、

　

天
保
九
年
歳
在
戊
戌
夏
四
月

御
朱
印
御
改

御
代
替
御
礼

参
府
記

地

池
坊
専
明
誌

池
坊
旅
宿

京
都
六
角
堂

長
三
尺

七
寸

池
坊
旅
宿

壱
尺
五
寸

玄
関
ハ
シ
ラ

四
寸

京
都
六
角
堂
頂
法
寺

茅
場
町
薬
師
別
当智

泉
院

池
　 

坊

旅
宿

名
札
　
　 

四
寸
壱
部

二 寸 壱 部

尾
州
便
り

市
ヶ
谷
御
屋
敷
内

北
御
長
屋
筋
桜

（
ヵ
）御

長
屋

川
崎
喜
四
郎

三
日
・
十
三
日
・
廿
三
日

是
ハ
最
初
ニ
て
も
よ
し
、

朔
日
・
十
一
日
・
廿
一
日

是
ハ
手
紙
斗
、
小
封
斗
也
、

御
用
人
仕
立
飛
脚
也
、
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口
上

京
都
六
角
堂
池

（
専
明
）

坊
此
度
参
府
ニ
付
、
御
届
申
上
候
、

何
ゆ
へ
之
参
府
と
尋
候
得
ハ
、

御
代
替
御
礼
・
御
朱
印
御
改
ニ
参
府
仕
候
由
、
答
申
べ
し
、

廻
リ
ヶ
所
左
之
通
、
廻
リ
順
ハ
陸
尺
ヘ
申
付
、
勝
手
能
様
ニ

廻
る
事
よ
し
、

井
御
大
老伊

掃（

直

亮

）

部
頭
殿

御
本
丸　

松
平
和（

乗

寛

）

泉
守
殿　
　
　
　

御
本
丸　

増
山
河（

正

寧

）

内
守
殿

御　
　

水
野
越（

忠

邦

）

前
守
殿 
　
　
　

御　
　

堀
大（

親

寚

）

和
守
殿

老　
　

太
田
備（

資

始

）

後
守
殿 

　
　
　

若　
　

小
笠
原
相（

長

貴

）

模
守
殿

中　
　

脇
坂
中（

安

董

）

務
太
輔
殿 

　
　
　

年　
　

林
肥（

忠

英

）

後
守
殿

 
 

 
 

　
　
　

寄　
　

森
川
内（

俊

知

）

膳
正
殿

大
（
徳
川
家
斉
）

御
所
様 　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

大
御
所
様

御　

松
平
伯（

宗

發

）

耆
守
殿 

　
　
　

御　
　

永
井
肥（

尚

佐

）

前
守
殿

老　

土
井
大（

利

位

）

炊
守
殿

（
頭
）

 

　
　
　

若　
　

本
多
豊（

正

意

）

後
守
殿

中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年寄

右
（
徳
川
家
定
）

大
将
様　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
大
将
様

御　

 
 

　
　
　
　
　
　
　

御　
　

大
岡
主（

忠

固

）

膳
正
殿

老　

堀
田
備（

正

篤

）

中
守
殿　
　
　
　
　
　

若　
　

堀
田
摂（

正

衡

）

津
守
殿

中 
 

 

　
　
　

年寄

酒
井
雅（

忠

学

）

楽
頭
殿
―
―
是
ハ
先
例
ニ
付
、
此
度
参
府
ニ
付
、　

御
機
嫌
窺
申
候

由
申
置
候
事
、

寺
社　
　

牧

御
朱
印
御
懸
り


野
備

（
備
中
守
忠
雅
ヵ
）

前
守
殿　

御
奉
行　

青
山
因（

忠

良

）

幡
守
殿 

　

本
御
朱
印
懸
り
加
役

多
下（

康

禎

）

総
守
殿

阿
部
能（

正

暸

）

登
守
殿

松
平
伊（

忠

優

）

賀
守
殿

一
、
青

寺
社
御
月
番

山
因
幡
守
殿
へ
罷
出
、
着
府
御
届
申
上
候
上
、
寺
社
懸
り
御
役
人
へ
御
目
ニ
懸

り
度
申
入
候
処
、
例
席
へ
通
り
申
候
様
と
の
事
故
、

使
者
之
間
之
方

惣
席　
　

別
席

右
之
通
之
書
付
張
有
之
、

別
席
と
申
処
へ
通
り
、
控
居
申
候
事
、

多
葉
粉
盆
も
出
し
有
之
候
事
、
甚
丁
寧
取
扱
也
、

扨
無
程
寺
社
懸
り
役
人
服
部
源
左
衛
門
殿
面
会
有
之
、

京
都
奉
行
所
ゟ
之

御
添
翰
・
御
状
箱
相
渡
し
候
、

御
代
替
御
礼
願
書　
　
　

 

壱
通

幷
例
書　
　
　
　
　

  

壱
通

拝
領
物
献
上
物
願
書　

壱
通

手
扣
と
し
て
一
包

衣
躰
書　

旅
宿
書　

文
政
五
之
例
書共

合三
通
入

右
之
通
相
渡
申
候
処
、
披
見
之
上
奥
へ
持
行
、
暫
相
待
申
候
所
、
程
な
く
同
人
罷
出
、

委
細
致
承
知
候
、
当
廿
七
日
窺
ニ
罷
出
候
様
被
申
渡
候
事
、
猶
宜
敷
相
頼
申
候
由
、

申
入
置
候
事
、

一
、
本
多
下（

康

禎

）

総
守
殿　

御
朱
印
懸
り
ニ
付
罷
出
、
御
朱
印
懸
り
御
役
人
衆
へ
御
面
会
申

度
段
申
入
候
所
、
例

（
別
）

席
へ
通
り
申
候
様
被
申
候
ニ
付
、
則
別
席
と
有
之
席
へ
扣
居
申
候
、

然
ル
処
、
出
火
之
由
沙
汰
有
之
、
旅
宿
之
辺
之
由
ニ
聞
へ
申
候
ニ
付
、
則
出
火

之
様
子
ニ
付
、
今
日
ハ
先
引
取
申
候
由
断
申
、
引
取
申
候
事
、
玄
関
へ
断
申
而

も
よ
し
、
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此
時
之
出
火
小
田
原
町
と
歟
申
所
よ
り
出
火
ニ
て
、
一
番
原
と
歟
申
辺
迄
類
焼
、
京

都
出
立
之
節
迄
ハ
、
小
田
原
町
辺
旅
宿
之
心
得
ニ
て
出
立
之
処
、
江
戸
へ
着
、
品
川

ニ
て
茅

先
年
之

場
町
薬
師
ニ
相
成
候
由
承
り
申
候
儀
ニ
付
、
京
都
ニ
而
ハ
嘸
心
配
致
し
候
事

と
存
、
早
速
手
紙
も
出
し
候
得
と
も
、
漸
廿
八
日
相
届
申
候
よ
し
、
江
戸
之
出
火
は

京
都
へ
ハ
四
日
目
ニ
相
知
申
候
事
也
、
此
時
本
多
殿
火
之
見
之
噂
ニ
、
ふ
き
屋
町
辺

か
申
事
ニ
候
得
と
も
、
ふ
き
や
町
ハ
何
方
歟
存
不
申
候
処
、
其
内
ニ
茅
場
町
歟
と
申

沙
汰
御
座
候
ニ
付
、
我
旅
宿
之
町
名
ヲ
聞
、
大
ニ
相
驚
、
早
々
相
断
引
取
之
事
也
、

 

四
月
十
八
日
、
曇
、
未
、

一
、
本
多
下（

康

禎

）

総
守
殿
御
朱
印
懸
り
ニ
付
、
昨
日
罷
出
候
所
、
出
火
ニ
付
引
取
、
今
日　

御
朱
印
写
、

中
奉
書
ニ
認
候
分　

九
通　

壱
通
り

大
直
し
ニ
認
候
分　

九
通　

弐
通
り　
　

短
冊
箱
ニ
入
持
参
、　

　

右
之
通
持
参
、
御
朱
印
懸
り
御
役
人
衆
へ
御
面
会
申
度
段
申
入
候
所
、
例
席
へ
通
り

申
様
と
の
事
、
則

別
席
ニ
控
居
申
候
、  

多
葉
粉
盆
も
出
し
有
之
、

茶
も
出
る
、

大
ニ
丁
寧
也
、
屋
敷
ニ
よ
り
て
風
儀
有
之
、
大
ニ
権
柄
之
処
も
有
之
事
也
、

多
分
権
柄
也
、
此
度
ハ
青
山
も
至
極
ニ
宜
敷
両
家
と
も
よ
し
、

懸
り
役
人
石
川
甚
左
衛
門

右
之
御
朱
印
写
得
与
披
見
之
上
、
張
紙
ニ

御
朱
印
と
斗
有
之
ニ
付
、
写
之
字
書
加
可
申
段
被
申
候
ニ
付
、
持
帰
り
申
候
事
、

一
、
御
朱
印
仕
立
方
之
事
左
ニ
記
、

中
奉
書
ニ
認
候
写　

合
九
通　

壱
通
り
、

大
直
シ
ニ
認
候
写　

合
九
通　

弐
通
り
、

手
目
録　

中
奉
書
半
切
ニ
て　

三
通
り
、

御
両
代
壱
紙
ニ
包
有
之
候
御
断
書　

三
通
り
、

左
ニ
記
、

此
通
り
ニ
認
候
事
、
文
字
等
も
同
様
ニ
気
ヲ
付
、
認
申写

取
べ
し

へ
し
、　

御
朱
印　

御
黒
印

ノ
文
字
ハ
真
字
ニ
テ
認
べ
し
、

尤
年
号
之
下
ニ
御
印
有
之
ハ
、　

三
（

徳

川

家

光

）

代
将
軍
迄
也
、
四

（

徳

川

家

綱

）

代
将
軍
ゟ
、

此
処
へ
御
印
有
之
候
ニ
付
、
此
御
印
ス
ワ
リ
有
之
候
処
へ　

御

朱
印
と
書
也
、

三
代
将
軍
迄
ハ
年
号
ノ
下
ニ
御
朱
印
と
す
べ
し
、

御
朱
印
之
数
ハ
合
九
通
也
、
当
時
ニ
て　

十
二
代
様
ニ
候
得
と
も
、

文
（
徳
川
家
宣
）

昭
院
様　

有
（
徳
川
家
継
）

章
院
様

右
御
両
代　

御
朱
印
無
之
候
、
御
早
世
故
歟
、
諸
寺
社
ニ
も
同
様
之
事
也
、

山
城
国
一
乗
寺
内
壱
石

之
事
、
全
可
寺
納
者
也
、

仍
如
件
、

元
和
元
年
七
月
廿
七
日 

御
黒
印

六
角
堂

寛
文
五
年
七
月
十
一
日

御
朱
印

山
城
国
愛
宕
郡
一
乗
寺
村
内
壱

石
事
、
任
元
和
元
年
七
月
廿
七

日
同
三
年
七
月
廿
一
日
寛
永
十

三
年
十
一
月
九
日
先
判
旨
、
六

角
堂
全
収
納
、
永
不
可
有
相
違

者
也
、

権現様

厳有院様

（ 徳 川 家 康 ）

（ 徳 川 家 綱 ）

一
点
一
ク
ワ
ク
モ
相
違
な
し
、

年
号
月
日
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折
方
此
通
り
、
八
ツ
折
也
、
上
ニ
張
札
致
事
図
の
こ
と
し
、

一
、
上
包
中
奉
書
之
写
写

（
ヵ
）

書　
　
　
　

同
大小

奉

書
□
□
□
都
三
通
□

大
「（

※
こ
の
部
分
糊
付
に
て
抹
消
）

直
シ
ニ
テ
包
ム
事
也
、
」

※
網
掛
け
は
朱
書
き
を
表
す
。

是
ハ
公
儀
へ
御
留
置
ニ
相
成
候
事
、

九

大
直
シ

通
惣
包
ハ
袋
ニ
シ
テ
、
二
通
り
ニ
致
ス
也
、
是
ハ　

御
朱
印
懸
り
両
御
奉
行
江

納

り
候
事
也
、長

サ
壱
尺
三
寸
五
部
位

巾
三
寸
七
八
部
位

ー
様
御
朱
印
写

ー
ー

御
朱
印

天
明
八
年
九
月
十
一
日

文
字
ヲ
内
ニ
シ
テ
二
ツ
ニ
折
、

又
二
ツ
ニ
折
、
又
二
ツ
ニ
折
、
八
ツ
折
也
、

此
図
の
こ
と
く
之
折
形
ナ
リ
、

同

 

表
ノ
方
之
図

又
其
上
ヲ
壱
通
ニ
包
ミ
テ
、

又
其
包
ノ
上
ニ
張
札
す
べ
し
、

内
ノ
張
紙
と
云
ハ
此
事
也

六
角

大
猷
院
様
　
御
朱
印
写

壱 寸 三 部

三
寸
九
部

巾 九 部

壱
寸
三
部

中
奉
書
之
方
張
紙
内
外
と
も

・
・
・
・
・
・
・
・
・

巾 七 歩六 部

三
寸
五
部

壱
寸
五
部

京
都

六
角
堂

権
現
様
御
黒
印
写

外
ノ

此
事
也

外

包
紙
ノ

張
紙
と
云
ハ

・
・
・

・
・

上
包
ハ
リ
紙
内
外
ト
モ

片
折
之
方
寸
法

上
包
此
　
御
両
代
者
白
紙
ニ
て
、
弐
通
壱
包
ニ
相
成
候
事
ニ
付
、

張
札
紙
の
巾
凡
壱
寸
位
ニ
す
べ
し
、

此
壱
通
斗

上
包

是
ハ
白
紙
也

六
角
堂

下
ニ

其
外
ハ

又
多
ハ

山
城
国
愛
宕
郡
一
乗
寺
村

此
通
り
書
付
有

六
角
堂
領

右
之
外
此
通
り
也
、

台
徳
院
様
御
朱
印
写

有
徳
院
様 

御
朱
印
写

山
城
国
愛
宕
郡
一
乗
寺
村

角
堂
領

六
角
堂

京
ー

ー
ー

御
黒
印
写
壱
通

合
九
通

京
都

六
角
堂

御
朱
印
写
八
通

中
包
書

　
九
通
惣
包

　
　
　
　
中
奉
書

　
　
　
　
　
二
枚
ニ
て

　
　
　
　
　
上
包
す
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
内
へ

　
手
目
録
壱
通

　
御
両
代
壱
包
之
断
書
壱
通

入
置

上
書

継
　
目

此
袋
の
内
へ

手
目
録
壱
通

入
置

御
両
代
壱
包
之
断
書
壱
通
と
も

但
し

二
袋
共

右
之
通
也

御
黒
印
写
壱
通

御
朱
印
写
「
八
通
」
合
九
通

京
都

　
　
六
角
堂

同
　
裏
　
ノ 

 

方

凡 三 寸 五 歩

長
サ
壱
尺
四
寸
五
部
袋
ニ
口
ヲ
折
テ
壱
尺
壱
寸
斗
ニ
成

此
通
り
弐
通
り
也

（※

こ
の
部
分
糊
付
に
て
抹
消
）
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目
録

京
都
御
奉
行
所
御
支
配

天
台
宗　
　

無
本
寺　

池

六
角
堂
頂
法
寺


坊

高
壱
石　

観
音
堂
附

権
（
徳
川
家
康
）

現
様　
　

御
黒
印　

元
和
元
年

七
月
廿
七
日

台
（
徳
川
秀
忠
）

徳
院
様　

御
朱
印　

元
和
三
年

七
月
廿
一
日

大
（
徳
川
家
光
）

猷
院
様　

御
朱
印　

寛
永
十
三
年

十
一
月
九
日

厳
（
徳
川
家
綱
）

有
院
様　

御
朱
印　

寛
文
五
年

七
月
十
一
日

常
（
徳
川
綱
吉
）

憲
院
様　

御
朱
印　

貞
享
二
年

六
月
十
一
日

有
（
徳
川
吉
宗
）

徳
院
様　

御
朱
印　

享
保
三
年

七
月
十
一
日

惇
（
徳
川
家
重
）

信
院
様　

御
朱
印　

延
享
四
年

八
月
十
一
日

浚
（
徳
川
家
治
）

明
院
様　

御
朱
印　

宝
暦
十
二
年

八
月
十
一
日

大
（
徳
川
家
斉
）

御
所
様　

御
朱
印　

天
明
八
年

九
月
十
一
日

右
之
通
頂
戴
仕
候
、
以
上
、

旅
宿　
　
　

智

茅
場
町
薬
師
別
当

泉
院

∴

御
朱
印
御
両
代
壱
包
ニ
御
座
候
御
断
書
左
之
通
、

乍
恐
口
上
書

一
、
如
何
仕
候
哉
、
古
来
ゟ
上
包
白
紙
壱
枚
ニ
而
、

権
現
様　
　

御
黒
印

台
徳
院
様　

御
朱
印

御
両
代
一
包
ニ
御
座
候
、
如
何
成
訳
ニ
御
座
候
哉
、
古
来
ゟ
右
之
通
仕
有
之
候
、

以
上
、天

保
九
年
戌
四

（
専
明
）

月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池

京
都
六
角
堂

坊

御
御
朱
印

奉
行
所

小
奉
書
竪
紙
ニ
認
、

上
包
美
濃
紙
に
て
、

都
合
三
通
と
も
小
奉
書
也
、

四
月
廿十

九
日日

、
申
、
快
晴
、

一
、
称
名
寺
入
来
、
重
■詰

到
来
之
事
、

一
、
伊
勢
伝
入
来
、
酒
出
し
申
、

一
、
小
高
入
来
之
事
、

一
、
献
上
物　

十
帖
三
本
、
三
台　

壱
台

壱
部
二
朱
宛
、

右
、
水

表
御
坊
主

谷
斎
跡
殿
へ
相
頼
申
候
事
、
取
斗
ら
ひ
ニ
て
、
別
ニ
旅
宿
ゟ
持
参
ニ
及
不

申
、
甚
便
利
也
、

一
、
扇
子
五
本
入
、
台
と
も
、
都
合
十
八
日
付
候
事
、
壱
台
ハ
用
意
也
、

四
月
廿
日
、
酉
、
快
晴
、

一
、
本
多
下（

康

禎

）

総
守
殿
へ
罷
出
、
石
川
甚
左
衛
門
江

面
会
、　

御
朱
印
写
内
見
相
頼
候
処
、

此
通
り
に
て
宜
敷
由
、
於
当
月
末
着
帳
窺
ニ
罷
出
候
様
被
申
聞
候
事
、
則
写
三
通
と

も
返
却
有
之
、
持
帰
申
候
事
、

一
、
阿
州
前
野
健
太
郎
入
来
之
事
、
金
百
疋
持
参
、
夕
飯
出
し
申
候
事
、

一
、
立
華　

上
覧
之
願
書
、
是
ハ
御
目
見
相
済
、
御
礼
廻
り
相
勤
申
候
節
ニ
、
懸
り
寺
社

御
奉
行
へ
差
上
申
候
儀
ニ
御
座
候
、
兼
而
認
置
可
申
事
、

上
覧
願
書
小
奉
書
堅
紙
ニ
認　
　
　
　
　

壱
通

同
先
例
書
中
奉
書
半
切
ニ
認　
　
　
　
　

壱
通　

合
三
通
、
同
時
ニ
差
上
候
事
、

同
門
弟
召
連
候
例
書
中
奉
書
半
切
ニ
認　

壱
通

戸
田
采
女
様
御
懸
り

宝
暦
十
一
巳
二
月
専
意
師
参
府
之
節
ゟ

右
之
通
ニ
書
付
差
出
ス
、
其
已
前
ハ

御
朱
印
写
ニ
張
紙
ニ
て
御
断
書
相
済
候
事
也
、

（
氏
庸
ヵ
）

上

京
都
六
角
堂

六
角
堂

手
目
録
者
中
奉
書
半
切
ニ
認
候
事
、

上
包　

美
濃
紙

左
の
こ
と
し
、

都
合
三
通
、
三
通
と
も

中
奉
書
半
切
、

∴
此
処
ニ
御
改
治
定
之
上
、
月
日

書
入
候
事
、

京
都

六
角
堂

手
目
録

印
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御
料
理
頂
戴
仕
候
御
事
、

一
、
同
四
日
、
御
当
日
、
真
行
草
砂
物
都
合

四
瓶
、
首
尾
能
相
勤
、
御
料
理
頂
戴
仕
候

御
事
、

一
、
同
六
日
、
今
般
立
華　

上
意
ニ
相
叶
、

為
御
褒
美
御
銀
十
枚
被
下
置
、
御
懸
り
御

奉
行
於
土
井
大
炊
頭
様
被　

仰
聞
、
難
有

頂
戴
仕
候
御
事
、

文
政
五
年
午
二
月
、
当
池
坊
参
府
仕
候

節
、
先
格
之
通
被
仰
付
候
例
書
、

一
、
二
月
朔
日
、　

御
城
江

参
上
仕
、
御
礼
申
上

候
御
事
、

一
、
同
日
、
立
華　

上
覧
窺
書
幷
先
例
書
差

上
候
御
事
、

一
、
同
五
日
、
於　

御
城
首
尾
能
御
暇
被
下
置
、

時
服
二
拝
領
仕
候
御
事
、

一
、
同
六
日
、
立
華　

上
覧
之
儀
、
願
之
通

被　

仰
付
候
御
事
、

一
、
同
八
日
、
御
床
御
花
瓶
等
拝
見
之
儀
、

先
例
之
通
被　

仰
付
候
御
事
、

一
、
同
日
、
立
華　

上
覧
之
儀
、
十
二
日
可

相
勤
旨
被　

仰
付
候
御
事
、

一
、
同
十
日
、
御
床
御
花
器
拝
見
、　

御
城
江

参
上
仕
候
御
事
、

一
、
同
十
一
日
、
立
華
下
指
、　

御
城
江

参
上
仕
、

御
料
理
頂
戴
仕
候
御
事
、

一
、
同
十
二
日
、
御
当
日
、
真
行
草
砂
物
都

合
四
瓶
、
首
尾
能
相
勤
、
御
料
理
頂
戴
仕

候
御
事
、

乍
恐
口
上
覚

一
、
此
度　

御
代
替
為
御
礼
参
府
仕
候
、
右
ニ
付
、
立
花
奉
入　

上
覧
度
奉
窺
候
、

則
例
書
相
添
奉
願
候
、
以
上
、

天
保
九
年
戌
四

（
専
明
）

月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池

京
都
六
角
堂
頂
法
寺坊

御

寺
社

奉
行
所

右
小
奉
書
竪
紙
上
包
美
濃
紙

不
用
ニ
相
成
候
事
、

覚

寛
政
九
年
巳
四
月
、
先

（
池
坊
専
定
）

住
参
府
仕
先
例
ヲ

以
、
寺
社
御
奉
行
土
井
大（

利

和

）

炊
頭
様
江

御
願

申
上
、
願
之
通
被　

仰
付
候
、

例
書

一
、
四
月
朔
日
、　

御
城
江

参
上
仕
御
礼
申
上
候

御
事
、

一
、
同
日
、
立
華　

上
覧
窺
書
幷
先
例
書
差

上
候
御
事
、

一
、
同
五
日
、
於　

御
城
首
尾
能
御
暇
被
下
置
、

時
服
二
拝
領
仕
候
御
事
、

一
、
同
十
八
日
、
立
華　

上
覧
之
儀
、
願
之

通
被　

仰
付
候
御
事
、

一
、
同
廿
六
日
、
願
之
通
立
華　

上
覧
被　

仰
出
、
日
限
五
月
四
日
ニ
可
相
勤
旨
被　

仰
付
候
御
事
、

一
、
五
月
朔
日
、
御
床
御
花
器
拝
見
、　

御
城
江

参
上
仕
候
御
事
、

一
、
同
三
日
、
立
花
下
指　

御
城
江

参
上
仕
、

尤
此
例
書
斗
下
り
申
候
事
、

門
弟
召
連
申
候
例
書
ハ
納
候
事
、

四
月
晦
日
之
所
ニ
記
し
置
、

上

池
坊

中
奉
書
半
切

此
例
書
差
上
申
候
処
、
四
月
晦

日
、
青

（
忠
良
）

山
様
ゟ
御
召
ニ
て
罷
出

候
所
、　

御
代
替
御
礼
之
節
、
立
華
上

覧
之
例
、

近
年
立
華　

上
覧
之
例
、

右
二
例
ニ
宜
敷
候
間
、
認
直
し

可
申
旨
、
則
閏
四
月
朔
日
ニ
認

替
持
参
、

       （　　　　　　 　※　　　張　　　紙　　　貼　　　付　　　位　　　置　　　　　 　　）　　

例
書

池
坊

京
都
六
角
堂

印
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例
四
月
廿
日
ニ


書
差
上
置
候
処
、
あ
ま
り

数
多
、
く
だ
〳
〵
敷
由
に
て
、

同
月
晦
日

青
山
様
よ
り
被
仰
付
書
改
、

閏
四
月
朔
日
ニ
差
上
候
、

例
書
此
通
り
也
、

一
、
立
華　

上
覧
御
当
日
召
連
候
人
数
、

門
弟　

坂
本
雄
峰

同　
　

川
嶋
理
輔

同　
　

宮
嶋
貞
蔵

侍　
　

両
人

下
人　

両
人

外
ニ
長
持
人
足
四
人
、
但
シ
弐
荷
、

宰
領
壱
人
、

右
侍
者
中
ノ
口
迄
召
連
候
、

右
之
通
ニ
御
座
候
、

戌
四
月　
　
　
　
　

池

京
都
六
角
堂
　

坊

右
合
三
通
と
も
御
目
見
済
御
礼
廻
勤
之
節
、
懸
り
寺
社
御
奉
行
へ
差
出
し
申
候
事
也
、

（
※
張
紙
）

例
書

一
、
宝
暦
十
一
年
巳
五
月
十
八
日
、
於
御
黒

書
院
溜
之
御
間
、
立
華
真
行
草
四
瓶
奉
入　

上
覧
候
、

同
十
九
日
、
右
為
御
褒
美
、
御
銀
十
枚
頂

戴
仕
候
、

一
、
文
政
五
年
午
二
月
十
二
日
、
於
御
黒

書
院
溜
之
御
間
、
立
華
真
行
草
四
瓶
奉
入　

上
覧
候
、

　

同
十
四
日
、
右
為
御
褒
美
、
御
銀
十
枚
頂

戴
仕
候
、

右
之
通
、
先
例
相
違
無
御
座
候
、
以
上
、

戌
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池池

京
都
六
角
堂
頂
法
寺

京
都
六
角
堂
頂
法
寺坊坊

△
印
な
し

△
印
な
し

一
、
同
十
四
日
、
今
般
立
華　

上
意
ニ
相
叶
、

為
御
褒
美
御
銀
十
枚
被
下
置
、
御
懸
り
御

奉
行
於
水
野
左（

忠

邦

）

近
将
監
様
被　

仰
■渡

、
難

有
頂
戴
仕
候
御
事
、

右
先
例
書
相
違
無
御
座
候
、
以
上
、

戌
四
月　
　
　
　
　

池

京
都
六
角
堂

坊

覚

文
政
五
年
当
池
坊
立
華　

上
覧
被　

仰
出

候
ニ
付
、
御
城
江

参
上
之
節
、
召
連
候
人
数

例
書
、

一
、
御
華
具
・
御
床
拝
見
参
上
仕
候
節
、
召

連
候
人
数
、

門
弟　

相
田
半
左
衛
門

同　
　

西
岡
安
碩

侍　
　

両
人

下
人　

両
人

右
侍
者
中
ノ
口
迄
召
連
候
、

一
、
立
華　

上
覧
之
前
日
、
木
之
類
取
組
ニ

参
上
仕
候
節
、
召
連
候
人
数
、

門
弟　

松
居
善
右
衛
門

同　
　

松
井
権
四
郎

同　
　

松
房

侍　
　

両
人

下
人　

両
人

外
□
長
持
人
足
四
人
、
但
シ
弐
荷
、

宰
領
壱
人

右
侍
者
中
ノ
口
迄
召
連
候
、

中
奉
書
半
切
、
上
包

美
濃
紙
也
、

門
弟
召
連
候
例
書

池
坊

京
六
角
堂

印

印
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四
月
廿
一
日
、
戌
、　

（
以
下
空
白
）

四
月
廿
二
日
、
亥
、
快
晴
、

一
、
称
名
寺
へ
土
産
物
、
外
ニ
先
代
之
三
巻
為
持
遣
し
申
事
、

小
（
隼
太
）

高
へ
ミ
や
け
物
遣
、　
　
　
　

 

使
長

（
簗
瀬
）

門
、

一
、
牧
保
三
郎
・
伊
勢
伝
へ
ミ
や
け
遣
、
使
長
門
、

一
、
林
春
塘
・
相
田
半
三
郎
入
来
之
事
、

四
月
廿
三
日
、
子
、
快
晴
、

一
、
水

（
斎
跡
）

谷
方
へ
兼
而
頼
置
候
得
と
も
、
猶
又
念
の
た
め
献
上
物
十
帖
三
本
用
意
之
事
頼
遣
、

谷
村
可
順
へ
大
徳
寺
書
扇
子
ニ
先
年
名
染
ニ
付
、
ミ
や
け
と
し
て
水
谷
へ
頼
遣
、

一
、
林
春
塘
へ
あ
て
ば
ん
ミ
木
等
取
ニ
遣
し
申
候
事
、

一
、
相
田
半
三
郎
案
内
ニ
て
、
江
戸
見
物
之
事
、

野
々
口　

泰
（
近
藤
）

輔　

伊
助

妻
恋
稲
荷

神
田
明
神　

湯
島
天
神　
　

帰
宅
之
上
酒
宴
ニ
て
、
今
夕

半
三
郎
殿
止
宿
之
事
、

不
忍
之
池

浅
草　
　
　

中
食
、
酒
出
ル
、

檜
ノ
木
節
ナ
シ
、
御
砂
物
下
素
板
申
付
候
事
、

四
月
廿
四
日
、
快
晴
、
丑
、

一
、
相
田
半
三
郎
案
内
ニ
て
見
物
之
事
、

一
ヶ
谷
稲
荷中

食
・
酒

開
帳　
　

一
、
増
上
寺　

一
、
芝外

車
屋
ニ
て
酒
、


神
明

一
、
林
春
塘
ゟ
ひ
ら
め
到
来
、

一
、
留
守
中
、
水
谷
入
来
、

一
、
小

（
隼
太
）

高
ゟ
す
し
箱
入
到
来
、

一
、
水

（
斎
跡
）

谷
入
来
之
事
、

四
月
廿
五
日
、
曇
、
寅
、
少
雨
、

一
、
今
日
ゟ
葉
松
拵
ニ
取
懸
り
候
事
、

一
、
水

（
斎
跡
）

谷
入
来
、　

一
、
林

（
春
塘
）入

来
、　

一
、
相
田
半
三
郎
入
来
、

一
、
酒

（
忠
学
）

井
様
安
井
弥
左
衛
門 

花
図

扇
子
五　

一
、
上
覧
図

扇
子
五　
　

安

町
同
心
相
田
ゟ
引
付

原
鉄
三
郎

一
、
長
塩
甚
太
左
衛
門
へ 

花
図

扇
子
五　

右
之
通
持
参
、
長

（
簗
瀬
）

門
罷
越
候
事
、

四
月
廿
六
日
、
卯
、
快
晴
、

一
、
阿

（
蜂
須
賀
斉
昌
）

州
様
御
内
磐
瀬
と
の
へ
ミ
や
け
物
遣
、

ま
（
マ
マ
）

い
料　

金
五
百
疋　

ふ
く
さ

右
林
春
塘
へ
相
頼
申
候
事
、

一
、
天
庄
悴
市
へ
ミ
や
け
と
し
て

弐
朱　

瓦
扇
子
五
遣
、

一
、
磐
瀬
殿
へ
肴
料
金
五
百
疋
・
ふ
く
さ
・
女
扇
五
、
林
へ
頼
遣
ス
、

一
、
林
春
塘
・
勝
浦
宗
運
ゟ
た
ん
と
く
わ
し
、
に
し
め
到
来
、

一
、
称
名
寺
入
来
之
事
、
酒
出
し
申
候
也
、

四
月
廿
七
日
、
快
晴
、
辰
、

一
、
野
々
口
今
日
ゟ
日
光
山
へ
出
立
之
事
、
庄
兵
衛
付
添
候
事
、

壱
尺
壱
寸

壱
尺
三
寸
五
部

御
椽
江

打
付
ル
板
也

同
寸
法
ニ
テ

都
合二

枚
也

長
サ
二
尺

巾
壱
尺
ニ
ス
ベ
シ

存
外 

御
砂
鉢
底
ニ
テ

チ
イ
サ
ク
御
座
候
事

此
気
味
ニ
て

　
底
ニ
て
〆
り

　
　
　
　
　
有
之

此
気
味
也

厚
五
部

厚
五
部

此
間
九
部

三 尺 四 寸
御
城

御
砂

鉢下
素
板

此
寸
法

ニ
て
よ
し

此
板

壱 尺
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御
玄
関
番　
　
　

      

佐

本
郷
金
助
町

藤
九
郎
兵
衛

  

赤
坂
五
丁
目
横
丁　

      

長永

坂
登
助

御
小
人　
　
　
　

      

安

芝
三
田
魚
籃
下

達
次
兵
衛

御
天
町
東
富
坂
組

大
御
番
高
場
儀
兵
衛

　
　
　
　
　

地
名
同
　

  

永

本
郷
富
坂坂

鑑
八

中
ノ
口
番　

          

鈴

本
郷
御
弓
町
　

木
平
右
衛
門

水
谷
斎
跡

一
、
青午

刻
後
ゟ
出
る
、

山
因（

忠

良

）

幡
守
様
江

当
十
七
日
着
御
届
申
上
候
節
、

御京
都
よ
り
之
御
添
翰

代
替
御
礼
願
書　

幷　

例
書

献
上
物
願
書　

手
扣
壱
包
三
通
入　

合
四
通

右
之
通
差
上
、
服
部
源
左
衛
門
殿
へ
相
渡
候
所
、
猶
当
月
廿
七
日
窺
候
様
被
申

渡
候
ニ
付
、
則
服
部
源
左
衛
門
面
会
有
之
、

今
廿
七
日
相
窺
候
処
、
明
廿
八
日
登　

城
御
礼
之
儀
被
申
渡
候
事
、　
　

供　
　

泰
（
近
藤
）

輔　
源（

磯

野

）

二
郎　

伊
助

左
之
通
、
書
付
被
相
渡
候
事
、

一
、
青
山
様
へ
参
り
か
け
、
阿

（
蜂
須
賀
斉
昌
）

州
屋
敷
留
守
居
へ
立薄

茶
出
る
、

寄
、
林
春
塘
セ
話
ニ
て
御
長
屋
中

見
物
致
し
申
候
、
御
厩
等
見
物
、

一
、
本
多
下（

康

禎

）

総
守
殿
へ　

御
朱
印
着
帳
窺
ニ
罷
出
候
所
、
石
川
甚
左
衛
門
面
会
ニ
て
、

未
相
知
不
申
、
来
月
二
日
三
日
比
ニ
又
窺
出
候
様
被
申
渡
候
事
、

一
、
小
高
隼
太
入
来
之
事
、　

一
、
相
田
半
三
郎
入
来
之
事
、

一
、
明
日
登　

城
ニ
付
、
左
之
通
頼
ニ
廻
り
申
候
事
、

御
玄此

両
人
方
ヘ
ハ
扇
子
五
持
参
、


関
番　

佐
藤
九
郎
兵
へ　

長
坂
登
助

御
坊
主　
　

水
谷
斎
跡　
　
　

前
田
久
盛

御
小
人　
　

安
達
次
兵
衛　
　

永
坂
鑑
八

長
（
簗
瀬
）

門
・
泰

（
近
藤
）

輔
両
人
ニ
而
廻
り
申
候
事
、
赤
坂
芝
辺
ハ
泰
輔
ニ
相
田
半
三
郎
案

内
ニ
て
廻
勤
之
事
、

一
、
名
札
四
十
枚
余
持
参
之
事
、
御
老
若
門
番
玄
関
ニ
て
入
用
也
、

一
、
明
日
登　

城
ニ
付
、
人
足
申
付
候
事
、

陸
尺
四
人　
　

笠
籠弁

当
入
置

壱
人　

長
柄　

挟
片

箱

雨
懸
一
荷　

御
老
若
方
へ
進
物

扇
子
入
置
候
事
、

一
、
長
柄
・
挟
箱
ハ
称
名
寺
ゟ
借
用
之
事
、

一
、
御
小
人
永
坂
鑑
八
今
夕
ゟ
此
方
旅
宿
へ
止
宿
ニ
て
入
来
有
之
、
酒

鳥
渡

・
飯
等
出
し
て

宜
敷
候
事
ニ
候
得
と
も
、
断
ニ
付
、
酒
も
め
し
も
出
し
不
申
、
見
合
ニ
付
蕎
麦
等
出

ス
事
ニ
て
も
よ
し
、

右
ハ
相
田
ゟ
頼
、
明
日
登　

城
之
節
、
下
乗
後　

御
玄
関
迄
案
内
致
し
申
候
、
御

門
々
ニ
而
も
右
之
仁
付
添
候
得
ハ
、
断
ニ
も
及
不
申
、
又
込
合
申
候
諸
家
供
廻
り

之
中
も
通
行
致
し
や
す
し
、
登　

城
之
節
ハ
懐
中
草
履
な
と
用
意
致
し
候
も
の
も

御
座
候
得
と
も
、
右
之
通
坊
主
衆
始
御
玄
関
御
小
人
等
頼
置
候
得
と
も
、
懐
中
草

履
等
ニ
も
及
不
申
候
事
、

四
月
廿
八
日
、
曇
、
巳
、

池
坊

明
廿
八
日
六
半
時

御
城
江

可
罷
出
候
、

四
月
廿
七
日

日
向
半
切
ニ
認
有
之
、

四
月
廿
四
日
登

城
之
節

白
素
絹

紫
橘
紋
白
五
条
袈
裟

紫
指
貫

衣
躰

京
六
角
堂

 
 
 
 

池
坊

衣
服
書

池
坊

京
六
角

御
玄
関
番
方
両
人
へ
遣
し
置
、
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一
、
正
六
ツ
半
時
ゟ
登　

城
之
事
、

侍
近
藤
泰
輔
麻
上
下
、
雨
天
ニ
ハ
合
羽
・
わ
ら
じ
也
、

一
、
網
代
乗
物　

陸
尺
四
人　
　

長
柄　

雨
天
ニ
候
ハ
ヽ
、
長
柄

御
玄
関
迄
差
懸
て
よ
し
例
也
、

侍
磯
野
源
二
郎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雨
懸 

是
ハ
御
老
若
方
へ

扇
子
入
申
候
事
也
、

挟
片

箱　
　

笠
籠　
　

中
元
伊
助

一
、
献
上
長
持
宰
領
付
持
参
之
例
候
得
と
も
、
此
度
ハ
献
物
水
谷
へ
頼
置
候
ニ

付
不
用
、

装
束　

白
素
絹　

紫
紋
白
五
条　

紫
貫
白
指
貫

一
、
相
田
半
三
郎
殿
も
付
添
扇
出
し
候
事
、
引
受
ら
れ
候
事
、

一
、
名
札
凡
二
十
枚
斗
供
侍
ゟ
御
老
若
方
御
門
番
へ
酒

（
忠
学
ヵ
）

井
様
差
出
し
可
申
事
、
又
自
分

ニ
も
廿
枚
程
懐
中
、

御
玄
関
ニ
て
入
用
也
、　
　

長
サ
四
寸
二
三
部
、
巾
壱
寸
五
部
位
、

登　

城
道　

大
手
御
門
ゟ
入
、
下
乗
橋
ゟ
少
手
前
之
処
ニ
て
下
乗
、
長
柄
・
挟
箱
も
是

迄
も
た
せ
申
候
、

夫
ゟ
歩
行
ニ
て
参
る
、
若
雨
天
ニ
候
ハ
ヽ
、
御
玄
関
前
門
も
下
駄
ニ
テ
入
、
御
玄

関
前
小
石
之
辺
ゟ
ひ
と
へ
草
履
也
、
扨
御
玄
関
前
迄
右
御
小
人
案
内
ニ
て
、
御
玄

関
口
ニ
御
玄
関
番
待
受
、
御
玄
関
上
申

（

ヵ

）候
、
壇
の
上
ニ
水

（
斎
跡
）

谷
待
受
ら
れ
、
松
之
大

広
間
へ
通
る
、
扨
献
上
も
の
も
用
意
致
し
有
之
、
旅
宿
ゟ 

巻
ク
ル
〳
〵

テ
美
濃
ニ
て
包
持
参
、

た
も
と
へ
入
置
、　
　
　
　

 
 

下
札
持
参
之
事
、

右
献
上
も
の
ハ
巳
前
常
盤
橋
御
影
堂
七
兵
衛
へ
申
付
候
へ
ハ
、
登　

城
之
節
、
長
持
ニ
宰

領
等
付
申
候
事
ニ
付
、
此
度
ハ
御
坊
主
水
谷
セ
話
ニ
て
御
城
ニ
用
意
致
し
お
か
れ
申
候
ニ

付
、
大
ニ
都
合
よ
し
、

右
献
上
物
、
壱
ツ
ニ
付
壱
部
弐
朱
也
、

上
下
色
々
御
座
候
由
ニ
候
得
と
も
、
そ
れ
ニ
て
可
然
よ
し
、

水
谷
申
さ
れ
候
事
、
旧
記
ニ

昔
ハ
三
十
五
匁
も
懸
り
申
候
、
文
政
五
ニ
ハ
廿
五
匁
ニ
て
出
来
候
、
書
留
也
、

一
、
今
日
殿
中
ニ
て
、
松
の
大
広
間
ニ
扣
居
可
申
所
、
一
応
ハ
松
の
間
へ
献
上
物
並
へ
、

そ
の
前
ニ
着
座
致
し
、
其
上
ニ
て
水
谷
部
屋
へ
案
内
致
さ
れ
、
茶
た
ば
こ
、
く
わ
し

と
切
め
し
、
に
し
め
一
ツ
盆
ニ
の
せ
出
さ
れ
、
休
息
致
し
申
候
、　

御
目
見
之
場
所

内
見
致
し
可
申
事
、

右
休
足
所
へ　

御
数
奇
屋
方　
　

鈴
木
宗
休

鈴
木
宗
栄

利
倉
善
佐

右
之
衆
入
来　

上
覧
之
節
之
儀
等
咄
合
有
之
、

水
引 水

引

水
引

水
引

末
広

末
広
柄
紙
ニ
テ

包
有
之

名
札
此
辺

水
谷
ハ
サ
ミ

置
ら
れ
候

是
ヲ
三
役
入
用
な
れ
と
用
意
ニ

四
枚
グ
ル
〳
〵
と
竪
ニ
巻
ミ
ノ
ニ
テ
包
た
も
と
へ

入
テ
上
り
水
谷
へ
渡
し
候
得
ハ
よ
し

高
サ
凡
壱
尺
四
五
寸
位
ア
リ

紙
と
も
ニ
凡
二
尺
斗
の
高
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

ア
リ

台

水
引
白
赤

献
上
十
帖
壱
本
壱
台
之
図

三
御
所
様
へ

献
上
ニ
付

此
通
り
三
台
也

此
度
ハ

ニ

中
奉
書

四
ツ
切 

巾
凡
四
寸
二
三
部

長
サ
凡
壱
尺
二
寸
二
三
部

池
坊
池
坊

京
都
六
角
堂

文
字
大
キ
サ
七
部
位

文
字
大
キ
サ

　 

壱
寸
五
部
位

数
十
八
に
付
候

　
　
　
　 

事

扇
ハ

京
ゟ
持
参
也

箱
と
台
と

張
紙
御
影
堂

 
 
 
 
 
 
 

香
林
庵

　
　
江
戸
扇
屋
ニ
て
出
来
也

下
タ
ヨ
リ
三
寸
五
部
位

ノ
処
ヨ
リ
書
べ
し

ザ
ツ
ト
シ
タ
ル
箱
台
也

京
都
六
角
堂

池
坊

巾壱
寸
五
部
位

御
城
ニ

 

用
意
致
し

    

有
之

京
都
六
角
堂池

坊



76

元離宮二条城歴史資料

谷
村
可
順

已
前
ゟ
近
付
ニ
付
入
来
、

中
ノ
口
番　

鈴
木
平
右
衛
門

相
田
ゟ
頼
置
候
ニ
付
、
御
用
候
ハ
ヽ
、
承
り
申
入
来
、

餅
ま
ん
ち
う
到
来
、

一
、
便
所
ヘ
ハ
御
坊
主
部
屋
之
便
所
ニ
而
も
、
又
ハ　

御
城
之
便
所
ニ
而
も
よ
し
、
其

内
御
城
之
便
所
之
方
よ
し
、
御
坊
主
部
屋
甚
ム
サ
ク
テ
、
モ
シ
ア
ヤ
マ
チ
ア
リ
テ
ハ

ア
シ
ヽ
、
小
便
た
ら
け
ニ
て
下
駄
は
き
な
か
ら
す
べ
る
べ
き
事
ア
リ
、

一
、
殿
中
ニ
て　

和
州
柳
本　
　

織
田
大（

信

陽

）

和
守
殿
、

水
谷
引
合
ニ
テ
面
会
、
華
道
稽
古
之
儀
御
頼
有
之
、

右
待
合
候
後
、
御
礼
前
ニ
及
申
候
而
、
又
松
の
間
へ
参
り
扣
居
申
候
、
此
時
ハ
献
上

も
の
も
ゝ
ち
や
奥
へ
廻
し
有
之
、

一
、
御
礼
始
り
申
候
得
ハ
、
帝
鑑
之
間
へ
御
坊
主
案
内
ニ
て
参
り
、
暫
隙
取
、
御
白
書

院
相
済
候
後
御
礼
有
之
、
着
座
之
場
所
ハ
時
ニ
と
り
て
替
り
候
得
と
も
、
此
度
之
処

絵
図
之
通
也
、
当
年
ハ
寺
社
甚
多
し
、

青
山
因（

忠

良

）

幡
守
殿
、
遠
国
寺
社
ト
斗
御
披
露
有
之
、

巳
前
ハ
△
印
之
処
ニ
着
座
致
し
申
候
事
ア
リ
、
文
政
五
ノ
時
也
、

此
度
ハ
○
印
之
処
、
孰
右
ノ
壱
並
び
の
処
、
寺
社
之
場
所
と
相
見
へ
申
候
事
也
、

右
之
通
無
滞
相
済
、
直
ニ
退
出
之
事
、

廻
勤
左
之
通
、

御
（
井
伊
直
亮
）

大
老　
　
　

御
（
松
平
乗
寛
・
水
野
忠
邦
・
太
田
資
始
・
脇
坂
安
董
）

老

四
方

中　
　
　

御
（
増
山
正
寧
・
堀
親
寚
・
小
笠
原
長
貴
・
林
忠
英
・
森
川
俊
和
）

若
年
寄
五
軒

大
（
徳
川
家
斉
）

御
所　
　

  

同　
　
　

    

右
（
徳
川
家
定
）

大
将
様　
　

御
老
中二

軒
　
　

 

御

本
多
正
意
）

若
年
寄二

軒
　
　

御
（
堀
田
正
篤
）

老
中
壱
軒

右
大
将
様

御
（
大
岡
忠
固
・
堀
田
正
衡
）

若
年
寄
二
軒　

（
永
井
尚
佐
・

〆
拾
七
ヶ
所
、
五
本
入
扇
子
箱
持
参
之
事
、

玄
関
ニ
て
口
上

酒
外
ニ

井
雅（

忠

学

）

楽
頭
殿　
　

此
度　

御
代
替
御
礼
参
府
之
処
、
今
日
先
格
之
通
御
礼
無

滞
相
勤
、
難
有
奉
存
候
、
依
之
右
御
礼
参
上
、
先
例
之

通
扇
子
差
上
申
候
、
御
序
之
節
可
然
御
沙
汰
可
被
下
候
、

寺
社
方阿

部
能

（
正
暸
）

登
殿　
　

扇
子
な
し

牧
野
備

（
忠
雅
）

前
殿

青
山
因

（
忠
良
）

幡
殿　
　
　
　

 

御
朱
印
懸
り

本
多
様
ヘ
ハ
参
り
不
申
候
、

松
平
伊

（
忠
優
）


賀
殿　
　

新
役

各
口
上
者
、
今
日
ハ　

御
代
替
御
礼
無
滞
相
勤
、
難
有
奉
存
候
、
右
御
礼
参
上
仕
候
、

先
例
ニ
付
扇
子
差
上
申
候
、
御
序
之
節
宜
敷
御
沙
汰
被
下
度
と
申
置
候
事
、

寺
社
方
ニ
ハ
御

口
上

礼
斗
、
扇
子
な
し
、

松
平
伊（

忠

優

）

賀
守
殿
、
寺
社
役
新
御
役
ニ
付
、
着
府
御
届
ニ
も
罷
出
不
申
、
今
日
御
役
付
後

始
而
罷
出
之
儀
ニ
付
、
則
口
上
申
演
候
後
寺
社
懸
り
御
役
人
ニ
面
会
致
し
度
段
申
入
、

別
席
へ
通
り
、
京
都
六
角
堂
池
坊
今
日
先
格
之
通
御
代
替
御
礼
無
滞
相
勤
、
難
有
奉

存
候
、
右
御
礼
申
上
候
御
序
ニ
宜
敷
御
沙
汰
奉
頼
上
候
、
扨
此
度
出
府
当
月
十
五
日

着
、
十
七
日
ニ
着
府
御
届
廻
勤
仕
候
得
と
も
、
当
御
屋
敷
ヘ
ハ
今
日
始
而
参
上
仕
候
、

旅
宿
之
儀
ハ
茅
場
町
薬
師
ニ
罷
在
候
、
猶
在
府
中
立
華
上
覧
等
も
先
例
之
通
相
願
可

申
、
則
青
山
様
へ
出
願
仕
置
候
、
宜
敷
御
頼
申
上
候
由
申
入
退
出
之
事
、

五
間

二
間

三 間 半

間之鑑帝

御
次

フ ス マ 四 枚

寺
社
奉

　
　
行

二 間

杉 

戸

池寺
此
分

寺
社

（
ヵ
）

カ
モ

△

（
松
平
宗
發
・

 
 
 

土
井
利
位
）
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寺
社
役
名
前　
　
　

山
本
市
右
衛
門

被
相
渡
候
事
、　
　

加
藤
角
右
衛
門

波
多
桓
兵
衛

四
月
廿
八
日   

  

御
礼
済
之
続
　

一
、
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
殿
江

罷
出
候
節
、

口
上　

御
代
替
御
礼
相
済
候
、
御
礼
申
上
候
後
、
服
部
源
左
衛
門
殿
へ
御
面
会
申

度
段
申
入
候
所
、
則
別
席
へ
通
り
同
人
面
会
ニ
付
、
先
例
之
通
、

立
華
上
覧
願
書

同
例
書　
　
　
　
　
　
　
　

合
三
通　

当
月
廿
日
之
処
ニ

願
書
等
留
書
有
、

兼
而
認
置
候
事
也
、

同
門
弟
召
連
候
例
書

右
三
通
と
も
差
出
し
、
宜
敷
御
頼
申
上
候
由
申
入
、
扨
御
暇
窺
ニ
ハ
何
日
比
罷
出

可
申
哉
与
相
尋
申
候
所
、
来
月
二
日
ニ
罷
出
候
様
被
申
渡
候
事
、

右
御
代
替
御
礼
一
条
万
々
無
滞
相
済
候
事
、
相
田
半
左
衛
門
段
々
心
配
被
致
候
ニ

付
、
長

今
日
無
滞
相
済
候
、門

挨

（
簗
瀬
）

拶
ニ
遣
、
水

（
斎
跡
）

谷
へ
も
長
門
遣
し
申
候
、

四
月
廿
八
日

一
、
阿

（
蜂
須
賀
斉
昌
）

州
様
磐
瀬
殿
ゟ
酒
壱
壺
、
大
徳
利
、
肴
物
八
寸
之
重
三
重
、
手
紙
相
添
、
右
到

来
之
事
、

一
、
伊
勢
伝
ゟ
肴
物
到
来
之
事
、

一
、
長
塩
甚
太
左
衛
門
入
来
、
菓
子
壱
折
到
来
、

一
、
水
口
家
老
菅
亀
毛
入
来
、
内
儀
同
道
ニ
て
、

右
到
来
合
肴
物
ニ
て
酒
出
し
申
候
、

四
月
廿
九
日
、
曇
、
午
、

一
、
大
黒
屋
三
右
衛
門
方
へ
到
来
合
菓
子
持
参
ニ
て
、
長

（
簗
瀬
）

門
遣
、
仮
之
御
世
話
参
、
昨

日
も
無
滞
登
城
申
候
御
礼
ヲ
申
て
、
折
節
到
来
合
候
ニ
付
と
し
て
菓
子
壱
折
遣
、

一
、
梶
佐
平
太
会
中
・
軒
号
之
取
次
両
人
同
道
入
来
之
事
、

一
、
青
山
番
所
窪
田
忠
次
郎
と
申
も
の
入
来
之
事
、
御
番
所
役
人
也
、

一
、
牧
保
三
郎
方
、
類
焼
後
深
川
ニ
仮
宅
、
長
門
遣
、
昨
日
ハ　

御
目
見
相
済
候
ニ
付
、

安
心
被
下
度
段
申
遣
、

一
、
林
春
塘
よ
り
蕎
麦
到
来
候
事
、

一
、
勝
浦
宗
運
入
来
之
事
、

一
、
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
様
ゟ
御
使
来
、
茶
た
ば
こ
盆
等
出
ス
、

右
之
通
清
書
遣
ス
、

一
、
酒

（
忠
学
）

井
様
御
内
安
井
治
太
右
衛
門
入
来
之
事
、
七
十
九
歳
老
人
、

菓
子
壱
折
到
来
、

在
府
中　

殿
様
へ
罷
出
候
様
と
の
事
也
、

一
、
京
都
へ
書
状
出
、　

御
代
替
御
礼
相
済
候
段
申
遣
、
友
七
便
り
也
、

一
、
松
盛
斎
法

（
関
本
）

眼
里

（
理
）

遊
入
来
之
事
、
く
わ
し
料
弐
朱
到
来
、

一
、
梶
佐
平
太
会
中
・
軒
号
、
両

（
梶
安
左
衛
門
・
中
村
半
兵
衛
）

人
同
道
、
弐
人
十
九
ヶ
条
相
済
、

右
折
紙
・
席
札
等
相
渡
候
、

か
き
つ
一
色
出
来
、
直
し
遣
、

四
月
晦
日
、
快
晴
、
未
、

一
、
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
様
へ
今
日
四
ツ
時
参
上
可
仕
旨
、
昨
日
御
差
紙
被
下
候
ニ
付
罷
出
候

所
、
服
部
源
左
衛
門
面
会
ニ
て
、
当
廿
八
日
ニ
差
出
し
候
例
書
相
下
候
、
左
之
通
相

改
差
出
候
様
被
申
渡
、

被
尋
儀
有
之
間

明
晦
日
四
時
可
被
相

越
旨
因
幡
守
被
申
候

青
山
因
幡
守

　
　
　
　 

役
人

四
月
廿
九
日

京
六
角
堂池 

坊

御
尋
之
儀
御
座
候
ニ
付

明
晦
日
四
ツ
時
参
上
可
仕
旨

奉
畏
候
以
上

青
山
因
幡
守
様

御
役
人
中
様

四
月
廿
九
日

池 

坊

京
六
角
堂

池 

坊

京
六
角
堂

青
山
因
幡
守役

人

御
役
人
中
様

青
山
因
幡
守
様

池
坊

京
六
角

御
□

日向半切

上
包

　 

ミ
の
紙
半
枚
也

伊
予
奉
書

半
切
紙

上
包
ミ
の
紙

御
請
書



78

元離宮二条城歴史資料

中
奉
書
半
切

廿
八
日
ニ
差
出
候
例
書
ハ
あ

ま
り
ニ
委
敷
過
候
ニ
付
、
却

テ
■ク

ダ
々
敷
候
よ
し
、
水
野

様
の
節
之
例
書
ハ
此
振
合
の

よ
し
被
申
聞
、

印
致
し
置
候
所
、
印
ニ
ハ

及
不
申
候
由
也
、

例
書

京
都
六
角
堂池

坊

柄
杓　

壱
本

寒
水
石
凡
壱
升
入
十
袋

水
次

如
露　

壱
ツ

水
ぬ
き　

二
丁

毛
氈　

十
五
枚
斗

右
之
通
、
先
例
之
通
御
座
候
、

別
断
ニ
、

油
紙
十
枚
斗

是
ハ
先
年
宗

（
鈴
木
）

休
様
御
斗
ひ
ニ
て
、
御
当
日

之
早
朝
ニ
拝
借
仕
候
事
、

右
之
通
御
座
候
、

閏
四
月
朔
日　
　
　

池
（
専
明
）

坊

長
持
弐
棹
蓋
之
儘
相
下
ヶ
申
候
節
、
御
附

人
被
成
下
候
事
、

浅
草
新
堀
袋
町　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴

御
数
寄
屋
組
頭
格

木
宗
休

同
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴

御
数
寄
屋
方
御
座
敷
懸
り

木
宗
栄

下同
谷
池
之
端
茅
町

下
谷
池
の
端
茅
町　
　
　
　
　
　
　
　

利
倉
善
佐

御
数
寄
屋
方

山
里
御
道
具
番

御
帳
役　
　
　

 

之
内
ニ
て
壱
人

表
御
座
鋪
役
之
内
ニ
て
壱
人

已
来
参
府
之
節
、
右
之
通
相
定
置
、
差
支
無

之
候
由
、
水
谷
斎
跡
殿
ゟ
被
申
聞
候
事
、

例
書

一
、
宝
暦
十
一
年
巳
五
月
十
八
日
、
於

御
黒
書
院
、
於
溜
之
御
間
立
華
真
行

草
四
瓶
奉
入　

上
覧
候
、

同
十
九
日
、
右
為
御
褒
美
御
銀
十
枚

頂
戴
仕
候
、

一
、
文
政
五
年
午
二
月
十
二
日
、
於　

御
黒
書
院
於
溜
之
御
間
立
華
真
行
草

四
瓶
奉
入　

上
覧
候
、

同
十
四
日
、
右
為
御
褒
美
御
銀
十
枚

頂
戴
仕
候
、

右
之
通
先
例
相
違
無
御
座
候
、
以
上
、

戌
四
月　
　
　
　
　

池池

京
都
六
角
堂
頂
法
寺

京
都
六
角
堂
頂
法
寺

坊
△
坊
△
印
な
し
也
、

印
な
し
也
、

京
都
大
変
ニ
付
、
病
気
と　
　

　
　
　
　
　
　

御
断
申
延
引
、
専

（
池
坊
）

定
尊
師
、

天
明
八
年
御
代
替　

御
礼
ハ
御
流
レ
ニ
相

成
申
候
ニ
付
、
寛
政
九
年
継
目
御
礼
、
専
定
、

閏
四
月
朔
日
、
快
晴
、
申
、

一
、
青

（
忠
良
）

山
様
へ
昨
日
認
置
候
例
書
持
参
之
事
、
服
部
源
左
衛
門
殿
落
手
有
之
、

一
、
水

（
斎
跡
）

谷
方
へ
一
応
此
度
下
向
中
挨
拶
ニ
立
寄
候
事
、

一
、
酒
井
様
御

（
忠
実
ヵ
）

隠
居　
　
　

浜
町
御
屋
敷
へ
御
窺
罷
出
候
事
、
着
後
御
上
屋
敷
へ
者
罷

出
候
得
と
も
、
未
御
隠
居
へ
窺
不
申
ニ
付
、
今
日
罷
出
候
事
、

一
、
鈴
木
宗
栄
ゟ
内
々
心
得
の
た
め
、　

上
覧
之
節
用
意
之
品
承
り
度
由
、
左
之
通
書

付
遣
、
水
谷
ニ
頼
置
候
事
、

覚

水　

手
桶
ニ
て
二
荷

○
此
通
書
付
も
相
認
、
差
出
し
申

候
事
、

併　

平
井
歟
谷
村
へ
内
談

致
し
、
旧
記
ニ
ハ
御
座
候

ニ
付
、
如
何
ニ
可
仕
哉
と

尋
て
出
す
へ
し
、

天
保
九
年
戌
四
月

御
代
替
之
節
之
例
と
近
例
と
二
例
ニ

而
宜
敷
由
、

い
よ
杉
原
半
切
ニ
認
、

御
数
奇
屋
方
御
坊
主
ゟ
沙
汰

無
之
候
ハ
ヽ
、

平
井　

谷
村
へ
内
談
致

し
、
旧
記
ニ
御
座
候
由
申

立
、
此
書
付
出
す
事
よ
し
、
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一
、
遠
州
川
合
専
助
事
、
此
度　

上
覧
之
立
華
手
伝
と
し
て
今
日
着
之
事
、

一
、
上
州
松
井
権
四
郎
ゟ
病
気
ニ
付
出
府
断
状
到
来
、
猶
江
戸
出
立
之
日
限
案
内

之
儀
頼
来
候
事
、

一
、
京
都
へ
書
状
出
、
御
朱
印
改
届
之
事
、
昨
日
阿

（
蜂
須
賀
斉
昌
）

州
屋
敷
へ
頼
遣
、

一
、
上
覧
御
用
ニ
付
、
花
瓶
壱
対
・
砂
鉢
、

阿
（
蜂
須
賀
斉
昌
）

州
御
屋
敷
ニ
而
拝
借
之
事　
　
　

林
御
花
司

春
塘
取
斗
也
、
此
度
始
テ
也
、

耳
口
花
瓶
壱
口　
　
　

水
谷
斎
跡
ゟ
借
用
、

阿
（
蜂
須
賀
斉
昌
）

州
様
御
花
瓶
壱
対
之
略
図

同
御
砂
鉢
寸
法
略
図

閏
四
月
二
日
、
曇
、
酉
、

一
、
今
日
九
ツ
半
時
ゟ
、
兼
而
御
暇
窺
ニ
罷
出
候
様
被
仰
付
候
ニ
付
、
青
山
因

（
忠
良
）

幡
守
様

へ
罷
出
候
所
、
服
源
左
衛
門
殿
面
会
、

左
之
通
書
付
被
相
渡
、

日
向
半
切
ニ
認
有
之
、
難
有
旨
申
退
出
、

一
、
本
多
下（

康

禎

）

総
守
様
へ　

御
朱
印
着
帳
窺
罷
出
候
所
、
当
月
十
四
五
日
之
比
ニ
又
相
窺

候
様
被
申
渡
、

一
、
相
田
半
左
衛
門
入
来
之
事
、

一
、
相
田
半
左
衛
門
方
へ
、
弥
明
日
御
暇
ニ
付
、
例
之
通
、

御
玄
関
番

御
小
人

右
之
衆
中
へ
通
達
之
儀
頼
遣
候
事
、
手
紙
ニ
て
頼
遣
、

是
も
先
年
ハ
此
方
ゟ
頼
ニ
別
段

ニ
遣
し
候
得
と
も
、
此
度
ハ
相

田
ゟ
子
息
ヲ
頼
ニ
廻

し
呉
ら
れ
申
候
事
、

一
、
水
谷
斎
跡
方
へ
弥
明
日
御
暇
ニ
付
、
長

（
簗
瀬
）

門
頼
遣
、

閏
四
月
三
日
、
曇
、
戌
、

一
、
正
五
ツ
時
登　

城
之
事
、

白
素
絹　

紋
白
五
条
袈
裟　

紫
指
貫

侍　

近
藤
泰
輔　

麻
上
下　
　

 

△

網
代
乗
物　

陸
尺
四
人　

長
柄　

挟
箱　

笠
籠

侍　

磯
野
源
次
郎　

麻
上
下

草
履
取　

伊
助

今
日
ハ
御
暇
時
服
拝
領
ニ
付
、
先
年
者
小
長
持
江
戸
ニ
而
借
用
致
し
、
宰
領
麻
上
下

ニ
て
付
添
候
得
と
も
、
此
度
者
時
服
袷
ニ
付
、
別
段
ニ
長
持
用
意
致
し
不
申
、
△
印

挟
箱
ニ
て
仕
舞
申
候
事
、

高
サ
壱
尺
壱
寸

口
壱
尺
弐
寸
弐
歩

込
入
三
寸
七
部

深
サ
九
寸
三
部

込
長
サ
八
寸
六
部

巾　
　

三
寸
七
部

外
ノ
リ

長
三
尺
二
寸

巾
壱
尺
六
寸

惣
高
サ
七
寸

内
ノ
リ

底ニ
テ
　
　

二
尺
六
寸
六
部

底
ニ
テ 

二
尺
六
寸
六
部

底
壱
尺
六
部

深
サ
五
寸

サ
ク
ラ

モ
ヨウ

水桜筏ノ絵銀ニ
テ

三
ヶ

 

所

耳
ナ
リ

葵
こ
と
き
三
ツ
ア
リ

池 
 

坊

明
三
日
五
半
時

御
城
江

可
被
出
候

　
閏
四
月
二
日
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長
持
ニ
候
ハ
ヽ
、
ハ
ツ
ピ
キ
セ
人
足
二
人
、　

 

宰
領　
　
　

川

袴
羽
織

合
専
助
、

右
挟
箱
ニ　
　
　
　
　

此
通
り
之
礼
ヲ
張
申
候
事
、  　

已
前
ハ
麻
上
下
ニ
候
得
共
、

夫
ニ
ハ
及
不
申
候
由
、

中
奉
書
四
ツ
切

時
服
包
大
ふ
く
さ
用
意
之
事
、

又
長
持
等
持
込
申
候
節
ハ
、
御
老
中
御
上
り
無
之
内
ハ
番
所
通
し
不
申
候
由
ニ
而
、

挟
箱
も
其
通
り
ニ
承
候
得
共
、
此
度
外
寺
社
方
御
老
中
御
上
り
無
之
内
ニ
も
御
玄

関
へ
持
込
申
候
由
、
持
込
申
儀
ハ
不
苦
、
持
出
し
之
節
と
か
め
申
候
趣
ニ
も
承
り

申
候
事
心
得
べ
し
、

一
、
右
之
通
用
意
ニ
而
参
り
、

例
之
通
下
乗
橋
手
前
ニ
て
下
乗
之
処
、
兼
而
頼
置
申
候

御
小
人　

永
坂
鑑
八
是
ニ
待
受
居
ら
れ
、
案
内
ニ
て
通
り
申
候
事
、

御
玄
関
番
待
受
ら
れ
、
則
上
り
申
候
所
、
頼
之
坊
主
衆
未
待
受
無
之
、
直
ニ
松
の
大

広
間
へ
無
案
内
通
り
扣
居
申
候
事
、
此
御
広
間
ニ
て

泉
州
貝
塚
真

卜

半
教
院
殿
へ
久
々
ニ
而
面
会
致
し
申
候
、

凡
九
ツ
比
迄
も
相
待
候
所
、
蘇
鉄
之
間
へ
通
り
候
様
、
坊
主
衆
被
申
、
蘇
鉄
之
間
ニ

扣
居
申
候
所
、
諸
寺
社
多
有
之
、

讃
州
金

（
松
尾
寺
）

光
院　

豊
前
宇
佐
八
幡　

上
加
茂
社
家　

其
外
数
々
有
之
、

右
拝
領
物
之
席
ハ

柳
之
間
と　

檜
之
間
と
有
之
、

独
御
礼
之
分
也
、　

此
方
檜
之
間
ニ
て

無
程
柳
之
間
相
済
、
檜
之
間
始
る
、

御
奉
行　

松
平
伊（

忠

優

）

賀
守
殿
着
座
有
之
、

御
暇
拝
領
物
被
下
と
御
申
渡
し
有
之
、

頼
之
御
坊
主
時
服
ヲ
受
取
申
候
ニ
付
、
わ
た
し
申
、

其
後
又
始
之
通
一
統
順
々
ニ
出
て
三
行
ニ
並
ひ
、
平
伏
し
て
退
ク
事
也
、

尤
右
習
礼
有
之
候
事
也
、

■黄

ム
ク　

白
ム
ク　

被
下
之
候
事
、

キ
キ
ヨ
ウ
グ
チ

扨
梗桔

梗
口
ニ
て
、
右
の
張
札
ヲ
め
く
り
申
候
事
、
夫
よ
り

御
大
老
・
御
老
中
・
若
年
寄
・
寺
社
奉
行

右
之
分
合
二
十
壱
軒
廻
勤
之
事
、

名
札
出
し　

京
都
六
角
堂
池
坊

今
日
御
暇
拝
領
物
仕
、
難
有
奉
存
、
右
御
礼
罷
出
候
、
御
序
之
節
よ
ろ
し
く
候
、

右
挟
箱
ニ
て
も
長
持
ニ
て
下
り
申
候
節
ハ
、
番
所
〳
〵
に
て
届
申
候
事
、
京
都
六
角
堂

池
坊
拝
領
物 

と
云
大
声
ニ
て
云
べ
し
、

門
番
へ
も
聞
へ
申
候
事
、

御
小
人
付
添
候
得
ハ
、
御
小
人
ゟ
届
申
候
得
と
も
、
右
之
通
心
得
へ
し
、

右
之
通
無
滞
相
済
、
八
ツ
半
比
旅
宿
へ
引
取
申
事
、

　

中
食
弁
当　
　
　

水

数
寄
屋
橋

谷
斎
跡
殿
方

京
都
六
角
堂

池
坊

拝
領
物

京
都
六
角
堂

池
坊

池
坊
池
坊

追
而
考書

入

此
儀
ハ

最
初
ゟ

拝
領
物

札
に
て

可
然

（
ヵ
）

張
替
へ

ニ
も

及間
敷
事

此
処
ニ
張
参
り
、
□
□
ニ
ハ　
　
　
　
　
　
　
　

此
通
之
札
に
て

参
り
、
御
玄
関
脇
ニ
て

此
札
と
張
替
申
候
事
、

の
り
用
意
之
事
、

右
之
通
ニ
致
し
候
得
と
も
、
外
方
寺
院
ハ
旅
宿
ゟ
拝
領
物
札
ニ

而
参
り
申
候
寺
社
も
有
之
、
左
候
ハ
ヽ
、
札
張
替
申
候
儀
ニ
及

不
申
、
時
々
尋
合
べ
し
、

池
坊

京―
―

拝
領
物

池
坊

―
―

御
奉
行

屏
風

此
処
寺
社
三
行
ニ
順
列
ニ
並
ひ
、
平
伏
し

て
一
統
又
蘇
鉄
之
間
へ
引
、
其
後
ハ
又

順
々
壱
人
宛
出
て
、
少
し
腰
ヲ
か
ゞ
め
て

御
奉
行
側
前
迄
す
ゝ
ミ
、
首
ヲ
下
ケ
な
か

ら
時
服
ヲ
手
ニ
御
渡
し
有
之
、
上
下
ニ
て

手
ニ
て
お
さ
へ
、
ひ
ざ
ニ
て
退
ク
事
、
凡

間
中
位
ニ
て
立
て
、
蘇
て
つ
の
間
の
方
へ

引
、
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あ
わ
雪
と
う
ふ

塩
鶴
す
い
も
の

養
老
酒

牧
（
忠
雅
）

野
様

あ
ま
こ

　

盃
蒸

壱
ツ　

せ
見
申
候
事
、

一
、
相
田
屋
・
水
谷
へ
長

（
簗
瀬
）

門
挨
拶
ニ
遣
し
申
候
事
、

相
田
屋
ニ
て
酒
出
、
夜
ニ
入
帰
り
申
候
、
先
方
ゟ
送
ら
せ
申
候
、

一
、
阿

（
蜂
須
賀
斉
昌
）

州
留
守
居
集
堂
小
平
太
入
門
と
し
て
入
来
、

目
録

外
ニ
櫛
間
懸
物
到
来
、　
　
　

目

家
来
中
へ
も録

到
来
、

右
集
堂
へ
酒
出
し
申
候
事
、

吸
物　

御
肴　

取
肴　

作
り
身

閏
四
月
四
日
、
快
晴
、
亥
、

一
、
青
山
百
人
組　

窪
田
甚
二
郎　

 

源　
　
　

両
人
入
来
、

昨
日
ハ
無
滞
相
済
、
恐
悦
と
し
て
入
来
、

右
之
も
の
、
先
年
ハ
頼
申
候
例
無
之
候
得
共
、
此
度
ハ
度
々
旅
宿
へ
も
参
り
、

甚
迷
惑
ニ
付
、
た
ま
〳
〵
の
参
府
ニ
付
、
先
々

跡
ニ
て

心
付
遣
し
可
申
つ
も
り
、

住
居
尋
置
候
事
、

一
、
旅
宿
智
泉
院
へ
進
物
、

菓
子
壱
折

セ
ん
し
茶
箱
入　
　
　
　

智
泉
院
留
守
居
へ

是
ハ
着
早
々
到
来
合
ニ
付
遣
、
土
産
と
し
て
、

一
、
金
百
疋　
　
　
　
　

留
守
居
之
僧
所
労
ニ
付
、
見
舞
と
し
て
彼
是
菓

子
ニ
而
も
進
上
申
度
候
得
共
、
不
案
内
ニ
付
御

取
斗
御
頼
申
之
由
、
智
泉
院
用
人
へ
頼
遣
、

一
、
金
百
疋菓

子
料

　
　
　
　
　

智
泉
院
用
人
へ

彼
是
土
産
と
存
候
得
と
も
、
用
意
も
無

之
ニ
付
、
麁
軽
な
か
ら
と
し
て
遣
、

一
、
弐
朱

菓
子
料

　
　
　
　
　
　

同
下
男
へ

一
、
弐
朱

菓
子
料

　
　
　
　
　
　

同
下
男
へ

一
、
ふ
く扇

子
五

さ
壱　
　
　
　

山
王
之
観
理
院
方
用
人
へ
遣
、

右
之
通
漸
今
四
日
ニ
遣
、

右
之
外
ニ
滞
留
中
ニ両

人
へ

下
男
へ
三
百
文
、
■同

下
男
へ

三
百
文
遣
、
到
来
合
菓
子
等
、
両
三
度

留
主
居
へ
遣

（
ヵ
）

、

閏
四
月
五
日
、
快
晴
、
子
、

一
、
（
以
下
空
白
）

閏
四
月
六
日
、
快
晴
、
丑
、

一
、
青

午
半
刻山

因（

忠

良

）

幡
守
様
ゟ
御
使
、

右
ニ
付
即
刻
、

青
山
様
へ
罷
出
候
所
、
服
部
源
左
衛
門
面
会
、

立
華　

上
覧
之
儀
、
弥
被　

仰
付
候
段

被
申
渡
、
左
之
通
書
付
被
相
渡
、

御
達
之
儀
御
座
候
ニ
付

只
今
参
上
可
仕
旨
奉
畏
候

右
御
請
奉
申
上
候
以
上

御
役
人
中
様

青
山
因
幡
守
様

壬
四
月
六
日

京
都
六
角
堂池 

坊

被
迎
儀
有
之
間

只
今
可
被
相
越
旨

因
幡
守
被
申
候

以
上京

六
角
堂

池 

坊

青
山
因
幡
守
様役

人

壬
四
月
六
日

役
人

京
六
角
堂

池
坊

青
山 ―

―

青
山
因
幡
守
様

京
六
角
堂

池
坊

日
向
半
切

御
役
人
中
様御

報
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日
向
半
切
ニ
認
有
之
、

此
書
付
請
取
難
有
旨
申

入
、
猶
明
日
先
例
書
持

参
可
仕
旨
申
入
退
出
、

先
例
者
此
書
付
被
相
渡
候
節
、　

御
奉
行
御
逢
有
之
、
立
華
上
覧
之
儀
弥
被
仰
付

ト
、
右
之
由
御
直
ニ
被
仰
渡
候
得
と
も
、
此
度
者
其
儀
無
之
、
役
人
ゟ
被
申
渡
、

右
書
付
斗
被
相
渡
申
候
事
、

此
度
者
御
用
繋
ニ
付
、
右
之
通
ニ
相
成
候
得
と
も
、
先
例
之
通
御
直
達
之
趣
ニ
書
留

置
候
様
、
十
二
日
罷
出
候
節
、
被
申
渡
候
事
、

（
表
紙
）

閏
四
月
七
日
、
曇　

寅
、
風
、
出

今
夕

火
三
ヶ
所
、

黒
衣
輪
袈
裟
、

　
　

若
党
両
人
・

　
　
　
　

  

下
部

一
、
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
様
ゟ
、
昨
六
日
、
立
華　

上
覧
之
儀
被　

仰
付
候
ニ
付
、
先
例
之
通

之
願
書
例
書
左
之
通
持
参
之
事
、

一
、
門
弟
之
者
為
手
伝
召
連
候
願
書

別
紙
之
通
、
先
格
之
通
被
仰
付
被
下
度
願　
　
　
　
　

合
五
通
也　

一
、
上
覧
之
節
、
御
用
意
被
下
度
品
々
願
書
例
書　
　

壱壱
通通

一
、
寛
政

九
年
巳
年
土

（
利
和
）

井
様
ゟ
御
尋
ニ
付
差
上
書

候

付　
　

壱
通

一
、
為
手
伝
召
連
候
門
弟
名
前
書　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

一
、 

四
瓶
と
も
前
日
下
指
仕
度
口
上
書　
　
　
　
　
　

壱
通

小
奉
書
竪
紙
ニ
認
、
上
包
美
濃
紙
、

奉
願
口
上
覚

一
、
文
政
年
中　

上
覧
御
花
相
勤
候
節
、
為
手
伝
門
弟
三
人
召
連
罷
出
候
ニ

付
、
此
度
茂
手
伝
門
弟
三
人
召
連
申
度
奉
存
候
、
此
段
御
聞
届
被
成
下
候

ハ
ヽ
難
有
奉
存
候
、

一
、
別
紙
先
例
之
通
、
先
年
相
勤
候
儀
ニ
付
、
此
度
茂
諸
事
先
格
之
通
被　

仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
難
有
可
奉
存
候
、
以
上
、

天
保
九
年
戊
戌
閏
四

（
専
明
）

月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池

京
都
六
角
堂

坊

立
花

上
覧
可
被
遊
旨
被

仰
出
候
事

天
保
九
年
歳
在
戊
戌
夏
閏
四
月

御
朱
印
御
改

御
代
替
御
礼

参
府
記

人

池
坊
専
明
誌

　

歩
行
之
節

 

定
例
此
通
也
、

印



83

（翻刻）華道家元池坊総務所蔵「御朱印御改御代替御礼参府記」

御
奉
行
所

中

立
華　

上
覧
被
仰
出
候
節
差
上
来
候
例
書

一
、
御
立
花
仕
候
節
込
藁
之
儀
者
、
前
日
持

参
仕
、
仕
込
候
様
可
仕
候
、

一
、
御
立
花
之
花
具
、
池
坊
旅
宿
ニ
而
仕
入
、

中
ノ
口
迄
池
坊
持
人
ニ
而
長
持
二
棹
持
参

り
、
夫
よ
り
御
坊
主
衆
取
扱
ニ
而
、
御
黒

書
院
江

御
運
付
被
下
、
立
花
指
上
候
後
、
明

キ
長
持
出
シ
候
節
者
、
残
花
入
置
見
苦
敷

御
座
候
ニ
付
、
蓋
致
シ
候
儘
ニ
而
相
下
ケ

申
候
ニ
付
、
御
附
人
被
仰
付
被
下
度
先
例

ニ
御
座
候
、
但
前
日
・
御
当
日
と
も
長
持

弐
棹
持
参
仕
候
事
、

一
、
前
日　

御

（
貼
紙
）

城
江

罷
出
候
者
、
明
六
ツ
時
比

ゟ
罷
上
り
、
行
之
花
二
瓶
・
草
之
砂
物
一
瓶
、

都
合
三
瓶
下
組
仕
候
ハ
ヽ
、
凡
一
時
半
ニ

者
出
来
可
仕
候
、
何
レ
ニ
も
八
ツ
時
過
ニ

者
取
仕
舞
候
様
可
仕
奉
存
候
、

一
、
真
之
花
一
瓶
者
、
御
当
日
ニ
仕
立
候
得
者
、

真
受
流
枝
等
者
下
拵
仕
置
持
参
仕
、
夫
よ

り
取
組
、
其
外
之
品
者
荒
道
具
ゟ
仕
立
候

而
も
、
一
時
半
程
相
懸
り
候
、
六
ツ
過
時

よ
り
取
懸
り
候
ハ
ヽ
、
四
ツ
時
過
出
来
仕

候
様
可
相
成
と
奉
存
候
、

一
、
水
之
儀
者
、
手
桶
ニ
而
弐
荷
程
之
積
ニ

被　

仰
付
置
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
但

柄
杓
壱
本
御
添
置
可
被
成
下
候
、

一
、
砂
之
儀
者
、
寒
水
石
ニ
而
凡
壱
升
入
十

袋
程
御
用
意
被　

仰
付
候
様
書
留
ニ
御
座

候
、

一
、
御
日
限
御
治
定
御
座
候
ハ
ヽ
、
何
卒

二
三
日
程
間
御
座
候
様
仕
度
奉
存
候
、

一
、
水
次
壱
ツ
御
用
意
被　

仰
付
候
様
仕
度

奉
存
候
、

一
、
毛
氈
十
五
枚
程
御
用
意
被　

仰
付
候
様

仕
度
奉
存
候
、

一
、
御
床
御
花
具
拝
見
参
上
之
節
、
御
砂
鉢

底
板
、
先
格
之
通
御
下
ケ
被
成
下
候
様
仕

度
奉
存
候
、

一
、
御
床
拝
見
幷
ニ
前
日
立
花
取
組
・
御
当

日
三
度
共　

御
城
江

参
上
之
節
者
、
中
ノ
口

ゟ
罷
上
り
候
、
門
弟
共
同
様
之
儀
ニ
御
座

候
、

一
、
御
花
立
調
、
前
日
・
御
当
日
両
日
共
、

池
坊
儀
者
御
医
師
之
間
ニ
而
御
料
理
被
下
、

門
弟
共
ハ
上
御
台
所
ニ
而
頂
戴
仕
候
事
、

右
之
通
先
年
相
勤
候
儀
ニ
御
座
候
、
以
上
、

戌
閏
四
月　
　
　
　
　
　

 

　

池

京
六
角
堂

坊

中
印中

奉
書
半
切
之
事　

上
包
美
濃
紙　

上

京
都
六
角
堂池

坊

先
例
書

京
都
六
角
堂

池
坊

此
毛
氈
ハ
、
立
華
指
申
候
節
敷

置
、
御
見
分
前
ニ
取
払
、
御
数

寄
屋
方
ゟ
取
斗
申
候
事
、

御
床
ニ
七
八
寸
斗
か
け
て
、
水

の
こ
ほ
れ
申
候
道
す
し
毛
氈
敷

事
也
、
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右
之
者
両
人
召
連
申
度
候
、

一
、
立
花　

上
覧
之
前
日
参
上
仕
候
下
組

仕
度
奉
願
候

其此者

節
門
弟

三　

近
藤
泰
輔

一　

川
合
専
助

二　

野
々
口
市
郎
助

右
之
者
三
人
召
連
申
度
候
、

一
、
右
立
花　

上
覧
之
御
当
日
、
門
弟

　

相
田
半
左
衛
門

　

林
春
塘

　

近
藤
泰
輔

右
之
者
三
人
召
連
申
度
候
、

右
願
之
通
御
許
容
被
成
下
候
ハ
ヽ
、
難

有
可
奉
存
候
、
以
上
、

戌
閏
四
月　
　
　
　
　

池

京
都
六
角
堂
　坊

乍
恐
御
届
奉
申
上
候
口
上
覚　
　

 

中

一
、
安
永
年
中
ゟ
差
上
来
候
例
書
之
内
、　

上
覧
立
花
四
瓶
之
内
三
瓶
者
、
前
日
ニ

下
指
仕
置
、
真
之
立
花
壱
瓶
者
、
御
当

日
荒
拵
ゟ
立
調
仕
候
段
相
認
置
候
得
共
、

別
段
御
好
ニ
而
御
透
見
等
不
被
為
在

■候

節■
者
、
四
瓶
共
前
日
ニ
下
指
仕
候
儀

ニ
御
座
候
、
則
寛
政
之
度
・
文
政
之
度

共
ニ
此
度
之
通
り
先
例
書
差
上
置
候
得

共
、
御
透
見
等
之
御
沙
汰
無
御
座
候
ニ

付
、
四
瓶
共
前
日
下
指
仕
候
、
右
ニ
付
、

此
度
茂
御
透
見
等
無
御
座
候
ハ
ヽ
、
四

上
包
美
濃
紙

印 

同
断

寛
政
年
中
ゟ
差
上
来
候
口
上
覚
書　
　

 

中

一
、
荒
道
具
ゟ
立
花
仕
立
候
得
者
、
一
時
半

程
ニ
者
出
来
仕
候
、
併
砂
物
之
儀
者
木
拵

手
間
取
候
間
、
凡
二
時
斗
相
懸
り
可
申
奉

存
候
、

一
、
前
日
ニ
下
指
仕
候
得
者
、
一
瓶
半
時
斗

ニ
出
来
仕
候
、

一
、
立
花
仕
候
節
御
覧
之
儀
者
、
花
出
来
之

上
入
御
覧
候
儀
ニ
御
座
候
、
併
御
好
ニ
而
御

覧
御
座
候
ハ
ヽ
、
花
指
候
正
面
之
■少

シ
脇
ゟ

御
覧
御
座
候
ハ
ヽ
宜
敷
哉
ニ
奉
存
候
、
花
指

候
中
者
貴
人
方
ニ
而
も
御
挨
拶
不
仕
候
、

一
、
座
敷
中
ニ
而
立
花
仕
候
儀
者
無
御
座
候
、

何
レ
ニ
而
も
床
ニ
而
仕
候
、
左
も
無
御
座

候
ハ
ヽ
、
後
ニ
後
立
御
座
候
処
ニ
而
、
立

調
仕
候
儀
ニ
御
座
候
、

戌
閏
四
月　
　
　
　
　
　
　
　

池
坊

京
都

六
角
堂

乍
恐
口
上
之
覚　
　
　
　
　
　
　

 

中

一
、
此
度
拙
僧
儀
、
為　

御
代
替
為
御
礼

参
府
仕
候
ニ
付
、
立
花
被　

仰
出
、
難

有
仕
合
奉
存
候
、
右
ニ
■付

、
立
花
上
覧

被
為
在
候
四
五
日
前
、
御
床
御
花
瓶
拝

見
ニ
参
上
仕
度
奉
願
候
、
其
節
為
手
伝

門
弟　

　
　
　
　
　

  

林玉
木
祐
甫

春
塘

 

前後　
　

相
田
半
三
郎

上
覧
之
節

手
伝
門
弟
召
連
候
願
書
京
都
六
角池

坊

京
都
六
角池

坊

寛
政
年
中
ゟ

差
上
申
□
候
口
上
書

中
印

中
奉
書
半
切
之
事
也
、

同
中
印

断
寛
政
年
中
ゟ

差
上
来
候
口
上
覚
書

京 

六
角
堂

都

池
坊
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瓶
と
も
前
日
ニ
下
指
仕
度
奉
存
候
、
此

段
御
届
奉
申
上
候
、
以
上
、

戌
閏
四
月　
　
　
　
　

池

京
都
六
角
堂
　坊

〆
四
通
と
も
中
奉
書
半
切
、

右
之
通
之
五
通
之
願
書
・
例
書
と
も
持
参
相
渡
、

取
次　
　
　

服
部
源
左
衛
門
、
落
手
有
之
、

一
、
京
都
ゟ
火
事
無
難
之
歓
状
到
来
、

一
、
川
合
専
助
事
、
一
昨
日
ゟ
八
王
寺
へ
松
切
ニ
遣
し
候
所
、
今
日
帰
宅
之
事
、

一
、
小

（
隼
太
）

高
へ
頼
置
候
ミ
と
り
真
か
し
ま

（
ヵ
）

松
今
日
相
届
、

廿 

本
代　

直
段　

二
部
二
朱
相
渡
、

閏
四
月
八
日
、
卯
、
大
雨
、

一
、
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
様
ゟ
差
紙
到
来
、

右
ニ
付
、
即
刻
罷
出
候
所
、
服
部
源
左
衛
門
面
会
ニ
て
、

立
華
上
覧
之
瓶
数
書
付
候
様
被
申
渡
、
引
取
認
持
参
可
仕
由
申
候
所
、
料
紙
出

さ
れ
、
直
ニ
認
候
様
被
申
候
ニ
付
、
半
切
ニ
て
宜
敷
由
、
則
奉
書
半
切
ミ
の
紙

出
さ
れ
申
候
ニ
付
、
左
之
通
相
認
申
候
事
、

已
前
者
同
様
之
儀
も
引
取
認
持
参
い
た
し
候
得
共
、
此
度
者
寺
社
方
甚
柔
和
ニ

て
、
右
之
振
合
ニ
て
相
済
申
候
、
近
来
者
此
通
り
之
振
合
の
よ
し
、

覚

真
之
立
華　
　

壱
瓶

行
之
立
華　
　

対
瓶

草
之
砂
物　
　

壱
瓶

合
四
瓶

右
之
通
先
例
奉
入　

上
覧
候

ニ
付
、
此
度
茂
何
卒
累
例
之

通
被　

仰
付
候
様
奉
願
上
候
、

以
上
、

戌
閏
四
月　
　
　

池

京
都
六
角
堂
　

坊

右
之
通
ニ
て
落
手
有
之
、
相
済
、

一
、
相
田
丞
輔
・
半
三
郎
、
水

（
斎
跡
）

谷
・
林

（
春
塘
）・

勝
（
宗
運
）

浦
・
梶

（
佐
平
太
）

・
桂
房
・
小
高
隼
太
、

右
之
衆
中
入
来
、

一
、
今
日
旅
宿
薬
師
法
会
、
旁
稽
古
の
た
め
立
花
出
来
、

林
春
塘
・
桂
房
・
梶
佐
平
太
・
小

砂
物

高
隼
太

薬
師
別
当
玄
関
ニ
て
四
瓶
並
へ
、
入
違
ニ
こ
ず
ミ
な
が
ら
、
白
絹
幕
水
谷
ゟ
、

一
、
京
都
へ
小
袖
・
素
絹
等
之
不
用
之
品
登
し
申
候
事
、
大
丸
店
へ
相
頼
申
候
事
、

一
、
芍
薬
相
田
ゟ
到
来
ニ
付
、
壱
瓶
出
申
候
事
、

閏
四
月
九
日
、
辰
、
曇
、

一
、
牧
保
三
郎
方
へ
眼
病
見
舞
、
長

（
簗
瀬
）

門
遣
、
相
田
半
蔵
ゟ
到
来
候
菓
子
壱
折
遣
、

印

御
届
申
上
候
口
上
覚

池
坊

京
都
六
角
堂

被
尋
儀
有
之
間
、

只
今
可
被
相
越
旨
、

因
幡
守
被
申
候
、

以
上
、

青
山
因
幡
守役

人

壬
四
月
八
日

京
六
角
堂池

坊

御
尋
之
儀
御
座
候
ニ
付
、

只
今
参
可
仕
旨
奉
畏
候
、

右
御
請
迄
申
上
候
、
以
上
、

青
山
因
幡
守
様

御
役
人
中
様

閏
四
月
八
日

池
坊

京
都
六
角
堂

役
人

青
山
因
幡
守

池
坊

京
六
角
堂

御
役
人
中
様

青
山
因
幡
守
様

池
坊

京
都
六
角
堂

御
請

日向半切

上
包

ミ
の
紙

伊予杉原

大
半
紙
半
枚

若
党
両
人
下
部

黒
衣
輪
け
さ

上

京
都
六
角
堂

池
坊

小
奉
書
半
切

上
包
ミ
の
紙
ニ
て
も

青
山
様
ゟ
出
申
候
紙
ニ
認
、
印
形
な
し
、
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一
、
い
セ
伝
へ
当
月
五
日
ニ
招
ニ
逢
申
候
礼
ニ
遣
、

一
、
源（

磯

野

）

次
郎
・
野
々
口
同
道
、
庄
兵
衛
浅
草
辺
見
物
ニ
遣
、

一
、
里
む
ら
も
使
遣
し
候
所
、
先
月
晦
日
出
立
之
由
也
、

一
、
林
春
塘
入
来
之
事
、

閏
四
月
十
日
、
巳
、
快
晴
、

一
、
今
朝
虎
之
門
京
極
屋
敷
野
々
口
同
道
、
源（

磯

野

）

次
郎
・
庄
兵
衛
・
川

（
専
助
）

合
金
毘
羅
へ
参
詣

之
事
、

一
、
林
春
塘
・
勝
浦
宗
運
入
来
之
事
、
林
ゟ
肴
物
到
来
之
事
、

一
、
水
谷
斎
跡
入
来
、
菓
子
・
肴
等
到
来
、
団
扇
三
到
来
、

一
、
京
都
へ
火
事
歓
状
到
来
之
返
事
出
ス
、
庫
之
丞
・
山
内
・
た
ね
・
里
と
・
三
千
代
・

歌
・
よ
ね
へ
遣
、

一
、
身
木
作
り
出
来
之
事
、　

一
、
奉

上
覧
之
節
両
度

行
所
へ
長
持
下
ケ
申
候
節
、
御
附
人
之
儀
書
出
し
候
へ
共
、
文
政
五
之
節
ゟ
御

小
人
頼
申
候
ニ
付
、
実
ハ
御
附
人
之
儀
書
出
し
申
候
儀
ニ
及
不
申
候
事
也
、
乍
去
已

前
ゟ
書
出
し
候
例
ニ
付
、
此
度
も
書
出
し
申
候
、

一
、
此
度
之
工
夫
ニ
て
、

幹
作
り
真
・
受
・
扣
と
も
足
の
付
所
ニ
麻
ヲ
巻
申
候
、　

上
覧
前
日
下
指
之
儘

ニ
致
し
差
置
候
ニ
付
、
已
来
と
も
右
之
通
ニ
致
し
申
候
事
よ
ろ
し
く
候
、
左
ニ

図
ヲ
以
記
ス
、
又
幹
ノ
継
所
ニ
松
や
ニ
油
ヲ
ま
せ
煮
て
、
苔
松
の
皮
ヲ
付
る
、

九
日一

、
長

（
簗
瀬
）

門
事
、
大
丸
店
へ
罷
越
、
饗
応
ニ
相
成
戻
る
、
草
書
淵
後
相
求
、

一
、
上
州
松
井
権
四
郎
死
去
之
由
届
状
飯
田
庄
蔵
ゟ
到
来
、

一
、
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
様
ゟ
夜
四
ツ
前
御
差
紙
到
来
、
左
之
通
、

閏
四
月
十
一
日
、
快
晴
、
午
、

一
、
青

（
忠
良
）

山
様
ゟ
夜
前
御
召
ニ
付
、
今
朝
五
ツ
時
罷
出
候
事
、

若
党
弐
人
、
草
履
取
、

服
部
源
左
衛
門
殿
面
会
ニ
而
、

延
享
之
度
・
宝
暦
之
度
御
懸
り
承
度
由
ニ
付
、
則
早
速
引
取
、
左
之
通

相
認
差
出
ス
、

先
例
書

一
、
延
享
三
年
寅
五
月
十
八
日

立
華　

上
覧
御
懸
り
大
岡
越（

忠

相

）

前
守
様

始
松
平
主（

武

元

）

計
頭
様
御
懸
り
ニ
候
処
、

西
之
丸
御
老
中
被
仰
付
候
ニ
付
、

右
大
岡
様
へ
御
引
渡
し
ニ
相
成
、

一
、
宝
暦
十
一
年
巳
五
月
十
八
日

立
華　

上
覧
御
懸
り　

松
平
和（

乗

祐

）

泉
守
様

一
、
安
永
四
年
未
十十

月
一
月
廿
六
日

被
尋
儀
有
之
間
、

明
十
一
日
五
時
可
被

相
越
旨
、
因
幡
守

被
申
候
、
以
上
、

青
山
因
幡
守

閏
四
月
十
日

役
人

京
六
角
堂池

坊

御
尋
之
儀
御
座
候
ニ
付
、

明
十
一
日
五
時
参
上
可
仕
旨

奉
畏
候
、
右
御
請
奉
申
上
候
、

以
上
、

京
六
角
堂

閏
四
月
十
日

池
坊

青
山
因
幡
守
様

御
役
人
中
様

青
山
因
幡
守
様

御
役
人
中
様御

請
京
六
角
堂

池
坊

京
六
角
堂池

坊
青
山
因
幡
守役

人

上
包

　
ミ
の
紙

い
よ
杉
原

半
切

日向半切

ア
ヲ
ソ
ナ
リ
、

此
処
麻
苧
也
、

苧
ナ
リ
、

尤
釘
打
之
上
ヲ
麻
ニ
て
巻
、

名
代　

長
（
築
瀬
）

門
ニ
為
持
遣
、

　

服
部
源
左
衛
門
落
手
之
事
、

　

中
奉
書
半
切上

包
美
濃
紙

先
例
書

京
都
六
角
堂

池
坊
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立
華　

上
覧
御
懸
り　

牧
野
越（

貞

長

）

中
守
様

一
、
寛
政
九
年
巳
五
月
四
日

立
華　

上
覧
御
懸
り　

土
井
大（

利

和

）

炊
守
様

（
頭
）

一
、
文
政
五
年
午
二
月

立
華　

上
覧
御
懸
り　

水
野
左（

忠

邦

）

近
将
監
様

右
之
通
ニ
御
座
候
、
以
上
、

　
　

戌
閏
四

（
専
明
）

月　
　
　
　
　
　
　

池

京
都
六
角
堂
　坊

　

一
、
此
度　

上
覧
御
用
ニ
付
、
白
木
長
持
弐
棹
、

右
者　

松
（

蜂

須

賀

斉

昌

）

平
阿
波
守
様
御
屋
敷
ゟ
拝
借
之
事
、

取
次　
　
　

御
則
御
用

花
司　
　

林
春
塘　

御
留
守
居　
　
　
　
　
　
　

集
堂
小
平
太
殿

已
後
永
々
右
之
趣
先
例
申
立
拝
借
願
可
申
事
、

一
、
阿

（
蜂
須
賀
斉
昌
）

州
様
深
川
御
下
屋
敷
幷
八
丁
堀
御
屋
敷
今
日
拝
見
之
事
、
案
内
林
春
塘
、

已
後
此
度
之
例
ヲ
以
御
留
守
居
へ
出
願
候
ハ
ヽ
相
叶
可
申
事
、
深
川
御
屋
敷
御

庭
廻
り
、
御

御
殿

茶
屋
迄
不
残
拝
見
、
八
丁
堀
江

罷
出
候
と
も
、
当
時
御
類
焼
後
未

御
殿
廻
り
・
御
庭
等
無
之
、
御
家
中
建
家
斗
也
、

同
道　

相
田
半
三
郎　

泰
供

輔
（
近
藤
）

　

庄
兵
衛

一
、
深

今
日

川
八
幡
へ
参
詣
之
事
、

閏
四
月
十
二
日
、
快
晴
、
未
、

一
、
い
セ
太
方
へ
、
此
度
着
後
ゟ
九

当
月

日
比
迄
之
道
具
諸
式
・
米
・
炭
・
酒
・
肴
等
入
用
、

当
月
九
日
比
迄
之
分
払
、

一
、
上
覧
之
前
日
下
指
ニ
登　

城
之
朝
、
御
奉
行
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
様
へ
立
花
花
組
書
付
差

上
候
事
、
先
例
ニ
付
、
用
意
ニ
今
日
荒
増
認
置
、
立
花
指
立
之
上
ニ
て
、
品
々
種
類

書
加
へ
申
候
様
ニ
致
し
候
事
左
之
通
、

天
保
九
年
戌
閏
四
月
十十

八
日

八
日
御
立
花　

上
覧
三
瓶
壱
対
御
花
組
覚

左
行
之
御
立
花

副
菖
蒲　
　
　
　
　

扣
檜
木

真
檜
木　

正
真　
　

胴　
　

前
置

見
越
樅　

受
檜
木　

流
枝
菖
蒲

外
ニ
菊
・
百
合
・
ま
さ
木
・
ひ
あ
ふ
き
・

紅
花
・
夏
梅
・
と
へ
ら

中
真
之
御
立
花

見
越
菖
蒲　

受
松　
　

流
枝
菖
蒲

真
緑
松　

正
真
菖
蒲　

胴
イ
ブ
キ　

前
置
ツ
ゲ

副
垂
檜
木　
　
　
　

 
 

扣
松

外
ニ
枇
杷
・
菊
・
下
つ
け
・
粟
も
り
草
・

百
合
・
と
へ
ら
・
蓍
莪
・
ま
さ
木
・
樅

右
行
之
御
立
花

見
越
菖
蒲　

受
檜
木　

流
枝
菖
蒲

真
檜
木　

正
真
若
松　

胴
ツ
ゲ　

前
置
ツ
ゲ

副
菖
蒲　
　
　
　
　

 
 

扣
檜
木

外
ニ
菊
・
ひ
あ
ふ
き
・
さ
つ
木
・
若
竹
・

樅
・
も
ち

御
両
株

砂
物受

芍
薬　

    

流
枝
松

女
株　

正
真
菖
蒲　

胴
イ
ブ
キ　

前
置
小
菊

外
ニ
ひ
あ
ふ
ぎ
・
と
へ
ら
・
百
合
・
菊

見
越
檜
木

男
株　

真
松　

正
真
緑茶

筌
松松　

胴
ツ
ゲ　

前
置
ツ
ゲ

副
菖
蒲　
　
　
　
　
　

扣
檜
木

外
ニ
菊
・
蓍
莪
・
小
菊
・
ま
さ
木

右
之
通
御
花
組
ニ
而
立
調
仕
候
、
以
上
、

戌
閏
四
月　
　
　
　
　
　

池

京
都
六
角
堂坊

印
な
し
、

中
奉
書
半
切

上
包
美
濃
紙

右
五
通

閏
丁
ウ
右
上
）

14

（
※

月
十
二
日

外
ニ
伊
予
杉
原
半
切
ニ
而

十
弐五

六

通

三
通
斗
、

是
ハ
上
包
な
し
に
て
よ

し
、
殿
中
ニ
而
大
ニ
入
用

也
、
銘
々
所
望
ニ
相
成
候

事
也
、

得
与
読
合
、
違
不
申
様
ニ

認
置
候
、

御
奉
行
へ
五
通
ハ
文
字
幷

ニ
花
之
順
ニ
も
違
不
申
候

様
、

上
覧御

花
組
之
覚
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一
、八

ツ
過青

山
因
幡
守
様
ゟ
御
使
左
之
通
御
差
紙
来
、

一

閏
四
月
十
二
日

、
青
山
様
へ
罷
出
候
所
、
服
部
源
左
衛
門
面
会
、
左
之
通
書
付
被
相
渡
、

当
月
六
日
、
立
華　

上
覧
之
儀
被　

仰
付
候
節
、
青
山
因
幡
守
様
御
直
達
之
儀
先
例

之
処
、
此
度
者
御
用
繁
ニ
而
、
御
役
人
ゟ
申
達
し
候
得
と
も
、
先
例
之
通
御
直
達
之

趣
ニ
相
心
得
居
候
様
被
申
渡
、

一
、
尾
州
蓮
開
寺
入
来
之
事
、

一
、
林

（
春
塘
）・

相
田
入
来
、
牧
保
三
郎
入
来
、

一
、
上
州
松
井
権
四
郎
事
、
旧
冬
ゟ
病
気
之
所
、
養
生
不
相
叶
、
当
月
六
日
死
去
之
由
、

飯
田
庄
蔵
ゟ
届
来
候
ニ
付
、
悔
状
出
ス
、

焼
香
壱
包
、
羊
羹
二
棹
、
代
六
匁
、

閏
四
月
十
三
日
、
晴
、
申
、

一
、
林
春
塘
入
来
、
煮
染
・
白
飯
到
来
、
勝

（
宗
運
）

浦
入
来
之
事
、

閏
四
月
十
四
日
、
晴
、
酉
、

一
、
京
都
へ
書
状
相
認
申
候
事
、
明
後
日
ゟ
為
蔵
上
京
之
由
申
来
候
事
、
星
艸
登
し
申

候
事
、

一
、
林
春
塘
入
来
之
事
、

一
、
牧
保
三
郎
入
来
之
事
、

閏
四
月
十
五
日
、
晴
、

雨

戌
、

一
、
林
春
塘
入
来
之
事
、

閏
四
月
十
六
日
、
晴
、
亥
、

一
、
今
朝
ゟ
川
合
専
助
・
下
部
伊
助
、
八
王
子
山
葉
松
切
ニ
遣
し
申
候
事
、
右
ハ　

上

覧
御
延
引
ニ
付
、
若
松
色
悪
敷
相
成
候
節
之
用
意
也
、

一
、
京
都
ゟ
当
月
四
日
出
之
書
状
到
来
、

閏
四
月
十
七
日
、
曇
、
子
、
夜
大
雨
、

一
、
牧
保
三
郎
方
ゟ
催
ニ
而
、
当
所
茶
人
宗
匠
川
上
渭
白
と
申
方
へ
茶
事
ニ
罷
越
候
事
、

相
伴
長
門
、

一
、
林
春
塘
入
来
、
勝
浦
宗
運
入
来
、

一
、
長
塩
甚
太
左
衛
門
ゟ
書
状
到
来
、

閏
四
月
十
八
日
、
快
晴
、
丑
、

一
、
芝
之
泉
岳
寺
へ
参
詣
之
事
、
同
道
林
氏
・

野
々
口
、
供
源
二
郎
・
伊
助
、

か
わ
ら
け
町

■

相
田

へ
立
寄

酒
出
る
、

、
夫
よ
り
又
帰
路
、
田
町
相
田
別
荘
へ
立
寄
、
夕
飯
・
酒
等
出
る
、
馳
走
也
、

精
進
料
理
馳
走
也
、
夜
五
ツ
比
帰
宅
、

一
右
留
主
中
七
ツ
過

、
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
様
ゟ
御
召
状
到
来
、

当
分
之
儀
な
か
ら
少
々
所
労
と
申
、
名
代
簗
瀬
長
門
罷
出
候
事
、

被
達
儀
有
之
間
、

只
今
可
相
越
旨

因
幡
守
被
申
候
、
以
上
、

青
山
因
幡
守役

人

京
六
角
堂

池
坊

京
六
角
堂

池
坊

青
山
因
幡
守

役
人

御
達
之
儀
御
座
候
ニ
付
、

只
今
参
上
可
仕
之
旨
奉

畏
候
、
右
御
請
迄
申
上
候
、

以
上
、

青
山
因
幡
守

御
役
人
中
様

池
坊

京
都
六
角
堂

御
役
人
中
様

青
山
因
幡
守
様

池
坊

京
都

日向半切

請
書

い
よ

 

杉
原

上
包
ミ
の
紙御

請

立
花

上
覧
被
　
仰
出
候
付
、

右
御
座
敷
御
床

御
花
瓶
御
砂
鉢

御
花
台
等
拝
見

仕
度
旨
、
尤
其
節

門
弟
両
人
召
連
罷
出

度
段
願
之
通
被

仰
付
之
候
、

日
向
半
切
ニ
相
認
候
、
此
通
り
之
書
付
被
相
渡
候

事
、
先
例
ニ
者
同
様
御
書
付
相
渡
り
不
申
、
立
華　

上
覧
之
御
当
日
被
仰
渡
候
節
、

右
之
通
之
書
付
、
水

（
忠
邦
）

野
様
ゟ
御
渡
し
有
之
、
此
度

者
少
々
古
例
ニ
相
振
申
候
也
、

御
床
御
花
瓶
等
拝
見
之
儀
、
先
例
之
通

被
　
仰
付
候
事
、

池
坊

日
向
半
切

（
ヵ
）
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呼
状
左
之
通
、

右
ニ
付
、　
　

名

留
主
中
ニ
付代

と
し
て
長
門
罷
出
候
処
、
服
部
源
左
衛
門
面
会
、
左
之
通

書
付
被
相
渡
、

此
書
付
相
渡
候
事
、
奉
畏
候
趣
申
入
、
猶
又
御
床
拝
見
之

儀
者
、
明
日
別
段
御
沙
汰
被
下
候
由
被
申
渡
候
事
、

今
日
被
仰
渡
者
、
御
披
露
席
ニ
て
御
直
々
被
仰
渡
候
筈
之

処
、
夕
刻
ニ
モ
及
申
之
儀
ニ
付
、
不
能
其
儀
候
得
と
も
、

右
之
振
合
ニ
心
得
居
候
様
被
申
渡
、

閏
四
月
十
九
日
、
寅
、

一
、
水

（
斎
跡
）

谷
ゟ
手
紙
到
来
、
廿
四
日
御
治
定
之
由
手
紙
来
、

一
、
牧

（
保
三
郎
）

へ
長

（
簗
瀬
）
門
一
昨
日
之
礼
ニ
遣
、

一
、
小

（
隼
太
）

高
入
来
、
煮
染
到
来
、

一
、
青

（
忠
良
）

山
様
御
呼
状
到
来
、
左
之
通
、
八
ツ
時
来
、

右
ニ
付
罷
出
候
所
、
則
服
部
源
左
衛
門
面
会
ニ
て
、
左
之
通
書
付
被
相
渡
、

難
有
段
申
入
退
出
之
事
、

一
、
右
ニ
付
、
今
日
長
門
明
日
登
城
之
儀
取
扱
頼
の
た
め
、
廻
勤
左
之
通
、

  

水
谷
斎
跡

御
数
寄
屋　

浅
草
新
堀
袋
町　
　

      

鈴
木
宗
休

同
家　
　
　
　
　
　
　

     

同　

宗
栄

御
小
人　

芝
三
田
魚
籃
下　
　
　

      

安
達
次
兵
衛

同　

   

御
天
町
東
富
坂
組

大
御
番
馬
場
儀
兵
衛
地
面
内　

  

永
坂
鑑
八

中
ノ
口
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

鈴
木
平
右
衛
門

右
之
通
ヶ
所
頼
遣
候
事
、

一
、
明
日
御
床
拝
見
登　

城
ニ
付
用
意
之
品
、

一
、
竹
の
三
尺
寸
ヲ
合
し　

壱
本　

継
足
の
こ
と
く
す
べ
し
、
其
内
細
キ
方
よ
し
、

一
、
同
細
キ
竹
、
御
花
瓶
の
内
の
ふ
と
さ
ヲ
取
事
、　

で
ん
か
く
串
位
、

被
達
儀
有
之
間
、

只
今
可
被
相
越
旨

因
幡
守
被
申
候
、
以
上
、

青
山
因
幡
守

壬
四
月
十
八
日

京
六
角
堂

池
坊役

人
役
人

京
六
角
堂

池
坊

青
山
因
幡
守

御
達
之
儀
御
座
候
ニ
付
、

只
今
参
上
可
仕
之
旨

奉
畏
候
、
右
御
請
迄
申
上
候
、

以
上
、

青
山
因
幡
守
様

御
役
人
中
様

池
坊

青
山
因
幡
守
様

御
役
人
中
様

御
請

京
都
六
角
堂

京
都
六
角
堂

池
坊

閏
四
月
十
八
日

池
坊

来
ル
廿
四
日
、

於

御
城
立
花
可

相
勤
候
事
、

閏
四
月
十
八
日

杉
原
半
切

十
丁
ウ
右
上
）

18

（
※

八
日

被
達
儀
有
之
間
、

只
今
可
被
相
越
旨

因
幡
守
被
申
候
、

以
上
、

壬
四
月
十
九
日

京
六
角
堂池

坊

青
山
因
幡
守役

人

御
達
之
儀
御
座
候
ニ
付
、

只
今
参
上
可
仕
之
旨

奉
畏
候
、
右
御
請
迄
奉

申
上
候
、
以
上
、

京
都
六
角
堂

池 

坊

青
山
因
幡
守 

様

御
役
人
中
様

御
請

青
山
因
幡
守
様

御
役
人
中
様

御
請

京
都
六
角
堂池 

坊

青
山
因
幡
守役

人

京
六
角
堂池

坊

御請書

明
廿
日
五
時

御
座
敷
御
花
瓶
等

為
拝
見

御
城
江

可
罷
出
候
、

閏
四
月
十
九
日
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一
、
も
の
さ
し

一
、
大
ふ
く
さ　

砂
鉢
下
蓋
板
取
下
り
申
候
事
ニ
入
用
、

一
、
細
キ
木
壱
尺
四
五
寸
斗 

御
花
瓶
の
口
へ
あ
て
深
サ
取
事
、

右
之
通
入
用
之
事
、

此
通
り
小
奉
書
二
ツ
折
、

四
ツ
ニ
折
認
持
参
、

是
ニ
ヤ
タ
テ
ニ
テ

寸
法
書
入
申
候
事
、

閏
四
月
廿
日
、
雨
、
卯
、

一
、
今
日
御
床
御
花
瓶
拝
見
登

城
之
事
、
正
五
ツ
時
ゟ
出
勤
、

侍
袴
羽
織  

　
　

     

長

雨
天
ニ
付柄

一
、
乗
物 

陸
尺
三
人　

中
元
伊
助

侍
袴
羽
織

白
衣
輪
袈
裟

　
　

 

相
麻
上
下

田
半
三
郎

門
弟　

  

玉
木
祐
甫 

法
橋
衣
着
用

実
ハ
簗
瀬
長
門

案
内
者　
　
　

 

御
頼
之

小
人　

 

安
達
次
兵
衛

右
之
通
ニ
而
、
例
之
通
下
乗
橋
ゟ
凡
十
間
斗
手
前
ニ
而
下
乗
、
已
前
ハ
番
所
々
ニ
て

六
角
堂
池
坊
中
ノ
口
へ
罷
出
候
由
断
候
ヘ
共
、
文
政
五
年
之
度
ゟ
相
田
斗
ら
ひ
ニ
て

御
小
人
頼
申
候
ニ
付
、
右
断
申
候
事
ニ
も
及
不
申
候
、
大
ニ
都
合
よ
し
、

一
、
御
道
具
寸
法
取
申
候
物
さ
し
・
竹
の
細
キ
な
と
、
乗
物
ニ
入
、
上
り
候
節
、
門
弟

ニ
も
た
せ
申
候
、
中
ノ
口
ゟ
上
り
申
候
事
、

中
ノ
口
番
セ
話
ニ
て
、
水
谷
斎
跡
・
鈴
木
宗
栄
等
取
持
、
蘇
鉄
之
間
ニ
扣
申

候
事
ニ
候
得
と
も
、
御
坊
主
部
屋
に
て
休
足
致
し
、
此
処
へ
水
谷
ゟ
切
飯
二

重
・
煮
〆
等
出
さ
れ
申
候
、
暫
相
待
申
候
処
、
青
山
様
御
逢
被
成
候
由
ニ
て
、

檜
之
間
へ
罷
出
候
事
、
席
之
儀
左
之
通
り
也
、
尤
自
分
斗
也
、

（
忠
良
）拝

青
山
様
ゟ
、

見
御
場
所
ヘ
ハ
無
程
申
渡
、
門
弟
之
儀
ハ
波
の
間
ニ
て

脱
剱
致
し
候
様
御
申
渡
し
有
之
、

壬

丁
ウ
右
上
）

23

（
※

月
廿
日　
　
　
　

若
蘇
鉄
之
間
ニ
扣
申
候
節
ハ
左
之
通
り
、

此
度
者
此
席
ヘ
ハ
通
り
不
申
候
得
と
も
、
旧
例
之
席
ハ

此
通
り
也
、

表
御
書
院水

谷
、
御
黒
書
院
ハ
鈴
木
宗
栄
案
内
相
頼
、

右
両
人
案
内
ニ
て
不
残
相
廻
り
拝
見
致
し
申
候
事
、

一
、
御
場
所
拝
見
之
節
左
之
通
、

案
内　

水
（
斎
跡
）

谷
・
鈴
木
宗
栄
・
高
畠
道
朔
・
前
田
久（

盛
脱
ヵ
）

、
御
徒
士
目
附

寒
水
石
ハ
能
ノ
面
箱
の
ふ
た
の
様
成
丸
キ

も
の
ニ
二
ツ
入
有
之
、

青
山
様
、
石
ハ
不
足
な
き
や
と
御
尋
御
座

候
ニ
付
、
少
々
不
足
も
可
仕
哉
と
申
候
ニ

付
、
又
五
升
御
増
被
仰
付
、
先
例
壱
斗
之
処
、

此
度
壱
斗
五
升
ニ
成
、

右
之
通
飾
り
付
有
之
也
、

尤
今
日
之
所
ニ
而
ハ
毛
氈
・
寒
■水

石
・
御
広

ふ
た
等
ハ
入
用
ニ
無
之
候
得
と
も
、
飾
り
付

ハ
致
し
有
之
、

壬

丁
ウ
右
上
）

22

（
※

月
廿
日　

右
之
通
ニ
而
寸
法
取
、

是
ゟ
下
深
サ

脇
御
花
瓶

中御
砂
鉢

御
床

高
サ

広奥
行

惣　
高
サ

口
ノ
渡

深
サ

込
入
亘

先
例
者

　
御
床
拝
見
・
立
華
下
組
・
　
上
覧
御
当
日

　
　
　
　
　 

三
ヶ
日
続
キ
罷
出
候
得
と
も
、
此
度
ハ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廿
一
日
鑓
術
上
覧
有
之
、
廿
日
ニ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
床
拝
見
ニ
て
　
廿
一
日
相
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

廿
三
日
登
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

廿
四
日
　
之
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
上
覧
之
事
、

池
坊

青
山
様

サ
ヤ
ノ
間

檜
之
間

三
　
間

此
辺
ニ
テ

 

一
礼
シ
テ

 

ス
ヽ
ミ
テ

 

寸
法
取
、

御
目
附

御
同
朋

門 弟

御
数
寄
屋
頭坊

主
衆

青
山
侯

青
山
侯

竹 之 御 廊 下

寒
水
石

如
露

水
抜

毛
氈

広
ふ
た

手
巾十

五五二

ミ
の

 
 

紙

御 黒 書 院
溜 之 間

四 　 　 間四 　 　 間

自

船

此
御
間
二
十
四
畳
也
、

池
坊

門
弟
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落
シ
懸
ゟ
下　

高
サ 

八
尺
二
寸
五
部

御
床　

横
巾　
　
　
　
　
　

 

壱
丈
八
尺
九
寸

 

奥
行　

           

三
尺
弐
朱

　
　

惣
高
サ
壱
尺
弐
寸
八
部　

御脇
丸
龍花

瓶　

差
渡
シ
壱
尺
四弐

寸寸　
　
　
　

込
入 

深
サ

　

壱
尺
壱
寸
五
部

　

亘  

四
寸
四
部

弐
寸
二
部　

御中
象
耳花

瓶　

惣
高
サ
壱
尺
三
寸

差
渡
し
壱
尺
四
寸　

      

込
入　

深
サ
壱
尺
壱
寸
七
部

亘  

四
寸
三
部

　

長
二
尺
八
寸　
　

 
惣
高
サ
六
寸
四
部

御
砂
鉢　

横
壱
尺
六
寸
六
部

深
サ　
　

内
法     

底　

内
長
サ
二
尺
二
寸
八
部

巾    

壱
尺
壱
寸
八
部

深
サ  

三
寸
四
部

　

一
、
右
込
ハ
寸
法
之
通
り
ニ
致
し
置
候
得
ハ
、
当
日
ニ
宜
敷
候
、

脇
御
花
瓶
者
往
古
ゟ
耳
口
御
花
瓶
候
得
共
、
当
春　

西
ノ
丸
炎
上
ニ
付
、
其
節
御
焼

失
ニ
付
、
此
度
丸
龍
ニ
替
り
申
候
事
、
表水

谷
斗
ら
ひ
な
り
、

向
ニ
テ
ハ
寸
法
サ
ツ
ト
取
置
、
御
奉
行
御

目
附
等
引
か
れ
申
候
上
ニ
テ
、
又
得
と
寸
法
取
申
候
事
、
御
数
寄
屋
方
へ
入
魂
す
へ

し
、
着
座
ニ
而
ハ
大
ニ
面
倒
也
、

右
無
滞
相
済
、
九
ツ
過
引
取
申
候
事
、
帰
り
か
け

（
ア
キ
マ
マ
）

ニ
ハ

一
、
青

（
忠
良
）

山
様
ニ
而
今

此
度
立
華

上
覧
ニ
付
、

日
御
花床

・
御
花
瓶
等
拝
見
被
仰
付
、
難
有
奉
存
候
旨
、
玄
関
帳
前
ニ

而
宜
敷
事
ニ
候
得
と
も
、
服
部
源
左
衛
門
ニ
面
会
致
し
、
廿
三
日
ニ
ハ
弥
下
組

ニ
上
り
申
候
ニ
付
、
刻
限
先
例
之
通
四
ツ
半
比
ゟ
罷
出
申
候
よ
し
申
入
置
候
事
、

万
一
刻
限
ニ
付
御
沙
汰
御
座
候
ハ
ヽ
、
猶
又
可
申
入
之
由
被
申
渡
候
事
、

其
後
水

（
斎
跡
）

谷
へ
立
寄
、
酒
ニ
よ
は
れ
借
盃

（
ヵ
）

、
見
廻
り
、
八
ツ
半
比
帰
宅
之
事
、

壬

丁
ウ
右
上
）

23

（
※

月
廿
日一

、
今
夜ニ

又青
山
様
ゟ
御
使
、

閏
四
月
廿
二
日
、
巳
、
晴
、

一
、
明
廿
三
日
御
花
下
組
登　

城
ニ
付
、
左
之
衆
中
頼
之
た
め
、
相
田
ゟ
廻
り
呉
ら
れ

申
候
事
、

中
ノ
口
番　

鈴
木
平
右
衛
門

御
小
人　
　

安
達
次
兵
衛

御
数
寄
屋　

鈴
木
宗
栄

壬
丁
ウ
右
上
）

25

（
※

四
月
廿
二
日

一
、
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
様
へ
左
之
通
書
付
差
出
、

一
、
同
時
ニ
立
華
花
組
書
付
持
参
致
申
之
処
、
書
損
等
有
之
、
納
リ
不
申
、
又
持
帰
り

申
候
ニ
付
、
明
日
持
参
可
仕
旨
申
、
引
取
候
事
、

一
、
壬
四
月
廿
一
日
・
廿
二
日
と
も
下
指
ニ
て
大
混
雑
之
事
、

手
伝　

川
合
専
助

近
藤
泰
輔

底
丸
ク
候
ニ
付
、

板
ハ
巾
壱
尺

長
サ
二
尺
よ
し
、

此
差
渡
し

長
サ

被
達
儀
有
之
間
、

明
廿
一
日
四
時
可
被

相
越
旨
、
因
幡
守

被
申
候
、
以
上
、

青
山
因
幡
守

壬
四
月
廿
日

役
人

京
六
角
堂池

坊

御
達
之
儀
御
座
候
ニ
付
、

明
廿
一
日
四
時
参
上

可
仕
旨
奉
畏
而
右
御
請
迄

申
上
候
、
以
上
、

京
都
六
角
堂

壬
四
月
廿
日

池
坊

青
山
因
幡
守
様

御
役
人
中
様

立
花
仕
立
之
儀
、

上
覧
前
日
下
拵
等

可
成
丈
仕
置
、
当
日

手
廻
宜
様
可
致
候
、

廿
一
日
四
ツ
時
、
名
代
と
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 

長
門
差
出
候
処
、
左

　
　
　
　
之
通
書
付
被
相
渡
候
事
、

（ 

簗 

瀬 

）

一
、
明
廿
三
日
御
花
下
組
罷
上
候
節

　
召
連
候
門
弟
之
内
近
藤
泰
輔
儀
、

　
所
労
ニ
罷
在
候
ニ
付
、
牧
保
三
郎

　
召
連
申
度
、
此
段
御
断
奉
申
上
候
、

　
以
上
、壬

四
月

池
坊

京
都
六
角
堂

戌

中
奉
書
書
、
半
切
ニ
て
、

上
包
ミ
の
紙
、

長
（
簗
瀬
）

門
持
参
之
事
、
其
節
御
立
華
花

組
書
付
之
儀
者
、
今
日
七
ツ
過
比

ニ
持
参
可
仕
旨
断
申
置
、
未
花
物

相
揃
不
申
候
ニ
付
、
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壬
四
月
廿
三
日
、
四
ツ
半
時
ゟ
登　

城
、

侍　

袴
羽
織　

近
藤
泰
輔

一
、
乗
物　

陸
尺
三
人　
　
　

草
履
取
伊
助

侍　

袴
羽
織　

相
田
半
三
郎

案
内
御
小（

蜂
須
賀
斉
昌
）

人　
　
　
　
　

安
達
次
兵
衛

長
持
弐
棹此

長
持
阿
州
様
ゟ
拝
借
、

　
　
　
　

長
サ
五
尺
七
寸
、
巾
弐
尺
弐
寸
、
高
サ
弐
尺
三
寸
、

小
奉
書
壱
枚
ニ
認
、
長
持
両
面
へ
張
、

　

川
麻
上
下
　合

専
助

門
弟　

 
 

野
同

々
口
市
郎
輔

高
十
徳

橋
休
嘉

宰
領　

 
川
合
専
助

宰
領
之
節
袴
羽
織
ハ
坊
主
部
屋
ニ
て
麻
上
下
、

右
之
通
ニ
而
例
之
通
中
ノ
口
ゟ
上
り
申
候
事
、
尤
下
乗
橋
手
前
ニ
て
下
乗
、
長
持
之

儀
者
已
前
者
番
所
々
ニ
而
届
申
候
事
ニ
候
得
と
も
、
右
御
小
人
案
内
ニ
付
、
届
等
ニ

及
不
申
、
御
徒
目
附
差
図
に
て
蘇
鉄
之
間
へ
通
り
可
申
所
、
直
ニ
水
谷
セ
話
ニ
て
水

谷
部
屋
へ
入
、
中
ノ
口
番
等
取
扱
有
之
候
事
、
休
足
之
事
、

一
、
今
日
青

（
忠
良
）

山
様
へ
立
華
花
組
書
附
相
改
持
参
致
し
申
候
所
、
又
少
々
間
違
有
之
、
認

替
申
候
様
被
仰
付
候
事
、
其
節
同
時
ニ
差
出
牧
保
三
郎
当
病
ニ
付
、
高
橋
休
嘉
召
連

候
御
断
書
、
左
之
通
、

中
奉
書
半
切
也
、

上
包
ミ
の
紙
、

已
来
右
之
通
差
懸
り
当
病
有
之
御
断
申
上
候
節
者
、
御
奉
行
御
宅
へ
も
壱
通
差
出
し
、

又
御
城
へ
も
壱
通
持
参
に
て
、
頼
之
坊
主
衆
・
頼
御
奉
行
へ
差
上
候
様
ニ
致
し
可
申
候
、

御
奉
行
御
出
勤
中
之
儀
ニ
付
、
御
目
附
へ
被
仰
達
候
儀
ニ
御
座
候
事
、
尤
御
城
へ
も

右
書
付
持
参
仕
候
段
、
御
宅
へ
届
可
申
事
、
左
様
候
得
ハ
、
別
段
御
宅
ゟ
急
ニ
右
書

付
御
城
へ
為
持
遣
申
候
事
ニ
及
不
申
候
、

一
、
登　

城
之
上
、
御
数
寄
屋
方
・
水

（
斎
跡
）

谷
・
御
徒カ

チ
目
附
案
内
ニ
て
、
御
黒
書
院
へ
通
り

申
候
事
、

一
、
此
已
前
ニ
御
数
寄
屋
坊
主
頼
候
得
ハ
、
御
黒
書
院
拝
見
出
来
候
事
、

一
、
青
山
様
ゟ
明
日
ハ
早
朝
ゟ
罷
出
、
四
ツ
迄
ニ
指
上
申
候
様
被
仰
渡
、

右
之
通
無
滞
相
済
候
後
、

一
、
御
料
理
被
下
候
事
、
先
例
医
者
溜
り
ニ
候
得
と
も
、
此
節
ハ
御
台
所
御
普
請
ニ
付
、

そ
て
つ
の
間
屏
風
ニ
て
囲
ひ
、
此
節
ハ
此
席
ニ
て
御
料
理
被
下
之
、

門
弟
ハ
檜
の
間
廊
下
ニ
て
被
下
、
是
も
先
例
ハ
御

台
所
ニ
候
得
と
も
、
此
節
御
台
所
御
普
請
ニ
付
、

汁　

菜　

平　

や
き
ど
う
ふ

　
　

 

か
ら
し

猪
口　

糸
こ
ん

 

に
や
く　

め
し

や
き
も
の　

ひ
ら
め

其
後
、
相
済
申
候
由
断
申
、
退
出
之
事
、
引
取
ハ
徒
目
附
へ
断
、
御
坊
主
へ
頼
て
よ
し
、

一
、
御
徒
目
附
ゟ
明
日
ハ
訳
而
早
朝
ゟ
罷
出
、
四
ツ
前
ニ
出
来
候
様
致
し
度
候
ニ
付
、

御 
用

立
花京

都
六
角
堂

池
坊

今
廿
三
日
立
華
下
組
罷
上
候
節

召
連
候
門
弟
之
内
、
牧
保
三
郎

所
労
ニ
罷
在
候
ニ
付
、
高
橋
休
嘉

召
連
申
度
、
此
段
御
断
奉
申
上
候
、
以
上
、

戌

壬
四
月

池 

坊

京
都
六―

御
花

上

池
坊

手
桶

寒
水
石
　
如
露

手
巾
　
水
抜
等
ア
リ

ヒ
ロ
フ
タ

 

花

床 御

御
広
ふ
た

川
合
専
助
御
廊
下
ニ
て

せ
ん
く
り
花
も
の
ヲ

御
広
ふ
た
ニ
入
、

野
々
口

高
橋

両
人

右
両
人
運
ひ
申
候
事
、

此
辺
ニ
て
一
礼
し
て
取
懸
り
可
申
事
、

砂
鉢
石
ハ
明
日
入
可
申
つ
も
り
ニ
て
、

今
日
ハ
入
レ
不
申
、
明
朝
水
ヲ
致
し
候
時
、

身
木
御
縁
側
取
出
し
度
為
也
、

竹
ノ
御
廊
下

長
持 舟

青
山
様

此
辺
ゟ
毛
氈
御
床

敷
有
之
、
水
ニ
て

畳
よ
こ
れ
ぬ
為

又
チ
リ
ナ
ト

ヲ
チ
ル
故
也
、

七
八
寸
カ
ケ
テ

茎

フ
チ

屏 

風
御
坊
主
給
仕

御
徒
目
付
案
内
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早
朝
ゟ
罷
出
候
様
被
申
、
御
門
断
致
し
置
候
間
、
御
門
ア
キ
無
之
候
ハ
ヽ
、
断
申
候

て
入
可
申
旨
被
申
渡
、

一
、
青
山
様
へ
御
玄
関
ニ
て
今
日
立
華
下
組
無
滞
相
済
候
ニ
付
、
此
段
御
届
申
上
候
由

申
置
候
事
、

四
ツ
半
ゟ
登
城
、
八
ツ
過
帰
宅
之
事
、

右
相
済
下
り
申
候
処
、
立
華
花
組
書
付
青
山
様
ニ
て
又
間
違
有
之
納
り
不
申
候
ニ

付
、
直
ニ
取
懸
り
認
直
し
申
候
事
、
七
ツ
過
長
門
持
参
之
事
、

青
山
様
ゟ
御
使
、
立
華
下花

組
書
付
早
々
差
出
し
候
様
申
来
候
事
、
入
違
ニ
相
成
候
事
、

△
一
、
草
花
之
類
今
夕
少
々
取
替
申
候
事
、
菖
蒲
等
ひ
ら
き
申
候
故
也
、

一
、
今
夕
ゟ
御
小
人
目
附
安
達
次
兵
衛
入
来
之
事
、
酒
出
し
申
候
、
肴
も
の
・
す
し
・

小
鉢
等
也
、

一
、
相
田
半
左
衛
門
・
林
春
塘　
　

相
田
半
三
郎

右
、
今
夕
ゟ
入
来
之
事
、

一
、
御
城
ニ
而
門
弟
当
病
之
書
付
相
認
、
水
谷
ゟ
御
奉
行
へ
差
上
申
候
事
、

△
閏
四
月
廿
四
日
、
七
ツ
半
時
ゟ
登　

城
之
事
、
曇
、

侍
川
合
専
助

乗
物　

六
尺
四
人　
　

草
履
取
伊
助

侍
相
田
親
類

　
　
　
　
　

 

　
　
　
　

白
衣
輪
袈
裟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

相
田
半
左
衛
門

門
弟　
　

林
春
塘

近
藤
泰
輔

案
内
者　

御
小
人
目
附　

 

安
達
次
兵
衛

長
持
ハ
両
日
と
も
二
棹
と
申
上
置
候
得
と
も
、
当
日
ハ
草
花
斗
ニ
付
、
壱
棹
ニ
而

相
済
候
ニ
付
、
壱
棹
持
参
之
事
、
番
所
届
等
之
儀
ハ
、
右
御
小
人
頼
置
付
添
ニ
付
、

別
ニ
届
ニ
及
不
申
、
尤
長
持
壱
棹
ニ
相
成
候
事
ハ
、
別
ニ
其
儀
ヲ
届
ニ
も
及
不
申
、

例
之
通
下
乗
橋
手
前
ゟ
下
乗
ニ
て
中
ノ
口
ゟ
上
り
、
中
ノ
口
番
待
受
セ
話
致
し
、
御

坊
主
部
屋
ニ
て
休
足
致
し
、
水
谷
セ
話
ニ
て
相
待
申
候
所
、
御
黒
書
院
へ
案
内
有
之
、

水
（
斎
跡
）

谷
夜
前
ゟ
止
宿
也
、

一
、
御
黒
書
院
へ
罷
通
り
、
立
花
三
瓶
・
砂
物
と
も
御
縁
側
へ
出
し
、
如
露
ニ
て
タ
ツ

フ
リ
水
致
し
、
其
後
御
床
へ
直
し
申
候
、
御
床
の
内
壱
面
ニ
合
羽
敷
置
申
候
、
露
落

申
之
故
也
、

右
ハ
先
年
水
谷
計
ら
ひ
ニ
て
此
通
り
ニ
致
し
、
其
後
露
も
大
か
た
や
ミ
申
候
上
、

合
羽
も
と
り
、
又
元
の
御
坊
主
部
屋
ニ
て
休
足
致
し
、
御
役
方
御
出
勤
之
上
ニ
而

表
向
に
て
御
黒
書
院
へ
通
り
、
そ
れ
ゟ
取
懸
り
申
候
事
ニ
候
得
と
も
、
此
度
ハ
別

段
御
急
ニ
付
、
直
ニ
取
懸
り
不
苦
之
由
、
御
数
寄
屋
ゟ
被
申
候
ニ
付
、
直
様
本
指

ニ
取
懸
り
申
候
事
、

花
取
懸
り
中
ニ
青

（
忠
良
）

山
様
も
御
出
ニ
付
、
下
座
下
り
一
礼
致
し
、

又
花
ニ
取
懸
り
申
候
事
、
水
ノ
上
ノ
チ
リ
ナ
ド
の
事
、

処
々
青
山
様
ゟ
御
差
図
有
之
、

三
瓶
之
立
華
相
済
候
比
ニ
、

朝
之
御
料
理
被
下
之
候
、
医
者
溜
り
仮
席
そ

て
つ
の
間
へ
ま
い
り
申
候
、

立
華
　

上
覧
之
節
花
組

書
付
持
参
、
早
々

被
相
越
候
様
致
度

存
候
、
以
上
、

壬
四
月
廿
三
日

服
部
源
左
衛
門

池
坊

青
山
因
幡
守
内

立
華
■
　

上
覧
花
組
書
付

大
ニ
延
引
奉
恐
入
候
、

先
刻
相
認
差
上

申
候
ニ
付
、
定
而
御
披
見

可
被
下
奉
存
候
、
右
御
請

迄
申
上
候
、
以
上
、

名
代
ヲ
以

壬
四
月
廿
三
日

服
部
源
左
衛
門
殿
池
坊

青―
―
―

青
山
様
ゟ
御
手
紙
、
切
封
也
、

同
返
事
、

登
城
中
雨
天
ニ
相
成
、
白
衣
・
白
む
く
着
か
へ
、
旅

宿
へ
取
ニ
遣
し
、
合
羽
等
取
寄
申
候
事
、
長
柄
と
も
、

此
処
へ
三
瓶
と
も
花
ヲ
出
し
、
水
致
し
申
候
、
道
す
し
ハ
毛
氈
・

油
紙
等
敷
申
候
事
、
砂
物
も
ゲ
ス
板
ハ
の
こ
し
て
此
処
へ
出
し
、

水
致
し
申
候
、
此
故
ニ
昨
日
石
ハ
入
置
不
申
候
事
也
、

此
辺
ニ
手
桶
有
之
、
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一
、
医
者
溜
り
当
時
無
之
候
ニ
付
、
そ
て
つ
の
間
か
こ
い
御
料
理
被
下
、

汁　

大
こ
ん
、　
　

壺 

こ
く
し
や
う

ご
ぼ
う

く
わ
へ

平　

と
う
ふ
、　

猪
口
、

め
し

右
頂
戴
後
、
又
御
黒
書
院
へ
通
り
、
砂
物
ニ
取
懸
り
申
候
事
、
五
ツ
半
比
ニ
出
来
候
事
、

其
後
砂
鉢
へ
石
ニ
入
、
毛
氈
等
者
御
数
寄
屋
方
へ
ま
か
せ
置
引
取
、
又
御
坊
主
部
屋

ニ
て
休
足
致
し
申
候
、

全
躰
ハ
蘇
鉄
之
間
ニ
扣
居
可
申
筈
也
、

一
、
其
後
夕
之
御
料
理
被
下
、
則
已
前
之
通
御
席
ニ
て
、
門
弟
中
も
同
様
也
、

壺 

か
ま
ぼ
こ

く
わ
へ
　

汁　
　

 

焼
物 

ひ
ら
め

猪
口　
　
　

 

め
し

一
、
此
度
者
早
速
花
ニ
懸
り
申
候
ニ
付
、
取
懸
り
中
ニ
追
々
役
方
等
御
黒
書
院
へ
結
ら

れ
候
得
と
も
、
御
奉
行
斗
ハ
水
谷
ゟ
し
ら
セ
申
候
ニ
付
、
下
座
へ
下
り
一
礼
致
し
候

得
と
も
、
其
外
ハ
一
礼
も
な
く
花
ニ
懸
り
居
申
候
、
已
前
之
通
り
役
方
列
座
候
ハ
ヽ
、

一
礼
し
て
花
ニ
懸
り
可
申
事
也
、

御
黒
書
院
溜
之
間
御
床
三
間　

弐
拾
四
帖
敷

右
之
通
無
滞
相
済
、
又
御
坊
主
部
屋
ニ
而
休
足
致
し
申
之
所
、
御
奉
行
御
見
分
御
座

候
由
ニ
而
召
さ
れ
候
ニ
付
、
御
黒
書
院
へ
罷
出
候
所
、
則
御
見
分
之
上
ニ
て
、
無
程

御
老
中
御
見
分
ニ
付
、
此
処
へ
着
座
致
し
可
申
旨
、
青
山
様
御
差
図
有
之
、
扣
居
申

候
所
、
無
程　

御
老
若
方
御
揃
御
見
分
有
之
、

古
来
ハ
御
老
若
御
見
分
之
節
も
御
同
間
ニ
着
座
致
し
申
候
事
ニ
候
得
と
も
、
中

古
ゟ
竹
ノ
御
廊
下
へ
出
申
候
事
ニ
相
成
候
得
と
も
、
此
度
青
山
様
御
取
斗
ニ
て
、

古
来
の
通
り
御
老
若
御
見
分
之
節
も
御
同
間
ニ
着
座
致
し
申
候
事
相
成
、
誠
ニ

難
有
事
也
、
尤
寺
社
奉
行
又
ハ　

御
老
若
御
出
之
節
ニ
ハ
平
伏
致
し
、
始
終
手

ヲ
ツ
キ
居
申
候
事
よ
し
、

　
　

此
度
之
通
り
之
着
座
席
、
得
与
帳
面
ニ
留
置
、
已
来
と
も
急
度
例
ニ
相
定
可
申
旨
、

青
山
様
ゟ
被
仰
付
候
事
、
誠
ニ
難
有
事
也
、

右
相
済
後
、
又

御
坊
主
部
屋
ニ
て

差
扣
居
申
候
所
、
青
山
様
御
逢
被
成
候
由
ニ
付
、
檜
之
間
へ
罷
出
る
、

御
花
御
奥
へ
引
ケ
申
候
由
ニ
而
、
今
暫
相
待
可
申
旨
被

申
候
、
扣
居
申
候
所
、
無
滞
奥
へ
納
り
申
候
由
、
御
数

寄
屋
方
ゟ
沙
汰
有
之
、
其
後
下
り
申
候
事
、

下
り
之
節
雨
天
ニ
付
、
雨
具
等
取
寄
、
中
ノ
口
ゟ
長
柄
差
か
け
さ
せ
下
り
申
候
事
、

御
（
井
伊
直
亮
）

大
老　

御
老
中　

若
年
寄　

寺
社
奉
行

右
不
残
廻
勤
、
玄
関
帳
面
ニ

（
康
禎
）

て　
　

本

御
朱
印
懸
り多

へ
ハ
参
り
不
申
、

今
日
立
華　

上
覧
被
仰
付
、
無
滞
相
勤
難
有
、
依
之
御
礼
申
上
候
、
と
申
置
候
事
、

已
来
手
札
ニ
上
ニ
口
上
書
之
方
よ
し
、

青
山
様
ニ
て
も
右
之
通
申
置
候
例
ニ
候
得
と
も
、
格
別
ニ
着
座
席
等
之
儀
御
懇
命

門
弟
も
同
様
ニ
是
も
御
台
所
ニ
て
被
下

候
事
先
例
ニ
候
得
と
も
、
当
時
御
普
請

中
ニ
付
、
檜
之
間
廊
下
ニ
て
被
下
之
、

御
花
瓶

御
花
瓶

御
花
瓶

此
辺
ニ
て
一
礼
有
へ
き
事
、

御 奉 行

池 坊

砂
鉢

此
処
則
青
山
様
御
直
ニ

御
差
図
御
座
候
席
也
、竹

ノ
御
廊
下 池坊

御
老

若
中

御
見
分

寺
社
奉
行

　
牧
野
様

青
山
様

同

文
政
五
年
之
節
ハ
、

 

御
老
中
御
見
分
之
時
ハ

 
 

御
黒
書
院
出
テ
此
処
ニ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

着
座
致
し
申
候
、

自

青
山
様

上
覧
相
済
て
勝
手
ニ
引
取
ル
、

段
々
難
有
と
申
、

檜
之
間
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蒙
り
申
候
ニ
付
、
寺
社
方
役
人
へ
面
会
申
込
、
一
通
り
玄
関
ニ
て
礼
ハ
申
置
候
上
、

役
人
ニ
面
会
ニ
而
、
此
度
溜
之
間
御
席
之
儀
、
旧
例
之
通
ニ
被
仰
付
候
所
、
別
而

難
有
奉
存
候
、
依
之
別
段
右
御
礼
奉
申
上
候
由
、
寺
社
役
人
へ
申
入
置
退
出
之
事
、

万
々
声
、
無
滞
相
済
、
難
有
事
也
、

一
、
今
夕
京
都
へ
六
ヶ
限
ニ
て
右
之
由
書
状
出
し
申
候
事
、

閏
四
月
廿
六
日
、
雨
、

一
、
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
様
ゟ
御
呼
状
到
来
、
左
之
通
、

雨
天
ニ
付
、
駕
籠
ニ
而
早
速
罷
出
候
事
、
六
尺
三
人 

恒
二
郎
・

庄
兵
衛
・
伊
助
、　

侍
羽
織
袴
、

此
時　

印
形　

大
ふ
く
さ　

銀
十
枚
之
台
ヲ

包
申
候
事
、

　

小
ふ
く
さ
か
文
庫
、
銀
十
枚
入
る
な
り
、

黒
衣
・
輪
袈
裟
右
之
通
、
草
物
着
用
、

罷
出
候
所
、
服
部
源
左
衛
門
面
会
、
今
日
御
銀
被
下
候
由
也
、
右
ニ
付
、
一
応
御

場
所
案
内
有
之
、
習
礼
致
し
申
候
事
、

始
、
白
砂
上
縁
へ
出
て
平
伏
シ
テ
居
ル
時
、

青
山
侯
仰
ニ
、
此
度
立
華
被
仰
付
候
ニ
付
、
銀
十
枚
被
下
之
、
此
仰
有
テ
次
へ
引
、

二
度
目
ハ
銀
十
枚
ハ
リ
付
御
座
候
台
ヲ
小
役
人
持
テ
出
ル
、
是
ニ
付
テ
又
元

ノ
上
縁
ニ
テ
平
伏
シ
テ
台
ヲ
イ
タ
ヽ
キ
、
直
ニ
持
ナ
ガ
ラ
次
エ
引
、
又
台
ヲ

次
ニ
置
テ
自
分
ハ
カ
リ
元
ノ
縁
へ
出
テ
平
伏
シ
テ
次
エ
引
、
都
合
三
度
也
、

其
後
、
別
席
へ
引
取
、
余
程
相
待
候
処
、
御
銀
十
枚
服
部
源
左
衛
門
被
相
渡
候
事
、

則
請
取
も
認
有
之
、
是
ニ
調
印
致
し
、
相
済
申
候
事
、

被
達
儀
有
之
間
、

只
今
可
被
相
越
旨
、

因
幡
守
被
申
候
、

以
上
、

　
青
山
因
幡
守

閏
四
月
廿
六
日

役
人

池
坊

京
六
角
堂

御
達
之
儀
御
座
候
ニ
付
、

只
今
参
上
可
仕
之
旨
、

奉
畏
候
、
右
御
請
迄
如
此

御
座
候
、
以
上
、

閏
四
月
廿
六
日京

都
六
角
堂

池
坊

青
山
因
幡
守
様

御
役
人
中
様御

請

京
六
角
堂池

坊
青
山
因
幡
守役

人

青
山
因
幡
守
様

御
役
人
中
様

京
都
六
角
堂

池
坊

池
坊

此
度
立
花
被

仰
付
候
ニ
付
、
白
銀

拾
枚
被
下
之
、

閏
四
月
廿
六
日

此
通
紙
斗
也
、

台
ハ
壱
尺
六
寸
五
部

長
サ
壱
尺
七
■
五
部

巾
壱
尺
壱
寸
九
部

高
サ
六
寸
二
部

六
寸

役人

ウスベリ

小
石

此
処
ヘ
出
ル

銀
壱
枚

青
山
候

板 縁

也

役人

スヽムトキノ道

始
此
処
ニ
扣
ル
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（
表
紙
）

　
　

閏
四
月
廿
六
日

一
、
本
多
下（

康

禎

）

総
守
様
御
朱
印
懸
り
、
兼
而
廿
日
後
ニ
着
帳
窺
ニ
罷
出
候
様
被
申
候
ニ
付
、

今
日
所
労
、
名
代
簗
瀬
長
門
罷
出
候
所
、
来
月
五
日
・
九
日
比
ニ
御
改
可
有
之
之
旨
、

猶
右
御
定
日
四
五
日
前
呼
出
し
可
申
旨
被
申
候
事
、

閏
四
月
廿
七
日
、
曇
、

一
、
御
銀
拝
領
ニ
付
、
御
老
若
寺
社
方
御
礼
廻
り
、

五
ツ
時
ゟ

侍 

袴
羽
織　

源
次
郎　

      

雨
天
ニ
付

乗
物　

六
尺
四
人　
　

 

下
部
伊
助　
　

笠
籠

侍 

袴
羽
織　

庄
兵
衛　

      

手
笠
也
、

黒
衣
・
輪
袈
裟

此
通
口
上
書
ニ
而
持
之
方
、
玄
関
ニ
而
手

間
取
不
申
宜
敷
候
、

廻
り
ケ
所
左
之
通
、

御
本
丸　

　
　
　
　
　
　
　
　

 

御
本
丸

御
（
井
伊
直
亮
）

大
老　
　

御
（
松
平
乗
寛
・
水
野
忠
邦
・
太
田
資
始
・
脇
坂
安
董
）

老
中 

四
軒　
　
　
　

御
若（

増
山
安
寧
・
堀
親
寚
・
小
笠
原
長
貴
・
林
忠
英
・
森
川
俊
知
）

年
寄 

五
軒

大
（
徳
川
家
斉
）

御
所
様　
　
　
　
　

大
御
所
様

御
（
松
平
宗
發
・
土
井
利
位
）

老
中 

二
軒　

 

若
（
永
井
尚
佐
・
本
多
正
意
）

年
寄　

弐
軒

右
（
徳
川
家
定
）

大
将
様 

       

右
大
将
様

御
（
堀
田
正
篤
）

老
中 

壱
軒　

 

若
（
大
岡
忠
古
・
堀
田
正
衡
）

年
寄 

弐
軒

寺
（
牧
野
忠
雅
・
青
山
忠
良
・
安
部
正
暸
・
松
平
忠
優
）

社
奉
行 

四
軒

〆
弐
拾
壱
ヶ
所

一
、
酒
井
鷺

（
忠
実
）

山
様
御
内
安
井
弥
太
右
衛
門
入
来
、

御
子
様
二
方
・
外
之
家
中
幷
女
中
入
門
取
次
有
之
、
明
後
廿
九
日
御
招
申
候
事
、

閏
四
月
廿
八
日
、
雨
、

一
、
酒

（
忠
実
）

井
様
安
井
取
次
折
紙
・
席
札
等
相
揃
為
持
遣
、
使
者
河
合
専
助
、

一
、
今
夕
丑
下
刻
出
火
、
備
前
御
上
屋
敷
、

一
、
今
日　

御
城
懸
り
御
坊
主
衆
・
御
小
人
等
へ
挨
拶
ニ
廻
り
申
候
事
、
委
敷
明
日
之

所
ニ
記
、

閏
四
月
廿
九
日
、
曇
、
風
、

一
、
酒

（
忠
実
）

井
様
へ
罷
出
候
ニ
付
献
上
物
、

細
長
竹
懸
二
重
切　

豊
後
産
斑
竹
、

銘
文
じ
か
関　

箱
入

上
包
中
奉
書　

三
枚　

の
し
付
ル
、

白
紅
水
引

上
書　

華
献
上

筒　

壱

一
、
昨
廿
八
日
、
此
度
御
城
懸
り
頼
之
方
へ
礼
廻
り
、

廻
勤　
　
　
　

簗
瀬
長
門

 

　

近
藤
泰
輔

左
之
通
、

一
、
金
弐
百
疋　
　
　
　
　
　
　

水

表
御
坊
主

谷
斎
跡

外
ニ
百
疋
肴
料　
　

 

同

一
、
金
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　

水
同
息
　谷

宗
跡　

是
先
例
無
之
候
へ
共
、

彼
是
セ
話
ニ
相
成
申

候
ニ
付
、
此
度
遣
、

表
御
座
敷
役
同　

下
谷
池
ノ
端

加
屋
丁
二
丁
目

一
、
金
百
疋　
　
　
　
　
　
　
　

前
田
久
盛

天
保
九
年
戊
戌
閏
四
月

御
代
替
御
礼

御
朱
印
御
改

参
府
記

下

池
坊
専
明
誌

此
度
立
花

上
覧
被
　
仰
出
候

ニ
付
、
為
御
褒
美

御
銀
十
枚
被
下
之
、

難
有
仕
合
奉
存
候
、

右
御
礼
参
上
仕
候
、

京
都
六
角
堂池

坊

長
サ
四
寸
壱
歩

壱 寸 八 歩
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御
同
朋
頭　
　
　

下
谷
新
屋
敷

相
生
丁

一
、
金
弐
百
疋　
　
　
　
　
　
　

萩
原
林
阿
弥　

長
門
持
参
、

菓
子
壱
折

到
来
合
有
之
、

長
サ
八
寸
、
巾
六
寸
位
之
折
遣
、
五
六
匁
之
品
ニ
て
よ
し
、

一
、
金
百
疋　

御
数
寄
屋
頭　

　

鈴
三
味
セ
ん
堀
佐
竹
様
川
向

木
林
碩　

長
門
持
参
、

御
数
寄
屋
組
頭

一
、
金
百
疋　
　
　
　
　
　
　

 

横
山
宗
知

一
、
金
百
疋　
　
　
　
　
　
　

 

鈴
木
宗
栄

山
里
御
道
具
番

一
、
金
百
疋　
　
　
　
　
　
　

 
高
畠
道
朔　
　

御
小
人　

一
、
金
三右

三
度
相
頼
候
ニ
付
、

百
疋　
　
　
　
　
　

 

安
達
次
兵
衛　

相
田
ゟ
届
ル
、

御
小
人

一
、
金
弐右

ハ
両
度
相
頼
候
ニ
付
、

百
疋　
　
　
　
　
　

 

永

本
郷
御
弓
町
富
坂
上

坂
鑑
八　

泰
輔
持
参
、

中
ノ
口
番　

一
、
金
百
疋　
　
　
　
　
　
　

 

鈴

本
郷
御
弓
町
　

木
平
右
衛
門　

泰
輔
持
参
、

一外
ニ
肴
料

、
金
百
疋 

是
ハ
供
之
も
の
部
屋
へ
入
、
セ
話
ニ
相
成
候
ニ
付
心
付
、

御
玄
関
番

一
、
金
百
疋　
　
　
　
　
　
　

 

佐
金
助
丁藤

九
郎
兵
衛　

泰
輔
持
参
、

同

一
、
金
百
疋　
　
　
　
　
　
　

 

長
魚
籃
下

坂
登
助　

相
田
屋
ゟ
届
ル
、

已
来
参
府
之
節
ハ
御
坊
主
頼
候
ハ
ヽ
、

山御
帳
役
里
御
道
具
番
之之

内
ニ
て
壱
人
、

内
ニ
て
壱
人　

表
御
座
敷
役
之
内
ニ
て
壱
人
、

右
之
通
ニ
而
、
別
条
無
之
事
之
よ
し
、

水
谷
ゟ
被
申
聞
候
事
、

御
数
寄
屋
方
ゟ
利
倉
善
佐
と
申
仁
も
、
名
前
書
出
し
候
得
と
も
、
是
ハ
水
谷
ゟ

断
申
置
候
由
ニ
付
遣
し
不
申
、

金
之
目
録
左
之
通
、

杉
原
二
ツ
折
□
三
ツ
ニ
折
、

へ
ぎ
に
の
せ

別
ニ
是
ハ
又
別
之
へ
ぎ
に
の
せ
、
上
書
肴
料
と
し
て
遣
、

壬
丁
ウ
右
上
）

5

（
※

四
月
廿
九
日

一
、
江
戸
会
日
之
儀
、
来
五
月
七
日
ニ
治
定
之
事
、

先
例
之
通
茅
場
町
薬
師
別
当
所
ニ
お
ゐ
て
興
行
也
、
尤
此
席
而
已
ニ
而
者
手

狭
ニ
付
、
向
ひ
十
組
之
寄
合
所
い
セ
太
と
申
方
借
用
申
候
事
、

此
い
セ
太
方
ハ
相
田
ゟ
江
戸
町
同
心
安
原
鉄
三
郎
相
頼
、
是
ゟ
申
付
候
事
、

一
、
茅
場
町
別
当
も
本
坊
ハ
山
王
観
理
院
ニ
付
、
則
観
理
院
方
へ
相
尋
候
上
、
会
日
治

定
之
事
、
則
別
当
所
ゟ
尋
ニ
遣
さ
れ
被
下
候
事
、

（
点
線
内
張
紙
）　
　
　

 

七
日
延
引
、
十
日
ニ
相
成
候
事
、

来
五
月
七
日
、
晴
雨
と
も

立
華　

惣
会

生
花

茅
場
町
薬
師
別
当
所
ニ
お
ゐ
て

興
行戌

閏
四
月　
　

花
池
坊
内方

役
人

　

惣
江
戸

社
中

閏
四
月
廿
九
日

一
、
今
日
九
日
後
ゟ　

酒
井
雅（

忠

学

）

楽
頭
様
御
隠
居
鷺

（
忠
実
）

山
様
ゟ
御
招
ニ
付
、
御
用
人
中
面
会

ニ
て
献
上
、　

御
書
院
ニ
而
一
通
り
表
向
之
御
逢
有
之
、
其
後
大
奥
ニ
て
生
花
三
瓶
被
仰
付
候
事
、

安
井
弥
太
右
衛
門
・
順
八
両
人
、

宗
知宗

栄
方
へ
頼
置
候
事
、

道
朔 

水
谷
差
図
也
、

京
都

池
坊

金

―
 

様疋
何

千
枚
申
付
候
事
、
京
ニ
て
杉
原
と
申
候
歟
、

地
奉
書
と
申
位
之
紙
、
江
戸
ニ
て
の
り
入
ト

申
候
歟
、
水

（
斎
跡
）

谷
ゟ
来
、
四
帖
来
、

六
ツ
切
也　

代
物
未
知　

此
紙
水
谷
ゟ
進

物
、

長
筒 

懸
花
生
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其
外
花
懸
り　

新
井
五
郎
右
衛
門

中
嶋
磯
五
郎

右
之
衆
中
取
持
ニ
て
、

生
花左　

赤
菊　

七
本

中　

菖
蒲　

三

右　

百
合　

三
本

其
後
又
大
奥
へ
通
り
、　

殿
様
・
御
子
様
御
三
方
、
其
外
女
中
・
御
家
中
生
花
有
之
、
少
々

ツ
ヽ
直
し
進
申
、
色
々
御
は
な
し
な
と
有
之
、
其
上
御
二
階
幷
御
庭
、
丹
頂
の
鶴
拝
見

被
仰
付
、

其
後
表
之
使
者
之
間
ニ
て
、

御
酒
・
御
飯
・
御
菓
子

御
目
録
金
三
百
疋
被
下
之
、

献
上
物　
　

豊
後
斑
竹
、
桐
箱
入
、
銘
も
し
か
関

長
サ
凡
二
尺
廻
り
七
寸
斗
、

ウ
コ
ン
モ
メ
ン
、
キ
ヌ
サ
ナ
ダ
、
奉
書
上
包
水
引
ノ
シ
、

右
之
通
相
済
申
候
事
、

五
月
朔
日

一
、
酒
井
鷺

（
忠
実
）

山
様
へ
昨
日
御
礼
と
し
て
罷
出
候
事
、
新
井
五
郎
右
衛
門
殿
へ
申
置
、

一
、
今
日
相
田
丞
輔
殿
ゟ
招
請
ニ
付
罷
出
候
事
、
途
中
見
物
ヶ
所
、
雲

（
松
平
斉
貴
）

州
様
大
崎
御
屋

敷
・
東
海
寺
、
同
道　

水
（
斎
跡
）

谷
・
同
息

（
水
谷
宗
跡
）

子
・
林
春
塘
・
高
橋
休
嘉
、

右
之
通
見
物
ニ
て
、
夕
刻
田
町
相
田
別
荘
ニ
て
酒
飯
馳
走
有
之
、
夜
九
ツ
比
旅
宿
へ

引
取
申
候
事
、

五
月
二
日

一
、
織
田
大（

信

陽

）

和
守
殿
此
度
御
入
門
有
之
、
明
三
日
罷
出
之
儀
御
約
束
ニ
付
、
一
草
立
華

下
指
之
事
、

五
月
三
日

一
、
阿

（
蜂
須
賀
斉
昌
）

州
様
へ
明
四
日
砂
物
献
上
ニ
付
、
下
指
之
事
、

一
、
九
ツ
後
ゟ　

織
田
大（

信

陽

）

和
守
殿
へ
罷
出
候
事
、

案
内　

水
谷
斎
跡　

同
道　

川
合
専
助

林
春
塘

大
和
守
殿
大
奥
ニ
て
、
酒
飯
等
御
馳
走
被
下
、
夜
九
ツ
比
引
取
、

生
花
も
数
瓶
出
来
候
事
、
御
目
録
金
五
百
疋
被
下
、
川
合
・
林
へ
も
百
疋
ツ
ヽ
、

五
月
四
日
、
雨
天
、

一
、
阿

（
蜂
須
賀
斉
昌
）

州
様
へ
砂
物
持
参
之
筈
、
雨
天
ニ
付
御
延
引
、
明
日
ニ
相
成
候
事
、

五
月
五
日

一
、
阿

（
蜂
須
賀
斉
昌
）

州
様
へ
砂
物
持
参
之
事
、
御
留
主
居
集
堂
小
平
太
殿
宅
ニ
而
立
調
之
事
、

右
集
堂
ニ
て
酒
飯
等
馳
走
ニ
相
成
申
候
、

一
、
今
日
八
ツ
半
比
ゟ
芝
之
辺
へ
遊
行
、
神
明
へ
参
詣
致
し
、
同
道
水

（
斎
跡
）

谷
之
事
、

五
月
六
日

一
、
小
日
向
称
名
寺
方
へ
招
ニ
付
罷
出
、
酒
飯
等
饗
応
有
之
、
立
華
三
瓶
出
来
有
之
、

同
道
水

（
斎
跡
）

谷
・
相
田
、

一
、
東
条
権
太
夫
殿
へ
罷
出
候
事
、
案
内
相
田
丞
輔
、

此
度
入
門
申
談
、
白
縮
緬
壱
反
申
受
候
事
、
土
産
と
し
て
嵯
峨
竹
獅
子
口
壱
本

箱
入
持
参
、
但
し
き
ぬ
さ
な
た
・
ふ
こ
ん
も
め
ん
ニ
て
包
、

酒
井
候

女
中

此
辺
ゟ
入

此
辺
ニ
テ
御
ジ
ギ
ス
ル

夫
ヨ
リ
ス
ス
ミ
テ

　
　
△
印
ニ
テ
花
ニ
懸
り
申
候
事

エ
ン



99

（翻刻）華道家元池坊総務所蔵「御朱印御改御代替御礼参府記」

五
月
七
日

一
、
江
戸
立
華
会
十
日
ニ
付
、
下
指
ニ
取
懸
り
申
候
、

御
両
株

砂
物受

白
菖
蒲　
　

 

流
枝
姫
子
松

女
株　

正
真
菖白

蒲　

胴
葉
牡
丹　

前
置
柘
榴

外
ニ
ひ
あ
ふ
き
・
菊
・
小
菊
・
檜
木
、

見
越
檜菖

蒲木　

男
株　

真
松姫

子　

正
真
姫
子
松　

胴
ツ
ケ　

前
置
ツ
ケ

副
菊　
　
　
　
　
　
　

 

扣
檜
木

外
ニ
蓍菊
莪
・
姫
百
合
、
口
な
し
、　

右
之
通
御
花
組
ニ
而
立
調
仕
候
、
以
上
、

戌
五

（
専
明
）

月　
　
　
　
　

池

京
都
六
角
堂

坊

五
月
九
日

一
、
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
様
ゟ
御
召
状
到
来
、
左
之
通
、

五
月
十
日

一
、
青
山
因（

忠

良

）

幡
守
様
ゟ
昨
夕
御
召
ニ
付
罷
出
候
所
、
服
部
源
左
衛
門
面
会
ニ
て
、
京
都

へ
之
御
返
翰
被
相
渡
候
事
、

右
之
通
京
都
へ
之
御
返
翰
御
渡
し
有
之
、

先
例
者
別
段
ニ
御
願
申
上
候
儀
ニ
候
得
と
も
、
此
度
者
願
不
申
内
々
御
渡
有
之
、
難
有

事
也
、

一
、
在
府
御
届
も
申
上
候
事
ニ
候
得
と
も
、
此
度
ハ
御
朱
印
相
済
不
申
候
ニ
付
、
逗
留

仕
候
事
ニ
候
間
、
在
府
御
届
ハ
不
申
上
候
事
、

扨
源
左
衛
門
へ
度
々
御
セ
話
ニ
相
成
候
一
礼
、
互
ニ
暇
乞
も
申
置
候
事
、
い
つ
れ
出

立
之
節
ハ
、
今
一
応
御
届
可
申
上
之
心
得
ニ
候
得
と
も
、
先
暇
乞
ハ
申
置
候
、
江
戸

ニ
て
生
花
稽
古
始
り
候
ハ
ヽ
、
家
中
の
も
の
も
遣
し
度
よ
し
な
と
噂
有
之
候
事
、

万
事
大
ニ
厚
思
召
ニ
て
難
有
事
也
、

一
、
今
日
江
戸
花
会
ニ
付
、
早
朝
ニ
立
華
生
花
致
し
置
、
青
山
様
へ
罷
出
候
事
、

江
戸
花
会
所　

旅
宿　
　
　

智
泉
院

同
向　
　
　
　

 

伊
勢
太

留
守
居
中
酒
出
し
申
候
席　

高
麗
屋　

薬
師
境
内
也
、

受
い
ふ
き　
　

黄
菊
三　

流
あ
し

ミ
こ
し
菖
蒲　
　

白
菊
五
・
ゆ
り　

石
竹
■

真
立
華　

真
い
ふ
き　

正
真
あ
し
・
菖
蒲　

 

胴
前
ツ
ゲ

副
あ
し　

ひ
あ
ふ
き

菊
赤
五
　
　
　
　

扣

ま
さ
き
・
さ
く
ろ
・
口
な
し

い
ふ
き

生
花　
　

白
菖
蒲
五
本　

花
生　

相
田
屋
方　

玄
猪

賑
々
敷
無
滞
相
済
候
事
、

被
達
儀
有
之
間
、

明
日
中
可
被
相
越
旨

因
幡
守
被
申
候
、
以
上
、

青
山
因
幡
守

役 

人

五
月
九
日

京
六
角
堂池

坊

日向半切

青

役
人

京
ー

御
達
之
儀
御
座
候
ニ
付
、

明
日
中
参
上
可
仕
之
旨

奉
畏
候
、
右
御
請
申
上
度
、

如
此
御
座
候
、
以
上
、

杉原半切

青
山
因
幡
守
様

御
役
人
中
様御

請

京
都
六
角
堂池

坊

五
月
九
日

阿
部
能
登
守

牧
野
備
前
守

青
山
因
幡
守

松
平
伊
賀
守

御
状
箱七

寸
六
部
半

三 寸 壱 部

佐
橋
長
門
守
様
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五
月
十
一
日

一
、
今
日
ハ
大
ニ
疲
申
候
ニ
付
休
足
、

堺
町
芝
居
へ
行
、
同
道
相
田
半
三
郎
・
高
橋
休
嘉
、

五
月
十
二
日

一
、
水

（
斎
跡
）

谷
方
へ
罷
越
候
事
、

五
月
十
三
日

一
、
阿
州
集

（
小
平
太
）

堂
催
ニ
て
、
鎧
の
わ
た
し
ゟ
乗
船
ニ
て
利
根
川
へ
遊
参
之
事
、
色
々
馳
走

ニ
而
、
終
日
相
楽
、

同
道　

長
塩
甚
太
左
衛
門
、
水
谷
斎
跡
、
保

（
牧
）

保
三
郎
、
相
田
半
三
郎
、

妙
見
嶋
之
辺
庄
屋
天
野
弥
十
郎
方
ニ
而
酒
飯
出
、
風
呂
迄
有
之
、
夜
ニ
入
、
又
船
ニ

移
り
、
四
ツ
比
旅
宿
へ
引
取
申
候
事
、

五
月
十

（
ア
キ
マ
マ
）

四
日　

五
月
十

（
ア
キ
マ
マ
）

五
日　

五
月
十
六
日

一
、
加
藤
能（

明

邦

）

登
守
殿
内
菅
亀
毛
方
へ
罷
出
候
事
、
酒
出
申
候
、
絹
か
た
ひ
ら
す
そ
直
し

相
頼
申
候
所
、
十
八
日
ニ
為
持
越
さ
れ
申
候
事
、

一
、
織
田
大（

信

陽

）

和
守
殿
小
立
華
持
参
罷
出
候
所
、
泰

（
近
藤
）

輔
立
華
調
進
也
、

同
道　

水
谷
斎
跡
、

御
客
、
鍋
嶋
摂（

直

与

）

津
守
殿
、
宮
原
弾（

義

周

）

正
大
弼
殿
、　

御
同
様
之
木
具
ニ
而
御
相
伴
、

大
ニ
酒
宴
有
之
、
及
深
更
引
取
、

五
月
十
七
日

一
、
酒

（
忠
実
）

井
様
安
井
順
八
入
来
、　

一
、
沢
田
正
之
進
入
来
之
事
、

一
、
浅
草
へ
船
ニ
て
参
詣
、
案
内
林
春
塘
、

一
、
勢
州
村
田
伊
右
衛
門
、
七
右
衛
門
同
道
入
来
、
酒
出
し
申
候
事
、

一
、
牧
野
備（

忠

雅

）

前
守
様
ゟ
今
夕
六
ツ
半
比
御
使
有
之
、
左
之
通
、

上
包

　

半
紙

一
、
北
条
宗
喜
入
来
之
事
、

五
月
十
八
日
、
曇
、
午
、

一
、
牧
野
備（

忠

雅

）

前
守
殿
ゟ
昨
夜
御
召
ニ
付
、
今
日
五
ツ
過
ゟ
罷
出
候
事
、

則
別
席
へ
通
り
申
候
所
、
寺
社
懸
り
役
人
出
会
、　

御
朱
印
片
折
之
写
二
通
り

差
出
し
申
候
所
、
落
手
有
之
、
暫
相
扣
申
候
処
、
無
程
又
出
会
、
左
之
通
書
付

被
相
渡
候
事
、

是
ヲ
着
帳
と
云
也
、
此
御
呼
出
し
之
節
、
御
朱
印

写
持
参
之
事
わ
す
る
へ
か
ら
す
、

一
、
前
日
何
時
ゟ
罷
出
可
申
哉
、
刻
限
承
り
合
可
申
事
、

右
之
通
ニ
而
着
帳
済
也
、
則
早
速
引
取
申
候
事
、

一
、
本
多
下（

康

禎

）

総
守
殿
へ
御
届
左
之
通
、

長
門
差
出
し
相
済
申
候
事
、

一
、
今
日
牧

（
忠
雅
）

野
様
ゟ
帰
り
か
け
、
龍
の
口
太
田
備（

資

始

）

後
守
様
御
用
人
長
塩
甚
太
左
衛
門
方

池 

坊

被
達
儀
有
之
間
、

明
日
中
可
被
相
越
旨
、

備
前
守
被
申
候
、
以
上
、

牧
野
備
前
守

五
月
十
七
日

役 

人

京
都
六
角
堂
頂
法
寺

御
請

御
達
之
儀
御
座
候
ニ
付
、

明
日
中
参
上
可
仕
之
旨
、

奉
畏
候
、
右
御
請
如
斯

御
座
候
、
以
上
、

京
都
六
角
堂池 

坊

五
月
十
七
日

牧
野
備
前
守
様

御
役
人
中
様

五
月
廿
四
日
六
半
時

備
前
守
宅
寄
合

前
日
猶
又
可
被
伺
出
候
、

六
寸

四 寸 壱 部

今
日
牧
野
備
前
守
ゟ

被
召
出

御
朱
印
着
帳
相
済

難
有
奉
存
候
、
依
之
御
届

申
上
候
、

京
都
六
角
堂
役
者

簗
瀬
長
門

三
寸
五
部

壱寸七部
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へ
立
寄
申
候
事
、
酒
出
し
申
候
、
精
進
ニ
付
、
断
申
候
得
と
も
、
暫
酒
宴
致
し
、
八

ツ
比
引
取
、

右
ハ
在
府
中
之
礼
旁
暇
乞
也
、

一
、
相
田
半
左
衛
門
惣
会
頭
之
請
と
し
て
入
来
、

一
、
北
条
宗
喜
入
来
、
明
日
小

（
正
優
）

堀
へ
案
内
之
事
、

五
月
十
九
日

一
、
水

（
斎
跡
）

谷
へ
花
生
少
々
返
し
、
又
青
碗
借
用
ニ
遣
、

一
、
牧
保
三
郎
方
へ
茶
箱
持
参
、
長

（
簗
瀬
）

門
暇
乞
ニ
付
罷
越
候
事
、

一
、
小
堀
大

（
正
優
）

膳
殿
へ
茶
道
入
門
と
し
て
罷
越
候
事
、

案
内　
　
　

水
谷
斎
跡
殿

一
、
進
物
菓
子
壱凡

百
疋
位
、

折
、　

一
、
金
弐
百
疋 
目

一
面
く
り

録
台
、
二
ツ
折
、
の
し
、

一
、
弐
朱　

御
用
人
中

一
、
弐
朱　

北
条
宗
喜
へ

吸
も
の
出
て
盃
出
、

酒
肴
、
四
色
小
さ
ら
ニ
て
出
る
、

小
い
も
、

か
ま
ほ
こ
、 

あ
な
こ
、

小
い
も
、 

つ
く
り
身
、
小
鯛
煮
付
、

一
、
今
夕
ゟ
川
合
相
田
方
へ
遣
、

五
月
廿
日

一
、
今
日
ハ
智
泉
院
ニ
て
大
般
若
修
行
ニ
付
、
終
日
他
行
、
暇
乞
廻
り
左
之
通
、

酒
井
鷺

（
忠
実
）

山
様　

水
谷
斎
跡　

集
堂
小
平
太

尾
張
丁
ニ
て
寿
□
波
文
庫
見
る
、　

供　

泰
（
近
藤
）

輔
・
伊
助
、

夕
刻
い
セ
太
ニ
而
支
度
、
智
泉
院
へ
戻
る
、

五
月
廿
一
日

一
、
相
田
半
左
衛
門
ゟ
招
請
ニ
て
、
田
町
別
荘
ニ
て
饗
応
有
之
、
及
深
更
、

集
堂
小
平
太
・
林
春
塘
も
入
来
、
供
長

（
簗
瀬
）

門
、

夜
駕
籠
ニ
て
戻
る
、

五
月
廿
二
日

一
、
今
日
七
ツ
比
ゟ
江
戸
門
弟
中
相
招
申
候
事
、

席　

伊
勢
太
ニ
而
、
左
之
衆
中
入
来
、

長
塩
甚
太
左
衛
門　

水
谷
斎
跡　

集
堂
小
平
太　

相
田
半
左

丞
輔
事
也
、

衛
門

相
田
半
三
郎　
　
　

林
春
塘　
　

市
阿
州

川
利
兵
衛

称
名
寺　
　
　
　
　

小
高
隼
太

芸
者
四
人 

内
壱
人
此
方
ゟ
、

三
人
ハ
阿
州
ゟ
召
連
、

平　

汁　

猪
口

献

（
ア
キ
マ
マ
）

立

▲○
御廿

四
日
之
節
、

朱
印
箱　

大
キ
サ
寸
法

御
朱
印
箱
駕乗

物
之
内

籠
前
へ
入
、
牧

（
忠
雅
）

野
様
門
前
混
雑
ニ
付
、
□
□
手
前
ゟ
乗
物
出
、
出
る

前
ニ
御
朱
印
若
党
ニ
も
た
せ
、

御
朱
印
箱
ハ
外
羽
二
重
ふ
く
さ
ニ
包
、

牧
野
殿
門
前
ニ
て
草
履
は
き
か
へ
、
門
ひ
ら
き
有
之
、
正
面
ゟ
入
、

雨
天
ニ
付
、
長
柄
差
懸
さ敷

台
ニ
て
御
朱
印
箱
自
身
へ
受
取
、

せ
、
玄
関
帳
前
へ
出
、
名
札
出
ス
、

通
り
候
様
被
申
、
通
り
申
候
所
、
諸
寺
社
多
人
数
有
之
、
御
朱
印
箱

ふ
く
さ
ニ
包
な
か
ら
持
て
通
る
、
此
時
別
席
惣
席
の
札
の
上
ニ
白
紙

帳
有
之
、
其
差
別
な
し
、
凡
四
百
人
参
の
入
込
也
、
大
ニ
混
雑
之

事
、
扨
御
朱
印
箱
前
ニ
置
扣
居
申
候
所
、
大

御
朱
印
之
写
役
人
受
取
ニ
出
る
、
相
渡
、

勢
之
内
ニ
て
二
番
ニ
呼

出
し
有
之
相
済
、
寺
格
ニ
も
前
後
ニ
も
抱

（
拘
）

り
不
申
候
様
子
、
如
何

候
と
も
相
知
不
申
、
壱
番
長
崎
大
音
寺
也
、
扨
御
朱
印
御
改
之
儀

ハ
、
廿
三
日
習
礼
之
通
り
ニ
て
相
済
之
後
、
仮
座
之
処
ニ
て
御
朱

印
ふ
く
さ
ニ
包
箱
へ
入
、
ふ
た
ヲ
致
し
申
候
処
、
役
人
ゟ
勝
手
引

取
、
帰
京
も
勝
手
ニ
致
し
候
様
被
申
候
事
、

五
月
廿
三
日

一
、
牧
野
備（

忠

雅

）

前
守
様
へ
前
日
窺
と
し
て
罷
出
候
事
、
習
礼
有
之
、

門
前
ニ
て

諸
寺
社

扣
居
申
候
、

各
立
な
か
ら

門
之
向
ひ
側
ニ

大
名
御
朱
印

改
有
之
故
遣
、

門 ニ 壱 両 人 出 て 居 御 扣
な
さ
れ
と
云
テ
門
ヘ
入
ズ 、

此
御
朱
印

写
ハ
、
中
奉
書

写
也
、
片
折
之

写
ハ
、
十
八
日
ニ

渡
し
置
、

二
通
と
も
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名
札
二
枚
出
し
申
候
、
是
ハ
時
ニ
寄
へ
し
、

一
、
廿
五
日
出
立
先
触
出
し
候
事
、

御
朱
印
改
相
済
だ
と
御
奉
行
ゟ
被
仰
渡
有
之
、
そ
れ
ゟ
御
朱
印
ヲ
机
の

上
ゟ
お
ろ
し
取
て
引
取
、

右
之
通
習
礼
に
て
相
済
、
尤
二
三
十
人
程ツ
一ヽ
時
ニ
習
礼
有
之
、
其
内
壱
人
習
礼
有
之

ヲ
皆
々
見
て
居
る
事
也
、
是
ニ
て
得
と
心
得
て
引
取
申
候
事
、

五
月
廿
四
日

一
、
六
ツ
前
ゟ
牧

（
忠
雅
）

野
様
へ
罷
出
候
事
、

▲○
廿
二
日
奥前

ニ
記
、

ニ
記
、　

御
朱
印
御
改
御
当
日
也
、

乗
物 

六
尺
四
人　

長
柄　

挟片

箱　

笠
籠

白
衣
輪
袈
裟　

若
党
袴
羽
織 

近
藤
泰
輔　

下
部
伊
助

 

若
党
袴
羽
織 

河
合
専
助

一
、
御
朱
印
九
通
浅
黄
羽
二
重
ふ
く
さ
ニ
包
、

写
九
通
と
も
箱
ニ
入
、

立
帰
り
御
礼
之
節
、
帰
京
届
と
も
名
札
出

ス
、

一
、
御
朱
印
御
改
相
済
之
御
礼
名
札
、

一
、
御
朱
印
相
済
候
ニ
付
、
帰
京
御
届
名
札

一
、
本

（
康
禎
）

多
様
へ
罷
出
、
御
朱
印
相
済

候
御
礼
名
札
出
し
、
扨
又
帰
京
御

届
名
札
出
ス
、

一
、
青

（
忠
良
）

山
様
へ
今
日
御
朱
印
御
改
相

済
候
ニ
付
、
帰
京
仕
候
段
名
札
ニ

相
記
、
御
届
申
上
候
事
、

一
、
酒

（
忠
学
）

井
様
御
上
屋
敷
御
暇
乞
口
上
ニ
て
申
置
、

五
月
廿
五
日　

快
曇
な
か
ら晴

一
、
今
朝
江
戸
出
立
之
事
、

（
後
略
）

御
朱
印
懸
り
御
奉
行

御
奉
行

御
奉
行

御
奉
行

家
中

林

此
間凡

二
間
斗
斗
ア
リ

凡
二
間
斗
斗
ア
リ

半半

机

御
朱
印

御
朱
印

□印
役人役人

役人

フスマ フスマ

役人

習
礼
者
、
始　

御
朱
印
御
本
紙
九

通
と
も
、
御
朱
印
箱
ふ
た
裏
返
シ
、

此
ふ
た
ニ
入
、
但
し　

大
（
徳
川
家
斉
）

御
所
様

の
御
朱
印
ヲ
壱
番
上
ニ
置
、
夫
よ

り
権

（
徳
川
家
康
）

現
様
ヲ
始
次
第
ニ
重
ね
て

置
、
扨
ふ
た
と
も
ニ
○
印
の
処
へ

持
出
て
下
ニ
置
て
、
平
伏
し
て
、

此
時
山
城
国
池
坊
と
披
露
ア
リ
、

そ
れ
ゟ
直
ニ
立
て
、
御
朱
印
持
な

か
ら
机
の
前
へ
す
ゝ
ミ
、
御
朱
印

ハ
机
の
上
ニ
の
せ
置
、
此
処
ニ
て
又
一
応
平
伏
し
て
、
▲
印
の
処
迄
退
く
、

暫
あ
□
て
役

□

人
印

よ
り
差
図
あ
り
、
其
時
机
の
前
へ
進
ミ
平
伏
す
る
と
、
此
時

御
朱
机
の
上
ニ
直
し
有
之
、

今
般

御
朱
印
御
改
無
滞

被
　
仰
付
、
難
有

仕
合
奉
存
候
、
依

之
御
礼
奉
申
上
候
、
以
上
、

京
都
六
角
堂池

坊

三
寸
九
部

壱 寸 七 部

今
般

御
朱
印
御
改
無
滞

相
済
候
ニ
付
、
明
廿
五
日

発
足
帰
京
仕
候
、
此
段
御

届
申
上
候
、
以
上
、

池
坊

京
都
六
角
堂
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解
題　

華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
御
朱
印
御
改
御
代
替
御
礼
参
府
記
」　

細
川　

武
稔

　

本
史
料
は
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
、
京
都
・
六
角
堂
（
頂
法
寺
）
住
持
の
華
道
家
元

四
十
一
世
池
坊
専
明
が
参
府
（
江
戸
へ
下
向
）
し
た
時
の
、
池
坊
側
の
記
録
で
あ
る
。
天
・
地
・

人
・
下
・
跋
の
五
冊
か
ら
成
り
、
各
冊
の
表
紙
に
「
池
坊
専
明
誌
」
と
あ
る
こ
と
、
文
中
に

専
明
を
指
し
て
「
自
分
」
と
書
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
専
明
の
自
筆
と
考
え
ら

れ
る
。
今
回
は
、
専
明
一
行
が
江
戸
に
滞
在
し
て
い
た
四
月
一
五
日
か
ら
五
月
二
五
日
ま
で

の
部
分
（
「
天
」
冊
途
中
～
「
下
」
冊
途
中
）
を
翻
刻
す
る

）
1
（

。

　

参
府
の
目
的
は
、
史
料
名
に
あ
る
よ
う
に
「
御
朱
印
御
改
」
お
よ
び
「
御
代
替
御
礼
」で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
一
二
代
将
軍
徳
川
家
慶
の
就
任
に
と
も
な
う
も
の
だ
っ
た
。
六
角
堂
に
発
給
さ
れ

た
御
朱
印
す
な
わ
ち
朱
印
状
は
、
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
も
の
が

最
初
で

）
（
（

、
江
戸
幕
府
が
そ
れ
を
継
承
し
た
。
内
容
は
、
山
城
国
一
乗
寺
村
に
一
石
の
領
地
を

認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
将
軍
の
名
で
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
る
た
め
、
将
軍
の
代
替
わ

り
が
あ
る
と
新
た
な
朱
印
状
の
発
給
を
受
け
る
必
要
が
生
じ
、
江
戸
に
そ
れ
ま
で
の
朱
印
状

を
持
参
し
て
、
寺
社
奉
行
に
確
認
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
「
御
朱
印
御

改
」
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
連
動
し
て
、
江
戸
城
で
新
将
軍
に
拝
謁
す
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
「
御
代
替
御
礼
」
が
行
わ
れ
た
。

　

池
坊
に
と
っ
て
、
参
府
の
目
的
は
も
う
一
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

以
降
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
立
花
上
覧
」
で
あ
る
。
立
花
は
江
戸
時
代
前
期
、
池
坊
専

好
（
二
代
）
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
い
け
ば
な
の
様
式
で
、
多
く
の
花
や
草
木
で
構
成
さ
れ
、

大
自
然
の
姿
を
器
の
上
に
表
現
す
る
。
参
府
に
際
し
、
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
黒
書
院
溜
之
間

で
立
花
四
瓶
を
将
軍
に
披
露
す
る
の
が
恒
例
で
、
本
史
料
は
そ
の
最
も
詳
細
な
記
録
と
し
て

価
値
が
あ
る
。
な
お
、
立
花
上
覧
の
歴
史
に
つ
い
て
は
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い

）
3
（

。

　

専
明
一
行
は
、
京
都
の
町
奉
行
所
で
事
前
手
続
き
を
終
え
た
後
、
三
月
二
二
日
京
都
を
出

立
、
四
月
一
五
日
江
戸
に
到
着
し
た
。
品
川
で
池
坊
の
門
弟
た
ち
の
出
迎
え
を
受
け
た
後
、

旅
宿
へ
向
か
っ
た
。
旅
宿
は
当
初
、
小
田
原
町
（
現
・
中
央
区
日
本
橋
室
町
一
丁
目
あ
た
り
）

を
予
定
し
て
い
た
が
、
変
更
さ
れ
て
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
の
参
府
時
と
同
じ
く
、
茅
場

町
の
智
泉
院
（
現
・
中
央
区
日
本
橋
茅
場
町
一
丁
目
）
と
な
っ
た
。

　

京
都
か
ら
の
同
行
者
の
う
ち
重
要
人
物
は
、
家
元
役
人
の
近
藤
泰
輔
と
簗
瀬
長
門
で
あ
る
。

近
藤
は
立
花
に
も
堪
能
で
、
簗
瀬
は
専
ら
事
務
的
な
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
。
江
戸
の
門
弟

で
は
、
相
田
半
三
郎
（
丞
輔
）
が
目
立
つ
。
田
町
に
別
荘
を
所
有
し
て
お
り
、
江
戸
城
内
の

人
脈
も
豊
富
で
、
五
月
に
は
池
坊
の
江
戸
惣
会
頭
に
な
っ
た

）
（
（

。

　

専
明
は
、
一
日
休
息
を
と
っ
た
後
の
四
月
一
七
日
、
大
老
・
老
中
な
ど
諸
方
へ
「
着
府
御
届
」

す
な
わ
ち
江
戸
到
着
の
報
告
を
行
っ
た
。
そ
の
後
の
「
御
朱
印
御
改
」
「
御
代
替
御
礼
」
「
立

花
上
覧
」
の
手
続
き
・
準
備
は
、
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
の
で
、
読
解
に
あ
た
っ
て
は
注
意

を
要
す
る
。
以
下
、
目
的
ご
と
に
整
理
し
、
適
宜
説
明
を
加
え
る
。

●
「
御
朱
印
御
改
」

〔
四
月
一
八
日　

御
朱
印
写
持
参
〕

　

前
日
の
一
七
日
に
御
朱
印
懸
り
の
寺
社
奉
行
・
本
多
下
総
守
（
康
禎
）
へ
の
着
府
御
届
の

際
、
朱
印
状
の
写
を
持
参
し
た
が
、
旅
宿
の
あ
た
り
で
火
事
が
起
こ
っ
た
と
い
う
情
報
が
入

っ
た
た
め
、
日
を
あ
ら
た
め
て
確
認
を
受
け
た
。
貼
紙
の
「
御
朱
印
」
に
「
写
」
の
字
を
書

き
加
え
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
の
で
、
訂
正
し
て
翌
一
九
日
に
再
び
持
参
し
、
確
認
の
上
返
却

さ
れ
た
。
写
は
、
初
代
家
康
か
ら
一
一
代
家
斉
ま
で
の
九
通
（
家
康
の
み
黒
印
、
六
代
家
宣
・

七
代
家
継
は
早
逝
の
た
め
な
し
）
で
、
こ
れ
を
三
組
作
成
し
た
。

〔
五
月
一
八
日　

着
帳
〕

　

着
帳
と
は
、
写
二
組
（
御
朱
印
懸
り
の
寺
社
奉
行
二
人
分
）
を
提
出
し
、
御
朱
印
御
改
の

日
時
を
通
知
さ
れ
る
こ
と
。
同
じ
目
的
で
参
府
し
て
い
る
者
が
多
く
、
事
務
処
理
に
時
間
が

か
か
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
着
帳
の
日
程
が
決
ま
る
ま
で
約
二
ヵ
月
を
要
し
た

）
（
（

。

〔
五
月
二
四
日　

御
朱
印
御
改
〕

　

も
う
一
人
の
御
朱
印
懸
り
・
牧
野
備
前
守
（
忠
雅
）
宅
に
参
り
、
ま
ず
朱
印
状
の
写
一
組

（
公
儀
分
）
を
提
出
。
そ
の
後
、
御
朱
印
懸
り
の
寺
社
奉
行
二
人
が
着
座
す
る
儀
式
に
臨
ん
だ
。

前
日
に
習
礼
（
予
行
練
習
）
が
あ
っ
た
の
で
滞
り
な
く
終
了
し
、
確
認
を
受
け
た
朱
印
状
の

本
紙
は
返
却
さ
れ
た
。
後
日
、
新
た
に
発
給
さ
れ
た
朱
印
状
を
京
都
で
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。

　

旅
宿
に
は
先
例
に
な
ら
っ
て
「
御
用
が
済
む
ま
で
花
の
稽
古
な
ど
は
お
断
り
」
と
掲
示
を

出
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
立
花
上
覧
終
了
後
に
様
々
な
活
動
を
行
い
、
御
朱
印
御
改
が
終

わ
る
と
た
だ
ち
に
京
都
へ
の
帰
途
に
つ
い
て
い
る
。
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●
「
御
代
替
御
礼
」

〔
四
月
一
七
日　

寺
社
奉
行
へ
願
出
〕

　

月
番
の
寺
社
奉
行
・
青
山
因
幡
守
（
忠
良
）
へ
の
着
府
御
届
の
際
、
御
礼
の
願
書
と
先
例
書
、

献
上
物
・
拝
領
物
の
願
書
を
提
出
し
た
。
青
山
は
丹
波
篠
山
藩
主
で
、
家
中
の
中
野
家
か
ら

三
十
六
世
池
坊
専
純
の
後
妻
が
輩
出
す
る
な
ど
、
池
坊
と
は
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
。
青
山

家
の
寺
社
役
で
専
明
と
た
び
た
び
面
会
す
る
服
部
源
左
衛
門
は
、
中
野
と
懇
意
の
間
柄
だ
っ

た
と
い
う
（
同
月
一
六
日
条
）
。

〔
四
月
二
八
日　

御
代
替
御
礼
〕

　

大
手
門
・
下
乗
橋
を
経
由
し
、
御
玄
関
か
ら
本
丸
御
殿
に
上
が
っ
た
。
御
玄
関
ま
で
は
御

小
人
の
永
坂
鑑
八
が
、
御
殿
内
で
は
御
坊
主
の
水
谷
斎
跡
が
世
話
を
し
て
く
れ
た
。
水
谷
は

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
入
門
し
た
池
坊
の
門
弟
で
、
専
明
に
と
っ
て
頼
り
に
な
る
存
在

だ
っ
た
。
三
御
所
（
将
軍
家
慶
・
大
御
所
家
斉
・
継
嗣
家
定
）
へ
そ
れ
ぞ
れ
献
上
す
る
十
帖

一
本
も
、
以
前
は
常
盤
橋
御
影
堂
七
兵
衛
へ
申
し
付
け
て
い
た
の
を
、
水
谷
が
準
備
し
て
く

れ
た
と
い
う
。

　

待
機
場
所
は
松
之
大
広
間
だ
っ
た
が
、
水
谷
の
御
坊
主
部
屋
で
休
息
さ
せ
て
も
ら
い
、
い

っ
た
ん
松
之
大
広
間
へ
戻
っ
て
か
ら
白
書
院
帝
鑑
之
間
へ
移
動
。
寺
社
奉
行
の
青
山
が
「
遠

国
寺
社
」
と
披
露
し
、
御
礼
が
行
わ
れ
た
。
専
明
が
着
座
し
た
位
置
が
図
で
示
さ
れ
て
い
る
。

〔
閏
四
月
三
日　

時
服
拝
領
〕

　

前
日
の
二
日
、
御
暇
窺
で
青
山
宅
へ
出
向
い
た
と
こ
ろ
、
登
城
を
命
じ
ら
れ
た
。
蘇
鉄
之

間
で
待
機
し
、
檜
之
間
で
時
服
（
袷
）
を
拝
領
。
拝
領
の
場
所
は
柳
之
間
と
檜
之
間
が
用
い

ら
れ
、
池
坊
は
「
独
御
礼
」
格
な
の
で
檜
之
間
だ
っ
た
。

●
「
立
花
上
覧
」

〔
四
月
一
七
日　

先
例
書
提
出
〕

　

寺
社
奉
行
の
青
山
へ
の
着
府
御
届
の
際
、
文
政
五
年
の
先
例
書
を
提
出
。

〔
四
月
二
五
日　

準
備
開
始
〕

　

立
花
上
覧
は
恒
例
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
正
式
決
定
前
か
ら
準
備
を
始
め
て
い
る
。
こ
の

日
の
葉
松
拵
（
枝
に
付
け
る
松
の
葉
を
作
る
こ
と
）
に
続
き
、
閏
四
月
七
日
に
は
八
王
子
に

門
弟
を
派
遣
し
て
松
を
切
ら
せ
、
同
月
一
〇
日
の
幹
作
り
（
部
材
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
理
想

的
な
枝
ぶ
り
に
す
る
こ
と
）
と
続
く
。
同
月
一
六
日
に
は
、
上
覧
が
延
期
に
な
る
こ
と
も
考

慮
し
、
再
度
八
王
子
山
で
葉
松
を
切
ら
せ
て
い
る
。

〔
四
月
二
八
日　

立
花
上
覧
願
〕

　

御
代
替
御
礼
が
済
ん
だ
後
、
お
礼
回
り
を
す
る
中
で
青
山
宅
を
訪
れ
た
際
、
二
〇
日
に
準

備
し
て
お
い
た
願
書
お
よ
び
寛
政
九
年
・
文
政
五
年
の
詳
細
な
先
例
書
を
提
出
。
先
例
書
を

簡
略
に
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
（
同
月
晦
日
）
、
閏
四
月
朔
日
に
再
提
出
し
た
。

〔
閏
四
月
朔
日　

用
意
之
品
依
頼
、
花
瓶
拝
借
〕

　

御
数
寄
屋
方
御
座
敷
懸
り
の
鈴
木
宗
栄
よ
り
、
立
花
上
覧
に
必
要
な
品
を
尋
ね
て
き
た
の

で
、
書
付
を
渡
し
た
。
そ
こ
に
記
さ
れ
た
の
は
、
手
桶
に
入
れ
た
水
、
柄
杓
、
寒
水
石
、
水

次
・
如
露
な
ど
で
あ
っ
た
。
寒
水
石
は
、
上
覧
に
供
す
る
四
瓶
の
う
ち
の
一
瓶
・
砂
物
に
用

い
た
。
砂
物
は
立
花
の
一
類
型
で
、
通
常
は
水
面
を
見
せ
る
と
こ
ろ
に
砂
（
小
石
）
を
敷
き

詰
め
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
。

　

ま
た
同
日
、
阿
州
（
蜂
須
賀
斉
昌
）
屋
敷
で
花
瓶
と
砂
鉢
（
砂
物
用
の
器
）
を
拝
借
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
上
覧
時
に
用
い
る
器
が
江
戸
城
備
え
付
け
で
持
ち
出
せ
な
い
た
め
、
下
準

備
で
使
う
こ
と
を
想
定
し
た
措
置
で
あ
る
。
蜂
須
賀
は
阿
波
徳
島
藩
主
。
家
中
の
林
春
塘
は

池
坊
の
門
弟
で
、
藩
の
「
御
花
司
」
を
務
め
て
お
り
、
本
史
料
で
は
頻
繁
に
登
場
す
る
。

〔
閏
四
月
六
日　

立
花
上
覧
仰
付
〕

　

青
山
か
ら
服
部
を
通
じ
、
正
式
に
立
花
上
覧
の
命
が
通
知
さ
れ
、
書
付
も
渡
さ
れ
た
。
本

来
は
寺
社
奉
行
か
ら
直
接
通
知
さ
れ
る
が
、
今
回
は
青
山
が
多
忙
だ
っ
た
旨
の
注
記
が
あ
る
。

〔
閏
四
月
七
日　

手
伝
い
関
係
等
の
願
書
・
例
書
持
参
〕

　

門
弟
を
手
伝
い
の
た
め
連
れ
て
い
く
こ
と
の
願
書
、
用
意
し
て
ほ
し
い
品
々
に
つ
い
て
の

願
書
、
上
覧
前
日
の
下
指
に
つ
い
て
の
口
上
書
な
ど
を
提
出
。
込
藁
（
藁
を
束
ね
て
枝
を
挿

し
、
固
定
す
る
道
具
）
と
花
具
（
花
材
）
は
池
坊
側
で
準
備
す
る
と
い
う
。
下
指
は
本
史
料

で
は
下
組
と
も
記
さ
れ
、
下
準
備
の
こ
と
。
仮
に
器
に
挿
し
入
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
行
う
。

〔
閏
四
月
八
日　

瓶
数
書
付
〕

　

青
山
の
求
め
に
応
じ
、
上
覧
の
瓶
数
を
書
面
に
し
た
た
め
た
。
真
の
立
花
一
瓶
、
行
の
立

花
対
瓶
（
二
瓶
）
、
草
の
立
花
（
砂
物
）
一
瓶
の
計
四
瓶
。

〔
閏
四
月
一
八
日　

上
覧
日
通
知
〕

　

床
・
花
瓶
等
の
拝
見
許
可
（
同
月
一
二
日
）
に
続
き
、
上
覧
日
が
閏
四
月
二
四
日
に
決
ま

っ
た
と
い
う
書
付
を
服
部
か
ら
渡
さ
れ
た
。
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〔
閏
四
月
二
〇
日　

床
・
花
瓶
等
拝
見
〕

　

門
弟
二
名
を
連
れ
て
登
城
。
中
ノ
口
か
ら
御
殿
に
上
が
り
、
黒
書
院
溜
之
間
で
床
の
間
や

花
瓶
等
を
拝
見
。
竹
や
も
の
さ
し
な
ど
を
用
い
て
寸
法
を
測
っ
た
。
溜
之
間
の
図
が
描
か
れ
、

用
意
を
依
頼
し
た
寒
水
石
な
ど
が
部
屋
の
隅
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
脇
の
花
瓶

（
行
の
立
花
用
）
は
か
つ
て
耳
口
の
も
の
を
使
っ
て
い
た
が
、
こ
の
年
の
西
の
丸
の
火
事
で

失
わ
れ
た
た
め
、
丸
龍
の
花
瓶
に
変
更
さ
れ
た
。

〔
閏
四
月
二
三
日　

下
組
、
花
組
書
付
提
出
〕

　

門
弟
三
名
を
連
れ
て
登
城
し
、
中
ノ
口
か
ら
御
殿
に
上
が
っ
た
。
二
一
・
二
二
日
は
旅
宿

で
下
指
を
し
た
が
、
こ
の
日
は
上
覧
の
場
と
な
る
黒
書
院
溜
之
間
で
下
組
。
溜
之
間
の
図
に

は
、
水
で
畳
が
汚
れ
な
い
よ
う
に
毛
氈
を
敷
い
た
な
ど
の
注
記
が
あ
る
。
門
弟
の
一
人
川
合

専
助
は
遠
江
（
静
岡
県
）
の
人
で
、
上
覧
の
立
花
を
手
伝
う
た
め
に
江
戸
に
来
て
い
た
（
同

月
朔
日
）
。

　

下
組
終
了
後
、
料
理
を
下
さ
れ
た
。
家
元
の
先
例
の
場
所
は
医
者
溜
り
だ
っ
た
が
、
御
台

所
が
普
請
中
の
た
め
蘇
鉄
之
間
に
変
更
。
門
弟
は
先
例
の
御
台
所
か
ら
檜
之
間
廊
下
に
な
っ

た
。
花
組
の
書
付
（
使
用
し
た
花
材
の
名
を
書
き
出
し
た
も
の
）
は
、
一
二
日
に
あ
ら
ま
し

準
備
し
た
も
の
を
二
二
日
に
提
出
し
た
が
、
間
違
い
が
あ
っ
た
た
め
に
二
三
日
登
城
し
た
時

に
再
提
出
。
と
こ
ろ
が
ま
た
間
違
い
が
あ
っ
た
の
で
、
下
城
後
に
再
々
提
出
し
た
。

〔
閏
四
月
二
四
日　

立
花
上
覧
〕

　

門
弟
三
名
を
連
れ
て
登
城
し
、
中
ノ
口
か
ら
御
殿
に
上
が
っ
た
。
黒
書
院
溜
之
間
で
四
瓶

を
仕
上
げ
、
水
を
注
ぎ
、
砂
鉢
に
石
を
入
れ
た
。
こ
こ
で
も
溜
之
間
の
図
が
描
か
れ
て
お
り
、

真
・
行
の
立
花
計
三
瓶
が
床
の
間
に
、
砂
物
は
そ
の
左
手
前
に
向
き
を
九
〇
度
変
え
て
置
か

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
立
花
三
瓶
完
成
後
に
朝
の
料
理
を
、
砂
物
完
成
後
に
夕
の
料
理
を
下

さ
れ
た
。
場
所
は
下
組
の
時
と
同
じ
。

　

寺
社
奉
行
の
御
見
分
に
続
く
老
中
の
御
見
分
に
あ
た
っ
て
は
、
中
古
よ
り
池
坊
は
隣
の
竹

之
廊
下
に
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
青
山
の
取
り
計
ら
い
で
古
来
の
と
お
り
溜
之
間
に

着
座
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
御
坊
主
部
屋
で
控
え
て
い
る
と
、
上
覧
終
了
後
に

檜
之
間
に
入
っ
た
青
山
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、
花
を
奥
へ
移
動
す
る
の
で
し
ば
ら
く
待
つ
よ
う

に
言
わ
れ
た
。
専
明
と
門
弟
は
、
将
軍
が
立
花
を
見
る
場
に
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
。

花
が
奥
に
移
さ
れ
た
と
い
う
報
告
を
受
け
て
下
城
し
た
。

〔
閏
四
月
二
六
日　

御
褒
美
頂
戴
〕

　

呼
び
出
し
に
応
じ
て
青
山
宅
に
赴
き
、
褒
美
の
白
銀
一
〇
枚
を
頂
戴
し
た
。

●
そ
の
他

　

姫
路
藩
主
の
酒
井
雅
楽
頭
（
忠
孝
）
と
隠
居
の
鷺
山
（
忠
実
）
が
、
た
び
た
び
登
場
す
る
。

譜
代
大
名
の
酒
井
家
は
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
、
酒
井
忠
恭
が
前
橋
藩
主
・
大
坂
城
代

の
時
に
入
門
し
て
以
来
の
、
池
坊
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
だ
っ
た
。

　

大
名
関
連
で
は
、
大
和
柳
本
藩
主
・
織
田
大
和
守
（
信
陽
）
の
入
門
も
注
目
さ
れ
る
。
四

月
二
八
日
条
に
は
稽
古
を
希
望
し
て
い
る
と
殿
中
で
聞
い
た
こ
と
、
五
月
二
日
条
と
同
三
日

条
に
は
入
門
し
た
こ
と
と
、
織
田
邸
に
出
向
い
て
立
花
と
生
花
を
調
進
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。

　

専
明
は
五
月
一
〇
日
、
江
戸
在
中
の
門
弟
た
ち
と
盛
大
な
花
会
を
催
し
た
。
会
場
は
旅
宿

の
智
泉
院
に
加
え
、
向
か
い
の
料
理
茶
屋
・
伊
勢
太
も
借
用
し
た
。
閏
四
月
二
九
日
条
に
宣

伝
の
紙
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
「
立
花
生
花
惣
会
」
と
記
さ
れ
る
。
生
花
（
し
ょ
う
か
）

は
立
花
よ
り
簡
略
な
様
式
で
、
江
戸
時
代
中
期
に
成
立
し
、
当
時
人
気
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

ま
た
専
明
は
江
戸
滞
在
中
、
何
度
か
名
所
見
物
に
出
か
け
て
い
る
。
特
筆
す
べ
き
は
五
月

一
三
日
で
、
旅
宿
か
ら
近
い
鎧
の
渡
し
か
ら
船
に
乗
っ
て
利
根
川
（
現
・
旧
江
戸
川
）
の
妙

見
島
あ
た
り
ま
で
行
っ
て
い
る
。
当
時
の
江
戸
は
運
河
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
も
小

名
木
川
や
新
川
と
い
っ
た
運
河
を
経
由
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

【
注
】

（
1
） 

本
史
料
の
内
容
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
は
、
池
坊
中
央
研
究
所
編
「
四
十
一
世
専
明
宗
匠 

参
府
道
中
記
」
（
『
華
道
』
二
〇
〇
三
年
一
月
号
～
二
〇
〇
四
年
一
二
月
号
）
が
あ
る
。

（
（
） 

天
正
一
三
年
一
一
月
二
一
日
豊
臣
秀
吉
朱
印
状（
名
古
屋
市
博
物
館
編『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
二
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
。

（
3
） 
本
紀
要
所
収
の
拙
稿
「
江
戸
に
お
け
る
立
花
上
覧
の
歴
史
」
。

（
（
） 『
門
弟
仮
留
帳
』
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）
。

（
（
） 

天
保
九
年
に
は
閏
四
月
が
あ
る
の
で
、
約
二
ヵ
月
と
な
る
。

（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
池
坊
中
央
研
究
所
主
任
研
究
員
）
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研究ノート

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
、
京
都
の
六
角
堂
（
頂
法
寺
）
住
持
で
あ
る
華
道
家
元
池
坊

）
1
（

は
、
江
戸
に
お
い

て
将
軍
に
立
花
を
披
露
し
た
。
こ
れ
は
、
江
戸
前
期
の
大
名
邸
御
成
で
座
敷
飾
り
と
し
て
担

当
し
た
立
花
と
、
中
期
以
降
の
江
戸
城
に
お
け
る
立
花
上
覧
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
た
び
、

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
立
花
上
覧
に
関
す
る
史
料
が
翻
刻
さ
れ
た

）
（
（

の
を
機
に
、
池
坊
に

所
蔵
さ
れ
る
他
の
史
料
も
紹
介
し
つ
つ
、
歴
史
を
通
覧
す
る
こ
と
と
し
た
い

）
（
（

。

１　

大
名
邸
御
成
の
立
花

（
１
）
徳
川
一
門
へ
の
御
成

　

徳
川
家
康
が
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
江
戸
に
幕
府
を
開
く
と
、
江
戸
城
の
周
囲
に
は
大

名
屋
敷
が
次
々
と
建
て
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
屋
敷
に
対
し
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
末
期
か

ら
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
初
期
に
か
け
て
、
将
軍
と
正
嗣
（
秀
忠
将
軍
期
）
ま
た
は
将
軍
と

大
御
所
（
家
光
将
軍
期
）
に
よ
る
「
式
正
の
御
成
」
が
行
わ
れ
た
。
御
成
は
、
主
従
関
係
を

確
認
す
る
た
め
の
儀
礼
で
あ
り
、
室
町
幕
府
や
豊
臣
秀
吉
政
権
で
も
行
わ
れ
、
江
戸
幕
府
も

こ
れ
を
継
承
し
た

）
（
（

。

　

御
成
を
迎
え
る
側
に
は
、
周
到
な
準
備
が
必
要
と
さ
れ
た
。
御
成
専
用
の
建
物
の
造
営
に

加
え
、
内
部
の
設
え
（
座
敷
飾
り
）
に
も
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
、
そ
こ
に
池
坊
の
花
が
求
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
京
都
に
住
む
家
元
を
わ
ざ
わ
ざ
江
戸
ま
で
呼
び
寄
せ
る
大
名
は

限
定
さ
れ
る
。
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
徳
川
一
門
で
あ
ろ
う
。

　

い
わ
ゆ
る
御
三
家
（
尾
張
・
紀
伊
・
水
戸
）
の
家
格
形
成
に
は
、
御
成
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
。
藩
主
の
徳
川
義
直
・
頼
宣
・
頼
房
は
、
そ
れ
ぞ
れ
家
康
の
九
男
・
十
男
・
十
一

男
に
あ
た
り
、
屋
敷
は
江
戸
城
の
半
蔵
門
内
に
並
ん
で
建
っ
て
い
た
。

　

御
三
家
へ
の
御
成
は
ま
ず
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
二
月
、
尾
張
徳
川
邸
に
対
し
て
行
わ

れ
た
（
一
三
日
秀
忠
、
一
八
日
家
光
）
。
『
元
和
御
成
之
記
』
（
徳
川
美
術
館
蔵
）
に
よ
っ
て
、

茶
事
を
公
式
に
取
り
入
れ
た
「
数
寄
の
御
成
」
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
以
後
は
こ
れ
が
規

範
と
さ
れ
た
。
花
に
関
す
る
記
述
は
、
数
寄
屋
で
杵
折
形
花
入
、
御
成
書
院
で
胡
銅
の
花
器
、

御
広
間
で
耳
口
の
花
器
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
目
に
つ
く
が
、
池
坊
の
名
は
見
え
な
い
。

　

続
い
て
、
元
和
一
〇
年
（
一
六
二
四
）
正
月
、
紀
伊
徳
川
邸
へ
の
御
成
が
あ
っ
た
（
二
三

日
秀
忠
、
二
七
日
家
光

）
（
（

）
。
『
南
紀
徳
川
史
』
に
詳
細
が
記
さ
れ
て
お
り
、
数
寄
屋
で
秀
忠
自

ら
紅
梅
と
白
玉
椿
を
い
け
た
こ
と
、
御
広
間
の
床
に
は
薄
端
花
器
を
含
む
五
具
足
と
壺
花
瓶

一
対
が
飾
ら
れ
、
棚
の
下
に
は
砂
之
物
が
飾
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
が
、
注
目
さ
れ
る

の
は
、
御
成
書
院
の
床
飾
り
に
つ
い
て
「
二
幅
対
か
ん
さ
ん
十
徳　

か
ん
き
筆　

小
机
弐
つ　

朝
（
胡
）
銅
の
花
入
二
つ　

花
入
池
坊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
寒
山
拾
得
を
描

い
た
掛
軸
（
顔
輝
筆
）
二
幅
そ
れ
ぞ
れ
の
前
に
小
机
（
卓
）
が
置
か
れ
、
池
坊
が
対
の
立
花

研
究
ノ
ー
ト　

江
戸
に
お
け
る
立
花
上
覧
の
歴
史

細
川　

武
稔

【
要
旨
】

　

京
都
の
六
角
堂
（
頂
法
寺
）
住
持
で
あ
る
華
道
家
元
池
坊
は
、
江
戸
へ
赴
い
て
活
動
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
江
戸
前
期
に
は
、
徳
川
一
門
や
外
様
の
有
力
大
名
邸
へ
の
将
軍
の
御
成
に

お
い
て
、
座
敷
飾
り
と
し
て
の
立
花
を
担
当
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
、
門
弟
を
幕
府
の
御
用
の
た
め
江
戸
に
住
ま
わ
せ
た
が
、
そ
の
家
が
断
絶
し
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
江

戸
中
期
以
降
は
、
御
朱
印
御
改
や
継
目
御
礼
を
目
的
と
す
る
家
元
の
参
府
に
際
し
、
江
戸
城
で
立
花
を
上
覧
に
供
す
る
こ
と
が
恒
例
と
な
っ
た
。
池
坊
に
所
蔵
さ
れ
る
参
府
記
か
ら
は
、

黒
書
院
溜
之
間
で
立
花
・
砂
物
計
四
瓶
が
飾
ら
れ
た
こ
と
や
、
家
元
と
門
弟
、
幕
府
側
の
人
物
が
協
力
し
て
準
備
を
進
め
た
こ
と
な
ど
が
よ
く
わ
か
る
。
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「江戸における立花上覧の歴史」（細川）

を
た
て
た
の
で
あ
る
。

　

同
年
二
月
に
は
、
水
戸
徳
川
邸
へ
御
成
が
あ
っ
た
（
六
日
秀
忠
、
十
日
家
光
）
。
『
徳
川
家

光
水
戸
邸
御
成
飾
図
』（
徳
川
美
術
館
蔵
）
が
あ
り
、
花
が
飾
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

池
坊
の
関
与
は
確
認
で
き
な
い
。

　

当
時
の
家
元
は
、
立
花
を
大
成
し
た
池
坊
専
好
（
二
代
）
で
あ
る

）
6
（

。
専
好
の
立
花
図
は

二
〇
〇
種
類
以
上
残
っ
て
お
り
、
最
も
早
い
の
は
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
五
月
四
日
、
京

都
・
竹
内
門
跡
（
曼
殊
院
）
で
た
て
た
立
花
で
あ
る
。
専
好
が
本
格
的
に
名
声
を
得
る
の
は
、

寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
の
七
夕
に
参
内
し
て
立
花
を
た
て
、
後
水
尾
天
皇
の
寵
愛
を
受
け

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
が
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
紀
伊
徳
川
邸
で
花
を
た
て
て
い
た
と
す
れ

ば
、
興
味
深
い
。

　

御
三
家
以
外
で
は
、
家
光
の
弟
・
徳
川
忠
長
が
重
要
人
物
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
池
坊
に

は
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
一
二
月
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
次
の
文
書
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
触
状
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
、
写
真
１
）

甲
斐
中
納
言
様
為
御
用
、
池
坊
被
罷
下
候
之
間
、
御
定
之
駄
賃
銭
令
取
、
馬
四
疋
可

遣
候
、
由
断
あ
る
ま
し
き
者
也
、

極
子

月
十
三
日　

板
周
防
（
印
）

京
都
ゟ

江
戸
迄

大
宿
中
年
寄

　

文
中
の
甲
斐
中
納
言
が
忠
長
で
、
こ
の
年
国
替
え
と
な
り
、
の
ち
に
駿
河
大
納
言
と
称
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
文
書
の
内
容
は
、
江
戸
へ
下
向
す
る
池
坊
に
配
慮
す
る
よ
う
、
街
道
の

宿
場
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
翌
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
二
月
五
日
に
秀
忠
、
一
二
日
に

家
光
の
忠
長
邸
へ
の
御
成
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
忠
長
の
「
御
用
」
と
は
、
御
成

を
迎
え
る
座
敷
飾
り
と
し
て
の
立
花
を
た
て
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
忠
長
邸
は
、
江
戸
城
北
の

丸
に
あ
っ
た
。

（
２
）
前
田
家
・
島
津
家
へ
の
御
成

　

寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
四
月
、
加
賀
前
田
家
下
屋
敷
（
本
郷
邸
）
へ
御
成
が
あ
っ
た
（
二
六

日
家
光
、
二
九
日
秀
忠

）
7
（

）
。
藩
主
は
前
田
利
常
で
、
御
成
が
屋
敷
整
備
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　

『
東
武
実
録
』
に
は
、
大
広
間
の
座
敷
飾
り
と
し
て
「
一
、
三
幅
一
対　

一
、
花
瓶　

花
は

池
の
坊
立
る
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
数
寄
屋
に
は
胡
銅
の
柑
子
口
の
花
器
が
置
か
れ
、

白
書
院
の
棚
に
は
砂
之
物
が
飾
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
『
将
軍
様
相
国
様
御
成
之
次
第
』
（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
黒
書

院
の
「
次
ノ
床
」
に
「
う
す
は
た
ニ
花
入 

作
池
房
」
が
飾
ら
れ
た

）
（
（

。
「
う
す
は
た
（
薄
端
）
」

と
は
、
口
の
部
分
が
薄
く
広
く
な
っ
て
い
る
花
器
の
こ
と
で
、
専
好
が
好
ん
で
用
い
た
。

　

外
様
大
名
の
石
高
で
前
田
家
に
次
ぐ
の
が
、
薩
摩
島
津
家
で
あ
る
。
そ
の
上
屋
敷
（
桜
田

邸
）
へ
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
四
月
、
御
成
が
あ
っ
た
（
一
八
日
家
光
、
二
一
日
秀
忠
）
。

藩
主
は
島
津
家
久
で
、
『
旧
記
雑
録
』
所
収
の
「
中
納
言
家
久
公
江

御
成
之
記
」
、
島
津
家
文

書
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵

）
（
（

）
、
『
御
数
寄
御
成
記
』
（
尚
古
集
成
館
蔵

）
10
（

）
、
な
ど
、
関
連
史

料
が
豊
富
に
残
っ
て
い
る
。
花
に
関
す
る
事
項
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

ま
ず
数
寄
屋
で
は
、
家
光
が
イ
チ
ハ
ツ
と
岩
藤
を
、
秀
忠
が
百
合
草
と
鉄
線
花
を
い
け
た
。

こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
茶
花
で
、
家
康
も
嗜
ん
で
い
た
と
い
う

）
11
（

。
そ
し
て
御
寝
殿
（
御
成
書
院
）

の
上
壇
の
床
に
は
、
池
坊
が
立
花
一
対
を
た
て
た
。
さ
ら
に
御
会
所
（
御
広
間
）
の
上
壇
の

床
に
、
池
坊
が
立
花
一
対
を
た
て
、
同
四
之
間
の
床
に
も
立
花
一
対
が
飾
ら
れ
た
。
立
花
は

数
多
く
の
枝
を
用
い
て
大
自
然
の
姿
を
表
現
す
る
様
式
で
あ
り
、
茶
花
と
は
異
な
り
専
門
家

に
依
頼
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

立
花
の
花
材
に
つ
い
て
も
記
述
が
あ
り
、
例
え
ば
御
寝
殿
上
壇
の
立
花
は
、
『
御
数
寄
御

成
記
』
の
座
敷
飾
り
絵
図
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
左
（
向
か
っ
て
右
）
は
初
日
・
後
日
と
も
に
松
、

右
（
向
か
っ
て
左
）
は
初
日
松
・
後
日
竹
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
初
日
は
家
光
、
後
日
は

秀
忠
の
御
成
を
指
し
、
花
材
に
変
化
を
付
け
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
（
た
だ
し
、『
旧
記
雑
録
』

は
こ
の
変
化
に
言
及
し
な
い
）
。
な
お
、こ
の
場
合
の
松
や
竹
は
、
真
（
心
と
も
書
く
）と
い
う
、

立
花
の
中
心
と
な
る
い
ち
ば
ん
高
い
枝
の
花
材
で
あ
る
。

　

ま
た
『
旧
記
雑
録
』
に
よ
れ
ば
、
池
坊
に
銀
子
五
十
枚
と
小
袖
三
、
池
坊
弟
子
の
大
坂
屋
藤

兵
衛
尉
と
玄
碩
に
そ
れ
ぞ
れ
袷
壱
・
帷
子
壱
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
専
好
本
人
が

江
戸
へ
下
向
し
た
こ
と
は
確
実
で
、
池
坊
に
伝
わ
る
島
津
家
久
の
礼
状
も
そ
れ
を
補
強
す
る
。

島
津
家
久
書
状
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
、
写
真
２
）

今
度
者
就　

御
成
、
遠
境
迄
下
向
御
労
煩
之
段
、
難
申
盡
候
、
花
共
別
而
致
出
来
、

彼
是
首
尾
無
残
所
相
調
、
満
足
不
過
之
候
、
仍
銀
子
五
十
枚
・
小
袖
三
進
之
候
、
誠

表
祝
儀
計
候
、
猶
上
洛
前
以
面
心
静
可
申
談
候
、
恐
々
謹
言
、
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研究ノート

卯
月
廿
八
日　
　
　
　
　

家
久
（
花
押
）

　

「
（
捻
封
ウ
ハ
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

松
薩
摩
守

家
久

池
坊　

床
下　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

寛
永
六
年
と
同
七
年
は
、
専
好
が
京
都
で
た
て
た
立
花
の
図
が
多
く
残
っ
て
い
る
が
、
そ

の
日
付
を
見
る
と
、
前
田
家
と
島
津
家
へ
の
御
成
と
そ
の
前
後
は
空
白
期
間
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
時
期
の
江
戸
で
の
本
格
的
な
立
花
図
が
残
っ
て
い
な
い
（
『
御
数
寄
御
成
記
』
の
座
敷

飾
り
絵
図
の
立
花
は
簡
略
な
も
の
）
の
は
、
京
都
で
立
花
を
描
か
せ
て
い
た
絵
師
を
連
れ
て

い
け
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

（
３
）
江
戸
在
住
の
御
用
立
花
師

　

御
成
を
迎
え
る
立
花
を
た
び
た
び
た
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
に
お
け
る
池
坊
の
評
価

は
高
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
家
元
が
頻
繁
に
江
戸
へ
下
向
す
る
の
が
難
し
い
こ
と
に
変
わ

り
は
な
か
っ
た
。
京
都
の
寺
院
の
住
持
で
あ
る
以
上
、
絵
画
の
狩
野
派
の
よ
う
に
江
戸
に
移

住
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
将
軍
の
御
用
を
務
め
る
た
め
に
弟

子
を
江
戸
に
置
く
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
成
立
の
「
池
坊
立
花
正

統
系
図
」
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）
の
専
好
の
と
こ
ろ
に
、
関
係
す
る
記
述
が
あ
る
。

寛
永
十
八
〈
月
日
不
知
〉
下
東
武
拝
謝
家
光
大
君
、
（
中
略
）
家
光
大
君
下
命
曰
、

門
弟
子
撰
花
法
精
者
而
使
仕
、
則
以
岡
西
卜
立
〈
初
名
八
兵
衛
、
専
朝
（
専
好
）
家
僕
、
〉

入
仕
東
武
、
賜
禄
十
人
扶
持
、
為
御
茶
道
並
、
子
孫
相
続
仕
東
武
、

　

寛
永
一
八
年
（
一
六
四
一
）
、
専
好
が
江
戸
城
で
家
光
と
対
面
し
、
門
弟
の
う
ち
一
人
を

江
戸
に
置
く
よ
う
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
が
史
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
現
時
点
で
は

不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
選
ば
れ
た
と
さ
れ
る
岡
西
卜
立
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か

史
料
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
池
坊
の
高
弟
で
あ
る
安
立
坊
周
玉
の
系
譜
『
ふ
』（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）
は
、

延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
か
ら
江
戸
に
一
年
間
滞
在
し
た
周
玉
に
つ
い
て
、
「
寓
居
ハ
木
立

か
舘
な
り
」
と
記
す
。
木
立
は
卜
立
と
音
が
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
岡
西
家
の
当
主
と

考
え
た
い
。
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
刊
行
の
『
古
今
立
花
集

）
1（
（

』
に
、「
江
戸　

中
西
木
立
」

の
立
花
図
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
中
西
は
岡
西
の
誤
り
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

花
の
御
用
に
つ
い
て
は
、
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
三
月
、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
尾

張
徳
川
家
麹
町
邸
御
成
の
記
録
「
御
成
御
殿
御
床
御
棚
御
餝
之
図
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）

が
あ
る

）
1（
（

。
二
つ
の
建
物
の
座
敷
飾
り
の
図
に
、
次
の
よ
う
な
文
字
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

〔
表
御
書
院
御
餝
之
図
〕 

 

　

〔
奥
御
小
座
敷
御
餝
之
図
〕

銀
花
瓶
一
対  

 
 

御
拝
領

　

花
林
花
台  

 
 

　

銀
御
花
生　

花
林
花
台

立
花 

 
 

 

　
　

花
杜
若　

岡
西
松
立
生
之

　

岡
西
木
立

　

岡
西
松
立　

建
之

　

こ
こ
で
は
、
表
御
書
院
に
木
立
と
松
立
が
一
対
の
立
花
を
た
て
た
の
に
加
え
、
奥
御
小
座

敷
に
松
立
が
杜
若
を
い
け
て
い
る
。
松
立
は
木
立
の
後
継
者
で
あ
ろ
う
か
。
立
花
が
「
建
之
」

と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
杜
若
は
「
生
之
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
内
向
き
の
部
屋
に
ふ
さ
わ

し
い
軽
や
か
な
花
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
花
は
、
池
坊
で
は
こ
の
後
「
生
花

（
し
ょ
う
か
）
」
と
い
う
様
式
に
発
展
し
て
い
く
。

　

さ
ら
に
、
池
坊
の
門
弟
の
記
録
『
第
二
永
代
門
弟
帳
』
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）
に

は
、
岡
西
卜
立
が
入
門
を
取
り
次
い
だ
人
物
と
し
て
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
一
二
月
三

日
に
甲
府
藩
主
柳
沢
吉
里
の
近
習
衆
が
、
同
七
年
（
一
七
二
二
）
一
一
月
朔
日
に
銀
座
役
人

が
、
同
八
年
（
一
七
二
三
）
二
月
二
九
日
に
中
津
藩
主
奥
平
昌
成
の
御
内
が
見
え
る
。
す
べ

て
江
戸
在
住
の
人
物
と
考
え
て
問
題
な
い
。

　

そ
の
後
の
卜
立
に
つ
い
て
は
、
「
元
文
年
中　

卜
立
跡
一
件
」
と
題
さ
れ
た
文
書
群
（
華

道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）
が
あ
り
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
三
月
、
跡
継
ぎ
の
男
子
が
不

在
の
ま
ま
当
主
が
急
逝
し
た
た
め
、
五
代
続
い
た
岡
西
家
は
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
池
坊
は
こ
の
事
態
を
受
け
、
門
弟
の
う
ち
一
人
を
「
御
立
花
御
用
達
人
」
に
採
用
し

て
ほ
し
い
と
要
望
し
た
が
、
実
現
し
な
か
っ
た
ら
し
い

）
1（
（

。

２　

延
享
三
年
の
立
花
上
覧

（
１
）
池
坊
の
参
府

　

華
道
家
元
池
坊
総
務
所
は
、
家
元
の
参
府
（
江
戸
へ
の
下
向
）
に
つ
い
て
記
し
た
冊
子
形

態
の
記
録
（
参
府
記
）
を
七
種
類
所
蔵
し
て
い
る
。
本
稿
で
用
い
る
略
称
（
家
元
の
名
に
基
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「江戸における立花上覧の歴史」（細川）

殿
被
為
達
、
御
口
上
、
池
坊
今
度
御
朱
印
御
改
ニ

付
参
府
せ
ら
れ
た
、
就
夫
立
花
を

上
覧
あ
ら
ふ
と
仰
せ
ら
る
ゝ
、
委
細
ハ
役
人
共
ゟ
申
達
す
る
で
あ
ら
ふ
と
直
ニ

御
申

わ
た
し
有
之
候
、

　

こ
れ
を
受
け
て
翌
一
二
日
、
池
坊
か
ら
立
花
上
覧
の
願
書
を
提
出
し
た
。

「
専
純
②
」
五
月
一
二
日
条

　
　
　

乍
恐
口
上
書

一
、
此
度
参
府
仕
候
ニ

付
、
私
家
之
立
花
奉
入

上
覧
度
奉
存
候
、
立
花
真
草
行
ニ

式
法
相
定
り

御
座
候
、
直
真
之
立
花
ヲ

真
之
立
花

与

申
、
砂
之
物
を
草
与

申
、
除
真
之
立
花
を
行
与

申
候
、
（
中
略
）
立
花
ハ
日
数
三

日
程
用
意
仕
候
得
者
、
四
日
目
ニ

者
立
花
相
勤
り

申
候
、
砂
之
物
茂
瓶
与

申
候
、
立

花
ニ
而

も
砂
物
ニ
而

茂
、
一
時
斗
隙
取
申
候
、
御
床
・
御
花
瓶
・
御
花
台
拝
見
仕
度

奉
存
候
、
其
品
々
ニ

よ
り
相
心
得
之
儀
茂
御
座
候
、
以
上
、

延
享
三
年
寅
五
月　
　
　

京
都
六
角
堂
頂
法
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

池
坊　

印

寺
社
御
奉
行
所

　

こ
こ
に
は
、
立
花
に
は
真
（
直
真
の
立
花
）
・
草
（
砂
物
）
・
行
（
除
真
の
立
花
）
が
あ
る

こ
と
、
上
覧
に
あ
た
っ
て
三
日
の
準
備
期
間
が
欲
し
い
こ
と
、
事
前
に
床
・
花
瓶
・
花
台
を

拝
見
し
た
い
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
直
真
と
は
中
央
の
真
の
枝
が
ま
っ
す
ぐ
な
こ
と
、

除
真
と
は
そ
れ
が
曲
が
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
砂
物
（
砂
之
物
）
と
は
、
通
常
は
水
面
を

見
せ
る
と
こ
ろ
に
砂
（
小
石
）
を
敷
き
詰
め
る
こ
と
に
よ
る
名
称
で
、
横
長
の
構
成
を
と
る
。

専
純
は
翌
一
三
日
、
江
戸
在
住
の
門
弟
・
谷
村
三
祝
を
訪
ね
て
砂
物
用
の
晒
木

）
1（
（

を
見
立
て
て

お
り
、
こ
こ
か
ら
準
備
を
本
格
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

幕
府
側
の
窓
口
は
、
同
月
一
五
日
に
同
じ
寺
社
奉
行
の
大
岡
忠
相
に
変
更
さ
れ
、
一
六
日

に
床
・
花
瓶
等
を
拝
見
、
一
八
日
に
立
花
上
覧
と
い
う
日
程
が
決
ま
っ
て
い
っ
た
。
花
瓶
は

江
戸
城
に
あ
る
も
の
を
使
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
砂
鉢
（
砂
物
用
の
器
）
の
下
栖
板

）
16
（

以

外
は
持
ち
出
し
禁
止
だ
っ
た
た
め
、
立
花
を
飾
る
床
の
間
と
と
も
に
確
認
す
る
こ
と
に
は
重

要
な
意
味
が
あ
っ
た
。
な
お
、
拝
見
に
際
し
谷
村
三
祝
を
同
行
さ
せ
て
い
る
。

　

上
覧
に
供
さ
れ
た
の
は
、
真
の
立
花
一
瓶
・
行
の
立
花
二
瓶
・
草
の
立
花
（
砂
物
）
一
瓶

の
計
四
瓶
で
、
場
所
は
本
丸
御
殿
黒
書
院
の
溜
之
間
が
指
定
さ
れ
た
。

づ
く
）
と
と
も
に
次
に
掲
げ
る
。

享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
） 

「
専
純
継
目
御
礼
勤
方
」
（
「
専
純
①
」
）

延
享
三
年
（
一
七
四
六
）　

 

「
立
花
上
覧
并
御
代
替
御
礼
之
記
録
」
（
「
専
純
②
」
、
写
真
３
）

宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
） 

「
参
府
之
記
録
」
（
「
専
意
」
）

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）   

「
出
府
日
記
控
」
（
「
専
弘
」
）

寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）   

「
専
定
様
御
参
府
」
（
「
専
定
」
）

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）   
「
江
府
諸
礼
御
控
」
（
「
専
明
①
」
）

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）　

 

「
御
朱
印
御
改
御
代
替
御
礼
参
府
記
」
（
「
専
明
②
」
）

　

重
要
事
項
に
つ
い
て
は
、
【
家
元
の
参
府
記 

一
覧
表
】
に
ま
と
め
た
。
家
元
が
参
府
す
る

目
的
は
、
六
角
堂
住
持
継
承
に
あ
た
っ
て
の
「
継
目
御
礼
」
ま
た
は
新
将
軍
就
任
に
あ
た
っ

て
の
「
御
朱
印
御
改
」
で
、
後
者
に
は
「
御
代
替
御
礼
」
が
付
属
し
た
。
六
角
堂
は
、
将
軍

名
義
の
朱
印
状
で
一
石
の
領
地
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
将
軍
の
代
替
わ
り
ご
と
に
朱
印

状
を
更
新
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
宝
暦
一
一
年
専
意
の
参
府
の
み
、
「
継
目
御
礼
」
「
御
朱
印

御
改
」
両
方
の
目
的
を
兼
ね
て
い
た
。

　

池
坊
専
純
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
で
一
度
ず
つ
参
府
し
て
い
る
。
一
回
目
は
享
保
一
一
年
、

継
目
御
礼
の
た
め
で
（
「
専
純
①
」
）
、
江
戸
で
は
京
橋
銀
座
三
丁
目
の
岡
西
卜
立
邸
に
滞
在

し
た
。
卜
立
邸
で
は
江
戸
の
門
弟
た
ち
が
参
加
す
る
花
会
も
催
さ
れ
た
が
、
専
純
の
花
が
将

軍
に
披
露
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

（
２
）
急
遽
実
現
し
た
立
花
上
覧
（
池
坊
専
純
）

　

専
純
の
二
回
目
の
参
府
は
延
享
三
年
、
御
朱
印
御
改
の
た
め
で
あ
っ
た
（
「
専
純
②
」
）
。

一
回
目
の
後
に
岡
西
家
が
断
絶
し
た
た
め
、
以
降
は
旅
宿
を
他
に
求
め
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
一
回
目
に
は
な
か
っ
た
立
花
上
覧
が
実
現
す
る
。
『
徳
川
実
紀
』
延
享
三
年
五

月
一
八
日
条
に
、
「
京
六
角
堂
頂
法
寺
池
坊
専
純
を
黒
木
書
院
に
め
し
出
て
、
立
花
の
わ
ざ

を
な
さ
し
め
ら
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
上
覧
は
、
当
初
の
予
定
に
は
な
い
も
の
だ
っ
た
。
専
純
は
五
月
一
一
日
、
寺
社
奉
行

松
平
武
元
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、
立
花
を
見
る
と
い
う
将
軍
徳
川
家
重
の
意
向
を
伝
え
ら
れ
た
。

「
専
純
②
」
五
月
一
一
日
条

早
速
主
計
頭
殿
江

参
候
処
、
山
口
佐
太
夫
と
申
役
人
被
出
逢
、
立
花
ニ

真
行
草
と
申
有

之
哉
と
被
申
、
立
花
拵
様
之
事
な
ど
被
相
尋
候
上
ニ
而

、
奥
之
間
へ

通
さ
れ
、
主
計
頭
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当
時
の
老
中
首
座
で
姫
路
藩
主
の
酒
井
忠
恭
は
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
入
門
し
た

池
坊
の
門
弟
だ
っ
た

）
17
（

。
大
名
本
人
が
入
門
し
た
例
と
し
て
は
、
最
も
早
い
部
類
に
属
す
る
。

忠
恭
は
江
戸
城
大
手
門
前
の
酒
井
家
上
屋
敷
へ
専
純
を
招
き
、
城
内
の
世
話
役
と
し
て
同
朋

頭
と
御
数
寄
屋
頭
を
専
純
に
紹
介
し
た
。

「
専
純
②
」
五
月
一
五
日
条

大
手
向
左
角
御
屋
敷
酒
井
雅
楽
頭
殿
へ

兼
日
ゟ
御
招
ニ

而
、
対
之
立
花
致
持
参
候
、
雅

楽
頭
殿
御
懇
意
之
思
召
ニ

而
、
御
城
堂
坊
頭
原
田
順
阿
弥
・
御
数
寄
屋
頭
谷
村
三
育

右
両
人
其
日
被
召
寄
、
此
方
と
ち
か
づ
き
ニ

御
前
ニ

而
直
ニ

御
引
合
せ

被
下
、
十
六
日
・

十
八
日
池
坊
御
城
江

上
り
候
而
案
内
之
儀
手
つ
だ
い
等
委
細
右
両
人
へ

雅
楽
殿
池
坊
同

席
ニ

而
御
頼
被
下
、

　

床
・
花
瓶
等
拝
見
の
日
と
上
覧
当
日
、
専
純
と
門
弟
は
中
之
口
か
ら
御
殿
に
上
が
っ
た
が
、

こ
れ
は
紹
介
さ
れ
た
二
名
の
、
玄
関
か
ら
上
が
る
の
は
「
万
事
勝
手
悪
敷
候
」
と
い
う
意
見

に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
忠
恭
は
、
立
花
は
二
、
三
日
間
城
内
に
置
か
れ
る
の
で
、
弱
い
草
木
は
用

い
な
い
よ
う
に
な
ど
、
門
弟
ら
し
い
助
言
も
し
て
い
る
。
岡
西
卜
立
の
先
例
を
知
っ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
花
の
下
指

）
1（
（

は
、
真
と
行
の
立
花
に
つ
い
て
は
専
純
の
旅
宿
で
行

わ
れ
た
が
、
砂
物
は
酒
井
家
上
屋
敷
の
鑓
之
間
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
上
覧
当
日
の
一
八

日
に
は
、
専
純
は
そ
の
屋
敷
で
準
備
を
整
え
、
長
持
に
「
立
花
御
用　

京
六
角
堂
池
坊
」
と

書
い
た
紙
を
貼
り
付
け
て
登
城
し
た
。
手
伝
い
の
門
弟
二
名
（
谷
村
三
祝
と
京
都
か
ら
随
行

し
た
川
井
武
左
衛
門
）
の
同
行
が
認
め
ら
れ
た
の
も
、
忠
恭
の
取
り
計
ら
い
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　

溜
之
間
で
は
、
真
と
行
の
立
花
計
三
瓶
は
床
に
置
か
れ
た
花
台
に
、
砂
物
は
床
の
右
手
（
向

か
っ
て
左
）
の
畳
に
ま
ず
台
を
置
き
、
そ
れ
に
重
ね
て
置
か
れ
た
花
台
に
飾
ら
れ
た
。
砂
物

の
花
台
に
は
葵
の
御
紋
が
付
い
て
お
り
、
砂
は
備
後
の
水
晶
石
が
用
い
ら
れ
た
。

　

専
純
と
門
弟
は
六
ツ
半
時
よ
り
作
業
に
取
り
掛
か
り
、
御
扈
従
衆
や
御
側
衆
が
見
物
す
る

中
、
朝
飯
を
辞
退
す
る
な
ど
し
て
急
い
だ
結
果
、
五
ツ
半
時
過
ぎ
に
四
瓶
を
完
成
さ
せ
た
。

そ
の
後
、
専
純
と
門
弟
は
波
之
間
で
休
息
・
待
機
し
、
専
純
は
医
者
之
間
、
門
弟
は
上
台
所

で
料
理
を
頂
戴
し
た
。

　

続
い
て
、
老
中
と
若
年
寄
の
内
覧
の
場
に
専
純
が
呼
ば
れ
、
こ
の
後
上
覧
が
あ
る
の
で
、

花
瓶
の
水
を
替
え
、
花
に
露
を
打
つ
よ
う
に
と
忠
恭
か
ら
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
も
門
弟
な
ら

で
は
の
助
言
で
あ
る
。
そ
の
後
再
び
波
之
間
で
待
機
し
て
い
る
間
、
四
ツ
半
時
ご
ろ
か
ら
九

ツ
時
過
ぎ
ま
で
上
覧
が
あ
っ
た
。
専
純
と
門
弟
は
同
席
を
許
さ
れ
て
い
な
い
。
上
覧
終
了
後
、

専
純
と
門
弟
は
溜
之
間
に
呼
ば
れ
、
立
花
が
上
意
に
叶
っ
た
こ
と
、
大
御
所
（
徳
川
吉
宗
）

に
見
せ
る
た
め
四
瓶
と
も
に
西
の
丸
へ
移
す
こ
と
を
忠
恭
か
ら
告
げ
ら
れ
た
。
西
の
丸
へ
は

谷
村
三
祝
が
付
き
添
い
、
専
純
は
川
井
武
左
衛
門
と
と
も
に
下
城
し
た
。

　

な
お
、
上
覧
終
了
後
に
若
年
寄
か
ら
「
花
形
次
第
之
書
付
」
を
求
め
ら
れ
、
そ
の
場
で
専

純
が
「
七
ツ
道
具
・
あ
い
し
ら
い
の
し
な
〳
〵
・
木
と
め
・
草
と
め
迄
」
を
書
い
た
と
い
う
。

こ
れ
は
、
使
用
し
た
花
材
す
べ
て
を
書
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
七
ツ
道
具
と
は
、
立
花
の

主
な
構
成
要
素
（
役
枝
）
で
あ
る
真
・
副
・
請
・
正
真
・
見
越
・
前
置
・
流
枝
を
指
し
、
胴
・

控
を
加
え
て
七
九
の
道
具
と
も
呼
ぶ
。

　

そ
の
後
、
同
月
二
九
日
に
大
岡
宅
で
御
褒
美
と
し
て
白
銀
一
〇
枚
を
頂
戴
し
た
。
ま
た
、

池
坊
は
継
目
御
礼
を
欠
か
さ
ず
行
っ
て
い
る
一
方
、
御
代
替
御
礼
は
途
絶
え
て
い
る
と
し
て
、

こ
れ
を
申
請
し
て
六
月
一
日
に
実
現
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
時
の
四
瓶
を
描
い
た
絵
図
が
池
坊
に
伝
わ
っ
て
い
る
が
（
口
絵
「
関
東
台
覧

立
花
砂
之
物
図
」
）
、
き
っ
か
け
は
吉
宗
の
命
で
あ
っ
た
。

「
専
純
②
」
五
月
一
八
日
条

夜
ニ

入
、
谷
村
三
祝
旅
宿
へ

参
候
而
申
候
ニ

者
、
今
日
谷
村
三
育
へ

小
笠
原
石
見
守
殿

仰
ニ

、
今
日
之
立
花
西
御
丸
へ

上
り

、
大
御
所
様
ニ

茂
被
為
遊　

上
覧
候
処
、
甚
上
意
ニ

相
叶
、
至
極
首
尾
好
候
間
、
此
段
池
坊
へ

申
聞
せ
候
様
ニ

と
被
仰
、
且
亦
今
日
相
勤
候

立
花
・
砂
物
絵
図
ニ

仕
差
上
候
様
ニ

と
被
仰
付
候
間
、
是
又
池
坊
へ

申
聞
、
早
々
差
上

候
様
ニ

と
石
見
守
殿
三
育
へ

被
仰
付
候
故
、
右
申
入
候
と
三
祝
申
候
故
、
先
御
請
申
、

三
祝
ヲ

返
シ

申
候
、

「
専
純
②
」
七
月
一
五
日
条

先
達
而

江
戸
表
ニ
而

被　

仰
付
候
上
覧
之
立
花
・
砂
物
絵
図
、
武
左
衛
門
相
認
懸
り

申
候
、

極
上
之
絹
幅
壱
尺
三
寸
余
之
絵
絹
地
、
た
け
六
尺
余
り
ニ

、
右
立
花
・
砂
物
四
瓶
之
図

認
さ
せ
候
、
其
図
控
別
ニ

有
、

　

吉
宗
が
立
花
を
絵
図
に
し
て
献
上
す
る
よ
う
に
命
じ
た
の
に
対
し
、
川
井
武
左
衛
門
が
京

都
に
戻
っ
て
か
ら
描
き
、
献
上
し
た
の
で
あ
る
。
池
坊
に
伝
わ
る
の
は
そ
の
控
と
い
う
こ
と
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に
な
る
。
真
の
枝
の
花
材
は
、
真
の
立
花
が
緑
松
（
若
松
）
、
行
の
立
花
が
檜
、
砂
物
は
老

松
で
あ
っ
た
。

３　

恒
例
化
し
た
立
花
上
覧

　

専
意
以
降
の
立
花
上
覧
に
つ
い
て
も
、
専
明
の
文
政
五
年
以
外
は
『
徳
川
実
紀
』
『
続
徳

川
実
紀
』
に
載
っ
て
い
る

）
1（
（

。
以
下
、
池
坊
側
の
記
録
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

（
１
）
宝
暦
一
一
年
の
立
花
上
覧
（
池
坊
専
意
）

　

「
専
意
」
は
、
単
純
な
時
系
列
順
に
記
す
の
で
は
な
く
、
目
的
別
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の

で
わ
か
り
や
す
い
。
こ
の
時
以
降
、
【
家
元
の
参
府
記　

一
覧
表
】
に
挙
げ
た
立
花
上
覧
に

関
す
る
事
項
が
恒
例
化
す
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
即
し
て
説
明
す
る
。

〔
四
月
二
日　

寺
社
奉
行
に
願
出
〕
月
番
の
寺
社
奉
行
の
屋
敷
に
参
上
し
、
立
花
上
覧
の
願
書
・

先
例
書
・
京
都
町
奉
行
か
ら
の
添
状
を
提
出
。

専
意
は
京
都
出
立
前
、
京
都
町
奉
行
に
対
し
、
専
純
が
江
戸
逗
留
中
に
立
花
上
覧
を
命

じ
ら
れ
た
旨
報
告
し
、
今
回
は
「
拙
僧
在
府
中
立
花　

上
覧
之
儀
御
沙
汰
無
御
座
候
者
、
寺

社
御
奉
行
衆
へ

御
窺
申
上
度
奉
存
候
」
、
す
な
わ
ち
、
上
覧
の
沙
汰
が
な
い
場
合
は
池
坊
側

か
ら
寺
社
奉
行
に
願
い
出
た
い
と
述
べ
、
了
承
を
得
た
う
え
で
添
状
も
獲
得
し
て
い
た
。
上

覧
を
恒
例
に
し
た
い
と
い
う
強
い
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
江
戸
到
着
後
一
ヵ
月
以

上
経
過
し
て
も
沙
汰
が
な
か
っ
た
の
で
、
御
代
替
御
礼
の
翌
日
に
願
い
出
た
の
で
あ
る
。

〔
四
月
二
六
日　

立
花
上
覧
仰
付
〕
寺
社
奉
行
の
屋
敷
へ
参
上
し
、
将
軍
か
ら
立
花
上
覧
の

命
が
下
さ
れ
た
こ
と
の
通
知
を
受
け
る
。

〔
五
月
七
日　

上
覧
日
通
知
〕
寺
社
奉
行
の
屋
敷
へ
参
上
し
、
上
覧
日
が
決
ま
っ
た
こ
と
の

通
知
を
受
け
る
。

　

右
の
二
種
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
寺
社
奉
行
本
人
が
行
う
の
が
基
本
だ
っ
た
が
、
役
人
が

対
応
し
た
例
も
あ
る
。
ま
た
、
通
知
内
容
を
記
し
た
書
付
の
交
付
が
、
上
覧
仰
付
に
つ
い
て

は
「
専
弘
」
か
ら
、
上
覧
日
に
つ
い
て
は
「
専
意
」
か
ら
確
認
で
き
る
。

〔
五
月
一
四
日　

床
・
花
瓶
等
拝
見
〕
手
伝
い
の
門
弟
一
名
（
の
ち
に
増
員
）
を
連
れ
て
登
城
。

黒
書
院
溜
之
間
で
床
・
花
瓶
・
砂
鉢
・
花
台
な
ど
を
拝
見
し
、
寸
法
を
測
定
す
る
。

　

御
殿
へ
上
が
る
場
所
は
、
下
組
・
上
覧
当
日
を
含
め
、
専
意
は
玄
関
、
門
弟
は
中
之
口
だ

っ
た
。
家
元
が
立
花
上
覧
関
係
で
玄
関
か
ら
上
が
っ
た
の
は
こ
の
時
だ
け
で
、
他
の
参
府
記

で
は
中
之
口
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
継
目
御
礼
と
御
代
替
御
礼
で
は
玄
関
か
ら
上
が
っ
て

い
る
。

〔
五
月
一
七
日　

下
組
〕
手
伝
い
の
門
弟
二
名
（
の
ち
に
増
員
）
を
連
れ
て
登
城
。
黒
書
院

溜
之
間
で
下
準
備
を
す
る
。

専
純
の
時
に
は
な
か
っ
た
登
城
で
、
寺
社
奉
行
側
か
ら
の
提
案
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。

「
専
意
」
五
月
一
〇
日
条

和
泉
守
殿
ゟ
手
紙
ニ
而

呼
ニ

参
、
請
書
遣
し
、
直
ニ

罷
出
候
へ
ハ
、
兵
左
衛
門
被
出
逢
、

十
八
日
朝
五
ツ
半
時
迄
ニ

四
瓶
共
ニ

出
来
揃
候
様
ニ

致
さ
す
而
ハ
不
宜
候
ニ

付
、
前
日

十
七
日
半
分
指
置
候
而
ハ
如
何
之
由
尋
ニ

付
、
左
候
ハ
ゝ
、
木
之
向
を
十
七
日
ニ

指
、

草
之
向
を
十
八
日
ニ

指
候
へ
ハ
、
十
八
日
五
ツ
半
迄
ニ

出
来
立
可
申
段
申
候
へ
ハ
、
然

者
其
通
可
然
と
被
申
、

　

上
覧
の
時
間
ま
で
に
必
ず
完
成
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
前
日
に
作
業
を
半
分
ほ
ど

進
め
て
お
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
日
に
挿
す
「
木
之
向
」
と
は
、
松
や
檜
な
ど
木

物
と
呼
ば
れ
る
花
材
を
、
当
日
に
挿
す
「
草
之
向
」
と
は
、
燕
子
花
や
菊
な
ど
草
物
と
呼
ば

れ
る
花
材
を
指
す
。
下
準
備
は
こ
れ
以
前
に
旅
宿
で
も
行
う
が
、
城
内
で
行
っ
た
場
合
、
木

物
を
挿
し
た
ま
ま
に
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
「
専
意
」
「
専
明
①
」
で
は
午
後
に
登
城
、
「
専
弘
」
「
専
定
」
「
専
明
②
」
で
は
午

前
中
か
ら
登
城
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
、
家
元
と
門
弟
に
料
理
が
下
さ
れ
た
。

場
所
は
、
家
元
が
医
者
の
間
（
医
者
溜
り
と
も
）
、
門
弟
は
上
台
所
だ
っ
た
（
後
述
の
上
覧

当
日
も
同
じ
）
。

〔
五
月
一
八
日　

立
花
上
覧
〕
手
伝
い
の
門
弟
二
名
（
の
ち
に
増
員
）
を
連
れ
て
早
朝
か
ら

登
城
。
黒
書
院
溜
之
間
で
草
物
を
挿
し
、
立
花
・
砂
物
計
四
瓶
を
完
成
さ
せ
る
。
家
元

と
門
弟
は
他
の
部
屋
に
移
っ
て
休
息
・
待
機
し
、
そ
の
間
に
上
覧
が
行
わ
れ
る
。
上
覧

終
了
後
、
寺
社
奉
行
な
ど
か
ら
立
花
が
上
意
に
叶
っ
た
旨
告
げ
ら
れ
、
下
城
す
る
。

「
専
意
」
五
月
一
八
日
条

御
目
附
曲
渕
勝
次
郎
殿
度
々
御
見
廻
、
其
外
彼
是
御
見
廻
有
之
候
得
共
、
御
挨
拶
不

申
、
花
指
立
申
候
、
（
中
略
）
和
泉
守
殿
御
挨
拶
有
之
、
花
之
道
具
書
付
い
た
し
候

様
ニ

と
て
、
奉
書
五
枚
斗
と
ぢ
候
帳
出
申
候
而

、
三
瓶
之
花
形
付
砂
物
迄
七
ツ
道
具
・
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う
砂
、
汚
れ
防
止
の
た
め
の
毛
氈
な
ど
は
幕
府
側
が
用
意
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
砂
は
先
年

と
同
じ
く
寒
水
石
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
専
純
の
時
の
備
後
産
水
晶
石
か
ら
専
意
の
時
に
変

更
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

専
弘
の
時
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
、
下
組
で
木
物
を
挿
す
の
は
行
の
立
花
と
砂
物
の
計
三

瓶
に
と
ど
め
、
真
の
立
花
一
瓶
は
上
覧
当
日
に
ほ
ぼ
最
初
か
ら
作
業
し
た
こ
と
で
あ
る
。

「
専
弘
」
一
〇
月
一
六
日
条

御
当
日
外
之

三
瓶
ハ
五
ツ
半
比
ニ

被
仕
廻
、
真
花
一
瓶
ハ
前
日
下
組
不
仕
、
当
日
ニ

四

ツ
時
ニ

被
取
組
候
様
ノ
手
組
可
然
ト
被
申
候
事
、

「
専
弘
」
一
〇
月
一
七
日
条

真
之
花
一
瓶
之
儀
者
、
御
当
日
仕
立
候
共
、
真
・
請
・
流
等
者
、
下
拵
仕
置
持
参
仕
、

夫
ゟ
立
込
、
其
外
之
品
者
、
荒
道
具
ゟ
仕
立
候
ニ

者
、
一
時
半
程
相
掛
り

、
四
半
時
ゟ

取
懸
り

候
ハ
ヽ
、
八
時
前
迄
ニ

出
来
仕
候
様
可
相
成
奉
存
候
、

「
専
弘
」
一
〇
月
二
五
日
条

御
花
瓶
三
瓶
共
こ
み
仕
込
、
行
弐
瓶
并
砂
物
木
ノ
向
下
組
い
た
し
、
水
張
并
御
砂
鉢

砂
も
入
、
五
ツ
半
比
仕
廻
候
所
、

　

真
・
請
・
流
枝
な
ど
骨
格
と
な
る
部
分
に
つ
い
て
は
下
拵
え
を
し
た
が
、
そ
れ
ら
以
外
は

上
覧
当
日
に
「
荒
道
具
」
す
な
わ
ち
手
を
加
え
て
い
な
い
状
態
か
ら
作
業
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
二
五
日
条
に
は
黒
書
院
の
簡
略
な
図
が
描
か
れ
て
お
り
（
写
真
４
）
、
溜
之

間
の
床
に
○
印
が
三
つ
あ
っ
て
、
真
と
行
の
立
花
計
三
瓶
が
飾
ら
れ
る
場
所
を
示
し
て
い
る

が
、
黒
書
院
下
段
の
床
に
も
○
印
が
一
つ
あ
る
。
こ
こ
が
、
当
日
真
の
立
花
の
作
業
を
し
た

場
所
で
あ
ろ
う
。

　

「
専
弘
」
は
、
上
覧
当
日
で
あ
る
一
〇
月
二
六
日
条
の
記
述
が
登
城
し
た
と
こ
ろ
で
終
わ

っ
て
お
り
、
詳
細
に
つ
い
て
は
別
記
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
現
存
し
な
い
。
た
だ
し
、

「
専
定
」
四
月
朔
日
条
に
先
例
が
書
き
上
げ
ら
れ
る
中
で
「
御
当
日
真
之
立
華
者　

上
覧
被

為　

在
候
間
、
荒
拵
ゟ
差
立
」
と
あ
る
の
で
、
真
の
立
花
が
仕
上
が
っ
て
い
く
様
子
を
将
軍

徳
川
家
治
が
見
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
し
て
通
常
と
は
異
な
る
こ
の
立
花
上
覧
は
、
褒
美
の
加
増
を
も
た
ら
し
た
。

「
専
弘
」
一
一
月
一
日
条

同
日
夕
方
御
褒
美
先
規
之
外
御
加
増
有
之
事
、

あ
し
ら
ひ
・
草
と
め
・
木
と
め
迄
も
書
付
候
様
被
仰
、
認
申
候
、
和
泉
守
殿
へ

御
落

手
被
成
、

　

見
回
り
に
来
た
幕
府
側
の
人
物
に
挨
拶
せ
ず
、
作
業
に
集
中
す
る
の
は
以
後
恒
例
と
な

り
、「
専
弘
」
で
は
事
前
に
「
御
貴
人
様
に
て
も
御
挨
拶
ハ
不
仕
候
」
と
断
り
を
入
れ
て
い
る
。

専
純
の
時
と
同
じ
よ
う
に
提
出
し
た
花
材
一
覧
は
、
他
の
参
府
記
で
は
「
花
組
書
付
」
な
ど

と
表
記
さ
れ
る
。
「
専
弘
」
以
降
は
、
下
組
の
日
に
提
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

休
息
・
待
機
の
場
所
は
、「
専
意
」で
は
松
之
間
と
す
る
が
、
参
府
記
に
よ
り
異
な
る
。
ま
た
、

昇
殿
し
て
い
る
間
に
二
回
料
理
を
下
さ
れ
る
の
が
通
例
と
な
っ
た
。
ど
の
時
点
で
下
さ
れ
る

か
は
一
定
せ
ず
、
「
専
意
」
で
は
四
瓶
完
成
後
と
、
上
意
に
叶
っ
た
旨
告
げ
ら
れ
た
後
だ
が
、

「
専
定
」
で
は
作
業
前
と
四
瓶
完
成
後
、「
専
明
①
」
で
は
四
瓶
完
成
後
と
老
中
の
見
分
後
、「
専

明
②
」
で
は
真
と
行
の
立
花
三
瓶
完
成
後
と
砂
物
完
成
後
と
な
っ
て
い
る
。

　

上
覧
終
了
後
の
立
花
は
、
城
内
の
別
の
場
所
へ
移
さ
れ
た
。
「
専
意
」
で
は
西
の
丸
へ
、「
専

定
」で
は
立
花
一
瓶
が
奥
へ
、
砂
物
は
西
の
丸
へ
、「
専
明
①
」で
は
真
の
立
花
は
御
座
之
間
へ
、

行
の
立
花
と
砂
物
は
西
の
丸
へ
、「
専
明
②
」
で
は
奥
へ
移
さ
れ
て
い
る
（
「
専
弘
」
は
不
明
）
。

〔
五
月
一
九
日　

御
褒
美
頂
戴
〕
寺
社
奉
行
の
屋
敷
へ
参
上
し
、
褒
美
の
白
銀
一
〇
枚
を
受

け
取
る
。
そ
の
後
、
日
を
改
め
て
寺
社
奉
行
か
ら
京
都
町
奉
行
の
添
状
に
対
す
る
返
書

を
受
け
取
り
、
帰
京
後
、
町
奉
行
へ
の
報
告
時
に
提
出
す
る
。

（
２
）
安
永
四
年
の
立
花
上
覧
（
池
坊
専
弘
）

　

「
専
弘
」
は
他
の
参
府
記
に
比
べ
簡
略
な
記
述
に
な
っ
て
お
り
、
「
専
定
」
以
降
の
参
府
記

に
先
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
判
明
す
る
こ
と
も
多
い
。

　

専
弘
は
、
継
目
御
礼
終
了
後
、
そ
の
日
の
う
ち
に
立
花
上
覧
願
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
御

代
替
御
礼
の
場
合
も
含
め
、
恒
例
と
な
っ
た
。
専
意
の
時
に
、
幕
府
か
ら
の
沙
汰
が
な
い
こ

と
が
判
明
し
た
の
で
、
御
礼
後
一
日
待
つ
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

登
城
す
る
際
の
手
伝
い
の
う
ち
一
名
は
、
「
同
姓　

小
野
木
工
」
だ
っ
た
。
こ
の
「
同
姓
」

と
は
、
池
坊
が
小
野
妹
子
の
末
裔
と
称
す
る
こ
と
に
よ
る
。
小
野
木
工
は
実
際
に
は
専
純
室

の
甥
で
専
弘
の
後
見
人
で
も
あ
っ
た
永
田
彦
四
郎
（
華
亭
）
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
木
工
の
存
在
に
よ
っ
て
か
、
床
・
花
瓶
等
拝
見
の
時
の
手
伝
い
が
二
名
に
増
員
さ
れ
た
。

　

「
専
弘
」
一
〇
月
一
七
日
条
か
ら
は
、
準
備
の
分
担
が
わ
か
る
。
込
藁
（
藁
を
束
ね
て
枝

を
挿
し
、
固
定
す
る
道
具
）
と
花
具
（
花
材
）
は
池
坊
が
、
手
桶
に
入
れ
た
水
、
砂
物
に
使
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具
体
的
に
は
白
銀
一
五
枚
だ
っ
た
こ
と
が
、
「
専
定
」
か
ら
判
明
す
る
。
な
お
、
当
時
は

老
中
兼
側
用
人
の
田
沼
意
次
の
全
盛
期
に
あ
た
り
、
「
専
弘
」
に
も
、
立
花
と
砂
物
を
進
上

す
る
な
ど
、
意
次
と
の
交
流
が
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
安
永
五
年
（
一
七
七
五
）
に
は
意
次
の

勧
め
に
よ
っ
て
、
専
弘
は
立
花
五
〇
図
・
生
花
五
〇
図
を
描
い
た
巻
物
を
幕
府
へ
献
上
し
て

お
り

）
（0
（

、
意
次
は
池
坊
の
花
に
高
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。
特
別
な
立
花
上
覧
の
実
現

に
も
、
意
次
の
関
与
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
３
）
寛
政
九
年
の
立
花
上
覧
（
池
坊
専
定
）

　

「
専
定
」
に
は
、
専
弘
の
時
の
「
格
別
上
覧
」
が
先
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
を
継
承
す
る
こ
と
は
な
く
、
上
覧
前
日
に
四
瓶
の
下
組
を
行
う
と
い
う
や
り
方
に
戻
っ
て

い
る
。
幕
府
側
か
ら
の
要
請
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

下
組
と
当
日
の
手
伝
い
に
つ
い
て
、
前
回
の
よ
う
な
同
姓
の
者
は
い
な
い
と
い
う
理
由

で
、
二
名
か
ら
三
名
に
増
員
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
専
意
の
時
に

登
場
し
た
花
組
書
付
は
、
こ
の
時
か
ら
参
府
記
に
も
写
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
詳
細

が
判
明
す
る
（
写
真
５
）
。
実
際
の
立
花
と
照
合
で
き
る
よ
う
に
、
七
九
の
道
具
に
つ
い
て
は
、

ど
の
位
置
に
ど
の
花
材
を
使
っ
た
か
わ
か
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
時
の
専
定
の
作
品
は
版
画
に
さ
れ
、
専
定
の
作
品
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。
か
つ
て

の
肉
筆
画
に
代
え
て
版
画
を
作
る
こ
と
で
、
多
く
の
人
が
上
覧
の
立
花
の
姿
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
４
）
文
政
五
年
の
立
花
上
覧
（
池
坊
専
明
）

　

専
明
は
寺
社
奉
行
の
役
人
か
ら
、
専
定
の
時
に
続
い
て
手
伝
い
の
門
弟
が
三
名
で
あ
る
こ

と
の
理
由
を
尋
ね
ら
れ
た
。

「
専
明
①
」
二
月
二
日
条

寛
政
之
度
立
花
相
勤
申
候
之
節
、
門
弟
三
人
召
連
申
候
之
儀
者
、
都
而
近
躰
之
立
花

者
追
々
甚
密
ニ

相
成
、
格
別
ニ

あ
し
ら
い
枝
等
数
多
差
立
申
之
儀
ニ

付
、
先
例
ハ

両
人

召
連
候
得
と
も
、
別
段
ニ

相
願
、
三
人
召
連
申
候
、

　

立
花
が
複
雑
に
な
り
、
あ
し
ら
い
の
枝
（
七
九
の
道
具
以
外
の
補
助
的
な
枝
）
が
多
く
な

っ
た
の
で
、
三
名
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　

「
専
明
①
」
の
特
徴
と
し
て
は
、
花
の
寸
法
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
月

一
〇
日
条
に
よ
れ
ば
、
真
・
行
の
立
花
が
高
さ
四
尺
七
寸
、
砂
物
が
横
九
尺
、
高
さ
五
尺
で

あ
っ
た
（
高
さ
は
込
藁
か
ら
上
）
。

　

ま
た
、
「
専
明
①
」
二
月
一
五
日
条
に
は
、
御
数
寄
屋
方
の
鈴
木
宗
休
か
ら
、
「
此
度
上
覧

之
立
花
彫
刻
ニ

相
成
候
ハ
ゝ
、
内
々
御
城
内
へ
差
出
候
様
」
依
頼
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
専
明
の
作
品
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
版
画

）
（（
（

が
、
江
戸
へ
も
送
ら
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

　

参
府
記
を
通
覧
す
る
と
、
家
元
の
江
戸
到
着
時
、
門
弟
と
と
も
に
江
戸
の
花
屋
も
出
迎
え

に
や
っ
て
来
て
い
る
。
門
弟
の
記
録
の
う
ち
、
「
専
明
①
」
に
近
い
年
次
の
と
こ
ろ
に
、
花

屋
へ
遣
わ
し
た
文
書
が
写
さ
れ
て
お
り
、
花
具
（
花
材
）
の
調
達
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

『
門
弟
仮
留
帳
』
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）　

文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）

江
戸
華
屋
へ

遣
文

其
方
事
、
華
道
執
心
故
、
永
可
被
相
守
家
伝
候
、
当
坊
出
府
御
用
御
華
之
節
者
、
花

具
可
有
調
達
者
也
、

（
５
）
天
保
九
年
の
立
花
上
覧
（
池
坊
専
明
）
と
そ
の
後

　

「
専
明
②
」
の
江
戸
滞
在
中
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
紀
要
掲
載
の
翻
刻
と
解
題
を
参
照

さ
れ
た
い
。
帰
京
後
は
前
回
同
様
、
立
花
を
版
画
に
し
て
江
戸
へ
送
っ
た
。
大
老
井
伊
直
亮

を
は
じ
め
、
「
都
合
三
十
六
冊
差
出
申
候
」
と
あ
る
。
こ
の
表
記
か
ら
冊
子
状
に
な
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
現
存
す
る
「
関
東
上
覧
図
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
（
写
真
６
）
。
門
弟

な
ど
へ
の
頒
布
も
想
定
さ
れ
る
。
参
府
記
と
現
存
す
る
絵
図
を
見
る
限
り
、
四
瓶
の
真
の
枝

の
花
材
は
、
専
純
以
降
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

家
元
の
参
府
記
は
「
専
明
②
」
が
最
後
と
な
っ
た
が
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
、
安
芸

国
忠
海
在
住
で
専
明
の
高
弟
だ
っ
た
灌
園
房
が
、
専
明
の
代
理
と
し
て
御
朱
印
御
改
の
た
め

に
参
府
し
て
い
る

）
（（
（

。
た
だ
し
、
立
花
上
覧
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
、
将
軍
徳
川
家
茂
が
上
洛
し
た
機
会
を
と
ら
え
、
池

坊
専
正
は
二
条
城
で
継
目
御
礼
と
御
代
替
御
礼
を
済
ま
せ
た

）
（（
（

。
池
坊
側
は
立
花
上
覧
を
望
ん

で
い
た
が
、
家
茂
が
大
坂
城
へ
移
動
し
た
た
め
、
果
た
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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御
成
の
場
で
立
花
を
担
当
し
た
こ
と
や
、
江
戸
城
内
で
立
花
を
上
覧
に
供
し
た
こ
と
は
、

華
道
家
元
に
と
っ
て
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、
幕
藩
体
制
の
中
で
池
坊
が
そ
の
地
位
を
確
固
た

る
も
の
に
す
る
た
め
の
重
要
な
出
来
事
だ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
立
花
上
覧
の
準
備
か
ら

当
日
、
さ
ら
に
は
事
後
処
理
ま
で
の
過
程
で
は
、
京
都
か
ら
連
れ
て
き
た
門
弟
、
江
戸
在
住

の
門
弟
、
幕
府
関
係
者
が
様
々
な
動
き
を
し
て
お
り
、
多
様
な
人
的
交
流
が
垣
間
見
え
る
が
、

今
回
は
詳
細
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
注
】

（
1
） 

家
元
の
称
号
は
江
戸
中
期
以
降
に
一
般
化
す
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
江
戸
前
期
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
用
い
る
。

（
（
） 

本
紀
要
所
収
「
（
翻
刻
）
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
御
朱
印
御
改
御
代
替
御
礼
参
府
記
」
」
。

本
稿
で
の
略
称
は
「
専
明
②
」
。

（
（
） 

立
花
上
覧
の
歴
史
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
、
池
坊
中
央
研
究
所
「
池
坊
歴
史
紀
行
第
十
三

回　

江
戸
城
」
（
『
華
道
』
二
〇
一
五
年
一
月
号
）
、
拙
稿
「
江
戸
東
京
歴
史
探
訪
第
九
回　

将

軍
へ
の
立
花
上
覧
」（
『
華
道
』
二
〇
一
九
年
九
月
号
）
、
拙
著
『
１
日
５
分　

い
け
ば
な
の
歴
史
』

（
淡
交
社
、
二
〇
二
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
（
） 

御
成
に
つ
い
て
は
、『
徳
川
将
軍
の
御
成
』
（
徳
川
美
術
館
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
（
） 

深
田
て
る
み
「
江
戸
時
代
初
期
の
紀
州
徳
川
家
上
屋
敷
に
お
け
る
座
敷
飾
に
み
ら
れ
る
立
花

に
つ
い
て
」
（
『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
（
北
海
道
）
』
、
一
九
九
五
年
）
。

（
6
） 

山
根
有
三
「
立
花
様
式
の
完
成
―
二
代
専
好
の
生
涯
と
作
品
を
中
心
に
―
」
「
専
好
作
品
の

研
究
史
料
と
そ
の
解
説
」
（
『
花
道
史
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
六
年
）
、
熊
倉

功
夫
『
後
水
尾
天
皇
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
。

（
7
） 

深
田
て
る
み
「
江
戸
時
代
前
期
の
加
賀
前
田
家
本
郷
邸
に
お
け
る
御
殿
の
性
格
―
座
敷
飾
に

み
ら
れ
る
立
花
な
ど
の
花
を
中
心
に
―
」
（
『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
（
東

海
）
』
、
一
九
九
四
年
）
。

（
（
） 『
加
賀
藩
江
戸
屋
敷
―
本
郷
邸
の
儀
礼
と
く
ら
し
―
』（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
、二
〇
二
〇
年
）。

（
（
） 

島
津
家
文
書
中
の
島
津
邸
指
図
を
用
い
て
御
成
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
藤
川
昌
樹
「
寛

永
７
年
島
津
邸
御
成
に
お
け
る
御
殿
の
構
成
と
式
次
第
」（
『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』

五
三
九
号
、
二
〇
〇
一
年
）
が
あ
る
。

（
10
） 

土
田
美
緒
子
「
―
資
料
紹
介
―
「
御
数
寄
御
成
の
記
」（
仮
題
）
」（
『
尚
古
集
成
館
紀
要
』
四
号
、

一
九
九
〇
年
）
。
『
黎
明
館
企
画
特
別
展　

茶
の
湯
と
薩
摩
』
（
鹿
児
島
県
歴
史
・
美
術
セ
ン

タ
ー
黎
明
館
ほ
か
、
二
〇
二
二
年
）
に
は
御
寝
殿
の
座
敷
飾
り
絵
図
の
カ
ラ
ー
図
版
が
掲
載

さ
れ
、
史
料
名
は
『
御
数
寄
御
成
記
』
と
な
っ
て
い
る
。

（
11
） 

小
林
善
帆
「
徳
川
家
康
が
生
き
た
時
代
の
い
け
花
―
た
て
花
、
抛
入
、
立
花
」
（
笠
谷
和
比

古
編
『
徳
川
家
康　

そ
の
政
治
と
文
化
・
芸
能
』
宮
帯
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
。

（
1（
） 『
い
け
ば
な
美
術
全
集
第
四
巻　

立
花
の
大
成
』
（
集
英
社
、
一
九
八
二
年
）
。

（
1（
） 

前
掲
『
徳
川
将
軍
の
御
成
』
。

（
1（
） 

岡
西
家
に
つ
い
て
は
、
森
谷
尅
久
「
池
坊
に
お
け
る
家
元
制
度
と
そ
の
組
織
」
（
『
い
け
ば
な

美
術
全
集
第
八
巻　

生
花
と
流
派
』
集
英
社
、
一
九
八
二
年
）
に
若
干
の
言
及
が
あ
る
。
詳

細
に
つ
い
て
は
、
別
に
検
討
の
機
会
を
持
ち
た
い
。

（
1（
） 

曝
木
（
し
ゃ
れ
ぼ
く
）
。
風
雨
や
天
日
に
さ
ら
さ
れ
た
枯
木
の
こ
と
。

（
16
） 

下
簀
板
、
下
素
板
と
も
表
記
す
る
。
砂
鉢
の
口
よ
り
や
や
下
が
っ
た
と
こ
ろ
に
は
め
る
板
で
、

そ
の
下
は
水
で
満
た
し
、
そ
の
上
に
砂
（
小
石
）
を
敷
き
詰
め
る
。
他
の
参
府
記
で
は
底
板

を
拝
借
し
た
と
も
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
砂
鉢
の
底
に
敷
く
板
で
、
砂
物
の
中
心
軸
と
な
る

胴
木
を
打
ち
付
け
て
固
定
す
る
。

（
17
） 『
第
二
永
代
門
弟
帳
』
（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
）
。
入
門
時
は
厩
橋
（
前
橋
）
藩
主
で
大

坂
城
代
。

（
1（
） 

他
の
参
府
記
で
は
、
下
組
と
も
表
記
さ
れ
る
。
下
準
備
の
こ
と
で
、
実
際
に
器
に
挿
し
て
み

る
と
こ
ろ
ま
で
行
う
。

（
1（
） 

そ
れ
ぞ
れ
立
花
上
覧
日
の
条
。
お
お
む
ね
「
黒
書
院
で
池
坊
の
立
花
を
御
覧
に
な
っ
た
」
と

い
う
内
容
だ
が
、
寛
政
九
年
専
定
の
時
は
、
四
瓶
の
花
材
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（0
） 『
立
花
上
覧
絵
巻
』（
『
い
け
ば
な
美
術
全
集
第
五
巻　

立
花
の
展
開
』
集
英
社
、
一
九
八
二
年
）
。

（
（1
） 『
い
け
ば
な
美
術
名
作
集
第
五
巻　

専
定
代
瓶
花
図
』
（
日
本
華
道
社
、
二
〇
〇
六
年
）
。

（
（（
） 『
い
け
ば
な
美
術
名
作
集
第
七
巻　

専
明
瓶
華
集
・
専
明
挿
華
集
』（
日
本
華
道
社
、二
〇
〇
七
年
）。

（
（（
） 『
東
路
日
記　

灌
園
房
』
（
竹
原
市
立
図
書
館
蔵
）
。

（
（（
） 「
（
翻
刻
）
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
御
代
替
御
礼
継
目
御
礼
記
録
」
」
（
『
研
究
紀
要　

元

離
宮
二
条
城
』
三
号
、
二
〇
二
四
年
）
。

（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
池
坊
中
央
研
究
所
主
任
研
究
員
）
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「江戸における立花上覧の歴史」（細川）

写真１　京都所司代板倉重宗触状

写真２　島津家久書状
写真３　「立花上覧并御代替御礼之記録」

　　　　　　　　　　　　　　　　（「専純②」）表紙

写真４　「出府日記控」（「専弘」）黒書院の図

写真５　「専定様御参府」（「専定」）花組書付

写真６　「関東上覧図」（天保９年池坊専明の立花・砂物）
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年 享保 11 延享 3 宝暦 11 安永 4 寛政 9 文政 5 天保 9

目的 継目 御朱印
継目・御朱印

・御代替
継目 継目 継目 御朱印・御代替

西暦 1726 1746 1761 1775 1797 1822 1838

参府記 専純① 専純② 専意 専弘 専定 専明① 専明②

将軍 吉宗 家重 家治 家治 家斉 家斉 家慶

京都出発 3 月 24 日 ？ 2月 13 日 ？ 3月 2日 閏正月 2日 3月 22 日

江戸到着 4 月 5 日 4 月 24 日 2 月 24 日 ？ 3月 21 日 閏正月 22 日 4 月 15 日

着府届 4 月 6 日 ？ 2月 26 日 ？ 3月 23 日 閏正月 23 日 4 月 17 日

寺社奉行に願出 4 月 6 日 ― 2月 29 日 9 月？日 3月 26 日 閏正月 24 日 ―

継目御礼 4 月 15 日 ― 3月 15 日 10 月 1 日 4 月 1 日 2 月 1 日 ―

時服拝領 4 月 19 日 ― 3月 20 日 10 月 7 日 4 月 5 日 2 月 5 日 ―

御朱印写持参 ― ？ 2月 28 日 ― ― ― 4月 18 日

着帳 ― ？ 2月 28 日 ― ― ― 5月 18 日

御朱印御改 ― 5月 26 日 3 月 29 日 ― ― ― 5月 24 日

寺社奉行に願出 ― 5月 23 日 3 月 22 日 ― ― ― 4月 17 日

京都到着 5 月 22 日 7 月 6 日 6 月 12 日 12 月？日 6月 28 日 4 月 10 日 6 月 19 日

江戸出発 5 月 6 日 6 月 24 日 5 月 26 日 ？ 5月 20 日 3 月 1 日 5 月 25 日

御褒美頂戴 ― 5月 29 日 5 月 19 日 11 月 1 日 5 月 6 日 2 月 14 日 閏 4月 26 日

立花上覧 ― 5月 18 日 5 月 18 日 10 月 26 日 5 月 4 日 2 月 12 日 閏 4月 24 日

下組 ― ― 5月 17 日 10 月 25 日 5 月 3 日 2 月 11 日 閏 4月 23 日

御代替御礼 ― 6月 1日 4月 1日 ― ― ― 4月 28 日

時服拝領 ― 6月 10 日 4 月 7 日 ― ― ― 閏 4月 3日

立花上覧願 ― 5月 12 日 4 月 2 日 10 月 1 日 4 月 1 日 2 月 1 日 4 月 28 日

立花上覧仰付 ― 5月 11 日 4 月 26 日 10 月 5 日 4 月 18 日 2 月 6 日 閏 4月 6日

床・花瓶等拝見 ― 5月 16 日 5 月 14 日 10 月 22 日 5 月 1 日 2 月 10 日 閏 4月 20 日

【家元の参府記　一覧表】

旅宿 銀座三丁目

岡西卜立
麹町平川町

麹町平川町二丁目

尾張屋藤七

本郷元町興安寺

→本石町三丁目

　大和屋

本石町四丁目

岩本徳左衛門屋敷

→浅草門跡地内

　善照寺

茅場町薬師別当

智泉院

茅場町薬師別当

智泉院

上覧日通知 5 月 16 日 5 月 7 日 10 月 20 日 4 月 26 日 2 月 8 日 閏 4月 18 日―

継目御礼関係

御朱印御改関係

御代替御礼関係

立花上覧関係

※参府記欄に記載しているのは略称。正式名称は本文参照。

※旅宿欄には、江戸滞在中に旅宿の変更があった場合、→で前後関係を示した。

※日付は、当該参府記に記されているもののほか、のちの参府記に先例として挙げられているために判明するものもある。
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近世における二条城の「番所」（杉谷）

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
近
世
に
お
け
る
二
条
城
の
「
番
所
」
に
つ
い
て
、
特
に
二
条
在
番
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
そ
の
機
能
や
役
割
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

現
在
、
元
離
宮
二
条
城
に
は
東
大
手
門
入
っ
て
す
ぐ
北
側
に
番
所
が
現
存
し
て
い
る
（
口

絵
４
）
。
こ
の
番
所
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
全
国
で
も
数
少
な

い
現
存
す
る
城
郭
の
番
所
で
あ
る
。
実
は
、
か
つ
て
二
条
城
に
は
複
数
の
番
所
が
存
在
し
た
。

大
番
頭
堀
田
正
民
に
よ
る
「
二
条
在
番
手
留
」
（
神
宮
文
庫
蔵
、
五
門
一
一
〇
九
号
。
『
研
究

紀
要
元
離
宮
二
条
城
』
第
三
号
に
翻
刻
を
掲
載
。
以
下
「
手
留
」
と
す
る
）
に
は
、
柳
番
所
・

北
門
内
番
所
・
西
御
門
切
手
番
所
・
二
之
丸
番
所
・
与
力
番
所
・
西
御
門
内
奥
之
番
所
・
西

御
門
与
力
番
所
と
い
っ
た
様
々
な
番
所
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
定
の
番

所
が
単
に
「
番
所
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
文
面
だ
け
で
は
判
別
が
難
し
い
こ
と
や
、

同
一
の
番
所
が
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
が
城
内
の
ど
こ
に
存
在
し
、

ど
の
よ
う
な
機
能
が
あ
り
、
誰
が
担
当
し
た
の
か
等
明
ら
か
で
な
い
部
分
が
多
い
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
ま
ず
二
条
城
全
体
の
番
所
の
名
称
と
場
所
の
整
理
を
行
い
、
そ
の
全
体
像
を
把

握
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

　

こ
こ
で
、
近
世
の
二
条
城
に
関
す
る
概
要
を
述
べ
て
お
き
た
い

）
1
（

。
二
条
城
は
、
幕
府
か
ら

派
遣
さ
れ
、
一
年
交
代
で
二
条
城
内
に
居
住
し
た
二
条
在
番
の
大
番
組
と
、
二
条
城
近
辺
に

居
住
し
た
御
門
番
組
や
御
殿
番
ら
に
よ
っ
て
警
衛
・
維
持
・
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。
二
条

在
番
は
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
に
制
度
が
整
え
ら
れ
た
も
の
で
、
一
組
に
つ
き
大
番
頭

一
名
・
組
頭
四
名
・
番
士
四
六
名
、
お
よ
び
与
力
一
〇
騎
・
同
心
二
〇
騎
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

江
戸
か
ら
赴
任
し
て
き
た
二
組
が
二
条
城
を
警
衛
し
た
。
御
門
番
組
は
東
西
御
門
番
頭
を
筆

頭
と
し
て
、
二
組
が
東
西
の
門
番
を
担
当
し
た
。
御
殿
番
は
代
々
三
輪
家
が
担
当
し
、
そ
の

名
の
通
り
御
殿
（
二
之
丸
御
殿
）
の
管
理
な
ど
を
行
っ
た
。

一　

さ
ま
ざ
ま
な
番
所

（
１
）
時
代
別
の
番
所
の
比
較

　

寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
、
二
条
城
へ
の
後
水
尾
天
皇
の
行
幸
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、
二
条
城
の
城
域
は
西
側
に
拡
張
さ
れ
、
こ
の
部
分
に
本
丸
が
新
造
さ
れ
た
。

ま
た
行
幸
御
殿
も
築
か
れ
た
。
行
幸
の
翌
年
以
降
、
行
幸
の
た
め
に
造
ら
れ
た
諸
施
設
は
順

次
他
所
へ
移
築
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
二
条
城
警
衛
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
く
の
に
伴

い
、
城
内
に
諸
役
人
の
小
屋
や
長
屋
が
築
か
れ
て
い
く
。
東
西
の
番
頭
小
屋
お
よ
び
番
衆
小

屋
が
新
造
さ
れ
た
の
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
で
、
こ
の
時
点
で
二
条
在
番
に
よ
る
警
衛

体
制
が
完
成
し
た
と
言
え
る

）
（
（

。

　

表
１
は
、
大
工
頭
中
井
家
に
よ
る
寛
永
行
幸
に
際
し
て
の
作
事
記
録
か
ら
番
所
を
抜
き
出

研
究
ノ
ー
ト　

近
世
に
お
け
る
二
条
城
の
「
番
所
」

杉
谷　

理
沙

【
要
旨
】

　

本
稿
で
は
、
近
世
二
条
城
の
様
々
な
番
所
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
現
在
、
元
離
宮
二
条
城
に
は
東
大
手
門
に
近
接
す
る
番
所
が
残
っ
て
い
る
が
、
近
世
に
お
い
て
は
複
数
の
番
所
が
存

在
し
た
。
番
所
は
、
寛
永
行
幸
の
頃
に
は
境
界
（
各
御
門
前
）
に
配
置
さ
れ
て
い
た
が
、
二
条
在
番
に
よ
る
警
衛
体
制
が
整
っ
て
以
降
の
絵
図
に
は
境
界
に
加
え
各
御
蔵
前
に
番
所
が
配

置
さ
れ
て
い
る
様
子
が
見
え
る
。
こ
れ
は
二
条
城
が
、
実
質
的
に
幕
府
の
米
や
銀
子
を
貯
蔵
す
る
施
設
と
い
う
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
二
条

在
番
に
よ
る
二
条
城
警
衛
の
役
割
に
は
、
こ
れ
ら
の
警
固
と
い
う
面
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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し
た
も
の
で
あ
る
。
二
条
城
の
作
事
と
し
て
、
城
外
の
番
所
も
記
さ
れ
て
い
る
。
図
１
は
、

行
幸
御
殿
・
行
幸
後
取
り
壊
さ
れ
た
部
分
、
お
よ
び
残
さ
れ
た
部
分
を
示
し
た
絵
図
で
あ
る
。

便
宜
上
、
番
所
の
位
置
を
黒
塗
り
で
示
し
た
。
図
１
の
ト
レ
ー
ス
元
絵
図
は
、
天
保
一
五
年
（
一

八
四
四
）
に
大
工
頭
の
中
井
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
行
幸
御
殿
取
り
壊
し
後
～

寛
文
三
年
以
前
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。
表
１
に
お
い
て
場
所
の
比
定
が
難
し
い
も
の
も
あ

る
が
、
表
１
と
図
１
を
照
合
す
る
に
、
共
通
し
て
存
在
す
る
番
所
、
表
１
に
あ
っ
て
図
１
に

な
い
番
所
（
行
幸
後
な
く
な
っ
た
番
所
）
、
表
１
に
な
く
図
１
に
あ
る
番
所
（
行
幸
後
造
ら

れ
た
番
所
）
、
と
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
総
じ
て
、
こ
れ
ら
は
二
条
在
番
が
二
条
城
を
警
衛
す

る
体
制
が
整
う
以
前
の
番
所
の
配
置
を
示
し
て
い
る
。

　

対
し
て
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
絵
図
を
も
と
に
番
所
の
配
置
を
示
し
た
も
の
が

図
２
で
あ
る
（
図
２
‐
②
に
示
し
た
本
丸
は
天
明
八
年
〈
一
七
八
八
〉
の
大
火
に
よ
り
焼
失
）
。

城
外
と
城
内
を
つ
な
ぐ
御
門
に
置
か
れ
た
番
所
は
共
通
し
て
い
る
が
、
唐
門
そ
ば
の
番
所
・

鳴
子
門
の
番
所
・
南
中
仕
切
門
の
番
所
は
な
く
な
り
、
一
方
で
各
所
の
蔵
の
そ
ば
に
番
所
が

置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
❸
の
柳
番
所
（
足
軽
番
所
）
が
追
加
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
代
、
二
条
城
に
は
複
数
の
米
蔵
が
存
在
し
、
こ
こ
に
は
将
軍
直

轄
領
の
年
貢
米
が
詰
米
と
し
て
貯
え
ら
れ
て
い
た

）
（
（

。
ま
た
米
蔵
だ
け
で
な
く
金
蔵
も
存
在
し

て
お
り
、
本
丸
・
二
之
丸
と
も
金
蔵
の
そ
ば
に
大
番
所
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

後
に
述
べ
る
が
、
こ
の
両
大
番
所
は
二
条
在
番
衆
の
詰
所
で
あ
り
、
番
衆
に
よ
り
金
蔵
を
見

張
る
機
能
も
あ
わ
せ
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。

（
２
）
各
所
の
番
所

　

次
に
、
図
２
に
み
え
る
各
番
所
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い

）
（
（

（
各
絵
図
の
正
式
名
称
等
は
表

２
凡
例
を
参
照
）
。

❶
北
御
門
前
の
番
所

　

北
御
門
周
辺
は
所
司
代
の
管
轄
で
、
二
条
城
と
城
北
の
所
司
代
屋
敷
を
往
来
す
る
際
の
通

用
門
で
あ
り
、
在
番
の
番
頭
で
あ
っ
て
も
自
由
に
出
入
り
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
❶

は
大
体
の
絵
図
に
「
番
所
」
と
あ
る
が
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
歴
彩
中
井
に
は
「
モ

ノ
オ
キ
」
と
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
詳
細
は
不
明
。

❷
北
御
門
番
所

　

❶
と
同
じ
く
所
司
代
の
管
轄
で
あ
り
、
中
井
（5
に
は
「
所
司
代
与
力
同
心
」
と
、
中
井
（7

に
は
所
司
代
の
「
与
力
」
と
あ
る
。
北
御
門
を
通
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
に
は
こ
の
番
所

で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

❸
柳
番
所
（
足
軽
番
所
）

　

「
手
留
」
な
ど
大
番
頭
の
在
番
日
誌
に
は
、
両
大
番
頭
が
北
御
門
か
ら
出
城
し
て
所
司
代

屋
敷
へ
出
向
く
際
、
こ
の
「
柳
番
所
」
前
で
落
ち
合
い
、
ま
た
別
れ
の
挨
拶
を
行
っ
て
い
る

様
子
が
頻
繁
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
柳
番
所
は
両
番
頭
が
北
御
門
へ
出
る
た
め
の
中
継
地
点

で
あ
っ
た
。

　

柳
番
所
は
足
軽
番
所
と
も
呼
ば
れ
た
。
中
井
（5
に
は
「
大
御
番
頭
足
軽
番
所
」
と
あ
り
、

丹
波
亀
山
藩
及
川
家
文
書
の
「
二
条
城
図

）
5
（

」
に
は
「
東
小
屋
足
軽
」
と
あ
っ
て
、
番
頭
の
足

軽
、
と
り
わ
け
東
組

）
（
（

番
頭
配
下
の
足
軽
が
詰
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
番

頭
付
の
足
軽
に
も
城
内
で
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

中
井
家
文
書
の
「
柳
ノ
番
所
見
分
帳

）
7
（

」
に
よ
れ
ば
、
柳
番
所
は
六
帖
で
、
南
面
に
出
格
子

が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
の
「
手
留
」
に
は
「
柳
番
所
前
石

橋
を
越
」
と
、
ま
た
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の
所
司
代
酒
井
忠
義
の
日
記
に
も
「
足
軽
番

所
前
石
橋

）
8
（

」
と
あ
り
、
番
所
前
に
石
橋
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
絵
図
類
に
は
描
か
れ

て
い
な
い
。

❹
二
之
丸
御
門
同
心
番
所

表１　寛永２～３年の二条城内外の番所

［凡例］

・「寛永二丑年より寅ノ年迄二条御城御作事（大工数覚）（相賀徹夫編集・発行

  『元離宮二条城』小学館、　1974 年）より作成。

・順番は史料の記載順。

・（ ）内は前条に記されている場所を示す。本文に「一、同～」とある場合はその

　まま、「同」で結ばれていない場合は→を記入した。

二ノ丸外番所弐ツ　

御番所 3坪

（御本丸西口之高麗御門）番所 3坪

（御唐門）番所 3坪

（御門矢倉御長屋→）番所 12 坪

（御二之丸西橋→）番所 3坪

（南突違御門→）番屋 10 坪

（北突違御門→）番所 10 坪

太鼓番屋 4坪 5分

御二ノ丸北御門番所 16 坪

御築地御門番所 19 坪 5 分

北ノ辻御番所 10 坪

御城外艮隅御番所 26 坪

御城外巽角御番所 31 坪

神明町通猪熊町通大宮町通古番所（三ヶ所繕）

御城外坤隅御番所 30 坪 5 分

二ノ丸外乾角御番所 20 坪

追手御門御番所 30 坪

二ノ丸外二条通御番所 22 坪

名称 坪数
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建
物
自
体
は
米
蔵
に
附
属
し
現
存
し
て
い
る
番
所
で
あ
る
。
こ
の
場
所
は
「
二
之
丸
御
門
」

の
入
口
に
あ
た
り
、❻
の
大
番
所
へ
行
く
際
な
ど
番
頭
や
番
衆
は
こ
の
門
を
通
っ
た
。
な
お
、

行
幸
御
殿
取
壊
前
は
唐
門
脇
に
番
所
が
存
在
し
た
が
、
こ
れ
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
「
手
留
」

を
見
る
に
、
番
頭
ら
が
唐
門
を
く
ぐ
る
の
は
城
内
見
分
の
際
の
み
で
あ
っ
て
、
日
常
的
に
唐

門
が
通
用
門
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

）
9
（

。
ま
た
こ
の
番
所
は
米
蔵
に
も
隣
接
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
警
固
す
る
機
能
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

中
井
（5
に
は
「
東
御
番
頭
同
心
番
所
」
と
あ
り
、
東
組
の
同
心
が
詰
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

現
存
の
こ
の
場
所
に
は
、
同
心
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
落
書
き
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

一
例
が
写
真
１
で
あ
る
。
年
・
日
付
・
○
○
組
同
心
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
同
様

の
文
言
が
柱
全
体
や
番
所
内
部
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
四
月
中
旬
は
、
二

条
在
番
の
交
代
の
時
期
に
あ
た
り
、
つ
ま
り
同
心
は
自
身
の
在
番
時
期
と
所
属
を
記
し
残
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
落
書
き
は
、
後
に
述
べ
る
❻
御
料
理
之
間
の
室
内
に
も
見
え
、

こ
の
よ
う
に
在
番
の
痕
跡
を
残
す
こ
と
が
一
種
の
慣
例
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

❺
二
之
丸
御
門
与
力
番
所

　

多
く
の
絵
図
に
「
与
力
番
所
」
と
、
と
り
わ
け
中
井
（5
に
は
「
東
御
番
頭
与
力
番
所
」
と

あ
り
、
東
組
の
番
頭
付
与
力
が
詰
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
❹
と
同
じ
く
、
二
之
丸
へ
の
往
来

お
よ
び
米
蔵
を
見
張
る
機
能
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

❻
御
料
理
之
間
／
二
之
丸
大
番
所
・
東
大
番
所
（
口
絵
５
）

　

現
在
、
元
離
宮
二
条
城
に
お
い
て
「
御
清
所
」と
呼
ぶ
建
物
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
は
「
御

料
理
之
間
」
、
あ
る
い
は
「
二
之
丸
大
御
番
所
」
「
東
大
御
番
所
」
と
呼
ば
れ
た
。
こ
こ
は
四

つ
の
部
屋
か
ら
な
り
、
中
央
の
小
部
屋
を
除
い
て
畳
敷
き
で
、
大
部
屋
に
は
囲
炉
裏
が
備
え

ら
れ
て
い
る
。
囲
炉
裏
か
ら
は
煙
突
が
出
て
お
り
、
煙
を
外
へ
排
出
し
た

）
11
（

。

　

二
之
丸
の
御
料
理
之
間
自
体
は
、
寛
永
行
幸
当
時
か
ら
存
在
し
た
（
中
井
（（
）
。
し
か
し

な
が
ら
、
行
幸
御
殿
が
取
り
壊
さ
れ
る
以
前
は
、
二
之
丸
御
殿
内
の
御
料
理
之
間
西
に
「
御

番
所
」
が
置
か
れ
て
お
り
、
取
り
壊
し
後
に
そ
の
機
能
が
御
料
理
之
間
へ
移
さ
れ
て
二
之
丸

大
番
所
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

）
11
（

。
大
番
所
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
以
降
も
「
御
料
理
之
間
」
と
は
言
う
が
、
行
幸
以
降
日
常
的
に
料
理
を
専
ら
と
し
て

用
い
て
い
た
記
録
は
な
い

）
1（
（

。
行
幸
御
殿
修
造
時
に
厩
が
置
か
れ
、
そ
れ
が
無
く
な
っ
て
以
降

も
同
所
を
御
厩
曲
輪
と
呼
び
習
わ
し
た
の
と
同
様
、
そ
の
機
能
に
か
か
わ
ら
ず
、
か
つ
て
の

名
称
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
本
丸
焼
失
以
前
は
、
本
丸
内
に
「
西
大
御
番
所
」
（
⓫
）

が
存
在
し
、
一
方
の
二
之
丸
大
番
所
は
「
東
大
御
番
所
」
と
呼
ば
れ
た
。
中
井
（5
に
は
❻
が

「
東
御
番
衆
詰
所
」
、
一
方
の
⓫
が
「
西
御
番
衆
詰
所
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
之
丸
の
大

番
所
に
は
東
御
番
衆
（
先
登
組
）
が
、
本
丸
の
大
番
所
に
は
西
御
番
衆
（
跡
登
組
）
が
詰
め

た
。
そ
し
て
、
焼
失
後
は
❻
の
み
が
大
番
所
と
な
り
、
東
西
双
方
の
番
衆
の
詰
所
と
な
っ
た
。

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
「
雑
事
記
」
（
請
求
記
号
：
二
一
三-

〇
〇
三
二
、
『
紀
要
』
第

三
号
に
翻
刻
を
掲
載
）
に
は
、
二
条
在
番
は
「
一
ヶ
所
の
御
番
所
を
両
組
に
て
八
番
に
勤
む
」

た
め
、
二
ヶ
所
の
御
番
所
に
勤
番
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
坂
在
番
よ
り
も
好
ま
し
い
と
記

さ
れ
て
い
る
が
、
勤
め
る
べ
き
御
番
所
が
一
ヶ
所
し
か
な
い
の
は
、
西
大
番
所
が
大
火
に
よ
っ

て
焼
失
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
二
之
丸
大
番
所
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
機
能
が
あ
っ
た
。
番
衆
の
詰
所
と
し
て

の
機
能
と
、
幕
府
関
係
者
と
番
衆
と
の
対
面
所
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。

①
詰
所
と
し
て
の
機
能

　

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
之
丸
大
番
所
に
は
東
西
の
番
衆
が
輪
番
で
詰
め
た
。
お
そ
ら
く
、

月
番
の
番
衆
が
担
当
す
る
月
に
詰
め
た
の
だ
ろ
う
。

　

❹
同
心
番
所
の
項
で
も
述
べ
た
通
り
、
も
と
二
之
丸
大
番
所
、
現
在
の
御
清
所
内
部
の
柱

や
壁
面
に
は
、
膨
大
な
数
の
落
書
き
が
残
さ
れ
て
い
る
。
口
絵
６
に
挙
げ
た
絵
も
そ
の
ひ
と

つ
で
、
多
く
は
墨
や
掘
り
疵
・
掻
き
疵
に
よ
る
文
字
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
写
真
２
に
挙
げ
た
。

故
郷
を
想
う
歌
の
よ
う
な
も
の
や
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
に
「
下
立
売
下
ル
武
衛

（
ヵ
）

町
」

で
火
事
が
あ
っ
た
と
い
う
旨
の
文
言
も
見
え
る
が
、
多
く
は
「
年
月
日
・
『
大
納
帰
（
あ
る

い
は
大
泊
納
）
』
と
い
う
文
言
・
名
前
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
年
月
日
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
三
月
末
～
四
月
上
旬
の
日
付
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

は
二
条
在
番
の
交
代
の
時
期
に
あ
た
る
。
ま
た
、
刻
ま
れ
て
い
る
文
字
の
中
に
は
「
四
月
有

明
帰
府
」
（
四
月
、
明
け
方
に
江
戸
へ
帰
る
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
書
か
れ
て

い
る
の
は
大
番
士
の
名
前
で
あ
る
。
例
え
ば
口
絵
６
に
は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
の
も

の
と
し
て
「
平
岩
親
信
・
長
尾
景
親
・
雨
宮
正
央
・
八
重
盛
教
道
」
と
あ
る
。
平
岩
親
信
は

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
か
ら
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
ま
で

）
1（
（

、
長
尾
景
親
は
宝
暦
五
年
（
一

七
五
五
）
か
ら
間
を
空
け
て
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
以
降
ま
で

）
1（
（

、
八
重
盛
教
道
は
寛
保
元
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年
（
一
七
四
一
）
か
ら
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
ま
で

）
15
（

大
番
組
に
属
し
た
番
士
で
あ
る
。
雨

宮
正
央
は
大
番
組
と
し
て
の
活
動
は
不
明
だ
が
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
に
御
小
性
組
と

し
て
見
え
る

）
1（
（

。
ち
な
み
に
、
宝
暦
七
年
四
月
に
在
番
を
終
え
帰
府
し
た
の
は
、
七
番
組
（
番

頭
は
酒
井
忠
香
）
と
一
〇
番
組
（
番
頭
は
堀
田
正
実
）
の
大
番
衆
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
勘

案
す
る
と
、
帰●

府
を
控
え
た
番
衆
は
、
大●

番
所
勤
め
を
納●

め
る
最
後
の
日
に
、
在
番
の
痕
跡

を
残
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
御
清
所
の
落
書
き
に
つ
い
て
は
引
き
続

き
調
査
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

②
対
面
所
と
し
て
の
機
能

　

本
書
所
収
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
の
（
・
5
・
1（
・
（1
（
以
下
、
諸
絵
図
○
と
表
記
）

に
見
え
る
よ
う
に
、
二
之
丸
大
番
所
は
老
中
・
所
司
代
・
目
付
が
来
城
し
た
際
の
番
頭
・
番

衆
と
の
対
面
所
と
し
て
も
使
用
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
老
中
松
平

乗
全
と
所
司
代
内
藤
信
親
が
来
城
し
た
際
は
、
両
者
は
北
御
門
か
ら
入
城
し
北
御
門
櫓
を
見

分
し
た
後
、
二
之
丸
御
門
を
く
ぐ
っ
て
米
蔵
と
台
所
を
見
分
、
そ
の
後
二
之
丸
大
番
所
に
上

が
り
、
組
頭
が
着
座
場
所
の
案
内
を
し
た
。
着
座
後
、
老
中
松
平
は
上
意
を
申
し
渡
し
、
番

頭
ら
が
御
礼
を
述
べ
、
老
中
・
所
司
代
は
退
出
し
て
い
る

）
17
（

。
こ
の
よ
う
に
、
二
之
丸
大
番
所

に
は
老
中
や
所
司
代
、
目
付
、
番
頭
の
出
座
が
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
彼
ら
が
落
書
き
を
ど

う
認
識
し
て
い
た
の
か
は
知
る
術
が
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
咎
め
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
。

❼
廊
下
橋
御
門
番
所

　

本
丸
と
二
之
丸
を
つ
な
ぐ
廊
下
橋
付
近
に
存
在
し
た
番
所
で
あ
る
。
絵
図
類
に
は
単
に
「
番

所
」
と
あ
る
が
、
中
井
家
文
書
の
「
所
々
鎰
有
所
之
覚
」
に
「
廊
下
橋
同
心
番
所
」
と
、
京

都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
中
井
家
文
書
の
「
二
条
御
城
中
御
廊
下
橋
御
普
請
仮
小
屋
絵
図

）
18
（

に
も

「
同
心
御
門
番
所
」
と
あ
っ
て
、
東
西
番
頭
の
同
心
が
詰
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
貞

享
三
年
（
一
六
八
六
）
の
破
損
見
分
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
番
所
が
置
か
れ
た
東
寄
三
間
分
に

床
が
張
ら
れ
て
い
た

）
19
（

。
ち
な
み
に
、
廊
下
橋
南
御
門
お
よ
び
廊
下
橋
二
階
は
両
番
頭
に
よ
り

厳
重
に
封
印
が
施
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。

❽
東
御
門
番
所

　

二
条
城
内
で
唯
一
独
立
し
た
番
所
と
し
て
現
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
口
絵
４
）
。
中

井
（5
に
は
「
山
岡
七
右
衛
門
与
力
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
山
岡
七
右
衛
門
は
『
柳
営
補
任
』

の
「
二
条
御
城
代
」
の
項
に
最
後
の
城
代
と
し
て
見
え
る
人
物
で
あ
る
。
同
史
料
に
は
、「
（
前

略
）
廿
日
代
り
東
西
御
門
番
勤
、
但
西
御
門
二
条
御
城
番
ト
号
、
往
古
ハ
壱
人
宛
、
同
心

三
十
人
属
ス
、
山
岡
七
右
衛
門
跡
江

御
定
番
弐
人
被
仰
付
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
東
西
御
門
の

警
固
に
つ
い
て
今
一
度
確
認
し
て
お
く
と
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
伏
見
城
門
番
を
つ

と
め
て
い
た
春
日
・
柘
植
が
二
条
定
番
（
東
御
門
は
城
代
と
も
言
う
）
と
な
り
、
春
日
が
東

大
手
門
を
、
柘
植
が
西
御
門
の
警
固
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
元
禄
一
二

年
（
一
六
九
九
）
に
御
門
番
組
と
し
て
再
編
成
さ
れ
、
両
御
門
番
頭
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
与
力

一
〇
騎
、
同
心
二
〇
人
が
所
属
す
る
体
制
と
な
る

）
（1
（

。
こ
の
再
編
成
前
の
最
後
の
城
代
が
山
岡

七
右
衛
門
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
は
絵
図
類
に
「
御
門
番
預
り
」
と
あ
る

）
（（
（

。
す
な
わ
ち
、
東
御
門
番
所
は
一
貫
し
て
城

代
（
定
番
）
あ
る
い
は
そ
の
後
続
と
な
る
御
門
番
組
の
管
轄
で
あ
っ
て
、
二
条
在
番
が
担
当

す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

❾
北
中
仕
切
門
の
番
所

　

北
中
仕
切
門
付
近
に
存
在
し
た
番
所
。
絵
図
類
に
は
単
に
「
番
所
」
と
あ
る
。
表
１
に
見

え
る
「
北
突
違
御
門
」
付
近
の
番
所
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
寛
永

の
時
点
で
存
在
し
た
南
中
仕
切
門
の
番
所
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
所
に
西
番
衆
小
屋

が
建
て
ら
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

❿
西
番
頭
小
屋
の
番
所

　

歴
彩
中
井
に
は
「
番
所
」
と
あ
る
が
、
ほ
か
に
は
見
え
な
い
。
西
番
頭
小
屋
の
門
番
所
か
。

⓫
本
丸
大
番
所
／
西
大
番
所

　

❻
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
丸
大
番
所
は
本
丸
北
西
に
位
置
し
て
い
た
が
、
天
明
八
年
（
一

七
八
八
）
の
大
火
に
よ
る
本
丸
火
災
に
伴
い
焼
失
し
、
そ
の
後
再
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
大
火
以
前
の
絵
図
で
は
、
⓫
が
「
西
大
御
番
所
」
、
❻
が
「
東
大
御
番
所
」
と
呼
び
分

け
ら
れ
て
い
る
が
、
焼
失
後
は
❻
の
み
大
番
所
、
あ
る
い
は
二
之
丸
大
番
所
と
称
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
ま
た
、
二
章
で
述
べ
る
「
誓
詞
箱
」
は
、
焼
失
前
は
西
大
番
所
に
置
か
れ
て
い

た
が
、
焼
失
後
は
東
大
番
所
（
二
之
丸
大
番
所
）
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

）
（（
（

。
な
お
、
西

大
番
所
の
東
隣
に
は
金
蔵
が
存
在
し
た
。
二
之
丸
大
番
所
の
隣
に
も
金
蔵
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
分
か
る
よ
う
に
、
大
番
所
は
番
衆
の
詰
所
で
あ
り
、
か
つ
金
蔵
を
警
固
す
る
機
能
を
あ
わ

せ
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⓬
西
奥
番
所
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近世における二条城の「番所」（杉谷）

　

中
井
（5
に
は
「
鈴
木
市
兵
衛
与
力
同
心
」
と
あ
る
。
鈴
木
市
兵
衛
は
、
❽
で
述
べ
た
山

岡
七
右
衛
門
と
同
時
期
の
二
条
定
番
で
、
同
じ
く
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
に
門
番
頭
へ
と

替
わ
る
前
の
最
後
の
定
番
で
あ
っ
た
。
諸
絵
図
（（
に
は
、
「
御
門
番
頭
小
林
弥
兵
衛
」
と
あ
り
、

東
御
門
番
所
同
様
、
こ
の
番
所
は
御
門
番
組
の
管
轄
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
東
御
門
番
所
と
対

に
な
る
西
御
門
番
所
は
こ
の
西
奥
番
所
を
指
す
。
そ
し
て
、
諸
絵
図
（（
や
「
手
留
」
文
政
三
年
（
一

八
二
〇
）
四
月
一
七
日
条
に
見
え
る
よ
う
に
、
二
条
在
番
の
交
代
に
際
し
、
番
頭
は
西
御
門
か

ら
城
入
り
し
、
御
門
番
頭
の
案
内
で
西
奥
番
所
へ
入
り
交
代
の
儀
を
行
っ
て
い
る
。

⓭
枡
形
番
所
／
札
番
所
お
よ
び
切
手
番
所

　

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
「
二
条
御
城
中
西
御
門
幷
内
廻
出
来
形
絵
図

）
（（
（

」
に
「
枡
形
番
所
」

と
あ
る
通
り
、
西
門
の
枡
形
に
配
置
さ
れ
た
番
所
で
あ
る
。
諸
絵
図
（（
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

こ
こ
に
は
札
番
所
と
切
手
番
所
が
併
設
さ
れ
て
い
た
（
左
図
）
。
中
井
（5
に
は
「
両
御
番
頭

家
来
札
改
番
所
」
と
あ
る
。
ま
た
幕
末
の
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
両
番
頭
が
所
司
代
に

宛
て
た
城
内
警
衛
に
関
す
る
覚

）
（5
（

に
は
「
西
御
門
切
手
番
所
、
私
共
家
来
人
数
相
増
、
昼
夜
共

勤
番
為
仕
可
申
候
事
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
札
番
所
・
切
手
番
所
と
も
に
枡
形
御
門
番
所

に
は
両
番
頭
の
家
来
が
詰
め
た
。
ま
た
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
丹
波
亀
山
藩
及
川
家

の
及
川
周
広
が
、
諸
家
の
絵
図
か
ら
情
報
を
補
記
し
た
と
い
う
「
二
条
城
図

）
（（
（

」
に
は
、
「
此

枡
形
内
番
所
御
定
番
同
心
一
人
、
両
番
頭
ゟ
侍
一
人
、
徒
一
人
ツ
ヽ
相
詰
、
出
入
之
札
相
改

也
」
と
い
う
小
書
が
あ
る
。
す
で
に
定
番
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
定
番
が
そ
の
後
身
に

あ
た
る
御
門
番
の
こ
と
と
解
釈
す
る
と
、
こ
の
枡
形
番
所
に
は
御
門
番
組
同
心
一
人
と
、
両

大
番
頭
の
家
来
（
侍
二
人
、
徒
二
人
）
が
詰
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
札
と
切
手
は
、
ど
ち
ら
も
二
条
城
に
入
城
す
る
た
め
の
許
可
証
で
あ
っ
た
。
二
条

在
番
を
担
当
す
る
大
番
組
の
番
衆
は
、
京
都
へ

の
出
立
前
に
番
頭
か
ら
「
御
城
御
門
木
札
」
を

手
渡
さ
れ
て
い
る

）
（7
（

。

　

ま
た
、
「
二
条
在
番
登
前
留
下
帳
上

）
（8
（

」
の
札
番

所
宛
の
覚
書
に
は
、
「
初
而　

御
城
中
へ
出
入
候

医
師
者
、
迎
送
札
ニ
而
組
頭
衆
奥
書
之
紙
切
手

番
頭
裏
判
有
之
者
通
し
可
申
候
、
二
度
目
よ
り

ハ
迎
送
札
ニ
組
頭
衆
裏
判
之
紙
切
手
ニ
て
可
通

之
事
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
て
二
条
城
に
出
入
り
す
る
医
者
に
は
、
迎
送
札
＋
組

頭
衆
の
奥
書
と
番
頭
の
裏
判
を
捺
し
た
切
手
を
持
参
す
れ
ば
入
城
を
許
可
し
、
二
度
目
以
降

は
迎
送
札
＋
組
頭
衆
が
裏
判
を
捺
し
た
切
手
を
持
参
す
れ
ば
入
城
を
許
可
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
よ
う
に
、
札
と
切
手
は
セ
ッ
ト
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
元
禄
一
〇
年

（
一
六
九
七
）
頃
の
「
御
番
所
へ
極
月
相
渡
候
諸
道
具
之
覚
」
（
中
井
家
文
書
）
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

一
、
西
之
御
門
札
番
所
へ
拙
者
共
判
鑑
之
札
遣
置
申
候
、
是
者
御
城
外
御
破
損
之
節
諸
道

具
出
候
拙
者
共
切
手
札
ニ
而
出
申
候
、
此
旨
前
方
御
番
頭
江

申
上
、
鑑
札
も
懸
御
目
、

御
番
頭
ゟ
札
改
番
所
へ
被
遣
候
、
右
之
切
手
札
拵
候
而
拙
者
共
月
番
之
方
ニ
指
懸
申
候
、

　

文
意
が
取
り
づ
ら
い
部
分
が
あ
る
が
、
中
井
の
署
判
と
印
鑑
を
付
し
た
札
（
番
頭
が
目
を

通
し
札
番
所
に
渡
し
た
も
の
）
が
札
番
所
に
渡
さ
れ
、
城
外
に
破
損
箇
所
が
あ
っ
た
際
に
諸

道
具
を
持
ち
出
す
場
合
、
こ
れ
に
加
え
て
中
井
か
ら
用
意
し
た
切
手
札
（
月
番
の
者
に
渡
し

た
）
を
持
参
す
れ
ば
、
西
御
門
を
通
行
す
る
こ
と
が
出
来
た
、
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
か

）
（9
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
枡
形
番
所
に
近
接
す
る
西
御
門
の
控
柱
の
貫
に
も
ま
た
、
多
く
落
書
き
が
残

さ
れ
て
い
る

）
（1
（

（
写
真
３
）
。
此
処
の
落
書
き
は
番
所
に
残
さ
れ
た
も
の
と
違
い
、
多
く
は
絵
で
、

狐
や
船
、
ま
た
馬
印
と
思
わ
れ
る
も
の
が
掘
ら
れ
て
い
る
。
一
部
の
文
字
に
は
「
元
文
二
年
巳

四
月
十
一
日
」
と
あ
り
、
ま
た
「
遠
江
国
豊
田
郡
□
﨑
村
」
と
い
っ
た
地
名
も
見
ら
れ
、
京
都

外
か
ら
や
っ
て
き
た
者
が
在
城
の
証
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

）
（1
（

。

⓮
高
麗
御
門
与
力
番
所
（
本
丸
の
与
力
番
所
）

　

本
丸
消
失
前
に
あ
っ
た
、
本
丸
金
蔵
西
側
の
番
所
。
中
井
（5
に
は
「
西
御
番
頭
与
力
御
番
所
」

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
丸
焼
失
前
に
は
、
本
丸
は
西
組
、
二
之
丸
は
東
組
と
い
う
分
担
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

⓯
高
麗
御
門
同
心
番
所
（
本
丸
の
同
心
番
所
）

　

本
丸
西
橋
に
存
在
し
た
高
麗
御
門
付
近
に
置
か
れ
た
番
所
。
中
井
（5
に
は
「
西
御
番
頭
同

心
御
番
所
」
と
あ
る
。
な
お
、
本
丸
西
橋
も
天
明
の
大
火
に
よ
り
罹
災
し
、
架
橋
さ
れ
て
い

な
い
時
期
が
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
こ
の
期
間
に
は
番
所
も
存
在
し
て
お
ら
ず
、
実
際
天
保

一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
歴
彩
中
井
に
は
、
本
丸
西
橋
お
よ
び
高
麗
御
門
番
所
は
描
か
れ
て

い
な
い
。
一
方
、
幕
末
に
本
丸
天
守
台
か
ら
撮
影
さ
れ
た
写
真
（
松
戸
市
戸
定
歴
史
館
所

蔵
）
（（
（

）
に
は
西
橋
が
写
っ
て
お
り
、
橋
は
何
時
か
の
時
点
で
再
建
さ
れ
た
ら
し
い
。
な
お
、
焼

札
番
所

切
手

番
所

冠
木
御
門

●枡形番所

（諸絵図 42 より作成）
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失
後
を
描
く
宮
内
庁
中
井
に
は
、
橋
・
高
麗
御
門
お
よ
び
こ
の
同
心
番
所
が
描
か
れ
て
お
り
、

こ
の
番
所
も
再
建
さ
れ
た
期
間
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
。

⓰
米
見
番
所

　

歴
彩
中
井
に
は
「
米
見
番
所
」
と
あ
る
が
、
ほ
か
の
絵
図
に
は
単
に
「
米
見
所
」
と
あ
る
。

米
蔵
を
警
固
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
様
の
「
米
見
所
」
は
そ
れ
ぞ

れ
の
米
蔵
付
近
に
置
か
れ
て
い
た
。
中
井
家
文
書
の
「
御
城
内
外
跡
御
修
復
箇
所
之
内
手
伝

方
永
野
屋
七
右
衛
門
請
負
之
分
仕
分
御
入
用
内
訳
帳
」
と
い
う
史
料
に
は
、
「
二
之
丸
御
台

所
前
御
米
蔵
附
米
見
番
所
」
と
あ
り
、
絵
図
に
は
番
所
と
記
さ
れ
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
は
米

見
番
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
他
―
―
城
外
の
番
所

　

表
１
に
城
外
番
所
が
二
条
城
作
事
と
し
て
見
え
る
よ
う
に
、
二
条
城
外
の
周
囲
に
は
六
ヶ

所
の
番
所
が
置
か
れ
て
い
た

）
（（
（

。
城
外
の
番
所
に
つ
い
て
は
史
料
が
少
な
く
、
そ
の
実
態
は
不

明
な
が
ら
、『
京
都
町
触
集
成
』
に
は
「
御
城
番
場
六
番
所
」と
あ
る

）
（（
（

。
安
政
元
年
の
覚

）
（5
（

に
は
、「
御

城
外
柵
木
戸
内
往
来
之
者
共
、
口
々
番
所
に
而
相
改
候
之
様
奉
存
候
事
」
と
あ
り
、
口
々
（
三

条
口
、
竹
屋
町
口
な
ど
）
に
置
か
れ
た
番
所
で
、
往
来
の
者
の
改
め
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　

ま
た
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
「
二
条
在
番
着
後
留

）
（（
（

」
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
四
月
二
二

日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
右
進
達
書
備

（
遠
藤
胤
富
、
大
番
頭
）

前
守
召
使
ニ
付
我

（
建
部
政
賢
、
大
番
頭
）

等
壱
人
大

（
堀
田
正
順
、
所
司
代
）

蔵
大
輔
殿
江

罷
越
、
進
達
候
処
、
御
承

知
之
旨
被
御
申
聞
候
、

（
中
略
）

浅
野
壱

（
長
致
、
大
番
頭
）

岐
守
組
江
戸
表
跡
立
之
御
番
衆
道
中
川
支
ニ
而
、
今
朝
上
着
仕
候
、
依
之

備
前
守
組
跡
立
之
御
番
衆
、
明
廿
三
日
御
番
代
仕
候
ニ
付
、
夜
八
時
ゟ
人
馬　

御

城
内
江

呼
入
申
候
間
、
三
条
口
柵
木
戸
無
滞
入
候
様
、
被
仰
付
可
被
下
候
、
以
上
、

四
月
廿
二
日　
　
　

 

遠
藤
備
前
守

建
部
内（

政

賢

）

匠
頭

　

こ
の
と
き
、
二
条
城
に
は
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
の
跡
登
組
番
頭
遠
藤
胤
富
と
、
寛
政

一
〇
年
の
先
登
組
番
頭
建
部
政
賢
が
在
城
し
て
い
た
。
こ
の
両
者
か
ら
所
司
代
に
宛
て
、
川

止
め
の
た
め
遅
れ
て
城
入
す
る
番
衆

）
（7
（

（
寛
政
一
〇
年
跡
登
組
、
番
頭
は
浅
野
長
致
）
の
、
三

条
柵
木
戸
の
通
行
を
許
可
す
る
よ
う
願
い
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
口
々
柵
木
戸
の
通
行
許

可
を
出
す
の
は
所
司
代
で
あ
っ
た
。

二　

番
所
の
機
能

（
１
）
二
条
城
の
御
蔵
と
番
所

　

前
章
に
て
見
た
よ
う
に
、
ま
た
図
１
と
図
２
を
見
比
べ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
二
条
城
の
番

所
は
各
門
前
だ
け
で
な
く
、
御
蔵
の
そ
ば
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
番
所

に
は
御
蔵
の
警
固
と
し
て
の
機
能
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

飯
島
千
秋
氏
に
よ
れ
ば
、
二
条
城
の
御
蔵
は
寛
永
行
幸
に
備
え
た
一
連
の
普
請
事
業
の
中

で
修
築
さ
れ
、
正
徳
期
（
一
七
一
一-

一
六
）
頃
に
は
城
内
三
ヶ
所
に
三
棟
一
一
戸
前
が
、

城
外
に
一
一
棟
二
二
戸
前
が
存
在
し
た
。
ま
た
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
段
階
で
は
城
内
に

五
棟
一
七
戸
前
、
城
外
に
一
二
棟
二
四
戸
前
、
証
文
蔵
一
ヶ
所
と
縄
藁
入
蔵
一
ヶ
所
が
存
在

し
た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
数
は
増
加
し
て
い
る

）
（8
（

。
さ
ら
に
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
頃
に

は
二
条
城
に
金
蔵
が
存
在
せ
ず
、
金
蔵
で
は
な
い
御
蔵
に
幕
府
の
銀
子
が
納
め
ら
れ
て
い
た

と
言
う
が

）
（9
（

、
元
禄
六
～
一
二
年
の
様
子
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
中
井
（5
に
は
は
っ
き
り

と
「
金
蔵
」
が
描
か
れ
、
そ
ば
に
は
番
所
も
見
え
る
。

（
２
）
番
所
に
何
を
置
い
た
か

　

記
録
類
に
は
番
所
に
様
々
な
物
を
置
い
て
い
た
様
子
が
見
え
、
警
備
に
留
ま
ら
な
い
番
所

の
位
置
づ
け
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
節
で
は
、
番
所
に
置
か
れ
て

い
た
物
を
通
じ
て
そ
の
機
能
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

①
御
黒
印
・
御
下
知
状
・
誓
詞
箱
を
置
く

　

「
手
留
」
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
四
月
二
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
右
相
済
、
二
丸
御
番
所
ニ
有
之　

御
黒
印
・
御
下
知
状
之
箱
幷
誓
詞
箱
、
今
朝

出
（
大
久
保
教
孝
※
大
番
頭
）

雲
守
小
屋
江

取
寄
セ
被
置
候
ニ
付
、
封
印
切
拝
見
之
上　

御
黒
印
・
御
下
知
状
入

半
櫃
、
且
誓
詞
箱
之
鍵
、
是
又
封
し
候
而
、
両
封
印
い
た
し
候
上
、
出
雲
守
ゟ
二
丸

御
番
所
江

差
越
置
被
申
候
、
尤
切
り
替
之
節
者
用
方
之
者
罷
出
候
、

　

右
の
前
文
で
は
、
両
番
頭
が
組
頭
衆
と
面
会
、
例
格
の
書
付
お
よ
び
所
司
代
よ
り
下
さ
れ

た
在
番
の
心
得
を
組
頭
へ
達
し
て
挨
拶
を
か
わ
し
、
各
役
者
が
誓
詞
の
血
判
を
行
う
な
ど
、

在
番
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
の
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
。
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近世における二条城の「番所」（杉谷）

　

こ
こ
で
見
え
る
御
黒
印
・
御
下
知
状
は
、「
手
留
」
に
「
寛
永
十
七
年
三
月
七
日
御
黒
印
壱
通
」

「
慶
長
十
八
年
七
月
十
八
日
御
黒
印
写
壱
通
」
「
下
知
状
幷
伏
見
下
知
状
写
壱
通
ツ
ヽ
」
と
あ

る
。
寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
三
月
七
日
の
御
黒
印
お
よ
び
下
知
状
は
、
同
日
に
幕
府
が

二
条
と
大
坂
の
在
番
に
下
し
た
、
在
番
の
心
得
を
定
め
た
条
々
を
指
す

）
（1
（

。

　

ま
た
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）
七
月
一
八
日
の
御
黒
印
写
お
よ
び
下
知
状
写
は
、
次
の

黒
印
状
と
こ
れ
に
付
随
す
る
下
知
状
が
写
さ
れ
た
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

伏
見
在
番
之
面
々
江

之
御
条
目
幷
下
知
状

伏
見
城
在
番
中
法
度

一
、
喧
嘩
口
論
堅
令
停
止
之
上
、
於
違
背
之
輩
者
、
不
論
理
非
、
双
方
可
為
成
敗
、

或
親
類
、
或
依
知
音
之
好
、
令
荷
担
者
、
従
本
人
為
曲
事
之
条
厳
重
可
申
付
事
、

一
、
自
然
如
何
様
之
儀
雖
有
之
、
不
可
出
城
中
事
、

一
、
在
番
中
、
若
有
用
所
、
於
罷
出
者
、
番
頭
両
人
江

相
尋
、
可
任
其
意
、
番
頭
用
所

付
而
者
番
衆
中
江

相
断
へ
き
事
、

右
厳
密
可
申
付
之
、
令
用
捨
濫
之
儀
有
之
者
、
両
人
可
為
曲
事
者
也
、

慶
長（

十
脱
）

八
年
七
月
十
七
日　

御
黒
印

井
伊
掃（

直

孝

）

部
頭
と
の
へ

渡
邊
山（

茂

）

城
守
と
の
へ

　

な
ぜ
伏
見
城
の
在
番
中
法
度
が
封
印
を
施
さ
れ
大
番
所
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
と
い
う

と
、
伏
見
城
の
廃
城
お
よ
び
二
条
城
の
警
衛
体
制
確
立
の
歴
史
が
関
係
し
て
い
る
。
以
下
、

渡
邊
忠
司
氏
の
論
稿

）
（1
（

よ
り
そ
の
経
緯
を
ま
と
め
て
お
く
。
二
条
城
の
築
城
当
初
、
徳
川
氏
の

軍
事
拠
点
は
伏
見
城
で
あ
っ
た
。
慶
長
一
二
年
に
は
伏
見
城
の
城
代
に
松
平
定
勝
、
大
番
頭

に
右
の
史
料
に
見
え
る
渡
邊
茂
が
配
置
さ
れ
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
は
在
番
が
一
年

交
代
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
伏
見
城
の
廃
城
が
決
定
、

寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
は
伏
見
城
の
天
守
が
二
条
城
に
移
築
さ
れ
た
。
徳
川
政
権
は
廃

城
前
に
伏
見
城
の
恒
常
的
警
衛
態
勢
を
整
え
て
お
り
、
こ
の
伏
見
城
の
守
衛
部
隊
が
二
条
城

へ
移
り
、
二
条
城
の
警
衛
体
制
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に

は
渡
邊
茂
が
二
条
定
番
に
任
命
さ
れ
、
ま
た
前
述
の
通
り
、
伏
見
城
の
御
門
警
衛
を
担
当
し

て
い
た
春
日
・
柘
植
も
二
条
定
番
へ
移
っ
た
。
春
日
・
柘
植
は
東
御
門
・
西
御
門
の
警
備
を

担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
渡
邊
は
二
条
城
代
と
な
り
、
ま
た
渡
邊
が
大
番
頭
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
二
条
城
は
大
番
組
に
所
属
す
る
番
衆
三
〇
人
二
組
、
ま
た
城
代
に
附
属
す
る
同
心

三
〇
人
が
渡
邊
の
配
下
と
し
て
二
条
城
を
守
衛
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
渡
邊
は
寛
永
一
二
年

（
一
六
三
五
）
に
職
を
解
か
れ
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
大
番
頭
保
科
正
貞
・
安
部
信
盛
が
在
番

を
命
じ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
番
衆
五
〇
人
を
引
き
連
れ
て
二
条
城
へ
や
っ
て
き
た
。
こ
れ
が

二
条
在
番
の
「
濫
觴

）
（（
（

」
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
大
雑
把
に
言
え
ば
伏
見
在
番
は
二
条
在
番
の
前
身
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
伏

見
在
番
に
下
さ
れ
た
在
番
中
法
度
が
、
二
条
在
番
の
基
本
法
則
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
大
番
所

に
て
厳
重
に
保
管
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
「
誓
詞
箱
」
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
誓
詞
を
入
れ
る
箱
で
あ
る
。
誓
詞
と
は
起
請
文

の
こ
と
で
、
初
め
て
二
条
在
番
に
従
事
す
る
番
衆
は
出
立
前
に
誓
詞
を
提
出
し
、
精
勤
を
神

仏
に
誓
う
必
要
が
あ
っ
た

）
（（
（

。
ま
た
城
入
り
の
儀
礼
の
際
、
御
破
損
奉
行
や
御
弓
奉
行
な
ど
の

役
者
は
、
番
頭
の
右
筆
が
誓
詞
罰
文
を
読
み
上
げ
た
後
、
こ
れ
に
血
判
を
据
え
提
出
し
て
い

る
。
提
出
さ
れ
た
誓
詞
は
箱
に
入
れ
て
両
番
頭
の
封
印
を
施
し
、
二
之
丸
大
番
所
に
て
保
管

さ
れ
た
。
ま
た
誓
詞
箱
の
鍵
は
「
月
番
箱
」
と
い
う
月
番
の
番
頭
が
持
ち
回
る
箱
に
入
れ
ら

れ
て
お
り
、
御
黒
印
・
御
下
知
状
・
誓
詞
と
も
に
厳
重
な
管
理
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
在
番
と
し
て
の
心
構
え
を
規
定
し
た
文
書
で
あ
り
、
こ
れ
が
二
之
丸
大
番
所
に

保
管
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
が
二
条
在
番
に
と
っ
て
の
城
内
に
お
け
る
拠
点
で

あ
っ
た
こ
と
を
概
念
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
諸
道
具
を
置
く

　

前
項
で
み
た
寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
に
幕
府
か
ら
出
さ
れ
た
条
々
に
は
、
「
御
番
所

に
武
具
幷
得
道
具
可
置
之
事
」と
あ
る
。こ
の
条
文
の
通
り
、
番
所
に
は
武
器
類
が
置
か
れ
た
。

　

諸
絵
図
（（
に
は
、⓬
西
奥
番
所
に
置
か
れ
て
い
た
鑓
等
と
み
ら
れ
る
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。

右
側
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
三
つ
道
具
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
捕
り
物
に
使
用
す
る
突
棒
・

袖
搦
・
刺
股
を
表
す
。
ま
た
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
の
御
門
番
組
与
力
に
よ
る
「
月
番
控

帳
）
（（
（

」
に
は
、
西
奥
番
所
・
東
御
門
番
所
と
も
に
鑓
や
鉄
炮
な
ど
の
武
器
類
が
置
か
れ
て
い
た

こ
と
が
見
え
る
。

　

ま
た
「
二
条
二
之
丸
御
番
所
御
道
具
申
送
帳

）
（5
（

」
に
は
、
二
之
丸
大
番
所
に
置
か
れ
た
武
器

類
も
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鉄
炮
や
胴
乱
な
ど
武
具
に
類
す
る
も
の
の
ほ

か
、
御
紋
付
の
提
灯
や
御
門
の
海
老
錠
、
鋸
や
斧
と
い
っ
た
実
用
品
、
棕
櫚
箒
や
手
桶
な
ど
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研究ノート

の
掃
除
用
具
も
置
か
れ
て
い
た
。
各
道
具
は
、
二
条
在
番
の
入
れ
替
わ
り
時
に
、
員
数
や
疵

の
有
無
な
ど
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
修
復
や
新
調
が
行
わ
れ
た
。

③
所
々
の
鎰
を
置
く

　

各
番
所
に
は
、
城
内
各
所
の
鎰
も
置
か
れ
て
い
た
。
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
頃
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
「
所
々
鎰
有
所
之
覚
」（
中
井
家
文
書
）
に
は
、「
廊
下
橋
同
心
番
所
」（
❼
）

に
本
丸
玄
関
前
御
門
の
鎰
・
本
丸
玄
関
脇
埋
御
門
の
鎰
・
本
丸
玄
関
前
火
之
用
心
道
具
入
れ

の
鎰
（
破
損
奉
行
の
封
印
）
・
廊
下
橋
御
門
の
鎰
・
同
所
南
の
御
門
の
鎰
（
両
番
頭
が
箱
に

捺
印
）
・
同
所
北
の
開
戸
の
鎰
・
二
之
丸
堀
端
御
門
の
鎰
を
、
ま
た
「
高
麗
御
門
与
力
番
所
」

（
⓮
）
に
は
御
本
丸
艮
（
北
東
）
櫓
の
鎰
（
番
頭
が
箱
に
印
）
、
高
麗
御
門
の
鎰
、
御
廊
橋
二

階
の
鎰
、
御
焔
硝
石
蔵
戸
前
の
鎰
を
、
「
二
之
御
丸
与
力
番
所
」
（
❺
）
に
は
二
之
丸
火
用
心

道
具
を
入
れ
て
い
る
所
々
の
鎰
（
破
損
奉
行
の
封
印
）
を
置
い
て
い
た
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
世
の
二
条
城
で
は
あ
ら
ゆ
る
場
所
や
物
に
鎰
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
と
同
時
に
、
番
所
に
は
鎰
を
管
理
す
る
役
割
も
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
、
瑣
末
な
が
ら
二
条
城
の
番
所
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
寛
永
行
幸
が
行
わ
れ
た
当
時
に

は
、
各
門
々
の
警
固
を
中
心
と
し
て
番
所
が
配
置
さ
れ
て
い
た
が
、
城
内
に
蔵
が
建
て
ら
れ
、

幕
府
の
詰
米
や
銀
子
が
貯
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
と
連
動
し
て
か
、
番
所
の
数
も
増
え
、
こ

れ
ら
が
警
固
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
を
担
当
し
た
の
は
、
主
に
二
条
在
番
の
与
力
や

同
心
で
、
ま
た
大
番
頭
の
家
来
・
足
軽
に
も
番
所
勤
め
の
職
務
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
行
く
と
、
築
城
時
～
行
幸
が
行
わ
れ
た
頃
の
二
条
城
と
、
将
軍
の
御
成
が

な
く
な
り
、
ま
た
城
内
に
二
条
在
番
の
居
住
施
設
が
整
え
ら
れ
て
以
降
の
二
条
城
と
で
は
、
そ

の
位
置
づ
け
や
役
割
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
近
世
に
お
け
る
二
条
城
は
、
幕
府
が

京
都
と
天
皇
・
朝
廷
を
守
護
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

）
（（
（

が
、
二
条

在
番
は
決
し
て
空
虚
な
シ
ン
ボ
ル
を
守
衛
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
実
質
的
に
言
え
ば
、
二

条
城
は
幕
府
の
貯
蔵
施
設
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
二
条
在
番

に
は
「
二
条
城
の
警
衛
」
が
任
さ
れ
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
注
】

（
1
） 

詳
細
は
柴
﨑
謙
信
「
二
条
在
番
と
二
条
城
」
（
『
研
究
紀
要
元
離
宮
二
条
城
』
第
一
号
、
二
〇

二
二
年
）
参
照
。

（
（
） 

今
和
泉
大
「
第
二
章 

二
条
城
大
改
造
（
寛
永
期
～
元
禄
期
）
」
（
『
平
成
三
〇
年
度
史
跡
二
条

離
宮
（
二
条
城
）
保
存
活
用
計
画
策
定
に
係
る
歴
史
調
査
業
務
報
告
書
［
概
要
版
］
』
二
〇

一
九
年
）
。
図
１
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
番
衆
長
屋
自
体
は
寛
永
行
幸
時
か
ら
存
在
し
た
。

（
（
） 

渡
邊
忠
司
「
近
世
二
條
城
蔵
詰
米
と
京
都
商
人
」
（
『
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研

究
紀
要
』
一
〇
、
二
〇
一
三
年
）
。

（
（
） 

な
お
、
絵
図
を
用
い
る
際
に
注
意
が
必
要
な
の
は
、
そ
の
描
か
れ
た
年
代
や
内
容
が
い
つ
の

も
の
で
あ
る
の
か
明
確
で
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
に
加
え
、
図
の
主
旨
に
よ
り
存
在
し
て
も

描
か
れ
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
西
組
与
力
同
心
小
屋
そ
ば
に
は

稲
荷
社
が
存
在
し
て
い
た
が
、
中
井
家
の
絵
図
に
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ

れ
は
稲
荷
社
が
大
工
頭
中
井
家
の
管
轄
外
の
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
） 

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
、
請
求
記
号
：
館
古
一
六
四-

三
〇
四-

一
。
同
じ
文
言
を

記
す
類
似
の
絵
図
が
、
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
喜
田
文
庫
に
も
あ
る
。

（
（
） 

番
頭
・
番
衆
の
居
住
区
域
は
東
西
に
分
か
れ
て
お
り
、
東
に
は
先
登
組
が
、
西
に
は
跡
登
組

が
居
住
し
た
。

（
7
） 

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
、
請
求
記
号
：
館
古
〇
二
三-

一
六
二-

六
。

（
8
） 

日
本
史
籍
協
会
編
『
所
司
代
日
記
』
文
久
元
年
六
月
九
日
条
。

（
9
） 

な
お
、
宮
内
庁
中
井
に
よ
れ
ば
、
唐
門
は
御
殿
番
三
輪
の
預
か
り
で
あ
っ
た
。

（
11
） 

京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
中
井
家
文
書
「
七
番
終
大
御
番
所
廻
」（
請
求
記
号
：
中
井
家
絵
図
・

書
類
／
四
六-

一
〇
）
。

（
11
） 

天
保
一
四
年
の
歴
彩
中
井
に
は
「
御
料
理
之
間
、
当
時
大
番
所
」
と
あ
る
。
「
当
時
」
は
「
今
」

の
意
。

（
1（
） 

囲
炉
裏
が
あ
っ
た
た
め
煮
炊
き
は
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
料
理
の
た
め
の
施
設
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
。

（
1（
） 『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
以
下
『
諸
家
譜
』
）
巻
一
八
、
一
〇
五
頁
。

（
1（
） 『
諸
家
譜
』
巻
九
、
二
六
五
頁
。

（
15
） 『
諸
家
譜
』
巻
一
九
、
二
八
六
頁
。
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（
1（
） 『
諸
家
譜
』
巻
四
、
二
八
一
頁
。

（
17
） 『
紀
要
』
第
一
号
編
（1（
。

（
18
） 

請
求
記
号
：
中
井
家
絵
図
・
書
類
／
五
一-

九
。

（
19
） 

西
和
夫
・
荒
井
朝
江
「
二
条
城
二
階
廊
下
・
溜
り
の
部
材
調
査
と
復
原
に
つ
い
て
」
（
『
日
本

建
築
学
会
関
東
支
部
研
究
報
告
集
』
一
九
八
六
年
）
。

（
（1
） 「
手
留
」
文
政
三
年
五
月
一
五
日
条
。

（
（1
） 

渡
邊
忠
司
「
徳
川
政
権
と
京
都
二
條
城
警
衛
体
制
の
確
立
」（
『
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
』
三
、

二
〇
一
三
年
）
。

（
（（
） 

三
井
文
庫
旧
蔵
「
順
覧
筆
記
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
、
請
求
記
号
：
М
Ｘ-

三
〇
三-

六
）

に
は
、
「
東
御
門
に
番
処
あ
り
、
御
裏
門
番
の
組
頭
の
も
の
勤
番
」
と
あ
る
。
二
条
城
に
お

け
る
「
御
裏
門
」
が
何
を
示
す
の
か
は
不
明
。

（
（（
） 

中
井
家
文
書
「
諸
道
具
之
覚
」
。

（
（（
） 

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
中
井
家
文
書
、
請
求
記
号
：
館
古
〇
二
三-

一
五
九-

二
。

（
（5
） 『
大
日
本
古
文
書
』
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
五
、
三
九
五
頁
。

（
（（
） 

前
掲
注
（
5
）
。

（
（7
） 「
手
留
」
文
政
三
年
三
月
一
八
日
条
。

（
（8
） 

東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
蔵
、
請
求
記
号
：
甲
：
二
：
一
三
四
〇
。

（
（9
） 

城
内
出
入
の
た
め
の
木
札
の
雛
形
が
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
中
井
家
文
書
に
残
さ
れ
て

い
る
（
「
御
城
内
出
入
札
御
鑑
札
札
等
絵
図
」
請
求
記
号
：
中
井
家
絵
図
・
書
類
／
五
〇-

一
八
）
。

（
（1
） 

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
は
北
側
の
貫
に
し
か
見
え
な
い
。
「
手
留
」
文
政
三
年
四
月
一
七
日
条

の
番
頭
城
入
の
条
に
「
西
御
門
江

罷
越
候
所
、
御
門
片
扉
開
申
候
」
と
あ
り
、
西
御
門
は
片

側
の
み
開
か
れ
た
、
と
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
。

（
（1
） 

在
番
の
番
士
は
旗
本
で
あ
り
、
ま
た
与
力
や
同
心
も
江
戸
か
ら
や
っ
て
く
る
が
、
番
士
に
随

従
す
る
下
人
は
旗
本
領
の
在
地
か
ら
徴
発
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
（
岩
城
卓
二
「
在
坂
役
人

と
大
坂
町
人
社
会
」
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
二

〇
〇
二
年
）
。
こ
こ
に
は
遠
江
国
と
あ
り
、
ま
た
四
月
の
日
付
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ら
も
二
条
在
番
に
伴
い
京
外
か
ら
や
っ
て
き
た
者
が
残
し
た
落
書
き
の
可
能
性
も
あ
る

が
、
詳
細
は
不
明
。

（
（（
） 

元
離
宮
二
条
城
事
務
所
編
『
史
跡
旧
二
条
離
宮
（
二
条
城
）
保
存
活
用
計
画
』
二
〇
二
〇
年

に
掲
載
の
写
真
七
四
。

（
（（
） 『
研
究
紀
要
元
離
宮
二
条
城
』
第
三
号
の
参
考
図
１
参
照
。

（
（（
） 『
京
都
町
触
集
成
』
巻
六-

一
五
三
九
、
一
五
八
〇
。

（
（5
）
前
掲
注
（
（5
）
。

（
（（
） 

請
求
記
号
：
Ｆ
Ｉ
Ｓ
／
〇
〇
〇
一
／
〇
二
〇
五
。

（
（7
） 

跡
登
番
頭
は
番
衆
の
後
に
上
京
す
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
夜
八
時
（
午
前
二
時
～
四
時
頃
）

に
人
馬
を
城
に
入
れ
て
い
る
が
、
「
手
留
」
に
も
同
時
刻
に
在
番
交
代
の
儀
が
開
始
さ
れ
、

城
入
り
す
る
番
衆
が
堀
端
に
て
行
列
を
な
し
て
い
る
様
子
が
見
え
、
在
番
の
交
代
は
こ
の
時

間
に
行
わ
れ
る
慣
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
文
政
三
年
四
月
一
七
日
条
、
翌
年
同
日
条
）
。

（
（8
） 

飯
島
千
秋
「
江
戸
幕
府
の
米
蔵
」
（
『
江
戸
幕
府
財
政
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、

初
出
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
（9
） 「
京
都
役
所
方
覚
書　

下
」
に
よ
る
。

（
（1
）  『
紀
要
』
第
一
号
の
編
（（9
。
黒
印
状
は
将
軍
が
直
接
発
給
者
と
な
っ
て
黒
印
を
捺
し
た
も
の
、

下
知
状
は
黒
印
状
に
書
か
れ
た
将
軍
の
上
意
を
老
中
が
下
達
、
黒
印
状
を
受
け
て
職
務
内
容

を
詳
し
く
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
（
菊
池
勇
夫
「
箱
館
奉
行
の
基
本
性
格
に
つ
い
て
―
―
黒

印
状
・
下
知
状
の
分
析
」
〈
『
北
方
史
の
な
か
の
近
世
日
本
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
、
初

出
一
九
八
七
年
〉
参
照
）
。

（
（1
） 

前
掲
注
（
（1
）
。

（
（（
） 『
慶
延
略
記
』
に
よ
る
。

（
（（
） 「
手
留
」
文
政
三
年
二
月
一
一
日
条
等
。

（
（（
） 

渡
邊
忠
司
編
『
近
世
京
都
二
條
城
御
門
番
組
与
力
記
録
』（
名
著
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
所
収
。

（
（5
） 

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
、
請
求
記
号
：
館
古
五
〇
三
。

（
（（
） 

笠
谷
和
比
古
「
禁
裏
と
二
条
城
を
め
ぐ
る
政
治
的
表
象
」
（
『
武
家
政
治
の
源
流
と
展
開
』
清

文
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
六
年
）
。

【
付
記
】
本
文
中
使
用
し
た
史
料
の
閲
覧
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
各
所
に
謝
意
を

申
し
上
げ
ま
す
。
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行幸時の建物

取り壊した建物

番所

［凡例］

※〈 〉は中井34

「行幸御殿幷古御建物御取解不相成以前

　二条御城中絵図」により補足。

太
鼓
矢
倉

御
番
所

御
番
所

西御長屋蔵

御
番
所

御
番
所

御 番 所

御
番
所

御 番 所

御 番 所

御
門

御
番
所

御
番
所

御米蔵

御天守

火縄入

橋

御
鷹
部
屋

御番所

（西御門）

（
北
御
門
）

（東御門）

（
唐
門
）

御番衆長屋

御
番
衆
長
屋

御番衆長屋

御台所

御遠侍

御
橋
廊
下

御台所 御料理之間

御
土
蔵

御
台
所

御
土
蔵

御
土
蔵

御米蔵

塩
焇
蔵

御門

伺
候
之
間

坊
主
部
屋

役人衆部屋

御車屋 御車屋 御車屋

御蔵

御遠侍 御遠侍

御広間 御広間

御
式
台

御
小
広
間

蘇鉄之間

女
院
御
殿

女
院
御
殿

御
台
所

御
風
呂
屋

御土蔵

御
殿

御
殿

長屋

御
門

御 次 之 間御 次 之 間

御 舞 台

行
幸
御
殿

御
局
御
局

御 車 屋権
大
納
言

中
宮
御
殿

御 長 局
二
階
御
廊
下

御広間 御広間

御書院 御書院

御
殿
御
殿

御
料
理
之
間

坊主部屋

御 門

御蔵

御 馬 屋

御 門

御
年
寄
衆
部
屋

御
門

二
階

御
門

御
塩
焇
石
之

御
蔵

御
湯
殿

〈
番
所
〉

〈
番
所
〉

図１　行幸御殿取壊前の二条城内の番所配置

京都大学附属図書館蔵「二条御城中絵図」（請求記号：中井家絵図・書類 /52-4）をトレース。

便宜上番所を黒塗りで示した。
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図２-①　二条城内の番所配置

歴彩中井をトレース。⓫・⓮・⓯は中井 35 により補記した。

❶
❷ ❸

❹
❺

❻

❼

❽

❾

❿

⓫

⓬

⓭

⓮

⓰

⓯

︵
本
丸
跡
︶

︵
西
番
衆
小
屋
︶

︵
西
番
衆
小
屋
︶

︵
二
之
丸
御
殿
︶

︵
東
番
衆
小
屋
︶

︵
東
番
衆
小
屋
︶

︵
東
番
頭
小
屋
︶

︵
東
番
頭
小
屋
︶

︵
西
番
頭
小
屋
︶

︵
西
番
頭
小
屋
︶

（東御門）

（西御門）

（北御門）

︵
稲
荷
曲
輪
︶

︵
稲
荷
曲
輪
︶

（御厩曲輪）（御厩曲輪）（御破損小屋）

（米蔵）（米蔵）

（北中仕切門）（北中仕切門）

（米蔵）（米蔵）

（南中仕切門）（南中仕切門）

（唐門）

（天守台）

︵
焔
硝
蔵
︶

︵
焔
硝
蔵
︶

（鳴子門）

（米蔵）

（御台所）（御台所）

（高麗御門）（高麗御門）

（御料理之間）（御料理之間）

（金蔵）（金蔵）

（御廊下橋）（御廊下橋）

（御納戸蔵）（御納戸蔵）

（御座之間）（御座之間）

（西組同心小屋）（西組同心小屋）

︵
西
組
与
力
小
屋
︶

︵
西
組
与
力
小
屋
︶

（南御門）（南御門）

（米見所）（米見所）

（米見所）（米見所）

（米見所）（米見所）

（米蔵）

︵
東
組
同
心
小
屋
︶

︵
東
組
同
心
小
屋
︶

（東組与力小屋）（東組与力小屋）
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御
鉄
炮

同同同
御
鉄
炮

御広間

御書院

御遠侍

御座之間

御
年
寄
部
屋

御
天
守

御
納
戸
蔵

御金蔵

三
階
御
櫓

御
鉄
炮 附

天
守

土
間

御
門西大御番所

御鉄炮

御 弓

埋御門

同
同

同
同

同

同
同

同
同

同

御櫓

土間

二階御櫓

鉛御蔵

御 鉄 炮

同同

ハ
ン
所

ハ
シ

出
丸

御
門

同
清帳入

  古木

御 鉄 炮

鳴子御門

溜
御
門

御米蔵

橋

井
井 （

内
堀
）

南御門

御
天
守
幷
附
天
守
共 

寛
延
三
午
年
焼
失

御殿向御多門其外共 天明八申年焼失

（
貼
紙
）

（貼紙）





❼



図２-②　焼失前の本丸（行幸御殿撤去後）

中井 37「二条御城中絵図」より本丸部分のみトレース

文
化
十
三
年
丙
子
年
四
月
十
二
日
ヨ
リ

同
　
　
　
　
丁
丑
年
四
月
マ
テ

文
化
十
三
年
丙
子
年
四
月
十
二
日
ヨ
リ

同
　
　
　
　
丁
丑
年
四
月
マ
テ

文
化
乙
亥
年
四
月
十
三
日
交
代

文
化
乙
亥
年
四
月
十
三
日
交
代

松
平
伊
予
守
同
心

松
平
伊
予
守
同
心

加
納
大
和
守
同
心

加
納
大
和
守
同
心 文

化
十
五

　
戸
田
組
同
心

文
化
十
五

　
戸
田
組
同
心

写真１　❹二之丸御門同心番所の柱

写真２　❻御清所（御料理之間・

二之丸大番所）の東面小壁の柱

遠
江
国
豊
田
郡
□
﨑
村

遠
江
国
豊
田
郡
□
﨑
村

元
文
二
年

巳
四
月
十
二
日

元
文
二
年

巳
四
月
十
二
日

写真３　西御門の控柱の貫

※写真１・２・３とも通常非公開箇所
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中井 35

元禄 6～ 12
（1693 ～ 1699）

中井 38

享和 2年

（1802）

―

番所

宮内庁中井

御番所〈御所

司与力同心〉

〈大御番頭足軽〉

番所

東御番頭同心

番所

番所〈東御番頭

与力〉

御料理之間

〈東御番衆詰所〉

両御番頭

同心番所

御番所〈山岡

七右衛門与力〉

〈西御番頭足軽〉

番所

西御番衆詰所

番所〈鈴木市

兵衛与力同心〉

〈両御番頭家来

札改〉番所

×

中井 93

本丸焼失前

番所

与力番所

柳番所

番所

与力番所

御料理之間

番所

番所

×

西大御番所

御門番（ヵ）
与力番所

番所／番所

米見所

×

中井 37

本丸焼失※後
※天明 8年
      （1788）

ハン[ ]
（付箋で見えず）

所司代与力
ハン所

ハン所

ハン所

与力ハン所

御料理間

ハン所

与力ハン所

（付箋で
  見えず）

【西大御番所】

与力ハン所

ハン所

米見所

番所（ヵ）

番所

  □□
（番所ヵ）

―

番所

大御番所

番所

番所

番所

―

【大御番所】

番所

番所

□□

番所

中井 36

享和 2年以後

（1802 ～）

御番所

御番所

番所

―

御番所

御料理之間、
二ノ御丸大
御番所

―

御番所

御番所

―

御本丸大御番所

御番所

御番所／
御番所

御米見所

歴彩中井

天保 14 年

（1843）

モノオキ

北御門番所

番所

番所

番所

米見番所

御料理之間
〈当時大番所〉

番所

東御門番所

番所

門番所

西奥番所
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［凡例］

・各絵図の出典は以下の通り。

中井 35、36、37、38、42、93：谷直樹編『大工頭中井家建築指図集』（思文閣出版、（11（ 年）所収。番号は本書の通

し番号による。

歴彩中井：京都府立京都学・歴彩館所蔵中井家文書「二条御城中惣絵図」（請求記号：館古 023‐160）

宮内庁中井：宮内庁書陵部蔵「二条城内外之図　二条御城内之図」（函架番号：209.373）

・「－」は建物は描かれているが名称等情報が記されていないことを、「×」は建物自体描かれていないことを示す。

・〈 〉は絵図中の小書きを、【 】は絵図中本丸焼失域として貼紙にて覆われている部分を示す。
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研究ノート

は
じ
め
に

　

「
二
条
城

（
1
（

」
は
、
寛
永
の
行
幸
や
大
政
奉
還
の
舞
台
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
で
知
ら
れ
る
。

一
方
で
、
そ
れ
が
二
条
離
宮
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
触
れ
ら
れ

て
い
る
も
の
の

（
（
（

、
い
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。

　

徳
川
の
城
で
あ
っ
た
「
二
条
城
」
は
、
江
戸
時
代
が
終
焉
を
迎
え
る
と
徳
川
と
い
う
主
人

を
失
っ
た
。
そ
の
後
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
、
太
政
官
代
が
置
か
れ
た
後
、
留
守
官
、

京
都
府
、
陸
軍
省
、
宮
内
省
へ
と
、
そ
の
管
轄
が
流
転
し
た

（
3
（

。
こ
う
し
た
「
二
条
城
」
の
管

轄
の
変
化
は
、
明
治
政
府
が
旧
体
制
の
遺
産
を
い
か
に
統
制
し
、
ま
た
地
方
城
郭
を
掌
握
し

た
か
の
一
端
を
示
す
。

　

二
条
離
宮
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
な
流
れ
の
中
で
成
立
し
た
の
か
。
明
治
以
降
の
離
宮

の
整
備
は
、
国
家
行
事
や
外
交
儀
礼
の
場
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
日
本
の
近
代
化
を
象
徴
し

た
も
の
で
あ
り
、
「
二
条
城
」
の
離
宮
化
も
、
同
様
の
視
点
で
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
「
二
条
城
」
か
ら
二
条
離
宮
へ
の
管
轄
の
変
遷
を
確
認
し
、
そ
の
成
立

の
背
景
に
あ
る
も
の
を
探
る
。
ま
た
、
離
宮
と
し
て
使
う
た
め
に
施
さ
れ
た
「
二
条
城
」
へ

の
改
変
工
事
に
つ
い
て
触
れ
る
と
共
に
、
二
条
離
宮
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
、
ま
た
人
々
に
、

い
か
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
二
条
離
宮
の
実
態
に
迫

り
た
い
。

１
．
「
二
条
城
」
の
管
轄
の
変
遷

　

徳
川
の
城
で
あ
っ
た
「
二
条
城
」
は
、
大
政
奉
還
が
さ
れ
た
後
、
速
や
か
に
離
宮
と
な
っ

た
わ
け
で
な
い
。
表
１
は
大
政
奉
還
後
、
太
政
官
代
が
置
か
れ
て
か
ら
現
在
ま
で
の
管
轄
の

変
遷
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
流
れ
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
管
轄
の
変

遷
が
「
二
条
城
」
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
の
か
触
れ
た
い
。

（
１
）
太
政
官
代
か
ら
京
都
府
の
管
轄
へ

　

江
戸
時
代
が
終
焉
を
迎
え
る
と
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
（
一
月
二
七
日
「
二
条
城
」
に
、

太
政
官
代
が
置
か
れ
た
。
太
政
官
代
は
、
大
政
奉
還
後
に
「
二
条
城
」
を
収
め
て
い
た
尾
張

藩
の
徳
川
慶
勝
（
一
八
二
四
‐
八
三
（
に
よ
っ
て
警
固
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
（
（

。
そ
れ
は
、

程
な
く
「
二
条
城
」
か
ら
他
へ
移
さ
れ
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
（
六
月
四
日
に
三
輪
嘉

之
助
へ
、
ま
た
同
三
年
三
月
二
二
日
に
留
守
官
の
管
轄
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
留
守
官
に
よ

っ
て
「
二
条
城
」
は
、
使
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
時
、
「
二
条
城
」
の
財
産
管
理
は
、

大
蔵
省
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

（
（
（

。

　

明
治
四
年
三
月
八
日
、
留
守
官
よ
り
京
都
府
へ
と
、
そ
の
管
轄
が
移
さ
れ
た
。
そ
れ
に
先

研
究
ノ
ー
ト　

離
宮
時
代
の
「
二
条
城
」
の
保
存
と
活
用

降
矢　

淳
子

【
要
旨
】

　

徳
川
幕
府
の
終
焉
後
、「
二
条
城
」
は
主
人
を
失
っ
た
。
明
治
政
府
の
掌
握
の
下
、
そ
の
管
轄
は
流
転
し
た
が
、
軍
事
的
に
利
用
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
陸
軍
省
の
管
轄
か
ら
、
皇
室

の
離
宮
と
な
り
宮
内
省
の
管
轄
に
移
っ
た
こ
と
は
、
軍
事
拠
点
と
し
て
の
城
郭
を
脱
却
し
、
離
宮
と
し
て
保
護
さ
れ
る
と
い
う
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
。

　

二
条
離
宮
は
、
国
内
外
の
美
術
へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
、
外
国
人
の
目
線
も
意
識
し
な
が
ら
整
備
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、「
二
条
城
」
の
遺
産
を
変
質
さ
せ
る
よ
う
な
改
造
が
さ
れ
ず
に

保
存
さ
れ
、
さ
ら
に
皇
太
子
ら
の
宿
泊
所
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
新
た
な
価
値
が
加
わ
っ
た
。
一
方
で
、
拝
観
者
を
受
け
入
れ
、
国
内
外
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、

観
光
名
所
と
し
て
の
一
面
も
あ
っ
た
。

　

「
二
条
城
」
の
遺
産
は
、
皇
室
の
近
代
化
を
象
徴
す
る
二
条
離
宮
の
時
代
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
在
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。
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「離宮時代の「二条城」の保存と活用」（降矢）

立
っ
て
京
都
府
は
、
便
宜
が
良
い
の
で
速
や
か
に
京
都
府
庁
を
移
転
し
た
い
と
願
い
出
て
、

「
二
条
城
」
内
に
京
都
府
庁
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
大
蔵
省
は
、「
二
条
城
」

内
に
あ
る
所
諸
品
を
引
き
渡
し
、
ま
た
城
内
の
仮
建
物
に
つ
い
て
、
「
城
内
仮
建
物
ノ
儀
ハ

殊
ノ
外
大
破
ニ
相
成
居
候
間
、
此
侭
差
置
候
テ
ハ
追
々
朽
腐
致
シ
不
躰
載
ニ
モ
有
之
候
間
御

払
ニ
取
計
」
と
、
大
破
し
て
い
る
仮
建
物
を
、
こ
の
ま
ま
置
い
て
お
い
て
も
後
々
朽
ち
て
体

裁
が
悪
い
の
で
、
取
り
壊
す
と
し
た

（
（
（

。

　

明
治
四
年
八
月
、
四
鎮
台
・
八
分
営
の
配
置
に
際
し
、
全
国
の
地
方
城
郭
は
、
兵
部
省
が

統
轄
し
た
。
す
で
に
「
二
条
城
」
に
は
京
都
府
庁
が
置
か
れ
て
い
た
た
め
、
京
都
府
は
そ
の

管
轄
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
京
都
府
が
管
轄
す
る
よ
う
に
と
の
沙
汰
が
あ
っ

た
（
（
（

。
兵
部
省
が
地
方
城
郭
を
掌
握
す
る
な
か
で
、「
二
条
城
」
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、

京
都
府
が
管
轄
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。　

（
２
）
陸
軍
省
管
轄
と
京
都
府

　

明
治
五
年
、
兵
部
省
は
陸
軍
省
へ
と
変
わ
る
と
、
陸
軍
省
は
鎮
台
の
再
編
成
と
徴
兵
制
の

実
施
な
ど
の
た
め
に
各
地
の
城
郭
調
査
を
行
っ
た
。
明
治
六
年
一
月
九
日
の
鎮
台
制
度
の
改

定
に
伴
い
、
軍
事
に
お
い
て
必
要
な
存
城
と
必
要
の
な
い
廃
城
が
決
め
ら
れ
た
。
存
城
に
な

っ
た
も
の
は
引
き
続
き
陸
軍
省
の
管
轄
と
な
っ
て
軍
事
的
拠
点
と
し
て
存
続
し
、
廃
城
と
な

っ
た
も
の
は
売
却
や
解
体
が
さ
れ
た

（
（
（

。

　

こ
の
時
、
「
二
条
城
」
は
存
城
と
な
り
、
ま
た
、
陸
軍
省
の
管
轄
と
な
っ
た
。
京
都
府
に

対
し
て
、
「
二
条
城
ハ
、
姑
ク
本
府
ニ
付
シ
テ
保
管
セ
シ
メ
、
毀
損
失
亡
等
毎
時
該
省
ニ
具

稟
セ
シ
ム

（
（
（

」
と
、「
二
条
城
」
は
、
し
ば
ら
く
京
都
府
で
保
管
し
、
毀
損
や
失
亡
等
に
つ
い
て
、

そ
の
都
度
、
陸
軍
省
へ
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
陸
軍
省
が
管
轄
す
る
下
で
、
京
都
府
が

管
理
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

「
二
条
城
」
の
中
に
府
庁
を
置
い
て
い
た
京
都
府
は
、
以
下
の
よ
う
に
申
し
出
て
回
答
を

得
た
。
「
他
ノ
府
県
庁
ト
違
ヒ
城
郭
ノ
事
故
、
最
広
大
ノ
場
所
ニ
テ
其
修
繕
費
悉
ク
地
民
ヘ

賦
課
致
候
テ
ハ
迷
惑
相
窮
、
去
迚
他
ヘ
転
移
候
ト
モ
存
城
ニ
付
官
費
ハ
矢
張
省
ケ
サ
ル
儀
ト

考
候
趣
ヲ
以
、
支
庁
其
他
城
郭
外
ノ
分
ハ
地
民
ヘ
賦
課
致
シ
、
城
郭
宇
内
ノ
入
費
ハ
官
給
相

成
度
（
中
略
（
存
城
ニ
付
到
底
ハ
何
レ
他
ヘ
移
転
可
致
儀
ニ
候
ヘ
ト
モ
目

（
マ
マ
（今

官
費
節
略
ノ
際

（
中
略
（
当
分
ノ
内
右
城
内
ニ
据
置
申
度
段
当
省
ヨ
リ
陸
軍
省
ヘ
照
会
及
ヒ
候
処
意
見
通
リ

取
計
差
支
無
之
旨
回
答

（
10
（

」
と
、
他
府
県
庁
と
違
い
城
郭
と
い
う
広
大
な
場
所
な
の
で
、
そ
の

修
繕
費
を
府
民
へ
賦
課
す
る
の
は
迷
惑
で
あ
り
、
一
方
で
府
庁
を
他
へ
移
転
す
る
に
し
て
も

存
城
の
た
め
国
費
が
か
か
る
。
支
庁
そ
の
他
の
城
郭
外
の
分
は
税
金
で
、
「
二
条
城
」
の
こ

と
は
国
費
で
補
い
た
い
こ
と
、
存
城
と
な
っ
た
の
で
何
れ
は
他
へ
移
転
す
る
に
し
て
も
、
国

費
節
約
の
た
め
、
当
分
は
府
庁
を
城
内
に
据
置
き
た
い
こ
と
を
内
務
省
を
通
し
て
陸
軍
省
ヘ

照
会
し
た
。
陸
軍
省
か
ら
は
、
京
都
府
の
意
見
通
り
に
取
計
っ
て
差
支
え
な
い
と
の
回
答
を

得
た
。
京
都
府
が
府
庁
の
移
転
時
よ
り
、
「
二
条
城
」
の
営
繕
費
な
ど
に
多
額
の
費
用
が
か

か
り
、
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り

（
11
（

、
そ
の
維
持
費
が
京
都
府

に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
後
、
京
都
府
と
陸
軍
省
之
間
で
貸
借
契
約
書
が
結
ば
れ
、
「
二
条
城
」
は
陸
軍
省
の

管
轄
の
下
、
京
都
府
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
貸
借
契
約
が
い
つ
の
段
階
で
結
ば
れ
た
か

不
明
だ
が
、
確
認
で
き
る
最
初
の
史
料
は
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
（
で
、
「
二
条
城
」
の

修
繕
お
よ
び
管
理
費
用
な
ど
全
て
を
京
都
府
が
負
担
す
る
貸
借
契
約
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の

契
約
に
よ
り
、
京
都
府
の
負
担
が
以
前
よ
り
増
し
た
と
み
ら
れ
る
。
同
一
二
年
、
京
都
府
は

本
丸
の
み
を
陸
軍
省
に
返
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
費
用
的
な
面
を
考
慮
し
て
返
還
し
た
の
だ

ろ
う
。

　

こ
の
時
、
本
丸
に
は
仮
建
家
八
棟
と
仮
廊
下
が
あ
り
、
う
ち
二
棟
は
、
そ
れ
ぞ
れ
瓦
葺
で

板
張
の
床
、
戸
が
約
三
〇
枚
、
障
子
が
約
二
〇
枚
、
二
二
八
坪
と
一
一
五
坪
と
い
っ
た
も
の

で
、
大
破
し
た
状
態
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
陸
軍
省
に
返
さ
れ
て
間
も
な
く
処
分
さ
れ
た
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
本
丸
に
は
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
（
頃
に
建
て
ら
れ
た
徳

川
慶
喜
（
一
八
三
七
‐
一
九
一
三
（
の
「
居
室
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

（
1（
（

。
こ
の

時
に
取
り
壊
さ
れ
た
仮
建
物
が
、
そ
れ
に
当
た
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
断
定

で
き
な
い
。
ま
た
、
先
述
し
た
大
蔵
省
の
引
き
渡
し
の
際
も
、
大
破
し
た
仮
建
物
を
取
り
壊

す
と
し
た
よ
う
に
、
「
二
条
城
」
を
管
轄
し
た
も
の
は
必
要
に
応
じ
て
仮
建
物
を
建
て
た
り
、

取
り
壊
し
た
り
し
て
、
「
二
条
城
」
を
管
理
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
「
二
条
城
」
が
存
城
と
な
り
、
そ
の
管

轄
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
存
城
と
は
、
軍
事
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お

り
、
そ
れ
は
京
都
府
と
の
貸
借
契
約
に
も
「
貸
渡
期
限
中
ト
雖
モ
、
該
地
建
屋
陸
軍
省
ニ
於

テ
入
用
之
節
ハ
、
其
報
知
到
達
当
日
ヨ
リ
日
数
三
十
日
限
リ
取
払
ヘ
キ
事
、
但
、
非
常
ノ
際
、

本
文
ノ
日
限
ニ
拘
ハ
ラ
ズ
直
ニ
返
付
ヘ
シ

（
13
（

」
と
、
陸
軍
省
が
必
要
な
時
は
、
三
〇
日
以
内
に
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速
や
か
に
返
す
事
、
ま
た
非
常
の
際
は
直
ち
に
返
却
す
る
こ
と
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
い
え
る
。
「
二
条
城
」
は
、
陸
軍
省
が
求
め
る
軍
事
目
的
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
可
能

性
を
常
に
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
一
五
年
、
京
都
府
は
本
丸
に
囚
獄
を
建
設
す
る
べ
く
、
再
び
借
用
を
願
い
出
た
が
、

許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
丸
に
あ
っ
た
仮
建
物
が
取
り
壊
さ
れ
た
た
め
、
そ
こ
を
活
用
し
よ

う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
動
き
の
一
方
で
、
第
三
代
京
都
府
知
事
の
北
垣
国
通
は
、

明
治
一
四
年
頃
よ
り
「
二
条
城
」
の
離
宮
化
を
目
指
し
た
。
明
治
一
七
年
、
「
二
条
城
」
が

離
宮
に
定
め
ら
れ
る
と
、
同
年
八
月
八
日
、
陸
軍
省
は
京
都
府
へ
貸
渡
し
て
い
る
ま
ま
、
内

務
省
へ
返
付
し
た

（
1（
（

。

（
３
）
宮
内
省
の
管
轄

　

明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
（
七
月
、
「
二
条
城
」
は
皇
室
の
所
有
す
る
二
条
離
宮
と
な
り
、

宮
内
省
の
管
轄
と
な
っ
た
。
陸
軍
省
の
管
轄
か
ら
離
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
軍
事
に
関
渉
す

る
城
郭
か
ら
の
脱
却
で
あ
り
、
ま
た
宮
内
省
の
管
轄
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
皇
室
の
所

有
物
と
し
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

　

時
を
遡
る
。
離
宮
成
立
以
前
の
一
六
年
九
月
、
宮
内
省
は
、
「
二
条
城
」
が
離
宮
に
な
る

に
あ
た
っ
て
、
陸
軍
省
か
ら
指
図
を
受
け
る
べ
き
か
太
政
官
へ
伺
っ
た
。
太
政
大
臣
三
條
実

美
（
一
八
三
七
‐
九
一
（
が
陸
軍
卿
西
郷
従
道
（
一
八
四
三
‐
一
九
〇
二
（
に
対
し
「
京
都

二
条
城
ヲ
以
テ
離
宮
ト
被
定
之
件
、
其
省
意
見
可
被
申
出
此
段
及
照
会
候
也
」
と
、
離
宮
に

定
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
よ
う
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
差
し
支
え
な
い
と
の

返
答
を
得
た

（
1（
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
離
宮
が
成
立
す
る
流
れ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
り
取

り
は
、
離
宮
と
な
る
直
前
の
こ
と
で
あ
り
、
形
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
管
轄
が
変
更
す
る
に
あ
た
っ
て
、
宮
内
省
と
陸
軍
省
と
の
間
で
調
整
が
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

同
年
七
月
二
八
日
、
宮
内
省
が
二
条
離
宮
を
管
轄
す
る
こ
と
が
官
報
に
告
示
さ
れ
、
ま
た

同
日
に
宮
内
省
、
陸
軍
省
、
内
務
省
、
京
都
府
へ
通
達
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
内
務
省
へ
は
、

官
有
地
と
さ
れ
た
二
条
城
の
地
所
六
万
一
千
九
百
四
十
四
坪
一
合
五
夕
を
第
一
種
皇
宮
地
に

組
替
す
る
こ
と
、
京
都
府
へ
は
借
用
の
場
所
を
返
納
し
て
府
庁
を
移
転
す
る
よ
う
に
、
ま
た

移
転
の
期
限
を
宮
内
省
と
打
ち
合
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
同
一
八
年
六
月

五
日
、
京
都
府
庁
は
現
在
地
に
移
さ
れ
た

（
1（
（

。

　

二
条
離
宮
は
、
京
都
に
点
在
す
る
御
所
や
他
の
離
宮
と
共
に
管
理
さ
れ
、
ま
た
、
明
治

二
三
年
（
一
八
九
〇
（
に
世
襲
の
皇
室
財
産
で
あ
る
世
伝
御
料
へ
と
編
入
さ
れ
た

（
1（
（

。
昭
和

一
四
年
（
一
九
三
九
（
、
京
都
市
へ
下
賜
さ
れ
て
元
離
宮
二
条
城
と
な
り
、
現
在
に
至
る
。

２
．
明
治
時
代
に
成
立
し
た
離
宮
と
「
二
条
城
」
の
離
宮
化

　

離
宮
は
、
皇
居
と
は
別
に
設
け
ら
れ
、
行
幸
な
ど
の
際
に
利
用
さ
れ
た
宮
殿
で
あ
る
。
明

治
に
な
る
と
、
保
養
の
ほ
か
に
公
的
行
事
、
た
と
え
ば
国
賓
の
宿
泊
や
接
待
の
場
所
と
し
て

使
わ
れ
た
こ
と
が
漠
然
と
知
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
明
治
前
後
の
離
宮
の
あ
り
方
の
変
化
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
徳
川
将
軍
家
に
代
わ

る
統
治
者
と
し
て
、
天
皇
が
据
え
ら
れ
た
た
め
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
皇
室
制
度
が
近
代
的

に
整
備
さ
れ
た
象
徴
の
一
つ
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
の
離
宮
に
つ

い
て
の
実
態
が
総
括
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
研
究
は
な
い
。

　

明
治
以
後
に
定
め
ら
れ
た
離
宮
に
は
、
大
き
く
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
徳
川
家
の
御
浜
御

殿
で
あ
っ
た
浜
離
宮
、
紀
州
藩
邸
を
受
け
継
い
だ
赤
坂
離
宮
、
紀
州
徳
川
家
の
浜
屋
敷
で
あ

っ
た
芝
離
宮
、
有
栖
川
宮
邸
で
あ
っ
た
霞
関
離
宮
、
徳
川
家
の
城
で
あ
っ
た
名
古
屋
離
宮
と

二
条
離
宮
で
あ
る

（
1（
（

。
建
物
な
ど
が
転
用
さ
れ
、
離
宮
と
な
っ
た
も
の
が
多
い
。

　

明
治
一
〇
年
、
明
治
天
皇
（
一
八
五
二
‐
一
九
一
二
（
の
主
導
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
大

内
保
存
の
後
、
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
形
で
同
一
六
年
、
岩
倉
具
視
（
一
八
二
五
‐
八
三
（
に
よ

り
京
都
皇
宮
保
存
の
意
見
書
が
提
出
さ
れ
、
「
二
条
城
」
を
離
宮
に
す
る
こ
と
が
進
め
ら
れ

た
（
1（
（

。
岩
倉
の
背
景
に
は
、
「
二
条
城
」
を
離
宮
に
す
る
こ
と
を
願
う
第
三
代
京
都
府
知
事
の

北
垣
国
通
（
一
八
三
六
‐
一
九
一
六
（
が
い
た
。
明
治
十
四
年
に
は
、
北
垣
の
招
き
に
よ

り
岩
倉
が
「
二
条
城
」
を
視
察
し
た
。
ま
た
、
北
垣
の
日
記
『
塵
芥
』
で
「
京
都
御
所
大
修

繕
、
支
庁
設
置
、
二
条
城
・
桂
御
茶
屋
・
修
学
院
御
茶
屋
、
離
宮
ト
定
メ
ラ
レ
、
百
般
ノ
整

理
基
礎
全
ク
立
ツ
」
と
、
御
所
修
繕
や
宮
内
省
京
都
支
庁
の
設
置
、
二
条
、
桂
、
修
学
院
な

ど
を
離
宮
と
す
る
こ
と
に
よ
り
諸
々
の
整
理
の
基
礎
が
で
き
た
と
述
べ
る

（
（0
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
、
「
二
条
城
」
を
離
宮
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
単
体
に
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
な
く
、
岩

倉
が
主
導
し
た
京
都
皇
宮
保
存
お
よ
び
皇
室
の
近
代
化
と
い
う
視
点
で
見
る
必
要
が
あ
る
と

い
え
る
。
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「離宮時代の「二条城」の保存と活用」（降矢）

条
城
殿
宇
ノ
壮
観
美
麗
、
全
国
無
比
ノ
構
造
建
築
ナ
ル
ニ
、
徒
ラ
ニ
朽
廃
ニ
附
ス
ル
ヲ
歎
シ
、

之
レ
ヲ
離
宮
ト
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
建
白
ス
」
と
記
す
。
「
二
条
城
」
が
、「
非
凡
」「
全
国
無
比
」

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
宮
内
省
の
離
宮
と
な
っ
て
保
存
す
べ
き
だ
と
、
北
垣
は
考
え
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
先
に
挙
げ
た
上
申
書
で
は
、
大
礼
や
外
賓
の
接
遇
を
す
る
場
所
と

し
て
活
用
す
る
こ
と
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
。

　

二
条
離
宮
が
成
立
す
る
直
前
の
明
治
一
七
年
六
月
、
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
か
ら
太
政
大
臣

三
條
実
美
へ
、
ま
た
宮
内
省
内
へ
「
海
外
各
国
人
モ
之
ヲ
称
揚
候
場
所
ﾆ
付
自
今
離
宮
ト
被

定
永
ク
御
保
存
可
相
成
候
」
と
外
国
人
も
称
揚
す
る
場
所
な
の
で
、
離
宮
と
な
っ
て
永
く
保

存
す
る
と
伝
え
ら
れ
た

（
（（
（

。
他
の
離
宮
が
国
賓
の
接
待
の
場
所
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
北
垣
の

上
申
も
同
様
の
用
途
が
想
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
二
条
離
宮
が
成
立
す
る
上
で
、
外
国
人
に
対

す
る
意
識
は
重
要
視
さ
れ
た
。

　

明
治
一
九
年
「
日
出
新
聞
」
は
、
二
条
離
宮
が
外
国
の
皇
族
な
ど
の
旅
館
に
充
て
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
報
じ
た

（
（3
（

。
し
か
し
、
二
之
丸
御
殿
が
外
賓
の
休
憩
所
と
さ
れ
た
こ
と
は
あ

っ
た
も
の
の
、
二
条
離
宮
が
そ
の
旅
館
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

３
．
「
二
条
城
」
の
離
宮
へ
の
改
変
工
事

　

徳
川
と
い
う
主
人
を
失
っ
た
「
二
条
城
」
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
様
々
に
管
轄
が
変
わ

っ
た
。
そ
れ
ら
の
管
轄
の
も
と
で
、
寛
永
三
年(

一
六
二
六)

に
整
え
ら
れ
た
「
二
条
城
」

の
姿
が
変
質
す
る
よ
う
な
改
造
が
さ
れ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
宮
内
省
の
手

に
よ
る
修
繕
等
の
工
事
で
も
同
様
で
あ
っ
た

（
（（
（

。

　

例
外
と
し
て
、
大
正
天
皇
の
即
位
式
で
あ
る
大
正
大
礼
の
饗
宴
場
と
な
っ
た
際
、
南
橋
が

掛
け
ら
れ
、
ま
た
現
在
の
清
流
園
に
饗
宴
場
が
設
け
ら
れ
、
ま
た
二
之
丸
御
殿
の
一
部
も
改

変
が
さ
れ
る
な
ど
、
式
典
会
場
と
し
て
大
規
模
に
整
備
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
南
門

や
二
之
丸
御
殿
に
附
属
す
る
ト
イ
レ
な
ど
一
部
を
除
き
、
こ
と
ご
と
く
大
礼
前
の
元
の
姿
に

戻
さ
れ
た
。
い
わ
ば
、
祭
礼
の
た
め
の
一
時
的
な
改
変
で
あ
っ
た

（
（（
（

。
二
条
離
宮
は
、「
二
条
城
」

と
い
う
遺
産
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
形
で
離
宮
の
体
裁
を
保
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
「
二
条
城
」
を
保
存
し
つ
つ
、
二
条
離
宮
へ
と
変
化
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ

た
改
変
工
事
に
つ
い
て
触
れ
る
。
そ
れ
は
、
離
宮
と
な
っ
た
後
、
す
ぐ
に
行
わ
れ
た
の
で
な

　

北
垣
は
、
「
二
条
城
」
を
離
宮
と
す
る
べ
く
、
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
に
対
し
て
、
以
下
の

よ
う
に
上
申
し
た

（
（1
（

。

離
宮
ニ
至
テ
ハ
旧
政
府
及
ヒ
某
等
ノ
遺
蹟
ヲ
論
セ
ス
東
京
存
在
ノ
巨
廈
ニ
就
キ
或
ハ
形

勢
ノ
便
ヲ
択
ヒ
或
ハ
結
構
規
模
ノ
雅
麗
宏
壮
ナ
ル
ニ

取
リ
芝
浜
ヲ
始
メ
追
々
之
ヲ
定
置

セ
ラ
レ
以
テ
外
国
貴
賓
御
接
遇
等
ヲ
挙
行
セ
ラ
レ
タ
リ
（
中
略
（
此
後
臨
時
御
大
礼
ヲ

被
為
行
欤
、
或
ハ
外
賓
御
接
遇
等
ノ
事
無
シ
ト
云
可
ラ
ス
然
ル
ニ

現
今
ノ
大
裡
ハ
周
囲

大
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
其
宮
殿
ニ
至
テ
夲
ト
宏
壮
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
幸
ニ
当
地
存
在
ノ
巨
廈

ニ
シ
テ
之
ニ
適
当
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
唯
二
条
城
ア
ル
ノ
ミ
抑
二
条
城
ハ
慶
長
六
年
徳
川
家

康
ノ
造
営
ニ
係
リ
当
時
勤
王
ノ
大
儀
ニ
周
旋
ス
ル
ノ
処
ニ
シ
テ
復
タ
攻
守
決
戦
ノ
為
ニ

設
置
セ
ル
ニ
非
サ
ル
カ
故
ニ
自
ラ
結
構
雅
簾
ニ
シ
テ
且
ツ
其
規
模
ノ
宏
壮
ナ
ル
実
ニ
内

裡
補
充
ノ
用
ニ
於
テ
ハ
完
全
ノ
勝
場
ト
称
ス
ヘ
シ
（
中
略
（
当
城
ヲ
以
テ
西
京
離
宮
と

被
定
度
候
然
ル
上
ハ
後
来
御
大
礼
ノ
節
ハ
勿
論
外
賓
御
按
遇
ノ
場
所
ト
モ
相
成
又
以
テ

東
西
両
京
対
峙
ノ
権
衡
ヲ
得
ル
（
中
略
（
昧
死
々
々
頓
首
謹
白

離
宮
は
、
旧
政
府
や
誰
の
遺
跡
か
を
論
じ
る
の
で
な
く
、
東
京
に
存
在
す
る
大
き
な
建
物
、

あ
る
い
は
そ
の
情
勢
の
良
い
も
の
を
選
び
、
あ
る
い
は
規
模
が
華
麗
壮
大
な
芝
、
浜
か
ら
始

ま
り
、
追
々
こ
れ
を
置
か
れ
、
外
国
の
貴
賓
を
接
遇
す
る
こ
と
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

今
後
、
臨
時
御
大
礼
や
外
賓
の
按
遇
等
が
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ
れ
な
の
で
、
現
在
の
内

裏
は
周
囲
が
大
き
い
が
、
そ
の
宮
殿
は
さ
ら
に
壮
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
い
、
当
地

に
存
在
す
る
大
き
な
建
物
で
適
当
と
な
る
「
二
条
城
」
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
二
条
城
」
は
、

徳
川
家
康
の
造
営
で
朝
廷
と
の
儀
式
を
仲
立
ち
す
る
場
所
で
あ
り
、
ま
た
戦
う
た
め
に
置
か

れ
た
の
で
な
い
た
め
、
そ
れ
自
身
が
雅
麗
で
規
模
は
壮
大
、
内
裏
を
補
充
す
る
に
は
完
全
な

場
所
だ
と
い
え
る
。
「
二
条
城
」
を
西
京
の
離
宮
と
定
め
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
御
大

礼
の
節
は
も
ち
ろ
ん
、
外
賓
御
按
遇
の
場
所
と
も
な
り
、
ま
た
東
西
両
京
対
峙
の
権
衡
が
得

ら
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
び
を
「
昧
死
昧
死
頓
首
謹
白
」
と
、
死

を
顧
み
ず
あ
え
て
申
し
上
げ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
垣
の
切
実
さ
が
伝
わ
る
。
宮
内

卿
へ
の
こ
の
上
申
は
、こ
の
時
「
二
条
城
」
を
管
轄
す
る
陸
軍
省
の
陸
軍
卿
大
山
巌
（
一
八
四
二

-

一
九
一
六)

へ
も
伝
え
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
北
垣
は
日
記
に
「
非
凡
ノ
殿
宇
ニ
シ
テ
三
百
年
ノ
星
霜
ヲ
経
タ
ル
者
ニ
付
、
宮
内

省
御
所
有
ノ
離
宮
ト
ナ
リ
、
永
久
御
保
存
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
具
状
ス
」
ま
た
「
国
通
曩
キ
ニ
二
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研究ノート

く
、
段
階
を
追
っ
て
徐
々
に
改
変
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
１
）
明
治
一
八
年
か
ら
二
〇
年
に
か
け
て
の
修
理

　

離
宮
に
な
る
と
程
な
く
、
宮
内
省
の
手
に
よ
っ
て
二
条
離
宮
は
修
繕
さ
れ
た
。
こ
の
時
の

修
理
は
、
二
之
丸
御
殿
の
各
棟
お
よ
び
城
内
の
門
、
高
塀
、
長
屋
蔵
な
ど
を
修
理
し
、
ま
た

そ
の
他
の
大
破
の
建
物
を
取
払
う
も
の
だ
っ
た
。
あ
わ
せ
て
、
外
廓
に
巡
査
交
番
所
を
二
ケ

所
設
け
、
表
門
と
堀
際
の
二
ケ
所
に
照
夜
燈
を
四
基
建
設
し
、
石
垣
を
修
繕
す
る
こ
と
な
ど

が
行
わ
れ
た
。
は
じ
め
、
土
塁
を
煉
瓦
塀
に
変
え
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ

は
実
現
し
な
か
っ
た

（
（（
（

。
ま
た
、
唐
門
と
車
寄
は
、
瓦
葺
か
ら
檜
皮
葺
に
葺
き
替
え
ら
れ
た
。

重
量
の
あ
る
瓦
屋
根
を
支
え
る
仮
柱
を
な
く
す
こ
と
で
、
馬
車
の
通
行
を
よ
り
安
全
な
も
の

に
す
る
た
め
、
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
、
二
之
丸
御
殿
の
修
理
は
、
柱
の
根
元
部
分
の
朽
腐
の
根
継
、
屋
根
瓦
の
苔
落
、

戸
襖
や
障
子
、
襖
や
壁
張
付
、
天
井
張
付
、
床
板
、
飾
金
物
、
襖
引
手
等
の
汚
れ
落
と
し
、

屋
根
の
修
繕
、
ま
た
不
足
品
を
補
充
し
な
が
ら
損
傷
し
た
張
付
や
戸
袋
な
ど
を
繕
う
こ
と
が

さ
れ
た
。
廊
下
に
は
、
大
蔵
省
印
刷
局
の
壁
紙
が
貼
ら
れ
た
。
ま
た
、
漆
塗
の
天
井
や
襖
、

框
な
ど
に
漆
拭
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
部
屋
内
の
床
板
が
敷
居
面
に
張
り
直
さ
れ
た
。
特
に
、

床
下
の
腐
食
が
進
ん
で
い
た
た
め
、
そ
こ
に
重
点
が
置
か
れ
て
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
時
の
修
理
は
、
「
二
条
城
」
の
遺
産
を
美
し
く
整
え
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
そ

の
中
で
も
、
離
宮
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
た
め
に
施
さ
れ
た
も
の
を
以
下
に
挙
げ
る
。

（
ア
）
絨
毯
の
敷
き
込
み

　

二
之
丸
御
殿
の
部
屋
内
は
、
元
々
、
畳
が
敷
か
れ
て
い
た
が
、
こ
の
時
の
修
理
で
変
更
が

加
え
ら
れ
た
。
床
板
が
敷
居
の
近
く
に
張
り
直
さ
れ
、
「
二
条
離
宮
ハ
総
テ
板
敷
ニ
決
定
シ

タ
リ

（
（（
（

」
と
、
畳
が
取
り
除
か
れ
て
板
敷
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
に
伝
わ

る
床
面
か
ら
推
測
す
る
と
、
板
敷
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
床
材
で
な
い
と
思

わ
れ
、
ま
た
床
板
と
敷
居
に
段
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
板
敷
の
上
に
絨
毯
ま
た
は
薄
縁
な
ど

を
敷
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
（
九
月
二
八
日
、
「
日
出
新
聞
」
は
、
「
仏
国
里
昴
府
へ
注
文
し

た
る
絨
毯
を
敷
詰
め
ら
る
る
事
に
な
る
よ
し

（
（（
（

」
と
、
絨
毯
を
敷
き
詰
め
る
た
め
フ
ラ
ン
ス
の

リ
ヨ
ン
に
注
文
し
た
こ
と
を
報
じ
た
。
し
か
し
、
同
二
三
年
に
白
書
院
に
は
畳
が
敷
か
れ
て

お
り
、
実
際
に
絨
毯
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
か
不
明
で
あ
る
。
同
二
七
年
二
月
に
は
薄
縁
を
敷

く
こ
と
と
な
っ
た

（
（（
（

。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
（
の
大
正
大
礼
の
際
、
廊
下
を
含
め
て
全
面
が

絨
毯
張
り
と
な
っ
た
。
同
五
年
に
は
廊
下
の
絨
毯
が
全
て
撤
去
さ
れ
て
お
り
、
部
屋
内
だ
け

に
絨
毯
が
残
さ
れ
た
よ
う
だ
。
同
八
年
に
は
黒
書
院
一
之
間
、
二
之
間
、
三
之
間
に
敷
か
れ

て
い
た
絨
毯
が
撤
去
さ
れ
、
薄
縁
が
敷
か
れ
た
。
同
九
年
に
は
、
二
之
丸
御
殿
内
に
敷
か
れ

て
い
た
絨
毯
が
全
て
撤
去
さ
れ
た

（
30
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
床
面
を
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
模
索
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
り
、
ま

た
部
屋
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
状
況
は
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

次
に
、
写
真
で
そ
の
様
子
を
確
認
す
る
。

　

「
二
条
・
桂
両
離
宮
写
真

（
31
（

」
は
、
い
つ
の
時
点
の
も
の
か
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
。
遠
侍
一
、
二
、
三
之
間
、
勅
使
之
間
の
上
段
下
段
、
式
台
之
間
、
大
広
間
一
、
二
、

三
之
間
、
黒
書
院
一
、
二
之
間
、
白
書
院
一
、
二
、
三
之
間
に
絨
毯
が
敷
か
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
で
き
る
。

　

「
二
条
離
宮
（
写
真
帳
（
／
大
正
・
昭
和
」
も
同
様
に
、
撮
影
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
黒
書
院
一
、
二
之
間
は
大
正
八
年
に
絨
毯
が
撤
去
さ
れ

て
薄
縁
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
写
真
帳
で
そ
の
様
子
が
確
認
で
き
る
た
め
、
大
正
八
年
以
後

に
撮
影
さ
れ
た
も
の
だ
と
わ
か
る
。
こ
の
写
真
で
は
、
遠
侍
一
之
間
、
勅
使
之
間
、
式
台
之

間
、
大
広
間
一
、
二
之
間
、
黒
書
院
四
之
間
に
、
絨
毯
が
敷
か
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
昭
和
七
年(

一
九
三
二)

に
刊
行
さ
れ
た
『
二
条
離
宮
御
写
真
及
実
測
図

（
3（
（

』
で
は
、

絨
毯
が
敷
か
れ
て
い
た
遠
侍
一
之
間
、
勅
使
之
間
、
式
台
之
間
、
大
広
間
上
段
・
下
段
、
黒

書
院
四
之
間
が
薄
縁
敷
き
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

　

離
宮
に
な
っ
た
後
、
部
屋
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
っ
た
も
の
の
、
大
き
な
流
れ
と
し
て
、
床

面
は
板
敷
か
ら
絨
毯
へ
、
そ
し
て
薄
縁
へ
と
変
え
ら
れ
た
。
こ
の
中
で
、
特
に
、
絨
毯
が
敷

か
れ
る
と
い
う
洋
式
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、
外
国
人
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
皇

室
の
国
際
化
に
則
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
、
薄
縁
へ
と
変
え
ら
れ
た
理

由
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。

（
イ
）
明
治
一
九
年
白
書
院
の
改
変

　

二
之
丸
御
殿
の
中
に
は
、
到
る
所
に
か
つ
て
の
主
人
、
徳
川
家
の
家
紋
で
あ
る
葵
紋
が
散

り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
二
之
丸
御
殿
の
最
も
奥
に
位
置
す
る
白
書
院
も
、
同
様
の
設
え
が
さ

れ
て
い
た
。
白
書
院
は
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
主
人
の
御
座
所
と
な
っ
た
場
所
で
、
離
宮
成
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「離宮時代の「二条城」の保存と活用」（降矢）

立
以
後
も
同
様
の
使
い
方
が
想
定
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
新
た
な
主
人
で
あ
る
天
皇
が
く
つ

ろ
ぐ
白
書
院
に
、
葵
紋
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
明
治
一
九
年
、
明
治
天
皇
を
迎
え
る
準
備
と

し
て
、
二
之
丸
御
殿
の
中
で
白
書
院
だ
け
は
、
格
天
井
や
帳
台
構
と
い
っ
た
室
内
に
散
り
ば

め
ら
れ
た
葵
紋
の
金
具
が
、
皇
室
の
象
徴
で
あ
る
菊
紋
に
変
え
ら
れ
た

（
33
（

。
ま
た
、
襖
の
引
き

手
金
具
も
菊
紋
に
変
え
ら
れ
て
お
り
、
史
料
で
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
こ
れ
も
同
時
期
に

変
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
天
皇
の
御
座
所
と
な
る
白
書
院
に
、
政
権
が
交
代
し
た
こ
と

が
象
徴
的
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
の
菊
紋
へ
の
改
変
工
事
は
、
葵
紋
の
上
に
同
じ
大
き
さ
の
菊
紋
を
重
ね
る
こ
と
で

違
和
感
な
く
、
そ
れ
を
隠
す
も
の
だ
っ
た
。
帳
台
構
は
、
こ
の
時
に
菊
紋
の
飾
り
金
具
が
取

り
付
け
ら
れ
た
も
の
の

（
3（
（

、
い
つ
の
時
点
か
不
明
だ
が
菊
紋
が
外
さ
れ
、
現
在
は
葵
紋
が
露
出

し
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
、
一
之
間
の
天
井
の
飾
り
金
具
の
所
々
に
、
葵
紋
が
露
出
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

　

明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
（
一
月
三
〇
日
、
明
治
天
皇
は
二
条
離
宮
へ
行
幸
し
た
。
「
日

出
新
聞
」
は
、
こ
の
時
の
様
子
を
「
大
手
門
よ
り
入
り
、
車
寄
よ
り
昇
殿
。
黒
書
院
・
白
書

院
を
経
て
、
西
の
御
座
間
に
て
休
憩
。
こ
の
玉
座
で
昼
食
を
食
べ
、
本
丸
旧
天
主
台
辺
を
巡

覧
。
再
び
玉
座
に
就
き
、
暫
く
休
憩
し
て
、
還
御
の
節
、
間
ご
と
を
見
学
、
白
書
院
に
は
大

徳
寺
什
宝
の
牧
渓
の
筆
、
猿
猴
及
び
龍
虎
の
図
を
始
め
、
六
・
七
幅
を
見
学
の
上
還
御
。
」
と

報
じ
た

（
3（
（

。
こ
の
う
ち
「
西
の
御
座
間
」
と
は
、
白
書
院
を
過
ぎ
た
西
の
御
座
之
間
と
も
読
め

る
が
、
こ
の
時
期
に
白
書
院
の
西
に
建
物
は
な
い

（
3（
（

。
西
に
位
置
す
る
御
座
所
と
い
う
意
味
に

も
取
れ
る
た
め
、
白
書
院
の
一
之
間
が
御
座
所
と
な
り
、
二
か
ら
四
之
間
が
天
覧
の
場
と
し

て
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
明
治
二
六
年
か
ら
二
七
年
桂
宮
御
殿
の
移
築
と
そ
れ
に
伴
う
二
之
丸
御
殿
の
改
変

（
ア
）
桂
宮
御
殿
の
移
築

　

明
治
二
六
年
か
ら
二
七
年
に
か
け
て
、
御
所
の
北
に
あ
っ
た
桂
宮
御
殿
が
空
地
に
な
っ
て

い
た
本
丸
に
移
築
さ
れ
た
。
い
つ
、
こ
の
構
想
が
生
ま
れ
た
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
同
一
六
年
に
岩
倉
が
提
出
し
た
京
都
皇
宮
保
存
の
意
見
書
で
、「
二

条
城
」
を
離
宮
に
す
る
こ
と
と
、
桂
宮
御
殿
を
保
存
す
る
こ
と
は
、
別
に
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
離
宮
と
な
っ
た
明
治
一
七
年
の
時
点
で
、
桂
宮
御
殿
を
本
丸
へ
移
築
す
る
と
い

う
構
想
が
あ
っ
た
と
は
、
考
え
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
二
六
年
に
桂
宮
御
殿
は
、
本

丸
御
殿
と
な
る
べ
く
移
築
さ
れ
た
。

　

四
親
王
家
の
一
つ
で
あ
る
桂
宮
家
は
、
徳
川
の
城
「
二
条
城
」
と
歴
史
的
に
、
ほ
ぼ
接
点

が
な
く
、
本
丸
に
桂
宮
御
殿
を
移
築
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
異
物
の
移
植
で
あ
っ
た
。
武
家

の
象
徴
で
あ
っ
た
「
二
条
城
」
に
、
皇
室
と
つ
な
が
り
の
深
い
桂
宮
御
殿
を
移
築
す
る
こ
と

で
、
二
条
離
宮
が
よ
り
皇
室
と
ゆ
か
り
の
深
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
桂
宮
御
殿
を
移
築
す
る
目
的
と
し
て
、「
明
治
天
皇
紀
」
は
、
明
治
天
皇
の
「
思

召
」
で
本
丸
に
移
築
し
、
「
先
朝
の
遺
跡
を
保
存
」
す
る
と
記
す

（
3（
（

。
「
二
条
城
」
を
離
宮
と
す

る
こ
と
で
保
存
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
先
述
し
た
が
、
保
存
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
共
通

点
が
見
い
だ
せ
る
。

　

桂
宮
御
殿
の
移
築
工
事
は
、
そ
の
主
要
部
分
の
建
物
が
移
築
さ
れ
、
さ
ら
に
大
膳
職
東
脇

と
車
寄
の
西
北
に
便
所
が
新
設
さ
れ
た
。
ま
た
西
側
の
本
丸
入
口
の
大
破
し
て
い
た
橋
が
架

け
替
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
高
低
差
を
石
段
で
解
消
す
る
東
側
の
入
口
で
は
、
馬
車
や
人
力

車
で
車
寄
ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
、
あ
ら
か
じ
め
馬
車
な
ど
が
使
え
る
よ
う
準

備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
移
築
時
に
は
、
保
存
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
実
際
の
使
用
が

想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

二
条
離
宮
は
、
迎
賓
な
ど
の
た
め
、
二
之
丸
御
殿
以
外
に
活
用
す
る
た
め
の
施
設
が
必
要

と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
離
宮
に
ふ
さ
わ
し
い
建
物
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
施
設
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
桂
宮
御
殿
で
、
移
築
し
て
活
用
す
る
こ
と
は
、
他
の
離
宮

と
同
様
に
旧
来
の
建
物
を
転
用
し
て
活
用
す
る
と
い
う
当
時
の
気
風
に
合
う
も
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
二
之
丸
御
殿
は
、
迎
賓
施
設
に
改
造
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
姿
が
保
存
さ
れ
た
。　

そ
の
後
、
本
丸
御
殿
は
皇
太
子
ら
の
宿
泊
所
と
し
て
使
わ
れ
た
。
離
宮
の
様
相
を
伝
え
る
『
明

治
工
業
史

（
3（
（

』
は
、
皇
室
の
宮
殿
を
実
用
と
非
実
用
に
分
け
て
整
理
し
て
お
り
、
二
条
離
宮
の

本
丸
御
殿
を
、
「
実
用
的
建
造
物
」
、
二
之
丸
御
殿
を
「
非
実
用
建
造
物
」
と
し
た
。
離
宮
と

し
て
活
用
す
る
た
め
の
本
丸
御
殿
と
、
「
二
条
城
」
を
色
濃
く
残
す
二
之
丸
御
殿
か
ら
、
二

条
離
宮
の
活
用
と
「
二
条
城
」
保
存
の
意
図
が
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。

（
イ
）
破
風

　

桂
宮
御
殿
の
移
築
と
共
に
行
わ
れ
た
の
が
、
二
之
丸
御
殿
の
各
棟
の
破
風
に
付
け
ら
れ
た

飾
り
金
物
の
家
紋
の
変
更
で
あ
っ
た
。
特
に
、
圧
倒
的
な
大
き
さ
を
誇
る
遠
侍
は
、
玄
関
に

面
し
て
お
り
、
二
之
丸
御
殿
の
主
人
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
表
現
す
る
破
風
の
飾
り
金
具
は
、
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研究ノート

　

二
条
離
宮
は
、
皇
太
子
ら
の
宿
泊
所
と
い
う
本
来
の
離
宮
と
し
て
の
役
割
と
、
観
光
名
所

と
い
う
役
割
を
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
行
啓
時
の
宿
泊
所

　

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
（
、
後
の
大
正
天
皇
で
あ
る
嘉
仁
皇
太
子
が
学
習
の
た
め
の
地

方
行
啓
を
は
じ
め
る
と
、
本
丸
御
殿
は
宿
泊
所
と
な
り
、
度
々
、
皇
太
子
を
迎
え
た
。
そ
れ

は
、
後
の
昭
和
天
皇
で
あ
る
裕
仁
皇
太
子
へ
も
受
け
継
が
れ
、
約
二
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
使

用
さ
れ
た
。
皇
太
子
だ
け
で
な
く
皇
子
も
宿
泊
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
天
皇
が
宿
泊
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
大
正
大
礼
の
際
に
も
皇
太
子
等
の
宿
泊
所
と
な
っ
て
お
り
、
二
条
離
宮

は
、
天
皇
の
い
る
御
所
に
対
し
、
皇
太
子
等
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
ま

た
、
通
常
は
本
丸
御
殿
で
行
わ
れ
た
皇
太
子
ら
へ
の
拝
謁
を
、
二
之
丸
御
殿
で
行
う
こ
と
が

あ
っ
た

（
（（
（

。

（
２
）
拝
観
者
へ
の
公
開

　

二
条
離
宮
の
公
開
は
、
離
宮
と
な
っ
て
間
も
な
く
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
は
じ
め
宮

内
省
の
許
可
が
必
要
だ
っ
た
。
こ
れ
が
昭
和
七
年
頃
に
は
許
可
が
不
要
と
な
っ
て
お
り
、
ま

た
拝
観
料
が
必
要
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
御
殿
を
拝
観
す
る
に
は
、
別
料
金
を
要
し
た

（
（3
（

。
二

条
離
宮
の
拝
観
者
の
受
け
入
れ
方
は
、
離
宮
で
あ
っ
た
時
代
を
通
し
て
同
じ
で
な
く
、
変
化

し
た
よ
う
だ
。

　

明
治
二
五
年
に
は
外
国
人
の
拝
観
者
が
増
加
し
、
言
葉
が
通
じ
ず
、
指
示
に
従
わ
な
い
こ

と
が
あ
る
の
で
、
係
員
に
外
国
語
を
教
え
る
か
、
ま
た
は
外
国
語
の
で
き
る
も
の
を
新
た
に

任
用
す
る
こ
と
が
協
議
さ
れ
た
。
同
年
、
拝
観
者
は
八
ヵ
月
ほ
ど
で
四
三
二
人
、
昭
和
一
一

年(

一
九
三
六)

に
六
五
〇
一
五
人
を
迎
え
た

（
（（
（

 

。

　

外
国
か
ら
の
貴
賓
は
、
大
正
一
一
年(

一
九
二
二)

ま
で
に
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
五
〇

名
ほ
ど
が
訪
れ
た

（
（（
（

。
二
条
離
宮
を
訪
れ
る
際
に
円
山
也
阿
彌
楼
な
ど
に
宿
泊
し
、
二
条
離
宮

に
宿
泊
す
る
こ
と
は
な
っ
た
が
、
時
に
、
二
之
丸
御
殿
が
そ
の
休
憩
所
と
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
は
あ
っ
た
。

　

国
内
外
の
人
は
、
何
を
求
め
て
二
条
離
宮
に
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
探
る
た
め
に
、

二
条
離
宮
を
紹
介
す
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
探
り
た
い
。

（
ア
）
外
国
人
向
け
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

　

こ
こ
で
、
い
っ
た
ん
世
界
情
勢
に
目
を
向
け
る
。
時
を
遡
り
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
（

来
訪
者
が
必
ず
目
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

葵
紋
を
菊
紋
に
変
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
内
外
国
人
拝
観
モ
不
少
場
所
ニ
シ
テ
尤
モ
注

意
ヲ
容
候
」
と
そ
の
デ
ザ
イ
ン
に
注
意
を
払
い
、
京
都
市
美
術
学
校
に
そ
の
図
案
を
送
付
し
、

加
筆
を
依
頼
し
た

（
3（
（

。
こ
の
飾
り
金
物
の
変
更
は
、
訪
れ
た
も
の
に
政
権
交
代
が
象
徴
的
に
示

さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

　

明
治
二
六
年
か
ら
二
八
年
に
か
け
て
遠
侍
、
大
広
間
、
式
台
、
蘇
鉄
之
間
、
二
九
年
に
黒

書
院
及
び
御
清
所
と
、
破
風
の
飾
り
金
物
が
順
を
追
っ
て
変
え
ら
れ
た

（
（0
（

。

（
ウ
）
明
治
三
一
年
以
降
の
二
之
丸
御
殿
の
廊
下
天
井
画
改
変

　

二
之
丸
御
殿
の
廊
下
の
障
壁
画
は
、
外
気
や
光
の
影
響
な
ど
を
強
く
受
け
る
た
め
傷
み
や

す
く
、
寛
永
期
に
描
か
れ
た
障
壁
画
は
取
り
外
さ
れ
、
幕
末
に
は
白
張
に
な
っ
て
い
た
。
明

治
三
一
年
以
降
、
二
之
丸
御
殿
の
廊
下
の
天
井
画
と
長
押
上
貼
付
は
、
新
た
に
制
作
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
離
宮
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
改
修
す
る
べ
く
お
こ
な
わ
れ
た
。
制
作
監
督
は
、
明
治

二
一
年
に
完
成
し
た
明
治
宮
殿
の
室
内
装
飾
制
作
を
監
督
し
た
帝
国
京
都
博
物
館
（
現
京
都

国
立
博
物
館
（
館
長
の
山
高
信
離
（
一
八
四
二-

一
九
〇
七
（
で
、
平
家
納
経
と
正
倉
院
宝

物
を
参
照
し
た
明
治
宮
殿
障
壁
画
の
意
匠
と
技
法
が
「
二
条
離
宮
」
に
受
け
継
が
れ
た

（
（1
（

。

　

改
修
工
事
が
始
ま
っ
た
明
治
三
一
年
は
、
嘉
仁
皇
太
子(

後
の
大
正
天
皇)

が
二
条
離
宮

に
一
カ
月
ほ
ど
滞
在
し
た
年
で
、
二
之
丸
御
殿
も
以
後
の
活
用
が
見
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
工
事
は
、
三
五
年
に
か
け
て
、
白
書
院
、
黒
書
院
、
蘇
鉄
之
間
、
大
広
間
、
式
台
、
遠

侍
と
順
を
追
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
障
壁
画
の
改
修
は
、
損
傷
の
激
し
か
っ
た

だ
ろ
う
廊
下
廻
り
を
整
え
、
か
つ
障
壁
画
の
画
題
を
皇
室
に
由
来
す
る
も
の
に
改
変
さ
れ
た

も
の
だ
っ
た
。こ
れ
に
よ
り
、
二
之
丸
御
殿
の
中
に
、
皇
室
の
要
素
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

４
．
二
条
離
宮
の
活
用

　

二
条
離
宮
は
、
「
二
条
城
」
の
遺
産
を
保
存
し
つ
つ
、
皇
太
子
ら
の
宿
泊
所
と
し
て
活
用

さ
れ
た
。
そ
の
日
常
的
な
管
理
は
、
宮
内
省
主
殿
寮
が
中
心
と
な
り
、
内
匠
寮
と
協
力
し
て

行
わ
れ
た
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
宿
泊
所
と
な
っ
て
い
な
い
時
に
、
拝
観
者
を
受
け
入
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
皇
太
子
ら
の
宿
泊
中
、
関
係
者
以
外
は
立
ち
入
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。



13（

「離宮時代の「二条城」の保存と活用」（降矢）

に
ス
エ
ズ
運
河
が
開
通
す
る
と
、
世
界
の
交
通
と
貿
易
に
革
命
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
世
界
で

初
め
て
の
旅
行
会
社
で
あ
る
ト
ー
マ
ス
・
ク
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
サ
ン
社
が
同
四
年
に
設
立
さ

れ
、
大
量
輸
送
、
大
衆
観
光
の
時
代
が
訪
れ
た

（
（（
（

。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
が
な
い
時
代
の
、

か
つ
て
の
旅
行
者
に
と
っ
て
、
旅
行
先
の
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
す
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
、
欠
か

せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
ロ
ン
ド
ン
の
マ
レ
ー
社
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

で
、
天
保
六
年(

一
八
三
五)

か
ら
大
正
二
年(

一
九
一
三)

ま
で
版
を
重
ね
て
続
け
ら
れ

た
。
日
本
を
紹
介
し
た
ハ
ン
ド
ブ
ッ
クA H

andbook for Travellers in Japan

（
（（
（

は
、
こ
の
シ

リ
ー
ズ
の
一
部
で
あ
る
。

　

こ
の
本
の
第
四
版
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（
一
八
五
〇
‐
一
九
三
五
（
と
メ
イ
ソ
ン
（
一
八
五
四

‐
一
九
二
三
（
に
よ
っ
て
明
治
三
一
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
二
条
城
」は
、「
こ

の
宮
殿
は
、
内
部
は
黄
金
色
の
夢
の
よ
う
な
美
し
さ
で
、
外
観
は
日
本
の
要
塞
の
良
い
見
本

で
あ
る
。
」と
紹
介
さ
れ
る
。
特
に
、
二
之
丸
御
殿
の
部
屋
の
様
子
に
多
く
の
文
字
数
を
割
き
、

彫
刻
や
障
壁
画
な
ど
の
素
晴
ら
し
さ
が
詳
細
に
伝
え
ら
れ
、
礼
賛
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方

で
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
「
当
時
、
古
美
術
品
を
損
傷
す
る
こ
と
が
文
明
と
「
進
歩
」
の

象
徴
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
二
条
離
宮
が
修
復
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
輝
き
を
取
り
戻
し
た

の
は
、
明
治
一
八
年(

一
八
八
五)

か
ら
同
一
九
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
、
こ
の
時
、
ほ
と

ん
ど
の
場
所
で
徳
川
将
軍
家
の
紋
章
の
代
わ
り
に
十
六
弁
菊
の
御
紋
が
用
い
ら
れ
た
。
」
と

記
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
明
治
二
六
年(

一
八
九
三)

に
日
本
に
お
い
て
貴
賓
会
が
設
立
さ
れ
、
外
国
の
貴

賓
の
誘
致
が
は
じ
ま
る
。
そ
れ
は
、
大
正
元
年(

一
九
一
二)

に
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
・

ビ
ュ
ー
ロ
ー
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
で
、
賓
客
か
ら
中
産
階
級
へ
、
す
な
わ
ち
少
人
数
か
ら
大

人
数
へ
と
対
象
が
移
行
し
た
。
鉄
道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
が
進
ん
だ
こ
と
も
、
こ
れ
を
可
能
と

し
た
。
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
は
、SIG

H
T O

F O
LD

 CAPITAL

（
（（
（

を
同
八

年
に
販
売
し
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
（
ま
で
に
三
版
を
重
ね
た

　

同
書
は
、
「
二
条
城
」
の
素
晴
ら
し
さ
に
つ
い
て
言
及
し
、
「
二
条
離
宮
は
大
和
の
国
の
誇

り
で
あ
り
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
最
後
を
結
ぶ
。
称
賛

す
る
一
方
で
、
「
西
洋
文
明
を
丸
呑
み
し
、
自
国
の
美
術
を
蔑
ろ
に
し
、
外
来
の
好
ま
し
く

な
い
も
の
を
大
量
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
不
届
き
な
役
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
貴
重
な
絵
画
や

金
工
品
の
数
々
が
修
復
不
可
能
な
ほ
ど
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
幸
い
に
も
、
明
治
一
七

年(

一
八
八
四)

七
月
に
離
宮
と
な
り
、
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
に
徹
底
的
に
改
修
さ
れ
た
。
」

と
離
宮
に
な
っ
て
、
「
二
条
城
」
が
保
存
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
る
。

　

世
界
で
は
、
嘉
永
四
年(

一
八
五
一
（
に
国
際
博
覧
会
が
始
ま
る
な
ど
、
美
術
に
対
す
る

意
識
の
高
ま
り
が
顕
著
で
あ
り
、
日
本
は
、
そ
れ
に
遅
れ
な
が
ら
も
、
殖
産
興
業
と
と
も
に

美
術
へ
の
意
識
が
高
ま
っ
た
。
離
宮
と
な
り
「
二
条
城
」
が
修
復
さ
れ
て
保
存
さ
れ
た
こ
と

は
、
世
界
的
に
見
て
も
称
賛
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
二
条
離
宮
の
魅
力
が
世
界
に
紹
介
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

（
イ
）
日
本
人
向
け
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

　

明
治
、
大
正
、
昭
和
時
代
、
国
内
旅
行
向
け
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
、
数
多
く
出
版
さ
れ
て

お
り
、
全
体
数
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
中
で
、
可
能
な
限
り
京
都
の
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
を
収
集
、
分
類
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。
こ
こ
で
二
条
離
宮
が
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
の
か
確
認
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
い
か
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
一
つ
の
傾
向

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

ま
ず
、
明
治
二
八
年
に
発
行
さ
れ
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
の
は
、
第
四
回
内
国
博
覧
会

が
京
都
で
開
催
さ
れ
る
た
め
、
旅
行
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
だ

（
（（
（

。
ま

た
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
お
け
る
全
体
の
共
通
点
は
、
主
に
歴
史
的
な
変
遷
が
記
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
二
条
城
の
原
点
を
織
田
信
長
に
す
る
も
の
と
、
徳
川
家
康
に
す
る
も
の
と
に
分
か

れ
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
。
信
長
が
足
利
義
昭
の
た
め
に
築
城
し
た
「
二
条
城
」
は
別
の
場

所
で
あ
る
が
、
と
も
に
「
二
条
城
」
と
呼
称
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
混
乱
が
生
じ
た
と
み
ら
れ

る
。
そ
れ
は
大
正
時
代
を
過
ぎ
て
も
、
家
康
築
城
と
混
在
し
た
。
版
元
の
一
つ
で
あ
る
風
月

堂
は
、
明
治
一
三
年
の
出
版
以
来
、
信
長
築
城
と
し
た
が
、
明
治
四
二
年
『
京
都
名
勝
帖
』
（
表

２
№
（（
（
で
、
和
文
は
家
康
築
城
、
英
文
は
信
長
築
城
と
し
、
修
正
を
図
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
昭
和
に
入
る
と
、
そ
の
誤
り
を
指
摘
す
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
も
出
て
き
た
。

　

当
初
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
、
築
城
、
大
政
奉
還
、
太
政
官
代
、
府
庁
な
ど
、
そ
の
歴
史
的

経
緯
が
淡
々
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
離
宮
に
な
る
と
、
そ
の
情
報
が
付
け
加
え
ら
れ

た
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
歴
史
的
な
経
緯
だ
け
で
な
く
、
御
殿
や
障
壁
画
、
庭
園
な
ど
に

触
れ
、
「
拝
観
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
「
燦
然
た
る
大
殿
」
な
ど
、
著
者
の
主
観
が
加
え
ら
れ
、

そ
の
美
術
的
価
値
が
賞
賛
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
条
離
宮
の
み
ど
こ
ろ
は
、
そ
の
長
い

歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
の
美
術
的
な
価
値
も
広
く
紹
介
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さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
本
国
内
で
も
高
ま
る
美
術
的
な
関
心

は
、
二
条
離
宮
に
も
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
大
正
一
一
年
よ
り
版
を

重
ね
た
『
観
光
の
京
都

（
（0
（

』
（
表
２
№
3（
（
に
は
、
「
今
や
皇
室
の
も
の
と
な
っ
て
、
永
く
そ
の

美
を
保
存
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
」
と
あ
り
、
「
二
条
城
」
が
、
二
条
離
宮
に
な
っ
た
か
ら

こ
そ
保
存
さ
れ
た
こ
と
に
触
れ
る
。

　

国
内
の
美
術
的
な
関
心
の
高
ま
り
は
、
二
条
離
宮
へ
の
称
賛
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
二
条
城
」
を
保
存
し
た
皇
室
へ
の
称
賛
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

「
二
条
城
」
は
、
徳
川
と
い
う
主
人
を
失
っ
た
後
か
ら
離
宮
に
な
る
ま
で
の
間
、
太
政
官

代
や
府
庁
な
ど
、
時
の
流
れ
と
共
に
管
轄
が
変
わ
っ
た
。
特
に
、
城
郭
で
あ
る
「
二
条
城
」

を
軍
事
的
に
利
用
す
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
陸
軍
省
の
管
轄
か
ら
、
皇
室
の
離
宮
と

し
て
宮
内
省
の
管
轄
と
な
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、

軍
事
拠
点
と
し
て
の
城
郭
か
ら
の
脱
却
で
あ
っ
た
。

　

二
条
離
宮
は
、
日
本
が
近
代
化
を
進
め
る
な
か
で
、
外
国
人
の
目
線
を
意
識
し
、
ま
た
国

内
外
で
の
美
術
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
成
立
し
た
。
皇
室
の
離
宮
に

な
る
こ
と
で
、「
二
条
城
」
の
修
繕
や
管
理
が
行
わ
れ
て
、
そ
の
遺
産
が
保
存
さ
れ
た
。
ま
た
、

「
二
条
城
」
の
遺
跡
を
変
質
す
る
よ
う
な
改
造
は
行
わ
れ
ず
、
飾
り
金
具
の
葵
紋
を
菊
紋
に

変
え
る
な
ど
し
て
、
離
宮
と
し
て
の
整
備
が
さ
れ
た
。
あ
わ
せ
て
、
日
本
の
統
治
者
で
あ
る

皇
太
子
ら
の
宿
泊
所
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
新
た
な
価
値
が
加
わ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
宿
泊
所
と
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
拝
観
を
許
し
た
。
離
宮
と
し
て

の
役
割
と
、
観
光
名
所
と
し
て
の
役
割
と
い
う
二
つ
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

　

二
条
離
宮
は
、
「
二
条
城
」
と
い
う
遺
産
を
保
存
、
活
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
皇

室
の
近
代
化
を
象
徴
し
つ
つ
、
現
在
へ
と
「
二
条
城
」を
伝
え
る
架
け
橋
と
な
る
も
の
だ
っ
た
。

【
注
】

（
1
（ 

本
稿
で
は
二
条
離
宮
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
、
混
乱
を
避
け
る
べ
く
離
宮
以
前
を
「
二
条
城
」

と
記
す
。
ま
た
、
「
二
条
城
」
と
は
、
寛
永
三
年
の
後
水
尾
天
皇
の
行
幸
に
際
し
、
西
に
城

域
が
拡
張
さ
れ
る
な
ど
し
て
整
え
ら
れ
た
も
の
を
指
す
。

（
（
（ 『
元
離
宮
二
条
城
』（
小
学
館
、
一
九
七
四
年
（
、
高
木
博
志
『
近
代
天
皇
制
と
古
都
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
六
年
（
、
中
谷
至
宏
「
象
徴
の
場
、
維
新
後
の
二
条
城
」
『
江
戸
東
京
博
物
館
二
〇
周

年
記
念
二
条
城
展
』（
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
、
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
編
、
二
〇
一
二
年)

、

拙
著
「
二
条
離
宮
本
丸
へ
の
桂
宮
御
殿
移
築
と
行
幸
・
行
啓
の
一
考
察
」
『
研
究
紀
要 

元
離

宮
二
条
城
』
（
第
二
号
、
京
都
市
文
化
市
民
局
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
、
二
〇
二
三
年
（
、「
二

条
離
宮
本
丸
御
殿
に
お
け
る
行
幸
行
啓
の
準
備
と
そ
の
使
用
」『
研
究
紀
要 

元
離
宮
二
条
城
』

（
第
三
号
、
京
都
市
文
化
市
民
局
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
、
二
〇
二
四
年
（
ほ
か
。
以
下
、

離
宮
や
桂
宮
御
殿
の
移
築
に
関
す
る
も
の
は
、
拙
著
を
出
典
と
す
る
。

（
3
（ 『
平
成
三
〇
年
度
史
跡
旧
二
条
離
宮
（
二
条
城
（
保
存
活
用
計
画
策
定
に
係
る
歴
史
調
査
業

務
報
告
書
（
概
要
版
（
』
（
（
株
（
シ
ィ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ア
イ
、
二
〇
一
八
年
三
月
（
、
『
史
跡

旧
二
条
離
宮
（
二
条
城
（
保
存
活
用
計
画
』
（
京
都
市
文
化
市
民
局
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
、

二
〇
二
〇
年
三
月
、
以
下
『
保
存
活
用
』
と
す
る
。)

（
（
（ 「
二
条
城
ヲ
太
政
官
代
ト
為
シ
尚
ホ
尾
張
藩
ヲ
シ
テ
警
衛
セ
シ
ム
」
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
、
以
下JACAR

と
記
す
（Ref.A

15070744000

、
国
立
公
文
書
館
（

（
（
（ 「
二
条
城
ヲ
京
都
府
ノ
管
轄
ニ
属
ス
」( JA

CA
R

、Ref.A
15070847600

、
国
立
公
文
書
館
（
、

「
二
条
城
ヲ
留
守
官
ノ
管
轄
ニ
属
ス
」( JA

CA
R

、Ref.A
15070847500

、
国
立
公
文
書
館
（「
京

都
府
庁
ニ
条
城
内
ヘ
移
転
」( JA

CA
R

、Ref.A
15070602600

、
国
立
公
文
書
館)

（
（
（ 

前
掲(

（)

に
同
じ
。
ま
た
弾
正
代
巡
察
出
張
所
、
大
蔵
省
出
張
所
も
共
に
二
条
城
内
に
移

す
と
い
う
史
料
が
あ
る
が
、
実
際
に
移
転
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
「
弾
正
台
巡
察
出
張
所

ヲ
二
条
城
中
ニ
移
ス
」( JA

CA
R

、Ref.A
15070177300

、
国
立
公
文
書
館
（
、
「
大
蔵
省
出

張
所
ヲ
二
条
城
中
ニ
移
ス
」( JA

CA
R

、Ref.A
15070167800

、
国
立
公
文
書
館
（

（
（
（ 「
二
条
城
甲
府
城
長
崎
砲
台
奥
州
間
生
産
問
合
明
法
寮
よ
り
」(JACAR

、Ref.C0（0（（111100

、

防
衛
省
防
衛
研
究
所
（

（
（
（ 

森
山
英
一
『
名
城
と
維
新　

ま
ぼ
ろ
し
の
城
郭
史
』
（
日
本
城
郭
資
料
館
出
版
会
、
一
九
七
〇

年
（
、
森
山
英
一
『
明
治
維
新
・
廃
城
一
覧
』
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
九
年
（
、
石
川 

寛
「
名

古
屋
離
宮
の
誕
生
」
『
愛
知
県
史
研
究
』(

第
一
二
号
、
愛
知
県
総
務
部
総
務
課
県
史
編
さ
ん

室
「
愛
知
県
研
究
」
編
集
委
員
会
、
二
〇
〇
八
年)

（
（
（ 『
京
都
府
史
』
（
第
一
編
第
五
四
号
制
度
部
兵
制
類
完
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
、
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「離宮時代の「二条城」の保存と活用」（降矢）

以
下
歴
彩
館
と
す
る
。
（

（
10
（ 「
京
都
府
存
城
内
設
置
ニ
付
修
繕
費
ヲ
地
民
ヘ
賦
課
セ
ス
」(J A

CA
R

、Ref.A
24010849500

国
立
公
文
書
館
（

（
11
（ 

前
掲
（
3
（
の
う
ち
『
保
存
活
用
』

（
1（
（ 

前
掲
（
3
（
に
同
じ
、
西
和
夫
、
荒
井
朝
江
「
幕
末
・
明
治
初
期
に
二
条
城
本
丸
に
存
在
し

た
徳
川
慶
喜
の
「
居
室
」 

に
つ
い
て
」
『
昭
和
六
二
年
度
日
本
建
築
学
会
関
東
支
部
研
究
報

告
集
』
（
日
本
建
築
学
会
、
一
九
八
七
年
（

（
13
（ 「
二
条
城
借
受
定
約
並
本
丸
返
戻
一
件
」(

明
一
一- 

〇
〇
二
七
、
歴
彩
館
所
蔵)

（
1（
（ 「
二
条
城
内
本
丸
全
部
不
貸
渡
申
進
」( JA

CA
R

、Ref.C04030208100

、
防
衛
省
防
衛
研
究

所
（
「
陸
軍
省
京
都
二
条
城
ヲ
内
務
省
ニ
返
付
ス
」( JA

CA
R

、Ref.A
15110817700

、
国
立

公
文
書
館
（
、
「
公
文
録
（
副
本
（・
明
治
一
七
年
・
第
百
七
四
巻
・
明
治
一
七
年
六
月
～
九
月
・

宮
内
省
」
（
請
求
番
号 

公
副
〇
三
八
三
八
一
〇
〇
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
（
、
「
京
都
二
条
城

ヲ
以
テ
離
宮
ト
定
ム
」( JA

CA
R

、Ref.A
15110796800

、
国
立
公
文
書
館
（

（
1（
（ 

前
掲
（
1（
（
の
う
ち
「
公
文
録
」
、
「
京
都
二
条
城
ヲ
以
テ
離
宮
ト
定
ム
」

（
1（
（ 「
官
報 

明
治
一
七
年
七
月
二
九
日
第
三
二
五
号
」
（
大
蔵
省
印
刷
局 

[

編]

『
官
報
』

一
八
八
四
年
七
月
二
九
日
、
日
本
マ
イ
ク
ロ
写
真
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
（
、
前
掲
（
1（
（
に
同
じ
、
「
京
都
府
庁
ヲ
上
京
区
藪
之
町
ニ
移
ス
」( JA

CA
R

、Ref.

A
15111011200

、
国
立
公
文
書
館
（

（
1（
（ 「
土
地
物
件
ヲ
世
伝
御
料
ト
定
ム
」( JA
CA

R

、Ref.A
15111969400

、
国
立
公
文
書
館
（

（
1（
（ 『
明
治
工
業
史
』
建
築
編（
工
学
会
明
治
工
業
史
発
行
所
、一
九
二
七
年
（
、『
皇
室
事
典 

令
和
版
』

（
株
式
会
社K

A
D

O
K

AW
A

、
二
〇
一
九
年
（

（
1（
（ 

前
掲
註
（
（
（
の
う
ち
拙
著

（
（0
（ 

塵
海
研
究
会
『
北
垣
国
通
日
記
「
塵
海
」
』
（
三
頁
、
一
一
頁
、
六
四
頁
、
二
七
六
頁
、
思
文

閣
出
版
、
二
〇
一
〇
年
』)

以
下
、
北
垣
の
日
記
の
引
用
は
、
同
書
と
す
る
。

（
（1
（ 「
建
議
の
儀
に
付
申
達
〔
北
垣
京
都
府
知
事
か
ら
大
山
陸
軍
卿
宛
〕
」( JA

CA
R

、Ref.

C08052791600

、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
（

（
（（
（ 

前
掲
（
1（
（
と
同
じ

（
（3
（ 「
日
出
新
聞
」
明
治
一
九
年
三
月
三
一
日

（
（（
（ 

元
離
宮
二
条
城
事
務
所『
重
要
文
化
財
二
条
城
修
理
工
事
報
告
書　

第
三
集
』（
一
九
二
八
年
（
、

「
二
条
離
宮
沿
革
誌
」
（
識
別
番
号
一
二
九
二
四
、
宮
内
公
文
書
館
（
ほ
か

（
（（
（ 

原
戸
喜
代
里
、
大
場
修
『
大
正
大
礼
に
お
け
る
下
賜
建
物
の
教
育
施
設
へ
の
転
用
過
程
』
（
日

本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集　

第
七
六
巻
第
六
六
五
号
、
二
〇
一
一
年
（
、
原
戸
喜
代
里
、

大
場
修
『
大
正
大
礼
に
お
け
る
下
賜
建
物
の
宗
教
施
設
へ
の
転
用
過
程
』
（
日
本
建
築
学
会

計
画
系
論
文
集　

第
七
五
巻
第
六
五
八
号
、
二
〇
一
〇
年
（
ほ
か

（
（（
（ 「
二
条
離
宮
修
繕
工
事
録
一 

明
治
一
八
～
二
〇
年
」(

識
別
番
号
四
二
七
三
、宮
内
公
文
書
館)

、

以
下
、
「
工
事
録
」
の
所
蔵
先
は
、
宮
内
公
文
書
館
で
あ
る
た
め
、
記
載
を
省
略
す
る
。

（
（（
（ 

前
掲
（
（（
（
に
同
じ

（
（（
（ 「
日
出
新
聞
」
明
治
一
九
年
九
月
二
八
日

（
（（
（ 「
工
事
録 

明
治
二
七
年
」
（
識
別
番
号
四
五
二
五
（

（
30
（ 「
大
礼
設
備
復
旧
工
事
」(

識
別
番
号
四
三
一
六
八
、
宮
内
公
文
書
館)

、
「
工
事
録
一 

大
正

八
年
」（
識
別
番
号
四
三
七
二
一
（
、「
工
事
録
二 

大
正
八
年
」（
識
別
番
号
四
三
七
二
二
（
、「
工

事
録
三 

大
正
九
年
」
（
識
別
番
号
四
三
七
二
八
（

（
31
（ 「
二
条
・
桂
両
離
宮
写
真
」
（
識
別
番
号
三
二
三
七
四
、
宮
内
公
文
書
館
（
、
「
二
条
離
宮
（
写

真
帳
／
大
正
・
昭
和
（
」
（
識
別
番
号
四
六
八
五
二
、
宮
内
公
文
書
館
（

（
3（
（ 『
二
条
離
宮
御
写
真
及
実
測
図
』
（
川
上
邦
基
編
、
古
建
築
及
庭
園
研
究
会
、
一
九
三
二
年
（

（
33
（ 

前
掲
（
（（
（
に
同
じ

（
3（
（ 

前
掲(

3（)

に
同
じ

（
3（
（ 「
日
出
新
聞
」
明
治
二
〇
年
一
月
三
〇
日

（
3（
（ 「
二
条
離
宮
図
五
千
分
一
／
明
治
二
二
年
」
（
識
別
番
号
三
八
九
九
三
、
宮
内
公
文
書
館
（
、「
二

条
離
宮
之
図
六
百
分
一
／
明
治
」
（
識
別
番
号
三
九
〇
一
八
、
宮
内
公
文
書
館
（
、
「
二
条
離

宮
之
図
三
百
分
一
／
大
正
写
」
（
識
別
番
号
三
八
三
五
一
、
宮
内
公
文
書
館
（
ほ
か

（
3（
（ 

宮
内
省
臨
時
帝
室
編
修
局
編
『
明
治
天
皇
紀
』(

第
八-

八
二
〇
頁
、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
一
年)

（
3（
（ 
前
掲
（
1（
（
に
同
じ
。　

（
3（
（ 
前
掲
（
（（
（
に
同
じ
。

（
（0
（ 「
工
事
録
二 

明
治
二
六
年
」(

識
別
番
号
四
三
六
〇
〇)

、
「
工
事
録 

明
治
二
六
」
（
識
別
番

号
四
五
二
四
（
、
「
工
事
録
一 

明
治
二
七
年
」(

識
別
番
号
三
九
八
〇-

一)

、
「
工
事
録
二 

明
治
二
七
年
」(
識
別
番
号
三
九
八
〇-

二)

、
「
工
事
録
一 

明
治
二
九
年
」(

識
別
番
号
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三
九
八
二-

一)

、
前
掲(

（（)

の
う
ち
「
二
条
離
宮
沿
革
誌
」
。
こ
れ
ら
の
史
料
で
は
明
治

二
六
年
、
二
七
年
、
二
九
年
の
工
事
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
が
、
二
八
年
の
工
事
は
確
認
で

き
な
い
。
し
か
し
、
二
七
年
の
工
事
竣
工
箇
所
が
多
い
こ
と
か
ら
、
二
八
年
も
引
き
続
き
工

事
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
（1
（ 

中
野
志
保
「
二
之
丸
御
殿
の
明
治
期
障
壁
画
」
『
研
究
紀
要 

元
離
宮
二
条
城 

第
一
号
』
（
元

離
宮
二
条
城
事
務
所
、
二
〇
二
二
年
（
、
恵
美
千
鶴
子
「
明
治
宮
殿
御
殿
襖
絵
の
考
案
―
正

倉
院
鴨
毛
屏
風
模
造
・
平
家
納
経
模
本
の
引
用
と
山
高
信
離
―
」
（
『MUSEUM 

京
都
国
立
博

物
館
研
究
誌
』
六
一
七
、
東
京
国
立
博
物
館
編
・
発
行
、
二
〇
〇
八
年
（
、
恵
美
千
鶴
子
「
二

条
離
宮
と
明
治
宮
殿
襖
画
の
そ
の
後
の
影
響
／
第
三
章 

明
治
の
皇
室
に
選
ば
れ
た
表
象
」

（
『
天
皇
の
美
術
史
６　

近
代
皇
室
イ
メ
ー
ジ
の
創
出　

明
治
・
大
正
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
七
年
（
、
山
崎
鯛
介
「
明
治
時
代
の
二
条
離
宮
に
お
け
る
入
側
天
井
・
小
壁
の
改
修

経
緯
と
意
匠
変
更
の
意
図
」（
『
日
本
建
築
学
会
学
術
講
演
梗
概
集
（
九
州
（
』
日
本
建
築
学
会
、

二
〇
〇
七
年
（

（
（（
（ 

行
幸
、
行
啓
に
つ
い
て
は
、
前
掲(

（)

拙
著
に
お
い
て
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
し
く

触
れ
な
い
。

（
（3
（ 

前
掲(

3（)

の
「
拝
観
に
就
て
の
御
注
意
」

（
（（
（ 「
日
出
新
聞
」
明
治
二
五
年
四
月
一
四
日
、
同
年
一
〇
月
二
三
日
、
、「
二
条
離
宮
参
考
史
料
／ 

昭
和
一
二
年
」
（
識
別
番
号
三
八
九
八
六
、
宮
内
公
文
書
館
（

（
（（
（ 

明
治
二
〇
年
三
月
一
七
日
ド
イ
ツ
皇
族
レ
オ
ポ
ル
ド
、
同
年
一
〇
月
一
九
日
イ
タ
リ
ア
全
権

公
使
デ
マ
ル
ト
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
代
表
公
使
シ
ー
ボ
ル
ト
、
明
治
二
四
年
ロ
シ
ア
皇
太
子
ニ

コ
ラ
イ
な
ど
、
い
ず
れ
も
出
典
は
「
日
出
新
聞
」

（
（（
（ 

野
瀬
元
子
・
古
屋
秀
樹
・
太
田
勝
敏
「
戦
前
に
お
け
る
日
本
の
国
際
観
光
政
策
に
関
す
る
基

礎
的
分
析
」(

土
木
計
画
学
研
究
・
講
演
集
、
巻
四
〇
、
二
〇
〇
九
年
、http://library.jsce.

or.jp/jsce/open/00039/200911_no40/pdf/5.pdf)

、
井
戸
桂
子
「
ク
ロ
ー
デ
ル
と
二
条
城
―
「
松

の
中
の
譲
位
」
で
の
コ
ン
キ
ス
タ
ド
ー
ル
」(

『
ク
ロ
ー
デ
ル
と
そ
の
時
代
』
二
〇
二
三
年
、

株
式
会
社
水
声
社)

、
清
水
由
布
紀
「
〈
試
論
〉
マ
レ
ー
社
と
日
本
：
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
映
し

出
す
人
・
技
術
・
文
化
の
越
境
」(

津
田
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
報
、
巻
三
八
、
津
田
塾

大
学
言
語
文
化
研
究
所
、
二
〇
二
三
年)

（
（（
（ B

A
SIL H

A
LL C

H
A

M
B

ER
LA

IN
, W

. B
. M

ason.A H
andbook for Travellers in Japan

.

(
L
o
n
d
o
n
, J.M

urray,1901. “
This palace, a dream

 of golden beauty w
ithin, is externally 

a good exam
ple of the Japanese fortress, w

ith its turrets at the corners and its w
all of 

cyclopean m
asonry.”

“ The restoration of the N
ijō Palace to som

e thing like its form
er 

splendourdates from
 1885-6, at w

hich tim
e the Im

perial crest of the sixteen-petalled 

chrysanthem
um

 w
as substituted in m

ost places for that of the Tokugaw
a Shōguns.”

（
（（
（ 

秋
山
愛
三
郎SIG

H
T O

F O
LD

 CAPITAL

（
洋
洲
社
、
一
九
一
九
年
（“ N

ijo D
etached 

Palace should be taken as a national pride of the Im
perial Land of Yam

ato and 

should never be m
issed under any circum

stances.”
“ In M

arch,1871, the C
astle w

as 

provisionally turned into the K
yoto Prefectural O

ffi
ce, in the course of its occupancy a 

num
ber of its treasured paintings and m

etal-w
orks w

ere irreparably dam
aged by som

e 

unrefined ofiicials w
ho sw

allow
ed a drastic dose of W

estern civilization entirely too 

m
uch and suddenly began to despise their ow

n fine arts in order to introduce a lot of 

undesirable things foreign. Luckily it w
as m

ade an Inperial D
etached Palace in July, 

1884, and w
as thoroughly renovated as seen at the present day.”

（
（（
（ 

志
水
鳩
峰
『
京
都
名
勝
図
絵
』(

風
月
堂
、
一
八
九
五
年) 

、
凡
例
に
「
明
治
二
十
八
年

京
都
に
於
て
第
四
内
国
勧
業
博
覧
会
を
開
設
す
る
に
際
し
諸
国
の
旅
客
必
市
郡
の
名
勝
古

跡
を
尋
覧
す
る
者
多
き
こ
と
知
る
べ
し
風
月
堂
主
人
旅
客
の
提
携
に
便
な
る
者
を
謀
る
乃

ち
此
書
あ
る
所
以
な
り
」
と
あ
る
。

（
（0
（ 『
観
光
の
京
都
』
（
福
井
義
次
郎
、
一
九
四
五
年
、
歴
彩
館
所
蔵
（
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「離宮時代の「二条城」の保存と活用」（降矢）

明治元年
明治２年

明治３年

明治４年

明治５年

明治６年

明治10年

太政官代 三輪嘉之助 留守官 京都府 陸軍省 宮内省 京都市

…
…

…
…

…
…

※詳細は、以下の通り。

明治11年

明治12年

明治17年

昭和14年

現在

太政官代： 明治元年 1月 27 日～

三輪嘉之助： 明治元年 6月 4日～明治 3年 3月 21 日

留 守 官 ： 明治 3年 3月 22 日～明治 4年 3月７日

京 都 府 ： 明治 4年 3月 8日～明治 6年 2月 14 日、　　　  は、陸軍省管轄で京都府に貸与された。

陸 軍 省 ： 明治 6年 2月 15 日～明治 17 年 7 月 27 日

宮 内 省 ： 明治 17 年 7 月 28 日～昭和 14 年 10 月 24 日

京 都 市 ： 昭和 14 年 10 月 25 日～現在

※明治 4年 8月に兵部省が地方城郭を管轄するが、「二条城」は京都府の管轄であった。

※明治 12 年、京都府は本丸を陸軍省に返付した。

※以下より作成した。        
　「二条城ヲ京都府ノ管轄ニ属ス」（JACAR（アジア歴史資料センター以下省略）Ref.A15070847600、国立公文書館）        
　「二条城ヲ太政官代ト為シ尚ホ尾張藩ヲシテ警衛セシム」（JACAR、Ref.A15070744000、国立公文書館）        
　「二条城甲府城長崎砲台奥州間生産問合明法寮より」（JACAR、Ref.C04025111100、防衛省防衛研究所）        
　「二条城ヲ留守官ノ管轄ニ属ス」（JACAR、Ref.A15070847500、国立公文書館）        
　『京都府史』（第１編第五四号制度部兵制類完、京都府立京都学・歴彩館所蔵）        
　森山英一『明治維新・廃城一覧』（新人物往来社、一九八九年）        

表１　「二条城」管轄変遷表

表２　日本人向けのガイドブック　

10 M27 『京都案内都百種増補 2 版』 A＋ 二条離宮 信長築城、太政官代、京都府庁、離宮 辻本治三郎編、尚徳館、1894 年

36 S4 『京都離宮要誌』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、信長創建は間違い、天守類焼、太政官代、

京都府庁、陸軍省、離宮、「華睆瑰麗を極め、光怪陸

離人目を奪ふに足る」

1 M10 『京都名所順覧記改正各区色分町名』 A 二条城京都府 信長築城、太政官代、京都府 福富正水、1877 年

2 M13 『京都名勝一覧図会』 A 二条城京都府 信長築城、太政官代、京都府 橋本澄月編、風月堂、1880 年

3 M14 『京都名所案内図会 乾』 B 京都府 家康築城、太政官代、京都府 遠藤茂平編、正宝堂、1881 年

4 M16 『三府名所独案内図会２ 京都之部 上』 B 京都府 家康築城、太政官代、京都府 馬場文英編、1883 年

5 M20 『京都名所案内記』 A＋ 二条旧城 離宮 信長築城、太政官代、離宮 樺井達之輔編、風月堂、1887 年

6 M20 『京都名所案内図会 和 1 冊 (上 )』 B＋ 二条離宮 家康築城、太政官代、京都府、離宮 石田旭山ほか編、正宝堂、1887 年

7 M24 『帝国京都名所図絵』 A＋ 二条旧城　離宮 信長築城、太政官代、離宮 片岡賢三編、風月堂、1891 年

8 M25『明治改正京都名所便覧図会』 A＋ 二条旧城　離宮 信長築城、太政官代、京都府庁、離宮 内藤彦一著、1892 年

9 M26 『京都名所案内』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、太政官代、京都府庁、近年宮内省の管轄

二条離宮、建築宏壮、拝観手続

加藤定穀著、村上勘兵衛等、1893 年

11 M28 『京都案内記：歴史美術名勝古跡』 B＋＋ 二条城 家康築城、離宮、「殿屋皆宏壮」「大作の工を学ば

んとせハ、拝観せざるべからず」

広池千九郎著、史学普及雑誌社、1895 年

12 M28 『京都名所案内』 A＋ 二条離宮 信長築城、京都府、離宮 竹内庄之助編、中村浅吉、1895 年

13 M28 『京都名所独案内』 A＋ （二条離宮） 信長築城、家康再築、離宮 的場麗水著、吉野屋、1895 年

14 M28 『京都名所案内　上』 A 二条城 家康築城、太政官代、京都府庁 岩崎喜助著、細川開益堂、1895 年

15 M28 『京都名所図会』 A＋ 二条離宮 信長築城、家康再築、京都府庁、離宮 清水晋之助著、笹田弥兵衛、1895 年

16 M28 『京都名所案内記』上 ,下の巻 A＋ 二条離宮 信長修理、徳川氏保護、離宮 浅井広信著、鳥居又七、1895 年

17 M28 『京都名勝案内記』 A＋＋ 二条離宮 信長築城、家康再築、京都府庁、離宮、「規模宏大

ならずと雖も壮麗無双なり」

金森直次郎著、飯田信文堂、1895 年

18 M28 『京都名所図会　上』 A＋ 二条離宮 信長築城、家康再築、太政官、京都府庁、離宮、

外圍の塀を撤して観を改むる

志水鳩峰著、風月堂、1895 年

19 M28 『京都名所』 A＋ 二条離宮 信長築城、家康再築、離宮 的場麗水著、駸々堂、1895 年

20 M28 『京都名所と美術の案内　上』 A＋＋ 二条離宮 信長築城、家康再築、天守閣類焼、太政官代、「京都

府庁を置しかば名匠名手の遺物も汚涜せられて荒涼

の姿なりしをその後修繕」、離宮

松山高吉著、田中治兵衛、1895 年

21 M28 『京都名所手引草』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、後水尾行幸、京都府、離宮修理

「金殿玉楼其内にあり」

平安遷都記念祭協賛会編、村上勘兵衛、

1895 年

22 M32 『京都名所案内』 A＋ 二条離宮 信長築城、太政官、京都府、離宮、主殿寮所轄 片岡賢三編、風月堂、1899 年

23 M34 『京都名勝図会 明治改正 再版』 A＋ 二条離宮 信長築城、家康再築、太政官、京都府庁、離宮、

外圍の塀を撤して観を改むる

志水鳩峯著、風月庄左衛門、1901 年

24 M36 『京都名勝帖』 B＋＋ （二条離宮） 後水尾行幸、家光、家茂、慶喜の上洛、明治天皇

親征の詔、「雉蝶いと白く老松空に吼ゆ」

藤井孫六編、五車楼、1903 年

25 M42 『京都名勝帖』 B＋/A＋ 二条離宮 家康入城、家光、家茂、慶喜の上洛、明治天皇親征

の詔 /‟Here in 1569 was built a castle by Oda 

Nobunaga”,‟Detached Palace”.

風月庄左衛門著、風月堂、1909 年

26 M44 『京都名所地誌』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、後水尾天皇行幸、家光、家茂、慶喜上洛

時とまる、明治天皇詔、太政官代、京都府庁、離宮、

美今一々挙くるに暇なし」

川村文芽著、中村弥左衛門、1911 年

27 T6 『奈良と京都』 C （二条離宮） 襖と壁の絵画の雄大豪華さ 黒田朋信著、趣味普及会、1917 年

28 T6 『京都名所案内』 A＋ 二条離宮 信長築城、家康改築、大政返上、大典大饗 大槻さ丶舟著、清文堂、1917 年

29 T6 『京都史蹟案内 : 修学旅行 訂再版』 B＋＋ 二条離宮 家康造営、大政奉還、太政官代、京都府庁、離宮、

「殿舎桃山時代の特徴を窺ふを得べし」

西田直二郎、魚澄惣五郎、京都帝国大学

学友会、1917 年

30 T11 『近畿古美術案内 東京美術学校修学旅行』A＋＋ 二条離宮 信長築城、天守炎上、大政奉還、京都府

庁、離宮、「燦然たる大殿、宏壮の規模華麗な装飾、

徳川時代の住宅建築の代表」、「庭園は雄大明快なる

趣致」

田辺孝次著、東京美術学校々友会、

1922 年

31 T13 『京都案内』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、天守類焼、桂宮御殿移築、「粧飾華麗眼

を奪うものがある」

京都市編、京都市、1924 年

32 T14 『登山と遊覧 : 近畿名所その附近』 B＋ 二条離宮 家康、大政返上、太政官代、京都府庁、離宮 関西体育奨励会編、小西猪之助、

1925 年

33 S3 『古美術史蹟 京都行脚』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、大政奉還、太政官代、二の丸

「御殿桃山風」

川勝政太郎、スズカケ出版部、1928 年

34 S3 『京都名所』 B＋＋ 二条離宮 家康築造、幕府の権勢を示すもの、後水尾行幸、大政

返上、太政官代、京都府、陸軍省、宮内省、「府庁を

他に転じて大修理を加へ、内外を補修して再び前の面

前に返り以て今日に及べり」

京都府編、京都府、1928 年

35 S3 『京を訪ねて』 B＋＋ 京都御所と

二条離宮

家康築城、信長創建は間違い、天守類焼、本丸移築、

大正大礼大饗宴場、「建物といい庭園といいその美し

さは今猶、人目を奪うもの」

京都市教育会編、杉本書店、1928 年

37 S20 『観光の京都』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、大政奉還、府庁、離宮、「桃山時代の遺風」

「今や皇室のものとなって、永くその美を保存される

こととなった。」

『観光の京都』福井義次郎、1945 年

古建築及庭園研究所、1929 年

№ 刊行年 書名 分類 タイトル 主な内容 出典



1（（

研究ノート

10 M27 『京都案内都百種増補 2 版』 A＋ 二条離宮 信長築城、太政官代、京都府庁、離宮 辻本治三郎編、尚徳館、1894 年

36 S4 『京都離宮要誌』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、信長創建は間違い、天守類焼、太政官代、

京都府庁、陸軍省、離宮、「華睆瑰麗を極め、光怪陸

離人目を奪ふに足る」

1 M10 『京都名所順覧記改正各区色分町名』 A 二条城京都府 信長築城、太政官代、京都府 福富正水、1877 年

2 M13 『京都名勝一覧図会』 A 二条城京都府 信長築城、太政官代、京都府 橋本澄月編、風月堂、1880 年

3 M14 『京都名所案内図会 乾』 B 京都府 家康築城、太政官代、京都府 遠藤茂平編、正宝堂、1881 年

4 M16 『三府名所独案内図会２ 京都之部 上』 B 京都府 家康築城、太政官代、京都府 馬場文英編、1883 年

5 M20 『京都名所案内記』 A＋ 二条旧城 離宮 信長築城、太政官代、離宮 樺井達之輔編、風月堂、1887 年

6 M20 『京都名所案内図会 和 1 冊 (上 )』 B＋ 二条離宮 家康築城、太政官代、京都府、離宮 石田旭山ほか編、正宝堂、1887 年

7 M24 『帝国京都名所図絵』 A＋ 二条旧城　離宮 信長築城、太政官代、離宮 片岡賢三編、風月堂、1891 年

8 M25『明治改正京都名所便覧図会』 A＋ 二条旧城　離宮 信長築城、太政官代、京都府庁、離宮 内藤彦一著、1892 年

9 M26 『京都名所案内』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、太政官代、京都府庁、近年宮内省の管轄

二条離宮、建築宏壮、拝観手続

加藤定穀著、村上勘兵衛等、1893 年

11 M28 『京都案内記：歴史美術名勝古跡』 B＋＋ 二条城 家康築城、離宮、「殿屋皆宏壮」「大作の工を学ば

んとせハ、拝観せざるべからず」

広池千九郎著、史学普及雑誌社、1895 年

12 M28 『京都名所案内』 A＋ 二条離宮 信長築城、京都府、離宮 竹内庄之助編、中村浅吉、1895 年

13 M28 『京都名所独案内』 A＋ （二条離宮） 信長築城、家康再築、離宮 的場麗水著、吉野屋、1895 年

14 M28 『京都名所案内　上』 A 二条城 家康築城、太政官代、京都府庁 岩崎喜助著、細川開益堂、1895 年

15 M28 『京都名所図会』 A＋ 二条離宮 信長築城、家康再築、京都府庁、離宮 清水晋之助著、笹田弥兵衛、1895 年

16 M28 『京都名所案内記』上 ,下の巻 A＋ 二条離宮 信長修理、徳川氏保護、離宮 浅井広信著、鳥居又七、1895 年

17 M28 『京都名勝案内記』 A＋＋ 二条離宮 信長築城、家康再築、京都府庁、離宮、「規模宏大

ならずと雖も壮麗無双なり」

金森直次郎著、飯田信文堂、1895 年

18 M28 『京都名所図会　上』 A＋ 二条離宮 信長築城、家康再築、太政官、京都府庁、離宮、

外圍の塀を撤して観を改むる

志水鳩峰著、風月堂、1895 年

19 M28 『京都名所』 A＋ 二条離宮 信長築城、家康再築、離宮 的場麗水著、駸々堂、1895 年

20 M28 『京都名所と美術の案内　上』 A＋＋ 二条離宮 信長築城、家康再築、天守閣類焼、太政官代、「京都

府庁を置しかば名匠名手の遺物も汚涜せられて荒涼

の姿なりしをその後修繕」、離宮

松山高吉著、田中治兵衛、1895 年

21 M28 『京都名所手引草』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、後水尾行幸、京都府、離宮修理

「金殿玉楼其内にあり」

平安遷都記念祭協賛会編、村上勘兵衛、

1895 年

22 M32 『京都名所案内』 A＋ 二条離宮 信長築城、太政官、京都府、離宮、主殿寮所轄 片岡賢三編、風月堂、1899 年

23 M34 『京都名勝図会 明治改正 再版』 A＋ 二条離宮 信長築城、家康再築、太政官、京都府庁、離宮、

外圍の塀を撤して観を改むる

志水鳩峯著、風月庄左衛門、1901 年

24 M36 『京都名勝帖』 B＋＋ （二条離宮） 後水尾行幸、家光、家茂、慶喜の上洛、明治天皇

親征の詔、「雉蝶いと白く老松空に吼ゆ」

藤井孫六編、五車楼、1903 年

25 M42 『京都名勝帖』 B＋/A＋ 二条離宮 家康入城、家光、家茂、慶喜の上洛、明治天皇親征

の詔 /‟Here in 1569 was built a castle by Oda 

Nobunaga”,‟Detached Palace”.

風月庄左衛門著、風月堂、1909 年

26 M44 『京都名所地誌』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、後水尾天皇行幸、家光、家茂、慶喜上洛

時とまる、明治天皇詔、太政官代、京都府庁、離宮、

美今一々挙くるに暇なし」

川村文芽著、中村弥左衛門、1911 年

27 T6 『奈良と京都』 C （二条離宮） 襖と壁の絵画の雄大豪華さ 黒田朋信著、趣味普及会、1917 年

28 T6 『京都名所案内』 A＋ 二条離宮 信長築城、家康改築、大政返上、大典大饗 大槻さ丶舟著、清文堂、1917 年

29 T6 『京都史蹟案内 : 修学旅行 訂再版』 B＋＋ 二条離宮 家康造営、大政奉還、太政官代、京都府庁、離宮、

「殿舎桃山時代の特徴を窺ふを得べし」

西田直二郎、魚澄惣五郎、京都帝国大学

学友会、1917 年

30 T11 『近畿古美術案内 東京美術学校修学旅行』A＋＋ 二条離宮 信長築城、天守炎上、大政奉還、京都府

庁、離宮、「燦然たる大殿、宏壮の規模華麗な装飾、

徳川時代の住宅建築の代表」、「庭園は雄大明快なる

趣致」

田辺孝次著、東京美術学校々友会、

1922 年

31 T13 『京都案内』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、天守類焼、桂宮御殿移築、「粧飾華麗眼

を奪うものがある」

京都市編、京都市、1924 年

32 T14 『登山と遊覧 : 近畿名所その附近』 B＋ 二条離宮 家康、大政返上、太政官代、京都府庁、離宮 関西体育奨励会編、小西猪之助、

1925 年

33 S3 『古美術史蹟 京都行脚』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、大政奉還、太政官代、二の丸

「御殿桃山風」

川勝政太郎、スズカケ出版部、1928 年

34 S3 『京都名所』 B＋＋ 二条離宮 家康築造、幕府の権勢を示すもの、後水尾行幸、大政

返上、太政官代、京都府、陸軍省、宮内省、「府庁を

他に転じて大修理を加へ、内外を補修して再び前の面

前に返り以て今日に及べり」

京都府編、京都府、1928 年

35 S3 『京を訪ねて』 B＋＋ 京都御所と

二条離宮

家康築城、信長創建は間違い、天守類焼、本丸移築、

大正大礼大饗宴場、「建物といい庭園といいその美し

さは今猶、人目を奪うもの」

京都市教育会編、杉本書店、1928 年

37 S20 『観光の京都』 B＋＋ 二条離宮 家康築城、大政奉還、府庁、離宮、「桃山時代の遺風」

「今や皇室のものとなって、永くその美を保存される

こととなった。」

『観光の京都』福井義次郎、1945 年

古建築及庭園研究所、1929 年

№ 刊行年 書名 分類 タイトル 主な内容 出典

※ 分類は、以下の通りである。

 A 原点を信長とするもの

 A＋ A に離宮が加わったもの

 A＋＋ A＋に著者の主観が加わったもの

 B 原点を家康とするもの

　　　B＋ B に離宮が加わったもの

 B＋＋ B＋に著者の主観が加わったもの

 C 美術的価値のみ
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御
供
之
六
尺
へ
遣
し
候
、

一
、
金
百
疋　
　
　
　

同
御
給
番
へ
遣
し
候
、

同
十
三
日

一
、
卯
上
刻
御
供
揃
ニ
而
、
五
時
過
御
坐
之
間
ニ
而　

御
（
徳
川
茂
徳
・
茂
承
・
慶
篤
）

三
家
様　

御
対
顔
、
御
熨
斗
蚫
出
ル
、
御
小
性
相
勤
、

備　

御
前
、
直
ニ
引
、
相
済
テ
溜
詰
初
御
年
寄
衆
・
若

年
寄
衆　

御
目
見
相
済
、
大
広
間
御
駕
籠
台
よ
り
四
時

前　

出
御
、
品
川
御
休
、
東
海
寺

）
1
（

へ　

被
為
入
、

御
注
進
之
廉
左
之
通
、

一
、
御
幕

一
、
御
先
馬

一
、
御
宿
入

但
委
し
く
ハ
抜
書
帳
ニ
認
置
候
間
略
ス
、

一
、
御
笠
ハ
御
旅
中　

御
歩
行
之
節
、
白
叩
裏
金
御
用
ひ

ニ
相
成
候
間
、
伊

（
坪
内
保
之
ヵ
）

豆
守
殿
被
申
聞
候
、

一
、
御
先
立　

御
旅
館
ハ
御
年
寄
衆
、
御
昼
休
ハ
御
側
衆
、

一
、
御
旅
館
へ　

御
注
進
左
之
通
、

一
、
小
荷
駄
御
先

一
、
御
先
馬

一
、
御
宿
入

一
、御
旅
中
五
時
御
夜
詰
引
、朝
ハ
一
番
貝
ニ
而
一
統
起
立
、

支
度
次
第
入
込
、
二
番
貝
ニ
而
御
先
番
出
払
、
伺
之
上

為
吹
候
事
、

同
廿
一
日

一
、六
半
時
、
御
供
下
り
ニ
而
駿
府　

御
発
駕
、
久
能
山

）
（
（

江

被
為　

来
徳
音
院

）
3
（

ニ
而 

御
紋
付
・

御
麻
上
下

御
召
替
、　

御
参
詣
被

遊
、
七
ツ
時
過
駿
府　

御
（
酒
井
忠
讜
）

城
代
邸
へ　

還
御
、

一
、
久
能
山　

御
宮
へ
自
拝
被　

仰
付
、
麻
上
下
着
自
拝
、　

御
神
前
ニ
而
神
酒
頂
戴
、
非
番
ニ
付　

御
着
前
下
宿
致

候
事
、

三
月
四
日

一
、
今
日
益
御
機
嫌
克
、
二
条　

御
城
へ
被
遊　

御
着
候
、

御
初
献

昆

布

か
ち
栗 

御
熨
斗
三
方　
　
　
　

美
（

榊

原

）

濃
守

梅
干 
数
の
子

御
五
種
盛
り 

御
三
方　
　
　
　

備
（
大
久
保
）

前
守

御
吸
物　
　
　
　
　
　
　
　

 

対
（

酒

井

）

馬
守

御
土
器　
　
　
　
　
　
　
　

 

美
濃
守

御
酌　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

丹
（
野
村
貫
三
郎
）

後
守

御
加　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

肥
（

大

沢

）

前
守

但
御
給
仕
之
者
帯
劔
ニ
無
之
相
勤
申
候
、

右
之
通
御
三
献
差
上
ル
、
委
細
ハ
別
帳
ニ
記
ス
、

同
七
日

一
、
今
日　

御
参
内
初
テ
被
為　

済
候
事
、

但
御
衣
冠
差
上
候
事
、
尤
高
倉
侍

（
永
祜
）

従
罷
出
候
、

同
八
日　

一
、
二
条　

御
城
御
多
門
之
御
武
器
類　

御
覧
、
夫
よ
り　

御
本
丸
御
厩
へ
被
為　

成
候
事
、

同
十
一
日

一
、二
条　

御
城　

出
御
、
施
薬
院

）
4
（

へ
被
為　

入
御
、
召
替

御
衣
冠　

毛
抜
形 

御
太
刀　

御
下
劔
御
懐
ニ
而　

御
参
内
、　

御
唐
門

外
ニ
而　

御
下
輿
、　

御
歩
行
ニ
而　

御
車
寄
よ
り
被
為

成
候
事
、

一
、
今
日
ハ
加
茂　

行
幸
ニ
付　

御
供
奉
、　

御
跡
よ
り　

御
乗
馬
ニ
テ　

御
行
列
ニ
御
加
り
、
下
加
茂

）
（
（

一
ノ
鳥
居

よ
り
御
下
馬
、
御
跡
よ
り
御
参
詣
御
次
第
有
之
御
気
色

ニ
而
、
最
前
之
通
り
御
行
列
、
上
加
茂

）
（
（

一
ノ
鳥
居
ニ
而　

御
下
馬
、
御
跡
よ
り　

御
参
詣
相
済
、
四
時
比
御
参
内
、

九
時
頃
比
一
旦
施
薬
院
へ
被
為
入
、　
　

御
櫛
等
上
り
、

夜
七
時
過
二
条　

御
城
へ　

還
御
、

同
十
日

一
、
勅
使
参
上
ニ
付
、
御
衣
冠
被
為　

召
、　

御
対
顔
有
之

候
事
、

同
十
二
日

一
、二
条
御
厩
曲
輪
ニ
而　

御
乗
馬
有
之
候
事
、

同
十
四
日

一
、
御
手
当
金
四
分
一
被
下
候
、
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一
、
金
五
拾
三
両
三
分
宛　
　
　

御
小
性
へ

三
月
十
七
日　

一
、
紀（

徳

川

茂

承

）

伊
中
納
言
様
へ　

御
対
顔
有
之
候
事
、

一
、
来
ル
廿
一
日　

御
発
駕
被　

仰
出
候
事
、

同
十
九
日　

一
、
今
日
御
先
帰
り
備

（
高
井
実
孝
）

中
守
初
御
小
性
七
人
致
出
立
候
事
、

一
、
今
日　

御
参
内
被
遊
候
事
、

　

但
御
衣
冠
上
ヶ
候
事
、　

一
、
明
後
廿
一
日　

御
発
駕
御
延
引
ニ
相
成
候
段
、
被　

仰
出
候
事
、

同
廿
日

一
、
今
日　

御
乗
馬
被
遊
候
事
、

同
廿
一
日　

一
、
明
後
廿
三
日　

御
発
駕
、
東
海
道
筋　

還
御
可
被
遊

旨
被　

仰
出
候
事
、

同
廿
二
日　

一
、
夕
刻　

御
参　

内
被
遊
候
事
、

同
廿
三
日　

一
、
今
日　

御
発
駕
御
延
引
被　

仰
出
候
事
、

同
廿
四
日　

一
、
今
日
水

（
徳
川
慶
篤
）

戸
殿
へ　

御
対
顔
被
遊
候
事
、

同
廿
五
日

一
、
此
度
図

（
小
笠
原
長
行
）

書
頭
殿
江
戸
表
へ
帰
府
ニ
付
、　

御
手
自　

御

羽
織
被
下
候
事
、

同
廿
六
日　

一
、
松
平
春
嶽
殿
総
裁
職　

御
免
、
逼
塞
被　

仰
付
候
事
、

同
廿
八
日

一
、
今
日　

御
乗
馬
有
之
候
事
、

四
月
二
日

一
、
今
日　

御
参
内
被
遊 

御
冠

御
直
垂

、
御
夏
扇
毛
抜
形
、
御

帯
無
之
、
去
ル
廿
日
之
通
り　

御
参
内
中
寮
之
御
馬　

御
拝
領　

天
盃
其
外
御
頂
戴
有
之　

還
御
、

同
三
日　

一
、
御
黒
書
院
ニ
テ
、
西
本
願
寺
門
跡
・
同
新
門
跡
・
同
新
々

門
跡
へ　

御
対
顔
有
之
候
事
、

同
四
日

一
、
今
日　

御
乗
馬
被
遊
、
一（

慶

喜

）

ツ
橋
様
幷
松
平
肥（

容

保

）

後
守
、

御
老
若
御
用
掛
り
衆
、
御
目
付
幷
一
橋
殿
附
之
者
迄
乗

馬
被　

仰
付
候
、

一
、
左
之
通
御
先
帰
り
被　

仰
付
候
、

御
小
性
頭
取
介

内
藤
壱
岐
守

御
小
性石

川
備
中

（
後
ヵ
）守

関
口
筑
後
守

藤
井
若
狭
守

竹
内
日
向
守

外
ニ

御
納
戸拾

人

同
九
日　

一
、
此
度
奥
向
之
者
猶
又
御
先
帰
り
被　

仰
付
候
義
ハ
深

き　

御
趣
意
有
之
候
御
事
ニ
付
、
一
同
厚
く
申
合
、
何

レ
も
介
合
御
差
支
不
相
成
様
、
忠
勤
相
励
可
被
申
事
、

但
時
宜
ニ
寄
り
頭
取
両
掛
り
之
面
々
も
介
合
相
勤

可
被
申
事
、

右
於
御
灯
部
屋
両
頭
取
江

伊
（
坪
内
保
之
）

豆
守
殿
被
申
聞
候
事
、

同
十
日　

一
、
明
十
一
日
、
石
清
水
社

）
（
（

江　

御
供
奉
之
処
、
御
風
邪

ニ
付
御
断
被　

仰
上
、
御
延
引
被　

仰
出
候
事
、

同
十
三
日　

一
、
内
藤
壱
岐
守
初
御
先
帰
之
者
、
今
日
出
立
致
候
事
、

同
廿
一
日

一
、
今
暁
七
半
時
、
御
供
揃
ニ
而
大
坂
表
へ　

被
為　

成

候
段
被　

仰
出
候
ニ
付
、
石
清
水
八
幡
へ
御
先
番
ニ
罷

出
、
御
同
所
御
手
水
役
相
勤
、
直
ニ
大
坂
御
城
へ
御
先

番
ニ
罷
越
候
、
八
幡
宮　

御
参
詣
済
、
直
ニ
橋
本
宿

）
（
（

よ

り
船
ニ
乗
り
、
大
坂
八
軒
家

）
（
（

よ
り
上
り
止
宿
致
し
、
支

度
之
上
直
ニ
大
坂　

御
城
へ
罷
出
候
、
尤
宿
へ
御
番
直

ニ
相
勤
申
候
、

一
、
上
ニ
者
二
条
御
城
六
時
過　

御
発
駕
、
夫
よ
り
石
清
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水
社
へ　

御
参
詣
、
同
所
九
半
時
過　

出
御
、
橋
本
宿

よ
り　

御
乗
船
、
夕
七
時
大
坂
御
城　

着
御
被
遊
候
、

同
廿
三
日

一
、
六
時
過
、
御
供
揃
ニ
而　

出
御
、
安
治
川

）
11
（

筋　

御
乗

船
、
天
保
山

）
11
（

沖
合
ニ
而
蒸
汽
船
へ　

被
為　

召
、
摂
海

岸　

御
巡
覧
被
遊
、
所
　々

御
上
陸
被
遊
、
相
済
元
御

川
筋
御
通
船
、
夜
九
時　

還
御
、

但
御
供
相
勤
候
事
、

同
廿
六
日　

一
、
今
日
神
嵜
川

）
1（
（

辺　

御
成
、
所
々
御
台
場
等　

御
巡
覧

被
遊
、　

還
御
掛　

御
乗
船
ニ
而　

六
時
前
還
御
被
遊
候
、

同
廿
八
日　

一
、
暁
七
半
時
、
御
供
揃
ニ
而
大
手
御
門
よ
り　

御
乗

馬
、
天
王
寺
御
通
抜
、
天
下
茶
屋

）
13
（

ニ
而
御
小
休
、
夫
よ

り
堺
奉
行
御
役
宅
ニ
而
、
御
二
度
目
御
膳
上
ル
、
立
花

飛（

鑑

寛

）

騨
守
御
預
り
砲
台　

御
覧
、
大
砲
打
方
相
済
、
夫
よ

り
紀
州
表
よ
り
御
出
迎
之
御
関
船
へ　

被
為
召
、
沖
ニ

而
順
動
丸
蒸
気
船
へ　

御
召
移
り
、
泉
州
沖
手
よ
り
紀

州
友
ヶ
島

）
14
（

へ
被
為　

入
、
夫
よ
り
御
引
戻
し
、
大
川
浦

）
1（
（

ニ
而　

御
碇
泊
、
翌
日
朝
六
半
時
前　

御
出
帆
、
加

太
浦

）
1（
（

よ
り
御
関
船
ニ
御
乗
移
り
、
同
所
よ
り
御
上
陸
、

紀（

徳

川

茂

承

）

伊
中
納
言
様
御
出
迎
ひ
、
御
案
内
ニ
而
淡
嶋

）
1（
（

神
主
宅

江

御
休
ミ
、　

中
納
言
様
被　

御
対
顔
、
四
半
時
過
勝
野

流
）
1（
（

小
筒
打
方　

御
覧
被
遊
、
友
ヶ
島
御
固
之
御
家
来
江　

御
目
見
被　

仰
付
、　

相
済
順
道
丸
へ　

御
召
移
り
、
天

気
模
様
不
宜
候
ニ
付
、
直
ニ
御
引
戻
し
、
七
時
前
目
印

山
）
1（
（

沖
江　

御
着
船
、
夫
よ
り　

御
上
陸
、
松
平
相（

慶

徳

）

模
守

砲
台　

御
覧
、
幷
大
砲
打
方
御
好
ニ
而
御
覧
相
済
、
陸

路
通
り
、
五
半
時
過　

還
御
、

一
、　

紀
州
加
太
浦
迄
御
供
相
勤
、
夫
よ
り
和
歌　

御
宮

）
（1
（

幷

御
霊
前
へ
御
内
々
、　

御
名
代
相
勤
、
夫
よ
り
浜
中
長
保

寺
）
（1
（

御
廟
へ
無
急
度　

御
名
代
相
勤
、
五
月
三
日
朝
五
半

時
過
大
坂
御
城
江

着
致
し
候
事
、

一
、
御
代
拝
相
勤
候
ニ
付
、
紀
伊
殿
御
用
人
宮
地
久
右
衛

門
万
端
世
話
致
し
、
大
坂
表
迄
送
り
参
り
候
事
、

但
右
ニ
付
、
久
右
衛
門
江

御
反
物
被
下
候
事
、
外

ニ
附
添
之
者
へ
銀
壱
枚
も
被
下
候
、

一
、
和
歌
雲
蓋
院

）
（（
（

長
保
寺
江

左
之
通
御
納
候
ニ
相
成
候
、

一
、
御
宮　
　
　
　
　

白
銀
拾
枚

一
、
御
霊
前
江　

 　
　

右
同
断

一
、
顕
龍
院

）
（3
（

様　
　
　

別
段

　
　

憲
章
院

）
（4
（

様　
　
　

白
銀
壱
枚
ツ
ヽ

一
、
鶴
樹
院

）
（（
（

様　
　
　

同
同
断

長
保
寺

一
、
南
龍
院

）
（（
（

様
御
初　

白
銀
拾
枚

右
之
通
り
、

　
　

五
月
四
日　

一
、
今
日
御
早
召
ニ
而
、
幸
栄
島
御
渡
越
、
幸
町
海
岸
船

場
よ
り
御
召
船
へ
被
為　

召
、
播
州
舞
子
浜

）
（（
（

・
淡
州
由

良
戸

）
（（
（

所
　々

御
巡
覧
、
翌
朝
六
半
時
比　

還
御
被
遊
候
、

一
、
御
乗
馬
御
召
切
ニ
而
被
為
成
候
ニ
付
、
御
召
梅
崎
ヘ

乗
馬
致
し
、
幸
町
迄
御
供
、
夫
よ
り
大
坂
御
城
へ
相
戻

し
候
、

同
六
日　

一
、
今
日
御
乗
馬
被
遊
候
事
、

同
十
日

一
、
明
日
大
坂　

御
発
駕
被　

仰
出
候
ニ
付
、
二
条　

御

城
江

御
先
番
ニ
付
、
同
日
八
時
過
一
旦
下
宿
、
大
坂
八

軒
家
よ
り
乗
船
致
し
、
翌
十
一
日
四
ツ
時
比
京
地
旅
宿

へ
一
旦
参
り
、
八
半
時
頃
よ
り
二
条
御
城
江

罷
出
候
処
、

又
七
半
時　

還
御
被
遊
候
、

同
十
八
日

一
、
今
日　

御
参　

内　

被
遊
候
事
、

但
施
薬
院
江

御
先
番
相
勤
候
事
、

五
月
廿
三
日

一
、
本
阿
弥

）
（（
（

へ
御
預
ケ
ニ
相
成
居
候
鬼
丸
太
刀
御
取
寄
、　

御
覧
有
之
候
ニ
付
、
拝
見
致
し
候
事
、

同
廿
四
日　一

、
御
短
刀
身　
　

綾
小
路
定
利

右
ハ
本
願
寺
よ
り
内
献
上
致
し
候
事
、

同
廿
六
日

一
、
竹
本
隼
人
正
・
高
井
備
中
守
・
中
川
右
京
亮
・
竹
田

越
前
守
・
木
村
中
務
少
輔
・
酒
井
対
馬
守
、
右
支
度
次

第
上
京
仕
候
様
被　

仰
付
候
段
、
江
戸
表
よ
り
申
来
候

事
、

六
月
三
日　

一
、
今
日
御
暇
之　

御
参
内
有
之
候
事
、
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但
施
薬
院
へ
御
先
番
相
勤
候
事
、

同
九
日　

一
、
今
日
尾

（
徳
川
茂
徳
）

張
様
へ　

御
対
顔
、
肥

後

（
松
平
容
保
）

守　

御
目
見
被

下
物
等
有
之
、
二
条　

御
城
御
玄
関
よ
り　

御
発
駕
被

遊
、
淀
川

）
31
（

筋　

御
乗
船
、
備
前
島

）
31
（

よ
り　

御
上
り
、
七

半
時
比　

御
着
城
被
遊
候
事
、

六
月
十
三
日　

一
、
今
朝
七
半
時
御
供
揃
ニ
而
、
六
半
時
比
大
坂
御
城
御

発
駕
、
安
治
川
筋　

御
乗
船
、
天
保
山
沖
合
ニ
而
蒸
気

船
順
動
丸
へ
被
為　

召
候
、

一
、
御
乗
船
御
供
左
之
通
り
、

御
小
性
頭
取

高
井
備

（

実

孝

）

中
守

諏
訪
安
房
守

野
村
丹

（
貫
三
郎
）

後
守

御
小
性渡

邉
大
隅
守

木
村
中
務
少
輔

大
久
保
隠
岐
守

鈴
木
摂
津
守

石
谷
安
芸
守

池
田
伯
耆
守

一
、七
半
時
過
紀
州
由
良
港

）
3（
（

へ
御
碇
泊
被
遊
候
事
、

同
十
四
日　

一
、朝
六
半
時
過
同
所　

御
出
帆
、同
大
嶋
港

）
33
（

へ　

御
着
船
、

夫
よ
り　

御
上
陸
、
錦
江
山
無
量
寺

）
34
（

江

御
立
寄
、　

御
召

湯
等
有
之
、
御
側
向
入
湯
い
た
し
、
夕
刻　

御
乗
船
ニ

相
成
、　

御
碇
泊
無
之
直
ニ
御
出
帆
、
同
十
六
日
朝
品
川

沖(3（

(

へ　

御
着
船
、
夫
よ
り
御
端
舟
へ
被
為
召
、
浜
御
庭

）
3（
（

へ
被
為　

入
御
、
供
宜
段
申
上
り
、
八
半
時
頃
益
御
機

嫌
能　

御
帰
城
被
遊
候
、

一
、
品
川
沖
よ
り
御
先
江

参
り
、
一
旦
帰
宅
、
直
ニ
支
度

之
上
登　

城
致
し
候
事
、

一
、
二
月
十
三
日　

御
発
駕
よ
り
京
地
へ　

御
着
渡
、
諸
勤

向
其
外
幷
六
月
十
六
日　

御
帰
城
迄
之
留
扣
別
帳
ニ
委
し

く
認
置
候
間
略
ス
、

六
月
十
八
日

一
、
於　

御
休
息　

御
着
城
御
祝
ひ
御
三
献
上
り
、
御
給

仕
相
勤
候
事
、

七
月
朔
日

御
小
性
組
番
頭
格

御
小
性
頭
取

竹
本
隼
人
正

新
御
番
頭
格

同

木
村
紀
伊
守

御
小
性
頭
取

中
川
右
京
亮

御
小
性

藤
沢
讃
岐
守

竹
田
越
前
守

室
賀
但
馬
守

川
口
志
摩
守

坪
内
但
馬
守

榊
原
美
濃
守

山
名
佐
渡
守

依
田
筑
前
守

大
久
保
備
前
守

酒
井
対
馬
守

戸
田
土
佐
守

村
松
長
門
守

新
見
相
模
守

諏
訪
甲
斐
守

跡
部
出
雲
守

右
之
通
今
日
跡
よ
り
着
致
し
候
事
、

一
、
御
預
り
御
馬
今
日
着
致
し
候
段
、
御
厩
よ
り
申
来
り

受
取
候
事
、

同
二
日

一
、
今
日
家
来
甚
左
衛
門
一
同
無
事
ニ
帰
府
致
候
事
、

昭
徳
公
事
蹟再

度　

御
上
洛
之
記
第
二　

野
村
静

（
貫
三
郎
）

山

手
記

文
久
三
亥
年

十
一
月
朔
日

一
、
今
度
京
都
よ
り　

御
上
洛
被　

仰
出
候
、

十
一
月
五
日　

一
、
京
都
よ
り
被　

仰
出
候
趣
も
有
之
候
ニ
付
、
御
軍
艦

ニ
テ　

御
上
洛
可
被
遊
旨
被　

仰
出
候
事
、

十

（
ア
キ
マ
マ
）

一
月　

一
、
御
上
洛
御
供
左
之
通
被　

仰
付
候
、

総
裁
職
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大
（
松
平
直
恒
）

和
守
殿 

川越

御
老
中酒

井
雅

（

忠

績

）

楽
頭
殿

水
野
和

（

忠

精

）

泉
守
殿

有
馬
遠

（

道

純

）

江
守
殿

若
年
寄
衆

田
沼
玄

（

意

尊

）

蕃
頭
殿

稲
葉
兵（

正

巳

）

部
少
輔
殿

御
側
御
取
次

坪
内
伊

（

保

之

）

豆
守
殿

村
松
出
羽
守
殿

但
御
発
駕
前
御
供　

御
免
、
菊
之
間
詰
被　

仰
付
之
、

御
側
御
用
御
取
次

跡
部
伊
賀
守
殿

土
岐
下
野
守
殿

但
御
発
駕
前
両
人
之
代
り
御
供
被　

仰
付
候
、

御
側
泊
方

新
見
伊
勢
守
殿

酒
井
肥
前
守
殿

御
留
守
御
老
中

松
平
周

（

康

直

）

防
守
殿

井
上
河

（

正

直

）

内
守
殿

牧
野
備

（

忠

恭

）

前
守
殿

同　

若
年
寄
衆

諏
訪
因

（

忠

誠

）

幡
守

松
平
縫

（

乗

謨

）

殿
頭
殿

立
花
出

（

種

恭

）

雲
守
殿

平
岡
丹

（

道

弘

）

波
守
殿

若
年
寄
格

秋
岡
右

（

種

樹

）

京
亮
殿

御
上
洛
之
節
御
供
被　

仰
付
候
、

十
一
月
五
日

御
小
性
組
番
頭
格

御
小
性
頭
取

竹
本
隼
人
正

但
御
発
駕
前
御
役
替
被　

仰
付
候
、

新
御
番
頭
格

御
小
性
頭
取

木
村
紀
伊
守

御
小
性
頭
取

諏
訪
安
房
守

中
川
備
中
守

野
村
丹
後
守

同
介

藤
沢
讃
岐
守

御
小
性大

沢
豊
前
守

竹
田
越
前
守

木
村
備
後
守

大
久
保
隠
岐
守

室
賀
伊
予
守

山
名
壱
岐
守

鈴
木
摂
津
守

池
田
伯
耆
守

酒
井
対
馬
守

戸
田
土
佐
守

村
松
長
門
守

新
見
相
模
守

中
奥
御
小
性
被
仰
付　
　

跡
部
大
隈
守

永
田
郷
右
衛
門

木
造
鉾
太
郎

松
波
道
太
郎

金
田
英
之
助

飯
塚
勘
解
由

中
奥
御
小
性
被
仰
付　

 

土
岐
金
三
郎

右
之
通
御
供
被　

仰
付
候
、
被
仰
渡
雅

（
酒
井
忠
績
）

楽
頭
殿

両
小
納
戸
頭
取

二
人

同
介

二
人

御
膳
番三

人

奥
之
番四

人

平
小
納
戸
肝
煎
共

四
十
人

右
同
断
、

十
二
月
二
日

一
、
御
上
洛
之
節
左
之
御
指
料
御
差
廻
し
ニ
相
成
候
、

一
、
郷
義
弘

盛

景　
　
　

御
大
小

一
、
兼
光

康
光　
　
　
　

御
大
小

一
、
盛
重

無
銘　
　
　
　

御
大
小

一
、
来
国
光

一
文
字　

 　
　
　

御
大
小

一
、
兼
永

則
光　
　
　
　

御
大
小

御
船
中
御
用

一
、
吉

房

法
城
寺　

 　
　
　

御
大
小

一
、
文
殊

青
江　
　
　
　

御
大
小
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御
先
廻
し
御
小
サ
刀

一
、
長
光　
　

一
、
行
光

御
船
中
御
用
御
短
刀

一
、
来
国
俊　

一
、
来
国
次

一
、
貞
吉　
　

一
、
師
景

右
之
通
、

十
二
月
五
日

御
召
御
軍
艦
入　

一
、
御
長
持　

壱
棹

一
、
両
掛　
　

三
十
荷

御
軍
艦
入
御
供
之
分

一
、
御
長
持　

四
棹

右
之
通
朝
倉
播

（

俊

徳

）

磨
守
へ
達
置
候
、

一
、
国
時　
　
　
　

御
太
刀

一
、
兼
光
毛
抜
形　

同

一
、
貞
真
毛
貫
形　

同

一
、
国
俊
御
鞘
巻　

同

但
御
先
廻
し
、

一
、
御
軍
艦
ニ
テ　

御
上
洛
ニ
付
、
御
小
性
一
同
御
召
船

へ
乗
組
候
様
被　

仰
付
候
段
、
出

（
村
松
武
義
）

羽
守
殿
被
申
聞
候
、

十
二
月
十
一
日　

御
腰
物
奉
行
御
供
無
之
候
、

御
腰
物
方

鈴
木
与
左
衛
門

柳
沢
孫
左
衛
門

加
藤
寛
介

本
多
晋
之
丞

同　

同
心

四
人

御
研
師市

川
庄
之
丞

一
、
御
上
洛
御
軍
艦
御
召
船
へ
御
茶
・
弁
当
二
荷
共
入
組

候
様
、
出

（
村
松
武
義
）

羽
守
殿
被
申
聞
候
、

一
、
御
召
船
へ
乗
組
候
御
小
納
戸
頭
取
初
左
之
通
、

朝
倉
播

（

俊

徳

）

磨
守

野
田
三
郎
右
衛
門

溝
口
源
右
衛
門

服
部
藤
左
衛
門

服
部
七
五
郎

青
山
三
右
衛
門

守
山
金
太
左
衛
門

河
田
助
兵
衛

駒
井
志
津
麿

近
藤
甚
左
衛
門

右
之
通
り
、

十
二
月
六
日

一
、一
役
一
人
ツ
ヽ
笹
之
間
ニ
テ
雅

（
酒
井
忠
績
）

楽
殿
御
出
坐
、
若
年
寄

衆
侍
坐
、　

御
上
洛
御
供
ニ
付
、
御
金
被
下
、
鐱

（
倹
）

約
相
用

可
申
旨
雅
楽
頭
殿
被　

仰
渡
候
、

銀
三
百
枚　

御
小
性

右
之
通
、
御
礼
左
之
通
、

御
前
御
礼　

御
小
性
頭
取
取
扱

御
用
掛
衆　

両
御
部
屋
へ
出
ル

御
泊
方

御
用
掛
衆
宅
廻
勤

但
御
用
捨
、

一
、
御
上
洛
御
先
廻
御
馬
、

一
、
鳴
門　
　

御
召
一
、
名
生

 

御
召
一
、
畑
岡　
　

同　

一
、
鶴
ヶ
沢

同　

一
、
大
宮　
　

同　

一
、
秋
山

同　

一
、
栗
谷
川　

同　

一
、
若
柳

同　

一
、
梅
崎　
　

御
覧
一
、
藤
ノ
森

同　

一
、
岩
井
沢　

同　

一
、
錦
戸

同　

一
、
瀧
ノ
上　

同　

一
、
西
村

同　

一
、
若
宮　
　

同　

一
、
法
伝

同　

一
、
津
谷
川　

御
次
一
、
末
吉

一
、
若
村　
　
　

  

一
、
中
沢

一
、
杉
沢　

      

一
、
下
宮

一
、
中
春

御
厩
向
御
供

村
松
静
之
助

諏
訪
部
鎮
次
郎

曲
木
仙
之
助

大
武
藤
助

鶴
見
忠
兵
衛

都
築
藤
一
郎

諏
訪
部
鎮
次
郎
支
配

御
馬
乗岡

部
献
蔵

所
半
三
郎

織
田
直
吉

同
見
習小

川
金
之
助

長
谷
川
鍵
三
郎
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村
松
静
之
助
支
配

竹
田
金
次
郎

鶴
見
七
左
衛
門
支
配

井
出
兵
作

曲
木
仙
之
助
支
配

中
島
督
之
助

諏
訪
部
鎮
次
郎
支
配

爪
髪
役

岡
本
源
助

御
口
之
者　

弐
拾
壱
人

内
組
頭
弐
人

御
馬
飼四

拾
壱
人

十
二
月
八
日

一
、
当
春
之
通
御
預
御
馬　

御
上
洛
之
節
、
為
率
申
度
段

書
付
差
出
候
処
、
其
通
ニ
而
宜
旨
出

（
村
松
武
義
）

羽
守
殿
被
申
聞
候
、

一
、
此
度　

御
上
洛
ニ
付
、
御
供
之
面
々
へ
旅
御
扶
持
被

下
候
、

一
、
米
百
弐
石
四
斗　
　
　

御

御
役
高
五
百
俵
　

小
性

但
一
日
壱
人
米
五
合
十
六
人
扶
持
一
培
之
積

り
、
日
数
四
十
日
分
、

文
久
三
亥
年
十
二
月　

連
名

津
野
権
次
殿

花
田
武
兵
衛
殿

松
村
徳
之
左
殿

竹
島
東
太
郎
殿

篠
山
金
次
郎
殿

多
田
琉
太
郎
殿

高
田
八
左
衛
門
殿

一
、
御
上
洛
之
節
、

但
御
小
性
頭
取
部
屋
書
物
書
物
入
、
其
外
共
当
春

之
通
り
、　

春
慶
御
長
持　
　
　

五
棹

十
二
月
三
日

一
、
御
上
洛
之
節
、
御
供
方
且
御
先
へ
罷
越
候
面
々
等
、

惣
テ
晴
雨
ニ
不
拘
陣
笠
可
被
相
用
候
、

但
銘
々
家
来
士
分
之
外
ハ
菅
笠
等
勝
手
次
第
相
用

不
苦
候
、

一
、
御
在
京
中
二
条
御
城
相
詰
候
面
々
、
布
衣
以
上
・
以

下
と
も
御
料
理
ハ
不
被
下
候
、
銘
々
之
旅
宿
よ
り
弁
当

持
参
、
奥
向
ハ
御
配
被
下
候
、
布
衣
以
下
之
者
ハ
諸
向

共
御
賄
料
被
下
候
事
、

一
、
御
上
洛
ニ
付
、
御
供
之
面
々
在
京
中
幷
旅
行
之
面
々

殿
中
旅
籠
銭
等
、
都
而
当
年
之
通
り
、
大
坂
表　

御
滞

留
中
ハ
旅
行
通
り
之
払
方
、

十
二
月
六
日

大
目
付

御
目
付

へ
、

御
座
船揚

ラ
口

御
勘
定
奉
行　
　
　
　

壱
人

御
普
請
役　
　
　
　
　

壱
人

御
小
性　
　
　
　
　
　

四
十
人

御
小
納
戸

御
鉄
砲
方
頭
組
共　
　

壱
組

奥
詰　
　
　
　
　
　
　

二
十
人

奥
御
右
筆
組
頭　
　
　

壱
人

御
膳
奉
行　
　
　
　
　

壱
人

御
膳
向　
　
　
　
　
　

五
人

椀
方
六
尺　
　
　
　
　

三
人

御
医
師　
　
　
　
　
　

二
人

御
用
部
屋
坊
主　
　
　

二
人

奥
坊
主　
　
　
　
　
　

三
人

土
圭
間
坊
主　
　
　
　

一
人

御
別
艦ヤ

ー
ラ
船

御
書
院
番
組　
　
　
　

一
人

同
御
番　

但
組
共　
　

五
十
人

御
使
番　
　
　
　
　
　

壱
人

奥
詰　
　
　
　
　
　
　

三
十
人

御
医
師　
　
　
　
　
　

壱
人

奥
御
右
筆　
　
　
　
　

壱
人

御
先
払
御
徒　
　
　
　

四
人

土
圭
間
坊
主　
　
　
　

壱
人

御
跡
押
御
徒　
　
　
　

四
人

御
道
具
持
人　
　
　
　

三内
御
徒
二
人

十
七
人

御
別
艦朝

陽
丸

御
供
番
御
徒
頭　
　
　

壱
人

御
但
組
頭
共

徒
方　
　
　
　
　
　

廿
三
人

小
但
組
頭
共

十
人
組　
　
　
　
　

廿
二
人

小
十
人
頭　
　
　
　
　

壱
人
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十
二
月
十
五
日　

御
側
衆
へ
、

人
足
弐
十
人　

御
小
性
組
番
頭
格

馬　

三
疋

人
足
拾
一
人　

新
御
番
頭
格

馬　

弐
疋

人
足
八
人 

ツ
　ヽ
　

御
小
性

馬　

弐
疋　
　
　
　

 

御
小
納
戸

一
、
来
ル
廿
三
日
出
立
之
者
泊
割
、

御
側
衆
五
人
家
来

御
持
小
筒
組
之
頭
並
但
一
小
隊
幷
家
来

御
小
性　

二
十
人　

家
来

御
小
納
戸

一
、
同
廿
五
日
出
立
之
者
、

御
小
性
家
来
今
日
も
出
立
致
候
事
、

但
拙
者
家
来
荷
物
共
今
日
出
立
為
致
候
事
、

一
、
同
廿
六
日
出
立
之
者
御
小
性
家
来
出
立
致
し
候
事
、

十
二
月
廿
五
日
出
立
之
者
泊
割
、

川
崎
宿　
　

藤
沢
宿

小
田
原
宿　

三
嶋
宿

由
井
宿　
　

岡
部
宿

掛
川
宿　
　

舞
坂
宿

御
油
宿　
　

鳴
海
宿

桑
名
宿　
　

関
宿

水
口
宿　
　

大
津
宿

右
之
通
、
委
細
ハ
別
帳
ニ
有
之
略
ス
、

同
十
八
日

御
医
師　
　
　
　
　
　

壱
人

御
別
艦順

動
丸

御
小
性
組
番
頭　
　
　

壱
人

同
御
番　
　
　
　
　
　

壱
人

御
先
手　
　
　
　
　
　

壱
人

御
輿
力
同
心　
　
　
　

四
十
二
人

御
使
番　
　
　
　
　
　

壱
人

御
持
小
筒
組
之
頭
並　

壱
人

御
先
番
御
徒
頭　
　
　

壱
人

同
但
組
頭
共

御
徒　
　
　
　
　
　

廿
五
人

奥
詰
方　
　
　
　
　
　

三
十
人

御
医
師　
　
　
　
　
　

壱
人

十
二
月
七
日

一
、
御
法
令
幷
下
知
状
今
日
被　

仰
出
候
、

別
紙
火

事
之
時

一
、
自
然
火
事
之
節
、　

御
坐
所
へ
参
上
之
役
々
、

御
老
中

若
年
寄

御
側
衆

大
目
付

御
目
付

一
、
御
衣
紋
掛
幷
ニ
御
次
衣
紋
、
御
小
納
戸
十
人
御

供
致
し
候
事
、

一
、
御
衣
紋
方
松
岡
重
三
郎
御
供
被　

仰
付
候
事
、

一
、
人
馬
継
立
之
儀
、
銘
々
印
鑑
ヲ
以
雛
形
之
通
致

し
、
人
馬
引
替
遣
ひ
申
候
、

但
別
帳
ニ
認
有
之
候
ニ
付
略
ス
、

一
、
金
七
十
両
、

右
者
再
度　

御
上
洛
ニ
付
拝
借
被　

仰
付
候
、
尤
仮
手

形
入
置
候
事
、

但
子
ノ
十
月
九
日
本
手
形
指
入
候
事
、

一
、
両
掛
一
荷　

御
軍
艦
へ
積
入
、
大
坂
へ
相
廻
申
候
、

十
二
月
廿
七
日

一
、
五
半
時
御
供
揃
ニ
テ　

御
発
途
被
遊
候
ニ
付
、
御
当

日
当
番
之
者
ハ
浜
御
庭
江

直
々
参
揃
候
、
四
ツ
時
過
端

舟
江

乗
り
、
九
半
時
過　

御
召
船
へ
御
先
へ
乗
組
居
候
、

御
召
船　

翔
鶴
丸

御
小
性
頭
取

木
村
紀
伊
守

中
川
飛
騨
守

野
村
丹

（
貫
三
郎
）

後
守

御
小
性

大
沢
豊
前
守

木
村
備
後
守

山
名
佐
渡
守

池
田
伯
耆
守

室
賀
伊
予
守

榊
原
美
濃
守

酒
井
対
馬
守

諏
訪
甲
斐
守

新
見
相
模
守

金
田
英
之
助

一
、
今
日
四
ツ
時
過
、
田
安
御
仮
御
殿(3（

(

　

御
発
途
、
浜

御
庭
へ
被
為　

入
候
、
二
度
目
御
膳
上
ル
、
無
程
御
端

舟
ニ
而
御
同
所　

御
出
帆
、
八
半
時
比
品
川
沖
へ
被
為　
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史料紹介

成
、　

御
召
翔
鶴
丸
へ　

御
乗
船
被
遊
、
御
同
所
へ　

御

碇
泊
被
遊
候
、

同
廿
八
日
晴

一
、
朝
五
ツ
時
頃
、
品
川
沖　

御
出
帆
、
四
時
過
浦
賀
港(3（

(

江　

御
着
船　

御
上
陸
、
所
　々

御
巡
見
、
六
ツ
時
前　

御
召
船
江　

御
移
り　

被
遊　

御
碇
泊
、

同
廿
九
日
、
少
々
風

一
、
朝
五
時
比
、
浦
賀
港　

御
出
帆
、
四
時
前
よ
り
相
模

灘
）
3（
（

　

御
通
船
、
八
半
時
頃
下
田
港

）
41
（

へ　

御
着
船
、
夫
よ

り　

御
上
陸
、
同
所
海
善
寺
へ　

御
立
寄
、
夕
刻
御
乗

船
被
遊　

御
碇
泊
、

同
晦
日
、
風　

一
、
今
日
烈
風
ニ
付
、
下
田
港
へ　

御
滞
留
、　

御
上
陸

被
遊
、
同
所
玉
泉
寺

）
41
（

へ　

御
立
寄
、
無
程　

出
御
、
所
　々

御
巡
覧
被
遊
、
相
済
海
善
寺
へ　

被
為　

入
、
同
所
へ　

御
一
泊
被
遊
候
、

但
御
供
之
者
夫
々
下
宿
へ
参
り
支
度
等
致
し
、
明

番
之
者
ハ
下
宿
へ
泊
り
申
候
、

元
治
元
子
年

正
月
朔
日
、
晴
風

一
、五
半
時
比
海
善
寺(4（

(

へ
罷
出
、
当
番
之
者
ト
代
り
合
、
四

時
頃
浜
辺
へ
被
為　

入
、
御
船
祝
砲
打
候
ヲ　

御
覧
被

遊
、
所
　々

御
一
覧
、
同
所
へ
御
戻
り
被
遊
、
御
一
泊

被
遊
候
、

同
二
日
、
晴
風

一
、
今
朝
風
模
様
宜
敷
相
成
候
ニ
付
、
五
時
頃
同
所
港
御

出
帆
、
伊
豆
之
海
御
通
船
之
処
、
又
々
西
風
強
、　

御
船

へ
浪
打
込
動
揺
強
候
ニ
付
、
俄
ニ
同
所
小
浦
湊

）
43
（

へ
御
風

待
被
遊
、
同
所
へ　

御
上
陸
、
西
林
寺

）
44
（

江

御
立
寄
被
遊
、

所
　々

御
一
覧
被
遊
、
夕
刻　

御
召
船
へ　

被
為　

入　

御
一
泊
、

同
三
日

一
、五
時
前　

御
船
よ
り　

御
先
ニ　

上
陸
致
し
、
下
宿
支

度
等
致
し
、　

西
林
寺
江

罷
出
ル
、

一
、五
時
過　

御
上
陸
被
遊
、
風
模
様
不
宜
候
ニ
付
、
同
所

へ　

御
一
泊
被
遊
候
、

同
四
日
、
曇
ル　

一
、
今
日
風
模
様
宜
相
成
候
ニ
付
、
五
時
比　

御
乗
船
、

同
刻
過
小
浦
港　

御
出
帆
、
遠
州
灘

）
4（
（

順
風
ニ
テ　

御

通
船
、
夜
五
時
比
志
州
安
乗
港

）
4（
（

へ　

御
着
船
、
同
港
江　

御
碇
泊
、

同
五
日
、
曇
ル

一
、
今
朝
六
時
過
安
乗
港　

御
出
帆
、
八
半
時
頃
紀
州

大
島
港
へ　

御
着
船
、
夫
よ
り
大
島
之
寺
院
蓮
生
寺

）
4（
（

江　

御
立
寄
被
遊
、
直
ニ
鯨
舟
へ
被
為　

召
、
同
所
串
本
村

）
4（
（

江　

御
上
陸
、
錦
江
山
無
量
寺

）
4（
（

へ
七
ツ
時
過
被
為　

成　

御
一
泊
被
遊
候
、

串
本
村
無
量
寺
江

紀
州
役
人
出
張
致
居
候
、

御
用
人　
　
　

大
野
蔵
人

御
先
手
物
頭　

岡
山
勘
ヶ
由

御
目
付　
　
　

村
上
与
十
郎

一
、
大
野
蔵
人
御
内
　々

御
目
見
被　

仰
付　

上
意
等
有

之
、
御
召
八
丈
島

）
（1
（

御
反
物
被
下
置
、
跡
二
人
ハ
同
所
於

庭　

御
目
見
被　

仰
付
候
、

一
、
明
ヶ
番
之
者
ハ
無
量
寺
江　

御
先
へ
参
り
居
被
為　

成
、
直
ニ
下
宿
致
し
、
当
番
之
者
ハ
於
同
所
入
湯
等
致

し
候
事
、

同
六
日
、
風

一
、
朝
五
半
時
比
大
島
港　

御
出
帆
、
夕
七
ツ
時
比
由
良

港
江　

御
着
船
、
一
旦
同
所
へ　

御
上
陸
、
無
程
御
召
船

へ
御
戻
り
被
遊　

御
碇
泊
、
明
ヶ
番
之
者
御
先
へ
乗
組
、

同
所
へ
紀
州
役
人
出
張

御
用
人

三
輪
源
十
郎

御
先
手
物
頭

大
沢
五
百
次
郎

御
目
付

久
世
三
右
衛
門

同
七
日

一
、
今
日
ハ
御
供
船
御
待
合
ニ
付　

御
滞
留
、
四
時
過
昨

日
之
通　

御
上
陸
、
所
　々

御
一
覧
、
九
ツ
時
頃
散
金

寺
へ
被
為　

成
、
七
ツ
時
過
翔
鶴
丸
へ
御
戻
り
被
遊
候
、

同
八
日

一
、
今
日
六
半
時
前
由
良
港　

御
出
帆
、
九
時
過
摂
州
目

印
山
沖
へ　

御
着
船
、
遠
江
守
殿
・
右
京
亮
殿
始
御
出
迎
、

八
時
比
天
保
山
へ　

御
上
陸
被
遊
、
八
半
時
比
麒
麟
丸
江　
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御
乗
船
、
安
治
川
通　

御
通
船
、
於
同
所
御
川
船

土
佐
丸
へ
被
為
召
、
同
所
川
筋
堂
島
川

）
（1
（

よ
り
備
前
島
へ　

御
着
船
、
夫
よ
り
御
上
り
ニ
相
成
、
御
駕
籠
ニ
テ
追
手

御
門

）
（（
（

よ
り
桜
御
門

）
（3
（

御
玄
関
江

五
ツ
時
前　

御
着
城
被
遊

候
、

一
、
夜
五
時
頃
下
宿
豊
島
門
蔵
ト
旅
宿
へ
泊
り
申
候
、
尤

家
来
参
り
不
申
候
間
、
一
統
同
所
ニ
止
宿
致
し
候
事
、

同
九
日

一
、
今
日
例
刻
よ
り
旅
行
之
服
ニ
テ
当
番
ニ
出
申
候
、

一
、
昨
日　

御
入
城
之
節
、
役
当
左
之
通
り
、

飛
（
立
花
鑑
寛
）

騨
守

豊
（

大

沢

）

前
守

備
（

石

川

）

後
守

相
（

新

見

）

模
守

英
（

金

田

）

之
助

讃
（

藤

沢

）

岐
守

筑
前
守

壱
（

山

名

）

岐
守

長
（

村

松

）

門
守

道
（

松

波

）

太
郎

紀
（

木

村

）

伊
守

安
（

諏

訪

）

房
守

丹
（
野
村
貫
三
郎
）

後
守

越
（

竹

田

）

前
守

隠
（
大
久
保
）

岐
守

摂
（

鈴

木

）

津
守

伊
（

室

賀

）

予
守

佐
（

山

名

）

渡
守

伯
（

池

田

）

耆
守

美
（

榊

原

）

濃
守

土
（

戸

田

）

佐
守

対
（

酒

井

）

馬
守

甲
（

諏

訪

）

斐
守

長
（

松

村

）

門
守

郷（

永

田

）

右
衛
門

鉾
（

木

造

）

太
郎

勘
（

飯

塚

）

ヶ
由

徳
（
錠
ヵ
）之

（
 
堀
 
）助

一
、
家
来
到
着
迄
ハ
六
尺
相
勤
候
事
、

同
十
一
日　

一
、
丹

（
野
村
貫
三
郎
）

後
守
・
隠

（
大
久
保
）

岐
守
、
紀

（
徳
川
茂
承
）

州
様
へ
御
使
相
勤
候
事
、

但
御
内
々
御
使
ニ
候
、
被
進
之
御
品
ハ
持
人
へ
持

セ
参
り
候
事
、

右
ニ
付
、
御
旅
館
へ
参
り
、
紀
州
様
御
小
性
頭
取
伊
達

蔵
助
へ
逢
ヒ
、
御
口
上
申
述
候
処
、
中

（
徳
川
茂
承
）

納
言
様
御
前
へ

被
召
出
候
ニ
付
、
御
口
上
之
趣
御
直
ニ
申
上
候
処
、　

御

意
之
趣
難
有
ト
御
直
ニ
御
答
有
之
候
、

一
、
両
人
へ
御
菓
子
御
袴
地
壱
反
も
被
下
候
、

同
十
四
日　

一
、
大
阪

（
マ
マ
）御

発
駕
ニ
付
、
御
先
御
供
割
左
之
通
、

　

十
三
日
御
先

安
（

諏

訪

）

房
守

長
（

村

松

）

門
守

筑
（

依

田

）

前
守

備
（

石

川

）

後
守

紀
（

木

村

）

伊
守

佐
（

山

名

）

渡
守

対
（

酒

井

）

馬
守

駿
（
平
岩
ヵ
）

河
守

信
（

松

平

）

濃
守

　

同
日
夕
出
立
、
京
地
へ
、

　

御
先

飛
（

中

川

）

騨
守

讃
（

藤

沢

）

岐
守

摂
（

鈴

木

）

津
守

伊
（

佐

野

）

予
守

土
（

戸

田

）

佐
守

相
（

新

見

）

模
守

肥
後

（
前
ヵ
、
内
藤
）

守

壱
（

内

藤

）

岐
守

徳（
錠
ヵ
）

之

（
 
堀
 
）助

同
日
夕
八
半
時
ヨ
リ
登
城
、
十
四
日
御
発
駕
御
供

丹（
野
村
貫
三
郎
）

後
守

隠
（
大
久
保
）

岐
守

越
（

竹

田

）

前
守

豊
（

大

沢

）

前
守

安
（

石

谷

）

芸
守

伯
（

池

田

）

耆
守

甲
（

諏

訪

）

斐
守

日
（

竹

内

）

向
守

元
（

中

根

）

之
丞

右
之
通
被　

仰
付
名
前
、
前
後
不
同
、

京
地
頬
割

同
十
五
日
泊
り

大
坂
御
城
江

御
先
番

目
印
山
よ
り

大
坂
へ

御
先
へ
相
越

御
船
中
乗
込

幷
大
坂
迄
仕

込
御
供
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壱
番
頬

飛
（

中

川

）

騨
守

讃
（

藤

沢

）

岐
守

越
（

竹

田

）

前
守

豊
（

大

沢

）

前
守

伊
（

室

賀

）

予
守

摂
（

鈴

木

）

津
守

美
（

榊

原

）

濃
守

壱
（

山

名

）

岐
守

土
（

戸

田

）

佐
守

相
（

新

見

）

模
守

甲
（

諏

訪

）

斐
守

肥
後

（
前
ヵ
、
大
沢
）

守

日
（

竹

内

）

向
守

徳
（
錠
ヵ
）之

（
 
堀
 
）助

同
十
六
日
泊
り

二
番
頬

紀
（

木

村

）

伊
守

安
（

諏

訪

）

房
守

丹
（
野
村
貫
三
郎
）

後
守

備
（

石

川

）

後
守

隠
（
大
久
保
）

岐
守

佐
（

山

名

）

渡
守

伯
（

池

田

）

耆
守

筑
（

依

田

）

前
守

対
（

酒

井

）

馬
守

長
（

村

松

）

門
守

駿
（
平
岩
ヵ
）

河
守

安
（

石

谷

）

芸
守

信
（

松

平

）

濃
守

元
（

中

根

）

之
丞

同
十
二
日

一
、
紀

（
徳
川
茂
承
）

州
様
御
登　

城
、　

御
対
顔
有
之
候
、
御
休
息
へ

被
為　

入
、
緩
々
御
咄
等
も
有
之
、
御
菓
子
御
茶
上
ル
、

御
給
仕
御
小
性
、

同
十
四
日

一
、
暁
八
半
時
御
供
揃
ニ
而
七
半
時
頃
御
供
宜
敷
段
申
上

り
、
御
狭
筥
出
御
、
召
物
触
無
之
、
無
程　

出
御
、
京

橋
口

）
（4
（

よ
り
備
前
島
御
上
り
場
よ
り
二
ノ
御
船
へ
被
為　

召
、
淀
川
通
被
為　

成
、

一
、
御
玄
関
よ
り
被
為　

成
候
ニ
付
、
御
先
卸
頭
取
壱
人
・

御
小
性
五
人
御
付
ケ
卸
頭
取
壱
人
、
御
小
性
二
人
、

御
付
卸

丹
（
野
村
貫
三
郎
）

後
守

日
（

竹

田

）

向
守

安
（

石

谷

）

芸
守

御
船
へ
追
手
門
ヨ
リ
駈
抜

越
（

竹

田

）

前
守

伯
（

池

田

）

耆
守

美
（

槻

原

）

濃
守

一
、
朝
六
時
前
中
御
船
へ　

御
乗
船
、
淀
川
筋　

御
通
船

枚
方
宿

）
（（
（

辺
ニ
而
淀
川
茶
船
差
配
人
串
餅
一
筥
入　

御
覧

候
ニ
付
、
く
ら
わ
ん
か
船

）
（（
（

へ

白
銀　

三
枚　
　

柱
本
煮
売

茶
船
持
舟
共
へ
、

右
播

（
朝
倉
俊
徳
）

磨
守
相
渡
し
候
、

一
、
前
同
様
く
ら
わ
ん
か
船
ト
唱
、

白
銀　

三
枚　
　

淀
茶
差
配
人

幷
茶
船
稼
ト
モ

右
櫛
餅
二
重
入　

御
覧
候
ニ
付
、
右
之
通
り
白
銀
被
下
、

御
小
納
戸
頭
取
朝
倉
播
磨
守
相
渡
し
候
、

一
、六
半
時
比
伏
見
豊
後
橋

）
（（
（

よ
り
御
上
陸
被
遊
、
御
役
宅
江

御
一
泊
被
遊
候
、

一
、
伏
見
御
役
宅
迄
御
供
致
し
、
直
ニ
下
宿
、
与
力
何
ノ

国
四
郎
宅
へ
宿
り
、
同
所
へ
家
来
呼
出
置
候
ニ
付
、
侍

壱
人
・
中
間
二
人
参
り
居
候
、

一
、
明
日
御
供
揃
時
刻
左
之
通
、

一
番
貝　
　

西
洋
四
字  

 

七
時
半

二
番
貝　
　

同
五
六
ノ
間
六
ツ
時

三
番
貝　
　
　
　
　

  

六
半
時

一
、
御
道
筋
、
伏
見
街
道

）
（（
（

左
へ
、
五
条
通
り
右
へ
、
寺
町

通
左
へ
、
三
条
右
へ
、
室
町
左
江

、
二
条
通
被
為　

成
、

右
之
通
御
道
書
出
候
事
、

同
十
五
日　

一
、
壱
番
貝
ニ
テ
起
、
二
番
貝
ニ
テ
支
度
出
来
、
御
先
へ

伏
見
街
道
歩
行
ニ
而
参
り
、
朝
四
時
前
旅
宿
へ
着
致
し

候
事
、

一
、
家
来
勘
左
衛
門
始
一
同
東
海
道
筋
無
滞
去
ル
九
日
到

着
致
し
候
段
申
出
ル
、

一
、六
半
時
比
伏
見
御
役
宅　

御
発
駕
被
遊
候
、
御
道
書
通

り
二
条　

御
城
へ
九
時　

御
入
城
被
遊
候
、

一
、四
半
時
三
条
通
り
御
径
進
ニ
テ
、
役
当
之
者
御
玄
関
江

御
出
迎
、
虎
之
間
御
板
縁
ニ
テ　

御
下
輿
、
大
広
間
通

御
白
書
院
よ
り
御
休
息
へ　

被
為　

入　

御
上
段　

御

着
座
、
御
三
献
左
之
通
上
ル
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御
初
献

免
々
角
昆
布

同
断
勝
栗　
　
　
　

 

肥
後

（
前
ヵ
）守

（
 
大
沢
 
）

吹
ち
ら
し
熨
斗

御
二
献

同
断
数
ノ
子

小
角
ス
ミ

甲
立

五
種
盛　

相
（

新

見

）

模
守

五
度

土
器
御
朧
煮

御
三
献

間
土
器

下
輪

御
吸
物　

     

土
（

戸

田

）

佐
守

御
土
器　

     

肥
後

（
前
ヵ
、
大
沢
）

守

御
銚
子　

     

飛
（

中

川

）

騨
守

御
加　
　

     

相
（

新

見

）

模
守

右
之
通
差
上
相
済
、

一
、
八
ツ
時
比　

御
座
之
間　

出
御 

御
小
袴

丸
御
羽
織 

被
為
召
、

一
（
慶
喜
）

橋
様　

御
対
顔
、
年
寄
衆　

御
着
城
之
恐
悦
被
申
上
、　

御
下
段　

御
着
座
、
春

（
松
平
）

嶽
殿
被
出　

上
意
有
之
、
畢
テ　

入
御
、

一
、
同
刻
過
御
召
物
触
前
同
断
、　

御
座
之
間　

出
御 

御
褥　

御
刀
拭
、
上
之
御
供
其
外
諸
大
名
被
召
出
、
相
済　

御
下
段　

立
御　

入
御
、　

但
入
御
之
節
御
白
書
院
御
振
合
ニ
付
、　

御
先
立

御
側
衆
被
致
候
事
、

同
十
六
日　

一
、
九
時
過　

勅
使
参
上
ニ
付
、　

御
衣
冠
毛
貫
形
御
太
刀

上
ル
、
勅
使
参
向
之
節
、
御
玄
関
上
拭
板
迄　

御
出
迎

御
誘
引
、
大
広
間
ニ
而　

御
対
顔
被
遊
候
事
、

一
、
親

（
睦
仁
、
後
の
明
治
天
皇
ヵ
）

王　

准
（
鷹
司
政
通
）

后
よ
り　

御
口
上
之
趣
御
同
様
相
済
、
勅

使
退
去
最
前
之
通　

御
送
り
相
済　

入
御
、

役
当
頭
取

衣
冠　
　
　
　
　

竹
田
越
前
守

同
御
小
性

同　
　
　
　
　
　

四
人

勅
使

坊
城
大

（

俊

克

）

納
言

野
々
宮
宰（

定

功

）

相
中
将

一
、
九
半
時
過
坊
城
大
納
言
・
野
々
宮
宰
相
中
将
登　

城
、　

御
黒
書
院
ニ
而　

御
対
顔
被
遊
候
、

右
相
済
、　

御
下
段　

立
御
、

伝
奏

家
老

右
棒
者
前
へ
置
、
一
同
平
伏
相
済　

入
御
、

一
、
御
着
城
恐
悦
出
仕
有
之
候
事
、

一
、
御
板
輿

右
ハ　

禁
裏
よ
り
被
進
候
事
、

同
十
八
日　

一
、
御
跡
廻
り　

御
馬
幷
御
預
り　

御
馬
着
ニ
付
、
見
廻

り
ニ
参
り
候
事
、

一
、
禁
裏
よ
り
被
進
ニ
相
成
候
、　

御
板
輿
為　

御
覧
、
御

麻
上
下
被
為　

召
、
御
表
へ　

被
為　

入
候
事
、

同
十
九
日

松
平
春
嶽

島
津
三

（
久
通
）

郎

伊
達
伊（

定

紀

）

予
入
道　

右　

御
目
見
被　

仰
付
、
御
座
之
間
ニ
テ
御
菓
子
・
御
茶
・

御
料
理
等
被
下
候
事
、

同
廿
日

一
、今
日　

堂
上
方
登　

城
、　

御
座
之
間
ニ
テ　

御
対
顔
、

御
菓
子
・
御
茶
等
被
下
候
事
、

一
、今
夜
五
時
比
俄
ニ　

勅
使
参
上
、　

御
衣
冠
被
為　

召
、　

御
対
顔
御
送
り
相
済
、
同
人
御
白
書
院
へ
被
通
、
前
文

同
様
御
菓
子
・
御
茶
・
御
料
理
等
被
下
候
事
、

同
廿
一
日

一
、
五
時
御
供
揃
ニ
テ
二
条
御
城　

出
御
、　

御
衣
冠
被
為　

召
、
初
テ
之　

御
参　

内
、
高
倉
侍

（
永
祜
）

従
被
参
、
御
衣
紋

差
上
申
候
、

但
御
下
重
子
上
ル
、
御
太
刀
毛
抜
形
、

一
、
此
程　

御
拝
領
之　

御
板
輿　

被
為　

召
候
事
、

一
、初
テ
之　

御
参　

内
被
為
済
候
ニ
付
、恐
悦
申
上
候
事
、

同
廿
二
日

一
、
初
テ
之　

御
参　

内
之
節
、
供
奉
相
勤
候
諸
大
名
六

側
ニ
被　

召
出
、　

上
意
有
之
候
事
、

一
、
中
納
言
様
へ　

御
休
息
ニ
而　

御
対
顔
、
御
料
理
御

菓
子
被
進　

御
手
自
御
側
箪
笥
被
進
候
、

同
廿
三
日

一
、　
　
　
　
　
　
　

 

松
平
下
野
守　

細（

長

岡

護

美

）

川
良
之
助

同
（

細

川

護

久

）

澄
之
助

右
被　

召
出
、
御
菓
子
・
御
料
理
被
下
候
事
、
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同
廿
四
日

一
、
年
頭
之　

勅
使
参
向
、
大
表　

出
御　

御
対
顔
被
遊

候
事
、

一
、
勅
使
自
分
御
礼
申
上
候
ニ
付
、　

御
直
衣　

御
召
替
被

遊
、　

御
対
顔
有
之
候
事
、

一
、
勅
使
之
節
ハ
役
当
、
衣
冠
自
分
、
年
頭
御
礼
之
節
ハ

大
紋
ニ
而
相
勤
候
、

同
廿
五
日

一
、
両
本
願
寺

）
（（
（

門
跡
参
上
ニ
付
、　

御
熨
斗
目
・
御
半
上

下
ニ
テ　

御
対
顔
被
遊
候
事
、

一
、
左
之
御
品
　々

思
召
ニ
テ
肥

（
松
平
容
保
）

後
守
・
大

（
松
平
直
克
）

和
守
へ
被
下

候
事
、一

、
縞
縮
緬　

三
反

御
目
録
書
ニ
テ　
　

松
平
肥
後
守

一
、
御
鞍
鐙　

金
壱
万
両

一
、
縞
縮
緬　

三
反　

松
平
大
和
守

右
之
通
、

同
廿
七
日

一
、
今
日
四
時
御
供
揃
ニ
テ
、
施
薬
院
へ
被
為　

成
、
御

衣
冠
御
下
重
無
之
、
毛
貫
形
御
太
刀
差
上
、　

御
参　

内

被
遊
候
、

但
高
倉
侍

（
永
祜
）

従
罷
出
、　

御
衣
紋
差
上
ル
、
土（

晴

雄

）

御
門

罷
出　

御
身
固
差
上
ル
、

同
廿
九
日

一
、
九
半
時
過　

御
小
直
衣
被
為　

召
、
大
広
間　

出
御
、　

御
上
段　

御
着
座
、

高
辻
少

（

修

長

）

納
言

御
位
記
入　

御
覧
、
箱
持
之
、
於
御
下
段
入　

御
覧
、

直
ニ　

入
御
、

一
、
中
納
言
様
へ　

御
対
顔
、

御
三
所
物　

御
鍔

右
被
進
候
、

二
月
朔
日

一
、御
休
息
ニ
於
テ
中

（
徳
川
茂
承
）

納
言
様
へ　

御
対
顔
、御
料
理
被
進
、

御
半
ニ
テ
松
平
春
嶽
殿
被
出
、
御
同
様
御
下
ケ
之
御
印

籠
被
進
被
下
候
、

金
地
日
ノ
出
ニ
鶴

御
印
籠

　

中
納
言
様
へ
、

金
地
御
印
籠　

  
 

春
嶽
殿
へ
、

右
御
手
自
被
進
被
下
候
事
、

同
二
日

一
、
今
日　

御
城
内　

御
覧
、
所
々
御
廻
り
被
遊
、
当
番
・

明
番
共
御
供
被　

仰
付
候
事
、

一
、
稲
葉
長（

正

邦

）

門
守
御
休
息
ニ
テ　

御
目
見
被　

仰
付
、
左

之
御
品
々
被
下
候
事
、

八
丈
島　
　

二
反

御
印
籠　
　

金
三
百
両

但
御
印
籠
ハ
御
目
録
、

同
三
日

一
、
今
日
紀

（
徳
川
茂
承
）

州
様
御
旅
館
へ
御
旅
中
御
安
否
御
尋
被
仰
進

候
御
使
相
勤
ル
、

被
進
物

一
、
御
交
肴
、
木
地
台
積

一
、
御
菓
子
、
御
杉
重

右
御
使
御
口
上
之
趣
、
御
用
人
広
田
杢
之
右
衛
門
へ
申

演
候
処
、
中

（
徳
川
茂
承
）

納
言
様
御
直
ニ
御
礼
被　

仰
上
候
ニ
付
、

御
前
へ
罷
出
候
様
、
津
田
三
助
申
聞
、　

御
目
見
仕
候
処
、

右
御
礼
御
直
ニ
被　

仰
上
候
間
、
其
段
入　

御
聴
御
用

掛
衆
へ
も
申
上
置
候
、

同
四
日

一
、
御
厩
曲
輪
於
御
馬
場
御
乗
馬
有
之
候
、
明
番
ニ
付
居

残
申
候
、

一
、（
ア
キ
マ
マ
）

去
月
廿
七
日　

御
参　

内
被
遊
候
処
、　

神
武
天
皇
御
陵(（1

(

当
節
御
修
補
御
成
功
ニ
至
、
深
宸
賞
被
為
、　

在
従
一
位

可
有　

宣
下　

御
内
意
被　

仰
出
候
処
、
此
度　

御
転

任
被　

仰
出
候
上
之
儀
ニ
付
、　

御
辞
退
被
為　

在
候
得

共
、
格
別
ニ　

思
召
ヲ
以
被　

仰
出
候
義
ニ
付
、　

宣
旨

被
遊　

御
頂
戴
候
、
此
段
申
達
候
様　

御
意
ニ
候
、

右
之
通
出
仕
之
面
々
へ
於
席
々
和

（
水
野
忠
精
）

泉
守
申
達
候
、
老
中
列
坐
、

一
、（
ア
キ
マ
マ
）

　

一
、
来
ル
七
日
泉
湧
寺

）
（1
（

　

御
参
詣
、　

御
供
揃　

五
ツ
時
、

　
　

右
之
通
被　

仰
出
候
、

御
道
書

一
、二
条　

御
城
東
御
門
左
へ
、
二
条
通
り
右
へ
、
室
町
通

寺
町
通
り
左
へ
、
五
条
橋
御
渡
り
右
へ
、
伏
見
街
道
左
へ
、

大
路
橋
御
渡
り
、
泉
涌
寺
表
門
、　

還
御
御
道
筋
同
断
、

同
五
日

松
平
春
嶽
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島
津
大

（

久

光

）

隅
守

伊
達
伊

（

宗

城

）

予
守

右
御
休
息
へ
被
召
出
御
用
等
有
之
、
三
人
へ
御
菓
子
・

御
茶
被
下
、
尤
御
給
仕
御
小
性
ニ
テ
致
し
、
思
召
ヲ
以　

大
隅
守
・
伊
予
守
両
人
へ
御
提
ケ
之
御
印
籠　

御
手
自

被
下
候
事
、

同
六
日

一
、
奥
御
稽
古
場
ニ
テ
詰
合
、
講
武
所

）
（（
（

之
者
剱
術
試
合
被　

仰
付
、　

御
覧
済
、

小
菊　
　

一
束

御
下
緒　

一
掛

扇
子　
　

二
本
ツ
ヽ

右
之
通
被
下
候
事
、

一
、
左
之
御
品
々
紀

（
徳
川
茂
承
）

州
様
よ
り
御
内
々
伊
達
内
蔵
助
を
以

御
上
ヶ　

被
遊
度
、
旅
宿
へ
同
人
参
り
申
聞
候
間
、
直
々

登　

城
入　

御
覧
候
、
其
段
下

（
土
岐
朝
昌
ヵ
）

野
守
殿
へ
も
申
上
置
候
、

一
、
御
印
籠

一
、
御
羽
箒

一
、
鴈　
　
　
　

六
羽

右
之
通
り
、

同
七
日

一
、
今
日
五
時
御
供
揃
ニ
テ　

御
直
衣
御
表
宜
し
き
段
申

上
り
、　

出
御
、

殿
中
役
当

熨
斗
目
半
袴

御
先
立　
　
　

戸
田
土
佐
守

御
刀　
　
　
　

木
造
肥
後
守

御
太
刀　
　
　

大
久
保
隠
岐
守

泉
湧
寺
役
当

野

御
衣
紋
兼

村
丹
後
守

御
先
勤　
　
　

諏
訪
甲
斐
守

御
手
水
兼　
　

新
見
相
模
守

金
田
日
向
守

大
紋

御
唐
門
内

御
手
傘
兼　
　
　

溝
口
出
羽
守

大
紋
御
小
納
戸

御
傘　
　
　
　

服
部
筑

（
常
純
ヵ
）

後
守

諏
訪
安
房
守

酒
井
対
馬
守

御
途
中　
　
　

村
松
出
羽
守

御
供　
　
　
　

永
田
駿
河
守

　

松
波
安
芸
守

　

飯
塚
信
濃
守

　

中
根
若
狭
守

一
、
路
次
悪
敷
、
わ
ら
じ
白
足
袋
相
用
申
候
、

一
、四
半
時
比
泉
涌
寺
へ
被
為　

成
、
御
休
息
ニ
テ　

御
櫛

御
衣
冠
被
為　

召 
毛
貫
形

御
太
刀 

上
ル
、
伝
奏
野
宮
宰（

定

功

）

相
中
将
・

勧
修
寺
左

（
右
ヵ
、
経
理
）

小
弁
両
人
召
出
し
有
之
御
対
顔
、　

御
正
面

少
々
横　

御
座
所
相
済
テ　

御
正
面
ニ
御
通
被
遊
、
長

老
始　

御
目
見
有
之
、
御
都
合
宜
敷
段
申
上
り
、
伝
奏

御
先
立
ニ
テ
御
開
基
四
条
院　

御
影
堂
へ　

御
拝
、
夫

よ
り　

御
位
牌
所
へ
被
為　

入
、
夫
よ
り　

御
廟
へ　

御
参
詣
、
相
済
テ
御
休
息
ニ
テ　

御
直
垂　

御
召
替
、

御
供
宜
し
き
段
申
上
り
、
同
所
玄
関
よ
り　

出
御
、
八

半
時
過
二
条　

御
城
へ　

還
御
、

一
、
御
手
水
ハ　

御
影
堂
へ　

被
為　

入
候
節
上
ル
、
夫

よ
り　

御
廟
へ
被
為　

入
候
節
差
上
候
事
、

一
、
泉
湧
寺
御
太
刀
ハ
取
扱
高
家
致
し
候
事
、

同
九
日

一
、
旅
御
扶
持
三
十
日
分
被
下
候
事
、

一
、
八
半
時
比
紀

（
徳
川
茂
承
）

州
様
御
登　

城
、
御
休
息
ニ
而　

御
対

顔
、
種
々
御
咄
等
有
之
、
御
菓
子
・
御
茶
上
ル
、
御
給

仕
御
小
性
、
御
同
所
様
御
国
元
よ
り
御
取
寄
セ
之
御
干

菓
子
御
持
参
、　

御
前
ニ
テ　

御
膳
番
御
開
御
試
致
し
候

上
、
中

（

徳

川

茂

承

）

納
言
様
に
も
御
試
、　

公
方
様
へ
御
上
ケ
ニ
相
成
、

相
済
テ
剣
術
稽
古
場
へ　

御
同
道
ニ
而　

被
為　

入
、

奥
詰
剣
術
試
合
御
覧
被
遊
、
紀
州
様
よ
り
被
為
進
候
御

台
様
之
品
　々

御
前
ニ
テ
奥
詰
之
者
江

被
下
、
相
済
テ　

御
休
息
へ　

被
為　

入
、
御
酒
・
御
吸
物
上
ル
、
御
小

納
戸
御
給
仕
御
酌
ハ
御
小
性
之
方
相
勤
ル
、
御
半
ニ

テ　

御
手
自
御
文
具
被
為　

進
、
御
黒
書
院
へ　

被
為　

入
御
、
同
所
ニ
テ
中
納
言
様
へ
会
席
御
料
理
被
為
進
、

御
小
納
戸
御
給
仕
致
し
、
其
節
丹（

野

村

）

後
守
・
伊（

佐

野

）

予
守
・

土
（

戸

田

）

佐
守
・
長

（

村

松

）

門
守
御
相
手
ニ
罷
出
、
六
半
時
過
御
退
散
、

同
十
日

一
、
九
時
過　

御
黒
書
院
へ　

出
御
、　

御
上
段
ニ
テ

知
（
尊
秀
法
親
王
）

恩
院
宮
へ　

御
対
顔
被
遊
候
事
、

一
、八
ツ
時
過　

御
座
之
間
御
替
序
御
黒
書
院
出
御
、
御
下

段
御
着
座
、

松（

松

平

容

保

）

平
肥
後
守

家
来

右
被　

召
出
被　

仰
含
事
有
之
、
相
済
テ　

入
御
、
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一
、同
刻
過
御
厩
御
馬
場
へ
被
為　

入　

御
、乗
馬
被
遊
候
、

明
番
ニ
付
居
残
り
候
事
、

同
十
一
日

一
、
今
日
御
番
方
剱
術
試
合　

御
覧
、
御
好
等
有
之
、
於

御
前
左
之
通
被
下
候
事
、

一
、
御
扇
子　

三
本

一
、
小
菊　
　

五
帖

御
好
之
者
へ

一
、
御
扇
子　

三
本

一
、
小
菊　
　

五
状

右
之
通
り
、

同
十
二
日

一
、五
時
御
玄
関
よ
り　

出
御
、
御
管
笠
被
為　

召
、
御
道

書
之
通
金
地
院
へ
被
為　

成
候
、役

当
野
村
丹

（
貫
三
郎
）

後
守

大
久
保
隠
岐
守

鈴
木
摂
津
守

大
久
保
壱
岐
守

新
見
相
模
守

木
造
肥
後
守

諏
訪
安
房
守　

山
名
佐
渡
守

村
松
長
門
守

飯
塚
信
濃
守

御
刀　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

中
長
袴
　

根
若
狭
守

中
川
飛
騨
守

知
恩
院
よ
り
御
先
番         

大
沢
豊
前
守

木
村
備
後
守

御
刀　

                  

榊
長
袴
　

原
美
濃
守

中
川
飛
騨
守

木
村
備
後
守

室
賀
伊

（

正

容

）

予
守

袴
白
足
袋
着
替
御
先
番　
　
　

 

池
田
伯
耆
守

一
、二
条
御
城
御
唐
門
内
よ
り　

御
乗
馬
、
梅
崎
金
地
院
唐

門
外
ニ
テ　

御
下
馬
、
夫
よ
り
方
丈
駕
籠
ゟ
被
為　

入
、

御
休
息
ニ
テ　

御
長
麻
御
上
下
ニ　

御
召
替
、
無
程
御

内
通
し　

被
為　

成
、
御
透
門
内
ニ
テ
御
手
水
上
ル
、

御
縁
り
付
ニ
テ
御
括
り
下
し
、　

御
宮
へ　

御
参
詣
、
相

済
テ
御
休
息
へ
被
為　

入
、
御
供
宜
敷
段
申
上
り
、
御

駕
籠
台
よ
り　

御
駕
籠
へ
被
為　

召
、
知
恩
院
へ　

被

為　

成
御
下
輿
、
知
恩
院
宮
同
所
へ　

御
出
迎
ニ　

御

対
顔
、
夫
よ
り
御
休
息
江

被
為　

入
、
無
程　

御
位
牌

所
江　

御
参
詣
、
相
済
テ
御
麻
御
襠
・
高
袴
ニ
御
召
替
、

御
下
段
ニ
而
宮
様
へ　

御
対
顔
、
相
済
大
僧
正
初　

御

目
見
有
之
、
無
程
本
堂
へ
被
為　

入
、　

神
祖
之
御
木

像
・　
　

台
徳
院

）
（（
（

様　

伝
通
院

）
（（
（

様　

御
木
像　

御
拝
、

夫
よ
り
所
　々

御
覧
被
遊
、
一
旦
御
休
息
へ　

被
為　

入
御
宜
段
申
上
り
、
御
車
寄
ヨ
リ　

御
歩
行
ニ
テ
出
御
、

同
所
黒
門
前
よ
り
御
乗
馬
、
梅
崎
東
本
願
寺
へ　

被
為　

成
、
同
所
玄
関
門
外
ニ
テ　

御
下
馬
ニ
相
成
、
九
時
過

玄
関
脇
駕
籠
台
ゟ
被
為　

成
、
其
節
一

（
慶
喜
）

橋
様
御
年
寄
衆

御
出
迎
、
廊
下
折
曲
り
候
処
へ
御
門
跡
・
新
門
跡
御
出

迎
、
夫
よ
り
御
先
立
ニ
テ
御
休
息
、
御
下
段
ニ
而
御
開

き
、
公
方
様
ニ
ハ
御
上
段
附
書
院
之
方
へ
御
着
座
、
御

門
跡
御
上
段
へ
被
出　

御
対
顔
、
其
節
一
橋
様
御
年
寄

衆
被
出
、
御
咄
等
も
有
之
候
、
御
休
息
御
廊
下
よ
り
新
々

御
門
跡
御
先
立
ニ
テ
本
堂
へ　

被
為
入
、
本
尊
等　

御

同
所　

御
通
抜
、　

御
宮
へ　

被
為　

成
、
御
唐
門
内
ニ

テ
御
手
水
上
ル
、　

御
参
詣
、
夫
よ
り
元
御
道
通
り
、
御

門
跡
御
先
立
ニ
而
御
休
息
へ
被
為　

入
候
、

一
、
金
地
院　

御
宮
へ　

御
参
詣
之
節
ハ
御
刀
・
長
袴
、
本

願
寺　

御
宮
へ　

御
御
参
詣
之
節
ハ
半
袴
ニ
而
相
勤
ル
、

一
、九
半
時
比
よ
り
枳
殻
御
殿
へ　

被
為　

成
、
御
駕
籠
台

ゟ
御
上
り
ニ
相
成
、
同
所
迄
御
門
跡
御
出
迎
、
御
先
立

ニ
テ
御
休
息
へ　

被
為　

入
御
対
顔
、
夫
よ
り
奥
坐
敷

ニ
テ
无
上
覚
院
へ　

御
対
願
、
夫
よ
り
同
所
庭
へ　

被

為　

入
、
所
　々

御
覧
、
一
橋
様
・
春

（
松
平
）

嶽
殿
・
御
老
若

御
供
致
し
、
尤
新
御
門
跡
御
先
立
ニ
而
、
所
々
御
順
覧

相
済
、
御
上
り
ニ
相
成
、
御
二
階
ニ
而
御
料
理
・
御
酒
・

御
肴
海
山
之
御
馳
走
御
膳
上
ル
、
中

（
徳
川
茂
承
）

納
言
様
御
同
座
、

御
膳
御
料
理
春
嶽
殿
御
老
若
へ
も
被
下
、
御
側
向
江

も

御
門
跡
御
酌
ニ
テ
御
酒
被
下
、
御
供
表
御
役
人
坊
主
共

迄
、
於
庭
御
酒
被
下
有
之
、
夕
七
半
時
比
御
供
下
り
ニ

相
成
、
同
所
ニ
出
御
、
夫
ゟ
御
道
書
之
通
二
条　

御
城

へ　

還
御
被　

遊
候
、

同
十
三
日

一
、
中
納
言
様
へ
御
休
息
ニ
而　

御
対
顔
、
御
料
理
出
、

御
手
自
御
袴
地
五
反
御
目
録
ニ
而
被
遣
候
、
春

（
松
平
）

嶽
殿
へ

御
召
御
袴
二
具
被
下
候
事
、

同
十
四
日

一
、
神
剱
写
波
平
行
平　

御
刀
一
腰　

右
島
津
大
隅
守
上
ル
、

本
願
寺
ニ
テ
襠
高

袴
平
服
着
替
、

枳
殻
御
殿

）
（3
（

へ

御
供
、

金
地
院

）
（4
（

ゟ
東
本
願
寺

御
先
番
、

智
恩
院
御
先
番
ヨ
リ
兼

枳
穀
御
殿
へ
平
服
襠
高
、
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一
、
今
日
不
時
之　

御
参　

内
被
遊
候
、

但
高
倉
侍

（
永
祜
）

従
罷
出
候
、
明
番
よ
り　

御
先
へ　

施
薬

院
へ　

参
り
居
、
御
衣
紋
済
退
出
、

同
十
五
日

一
、
御
座
之
間　

出
御
、　

松
平
春
嶽

守
護
職
被　

仰
付
之
、松

平
肥

（

容

保

）

後
守

軍
事
総
裁
職
被
仰
付
之
、

一
、
御
在
京
中
頭
取
壱
人
附
添
、
出
張
申
合
、
剱
術
稽

古
致
し
度
、
下
野
守
殿
へ
御
咄
申
上
候
処
、
宜
敷
旨

被
申
聞
候
、

同
十
六
日

一
、御
休
息
へ
松
平
春
嶽
殿
被
差
出
、大
蔵
大
輔
と
名
被
下
、

御
手
自
御
短
刀 

美
濃
守

兼
道

 

被
下
候
事
、

一
、
松
平
肥（

容

保

）

後
守
御
休
息
へ
被
召
出　

御
懇
之　

上
意
有

之
、　

御
手
自
御
拵
付
御
刀 

備
前
国

秀
光

 

被
下
、　

相
済
引
、

同
十
七
日

一
、
今
日
五
半
時
よ
り　

御
乗
馬　

被
遊
候
、
当
番
ニ
付

早
出
致
候
事
、

一
、　

毎
月一

、二
七　

会
読

一
、四
九　

輪
講

右
定
日
出
席
之
事
、

但
御
小
性
・
御
小
納
戸
共
重
立
幷
世
話
之
者
、
当

番
・
明
ケ
番
共
銘
々
可
罷
出
候
事
、

一
、
定
日
之
分
秋
月
右（

種

樹

）

京
亮
殿
・
林
大（

学

斎

）

学
頭
等
所
々
出
席

之
事
、

一
、定
日
御
用
不
被
為　

在
候
節
ハ
、可
成
丈　

出
御
被
遊
、

御
会
読
・
御
輪
講
等
一
同　
　

可
被
遊
候
事
、

一
、一
ヶ
月
両
三
度
詩
文
会
可
仕
候
、
御
題
ハ　

思
召
ニ
テ

被　

仰
付
候
事
も
有
之
候
事
、

侍
文
会
之
節
ハ
猶
　々

思
召
ヲ
以　

御
菓
子
被
下
候

事
、

右
之
通
下
野
守
殿
被
御
申
聞
候
、

同
十
八
日

一
、
今
日
於　

御
厩
、
一

（
慶
喜
）

橋
様
・
橋
本
中（

実

麗

）

納
言
御
一
所
ニ

御
乗
馬
被
遊
候
処
、
天
気
相
ニ
而
御
延
引
ニ
相
成
候
事
、

一
、
禁
裏
よ
り
左
之
御
品
ヲ　

被
為　

進
候
、

一
、
青
目
籠　
　

御
肴

一
、
御
火
鉢　
　

一
対

一
、
御
文
庫　
　

二

一
、
御
菓
子　
　

一
台

御
使土

山
淡
路
守

准
后
よ
り
被
為　

進
候
御
品

一
、
御
衝
立　
　

一

一
、
純
子　
　
　

三
反

御
杉
重

一
、
御
菓
子　
　

一
組

御
使右

同
断

親
王
よ
り
被
為　

進
候
御
品

一
、
御
屏
風　

一
双

御
使右

同
人

一
、
七
時
過
、
於
御
休
息
橋
本
中
納
言　

御
対
顔
、
御
茶
・

御
菓
子
等
被
下
、
相
済
、
御
吸
物
・
御
肴
・
御
酒
被
下
、
御

小
納
戸
給
仕
ニ
而
持
出
ル
、　

上
江

も
同
様
上
ル
、
一
橋
様
・

大
（

松

平

春

嶽

）

蔵
大
輔
・
肥

（
松
平
容
保
）

後
守
御
相
伴
、
夫
々
御
肴
出
、
御
酌
ハ
平
御

小
性
ニ
而
相
勤
、
御
医
師
御
取
持
ニ
出
ル
、
御
膳
被
下
、
相

済
テ　

御
手
目
録
白
羽
二
重
被
下
置
、
一
同
六
ツ
時
過
退
散

候
事
、
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史料紹介

【
翻
刻　

注
】

（
1
）
現
在
の
東
京
都
品
川
区
北
品
川
に
所
在
す
る
臨
済
宗
大
徳
寺
派
の
寺
院
。
寛
永
一
五
年

（
一
六
三
八
）
に
徳
川
家
光
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
（『
日
本
国
語
大
辞
典
〔
第
二
版
〕』
以
下
、

『
日
国
』
と
す
る
）。

（
（
） 

現
在
の
静
岡
市
駿
河
区
根
古
屋
に
あ
る
東
照
大
権
現
（
徳
川
家
康
）
を
主
神
と
す
る
神
社
。
久

能
山
東
照
宮
と
呼
ば
れ
る
。
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
に
家
康
の
遺
骨
が
埋
葬
さ
れ
た
。
翌
年
、

日
光
に
改
葬
さ
れ
た
後
は
、
故
地
と
し
て
東
照
社
が
創
建
さ
れ
た
（『
日
国
』）。

（
3
） 

久
能
山
東
照
宮
の
学
頭
（
諸
大
寺
等
の
学
事
を
統
括
す
る
も
の
）（『
和
漢
三
才
図
会
』、『
日
国
』）。

（
4
） 

近
世
、
京
都
御
所
の
北
西
に
あ
っ
た
施
設
で
あ
り
、
参
内
に
お
け
る
更
衣
装
束
の
所
と
さ
れ
た

（『
徳
川
諸
家
系
譜 

第
三
』）。

（
（
） 

現
在
の
京
都
市
左
京
区
に
あ
る
下
鴨
神
社
（
賀
茂
御
祖
神
社
）
の
こ
と
（『
日
国
』）。

（
（
）
現
在
の
京
都
市
北
区
に
あ
る
上
賀
茂
神
社
（
賀
茂
別
雷
神
社
）
の
こ
と
（『
日
国
』）。

（
（
）
現
在
の
京
都
府
八
幡
市
に
あ
る
石
清
水
八
幡
宮
の
こ
と
。
旧
称
は
男
山
八
幡
宮
（『
日
国
』）。

（
（
） 

石
清
水
八
幡
宮
が
所
在
す
る
男
山
の
北
に
あ
っ
た
宿
場
（
現
在
の
京
都
府
八
幡
市
橋
本
）（『
日

本
歴
史
地
名
大
系
』
以
下
、『
歴
地
』
と
す
る
）。

（
（
） 

大
川
（
旧
淀
川
）
に
架
か
る
天
満
橋
と
天
神
橋
の
中
間
に
あ
っ
た
船
着
場
（
現
在
の
大
阪
市
東

区
京
橋
二
・
三
丁
目
）（『
歴
地
』）。

（
11
） 

現
在
の
大
阪
市
を
流
れ
る
旧
淀
川
の
本
流
の
う
ち
、
中
ノ
島
に
沿
う
堂
島
川
と
土
佐
堀
川
の
合

流
点
か
ら
大
阪
湾
に
注
ぐ
ま
で
の
部
分
。
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
淀
川
の
治
水
の
た
め
に

開
削
さ
れ
た
（『
歴
地
』）。

（
11
） 

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）、
安
治
川
の
浚
渫
土
を
積
み
上
げ
て
形
成
さ
れ
た
小
山
（
現
在
の
大

阪
市
港
区
）（『
歴
地
』）。

（
1（
）
現
在
の
大
阪
府
北
西
部
を
流
れ
る
淀
川
水
系
に
属
す
る
河
川
（『
歴
地
』）。　

（
13
）
現
在
の
大
阪
市
西
成
区
の
東
部
で
旧
住
吉
街
道
（
紀
州
街
道
）
に
面
す
る
地
域
（『
日
国
』）。

（
14
） 

現
在
の
和
歌
山
市
加
太
の
西
方
、紀
淡
海
峡
に
あ
る
四
つ
か
ら
な
る
島（
地
ノ
島
、沖
ノ
島
、虎
島
、

神
島
）
の
総
称
（『
歴
地
』）。

（
1（
） 

旧
深
山
村
（
現
在
の
和
歌
山
県
大
川
）
に
お
け
る
、
北
東
は
和
泉
国
に
接
し
太
平
洋
に
臨
む
入

江
（『
歴
地
』）。

（
1（
） 

紀
伊
国
海
部
郡
旧
加
太
村
（
現
在
の
和
歌
山
市
加
太
）
に
同
定
さ
れ
る
。
西
と
南
側
が
海
に
面

す
る
。
西
方
の
海
場
に
は
友
ヶ
島
が
浮
か
ぶ
（『
歴
地
』）。

（
1（
） 

現
在
の
和
歌
山
市
加
太
に
あ
る
淡
島
神
社
。
紀
州
加
太
淡
島
神
社
と
も
呼
ば
れ
る
。
江
戸
時
代

に
は
加
太
神
社
と
も
称
さ
れ
た
（『
歴
地
』）。

（
1（
） 『
南
紀
徳
川
史
』（
以
下
、（『
南
紀
』
と
す
る
）
に
は
、「
勝
野
流
由
緒
書
」
と
「
勝
野
流
火
炮
圖
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
） 

天
保
山
は
廻
船
が
入
津
す
る
際
の
目
標
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
目
印
山
（
目
標
山
）
と
も
呼
ば

れ
た
（『
歴
地
』）。

（
（1
） 

現
在
の
和
歌
山
市
和
歌
浦
中
三
丁
目
に
あ
る
神
社
。
徳
川
家
康
と
初
代
の
紀
州
藩
主
・
徳
川
頼

宣
を
祀
る
。
和
歌
浦
東
照
宮
、
紀
州
東
照
宮
と
呼
ば
れ
る
（『
歴
地
』）。

（
（1
） 

現
在
の
和
歌
山
県
海
草
郡
下
津
町
に
所
在
す
る
天
台
宗
の
寺
院
。
紀
州
徳
川
家
に
お
け
る
歴
代

の
菩
提
所
（『
日
国
』）。

（
（（
） 

元
和
七
年
（
一
六
二
一
）、
和
歌
浦
東
照
宮
の
創
建
に
伴
っ
て
建
立
さ
れ
た
別
当
寺
・
天
曜
寺

の
院
号
、
一
般
の
称
（『
歴
地
』）。

（
（3
） 

和
歌
山
藩
第
一
一
代
藩
主
徳
川
斉
順
の
院
号
。
家
茂
は
、
斉
順
の
長
子
に
当
た
る
（『
国
史
』）。

（
（4
）
和
歌
山
藩
第
一
二
代
藩
主
徳
川
斉
彊
の
院
号
（『
南
紀
』）。　
　
　
　

（
（（
）
徳
川
斉
順
の
正
室
の
院
号
（『
南
紀
』）。

（
（（
）
和
歌
山
藩
初
代
藩
主
を
務
め
た
徳
川
頼
宣
の
院
号
（『
南
紀
』）。

（
（（
） 

明
石
海
峡
の
最
狭
部
に
当
た
る
瀬
戸
内
海
に
面
し
た
地
域
（
現
在
の
神
戸
市
垂
水
区
東
舞
子
町
）

（『
歴
地
』）。

（
（（
） 

和
歌
山
県
北
西
部
と
徳
島
県
東
北
海
岸
、
淡
路
島
と
の
間
の
狭
ま
っ
た
海
域
・
紀
淡
海
峡
も
し

く
は
由
良
ノ
瀬
戸
の
古
称
（『
日
本
大
百
科
全
書
』、『
国
史
』）。

（
（（
）
近
世
に
刀
剣
の
研
磨
、
浄
拭
、
鑑
定
を
生
業
と
し
た
家
柄
（『
本
阿
弥
行
状
記
』）。

（
31
） 

京
都
府
内
を
流
れ
る
宇
治
川
・
桂
川
・
木
津
川
の
三
川
が
合
流
し
、
大
阪
平
野
を
南
西
に
流
下

し
て
、
大
阪
湾
に
注
ぎ
出
る
河
川
（『
日
国
』）。

（
31
） 

寝
屋
川
に
並
行
し
て
流
れ
る
鯰
江
川
に
浮
か
ぶ
島
。
公
儀
橋
・
備
前
島
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
。

備
前
島
町
（
現
在
の
大
阪
市
都
島
区
網
島
町
、
東
区
京
橋
一
～
二
丁
目
）
に
あ
っ
た
が
、
鯰
江

川
は
昭
和
初
期
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
（『
歴
地
』）。

（
3（
） 

現
在
の
和
歌
山
県
日
高
郡
由
良
町
に
流
れ
る
由
良
川
の
河
口
に
あ
る
横
浜
の
付
近
に
比
定
さ
れ

る
地
域
（『
歴
地
』）。
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（
33
） 

紀
伊
半
島
の
南
端
に
当
た
る
現
在
の
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
串
本
町
の
潮
岬
か
ら
東
側
の
太
平
洋

に
向
か
う
海
域(

熊
野
灘(

に
面
す
る
漁
港
の
一
つ
（『
歴
地
』）。

（
34
） 

現
在
の
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
串
本
町
に
あ
る
、
臨
済
宗
東
福
寺
虎
関
派
の
寺
院
（『
金
谷
上
人

行
状
記 
あ
る
奇
僧
の
半
生
』）。

（
3（
） 

現
在
の
東
京
都
品
川
区
の
東
京
湾
に
接
す
る
東
部
の
沖
合
。
古
く
は
品
川
浦
な
ど
と
呼
ば
れ
た

（『
歴
地
』）。

（
3（
）
現
在
の
東
京
都
中
央
区
に
あ
る
浜
離
宮
庭
園
（『
国
史
』）。

（
3（
） 「
水
野
忠
精
日
記
」
文
久
三
年
一
一
月
二
六
日
条
に
よ
る
と
、
江
戸
城
本
丸
の
焼
失
に
伴
い
家

茂
と
和
子
は
、
徳
川
御
三
卿
の
「
田
安
御
屋
形
尓
御
引
移
被
遊
候
」
と
あ
る
（
大
口
勇
次
郎
監

修
『
水
野
忠
精 

幕
末
老
中
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
九
九
年
、
ゆ
ま
に
書
房
）。

（
3（
）
現
在
の
神
奈
川
県
横
須
賀
市
東
部
に
あ
る
港
（『
歴
地
』）。

（
3（
） 

静
岡
県
の
伊
豆
半
島
の
南
端
と
伊
豆
大
島
、
神
奈
川
県
の
三
浦
半
島
の
南
端
を
結
ん
だ
線
の
内

側
の
海
域
（『
日
本
大
百
科
全
書
』）。

（
41
） 

伊
豆
半
島
の
南
東
部
に
位
置
し
、稲
梓
川
と
稲
生
沢
川
が
合
流
し
て
注
ぐ
河
口
の
港
（『
歴
地
』）。

（
41
） 

現
在
の
静
岡
県
下
田
市
柿
崎
に
あ
る
曹
洞
宗
の
寺
。
そ
の
境
内
は
南
に
下
田
港
を
臨
む
位
置
に

あ
る
（『
歴
地
』）。

（
4（
） 

現
在
の
静
岡
県
下
田
市
一
丁
目
に
あ
る
浄
土
宗
の
寺
院
（『
歴
地
』）。

（
43
）  

駿
河
湾
に
臨
む
旧
子
浦
村
（
現
在
の
静
岡
県
賀
茂
郡
南
伊
豆
町
子
浦
）
の
港
（『
歴
地
』）。

（
44
）
旧
子
浦
村
に
所
在
す
る
浄
土
宗
の
寺
院
（『
歴
地
』）。

（
4（
）
静
岡
県
の
御
前
崎
と
愛
知
県
の
渥
美
半
島
を
繋
ぐ
海
域
（『
歴
地
』）。

（
4（
） 

現
在
の
三
重
県
志
摩
郡
阿
児
町
の
安
乗
崎
に
あ
る
港
。
志
州
四
箇
津（
安
乗
・
鳥
羽
・
浜
島
・
超
賀
）

の
一
つ
（『
歴
地
』）。

（
4（
）
現
在
の
和
歌
山
県
串
本
町
大
島
に
あ
る
臨
済
宗
東
福
寺
派
の
寺
院
（『
歴
地
』）。

（
4（
）
現
在
の
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
串
本
町
（『
歴
地
』）。

（
4（
）
現
在
の
串
本
町
串
本
に
あ
る
臨
済
宗
東
福
寺
派
の
寺
院
（『
歴
地
』）。

（
（1
）
現
在
の
東
京
都
八
丈
支
庁
八
丈
町
に
あ
る
南
部
伊
豆
諸
島
の
中
で
最
大
の
島
（『
歴
地
』）。　

（
（1
） 

現
在
の
大
阪
市
北
区
の
中
之
島
北
側
を
流
れ
る
旧
淀
川
の
本
流
。
同
島
の
西
端
で
土
佐
堀
川
と

合
流
し
て
安
治
川
に
な
る
（『
歴
地
』）。

（
（（
）
大
坂
城
の
正
門
（
大
手
門
）（『
解
説
版　

新
指
定
重
要
文
化
財 

一
三 

建
造
物
Ⅲ
』）。

（
（3
）
大
坂
城
本
丸
の
正
門
（
前
掲
書
）。

（
（4
）
大
坂
城
天
守
の
西
北
に
位
置
す
る
京
橋
門
の
出
入
口
（『
江
戸
参
府
紀
行
』）。

（
（（
） 

現
在
の
大
阪
府
枚
方
市
に
あ
っ
た
、
京
と
大
坂
を
結
ぶ
淀
川
左
岸
に
沿
っ
て
通
じ
る
京
街
道
の

宿
駅
（『
歴
地
』）。

（
（（
） 

近
世
に
京
都
の
伏
見
と
大
坂
と
の
間
を
就
航
し
た
三
十
石
船
の
乗
客
に
対
し
、
大
坂
の
枚
方
を

中
心
と
す
る
流
域
に
お
い
て
、
酒
や
食
物
を
押
し
売
り
し
た
煮
売
船
（『
歴
地
』）。

（
（（
）
現
在
の
京
都
市
伏
見
区
向
島
の
宇
治
川
に
架
か
っ
て
い
た
橋
（『
歴
地
』）。

（
（（
） 

現
在
の
京
都
市
東
山
区
本
町
一
丁
目
（
五
条
橋
口
）
か
ら
旧
伏
見
町
ま
で
の
街
道
（『
歴
地
』）。

（
（（
）
東
本
願
寺
（
浄
土
真
宗
大
谷
派
）
と
西
本
願
寺
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）
の
こ
と
。　

（
（1
） 

第
一
の
天
皇
と
伝
え
ら
れ
る
神
武
天
皇
の
陵
墓
。
所
在
地
に
は
諸
説
あ
る
が
、
文
久
三
年
、
勅

裁
に
よ
り
畝
傍
山
の
東
北
に
位
置
す
る
旧
慈
明
寺
村
の
神
武
田
（
現
在
の
奈
良
県
橿
原
市
慈

明
寺
町
）
に
あ
る
小
丘
を
陵
と
し
て
、
修
理
が
施
さ
れ
た
（『
国
史
』）。
当
該
の
箇
所
は
、
老

中
の
井
上
河
内
守
正
直
が
老
中
・
水
野
忠
精
ら
三
名
に
対
し
て
、
将
軍
家
茂
の
従
一
位
宣
下

の
賀
詞
を
伝
え
た
書
（
元
治
元
年
二
月
一
三
日
付
け
）
と
同
様
で
あ
る
（
外
池
昇
「
江
戸
城

多
聞
櫓
文
書
に
み
る
「
文
久
の
修
陵
」」
調
布
学
園
女
子
短
期
大
学
『
調
布
日
本
文
化
』
八
号
、

一
九
九
八
年
、
一
〇
七
・
八
頁
）。

（
（1
）
現
在
の
京
都
市
東
山
区
泉
湧
寺
山
内
町
に
あ
る
真
言
宗
泉
涌
寺
派
の
寺
院
（『
日
国
』）。

（
（（
）
江
戸
時
代
の
末
期
に
幕
府
が
設
置
し
た
武
術
の
練
習
場
（『
日
国
』）。

（
（3
） 

現
在
の
京
都
市
下
京
区
東
玉
水
町
に
所
在
す
る
東
本
願
寺
の
別
邸
。
渉
成
院
、
東
殿
と
も
呼
ば

れ
た
（『
日
国
』）。

（
（4
） 

現
在
の
京
都
市
左
京
区
南
禅
寺
福
地
町
に
所
在
す
る
臨
済
宗
南
禅
寺
の
塔
頭
（『
日
国
』）。

（
（（
）
第
二
代
将
軍
・
徳
川
秀
忠
の
院
号
（『
日
国
』）。　

（
（（
）
初
代
将
軍
・
徳
川
家
康
の
生
母
「
お
大
」
の
院
号
（『
国
史
』）。
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【
史
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紹
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解
説
】

１　

「
昭
徳
公
事
蹟
」
の
成
り
立
ち

　

「
昭
徳
公
事
蹟

）
1
（

」（
以
下
「
事
蹟
」
と
す
る
）
は
、
一
四
代
将
軍
・
徳
川
家
茂
（
一
八
四
六
‐

六
六
）
の
小
姓
頭
取
衆
を
勤
め
た
野
村
丹
後
守
貫
三
郎

）
（
（

が
著
し
た
記
録
を
、
太
政
官
修
史
館

）
3
（

が
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
野
村
は
、
家
茂
が
将
軍
に
な
る
際
に
、
紀
州
か
ら
近
侍
と
し
て

江
戸
へ
上
っ
た
者
の
一
人
で
あ
る
。「
事
蹟
」
は
、
本
編
九
巻
と
附
録
一
巻
か
ら
な
る
計
一
〇

巻
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
表
１
）。
記
録
の
期
間
は
、
も
と
も
と
和
歌
山
藩
主
で
あ
っ
た
家
茂
が

将
軍
に
就
い
た
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
翌
年
正
月
か
ら
病
没
す
る
ひ
と
月
前
の
慶
応
二

年
（
一
八
六
六
）
年
六
月
で
あ
る
。

「
事
蹟
」
の
う
ち
、
二
条
城
に
関
す
る
範
囲
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
事
蹟
」
巻
三
「
初

度
御
上
洛
之
記
第
一
、
再
度
御
上
洛
之
記
第
二
」
に
は
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
一
〇
月

二
日
か
ら
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
二
月
一
八
日
迄
の
出
来
事
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
巻
で
は
、

一
回
目
の
上
洛
準
備
か
ら
帰
府
、
二
回
目
の
上
洛
準
備
か
ら
京
都
滞
在
中
の
二
か
月
弱
の
出

来
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

文
久
三
年
の
一
回
目
は
、
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
に
三
代
将
軍
家
光
（
一
六
〇
四
‐

五
一
）
が
訪
れ
て
以
来
、将
軍
と
し
て
二
二
九
年
振
り
の
上
洛
か
つ
二
条
城
へ
の
入
城
で
あ
っ
た
。

「
事
蹟
」
巻
四
は
、「
二
度
目
御
上
洛
之
記
」
と
題
さ
れ
、
元
治
元
年
二
月
一
九
日
か
ら
六

月
一
二
日
迄
の
こ
と
が
記
述
さ
れ
る
。
慶
応
元
年
閏
五
月
二
二
日
か
ら
一
一
月
三
日
迄
の
約

半
年
に
わ
た
る
三
度
目
の
上
洛
に
つ
い
て
は
、「
事
蹟
」
巻
七
・
八
「
毛
利
大
膳
征
伐
之
記
」

に
記
載
さ
れ
る
。
家
茂
は
、
将
軍
に
就
き
亡
く
な
る
八
年
間
に
お
い
て
、
三
年
続
い
て
上
洛

し
二
条
城
に
滞
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

「
事
蹟
」
と
同
じ
く
野
村
の
記
録
を
用
い
て
編
集
し
た
史
料
に
、「
御
小
姓
頭
取
野
村
丹
後

守
筆
記

）
4
（

」（
以
下
、「
筆
記
」
と
す
る
）
が
あ
る
。「
筆
記
」
は
、
堀
内
信

）
（
（

が
編
纂
し
た
『
南
紀

徳
川
史
』
に
収
録
さ
れ
る
。
堀
内
は
、
野
村
が
将
軍
に
近
侍
し
た
時
代
の
記
録
を
有
し
て
い

る
こ
と
を
知
り
、
野
村
の
住
ま
い
が
あ
る
富
士
見
町

）
（
（

を
訪
れ
た
。
と
こ
ろ
が
野
村
は
重
病
で

あ
り
会
え
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
間
も
な
く
し
て
亡
く
な
っ
た
。
堀
内
は
、
野
村
の
家
の
者

へ
旧
時
の
記
録
が
な
い
か
尋
ね
た
。
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
の
冬
、
野
村
の
自
筆
に
よ

る
二
冊
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
堀
内
は
、
そ
れ
ら
の
資
料
が
家
茂
の
将
軍

在
任
時
に
お
け
る
、
幕
府
の
政
務
を
窺
い
知
る
上
で
重
要
な
記
録
で
あ
り
、
後
世
に
伝
え
な

い
わ
け
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
と
い
う

）
（
（

。
堀
内
曰
く
、「
筆
記
」
は
「
自
記
原
稿
の
儘
な
る
」

も
の
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。

「
筆
記
」
は
「
事
蹟
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と

）
（
（

、「
事
蹟
」
巻
一
と
巻
二
の
一
部
、
巻
九
の

内
容
と
同
様
で
あ
る
（
表
２
）。「
事
蹟
」
の
う
ち
巻
一
・
二
は
、
い
わ
ば
巻
三
以
降
の
概
要
版

と
な
っ
て
い
る

）
（
（

。
例
え
ば
「
事
蹟
」
巻
三
に
該
当
す
る
箇
所
を
巻
一
と
照
合
す
れ
ば
、
巻
三

に
記
さ
れ
た
日
数
が
一
〇
五
日
に
対
し
て
巻
一
は
三
四
日
と
、
内
容
が
省
略
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
い

わ
ば
「
筆
記
」
は
「
事
蹟
」
の
概
要
版
を
再
構
成
し
て
成
立
し
て
い
る
。

「
事
蹟
」
の
巻
一
・
二
は
、
多
く
の
場
合
、
巻
三
以
降
の
内
容
を
省
略
す
る
か
、
複
数
の
日

の
出
来
事
を
ま
と
め
て
記
述
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
元
治
元
年
四
月
二
八
日
の
記
述
な

ど
の
よ
う
に
、
巻
二
の
方
が
巻
三
よ
り
も
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る

）
11
（

。
さ
ら
に
は
、

巻
三
に
認
め
ら
れ
な
い
が
「
筆
記
」
に
は
記
述
さ
れ
て
い
る
日
数
が
一
三
日
あ
る

）
1（
（

。

以
上
の
事
か
ら
「
事
蹟
」
に
は
、そ
の
大
元
と
な
っ
た
手
記
が
別
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

「
昭
徳
公
事
蹟
」
と
同
時
期
に
記
さ
れ
た
家
茂
の
上
洛
に
関
す
る
記
録
は
、
数
多
く
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
る
と
、
幕
府
の
重
臣
の
立
場
で
書
か
れ
た
も
の
で
は
、
老
中
の
水
野
忠
精

）
13
（

、
尾

張
徳
川
家
当
主
の
徳
川
慶
勝

）
14
（

、
元
福
井
藩
主
の
松
平
春
嶽

）
1（
（

の
日
記
な
ど
が
あ
る
。

２　

「
昭
徳
公
事
蹟
」
巻
三
の
概
要

本
編
で
は
、紙
面
の
都
合
上
、「
事
蹟
」
巻
三
に
所
収
さ
れ
た
「
初
度
御
上
洛
之
記
第
一
」
と
「
再

度
上
洛
之
記
第
二
」
を
掲
載
し
た
。　
　

（
１
）
初
度
御
上
洛
之
記
第
一

①
第
一
回
目
の
上
洛
と
滞
京
の
期
間

　

書
き
始
ま
り
は
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
一
〇
月
二
日
で
あ
り
、
徳
川
家
茂
に
よ
る
翌

年
の
上
洛
に
向
け
た
準
備
の
段
階
よ
り
記
さ
れ
る
。

　

時
に
江
戸
幕
府
で
は
、
安
政
一
五
年
（
一
八
五
八
）
に
大
老
の
井
伊
直
弼
が
、
日
米
修
好

通
商
条
約
を
締
結
し
て
い
た
。
そ
れ
は
孝
明
天
皇(

一
八
三
一
―
六
六(

の
勅
許
を
得
ず
に

進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
天
皇
は
、
意
に
沿
わ
な
い
条
約
に
反
対
す
る
と
共
に
攘
夷
論

を
主
張
し
た
。
幕
府
に
対
し
て
は
、
海
防
の
強
化
を
唱
え
て
い
た
。
一
方
、
天
皇
は
公
武
合
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体
を
意
図
し
て
、
文
久
二
年
二
月
に
妹
の
親
子
親
王
（
和
宮
）
を
家
茂
へ
降
嫁
さ
せ
た
。
朝

幕
関
係
が
揺
れ
動
く
最
中
の
同
九
月
、
家
茂
に
よ
る
上
洛
の
意
志
は
示
さ
れ
た

）
1（
（

。

　

上
洛
に
当
っ
て
は
、
江
戸
城
に
お
い
て
将
軍
に
近
侍
す
る
者
た
ち
が
供
奉
し
た
。
文
久
三

年
一
月
二
二
日
の
時
点
で
は
、
陸
路
と
海
路
に
分
か
れ
て
上
洛
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。

小
姓
の
う
ち
野
村
ら
は
、
家
茂
と
共
に
御
召
船
（
蒸
気
船
）
に
乗
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

最
終
的
に
家
茂
は
、
陸
路
の
東
海
道
を
選
ん
だ

）
1（
（

。

　

こ
の
時
に
供
奉
し
た
者
た
ち
は
、『
御
上
洛
御
供
奉
御
用
掛
』
や
「
御
上
洛
御
用
掛
供
奉
御

役
人
附
」（
図
１
）
に
記
載
さ
れ
て
お
り(1（

(

、
野
村
貫
三
郎
を
は
じ
め
と
す
る
「
事
蹟
」
に
掲
載

さ
れ
た
人
物
と
の
照
合
が
で
き
る
。
供
奉
し
た
者
た
ち
は
、
位
や
職
種
・
立
場
に
関
わ
ら
ず

多
岐
に
わ
た
り
、
大
番
や
勘
定
奉
行
、
作
事
方
、
鷹
匠
、
絵
師
、
坊
主
衆
な
ど
が
い
た
（
表
３
）。

　

家
茂
が
江
戸
城
を
出
発
し
た
の
は
、
二
月
一
三
日
で
あ
っ
た

）
1（
（

。
同
二
一
日
、
駿
府
城
に
立

ち
寄
っ
た
際
に
は
、
初
代
将
軍
・
家
康
が
最
初
に
埋
葬
さ
れ
た
久
能
山
東
照
宮
へ
の
参
詣
が

行
わ
れ
た
。
春
先
の
三
月
四
日
、家
茂
は
京
都
に
到
着
し
て
二
条
城
に
入
っ
た

）
（1
（

（
図
２
）。
当
初
、

滞
京
の
期
間
は
十
日
間
の
予
定
で
あ
っ
た
が

）
（1
（

、
三
月
一
七
日
の
時
点
で
は
二
一
日
に
延
長
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
勅
諭
に
よ
っ
て
延
引
し

）
（（
（

、
さ
ら
に
朝
廷
の
意
向
を
汲
ん
で
二
三

日
ま
で
伸
び
た
後
、
帰
府
は
一
旦
取
り
止
め
と
な
っ
た

）
（3
（

。
結
局
、
六
月
三
日
に
帰
府
の
許
し

を
得
る
た
め
に
参
内
し
、
家
茂
が
京
都
を
出
発
で
き
た
の
は
六
月
九
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

大
坂
城
を
出
発
し
た
の
が
六
月
一
三
日
、
江
戸
に
到
着
し
た
の
は
真
夏
の
六
月
一
六
日
で
あ

っ
た
。
結
果
と
し
て
一
回
目
の
滞
京
は
、
九
五
日
間
に
及
ん
だ
。

②
参
内

　

家
茂
が
初
め
て
参
内
し
た
の
は
、
三
月
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
家
茂
は
歓
待

を
受
け
つ
つ
、
攘
夷
の
為
の
策
略
や
期
限
な
ど
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
。
降
嫁
し
た
和
子
の
安

否
も
聞
か
れ
た

）
（4
（

。
そ
の
後
も
同
一
一
・
一
九
・
二
二
日
、
四
月
二
・
四
日
、
五
月
一
八
日
、
六
月

三
日
に
参
内
が
行
わ
れ
た
。
参
内
の
際
に
は
、
御
所
の
北
西
に
あ
っ
た
施
薬
院
に
立
ち
寄
り
、

衣
冠
が
改
め
ら
れ
た
。
四
月
二
日
に
参
内
し
た
際
に
は
、
天
皇
よ
り
馬
を
拝
領
し
て
い
る

）
（（
（

。

　

五
月
二
〇
日
に
は
、
尊
王
攘
夷
派
の
公
卿
で
あ
っ
た
姉
小
路
公
知
（
一
八
三
九
‐
六
三
）

が
御
所
北
面
の
朔
平
門
外
に
て
殺
害
さ
れ
た(（（

(

。
将
軍
の
滞
京
中
に
殿
上
人
が
御
所
近
辺
で
暗

殺
さ
れ
た
こ
と
は
、
朝
幕
関
係
の
一
大
事
で
あ
っ
た
。
御
所
周
り
の
門
は
各
藩
に
振
り
分
け

て
固
め
ら
れ
、
同
月
二
五
日
に
は
十
万
石
以
上
の
大
名
へ
京
都
の
警
衛
の
命
が
下
さ
れ
た

）
（（
（

。

③
御
成

　

家
茂
は
参
内
に
加
え
、
二
条
城
か
ら
出
掛
け
た
。
三
月
一
一
日
に
は
、
攘
夷
の
親
征
を
兼

ね
て
、
孝
明
天
皇
に
よ
る
上
賀
茂
・
下
鴨
神
社
へ
の
行
幸
に
仕
え
た

）
（（
（

。
続
い
て
四
月
一
一
日

に
は
、
石
清
水
社
へ
の
行
幸
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
攘
夷
の
奮
起
を
促
す
意
味
合
い
を
持

っ
た(（（

(

。
一
橋
慶
喜
ら
警
衛
の
武
士
が
随
行
し
た
。
家
茂
は
病
に
よ
り
供
奉
し
な
か
っ
た(31

(

。

　

四
月
二
一
日
、
家
茂
は
日
を
改
め
て
石
清
水
社
を
参
詣
し
た
。
そ
の
後
、
橋
本
宿
よ
り
乗

船
し
て
淀
川
を
下
り
、
大
坂
八
軒
家
よ
り
上
陸
し
て
大
坂
城
へ
入
っ
た
。
二
三
・
二
六
日
に
は
、

船
で
大
阪
湾
や
神
嵜
川
辺
り
の
台
場
な
ど
を
巡
覧
し
た
。

　

四
月
二
八
日
か
ら
五
月
四
日
に
か
け
て
の
六
日
間
は
、
大
坂
か
ら
和
歌
山
、
兵
庫
、
徳
島

の
瀬
戸
内
海
・
太
平
洋
沿
岸
に
海
防
の
強
化
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
、
砲
台
等
の
巡
覧

に
出
か
け
た
。
家
茂
は
馬
に
乗
っ
て
大
坂
城
を
出
発
し
た
。
天
王
寺
経
由
で
泉
州
に
至
り
、

船
に
乗
り
込
ん
で
大
阪
湾
と
紀
州
半
島
の
沿
岸
を
巡
っ
た
。
家
茂
は
、
出
身
の
地
で
あ
る
紀

州
等
の
所
々
を
巡
見
し
た
。
そ
の
一
方
で
野
村
は
、
名
代
と
し
て
和
歌
宮
（
神
社
）
の
参
詣

や
南
紀
徳
川
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
長
保
寺
で
先
祖
参
り
に
勤
め
た
。
家
茂
は
、
五
月
十
日
に

二
条
城
へ
戻
っ
た
。

④
二
条
城
の
利
用

　

二
之
丸
御
殿
で
は
、
徳
川
御
三
家
や
、
家
茂
の
後
見
職
を
務
め
た
一
橋
慶
喜
（
一
八
三
七
‐

一
九
一
三
、
後
の
一
五
代
将
軍
・
徳
川
慶
喜
）
ら
重
臣
と
の
対
面
が
行
わ
れ
た
。
三
月
一
〇

日
に
は
勅
使
を
受
け
入
れ
た
。
四
月
三
日
に
は
、黒
書
院
で
西
本
願
寺
の
門
跡
ら
と
対
面
し
た
。

　

三
月
八
日
に
は
、城
内
に
お
け
る
武
器
類
の
確
認
が
行
わ
れ
た
。
同
月
一
二
・
二
〇
・
二
八
日
、

四
月
四
日
に
は
、
厩
曲
輪
に
て
乗
馬
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
四
月
四
日
に
つ
い
て
は
、
一

橋
慶
喜
や
京
都
守
護
職
の
松
平
容
保
（
一
八
三
六
―
九
三
）
ら
も
乗
馬
に
加
わ
っ
た
。

⑤
海
路
に
よ
る
帰
府

　

三
月
二
一
日
の
時
点
で
は
、
東
海
道
筋
よ
り
江
戸
に
戻
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た(31

(

。
六

月
一
三
日
、
大
坂
城
を
出
発
し
た
家
茂
は
、
川
船
で
大
阪
湾
へ
出
て
蒸
気
船
に
乗
り
換
え
、

紀
州
半
島
周
り
で
江
戸
へ
向
か
っ
て
出
航
し
た
。
同
一
六
日
に
は
品
川
沖
へ
と
至
り
、端
舟（
小

舟
）
に
乗
り
換
え
て
浜
御
庭
よ
り
上
陸
し
た
後
、
江
戸
城
に
帰
着
し
た
。

（
２
）
再
度
御
上
洛
之
記
第
二

①
第
二
回
目
の
上
洛
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史料紹介

　

書
き
出
し
は
、
文
久
三
年
一
一
月
一
日
で
あ
る
。
二
回
目
の
上
洛
は
海
路
を
採
る
こ
と
に

な
っ
た
。
総
裁
職
か
ら
老
中
、
若
年
寄
を
始
め
と
し
て
、
小
姓
、
小
納
戸
衆
、
腰
物
方
、
研

師
な
ど
に
至
る
ま
で
供
奉
人
が
記
さ
れ
る
。
船
団
は
、
御
座
舟
一
隻
と
特
別
艦
三
隻
か
ら
構

成
さ
れ
た
。
上
洛
に
当
た
っ
て
は
、
二
〇
数
頭
の
馬
が
先
回
り
で
手
配
さ
れ
、
馬
の
世
話
役

た
ち
が
同
行
し
た
。
一
部
の
御
側
衆
と
小
姓
ら
は
、
東
海
道
を
使
い
陸
路
で
上
洛
し
た
。

　

文
久
三
年
一
二
月
二
七
日
、
家
茂
は
、
そ
の
前
月
に
焼
亡
し
た
江
戸
城
本
丸
・
二
之
丸

）
3（
（

に

代
わ
っ
て
居
所
と
し
て
い
た
田
安
仮
御
殿
を
出
発
し
た
。
浜
御
庭
を
経
由
し
て
品
川
沖
よ
り

蒸
気
船
に
乗
り
、
紀
州
半
島
周
り
で
大
坂
湾
に
至
る
航
路
は
、
初
度
の
復
路
と
同
様
で
あ
る
。

大
坂
城
に
到
着
し
た
の
は
、
翌
年
一
月
の
八
日
で
あ
っ
た
。
一
四
日
に
は
大
坂
城
を
出
発
し
、

伏
見
の
役
宅
に
て
一
泊
し
た
後
、
翌
日
の
正
午
頃
に
は
二
条
城
へ
入
っ
た

）
33
（

（
図
２
）。
な
お
再

度
上
洛
の
記
録
で
は
、
天
候
の
変
化
や
立
ち
寄
り
先
な
ど
航
海
の
様
子
が
事
細
か
に
記
さ
れ

て
い
る
。

②
参
内
と
御
成

　

家
茂
の
参
内
は
一
月
二
一
・
二
二
・
二
七
日
、
二
月
一
四
日
に
行
わ
れ
た
。
一
月
二
七
日
の

参
内
の
際
に
は
、
孝
明
天
皇
が
従
一
位
の
宣
下
の
意
を
家
茂
へ
伝
え
た
、
勅
書
に
よ
る
と
叙

位
の
理
由
に
は
、
神
武
天
皇
陵
の
整
備
に
対
す
る
功
績
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
家
茂
は
、
一

旦
辞
退
し
よ
う
と
し
た
が
、
格
別
な
思
し
召
し
に
よ
り
、
同
二
九
日
に
宣
下
を
受
け
る
こ
と

に
な
っ
た

）
34
（

。
二
月
四
日
に
は
、
将
軍
が
従
一
位
に
叙
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
老
中
よ
り

野
村
ら
出
仕
の
者
た
ち
へ
向
け
て
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　

家
茂
に
よ
る
御
成
は
、
二
月
七
日
の
泉
涌
寺
、
同
一
二
日
の
南
禅
寺
塔
頭
・
金
地
院
と
知

恩
院
、
東
本
願
寺
及
び
枳
殻
邸
を
対
象
地
と
し
て
挙
行
さ
れ
た
。

③
二
条
城
の
利
用

　

文
久
四
年
一
月
一
五
日
の
正
午
頃
、
家
茂
が
二
条
城
に
入
っ
た
際
は
、
輿
に
乗
っ
た
ま
ま

玄
関
よ
り
二
之
丸
御
殿
に
入
っ
た
。
家
茂
は
、
虎
の
間
（
遠
侍
三
の
間

）
3（
（

）
南
面
の
板
縁
で
輿

を
下
り
、
大
広
間
か
ら
白
書
院
を
通
っ
て
、
御
休
息
（
奥
向
き
の
居
間
）
の
上
段
に
着
座
し
た
。

同
所
で
は
三
献
の
儀
が
行
わ
れ
た
。
八
時
に
は
御
座
の
間
に
出
て
、
一
橋
慶
喜
や
年
寄
衆
ら

と
着
城
に
伴
う
対
面
が
行
わ
れ
た
。
時
期
を
ず
ら
し
て
、
他
の
大
名
と
の
対
面
が
行
わ
れ
た
。

　

翌
一
六
日
の
九
時
過
ぎ
に
勅
使
が
登
城
し
た
際
に
は
、
大
広
間
に
お
い
て
対
面
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
半
時
後
に
坊
城
俊
克
ら
公
卿
が
登
城
し
、
黒
書
院
で
対
面
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
時

に
は
、
御
所
よ
り
板
輿

）
3（
（

を
賜
っ
て
い
る
。

　

前
述
の
二
日
間
の
記
述
の
中
に
は
、
二
之
丸
御
殿
の
室
と
し
て
、
虎
の
間
・
大
広
間
・
白
書
院
・

御
休
息
・
御
座
の
間
・
黒
書
院
の
表
記
が
見
ら
れ
る

）
3（
（

。
表
４
は
、
家
茂
を
中
心
と
し
て
各
室

を
使
っ
た
月
日
、
用
途
、
滞
在
し
た
人
々
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

上
洛
に
供
奉
し
た
者
た
ち
が
、
二
条
城
に
詰
め
る
際
は
、
御
目
見
の
身
分
か
そ
れ
以
下
に

関
わ
ら
ず
料
理
は
原
則
と
し
て
出
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
弁
当
は
各
自
が
旅
宿
よ
り
持
参

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
方
、
奥
向
の
者
た
ち
に
は
料
理
が
出
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら

台
所
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る

）
3（
（

。

（
３
）
結
び

　

文
久
三
年
三
月
四
日
、
徳
川
家
茂
は
、
東
海
道
を
通
っ
て
上
洛
し
二
二
九
年
振
り
に
将
軍

と
し
て
二
条
城
に
入
っ
た
。
将
軍
不
在
の
間
、
二
条
城
を
職
務
の
地
と
し
た
二
条
在
番
は
、

文
久
二
年
閏
八
月
の
二
条
定
番
の
設
置
に
伴
っ
て
廃
止
さ
れ
て
い
た
（『
柳
営
補
任　

五
』）。

　

家
茂
に
と
っ
て
の
二
条
城
は
、
三
代
将
軍
家
光
ま
で
と
同
じ
く
参
内
の
た
め
の
居
所
で
あ

る
と
同
時
に
、
上
方
に
お
け
る
江
戸
城
の
出
先
機
関
の
一
つ
と
言
え
る
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
。

　

二
条
城
に
は
、
老
中
ら
重
臣
に
加
え
、
将
軍
の
周
り
の
用
事
を
す
る
小
姓
た
ち
や
、
城
の

取
り
扱
い
や
案
内
を
担
う
坊
主
衆
ら
が
勤
め
て
い
た
（「
翻
刻
）
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
御

代
替
御
礼
継
目
記
録
」（『
研
究
紀
要
元
離
宮
二
条
城 

第
三
号
』））。
そ
れ
ら
家
茂
に
近
侍
す

る
者
た
ち
が
詰
め
る
為
の
建
物
が
、
二
之
丸
御
殿
と
台
所
、
御
清
所
の
周
囲
に
増
築
さ
れ
た

状
況
は
、「
二
条
御
城
二
之
丸
御
殿
向
幷
仮
建
物
絵
図
」（
口
絵
３
・
参
考
図
）
と
照
合
で
き
る
。

　

二
之
丸
御
殿
は
、
将
軍
が
勅
使
や
側
近
ら
、
来
客
と
の
対
面
や
会
食
、
儀
礼
等
に
用
い
ら

れ
た
。
ま
た
家
茂
は
、
城
内
で
武
器
を
確
認
し
、
乗
馬
を
愉
し
む
な
ど
し
た
。
家
茂
の
滞
在

中
、二
条
城
で
は
一
部
の
近
侍
た
ち
が
寝
食
を
伴
っ
て
実
務
を
行
っ
て
い
た
。
ゆ
え
に
台
所
や
、

炊
事
場
、
井
戸
、
風
呂
、
便
所
な
ど
も
稼
動
し
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

　

長
年
の
将
軍
の
不
在
中
、
台
所
と
御
清
所
は
利
用
さ
れ
て
い
た
が
（「（
翻
刻
）
東
京
大
学

総
合
図
書
館
蔵
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」（
本
書
に
翻
刻
を
掲
載
））、
二
之
丸
御
殿
の
利

用
の
実
情
は
詳
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
本
史
料
紹
介
を
通
じ
て
、
二
之
丸
御
殿
に
御
休
息
や

御
坐
間
等
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
立
証
し
、
そ
れ
ら
建
物
の
利
用
に
つ
い
て
具
体
例
の
一
端

を
示
し
た
。
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国立公文書館内閣文庫蔵「昭徳公事蹟　三」（今江）

【
解
説　

注
】

（
1
） 

国
立
公
文
書
館
蔵
。
元
は
内
閣
文
庫
に
あ
っ
た
も
の
が
同
館
に
移
さ
れ
た
。

（
（
） 

野
村
は
、
小
姓
を
指
揮
し
将
軍
の
身
辺
の
用
事
を
取
り
扱
う
立
場
に
あ
っ
た
。
知
行
高
は

三
七
五
俵
で
あ
る
。
家
茂
が
亡
く
な
っ
た
後
に
は
静
山
と
号
し
た
（『
南
紀
徳
川
史
』
三
巻
）。

（
3
） 「
事
蹟
」
が
記
さ
れ
た
罫
紙
に
は
、
中
央
下
部
に
「
修
史
館
」
の
印
字
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
事

蹟
」
は
、
太
政
官
直
轄
の
組
織
で
あ
っ
た
修
史
館
が
、
野
村
の
記
録
を
書
写
し
た
も
の
と
見
な

さ
れ
る
。
修
史
館
は
、
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
に
国
史
の
編
纂
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
、

史
料
の
調
査
と
蒐
集
を
行
っ
た
。
現
在
の
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
前
身
に
当
た
る
。
内
閣
制

度
の
実
施
に
伴
っ
て
、
修
史
館
は
同
一
九
年
に
廃
止
さ
れ
た
（『
国
史
』）。

（
4
） 『
南
紀
徳
川
史
』
三
巻
に
所
収
。

（
（
）  

堀
内
信
（
ほ
り
の
う
ち
ま
こ
と
）
は
、
幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
紀
州
藩
堀
内
家
九
代

藩
主
で
あ
り
、『
南
紀
徳
川
史
』
全
一
七
二
巻
を
編
纂
し
た
。

（
（
） 

田
代
博
『「
富
士
見
」
の
謎
』（
祥
伝
社
、
二
〇
一
一
年
）
に
よ
る
と
、
富
士
見
町
は
日
本
全
国

に
数
多
く
あ
る
と
い
う
。
野
村
の
住
ま
い
が
あ
っ
た
富
士
見
町
の
詳
細
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。

（
（
） 「
幕
府
御
継
承
の
翌
年
安
政
六
月
正
月
よ
り
慶
應
二
年
六
月
廿
八
日
則
ち　

薨
御
前
迄
八
年
間

の
御
事
蹟
を
私
記
し
た
る
日
記
也
信
御
本
記
を
編
す
る
に
當
り
貫
三
郎
は
旧
時
の
知
己
今
尚
存

す
る
を
聞
き
就
て
聞
く
処
あ
ら
ん
と
富
士
見
町
な
る
其
居
を
訪
ふ
に
遇
々
病
篤
し
と
て
面
語
を

得
す
」（『
南
紀
徳
川
史
』
三
巻
、
一
八
八
頁
）

（
（
） 「
筆
記
」
と
「
事
蹟
」
の
記
述
そ
の
も
の
は
、
ひ
ら
が
な
と
カ
タ
カ
ナ
の
違
い
な
ど
表
記
の
違

い
が
一
部
で
見
ら
れ
る
以
外
、
同
一
で
あ
る
。

（
（
） 

堀
内
に
よ
る
二
冊
の
自
筆
本
と
は
、「
事
蹟
」
の
巻
一
・
二
と
巻
九
に
該
当
す
る
。
堀
内
は
「
事

蹟
」
の
巻
三
か
ら
巻
八
に
当
た
っ
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
。

（
11
）  「
事
蹟
」
三
巻
と
「
筆
記
」
に
記
述
さ
れ
た
年
月
日
が
重
複
す
る
の
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

文
久
三
年　

正
月
二
三
日
、
二
月
一
三
日
、
三
月
四
日
・
一
一
日
、
四
月
二
日
・
二
一
日
か

ら
二
八
日
、
五
月
四
日
・
一
〇
日
、
六
月
九
日
・
一
三
日
、
一
二
月
二
七
日
か
ら
晦
日

元
治
元
年　

正
月
朔
日
か
ら
八
日
、
一
四
日
か
ら
一
六
日
、
二
月
六
日
か
ら
九
日
、
一
一
日
、

一
二
日
、
一
七
日

（
11
） 

例
え
ば
「
事
蹟
」
巻
三
に
お
け
る
文
久
三
年
四
月
二
八
日
条
「
御
對
顔
、
四
半
時
過
勝
野
流
小

筒
打
方　

御
覧
被
遊
、
友
ヶ
島
御
固
之
御
家
来
江　

御
目
見
被　

仰
付　

相
済
」
の
記
述
は
、

同
巻
二
に
お
い
て
「
御
對
顔
、
遊
被
四
半
時
比
右
海
岸
ニ
テ
勝
野
流
早
込
小
筒
打
方　

御
覧
被

遊
、
友
ヶ
島
御
固
並
加
太
浦
ニ
罷
出
居
候
紀
州
様
御
家
来
一
同
通
御
掛　

御
目
見
被　

仰
付
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
そ
の
他
に
も
一
部
で
認
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
巻
一
・

二
は
、
そ
の
後
の
巻
の
単
な
る
省
略
と
言
い
切
れ
な
い
。

（
1（
） 「
事
蹟
」
巻
三
に
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
同
巻
二
に
記
述
さ
れ
て
い
る
年
月
日
の
記
述
を
、

以
下
に
補
完
と
し
て
抜
粋
す
る
。

十
（
文
久
二
年
）

二
月
廿
六
日

一
、
塩
谷
弘
蔵
・
芳
野
立
蔵
於　

御
坐
之
間
講
釈
被　

仰
付
、　

御
聴
聞
被
遊
候
、

正
（
文
久
三
年
）

月
十
八
日

一
、千
住
筋
へ
鶴
御
鷹
野
と
し
て
被
為　

成
、
黒
鶴
四
羽
御
手
ニ
入
申
候
、

但
京
都
へ
例
御
進
献
ニ
相
成
候
事
、

（
※
以
下
、
巻
三
に
収
録
さ
れ
て
い
る
た
め
中
略
）

同
（
四
月
）廿

八
日
（
前
略
）
陸
路
之
通
夜
五
半
時
比
大
坂　

御
城
へ　

還
御
被
遊
候
、

一
、
御
実
父
様　

顕
龍
院
様　

御
廟
紀
州
浜
中
長
保
寺
ニ
有
之
候
ニ
付
、
兼
テ　

御
参
詣
被
遊
度

被　

思
召
候
折
柄
、
幸
ひ
紀
州
加
太
浦
迄
被
為　

成
候
ニ
付
テ
ハ
、
御
参
詣
被
遊
度
、
且　

神

祖
御
宮
幷
紀
州
様　

御
代
々
御
霊
屋
和
歌
浦
ニ
有
之
候
ニ
付
、
旁
御
両
所
へ　

御
参
詣
被
遊
度

旨
、
御
老
中
御
供
之
板
倉
周
防
守
へ　

御
意
有
之
候
処
、　

御
孝
道
之
程
、
乍
恐
奉
感
直
様
道
法

等
被
尋
候
処
、
其
筋
之
者
よ
り
申
出
候
ニ
ハ
、
陸
路
ニ
テ
ハ
和
歌
浦
迄
四
里
程
、
浜
中
長
保
寺

へ
十
里
余
も
可
有
之
哉
ニ
申
出
候
、
御
船
ニ
テ
被
為　

入
候
ハ
ヽ
、
御
日
合
も
相
掛
り
不
申
候

得
共
、
風
模
様
不
宜
陸
路
ニ
テ
被
為　

成
候
テ
ハ
御
日
合
相
掛
り
、
且
ハ
摂
海　

御
巡
覧
之
折

柄
故
、
御
手
間
被
為　

取
候
テ
ハ
如
何
可
有
御
座
哉
と
申
上
候
処
、
御
尤
ニ
被　

思
召
、
御
見

合
ニ
相
成
申
候
、
併　

御
残
念
之
御
様
子
ニ
テ
、
御
供
ニ
被　

召
連
候
御
小
性
頭
取
野
村
丹
後

守
へ　

思
召
ヲ
以　

御
名
代
相
勤
候
様
内
々
被　

仰
付
、
御
供
先
よ
り
直
ニ
和
歌　

御
宮
初
幷

浜
中
長
保
寺　

顕
龍
院
様　

御
廟
へ　

御
名
代
相
勤
、
陸
路
通
り
五
月
三
日
大
坂
へ
戻
り
言
上

仕
候
、　

御
孝
道
ニ
被
為　

在
候
段
、
乍
恐
人
々
奉
感
候
、

（
※
以
下
、
巻
三
に
収
録
さ
れ
て
い
る
た
め
中
略
）

七
月
三
日
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孟
子　
　
　

林
大
学
頭

右
於
御
休
息
、
講
釈
被　

仰
付
、　

御
聴
聞
被
遊
候
、

一
、
還
御
後
諸
御
稽
古
事
幷
御
次
稽
古
事
等
、
例
之
通
り
御
初
相
成
候
事
、　

八
月
二
日

一
、
山
吹
之
間
へ　

出
御
、
表
御
儒
者
其
外
三
人
罷
出
輪
講
申
上
、　

入
御
、

山
吹
之
間

毎
月一

ノ
日　

孟
子
輪
講　
　

六
ノ
日　

史
記
会
読

右
表
方
・
御
番
方
不
残
其
外
供
罷
出
候
事
、

但
布
衣
以
上
御
役
人
聴
聞
ニ
出
候
事
、

御
黒
書
院
前
稽
古
場

三
ノ
日　

八
ノ
日

右
同
断
稽
古
相
始
メ
候
ニ
付
、
御
用
透
之
節
度
　々

出
御
、
被
遊　

御
覧
有
之
候
、

同
三
日

一
、
御
黒
書
院
へ　

出
御
、
右
御
稽
古
場
ニ
テ
表
方
槍
劒
二
術　

御
覧
被
遊
候
、

同
六
日

一
、
西
湖
之
間
よ
り
羽
目
之
間
へ　

出
御
、
於
山
吹
之
間
史
記
会
読　

御
聴
聞
有
之
候
、

同
十
一
日

一
、
羽
目
之
間
へ　

出
御
、
山
吹
之
間
輪
講　

御
聴
聞
被
遊
候
、

右
之
通　

御
聴
聞
時
々
有
之
候
ニ
付
、
以
後
略
ス
、

同
廿
二
日

一
、
御
黒
書
院
へ　

出
御
、
御
同
所
御
入
頬
へ　

御
着
座
、
講
武
所
劒
術
方　

御
上
洛
御
供
之
面
々

ト
奥
詰
之
者
交
リ
劒
術
試
合
被　

仰
付
、
終
日　

御
覧
被
遊
候
、

一
、
武
術
御
引
立
之
折
柄
、
表
方
ハ
勿
論
、
奥
向
ニ
テ
モ
日
々
稽
古
出
精
致
候
ニ
付
、　

御
満
足
ニ

被　

思
召
、
学
問
之
方
モ
猶
又
御
世
話
被
為　

在
候
ニ
付
、
追
々
上
達
之
者
も
出
来
、
誠
ニ
難

有
事
ニ
御
坐
候
、

九
月
廿
三
日

一
、
学
問
所　

一
、
繰
練
所　

一
、
講
武
所　

一
、
開
成
所　

一
、
越
中
島

右
之
ヶ
所
へ　

思
召
ヲ
以
テ
御
小
性
・
御
小
納
戸
申
合
、
明
ヶ
番
ヨ
リ
五
六
人
ツ
ヽ
折
々
罷

越
、
稽
古
場
之
様
子
修
行
人
之
出
精
之
廉
々
、
翌
日
当
番
罷
出
候
上
、
委
し
く
申
上
候
様

被　

仰
付
、
夫
ヨ
リ
一
際
諸
稽
古
出
精
致
し
候
由
、

十
月
六
日

一
、
仙
台
御
用
馬
吹
上
御
馬
場
ニ
テ　

御
覧
可
被
遊
旨
被　

仰
出
、
兼
々
御
馬
御
好
被
遊
候
ニ
付
、　

御
自
身
御
極
被
遊
候
、　

十
一
月
十
五
日

一
、
御
本
丸　

御
炎
上
奉
絶
言
語
驚
入
候
御
事
ニ
御
坐
候
、
直
ニ
吹
上
新
御
構
へ　

御
立
退
被
遊
、

翌
々
十
七
日
清
水
御
殿
へ
御
引
移
被
遊
候
事
、

同
廿
六
日

一
、
田
安　

御
館
へ
御
引
移
被
遊
候
事
、

（
13
） 「
水
野
忠
精
日
記
」（『
水
野
忠
精 

幕
末
老
中
日
記
』）。

（
14
）「
公
辺
御
用
留
記
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）。

（
1（
）『
松
平
春
嶽
全
集
』
第
三
・
四
巻
。

（
1（
） 「
昭
徳
院
御
実
記
」
文
久
二
年
九
月
七
日
条
に
よ
れ
ば
、「
来
（
文
久
三
）　

亥
二
月
御
上
洛

可
被
遊
旨
、
被　

仰
出
候
ニ
付
、
被　

仰
遣
之
」
と
あ
る
。
こ
の
時
、
小
普
請
奉
行
や
、
作

事
奉
行
ら
の
人
事
も
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る(

『
続
徳
川
実
記
』
第
四
編(

。

（
1（
） 「
昭
徳
院
御
実
記
」
文
久
三
年
二
月
九
日
条
に
よ
れ
ば
「
御
軍
艦
ニ
而　

御
上
洛
可
被
遊
旨

被　

仰
出
候
處
、
御
都
合
も
有
之
ニ
付
、
来
十
三
日　

御
発
駕
、
東
海
道
筋
御
上
洛
可
被
遊

旨
」
と
あ
る(

『
続
徳
川
実
記
』
第
四
編(

。

（
1（
） 

江
戸
東
京
博
物
館
蔵
『
御
上
洛
御
供
奉
御
用
掛
』（
文
久
二
戌
年
一
二
月
開
板
、
同
三
亥
年

二
月
改
正
、
出
雲
寺
萬
次
郎
ほ
か
）、「
御
上
洛
御
用
掛
供
奉
御
役
附
」（
文
久
三
年
）。

（
1（
） 「
昭
徳
院
御
実
記
」
文
久
三
年
一
月
二
五
日
条
に
は
「
右
東
海
道
ハ
凡
五
百
人
、
二
百
五
十

疋
程
、
中
山
道
ハ
凡
三
百
人
余
、
百
五
十
疋
程
之
人
馬
遣
高
を
目
当
に
、
両
道
ニ
割
合
」
と

あ
り
、
約
八
〇
〇
人
が
二
手
に
分
か
れ
て
陸
路
を
採
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
書
）。

こ
の
時
に
上
洛
し
た
者
た
ち
を
記
録
し
た
『
御
上
洛
御
供
奉
御
用
掛
』
に
は
、
徳
川
御
三
家

や
老
中
ほ
か
六
六
九
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（1
） 「
忠
能
卿
記
」
文
久
三
年
三
月
五
日
条
に
よ
る
と
「
晴
、
今
日
征
夷
大
将
軍
内
大
臣
家
茂
公

自
大
津
上
京
直
入
二
條
城
云
々
」
と
あ
る
（『
孝
明
天
皇
紀
』
第
四
）。

（
（1
） 「
非
蔵
人
日
記
」
文
久
三
年
三
月
五
日
条
に
よ
れ
ば
「
二
月
十
五
日
辛
卯
、
大
樹
公
来
廿
一
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日
御
出
帆
御
京
著
之
上
日
数
十
日
之
間
在
京
被
為
在
之
旨
奉
行
清
水
谷
殿
被
相
觸
」
と
あ
る
（
前

掲
書
）。

（
（（
） 「
昭
徳
院
殿
御
上
洛
日
次
記
」
文
久
三
年
三
月
廿
一
日
条
に
お
け
る
「
三
月
十
九
日
御
参
内
之

節
御
渡
有
之
由
之
勅
書
」
に
よ
る
と
、「
大
樹
帰
府
之
事
、
段
々
以　

勅
諭
被　

召
止
候
事
、

先
日　

御
沙
汰
為
在
候
通
」
と
あ
る(

『
続
徳
川
実
記
』
第
四
編(

。

（
（3
） 「
昭
徳
院
殿
御
上
洛
日
次
記
」
文
久
三
年
三
月
廿
三
日
条
に
よ
る
と
「
納
言
（
慶

（
徳
川
）

篤
）
殿
、　

一
、

御
参
内
被
遊
候
処
、
再
応　

御
所
よ
り
被　

仰
出
之
趣
も
有
之
候
ニ
付
、
今
二
十
三
日
当
地　

御
発
駕
御
延
引
被　

仰
出
候
」
と
あ
る(

前
掲
書(

。

（
（4
） 「
璞
記
抄
」
文
久
三
年
三
月
七
日
条
に
は
、「
主
上
ヨ
リ
大
樹
へ
和
宮
御
安
否
ヲ
御
聞
被
遊　

御

気
丈
ニ
被
為
入
候
ト
大
樹
被
申
」
と
あ
る
（『
孝
明
天
皇
紀
』 

第
四
）。

（
（（
） 「
実
麗
卿
記
」
文
久
三
年
四
月
二
日
条
に
よ
れ
ば
、「
大
樹
参
内
於
小
御
所
御
対
面
御
馬
（
置
倭

鞍
総
鞦
如
常
）
左
右
馬
寮
二
人
牽
之
三
匝
之
後
高
家
二
人
相
渡
了
更
於
御
学
門
所
御
対
面
賜
酒

肴
菓
子
等
」
と
あ
る
（
前
掲
書
）。

（
（（
）「
実
麗
卿
記
」
文
久
三
年
五
月
二
一
日
条
（
前
掲
書
）。

（
（（
） 「
昭
徳
院
殿
御
上
洛
日
次
記
」
文
久
三
年
五
月
二
五
日
条(

『
続
徳
川
実
記
』
第
四
編(

。

（
（（
） 「
前
掲
書
」
文
久
三
年
三
月
一
一
日
条
。

（
（（
） 「
忠
能
卿
記
」
文
久
三
年
四
月
一
一
日
条
に
よ
れ
ば
、「
今
日
、
卯
刻
石
清
水
社
行
幸
攘
夷
叡
願

御
祈
請
云
々
其
実
辰
刻
出
御
」
と
あ
る
（『
孝
明
天
皇
記
』）。

（
31
） 「
昭
徳
院
殿
御
上
洛
日
次
記
」
文
久
三
年
四
月
一
〇
日
条
に
よ
る
と
「
公
方
様
御
風
邪
発
熱
ニ

付
、
明
十
一
日
石
清
水
社　

行
幸
之
節
、
供
奉
御
断
被　

仰
出
候
」
と
あ
る
（『
続
徳
川
実
記
』

第
四
編
）。

（
31
） 「
前
掲
書
」
文
久
三
年
三
月
二
一
日
条
。

（
3（
） 「
水
野
忠
精
日
記
」
文
久
三
年
一
一
月
一
五
日
条
に
よ
る
と
、「
一
、
夜
六
時
過　

御
城
内
出
火

之
旨
（
中
略
）
一
、御
本
丸
西
丸
共
御
炎
上
ニ
相
来
」
と
あ
る
（『
水
野
忠
精 

幕
末
老
中
日
記
』）。

（
33
） 「
昭
徳
院
殿
御
上
洛
日
次
記
」
元
治
元
年
一
月
二
五
日
条(

『
続
徳
川
実
記
』
第
四
編(

。

（
34
） 

外
池
昇
「
江
戸
城
多
門
櫓
文
書
に
み
る
「
文
久
の
修
陵
」」（
調
布
学
園
女
子
短
期
大
学
『
調
布

日
本
文
化
』
八
号
、
一
〇
一-

一
二
七
頁
、
一
九
九
八
年
）。

（
3（
） 

元
離
宮
二
条
城
事
務
所
蔵
「
二
条
城
御
城
二
之
丸
御
殿
向
幷
仮
建
物
絵
図
」（
文
久
二
年

（
一
八
六
二
））
の
記
載
を
参
照
し
た
。
現
在
、
同
所
は
柳
の
間
と
呼
ば
れ
る
。

（
3（
）
屋
根
や
腰
の
両
側
に
板
を
張
っ
た
輿
の
こ
と
（『
日
国
』）。

（
3（
） 

御
休
息
と
御
座
の
間
は
、
文
久
二
年
以
降
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
存
は
し
な
い
。
ま

た
一
月
一
八
日
と
二
四
日
の
記
述
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
御
表
、
大
表
と
い
う
表
記
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
江
戸
城
に
お
け
る
表
向
に
該
当
す
る
と
見
ら
れ
る
。
引
い
て
は
、
御
休
息
と
御
座

の
間
は
、
江
戸
城
の
中
奥
に
比
定
さ
れ
る
（
深
井
雅
海
『
図
解 

江
戸
城
を
よ
む
』
原
書
房
、

一
九
九
七
年
）。

（
3（
） 「
昭
徳
院
殿
御
上
洛
日
次
記
」
文
久
三
年
正
月
二
二
日
条
に
よ
る
と
「
御
在
京
中
二
条　

御
城

江

相
詰
候
面
々
、
布
衣
以
下
之
分
者
、
御
賄
料
被
下
候
間
、
銘
々
旅
宿
よ
り
弁
当
持
参
候
様
可

致
候
、
尤
布
衣
以
上
之
面
々
へ
ハ
御
料
理
被
下
ニ
而
可
有
之
候
」
と
あ
り
、
第
一
回
目
の
上
洛

に
引
き
続
く
も
の
と
見
ら
れ
る
（『
続
徳
川
実
記
』
第
四
編
）。
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表４　徳川家茂による二条城二之丸御殿の利用状況

月 日 室 行  為 行  為相　　手

３ ４ 御座間※
 三献の儀 ―

―

（休息）

17  黒書院※  対面 徳川茂承

24 御座間※ 　〃 徳川慶篤

４ ３  黒書院 　〃 西本願寺門跡等

６ ９ 休息※  対面、贈与 徳川茂徳／松平容保

【元治元年】

【文久３年】

１ 15  休　息  三献の儀

―

 御座之間  対　面 一橋慶喜、年寄衆、

松平春嶽、其外諸大名

16

 大広間 　〃 勅　使

 黒書院 　〃

　〃

坊城俊克、野々宮定功

19  御座之間  会　食 松平春嶽、島津久通、

伊達定紀

20 〃  対　面 堂上方（公家）

―
勅　使

 白書院  会　食

22  休　息  会食等 中納言

23 ―  会　食 松平下野守、長岡護美、

細川護久

月 日 室 相　　手

１ 24  大　表  対面 勅使

25 ―  対面 東・西本願寺門跡

―  対面 中納言
29

 大広間  位記入御覧 高辻修長

２

１
 休　息  対面、会食、

中納言／松平春嶽
 贈与

２  休　息  贈与 稲葉正邦

５ 〃

〃

 喫茶、贈与
松平春嶽、島津久光、

伊達宗城

９

 対面、喫茶 徳川茂承

〃  飲酒等

 黒書院  会食 徳川茂承

10 〃  対面 尊秀法親王

　〃 松平容保、家来〃(御座之間)

13
 休　息  対面、会食 中納言

 贈与

15  御座之間  任命 松平春嶽、松平容保

16  休　息  任官、贈与 松平春嶽

松平春嶽

 命令、贈与 松平容保

18 〃  対面、喫茶 橋本実麗

 会食、飲酒 橋本実麗、一橋慶喜、

松平春嶽、松平容保

表１　「昭徳公事蹟」全巻の構成と記録の期間表２　「御小姓頭取野村丹後守筆記」と記載範囲

　　　と「昭徳公事蹟」との照合　 巻 部　題　名 題　　名 期　間

　野村静山手記 安政６年１月１日～

  至巻九附録皆同 文久２年６月６日

２
　赤坂御在住中

―
文久２年７月８日～

　御言行大意 元治２年６月25日

３
　上洛之部 初度御上洛之記第一 文久２年10月２日～

再度御上洛之記第二 元治元年２月18日

４
　上洛之部 二度目御上洛之記 元治元年２月19日～

　　〃  ６月12日

５
　長防進発之部 松平大膳大夫御征伐 元治元年８月２日～

御進発之記第一 　　〃  10月27日　

６
　長防進発之部 毛利大膳 元治元年11月１日～

御征伐之記第二 元治元年５月９日

７
　長防進発布告之部 毛利大膳　 慶応元年５月20日～

御征伐之記 　　〃  ９月13日　

８
　長防進発布告之部 毛利大膳　 慶応元年９月13日～

征伐之記 　　〃  12月25日

９
　長防進発滞坂中

―
元治２年７月１日～

慶応２年６月28日

附 ― ―
（家茂の生い立ちから

 晩年までの事柄）

１ ―

『南紀徳川史』
　　 巻３

「御小姓頭取野村
　丹後守筆記」

記録期間

安政６年１月１日～

文久２年６月６日

文久２年７月８日～

元治２年６月25日

元治２年７月１日～

慶応２年６月28日

190―217頁

巻２

巻９

巻２

巻１

23―31頁

32―136頁

全　頁

全　頁

「昭徳公事蹟」

279―282頁―

217―246頁

236―279頁

※�室の項目において「※」を付記した室名は、『続徳川

実記』第四編を参照し、補記した。

※�室の項目のカッコにおける室名は、本来使用する所。
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国立公文書館内閣文庫蔵「昭徳公事蹟　三」（今江）

表３　『御上洛御供奉御用掛』記載の供奉人等の人数構成

御上洛御用掛 （人） 御勘定奉行 1 両御番格御座敷 3

御目付 2 小十人格御座敷 5

御上洛之節御先江 （人） 御召馬頭 1

総裁職 1 御馬頭 1

御上洛御道筋御用掛 （人） 御上洛御供奉御役人 （人） 御馬方 2

人御目付、御目付 2 御老中 2 御馬医方 1

御上洛御宿割 （人） 御老中　公用人 8 御膳奉行 2

御目付 2 若年寄 2 御賄頭 1

御目付御徒目付衆 3 若年寄　公用人 6 御膳所御臺所頭 2

御目付御小人目付衆 6 御側衆 3 御膳所組頭 3

御上洛御先登　 （人） 御供押溜之間 1 御細工頭 1

御老中格 1 御先御供 2 御同朋頭 1

御老中格公用人 4 講武所御奉行 1 御同朋 1

御高家衆 5 講武所頭取 2 奥御坊主組頭 1

御勘定奉行 1 講武所調方 4 奥御坊主御小道具役 4

御勘定吟味役 1 講武所勤番 2 奥御坊主衆 38

御勘定衆 2 講武所師範役　剣術 2 御用部屋御坊主衆 10

支配勘定衆 2 講武所教授方 5 御時計役御坊主衆 6

御作事奉行組頭 1 講武所師範役　槍術 1 御土圭間御坊主衆 16

御作事奉行下奉行 1 講武所教授方 3 表御坊主組頭 2

元払御納戸頭 1 講武所師範役　砲術 4 表御坊主衆 16

元払御納戸組頭 1 歩兵頭並 1 御数寄屋頭 1

御納戸衆 3 砲術教授方 1 御数寄屋組頭 2

奥御右筆組頭 1 砲術方千人頭 2 御数寄屋坊主衆 7

御代官衆 1 長柄方千人頭 1 御徒目付組頭 1

御徒目付衆 3 御書院御番頭 2 御徒目付衆 20

御馬頭 2 御書院組頭 2 御徒押衆 4

御馬医方 1 御小性組御番頭 2 黒鋤頭 1

御上洛之節御先江 （人） 御小性組組頭 2 御挑灯奉行 1

（尾張前大納言） 御小性組組番頭格 2 御中間頭 1

（水戸中納言） 御小性組次席 1 御小人頭 1

（一ツ橋中納言） 学問所御奉行 1 御小人目付衆 31

御差添御役人衆 （人） 大御目付 2 御駕籠頭 2

御勘定奉行 1 御代官衆 2

御勘定奉行組頭 2 御上洛之節御旅館勤番 （人）

大御番頭　組頭 4 御小性頭取衆 6 新御番頭 2

御小性衆 27 新御番組頭 2

御小納戸頭取衆 5 御持筒頭 2

御書院組頭 1 御小納戸衆 71 御先手御鉄砲頭 4

御小姓組番頭 1 御目付衆 11 御小人頭 2

御小姓組組番 1 御使番衆 4 御小人組頭 4

大御目付 1 御徒頭 8 御徒頭 2

御勘定奉行 1 御徒組頭 16 御徒組頭 4

御目付 1 御腰物方 2

講武所頭取 3 御鷹匠組頭 1

講武所師範役　剣術 2 御鷹匠衆 4 御供奉御大名 （人）

講武所師範役　槍術 2 御鳥見組頭 1 〃 21

講武所師範役　砲術 1 御鳥見 5

講武所教授方 4 奥御儒者 1
（人）

講武所調方出役 4 奥御医師 10 〃 7

一橋様御附 （人） 御番医師 3 同断之節御火之番

総　計

2

御家老 2 奥御絵師 2

御番頭 2 奥御右筆組頭 1

御用人 4 奥御右筆衆 4
（人）

御物頭 2 表御右筆組頭 1

郡御奉行 2 表御右筆衆 2

御書院番頭（与力十騎、

同心二十人）
31

御上洛逗留中二条御城

警衛

同断之節京地御警衛

援兵御用
5

669

2
御旅館幷御警衛向其外

御入用取調御用

御老中、若年寄、御側衆、

大目付、御勘定奉行、

御目付、御勘定吟味役

13

大御番頭（与力十騎、同

心二十人）
31

3
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図１　京都市歴史資料館蔵「御上洛御用掛供奉御役人附」（大塚コレクション 1109）
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江
戸
城

川
崎

三
島

吉
原

戸
塚

〔
本
陣
〕〔

本
陣
〕

大
磯
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田
原
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〕
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〕
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【泊】
2/21､22

文久 3 年

【泊】
2/24

亀
山

〔
本
陣
〕

【泊】
2/30

土
山

〔
本
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無
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3/4

田
安
仮
御
殿

田
安
仮
御
殿元治

元年 文久
3 年

【発】
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【泊】
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子
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1/2

小（
子
）浦
湊

1/4【碇泊】
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加太加太
和歌宮（紀州東照宮）
長保寺

伊豆半島

大島

※文久３年の旅程、旅宿については、『続徳川実記』第四篇を参照した。
※経路の実線は陸路、破線は航路を示す。
※①は文久３年の初度上洛、②は元治元年の再度上洛を示す。

N

串本

遠州灘

熊野灘熊野灘

伊
勢
湾

駿河湾駿河湾

相模湾

相模灘

図２　文久３年・元治元年における徳川家茂上洛の旅程（往路）　　　　　　
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環境調査報告（１）本丸御殿雁之間障壁画の支持体について（小椋・岡村）

る戸襖の材料変形に屋内外温湿度が及ぼす影響」

第 38 回日本文化財科学会大会研究発表要旨集 78

～ 79 頁（口頭発表：B-016）、2021 年

（2）三浦定俊「美術史研究者のための環境工学講座そ

の（1）」1-10 頁、物理的劣化は、温湿度環境変化に

基づく戸襖の構成部材の膨張収縮に、生物的劣化は

微生物の生育しやすい温湿度環境に、科学的劣化は

紫外線による退色に影響を受けやすい。

（3）植松みさと（2015）「文化財建造物の室内環境と障

壁画の経年劣化―水戸偕楽園内好文亭奥御殿を事例

として」日本建築学会計画系論文集　第 80 巻第 707

号　213-220 頁　等

（4）二之丸御殿では銅板を戸板に貼り込み、補強する

とともに、その手前に木製の組子を入れることで、

本紙を受ける支持体としていた。

（5）ポリカの相対湿度が他 2 つよりも低いのは、ポリ

カ試験体の外枠を 11 月末からクッション材で覆った

ことにより、支持体の温度が室内側に近づいたため

だと思われる。

（6）作成にあたっては、株式会社大谷建具工芸に委託

した。

（小椋大輔：京都大学大学院教授

岡村知明：元離宮二条城事務所文化財保護技師）



xxiv

修理記録（建造物）

図13　カーボン試験体の実験結果と考察の概要

枚について、支持体にカーボンを施工することとし

た。今回の現地計測と実験室実験より、戸襖の支持

体として合板とカーボンの性能を比較した結果、支

持体にどちらを選択しても戸襖全体の反りに大きな

差はない。また、支持体としてのカーボン自体に、

反りは発生していないと考えられた。戸襖全体の反

りは、カーボンと外板とを釘でしっかりと固定した

ため、戸襖木部（框、外板）の動きにつられたこと

による。したがって、支持体としてカーボンを選択

する場合は、材料単体としては水分膨張しないカー

ボンと、水分膨張する外板（木材）との接合の仕方

を考慮することで、環境変化による戸襖木部の挙動

につられることなく、全体の反りを抑える方法が考

えられる。

謝辞　本研究の一部は、JSPS 科研費 21H01491（研究代

表者：小椋大輔）の助成を受けたものです。

【注】

（1）本報告は、以下の既往研究に基づいている。

・陶器美詠「文化財建造物における障壁画を有する

戸襖の材料変形に屋内外温湿度が及ぼす影響」京

都大学修士論文、2021 年

・小椋大輔他「文化財建造物における障壁画を有す

ンの前後空間が支配的で、膨張しないカーボンと膨

張した材が釘で連結した影響で戸襖全体が反ってい

ると考えられ、合板試験体と反りのメカニズムが一

部異なる。

３．３　実験室実験のまとめ

　支持体が合板、カーボンの 2種類の模擬戸襖を作

製し、2 室型恒温試験機内で、戸襖を挟んだ両空間

の温湿度を変更させ、戸襖の反り発生量を確認した。

①室内側低湿外気側高湿、②室内側高湿外気側低湿、

③室内側低温外気側高温の計 3パターンの実験を行

った。いずれの場合も、合板とカーボンの試験体は

反りが確認されたが、それぞれの戸襖内の温湿度と

材の特徴を考慮すると、合板とカーボンの反りの発

生メカニズムは異なると予測される。合板試験体の

場合は、各材前後空間の相対湿度差によって材単体

として反りが発生し、かつ膨張率の異なる材同士が

釘で連結していることにより反りが発生していると

考えられる。これらの反りの仕組みの解明および保

存公開に適した戸襖の構成材料及び接合方法を明ら

かにするため、戸襖の変形解析を行う必要があり、

今後実施予定である。

４．施工にあたって

　　本丸御殿の修理工事では、雁之間北面の戸襖８
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図11　変位と歪みの測定概要

図12　合板試験体の実験結果と考察の概要
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合板試験体

9/1~9/30 

9/30~10/5

10/5~10/11

10/11~10/16

期間 

養生室 養生　20℃55％

2 室型環境試験機内 条件１　室内側 20℃50％外気側 20℃90％

条件２　室内側 20℃90％外気側 20℃50％

条件３　室内側 20℃50％外気側 40℃50％

2 室型環境試験機内

2室型環境試験機内

場所 環境条件

カーボン試験体

期間 場所 環境条件

11/10~11/24 養生室 養生　20℃55％

11/24~12/1

12/1~12/8

12/8~12/14

2 室型環境試験機内 

2 室型環境試験機内 

2 室型環境試験機内 

条件１　室内側 20℃55％外気側 20℃90％

条件２　室内側 20℃90％外気側 20℃55％

条件３　室内側 20℃55％外気側 40℃55％

表５　実験条件

図 10 実験室と実験条件の概要

写真４　養生室での試験体の保管状況
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３）実験条件

　 表５、図10に示すように2室の温湿度を変化させ、

合計 3条件の実験を実施した。

　各計測項目は試験体の表面温度、空間温湿度、環

境温湿度及び面外変形、含水率、面内変形で、5 分

間隔で連続測定した。 試験体は、2 室型環境試験機

横にある 20℃ 55％ RH の一定環境下の養生室（写真）

で保管した後、模擬戸襖移動前に事前に 20℃ 55％

RH に調整しておいた 2 室型環境試験機内に移動し、

試験体設置およびセンサの取り付けが終了した後

に、実験を開始した 。模擬戸襖試験体は、2 室型環

境試験機の 2 室間の開口部に設置し、変形を拘束し

ない状態で試験体の周囲の隙間を発泡スチロールお

よび粘着テープでふさいだ。

４）測定項目

温湿度は、両室の空間、模擬戸襖の室内側の紙と

支持体の間、支持体と外板の間で計測を行った。ま

た図 11 に模擬戸襖の変位とひずみの計測概要を示

すように、面外変形について、変位計を用いて計測

し、戸襖全体の反りを算出し、ひずみゲージを用い

て、温湿度変化時の材の伸縮率を計測した。

３．２　実験室実験による模擬戸襖内外温湿度およ

び戸襖変位の測定結果

１）合板試験体の実験結果

図 12 に合板試験体の場合の実験結果と考察の概

要を示す。

図より、相対湿度（以下 RH）は戸襖内部で分布が

あることがわかった。条件1、2の反りの発生理由は、

①戸襖構成要素の前後空間の RH 差で材単位が反り、

②釘により反りが伝達し、③外枠の反りが内板に伝

達することによると考えられる。また、条件 3の反

りの発生理由は、①合板の反りが釘を通して外板に

伝達し、②合板と外板の初期からの膨張率差と釘の

連結の影響によると考えられる。

２）カーボン支持体試験体の実験結果

図 13 にカーボン試験体の場合の実験条件ごとの

実験結果と考察の概要を示す。

　図より、相対湿度はカーボンを挟んで大きな差が

生じていることが分かった。条件 1は①外板とカー

ボンの初期からの膨張率差と釘の連結の影響により

反りが生じていると考えられる。

　カーボン試験体の場合、相対湿度の変化はカーボ

３．　実験室実験

３．１　実験室実験の概要

戸襖を挟んだ 2室に異なる環境条件を与えた実験

室実験を行った。対象戸襖となる同じ材料、工法、

構成の模擬試験体を新たに作成し、2 室の異なる温

湿度を設定可能な 2 室型環境試験機（定常環境下）

を用い、温湿度変化に基づく戸襖の反りを確認した。

１）実験室

日本建築総合試験所試験研究センター環境試験室

にある 2 室型環境試験機内で実験を行った。2 室型

環境試験機の詳細を表４に示す。

表４　2室型環境試験機の詳細

設備名称

型式

製造番号

性能

2室型環境試験機

CH=N010

210101012

温度範囲～ 20 ～ 80℃湿度範囲 20 ～ 95％

内法寸法　W2600×D2600×H3200mm

間仕切り壁　W2000×H3000×厚 150mm

温湿度　PD 制御

２）試験体

模擬試験体となる戸襖は、対象の戸襖と同じ材料、

工法によって 1 枚を作製した（図９）。
（6）

模擬戸襖の

支持体は、ベニヤ、カーボンの 2種類を用いた。ポ

リカは、実環境下での測定から、明らかに他 2種と

比べて反りが顕著であったので、支持体として適切

ではないと考えたため、2 室型環境試験機内での実

験時はベニヤとカーボンを支持体に選択した。

模擬戸襖試験体の 2 つの支持体の交換について

は、まず合板の日本建築総合試験所での 2室実験を

終了し、約 2 週間 20℃ 55％の一定環境下の養生室

に保管した後に二条城に輸送および解体し、合板と

カーボンを入れ替えた。図８に試験体の概要を示す。

戸襖は、外気側から室内側の向きに、舞良桟 (① )、

外板（②）、柿渋紙 (③ )、鳥ノ子紙 (④ )、支持体

ベニヤ（⑤）、目貼り（⑥）、楮紙（下浮）（⑦）、楮

紙（上浮）（⑧）、本紙（⑨）、そしてそれらが、外

枠（①）に囲われている。外枠及び舞良桟は地檜を

使用し、外板は杉を使用している。柿渋紙、鳥ノ子

紙、目貼り、楮紙、本紙はそれぞれ和紙で、柿渋は

渋紙を使用し、本紙は雁皮紙および楮紙を使用して

いる。
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名称 （ ）内は材種

外枠（地檜）

横桟（地檜）

外板（杉）

柿渋（石州和紙）

鳥の子紙

目貼り（楮紙）

楮（下ウケ）（楮紙）

楮（上ウケ）（楮紙）

本紙（雁皮紙＋楮紙）

支持体
合板orカーボン

①

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

番
号

ノリで一体化

ノリ（袋貼り）

ノリ（べた貼り）

釘

釘

戸襖構成 作成過程様子

①外枠

②外板

①横桟

⑤支持体(合板)

釘で外板に固定

⑦楮（下ウケ)

本紙（雁皮紙＋楮紙）

①

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

番
号

図８　戸襖構成概要

外枠を組み合わせ、横桟を挿入

焦げ茶色の桟は貫通。

外板。外板を４枚並べて室内

側から釘打ちし固定（横桟に）

目貼り。支持体を固定した釘が

かくれるよう楮紙をべた貼り。

楮紙。何枚もの楮紙を袋貼りで

継ぎ合わせる。

楮紙。６と繊維方向逆に

なるよう袋貼り。

楮紙。8（楮紙と雁皮紙）

を 7の上にべた貼り。

雁皮紙。複数枚を継ぎ合わし

楮紙（8）にべた貼り。

柿渋。楮紙（3）の上に

柿渋（2）をべた貼り。

楮紙。支持体（4）の上に

楮紙（3）をべた貼り。

支持体。固定するために、室内側

から支持体を外板（1）に釘打ち。

図９　試験体の作成手順
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に、室内変動は屋外に追随して変化するが、変動幅

は、屋外と比較して大幅に抑えられている。屋内外

の相対湿度差は最大時で約 30％程度である。

　支持体の比較については、特に夏季において戸襖

内の環境の差が見られ、合板は、他２つより断熱性

と吸放湿性が高い結果となった。

　紙と支持体の間の相対湿度は、支持体の種類によ

って若干の差はあるものの、その差は最大時で 3％

程度であり、大差はみられなかった。

　反りの簡易測定では、ポリカは室外側に大きく反

り、カーボンと合板は若干の反りがあった。次の実

験室実験では、更に定量的な戸襖の反りを検討する

ため、支持体としてカーボンと合板の 2つをとりあ

げる。

表３　戸襖反りおよび室内外温湿度結果

反り※

［mm］

相対湿度

温度

カーボン

ポリカ

合板

室内側

外気側

室内側

外気側

74％

26℃

+2

+19

+3

70％

64％

10℃

14℃

+4

+20

0

71％

69％

7℃

6℃

-2

+14

-1

69％

60％

9℃ 9℃

11℃ 12℃ 31℃

26℃

54％ 47％

66％ 62％

-3

+4

-2 0

0

0

11/22

13:30

1/31

10:40

3/3

10:00

4/3

10:00

6/8

11:40
施工日

7/13

※　＋：室外側に反る　－：室内側に反る

屋内外年間相対湿度（移動平均２日間）

屋内外年間温度（移動平均２日間）

図７　屋内外温湿度

11/22 1/30 3/3 4/3 6/5

11/22 1/30 3/3 4/3 6/5
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と合板の相対湿度はカーボンとほとんど一致する。

これは温度差も絶対湿度差もほとんどなくなるため

だと考えられる。
（5）

３）戸襖反りの測定結果

表３、図７に、戸襖の反り測定の結果および室内

外の温湿度を示す。表３より、ポリカは反りが顕著

であることがわかった。また、カーボン、合板は若

干ではあるが、冬期は屋外側に反り、春先は室内側

に反る結果となった。

２．３　現地計測のまとめ

　実際の戸襖周辺の環境を把握するため、簡易な模

擬戸襖を作成し、実環境下での現地計測を行い、戸

襖内温湿度および反りの年間測定を実施した。

　室内と屋外の温湿度関係については、温湿度とも

（外気）

（室内）

（外気）（室内）

（外気）

（外気）

（室内）

（
室
内
）

図５　温湿度結果（左：9月、右：１月）

・9月の室内外の相対湿度差は、最大時に約 30％程度

（ex 9/913：30 外気 RH40％室内 RH70%   9/13 5:10 外気 RH92 % 屋内 RH68 %)

・1 月の室内外の相対湿度差は、最大時に約 30％程度

（ex 1/20 14:00 外気 RH47 % 屋内 RH75 %  1/16 5:50 外気 RH94％室内 RH75％ )

図６　支持体別戸襖内部相対湿度（左：9月　右：11 月）

（合板）

（外気）

（ポリカ）
（カーボン）

（室内）

室内（灰色）

カーボン（赤）

ポリカ（橙）

合板（水色）

外気（黒）

室内（灰色）

カーボン（赤）

ポリカ（橙）

合板（水色）

外気（黒）

（室内）

（カーボン）

（ポリカ）

（合板）

（外気）

（室内）

（カーボン）

（ポリカ）

（合板）

（外気）

年 11 月 23 日～ 27 日 ( 冬初期 ) の各試験体支持体

紙内空間での相対湿度を示す。

　９月の屋外、戸襖内、室内の順に相対湿度の変動

幅は小さく、月間を通して屋外の日較差は約 40 －

70％程度で、戸襖内は約 15 － 20％程度、室内は 5

％以下である。支持体同士を比較すると、合板の相

対湿度変動幅は他２つの試験体よりも小さく、相対

湿度が最大値をとる。明け方はポリカ、カーボンよ

りも値が小さく、最小値をとる昼過ぎはその逆であ

ることが分かる。これはポリカやカーボンには吸放

湿性がないが、合板は吸放湿性が高いことと、合板

が他２つよりも断熱性が高いことが関係していると

考えられる。

11 月の屋外、戸襖内、室内の変動幅は９月と同

じような傾向を示す一方で、支持体同士を比較する
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普通合板 ,輸入，ラワン材

1類 1等　F☆☆☆☆

製造業者：ｳｨｼﾞｬﾔﾄｳﾘﾀﾏ株式会社工場

製造日：2014/12/14

サイズ：3mm×1100mm×1700mm

ﾀｷﾛﾝﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ　国産

PC1600（プラスチック板）

製造業者：ﾀｷﾛﾝｼｰｱｲ株式会社

表示年月日：2017/4/1

サイズ：2mm×1100mm×1700mm

CABKOMA シート成型版

国産

12K2plyﾌﾟﾚｽｼｰﾄ成型版

製造業者：小松精練株式会社

製造日：2019.4

サイズ：1.2 ～ 1.3mm×

1100mm×1700mm

合板
ポリカーボネート

（以下ポリカ）

カーボンシート

（以下カーボン）

表１　支持体の種類

測定項目 測定機器

外気温湿度

室内温湿度

Onset　HOBO pro v2 u23-002( 日射シールド付き )

Onset HOBO UX100-011

各試験体戸襖表面・室内温度 T型熱電対

外板 -支持体間空間温度

支持体 -和紙間空間温湿度

T型熱電対

超小型温湿度センサ SHT35＋小型ロガー SHTDL-3

表２　測定項目

※模擬戸襖試験体

施工日：2019年7月13日

施工場所：二条城本丸御殿台所、相対湿度：74％、温度：26℃

図３　測定概要図

図４　反りの計測方法

室
内
側

室
内
側
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修理記録（建造物）

２　現地計測

２．１　現地計測の概要

実環境下の温湿度把握を目的に、簡易な模擬戸襖

を作製し、実環境下に設置し、年間を通して温湿度

測定を行った。

１）現状の戸襖の構成

　戸襖は、主に框、綿板（以下では綿板を「外板」

と呼ぶ）、舞良桟等で構成されている。

写真２に戸襖の解体時の様子を示す。戸襖は上下

左右の框を組み、その中に舞良桟が挿入されている。

外側から内側の順に、舞良桟、外板、支持体、目貼

り、下浮、上浮、本紙で構成されている。支持体に

は合板（ベニヤ）約３mm 厚が用いられていた。下

貼りのうち、みの縛り～骨縛りは施されていなかっ

た。戸襖のチリが薄いこと、防水防風のために代わ

りに合板をいれていたとみられる。

２）模擬試験体の構成

現状の戸襖を参考に簡易に作製した（図２）。支

持体の材料の違いによる戸襖内温湿度及び戸襖の反

りを確認する目的で、現状用いられている合板に変

わる支持体として、ポリカーボネード（以下「ポリカ」

と呼ぶ）、カーボンを加えて、３体の戸襖を作製し、

現地に設置した（表１、図３）。

測定項目は表２に示すとおりである。測定は10分

間隔で、2019年 10月 17日から 2020年３月まで計測

を実施した。

　戸襖の反りの計測は、上下框に糸を張り、糸から

戸襖の反りを測定（A）し、上下框室内側端部から

戸襖までの距離（B）を引くことで、戸襖の反り（A-B）

を計測した（図４）。測定の実施は温湿度データ回収

時である。

２. ２　現地計測による模擬戸襖内温湿度および戸

襖反りの測定結果

１）温湿度結果

図５に 2019 年 9 月、2020 年 1 月の温湿度、降雨

量の変化を示す。なお、降雨量は、京都地方気象台

の測定値である。温湿度ともに、屋外変化に追随し

て変動している。室内は屋外に較べて日変化の幅が

大幅に小さい。

　９月の屋内外の相対湿度差は最大時に約 30％、1

月の屋内外の相対湿度差も、最大時で約 30％程度

であることがわかる。降水のある日は屋外の相対湿

度が 100％近くまで上昇するが、室内はいずれも低

いままである。

２）支持体同士の比較

図６に、2019 年 9 月 3 日～ 7 日 ( 夏季 )、2019

合板

写真２　戸襖解体時の様子（上、本紙側、下、外板側） 図２　模擬試験体の構成、模式図
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環境調査報告（１）本丸御殿雁之間障壁画の支持体について（小椋・岡村）

１　はじめに

本報告は、文化財障壁画の現地保存及び公開に適

した構成材料、工法等について環境調査を行い検討

する。
（1）

本稿では、第一報として、これまで原因が明

らかになっていなかった戸襖の反りに着目し、原因

と反り量を定量的に評価することを目的とする。

障壁画は襖や壁、屏風、障子等に描かれた絵画で

あり、建造物の一部を構成している文化財である。

博物館の収蔵施設等の安定した環境と違い、文化財

建造物内は温湿度や日照等の室内環境の変化が大き

い。特に美術工芸品指定を受けていない障壁画は、

現地保存せざるを得ない場合も多く、保存公開にお

いて温湿度等の条件規定がないまま、都度修理を重

ねながら現地での公開が行われてきた。障壁画の劣

化要因には、本紙の亀裂や破れ等の物理的劣化、カ

ビなどの生物的劣化、光による科学的劣化等があ

る。
（2）

障壁画の劣化要因に関する研究はこれまで行わ

れてきているが、
（3）

常時公開され、室内環境変化の大

きい文化財建造物の内部における保存と公開を念頭

とする適切な対処法への取り組みは十分になされて

いない。

　二条城本丸御殿の雁之間の戸襖８面は、片面舞良

戸で仕立てられ、室内側の障壁画には雁が羽ばたく

様子が描かれる。本丸御殿内で唯一外部に面する障

壁画付きの建具である。この戸襖は、屋内外を仕切

る外壁としての役割を果たす建具であり、建物内で

最も屋内外の環境の影響を受け、変動の大きい外気

環境との関連が想定された。

　これまで、二条城における障壁画付きの建具の現

地保存では、風雨対策として、本紙の支持体（本紙

を受ける平滑な材料）が検討されてきた。
（4）

こうした

本紙を支える支持体に着目し、その性能を検討する

ことは、保存修理での仕様や工法を考える上でも重

要と考える。

　本報告では、以上の経緯から、修理工事に伴う環

境調査報告の第一報として、障壁画本紙の亀裂等の

要因と考えられる戸襖構成部材の膨張収縮に基づく

戸襖の反りに着目する。調査の方法は二つである。

①現地計測（実環境下による）

　簡易な「模擬戸襖」を作成し、実環境下において

年間を通して測定した模擬戸襖内の温湿度、および

簡単な方法で測定した戸襖の変形（反り発生量）に

ついて考察する。

②実験室実験（２室の異なる環境条件による）

　現状に倣った仕様の模擬戸襖を作成し、支持体が

ベニヤとカーボンの 2 種類の模擬戸襖に対して、2

室の異なる環境条件を与えた実験室実験を行うこと

で、周囲の温湿度環境と戸襖内部の温湿度関係、環

境条件と材料変形の関係より、戸襖の変形について

考察する。

※本稿のカラー版は「世界遺産元離宮二条城」ホームペ

ージ内の調査研究のサイト（https://nijo-jocastle.

city.kyoto.lg.jp/introduction/research/research_

study/）に掲載を予定。

修理記録（建造物）　

環境調査報告（１）本丸御殿雁之間障壁画の支持体について
―屋内外温湿度環境が戸襖の反りに及ぼす影響の検討―

　　  小椋 大輔

岡村 知明

図１　本丸御殿雁之間の位置

写真１　雁之間、廊下より東室をみる



south on the west side) depicts autumn plants such as daffodils and bush clover.

　These murals show traces of metal fittings and patching, indicating that they were originally painted for different locations 

and were later reused in the Chodai-no-ma of the Ohiroma and the Kuroshoin of the Ninomaru-goten Palace.

Murals from the Imperial Palace

　According to previous research, among the above-mentioned murals, the Tatsuta Fuzoku-zu and Musashino-zu in the 

Ohiroma, and the Meisho Fuzoku-zu in the Kuroshoin were originally painted for the Princess’s Palace, which was part of 

the Imperial Consort’s Palace within the Imperial Palace, used when a princess was born. The artists have been identified as 

Kano Kunai (birth and death dates unknown) for the Tatsuta Fuzoku-zu, Kano Eihaku(1687-1764) for the Musashino-zu, and 

Tsurusawa Tanzan(1658-1729) for the Meisho Fuzoku-zu.

　The Imperial Consort’s Palace, including the Princess’s Palace, was built between 1715 and 1716 for Konoe 

Hisako(1702-20), who became the consort of Emperor Nakamikado(1702-37) in 1716. However, in 1720, Hisako passed 

away less than a month after giving birth to a son (who later became Emperor Sakuramachi). When it was decided that this 

son would become Crown Prince in 1727, the Crown Prince’s Togu Palace was built over the next year, repurposing most of 

the Imperial Consort’s Palace. Since there are no records of the Princess’s Palace being repurposed at this time, it is believed 

that the building was dismantled and only the murals were preserved.

　A document from 1885 lists murals stored in Nijo-jo Castle at that time, and since murals that appear to correspond to the 

Tatsuta Fuzoku-zu and Musashino-zu in the Ohiroma and the Meisho Fuzoku-zu in the Kuroshoin are included in this list, it 

is believed that they were transferred to Nijo-jo Castle at some point between 1727 and 1885. Incidentally, Konoe Hisako, 

the owner of the Imperial Consort’s Palace, was from the Konoe family, one of the five regent families. Hisako’s father, 

Konoe Iehiro(1667-1736), and grandfather, Konoe Motohiro(1648-1722), both held important positions in the imperial court 

and were particularly known for valuing connections with the shogunate. Motohiro’s daughter and Hisako’s aunt, Konoe 

Hiroko(1666-1741), became the lawful wife of the sixth shogun Tokugawa Ienobu(1662-1712), and after Ienobu’s death, 

she supported the young seventh shogun Ietsugu(1709-16) and is said to have had strong influence over the appointment 

of the eighth shogun Yoshimune(1684-1758). There was talk of Hisako going to the Kanto region (Edo［now Tokyo］ 

and surrounding prefectures) as an adopted daughter of the shogun, but this did not materialize, and through Hiroko’s 

intervention and  the approval of Cloistered Emperor Reigen (1654-1732), she became Emperor Nakamikado’s consort.

　By coincidence, the murals of the Princess’s Palace, which were meant to be used when Hisako gave birth to a daughter, 

were eventually installed in the Ninomaru-goten Palace of Nijo-jo Castle after it changed hands from the Tokugawa 

shogunate to the imperial family, and have been preserved to this day. These murals from the Imperial Palace not only 

convey the court culture of the early 18th century but also represent an important collection that tells the history of Nijo-jo 

Castle as an imperial villa.

(Shiho Nakano)
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Nijo-jo Castle Painting Gallery: Winter Exhibition in 2024

Murals from the Imperial Palace: Chodai-no-ma of the Ohiroma and the Kuroshoin

　Nijo-jo Castle, built in 1603 by Tokugawa Ieyasu(1543-1616), the first shogun of the Edo shogunate, was renovated 

in preparation for Emperor Gomizunoo’s visit in 1626. The Honmaru area was newly established, and the Ninomaru-

goten Palace was renovated with new murals created for its interior. After the shogunate came to an end in 1867, Nijo-jo 

Castle came under the ownership of the Meiji government. Subsequently, from 1884 until it was bestowed to Kyoto City 

in 1939, Nijo-jo Castle served as an imperial villa known as “Nijo Imperial Villa.” During this period, the palace of the 

Katsuranomiya family was relocated to the Honmaru area, and decorative metal fittings on places such as the Ninomaru-

goten Palace were changed from the wild ginger crest to the chrysanthemum crest, among other changes to make it suitable 

as an imperial villa. Additionally, some murals that were originally created for different locations were installed in parts 

of the Ninomaru-goten Palace. In this exhibition, the murals in the Chodai-no-ma of both the Ohiroma and the Kuroshoin 

among these murals are introduced.

The Function of the Chodai-no-ma and Murals from the Kanei Period (1624-1644)

　In the Ichi-no-ma (First Rooms) of both the Ohiroma and the Kuroshoin of the Ninomaru-goten Palace, there are 

chodaibusuma decorative sliding doors, one of the elements of Shoin-zukuri style, and when they are opened, a room called 

the Chodai-no-ma appears. Although no historical documents have been found, there is a theory that this room served as a 

kind of antechamber through which the shogun would enter the First Room. According to historical documents, during the 

Edo period (1603-1868), the Chodai-no-ma of both the Ohiroma and the Kuroshoin were decorated with murals of birds and 

flowers. However, currently, these bird and flower murals remain only on the back of four chodaibusuma sliding doors in 

both the Ohiroma and the Kuroshoin (not on display) and two tobusuma sliding doors in the Ohiroma (the second and third 

panels from the east below the nageshi ［horizontal beam］in the exhibition room front), while the other fixtures and walls 

are covered with different murals as described below.

Famous Places, Genre Themes, and Birds and Flowers

　Among the murals in the Chodai-no-ma of the Ohiroma, the Tatsuta Fuzoku-zu (Tatsuta Genre Theme) below the nageshi 

(first panel from the east in the exhibition room front, five panels on the east side) depicts the Tatsuta River stream known for 

autumn leaves, the mountain ranges, tea houses and houses at the foot of the mountains, and people visiting or living there. 

At the Tatsuta River stream, noble figures wearing eboshi caps can be seen admiring the autumn leaves floating on the river. 

The Musashino-zu above the nageshi (first and second panels from the east in the exhibition room front, five panels on the 

east side) depicts an autumn scene of Musashino fields with a full moon floating above a field of autumn grasses and trailing 

mist.

　The murals in the Chodai-no-ma of the Kuroshoin are divided into three themes: Meisho Fuzoku-zu (Famous Places and 

Genre Themes), Matsuyanagi Shirasagi-zu (Pine Trees, Willows and White Herons), and Akikusa-zu (Autumn Grasses). 

Among these, the Meisho Fuzoku-zu depict the landscapes of Mount Fuji (below the nageshi on two panels on the west side 

of the exhibition room front), Miho no Matsubara (below the nageshi on the first to fourth panels from the north on the west 

side), Wakanoura with Tamatsushima-jinja Shrine dedicated to the god of waka poetry (below the nageshi on the first to third 

panels from the south on the west side, above the nageshi on the first panel from the north on the west side), and Sumiyoshi-

taisha Shrine, which is also dedicated to the god of waka poetry (above the nageshi on the second and third panels from 

the north on the west side). The Meisho Fuzoku-zu are characterized by their bird’s-eye view of places associated with 

waka poetry, depicting visitors with light brushwork and soft colors that bring the scenes vividly to life. The Matsuyanagi 

Shirasagi-zu (above the nageshi on two panels on the west side of the front) depicts a winter scene with snow-covered pine 

trees and white herons perched on them, while the Akikusa-zu (above the nageshi on the second and third panels from the 
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metal fittings, and the Shiroshoin was decorated similarly. However, the Mitsuba-Aoi was not suitable for the Shiroshoin 

where the new master, the Emperor, would relax comfortably. Therefore, in preparation for welcoming Emperor Meiji, in 

Meiji 19 (1886), only in the Shiroshoin, the Mitsuba-Aoi on the corner metal fittings of the coffered ceiling and the edge 

metal fittings of the chodaigamae decorative doors were changed to chrysanthemum by covering or replacing them. Also, 

although the exact date is unknown, the drawer pulls on the fusuma sliding doors were replaced with ones bearing the 

chrysanthemum crest.

　At this time, care was taken to ensure that the size of the chrysanthemum metal fittings matched that of the Mitsuba-Aoi. 

Even now, we can confirm that some of these chrysanthemum metal fittings that were attached at that time seamlessly hide 

the Mitsuba-Aoi.

　The Shiroshoin welcomed Emperor Meiji the next year, Meiji 20 (1887).

Murals in the First and Second Rooms of Shiroshoin

　Unlike the gold-leafed murals that adorn other buildings, the Shiroshoin is decorated with ink wash murals. Using a 

technique called bokuga tansai, which involves partial coloring, a lakeside landscape is depicted from an overhead view, 

creating a calm atmosphere. This lake is the actual West Lake, a famous place in Zhejiang Province, China, and West Lake 

paintings have been a favored subject of ink wash paintings in Japan since the Muromachi period, representing one of the 

most representative subjects. Ink wash sansui- zu (Chinese-style landscape) paintings are often painted in the most formal 

places, and it is thought that the West Lake scene was painted in response to the formality of the First and Second Rooms of 

the Shiroshoin.

　A snow landscape is painted on the odoko (large alcove) (displayed at the front) of the First Room. Snow is expressed by 

sweeping thin ink in the background and leaving the base exposed. In the far right of the picture, a rocky mountain with a 

temple pagoda and pavilion stands tall, and in the center of the picture, a watchtower by the water is depicted. Inside, two 

literati are seated in front of a screen painted with a sansui-zu, looking out over the wide lake surface.

　On the tobusuma sliding door next to the tsukeshoin (built-in table) (displayed on the left), a cliff by the water is shown in 

the center, with houses surrounded by trees above, and a person sitting on a covered platform under pine trees by the water, 

catching fish.

　On the fusuma sliding doors bordering the Second Room (displayed on the left), two noble figures accompanied by a 

child advancing next to a pavilion and a tower gate surrounded by a waterside grove are depicted in the foreground, while a 

pavilion visible between mountain shadows and a grove is depicted in the background. We can see what appears to be the Su 

Causeway or the Bai Causeway, characteristic causeways of West Lake.

　On the south side of the Second Room (displayed on the right), a mansion surrounded by willows is depicted. To the right 

on the water surface, there is a boat carrying a literati heading towards the mansion, and in the courtyard of the mansion, a 

man who appears to be the host is seen welcoming guests, while in front of the gate, a woman holding a baby and a child can 

be seen.

　On the west side of the Second Room (displayed on the right), small figures are drawn into the landscape with a pavilion 

and bridge. On the bridge, a monk-like figure is riding an ox, and on the tobusuma sliding door to the left, a noble figure and 

an attendant resting in a gazebo are depicted.

　Except for the chigaidana (staggered shelves), every scene has water at the bottom, creating a view that spreads 

throughout the room as if looking at the shore from a boat floating on the lake.

　Also, on the small fusuma sliding doors above the chigaidana (displayed at the front), Nadeshiko(Pinks) are painted. It is 

thought that at some point, these small fusuma sliding doors were reversed so that the back side became the front, and they 

were remounted.

　The painter of these murals is said to be Kano Naganobu (1577-1654).
(Junko Furiya)
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period, and professional painters who followed the lineage of the Maruyama school and the Shijo school. However, it can 

be seen from the “Diary” and “Kyoto Hinode Shimbun” articles at the time that Imperial Household Ministry staff from the 

department that managed the palace who had a sense of painting were also engaged. In addition, according to a newspaper 

article published about a month before the repairs were completed, the ceiling paintings were repaired (color repair) first, 

and although the fusuma sliding doors and other areas were started later, it was difficult to paint them so that the missing 

parts blended in with the original pictures, and there were not enough days or manpower to complete the repairs. As a result, 

in the repairs at that time, the missing parts were painted as new parts and the faded parts were repainted. The vivid colors 

of the pine leaves and waterfront that you are currently viewing are the colors that were added during these repairs. Many of 

the repaired pine leaves were repainted without following the original lines of the pine leaves, and the characteristics of the 

added lines differ depending on the screen, so it can be seen that the repairs were done in a short period of time using a large 

number of painters to finish up the work.

　Although this method and approach are far removed from current mural repairs, at that time, the main priority was to 

improve the appearance of the imperial villa quickly.

(Naoko Matsumoto)

Nijo-jo Castle Painting Gallery: Fall Exhibition in 2024

From Wild Ginger to Chrysanthemums: Shiroshoin Ichi-no-ma (First Room), Ni-no-ma (Second 

Room) 

Nijo-jo Castle becomes Nijo Imperial Villa

　In Keicho 8 (1603), Nijo-jo Castle was founded by Tokugawa Ieyasu (1543-1616), who established the Edo Shogunate, 

and in Kan’ei 3 (1626), it underwent major renovations including westward expansion of the castle area for the Imperial visit 

of Emperor Gomizunoo (1596-1680). In October of Keio 3 (1867), the 15th Shogun Yoshinobu (1837-1913) expressed his 

intention to return political power to the Imperial Court in Ninomaru-goten Palace, and with the Court’s acceptance, the 250-

year era of the Tokugawa Shogunate came to an end.

　In Meiji 17 (1884), Nijo-jo Castle became an Imperial villa, a separate residence for the Emperor, and its name was 

changed to Nijo Imperial Villa. This changed the master from the Tokugawa family to the Emperor. Through the 30s of the 

same period (around1900), Ninomaru-goten Palace was repaired by the Imperial Household Ministry to make it suitable as 

an Imperial palace. The decorative metal fittings of the Tokugawa family crest “Mitsuba-Aoi” (Wild Ginger) on the gables 

of the Ninomaru-goten Palace which boasted an overwhelming size and expressed the castle’s master, were changed to the 

Imperial family crest “chrysanthemum,” symbolically showing the change of power to those who visited Nijo-jo Castle.

　Furthermore, the palace of the Katsuranomiya family (Katsuranomiya-goten Palace) that was north of Kyoto Imperial 

Palace was relocated to the Honmaru of Nijo Imperial Villa in Meiji 27 (1894) and became Honmaru-goten Palace. 

Accompanying this, a carriageway was developed from in front of the Karamon gate, crossing the inner moat via the West 

Bridge, and wells and toilets were secured around the palace. The Honmaru-goten Palace was prepared to be the center of 

Nijo Imperial Villa.

Shiroshoin of Nijo Imperial Villa

　Shiroshoin, located in the innermost part of Ninomaru-goten Palace, was called the “Goza-no-ma” during the Edo period 

and was used as the Shogun’s living quarters. Therefore, unlike the other two audience halls, Ohiroma and Kuroshoin, 

fusuma sliding doors are fitted at the border between the upper and lower sections. This makes the First Room which is the 

upper section, a separate 15-tatami room.

　After becoming Nijo Imperial Villa, Shiroshoin became the living quarters of the Emperor, the new master. Throughout 

the Ninomaru-goten Palace, the Mitsuba-Aoi crest of the former masters, the Tokugawa family, was scattered on decorative 
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　The repair of the murals by master mounters began around January 1886. The repair specification prepared by the Imperial 

Household Ministry stated that when repairing the missing parts of the gold paper, the remaining “old gold leaf (residue 

of the original gold leaf)” and “new old gold leaf (old color applied to new gold leaf)” owned by the Imperial Household 

Ministry should be used. In fact, the Imperial Household Ministry owned not only gold leaf, but also old murals collected 

from various sources. The “Nijo Imperial Villa Delivery Dossier,” created by Kyoto Prefecture in 1885 for the transfer of 

Nijo Imperial Villa from the Kyoto Prefectural Government to the Imperial Household Ministry, contains a list of old murals 

that were removed from the walls and fixtures at that time and stored flat. This document includes removed murals that 

were produced in the Kan’ei period, murals of unknown origin, and murals that were originally created for Imperial Palace 

buildings. Of these, it is known from previous research that murals that were not produced in the Kan’ei period were used in 

the repairs at that time.

Renovated Kacho-zu (Flowers and Birds)

　It is known from historical sources that the koshi-shoji (paper sliding doors with waist-high wooden panels on the 

bottoms) in the Shikidai-no-ma originally depicted spring and summer flowers and a waterfront, but these features have 

been lost. The current Kacho-zu is one of the Meiji period renovations of a mural that was not produced in the Kan’ei period. 

Unfortunately, it is not clear which one of the murals in the list mentioned above this mural is. There is a possibility that this 

mural is not on the list.

　So, what were the murals like before the renovations? In this Kacho-zu, you can see unnatural joints in the image. If you 

look closely at these parts, you can see that, in order to reduce this unnaturalness, additional drawings and gold dust have 

been added later and there are regular traces where the paper has been joined. At that time, large sheets of paper could not be 

produced, so large screens such as murals and folding screen paintings were made up of several sheets of paper. Normally, 

there is regularity in the way the paper is joined. When these joins are irregular, it means that something has happened to 

the mural or folding screen painting. In many cases, as in this Kacho-zu, it means that the original image has been cut and 

rearranged. In this Kacho-zu, there are many places where the vertical paper joints are irregular, and misalignments in the 

horizontal paper joints can also be seen in multiple places. If the vertical paper joints that show that the pattern was not 

connected originally are detached and the horizontal paper joints are arranged so that there is no misalignment, this mural 

can be restored into two groups: a spring Kacho-zu centered on an Asiatic apple tree and an autumn Kacho-zu featuring wild 

geese and ducks. For the part depicting the Asiatic apple tree, it can be found from the traces of the catches and hanging 

brackets(such as the second one from the right on the front) that it was originally a fusuma painting. In addition, on the 

autumn Kacho-zu, there are also catch marks on the left and right sides below the paper joint part of the second koshi-shoji 

from the left, which is displayed on the left wall facing the exhibition room.

　However, each restored mural is damaged at both ends. It is believed that the screens continued further to the left and 

right. In fact, there are screens in other palace rooms that seem to be continuations of both the spring and autumn murals. 

The group of thin bamboos gently drawn on the left end of the spring Kacho-zu follows the pattern on the eastern wall of the 

Tozamurai Fuyo-no-ma. The trees depicted on the bottom left of the autumn Kacho-zu are covered with cut foil that has been 

applied afterwards, and trees that seem to follow them are depicted on images attached to the south side nageshi (horizontal 

beams) in the Kuroshoin Chodai-no-ma.

Matsu-zu (Pine) and color repair

　An important aspect of the mural repairs at Nijo Imperial Villa is the color repair by painters. According to the “Nijo 

Imperial Villa Repair Work Record Diary” (hereinafter referred to as “Diary”), a total of 14 painters participated from their 

hiring on November 15, 1885 until the completion on August 25, 1886. These included Tosa Mitsutake (1844-1916), a 

member of the Tosa family who served as the Edokoro-azukari of the Imperial Court for multiple generations in the Edo 
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rooms are murals of pine trees, which are thought to have been intended to embody the Tokugawa Shogunate’s wishes for 

eternal prosperity. Golden pheasants, another motif of the murals, were so rare in Edo-period Japan that they were sometimes 

offered as gifts to those in power. The entire image of multiple huge pine trees is contained in the surface covered with a 

ground of gold leaf without any depictions of their roots on the ground or any other motifs, such as golden clouds, hiding 

the trees. Therefore, the forms of the pine trees clearly stand out. In the large alcove behind the shogun, a curved pine tree 

is depicted to look like an umbrella over the head of the shogun, sitting on the upper floor, while on the eastern and western 

sides, between which the alcove is, are pine branches and leaves inclining toward the shogun. This composition strongly 

impressed the viewer with the majesty of the shogun seated in the center.

Meiji-era repairs to the murals and the Ohiroma

　After Nijo-jo Castle turned into Nijo-rikyu Villa, Ninomaru-goten Palace became a place for the imperial family and 

foreign dignitaries. Many of the murals there, mainly severely damaged ones along the corridors were repainted and replaced 

from around 1897. This project was supervised by Yamataka Nobuakira of the Kyoto Imperial Museum, who oversaw the 

decoration of Meiji-kyuden Palace in 1884, with then active painters repainting those murals while referring to the designs 

of treasures housed in the Shosoin Repository.

　In 1900, the ceiling paintings of the corridor in the Ohiroma were repainted. Although the 250 ceiling paintings were 

initially planned to be repainted and installed on the coffered ceiling of the corridor, Crown Prince Yoshihito visited the 

building when only 120 of the 250 ceiling paintings had been completed. However, according to the Hinode Shimbun 

newspaper, the predecessor of the current Kyoto Shimbun, the prince saw those paintings and said, “They look beautiful and 

elegant.”

　Around the same time, the murals above the nageshi along the corridor in the Ohiroma were also repainted to depict 

clouds and haze with three kinds of metal leaf powders with metal leaf strips of various sizes and forms placed inside the 

clouds, as well as a wave pattern created with moriage gofun.

　This project to renew the murals along the corridor, which was implemented after the premises became an imperial villa, 

resulted in the coexistence of murals dating back to 1626 and murals created in the Meiji era in Ninomaru-goten Palace. The 

Ohiroma and its corridor thus became a place where visitors could feel a kind of fusion of old and new, the new breath of the 

Meiji era as they walked through the corridor and the atmosphere of the Edo period when entering the Ohiroma.

(Junko Furiya)

Nijo-jo Castle Painting Gallery; Summer Exhibition in 2024

Repurposed Murals : Shikidai-no-ma

　After 1871, Nijo-jo Castle, which was used as a facility for the Kyoto Prefectural Government and the army, became “Nijo 

Imperial Villa” under the jurisdiction of the Imperial Household Ministry in 1884. In response, large-scale repairs were 

carried out over two years from the following year. The Ninomaru-goten Palace was also decorated to be suitable as a palace 

of the Imperial Family. This exhibition introduces mural repair at that time and murals that have been repaired and restored 

with alterations from their original form.

Nijo Imperial Villa major repairs and murals

　After 1634, facilities such as utility buildings at Ninomaru-goten Palace were demolished since the shogun, who was the 

owner, never visited the palace. During the turbulent late Edo period, Ninomaru-goten Palace became a political arena again, 

but by that time, some of the murals created in 1626 had been lost or removed due to damage. After the Meiji Restoration, 

Kyoto Prefecture used the Ninomaru-goten Palace as a government building, so the deterioration of the murals continued.

 

ix



［英文］

Nijo-jo Castle Painting Gallery Exhibition in 2024 “Age of Nijo-rikyu Imperial Villa” Series

　The original murals of the Ninomaru-goten Palace at Nijo-jo castle were created by Kano-school artists during major 

renovation of the castle in 1626, in preparation for a visit by Emperor Gomizunoo (1596–1680). This year's exhibitions, 

entitled "Age of Nijo-rikyu Imperial Villa"Series, focus on the Imperial Villa period of Nijo-jo castle and introduce the roles 

and situations around the murals of Ninomaru-goten Palace at the time.

Nijo-jo Castle Painting Gallery; Spring Exhibition in 2024

Ohiroma of Nijo-rikyu Imperial Villa: Ichi-no-ma (First Room) of the Ohiroma

Nijo-jo Castle was built in 1603 by order of Tokugawa Ieyasu as a place for the shogun to stay and hold rituals and other 

events while in Kyoto. Later, in preparation for a visit from Emperor Gomizunoo in 1626, the Ninomaru-goten Palace 

and other castle buildings underwent major repairs. After the Meiji Restoration, the castle was subject to many changes, 

including being placed under the control of the Daijokandai (Office of the Great Council of State) and the Kyoto Prefectural 

Government, before it became a villa for the imperial family and was renamed “Nijo-rikyu” in 1884. In 1939, the 

responsibility for managing Nijo-rikyu imperial Villa was transferred to the Kyoto City municipality, which has since been 

managing the villa until today.

Ninomaru-goten Palace during the age of Nijo-rikyu imperial Villa

　Around the end of the Edo period, Nijo-jo Castle saw a period of turbulence, serving as a place for Tokugawa Yoshinobu, 

the last Tokugawa shogun, to declare his intention to return political power to the Emperor. Ninomaru-goten Palace in 

particular also played a variety of roles after the Meiji Restoration. After Nijo-jo Castle became Nijo-rikyu Villa, the 

Ministry of the Imperial Household carried out repairs to Ninomaru-goten Palace, which were completed in 1886. The 

repairs included laying carpets to make the building look suitable for an imperial villa. From 1897, the old murals in 

corridors and other areas were replaced with new ones.

　From 1893 to 1894, the Katsuranomiya-goten Palace, the palace of the Katsuranomiya family located to the north of the 

Kyoto Imperial Palace, was relocated to the then vacant Honmaru area and bacame Honmaru-goten Palace, resulting in Nijo-

rikyu as a imperial villa with two buildings: Honmaru-goten Palace and Ninomaru-goten Palace.

　Honmaru-goten Palace was used as an accommodation facility for the imperial family, and Crown Prince Yoshihito (later 

Emperor Taisho) and Crown Prince Hirohito (later Emperor Showa) often stayed there. Meanwhile, Ninomaru-goten Palace 

was not only visited by the crown princes during their stays in Kyoto but was also sometimes used as a place for them to 

meet important people in Kyoto or as a resting place for distinguished guests from abroad. For the enthronement ceremony 

of Emperor Taisho in 1915, a banquet hall was set up in the current Seiryuen area.

　When a crown prince visited Nijo-rikyul imperial Villa, hundreds of ordinary people sometimes gathered in front of the 

Higashi-otemon Gate to catch a glimpse of him.

Murals of the Ohiroma

　During the Edo period (1603–1867), Nijo-jo Castle was a castle of the Tokugawa shogunate, and the Ohiroma building 

there, the most formal place designed to display the shogun’s power, served as a place for official meetings between the 

Tokugawa shogun and visitors. For this purpose, various special details were added to the Ohiroma. One example is the 

double height coffered ceiling of the Ichi-no-ma (First Room) and its floor being raised approximately 20 centimeters higher 

than the Ni-no-ma (Second Room). In addition to the architectural features, the motifs and styles of the murals there were 

also designed especially to serve the purpose of the building.

　The murals in the First and Second Rooms were painted by Kano Tan’yu. On all sides of the continuous space of the two 
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の名所、竜田川の流れと連なる山並み、その麓の茶店や民家と、そこを訪れ、あるいはそこで生活する人々が描

かれます。竜田川には、烏帽子を被った貴人達が、川に流れる紅葉を眺める姿が見えます。長押上の《武蔵野図》

（正面東より 1・2、同東側 5面）は、秋草が生え、霞が棚引く野原に、満月が浮かぶ秋の武蔵野を描きます。

　〈黒書院〉の帳台の間の障壁画は、《名所風俗図》、《松柳白鷺図》、《秋草図》の 3 つの画題に分かれています。

そのうち《名所風俗図》は、富士山（展示室正面西より 1・2の長押下）と三保松原（西側北より 1から 3の長押下）、

和歌の神様を祀る玉津島神社のある和歌浦（西側南より 1から 4の長押下、西側北より 1の長押上）と、同じく

和歌の神様を祀る住吉大社（西側北より 2・3の長押上）の景観を描きます。《名所風俗図》は、和歌にまつわる

名所を俯瞰的に捉え、そこを訪れる人々の様子を、軽妙な筆致と柔らかな色彩で、生き生きと描き出す点に特徴

があります。《松柳白鷺図》（正面西より 1・2の長押上）は、雪の積もる松と雪、松にとまる白鷺を描き、《秋草

図》（西側南より 2・3の長押上）は、水仙や萩などの秋草を描きます。

　これらの障壁画には、金具跡や切り貼りした痕跡があり、もとは別の場所のために描かれたものが、二の丸御

殿の〈大広間〉と〈黒書院〉の帳台の間に再利用されものだと分かります。

御所から来た障壁画

　上記のうち、〈大広間〉の《竜田風俗図》と《武蔵野図》、〈黒書院〉の《名所風俗図》は、先行研究によって、

御所の中にある、天皇の正室、女御のための御殿（女御御殿）の一部で、女子が産まれた際に使う姫宮御殿に描

かれたものであり、筆者は、《竜田風俗図》は狩野宮内（生没年不詳）、《武蔵野図》は狩野永伯（1687-1764）、《名

所風俗図》は鶴沢探山（1658-1729）であることが分かっています。

　この姫宮御殿を含む女御御殿は、享保元年（1716）に中御門天皇（1702-37）の女御となった近衛尚子（1702-

20）のために、正徳 5年（1715）から享保元年（1716）の間に建造されたものでした。しかし、享保 5年（1720）、

尚子は、男子（後の桜町天皇、1720-50）を産んだ後、一月も経たずに亡くなってしまいます。この男子が皇太

子となることが決まった享保 12 年（1727）から翌年にかけて、女御御殿の大半を転用する形で、皇太子が使う

東宮御所が建てられました。この時、姫宮御殿は転用された記録がないことから、その建物は撤去され、障壁画

のみが保管されたと考えられます。

　明治 18 年（1885）の史料に、当時、二条城内に保管されていた障壁画の一覧があり、〈大広間〉の《竜田風俗

図》と《武蔵野図》、〈黒書院〉の《名所風俗図》に該当すると思われる絵がここに含まれることから、これらは、

享保 12 年（1727）から明治 18 年（1885）の間のどこかの時点で、二条城に移されたと考えられます。ちなみに、

この女御御殿の主、近衛尚子は、五摂家の一つ、近衛家の出身です。尚子の父、近衛家熙（1667-1736）と祖父、

近衛基熙（1648-1722）は、共に朝廷の要職を勤め、とりわけ幕府との繋がりを重んじた人物です。基熙の娘で

尚子の叔母、近衛熙子（1666-1741）は、6 代将軍徳川家宣（1662-1712）の正室となり、家宣が亡くなると、幼

い 7 代将軍家継（1709-16）を支え、8 代将軍吉宗（1684-1758）の就任にも強い影響力を持ったとされます。尚

子は、将軍の養女として関東に下向する話もありましたが実現はせず、熙子の働きかけと霊元法皇（1654-1732）

の裁可によって、中御門天皇に入内することとなったのです。

　奇しくも、尚子に女子が産まれた際に使われるはずだった姫宮御殿の障壁画は、時を経て、徳川将軍家から皇

室へと主が変わった二条城二の丸御殿に貼り込まれ、今に伝わることとなりました。これら御所から来た障壁画

は、18 世紀初頭の御所文化を伝えるとともに、皇室の離宮となった二条城の歴史を伝える、重要な作品群でも

あるのです。

（中野 志保）
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淡彩という技法で、湖岸の風景が俯瞰して描かれ、落ち着いた雰囲気が演出されています。この湖は中国浙江省

に実在する名所の西湖で、西湖図は日本において室町時代以降に好んで描かれた、水墨画を代表する画題の一つ

です。水墨による山水画は、最も格式の高い場所に描かれることが多く、〈白書院〉一の間、二の間の部屋の格

式に呼応して、西湖図が描かれたと考えられます。

　一の間の大床（正面に展示）には、雪景山水が描かれます。背景に薄墨を掃き、素地を残すことで雪が表現さ

れています。画面右奥には、寺塔や楼閣を擁する岩山が屹立し、画面中央には水辺の望楼が描かれています。そ

の屋内には、山水図を描いた衝立の前に二人の文人が座し、広い湖面を眺めています。

　付書院横の戸襖（向かって左側に展示）には、中央に水辺の懸崖を現し、その上には木々に囲まれた家屋があ

り、また水辺の松下の篷台に座り込み、魚を採っている人物がいます。

　二の間との境の襖（向かって左側に展示）には、水辺の樹林にかこまれた楼閣や楼門に一童子を従えて進む二

高士の姿が近景で、また山影や樹林の間に見える楼閣が遠景で描かれています。特徴的な西湖の堤である蘇提あ

るいは白提と思わしき堤を見ることができます。

　二の間の南側（向かって右側に展示）には、柳に囲まれた屋敷が描かれています。その右側の水面には、屋敷

に向かう文人を乗せた一艘の船があり、屋敷の中庭には客人を迎え出る主人らしき男性が、門の前には赤子を抱

いた女性と子供の姿が見えます。

　二の間の西側（向かって右側に展示）には、楼閣や橋のある山水に小さく人物が書き込まれています。橋の上

には、牛に乗った僧形の人物が、その左隣の戸襖には四阿で休憩する高士と従者が描かれます。

　違棚を除けば、どの画面も下部を水辺としており、湖上に浮かべた船に乗って岸辺を見渡すような景観が、部

屋の中に広がります。また、違棚上部の小襖（正面に展示）には、撫子が描かれています。いつの頃か、この小

襖は裏面が表面となるように反転され、仕立て直されたと考えられています。

　障壁画の筆者は、狩野長信（1577-1654）とされます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（降矢 淳子）

冬期「御所から来た障壁画　〜〈大広間〉・〈黒書院〉帳台の間〜」

 慶長 8 年（1603）、江戸幕府の初代将軍、徳川家康（1543-1616）が築城した二条城は、寛永 3 年（1626）の後

水尾天皇（1596-1680）の行幸を控えて改修されました。本丸が新設され、二の丸御殿は改修、内部の障壁画も

新たに描かれました。慶應 3年（1867）に幕府が終焉を迎えた後、二条城は明治政府の所有となります。その後、

明治 17 年（1884）から、京都市に下賜される昭和 14 年（1939）までの間、二条城は皇室の離宮「二条離宮」と

なります。この間、桂宮家の御殿が本丸に移築され、二の丸御殿等の飾金具が葵紋から菊紋に取り換えられるな

ど、皇室の離宮に相応しい体裁が整えられました。また、二の丸御殿の一部に、もともと別の場所のために描か

れた障壁画が、嵌め込まれました。今回は、これらの障壁画のうち、〈大広間〉と〈黒書院〉、それぞれの帳台の

間の障壁画を紹介します。

帳台の間の機能と寛永期の障壁画

　二の丸御殿の〈大広間〉・〈黒書院〉の一の間には、書院造の要素の一つである帳台構が備わり、帳台襖を開くと、

帳台の間と呼ばれる部屋が現れます。史料は見つかっていませんが、この部屋を通って、将軍が一の間に入った、

いわば前室のような機能を果たしたという説もあります。史料によれば、江戸時代には、〈大広間〉と〈黒書院〉

の帳台の間には、花鳥画が描かれていました。しかし現在、この花鳥画は、帳台襖の裏側各 4面（展示なし）と〈大

広間〉の戸襖 2面（展示室正面の長押下、東より 2・3）にのみ残り、それ以外の建具や壁面には、以下に述べる、

別の障壁画が貼られています。

名所風俗と花鳥

　〈大広間〉帳台の間の障壁画のうち、長押下の《竜田風俗図》（展示室正面東より 1、同東側 5 面）には、紅葉
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外に、宮内省の御殿を管理する部門の職員のうち、絵心がある者も従事したことが、『日記』や『京都日出新聞』

の当時の記事から窺えます。また、修理完了の一か月程前の新聞記事では、天井画の修理（補彩）が先行して行

われ、襖等は後から着手されたものの、欠損部を原画と識別できないように描くことは難しく、それをやり遂げ

るには到底、日数も人工も足りないと書かれています。このように、当時の修理では、欠損した部分を新たに描

いたり、褪色した部分は塗り直されたりしたのです。現在ご覧いただいている鮮やかな松葉の色や、水辺の色は、

修理の際に補われた色なのです。補われた松葉は、原画の松葉を描く線とは無関係に描きなおされているものも

多く、また画面によって補筆の線の特徴が異なることから、人海戦術で短期間に修理したことが窺えます。

　現在の障壁画の修理とは手法も考え方もかけ離れていますが、当時は迅速に離宮としての体裁を整えることが

最優先されたのです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松本 直子）

秋期「葵から菊へ　～〈白書院〉一の間、二の間～」

二条城は二条離宮へ

　慶長８年（1603）、二条城は、江戸幕府を開いた徳川家康（1543-1616）によって創建され、寛永３年（1626）

の後水尾天皇（1596-1680）の行幸のため、城域が西に拡張されるなど大改修されました。慶應３年（1867）10 月、

15 代将軍慶喜（1837-1913）は、二の丸御殿で大政奉還の意思を表明し、朝廷がこれを認めたことで 250 年に渡

る徳川幕府の時代が終了しました。

　明治 17 年（1884）、二条城は、天皇の別邸である離宮となり、名称を二条離宮に改められます。これにより、

主人が天皇へと変わりました。同 30 年代にかけて、皇室の宮殿にふさわしいよう、宮内省によって二の丸御殿

の修繕がされました。圧倒的な大きさを誇る二の丸御殿遠侍をはじめとする破風に付けられた、城の主人を表現

する徳川家の家紋「三つ葉葵紋」の飾り金物は、天皇家の家紋である「菊紋」に変えられ、二条城を訪れた人に、

政権の交代が象徴的に示されたのです。

　さらに、京都御所の北にあった桂宮家の御殿（桂宮御殿）が、明治 27 年（1894）に二条離宮の本丸に移築さ

れ本丸御殿になりました。これにともなって、唐門前から内堀を西橋で渡るルートで馬車道が整備され、また御

殿の周囲に井戸や厠が確保されました。本丸御殿は二条離宮の中心となるべく整えられたのです。

二条離宮の〈白書院〉　

　二の丸御殿の最も奥に位置する〈白書院〉は、江戸時代に「御座の間」と称され、将軍の居室として使用され

ました。そのため、〈白書院〉の対面所は、他の二つの対面所である〈大広間〉と〈黒書院〉と違い、上段と下

段の境に襖がはめられています。これにより上段である一の間は、15 畳の隔てられた部屋になります。

　二条離宮になった後、〈白書院〉は、新たな主人である天皇の御座所となりました。二の丸御殿の中には、い

たる所にかつての主人、徳川家の家紋である「三つ葉葵紋」が飾り金物に散りばめられており、〈白書院〉も同

様の設えがされていました。しかし、新たな主人である天皇がゆったりとくつろぐ〈白書院〉に、「三つ葉葵紋」

はふさわしくありません。そのため、明治天皇を迎える準備として、明治 19 年に〈白書院〉だけは、格天井の

辻金物や帳台構の縁金物にあった「三つ葉葵紋」が、上から被せたり、取り替えたりして「菊紋」に変えられま

した。また、年代は不明ですが、襖の引手金具も、菊紋を施したものに取り換えられました。

　この時、「菊紋」の金物の大きさが「三つ葉葵紋」と同様になるよう、注意して細工されました。現在も、こ

の時に取り付けられた「菊紋」の金物が、「三つ葉葵紋」を違和感なく隠していることを確認できるものもあり

ます。

　翌 20 年、〈白書院〉は明治天皇を迎えました。

〈白書院〉一の間、二の間に描かれた障壁画

　〈白書院〉は、他の棟を彩る金碧障壁画と異なり、水墨画で障壁画が描かれます。部分的な着色がされた墨画
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二条離宮の大修理と障壁画

　二の丸御殿は、寛永 11 年（1634）以降、主である将軍が訪れること無く、便益施設であった棟などが撤去さ

れました。激動の幕末期、二の丸御殿は再び政治の舞台となりますが、その頃までに、寛永３年（1626）に制作

された障壁画は損傷が進んで失われたり取り外されたりしたものもありました。明治維新を経て、京都府が二の

丸御殿を庁舎として使用していたので、障壁画の劣化はさらに進みました。

　表具師による障壁画の修理は、明治 19 年（1886）の 1 月頃から着手されました。宮内省が作成した修理の仕

様書には、金地の本紙が欠失した箇所を繕うにあたっては、残っている「古箔（当初の金箔の残欠）」や、宮内

省が保有している「新古箔（新しい金箔に古びた色を付けたもの）」を使用する旨が記されています。しかし、

宮内省は金箔だけではなく、様々なところから集めた古い障壁画も保有していました。京都府庁から宮内省に移

管されるにあたり、明治 18 年（1885）に京都府が作成した文書『二条離宮引渡一件』の中に、当時、壁や建具

から取り外してシート状にして保存されていた古い障壁画の一覧が記録されています。そこには、寛永に制作さ

れた障壁画を取り外したもの以外に、出所不明のものや、元来は御所の建物のために制作されたものも含まれて

います。これらのうち、寛永制作分ではないものが、この時の修理で使用されたことが、先行研究により判明し

ています。

リフォームされた《花鳥図》

　式台の間の腰障子には、元は春夏の草花と水辺が描かれていたことが史料から判明していますが、それらは失

われています。現在の《花鳥図》は、明治の修理で、寛永制作分ではない障壁画をリフォームしたものの一つで

す。残念ながら、先に述べた障壁画一覧のうちのどれが該当するのかは明確に出来ません。一覧以外の障壁画で

あった可能性もあります。

　それでは、リフォーム前はどのような画面だったのでしょうか。この《花鳥図》には、図の繋がりが不自然な

ところが見られます。その部分をよく見ていただくと、不自然さを和らげるために、後から描き足したり、砂子

を蒔いたりといった手が加えられているだけでなく、決まって紙を継いだ痕があります。当時は、大きな一枚物

の紙は生産できなかったので、障壁画や屏風絵等の大画面は、何枚かの紙を継ぎ合わせて成り立っています。通

常であれば、継ぎ方には規則性があります。それが崩れている障壁画や屏風絵は、何らかの事情があるのです。

多くの場合、それはこの《花鳥図》のように元の画面を切り貼りして再構成したことを示しています。この《花

鳥図》には、縦方向の紙継ぎが不規則な箇所が多く、横方向の紙継ぎも複数箇所でズレが見られます。元は図柄

が繋がっていなかったと判断できる縦方向の紙継ぎ部分を切り離し、さらに横方向の紙継ぎをズレが無いように

配置すると、海棠を中心とする春の花鳥図と、雁や鴨を配した秋の花鳥図という二つのグループの障壁画に復元

できます。海棠を描いている部分は、元来襖絵であったことが引手や掛金具の痕跡（正面右から２枚目など）か

ら判明します。また秋の花鳥図のうち、展示室向かって左の壁面に展示している左から２枚目の腰障子の紙継ぎ

部分の下の方の左右にも引手痕があります。

　しかし、復元した各障壁画は、それぞれ両端で図が途切れています。元はさらに左右に画面が続いていたと考

えられるのです。実は、春と秋のそれぞれについて、御殿内の別の部屋に続きの部分と思われる画面があります。

春の花鳥図の左端にうっすらと描かれている細い竹の一群は、〈遠侍〉芙蓉の間の東の壁貼付の図柄に続きます。

秋の花鳥図の左端の下に描かれている樹木は、後から施された切箔に覆われていますが、この続きと思われる樹

木が、〈黒書院〉帳台の間の南側の長押上貼付に描かれています。

《松図》と補彩

　二条離宮の障壁画修理の重要な側面として、画工による補彩があります。『二条離宮修繕工事録　日記』（以下

『日記』と記す）によると、明治 18 年 11 月 15 日を皮切りに画工の雇用が始まり、翌年の８月 25 日に完了を迎

えるまで、合計 14 名の画工が参加しました。その中には、江戸時代に代々朝廷の絵所預を務めた土佐家の一門

である土佐光武（1844 ～ 1916）や、円山派や四条派の流れをくむ職業絵師が含まれています。しかし、それ以
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　本丸御殿は、皇族の宿泊所として使われ、嘉仁皇太子（後の大正天皇）や裕仁皇太子（後の昭和天皇）の行啓

が頻繁にされるようになりました。二の丸御殿は、行啓の際に皇太子らが拝観するだけでなく、時には京都在住

の名士らとの拝謁の場所や外国から訪れた貴賓の休憩所としても用いられました。

　大正 4年 (1915) の大正天皇の即位式の際は、現在の清流園あたりに饗宴場が設けられました。

　二条離宮へ皇太子が行啓した際、皇太子らを一目見ようと、東大手門の前に数百人の人々が集まることもあり

ました。

〈大広間〉の障壁画

　江戸時代 (1603-1867)、徳川幕府の城である二条城の〈大広間〉は、徳川将軍と公式に対面する儀礼の場であり、

将軍の権威を誇示する最も格式の高い場所でした。そのため、〈大広間〉には様々な工夫が施されており、たと

えば一の間の天井を「二重折上格天井」とし、また二の間より 20 ㎝ほど床を高くしています。建築上の特徴だ

けでなく、描かれた障壁画の画題や様式にも様々な工夫が施されています。

　一の間と二の間に描かれた障壁画は、狩野探幽（1602-74）によって描かれたものです。ぐるりと部屋を取り

囲むようにデザインされた松には、徳川将軍家の永遠の繁栄への願いが込められていると考えられ、また、松に

添えられた錦鶏鳥は権力者への贈答品とされた珍しいものでした。巨大な複数の松は、一面の金地にその根本の

地面を描かず、全容を画面の枠の内側に収め、また金雲等の松を隠すモチーフがないため、その形が鮮明に浮か

び上がります。

　松は、将軍の背後となる大床で、上段に座する将軍の頭上に傘を掛けるよう松を屈曲させ、大床の左右にあた

る東面と西面で、将軍に向かって枝を傾斜させて枝葉を伸ばします。この構図は、中央に着座した将軍の威光を、

見るものに強烈に印象づけるものでした。

明治時代の障壁画修理と〈大広間〉

　二条離宮となり、皇族や外国の貴賓を迎えた二の丸御殿は、明治 30 年 (1897) 頃より、損傷の激しい廊下の天

井や長押上の障壁画を中心に新たに描き直され、交換されました。それは、明治 21 年に明治宮殿の装飾を監督

した京都帝国博物館の山高信離（1842-1907）が監督にあたり、当時活躍した画家の手で、正倉院の宝物の図案

などが参考にされました。

　明治 33 年、〈大広間〉の廊下の天井画は、改めて描かれました。廊下の格天井に取り付けられる予定の 250 枚

のうち 120 枚の天井画が取り付けられたところで嘉仁皇太子の行啓があり、これを観賞して「美麗なり」と述べ

たことが、現在の「京都新聞」の前身である「日出新聞」に報じられています。

　また、同じ時期に〈大広間〉の廊下の長押上障壁画も、三種類の箔
はく

の砂
すなご

子によって雲形と霞が表され、大小の

方形、細長い切箔が雲形の中にあしらわれ、胡粉の盛り上げによって波文様が象られたものに変えられました。

　二条離宮になって行われた廊下の障壁画の新調により、寛永 3年（1626）に描かれた障壁画と明治時代に描か

れた障壁画が、二の丸御殿の中で共存することになりました。廊下を歩きつつ明治時代の新しい息吹を感じ、い

まだ江戸時代の雰囲気の残る〈大広間〉に入室する、いわば新旧の融合を感じられる場所となったのです。

（降矢 淳子）

夏期「障壁画再生　～式台の間～」

　明治４年（1871）以降、京都府庁や陸軍の施設として使用されていた二条城は、明治 17 年（1884）に、宮内

省が所轄する「二条離宮」となりました。それを受けて翌年から翌々年にかけて、大規模な修理が行われました。

二の丸御殿も、皇室の宮殿に相応しい内装へと整えられていきました。当時の障壁画修理の様相と、修理によっ

て元の姿から形を変えて再生した障壁画を紹介します。
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二条城障壁画　展示収蔵館活動報告

１、二条城障壁画 展示収蔵館　概要

　二条城障壁画 展示収蔵館は、重要文化財の二の丸御殿障壁画を保存、公開するために、平成 17 年 (2005)10

月 10 日に開館しました。二の丸御殿障壁画は、徳川将軍家が寛永元年から 3 年 (1624-26) にかけて行った大改

修の際、狩野探幽率いる狩野派の絵師たちによって描かれました。二の丸御殿には、寛永期の障壁画を含む約

3600 面の障壁画が残されており、昭和 57 年 (1982) には、うち 1016 面が美術工芸品 ( 絵画 ) として重要文化財

に指定されました。

　これらの障壁画は、約 400 年間、御殿内で温湿度の急激な変化や虫害、紫外線などの影響を受け続けてきたため、

褪色・亀裂・剥落など状態の悪化が進んでいます。そこで二条城では，昭和 47 年 (1972) より、原画を収蔵庫で

恒久的に保存することを目的として模写を制作し、御殿内の原画とはめ替える「模写事業」を開始しました。現

在、重要文化財に指定された 1016 面は、全て御殿から取り外されて収蔵庫で保管されています。当館では、修

理が完了した障壁画を中心に、年 4回の展示替えを行い計 240 日ほど公開しています。また、エントランスでは、

錺金具や城内から発掘された埋蔵文化財等も展示しています。

　

２、令和 6年度 原画公開の概要と入館者実績

展覧会名 会期 日数 入館者数

二条離宮の大広間

～〈大広間〉一の間～　　　　　　　　　　　　　　　
4月 25 日 ( 木 ) ～ 6 月 23 日 ( 日 ) 60 日間 20,192 人

障壁画再生

～式台の間～
7月 18 日 ( 木 ) ～ 9 月 15 日 ( 日 ) 60 日間 20,182 人

葵から菊へ 

～〈白書院〉一の間・二の間～
10 月 10 日 ( 木 ) ～ 12 月 8 日 ( 日 ) 60 日間 14,453 人

御所から来た障壁画

～〈大広間〉・〈黒書院〉帳台の間～
12 月 23 日 ( 木 ) ～ 令和 7年 2月 23 日 ( 水 ) 60 日間 18,955 人

３、令和 6年度 原画公開展示解説［和英］

二条城二の丸御殿障壁画は、寛永 3 年（1626）、後水尾天皇（1596-1680）の行幸を前に行われた二条城の大

改修の際、狩野派の絵師たちによって描かれました。今年度は、「シリーズ二条離宮の時代」と題し、離宮時代

に焦点を当てて、二の丸御殿の障壁画を紹介します。

［和文］

春期「二条離宮の大広間　～〈大広間〉一の間～」

　二条城は、慶長 8年（1603）に徳川家康 (1543-1616) が、将軍上洛時の滞在場所、また儀礼を行う場所などと

して創建され、後水尾天皇（1596-1680）の寛永行幸（1626）に際して二の丸御殿の大改修などが行われました。

　明治維新以降、太政官代や京都府の所管になるなど変遷を遂げ、明治 17 年 (1884) に皇室の別邸である離宮と

なり、その名称を二条離宮に改めました。昭和 14 年 (1939)、二条離宮は京都市に移管され、現在にいたります。

離宮時代の二の丸御殿　

　幕末、二条城は徳川慶喜 (1837-1913) による大政奉還の発表の場所になるなど激動の時代を経験し、また、二

の丸御殿は明治維新後に様々な役割を担いました。二条城が二条離宮になると、宮内省によって二の丸御殿の修

繕が行われ、また皇室の宮殿にふさわしいよう絨毯が敷かれるなどして、明治 19 年に完了しました。同 30 年代

には、廊下などの障壁画が、新しいものに交換されました。

　同 26 年から 27 年にかけて、京都御所の北にあった桂宮家の御殿（桂宮御殿）が、空き地となっていた本丸に

移築されて本丸御殿になると、二条離宮には本丸御殿と二の丸御殿の二つの御殿が整います。
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調査・研究活動報告

令和 6年 3月　　　元離宮二条城御清所内部落書撮影及び調査

令和 6年 5月      『研究紀要 元離宮二条城』収載史料検討会①〔元京都女子大学教授 柴田純氏・京都大学

名誉教授 藤井讓治氏・華道家元池坊総務所池坊中央研究所主任研究員 細川武稔氏〕※

令和 6年 5月　　　華道家元池坊総務所蔵史料の翻刻に関する協議〔細川武稔氏・今江秀史・杉谷理沙〕

令和 6年 5月　　　元離宮二条城事務所職員向け歴史研修会

令和 6年 6月　　　『研究紀要 元離宮二条城』収載史料検討会②〔柴田純氏・藤井讓治氏〕

令和 6年 7月　　　二之丸御殿〈式台〉式台の間特別入室解説会①〔松本直子〕

令和 6年 7月　　　『研究紀要 元離宮二条城』収載史料検討会③〔柴田純氏・藤井讓治氏〕

令和 6年 8月　　　二之丸御殿〈式台〉式台の間特別入室解説会②〔松本直子〕

令和 6年 9月　　　『研究紀要 元離宮二条城』収載史料検討会④〔柴田純氏・藤井讓治氏・細川武稔氏〕

令和 6年 10 月　　 京都国立博物館《寛永行幸図屏風》の調査〔松本直子〕

令和 6年 11 月　　 宮内庁書陵部宮内公文書館「工事録」（明治 31 年）の調査〔杉谷理沙〕

令和 6年 11 月　　 京都市歴史資料館との共催による特別展「二条離宮―元離宮二条城 本丸御殿公開記念―」開始

令和 6年 11 月　　　京都新聞連載「近くて遠い二条城と寛永　その四」掲載

令和 6年 12 月 　　『研究紀要 元離宮二条城』収載史料検討会⑤〔柴田純氏・藤井讓治氏・細川武稔氏〕

令和 6年 12 月     特別展「二条離宮―元離宮二条城 本丸御殿公開記念」第 1回ギャラリートーク〔於京都市歴史

資料館、今江秀史〕

令和 6年 12 月　　 東京都江戸東京博物館「二条在番着後留」・「御用瓦師仲ケ間定法名前帳写」の調査〔杉谷理沙〕

令和 6 年 12 月　　 講演会「二条城から二条離宮への軌跡」開催〔於京都市中京区役所、京都市歴史資料館 秋

元せき、今江秀史・降矢淳子〕

令和 7 年 1 月　　　特別展「二条離宮―元離宮二条城 本丸御殿公開記念―」第 2 回ギャラリートーク〔於京都

市歴史資料館、今江秀史〕

令和 7年 1月　　　二之丸御殿〈大広間〉帳台の間特別公開解説会①②〔中野志保〕

令和 7年 2月  　　『研究紀要 元離宮二条城』収載史料検討会⑥〔柴田純氏・藤井讓治氏・細川武稔氏〕

令和 7年 2月　　　京都・泉屋博古館《寛永行幸図屏風》の調査〔中野志保・松本直子〕

令和 7 年 2 月　　　特別展「二条離宮―元離宮二条城 本丸御殿公開記念―」第 3 回ギャラリートーク〔於京都

市歴史資料館、今江秀史〕

令和 7年 2月　　　京都新聞連載「近くて遠い二条城と二条在番 その一」掲載

令和 7年 3月　　　『研究紀要 元離宮二条城』収載史料検討会⑦〔柴田純氏・藤井讓治氏〕

令和 7年 3月　　　東京都立中央図書館「江戸城御本丸万延度御普請御殿向表奥惣絵図」の調査〔今江秀史〕

令和 7年 3月　　  『研究紀要 元離宮二条城』第 4号発行

※収載史料検討会には今江・杉谷も参加。以下同。
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執筆者等紹介

執筆者

小椋 大輔　　　京都大学大学院教授

細川 武稔　　　華道家元池坊総務所池坊中央研究所主任研究員

今江 秀史　　　京都市文化市民局元離宮二条城事務所調査・研究担当

岡村 知明      京都市文化市民局元離宮二条城事務所保存整備（建造物）担当

杉谷 理沙　　　京都市文化市民局元離宮二条城事務所調査・研究担当

中野 志保　　　京都市文化市民局元離宮二条城事務所保存整備（障壁画）担当

降矢 淳子　　　京都市文化市民局元離宮二条城事務所保存整備（障壁画）担当

松本 直子　　　京都市文化市民局元離宮二条城事務所保存整備（障壁画）担当

調査・研究指導

小嵜 善通      学校法人 京都成安学園 成安造形大学学長、京都市元離宮二条城保存整備委員会委員

柴田 純　　　　元京都女子大学教授

藤井 讓治　　  京都大学名誉教授、京都市元離宮二条城保存整備委員会記念物部会委員

編集担当

今江 秀史　　　京都市文化市民局元離宮二条城事務所調査・研究担当

杉谷 理沙　　　京都市文化市民局元離宮二条城事務所調査・研究担当
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各
位
か
ら
の
ご
協
力
を
賜
り
、
『
研
究
紀
要 

元
離
宮
二
条
城
』
第
四
号
が
無

事
刊
行
に
い
た
り
ま
し
た
こ
と
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

第
四
号
で
は
池
坊
中
央
研
究
所
主
任
研
究
員
・
細
川
武
稔
氏
お
よ
び
京
都
大
学

大
学
院
教
授
・
小
椋
大
輔
氏
に
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
史
料
編
、
研

究
ノ
ー
ト
、
史
料
紹
介
、
展
示
収
蔵
館
記
録
に
加
え
、
本
号
よ
り
修
理
記
録
を
掲

載
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。
前
号
ま
で
以
上
に
内
容
の
充
実
を
図
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
掲
載
し
た
拙
稿
で
は
、
二
条
城
に
存
在
し
た
「
番
所
」
に
つ
い
て
論
じ
ま

し
た
。
現
存
の
御
清
所
（
か
つ
て
の
二
之
丸
大
番
所
＝
在
番
衆
詰
所
）
や
米
蔵
（
一

部
に
か
つ
て
の
同
心
番
所
を
含
む
）
に
は
、
数
百
年
前
に
在
番
の
武
士
た
ち
が
居

た
痕
跡
が
見
事
に
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
忘
れ
が
ち

な
、
こ
こ
元
離
宮
二
条
城
が
歴
史
の
現
場
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
文
献
で

読
み
解
く
以
上
に
改
め
て
実
感
す
る
良
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
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